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月 日 曜 日 会 議 行       事

２月20日 木 本会議 

開会 

会期の決定（33日間） 

議案の上程70件（予算40、条例19、その他10、報告１） 

提出者の説明 

 濵田知事 

高知県・高知市病院企業団議会議員の補欠選挙 

21日 金 休 会 議案精査 

22日 土 休 会  

23日 日 休 会 （祝日） 

24日 月 休 会 （振替休日） 

25日 火 休 会 議案精査 

26日 水 休 会 議案精査 

27日 木 休 会 議案精査 

28日 金 本会議 
質疑並びに一般質問 

 明神議員 はた議員 坂本議員 

３月１日 土 休 会  

２日 日 休 会  

３日 月 休 会 議案精査 

４日 火 本会議 
質疑並びに一般質問 

 西森(雅)議員 䬢口議員 桑鶴議員 

５日 水 本会議 
質疑並びに一般質問 

 細木議員 上田議員 田中議員 

６日 木 本会議 
質疑並びに一般質問 

 西内議員 

７日 金 本会議 

質疑並びに一般質問（一問一答） 

 土森議員 中根議員 田所議員 依光議員 寺内議員 

 竹内議員 岡田(芳)議員 
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９日 日 休 会  
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 槇尾議員 下村議員 横山議員 土居議員 
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提出者の説明 
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 はた議員 
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採決 

常任委員の選任 

議会運営委員の選任 

継続審査の件 

議長辞職の件 

議長の選挙 

副議長辞職の件 

副議長の選挙 

副知事の退任挨拶 

 井上副知事 

副知事選任同意に伴う挨拶 

 西森裕哉君 

教育長の退任挨拶 

 長岡教育長 
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 第 23 号 令和７年度高知県病院事業会計予算 

 第 24 号 令和６年度高知県一般会計補正予算 

 第 25 号 令和６年度高知県収入証紙等管理特

別会計補正予算 

 第 26 号 令和６年度高知県旅費集中管理特別

会計補正予算 

 第 27 号 令和６年度高知県用品等調達特別会

計補正予算 

 第 28 号 令和６年度高知県会計事務集中管理

特別会計補正予算 

 第 29 号 令和６年度高知県県債管理特別会計

補正予算 

監 査 委 員 
事 務 局 長 
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 第 30 号 令和６年度高知県土地取得事業特別

会計補正予算 

 第 31 号 令和６年度高知県国民健康保険事業

特別会計補正予算 

 第 32 号 令和６年度高知県災害救助基金特別

会計補正予算 

 第 33 号 令和６年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計補正予算 

 第 34 号 令和６年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計補正予算 

 第 35 号 令和６年度高知県県営林事業特別会

計補正予算 

 第 36 号 令和６年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計補正予算 

 第 37 号 令和６年度高知県港湾整備事業特別

会計補正予算 

 第 38 号 令和６年度高知県高等学校等奨学金

特別会計補正予算 

 第 39 号 令和６年度高知県流域下水道事業会

計補正予算 

 第 40 号 令和６年度高知県病院事業会計補正

予算 

 第 41 号 高知県一時保護施設の設備及び運営

に関する基準を定める条例議案 

 第 42 号 こうちグローバル人材育成基金条例

議案 

 第 43 号 高知県職員等こころざし特例基金条

例の一部を改正する条例議案 

 第 44 号 職員の旅費に関する条例の一部を改

正する条例議案 

 第 45 号 職員の育児休業等に関する条例及び

高知県獣医師修学資金貸与条例の一

部を改正する条例議案 

 第 46 号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例等の一部を改正する条例議

案 

 第 47 号 職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例議案 

 第 48 号 高知県住民基本台帳法施行条例及び

高知県行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用並

びに特定個人情報の利用及び提供並

びに個人番号カードの利用に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 49 号 高知県軽費老人ホーム等の設備及び

運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例議案 

 第 50 号 高知県立県民文化ホールの設置及び

管理に関する条例の一部を改正する

条例議案 

 第 51 号 高知県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例議案 

 第 52 号 高知県立県民体育館の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例

議案 

 第 53 号 高知県浄化槽保守点検業者の登録に

関する条例の一部を改正する条例議

案 

 第 54 号 高知県宅地建物取引業法関係手数料

徴収条例の一部を改正する条例議案 

 第 55 号 高知県建築士法施行条例の一部を改

正する条例議案 

 第 56 号 高知県建築基準法施行条例の一部を

改正する条例議案 

 第 57 号 高知県手数料徴収条例の一部を改正

する条例議案 

 第 58 号 職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例の一部を改正する条例

議案 

 第 59 号 高知県認定こども園条例の一部を改

正する条例議案 

 第 60 号 高知県立香北青少年の家の指定管理

者の指定に関する議案 
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 第 61 号 権利の放棄に関する議案 

 第 62 号 県有財産（教学機器）の取得に関す

る議案 

 第 63 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 64 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 65 号 包括外部監査契約の締結に関する議

案 

 第 66 号 日高特別支援学校寄宿舎改築建築主

体工事請負契約の締結に関する議案 

 第 67 号 国道441号防災・安全交付金（口屋内

トンネル（Ⅱ））工事請負契約の一部

を変更する契約の締結に関する議案 

 第 68 号 和食ダム本体建設工事請負契約の一

部を変更する契約の締結に関する議

案 

 第 69 号 県道の路線の認定に関する議案 

 報第１号 高知県が当事者である訴えの提起の

専決処分報告 

第４ 高知県・高知市病院企業団議会議員の補欠

選挙 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時開会 開議 

○議長（加藤漠君） ただいまから令和７年２月

高知県議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

――――  ―――― 

 

諸 般 の 報 告 

○議長（加藤漠君） 御報告いたします。 

 知事から、西村林業振興・環境部長が御不幸

のため、本日の会議を欠席させたい旨の届出が

ありました。 

 次に、去る１月31日、大石宗議員から、議長

に対し議員辞職願が提出され、地方自治法第126

条ただし書の規定により、同日辞職を許可いた

しましたので御報告いたします。 

 次に、商工農林水産委員長及び議会運営委員

長から閉会中における委員会の審査並びに調査

の経過報告があり、その写しをお手元にお配り

いたしてありますので御了承願います。 

 さきに議決された意見書に関する結果につき

ましては、これを取りまとめ、お手元にお配り

いたしてありますので御了承願います。 

 次に、知事から地方自治法第180条第２項の規

定に基づく専決処分報告がありましたので、そ

の写しをお手元にお配りいたしてあります。 

    委員会報告書、意見書に関する結果に 

    ついて それぞれ巻末435、437ページ 

    に掲載 

 

――――  ―――― 

 

会議録署名議員の指名 

○議長（加藤漠君） これより日程に入ります。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則の定めるところ

により、今期定例会を通じて次の３名にお願い

いたします。 

   ６番  槇 尾 絢 子 議員 

   21番  依 光 美代子 議員 

   27番  䬢 口 秀 洋 議員 

 

――――  ―――― 

 

会 期 の 決 定 

○議長（加藤漠君） 次に、日程第２、会期決定

の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期を、本

日から３月24日までの33日間といたしたいと存
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じますが、御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日から３月24

日までの33日間と決しました。 

 

――――  ―――― 

 

議案の上程、提出者の説明 

○議長（加藤漠君） 御報告いたします。 

 知事から議案が提出されましたので、お手元

にお配りいたしてあります。 

    提出書 巻末439ページに掲載 

 日程第３、第１号「令和７年度高知県一般会

計予算」から第69号「県道の路線の認定に関す

る議案」まで及び報第１号「高知県が当事者で

ある訴えの提起の専決処分報告｣､以上70件を一

括議題といたします。 

 ただいま議題となりました議案に対する提出

者の説明を求めます。 

 濵田知事。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 本日、議員各位の御出席

をいただき、令和７年２月県議会定例会が開か

れますことに厚くお礼申し上げます。 

 ただいま提案いたしました議案の説明に先立

ち、当面する県政の主要な課題について御説明

を申し上げ、議員各位及び県民の皆さんの御理

解と御協力をお願いしたいと考えます。 

 昨年は、県経済が回復基調にある中で、関西

戦略の核となるアンテナショップとさとさの好

調なスタートや、四国８の字ネットワークの県

内全線での事業化決定など、県勢浮揚に向けて

具体的な成果が表れてきた年でした。加えて、

パリオリンピックなどにおける本県出身選手の

活躍や、高知ユナイテッドＳＣのＪリーグ参入

といったスポーツ分野での明るい話題も多くあ

りました。 

 一方で、１月には能登半島地震が発生し、８

月には初めての南海トラフ地震臨時情報が発表

されるなど、近い将来起こるとされる南海トラ

フ地震の切迫度の高まりをひしひしと感じた年

でもありました。 

 来る令和７年度は、国内外から多くの来場者

が見込まれる大阪・関西万博がいよいよ開幕し、

またやなせたかしさんと小松暢さん夫妻をモデ

ルとした連続テレビ小説あんぱんが放送されま

す。この絶好の機会を生かして、県産品の外商

拡大やインバウンドも含めた観光誘客をしっか

りと進め、県全体を盛り上げていきます。 

 県政の最重要課題である人口減少問題に対し

ては、若者の所得向上や共働き・共育ての推進

といった一連の施策を抜本強化し、その克服に

向けて粘り強く取り組みます。また、南海トラ

フ地震対策については、新たに策定する行動計

画に基づき、その被害を最小限に抑え、県民の

皆さんの命と暮らしを守るべく万全を期します。 

 こうした取組により、活力にあふれる高知、

そして安心して暮らせる高知の実現に向けてさ

らに前進する年にしたいと考えます。そのため

にも、引き続き共感と前進を県政運営の基本姿

勢とし、県民の皆さんとの対話を通じて県政に

対する共感を得ながら、様々な課題の解決に取

り組みます。 

 これまで県民座談会「濵田が参りました」な

どの場において、地域で活躍する方や子育て世

代の女性、先進的な取組を行う事業者をはじめ、

多くの方々から直接お話を聞かせていただきま

した。今後もこうした機会を積極的に設け、人

口減少対策をはじめとする県の施策に生かした

いと考えます。 

 また、デジタル化、グリーン化、グローバル

化といった新たな時代の潮流を先取りし、絶え

ず施策の進化を図ります。 
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 このうちデジタル化は、大都市部からの遠隔

地という障壁を取り払い、情報の収集、処理の

速度を飛躍的に高めると同時に、業務の自動化、

省力化を強力に進める上で必要不可欠な取組で

す。このため、中山間地域におけるオンライン

診療や遠隔教育の充実を図るほか、ＡＩやドロー

ンといった最新技術の積極的な活用を促すこと

で、県民の暮らしや働き方を一変させます。あ

わせて、各産業分野における生産性向上を図り、

事業者の稼ぐ力をより一層高めます。 

 グリーン化については、地球温暖化に歯止め

がかからない中、あらゆる分野で2050年のカー

ボンニュートラルの実現に向けた取組が求めら

れています。本県としても、豊かな自然を生か

した再生可能エネルギーの導入やグリーン化関

連産業の育成をさらに進め、経済と環境の好循

環の創出を図ります。 

 グローバル化については、急速な成長を続け

る東南アジアなどの海外市場に積極的に打って

出ることで、県産品の輸出拡大とインバウンド

観光の振興を図り、その効果を県経済に取り込

みます。また、担い手不足に悩む各産業分野に

おいて、外国人材が活躍できる環境の整備も進

めます。 

 今後も、私自身が県政のかじ取り役として様々

な課題解決を目指す挑戦の先頭に立ち、一歩一

歩着実に前進したいと考えます。その上で、元

気で豊かな、そしてあったかい高知県を実現し、

次世代に引き継げるよう全力を尽くします。 

 本県の将来を左右する人口減少問題の克服に

向けては、昨年３月に策定した元気な未来創造

戦略に基づき、若者や女性に選ばれる高知の実

現を目指して取り組んでいます。 

 しかしながら、その１年目となった昨年、県

内の出生数は速報値で3,123人と、過去最低で

あった一昨年からさらに減少しました。加えて、

県外への転出超過は3,121人と、16年ぶりに

3,000人を超えるなど、全国各県と比較しても大

変厳しい状況となっています。こうした傾向を

早期に食い止めるため、来年度は社会増減と自

然増減の改善に向けて、大きく４つの方向性で

施策を強化します。 

 １つ目は、若者の所得向上の推進です。これ

により、若者の県内定着を通じた社会増だけで

なく、結婚や出産を希望する方々の背中を押す

ことで自然増の効果ももたらすものと考えます。

このため、事業者のデジタル化による生産性向

上の取組を強力に支援し、賃金の引上げに向け

た環境を整備します。また、１次産業における

法人化や市町村と連携した企業誘致により雇用

の拡大を図ることに加え、正社員を目指す方の

スキルアップへの支援などを通じて正規雇用を

促進します。 

 ２つ目は、移住・定住対策の充実です。この

うち移住促進については、昨年末から、県外在

住の若年層に対して、多様な価値観を家族のよ

うにありのままに受け入れる高知を発信するプ

ロモーションを展開しています。来年度は、こ

うした取組に加え、関西圏における移住相談者

の増加に対応するため、大阪市内の相談窓口の

充実を図ります。さらには、各分野の担い手確

保に向けて、デジタルマーケティングを活用し

た県外への情報発信を一元化し、より効果的に

対象者に届けます。 

 本県における社会減の要因の一つとして、転

職を契機とした県外への流出が挙げられます。

これに歯止めをかけるため、転職希望者に対し

て県内で働く魅力や県内企業の情報をプッシュ

型で発信するほか、地域への理解と愛着を深め

るキャリア教育を推進するなど、若者をターゲッ

トとした定住対策を強化します。 

 また、昨年は、一昨年に比べて県や市町村の

相談窓口を通じた移住者数が増加する一方で、

住民基本台帳上の転入者数が大幅に減少してい
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る点を重く受け止めています。その要因につい

て調査分析を行った上で、これらの相談窓口を

通らないＵ・Ｉターン者への対策についても検

討します。 

 ３つ目は、多様な出会いの機会の拡充です。

本年度行った県内の若者との意見交換において、

同年代の異性と出会う機会が少ない、結婚を目

的としない出会いの機会が欲しいという声をお

聞きしました。このため、社会人を対象にした

趣味の交流イベントなどの充実を図るほか、例

えば県内におけるスポーツ振興や伝統芸能の継

承といった公益的な活動に独身男女の参加を促

す仕組みを設け、自然な出会いの機会をつくり

出します。また、これまでの婚活イベントの開

催支援に加え、インターネット上の仮想空間、

いわゆるメタバースを活用した交流の場づくり

を進めるなど、結婚につながる出会いの機会も

拡充します。こうした取組を通じて、婚姻数の

増加とその先の出生数の増加につなげます。 

 ４つ目は、共働き・共育てのさらなる推進で

す。本県の厳しい現状を踏まえ、出生数の増加

に向けて出産や育児に係る女性の負担を軽減す

ると同時に、社会増に向けて特に若い女性に高

知を選んでもらう必要があります。このために

は、男は仕事、女は家庭といった地域に根強く

残る昔ながらの固定観念を解消し、育児や家事

への男女の共同参画を図ることが不可欠です。 

 この観点から、男性育休の取得促進を原動力

に、男女が分担して育児や家事を行う共働き・

共育ての生活スタイルの普及を図ります。具体

的には、共働き・共育ての共同宣言に参加した

団体に対して、傘下の事業所における男性育休

の取得状況をフォローアップし、団体を挙げて

ＰＤＣＡサイクルを回す場を設けるよう要請す

るなど、取組の実効性をより高めます。また、

建設工事の入札参加資格審査に加え、人口減少

対策総合交付金の配分において男性育休の取得

状況を反映するインセンティブ策も講じます。

これらの取組を通じて共働き・共育ての輪をさ

らに拡大し、県民運動として発展させます。 

 もとより、人口減少問題の克服は地方の努力

だけではなし得ず、子育て世代の経済的負担の

軽減や東京一極集中の是正も含め、国全体の社

会経済構造の転換に向けて国が自ら果たすべき

役割を的確に遂行することが不可欠です。 

 先日の施政方針演説において石破総理は、令

和の日本列島改造を掲げ、一極集中の是正と多

極分散型社会の構築を目指して、若者や女性に

選ばれる地方や産官学の地方移転と創生に向け

て取り組むことを表明されました。本県として

もこれを好機と捉え、国が国土政策として政府

機関や企業、大学といった大都市機能の地方分

散などに真摯に取り組み、具体的な成果を上げ

るよう、全国知事会とも連携し、粘り強く政策

提言を行います。 

 特に若年人口の減少が先行する中山間地域の

振興を図るため、中山間地域再興ビジョンに基

づき、若者を増やす、くらしを支える、活力を

生む、しごとを生み出すの４つの柱の下で対策

を推進しています。 

 来年度は、若者人口の減少傾向に早期に歯止

めをかけるべく、各施策のバージョンアップを

図ります。具体的には、中山間地域における事

業者の設備投資のほか、住民の生活用水や移動

手段の確保に対する支援をそれぞれ拡充します。

また、集落活動センターが主体となった様々な

活動を通じて、地域住民と大都市部の若者をつ

なぐ仕組みを構築するなど、関係人口の創出に

向けた施策を強化します。 

 こうした取組を市町村と一体となって推進す

るため、本年度人口減少対策総合交付金を創設

し、地域の実情に応じた支援を行っています。

県の施策との相乗効果が期待できる事業などを

対象とした連携加算型については、先日全ての
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市町村の事業計画を承認しました。これらの計

画には、子育て世帯の住宅新築への助成や、自

営業者を対象とした出産・育児に対する支援と

いった新たな事業が盛り込まれています。 

 本年度は市町村における事業計画づくりに多

くの時間が費やされましたが、来年度は市町村

が計画に基づき本格的に事業を展開する実質的

な初年度となります。このため、有識者による

フォローアップの仕組みを構築するほか、先進

的な施策について市町村間で情報を共有する機

会を設けるなど、各市町村の取組の加速を図り

ます。 

 このように若者の人口減少に歯止めをかける

べく一連の取組を進めていますが、当面県の総

人口の減少が続くこと自体は避けられません。

今後、あらゆる分野において担い手不足がます

ます深刻化し、地域の産業はもとより、医療や

福祉、交通といった公共サービスでさえ、その

維持が困難になることが危惧されます。 

 こうした状況にうまく適応し、効率的で持続

可能な社会と県民生活の質の向上を図ることを

目指して、Smart Shrink for Sustainable 

Society、すなわち、賢く縮む「４Ｓプロジェク

ト」の取組を推進します。 

 このプロジェクトの眼目は、人口減少によっ

て全体としての規模縮小は避けられないにして

も、複数の事業体が集合して規模の利益を追求

し、真に必要なサービスはむしろ伸長、充実さ

せていく。その一方で、無駄や重複する部分を

省き、あるいは簡素な手法に替える形で縮小し

ていくことにあります。その際には、前例の踏

襲ではなく、全国初の取組を含めて、新しいや

り方の創造を目指します。全国に先駆けて人口

減少が進む本県だからこそ、こうしたプロジェ

クトに果敢に挑戦する必然性があると考えます。 

 このうち、県の積極的な関与が必要な分野、

例えば消防の広域化や周産期医療体制の確保な

どについては重点プロジェクトとして位置づけ、

予算や組織体制の編成を通じて県の経営資源を

重点的に投入します。この４Ｓプロジェクトに

より、全国初、日本一の成果を上げる取組を含

め、全国の公共サービス改革をリードすること

を目指して全力を尽くします。 

 次に、目指すべき３つの高知県像のうち、ま

ずいきいきと仕事ができる高知に向けた取組に

ついて御説明申し上げます。 

 現下の県経済は、個人消費が堅調に推移し、

雇用者所得も着実に増加するなど緩やかに持ち

直す一方で、物価高騰の長期化と賃金水準の上

昇により、事業者への影響が拡大しています。

加えて、若年層の県外への転出超過が依然とし

て続いており、担い手不足が深刻化しています。 

 こうした厳しい状況を踏まえ、国の経済対策

を活用して足元の影響緩和を図ると同時に、中

長期を見据え、省力化投資や新分野進出などを

通じた各産業分野の構造転換を進めます。あわ

せて、県経済の持続的な成長に向け、第５期産

業振興計画に掲げる地産外商とイノベーション

の取組を一層強化します。 

 本県においては、地理的条件や産業構造上の

理由から、原材料や製品の多くを県外からの調

達に頼らざるを得ず、結果として県内で生み出

された付加価値が県外に流出する状況が長年続

いています。こうした状況を改善すべく、新た

に地消地産を計画に位置づけて関連施策を推進

します。 

 この地消地産の取組は、地消、すなわち県内

で消費される財やサービスを、地産、つまり県

内産の財やサービスに可能な限り置き換えるこ

とにより、県際収支の改善と県民所得の向上を

図るものです。そして、地消の拡大そのもので

はなく、それによる地産の拡大こそが取組の目

的であるため、県内需要の喚起については、県

外に外商していたものを県内に回すのではなく、
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県産品の供給力の強化と一体的に進める必要が

あります。 

 来年度は、まず県外からの購入割合が高く、

かつ一定の県内需要があるエネルギーや飲食料

品といった分野において、例えば木質バイオマ

スの利用拡大や土佐黒牛の販売促進から取組を

スタートします。あわせて、本県の豊かな自然

を生かした再生可能エネルギーのさらなる導入

に向けて、エネルギーの地消地産に資する新た

な施策の検討にも着手します。 

 関西圏との経済連携については、アンテナ

ショップとさとさを拠点としたプロモーション

の展開やイベントの開催により、極上の田舎、

高知の魅力を広くＰＲしてきました。その結果、

オープンから半年余りで来店者数は120万人に上

り、店舗の売上げは１億8,000万円に迫るなど好

調を維持しています。 

 ４月には、関西戦略の大きなターゲットに位

置づけている大阪・関西万博が開幕します。会

期中には2,800万人を超える来場者が見込まれて

おり、本県の魅力を世界に発信する絶好の機会

となります。この機を捉え、５月にはＩｏＰク

ラウドを活用した先進的な施設園芸のＰＲブー

スを出展するほか、８月にはよさこいの演舞と

街路市をテーマとしたイベントを開催します。

加えて、アンテナショップにおいても、万博会

場でのイベントと連動した企画や、外国人向け

のどっぷり高知旅キャンペーンの情報発信など

に取り組み、さらなる外商の拡大と観光客の誘

致を図ります。 

 人口減少に伴う国内市場の縮小が避けられな

い中、将来にわたって県経済を発展させていく

ためには、活力ある海外市場への展開が不可欠

です。 

 食品分野では、ユズや土佐酒、水産物といっ

た基幹品目を中心に、生産体制の強化と新市場

の開拓に取り組むことで、輸出の一層の拡大を

図ります。特に土佐酒については、昨年末に日

本の伝統的酒造りがユネスコの無形文化遺産に

登録されたことも追い風に、海外でのプロモー

ションと酒造会社の海外展開に向けた伴走支援

を強化します。 

 防災関連製品をはじめとするものづくり分野

では、昨年フィリピンで開催した防災セミナー

で築いた政府機関とのネットワークを生かして、

現地やオンラインでの商談の場を設けます。加

えて、台湾やフランスで開催される展示会など

に積極的に参加することで、販路拡大を図りま

す。また、昨年は機械部品や紙製品を取り扱う

事業者が新たに輸出に参入するなど、海外展開

に挑戦する事業者が着実に増加しています。今

後も、海外ビジネス交流会の開催や企業への個

別訪問といった取組を通じて掘り起こしをさら

に進めます。 

 観光分野では、昨年の県外観光客入り込み数

が過去２番目に多い445万人を記録しました。こ

れは、らんまん放送の効果により過去最高となっ

た一昨年の472万人は下回るものの、本県観光の

底上げが図られてきたものと捉えています。来

年度は、さらなる高みを目指して観光振興の取

組を強化します。 

 このうち、連続テレビ小説あんぱんを生かし

た取組については、放送開始に合わせて、来月

29日に「ものべがわエリア観光博「ものべすと｣｣

が開幕します。これに先立ち、今月９日に香南

市のヤ・シィパークで開催されたプレイベント

は多くの方々でにぎわいました。来月には香美

市のやなせたかし記念館のリニューアルオープ

ンや南国市のやなせライオン公園の開園を控え、

また３市では観光ガイドの養成が進むなど、受

入れ体制が着実に整ってきています。来年２月

までの開催期間中は、県内外に向けたプロモー

ションに加え、やなせさんゆかりの地を巡る周

遊企画や中山間地域での企画展の開催といった
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様々な仕掛けを展開します。 

 また、２年目となるどっぷり高知旅キャンペー

ンについては、本県がより多くの方に選ばれる

観光地となるよう取組を拡充します。自然や食

に加え、文化や暮らしといった本県の魅力をたっ

ぷりと味わっていただくため、体験型の観光商

品の造成や、複数の宿泊施設を一体で運営する

分散型ホテルの整備を進め、受入れ体制の充実

を図ります。あわせて、県内の観光関連事業者

と連携して平日宿泊を促進するなど、旅行需要

の平準化に向けた施策を展開します。さらには、

あんぱんとこのキャンペーンの取組を連動させ

ることで、各施策の効果をより高めると同時に、

県内全域にその効果を波及させます。 

 インバウンド観光について、一昨年５月に就

航した台湾からの定期チャーター便は、９割を

超える搭乗率を維持しており、本年10月末まで

運航期間が延長される見込みとなっています。

加えて、来年度は過去最多となる92隻のクルー

ズ船の寄港が予定されるなど、大阪・関西万博

の開催による効果も相まって、本県を訪れるイ

ンバウンド観光客の一層の増加が見込まれます。 

 このため、チャーター便の定期便化に向けて

特に県民の皆さんの利用拡大を図るほか、韓国

や香港からの新たなチャーター便の誘致活動に

も取り組みます。さらには、アジア圏をターゲッ

トに、高知ならではの旅行商品の造成や積極的

なプロモーションを行うことで、海外からの誘

客促進を図ります。 

 また、本県のインバウンド観光の要となる高

知龍馬空港の新ターミナルビルについては、昨

年見直しを行った整備計画に沿って、現在実施

設計を行っています。来年度には本体工事に着

手し、令和８年秋の一部供用開始に向けてしっ

かりと整備を進めます。 

 商工業分野では、デジタル化に取り組む事業

者の量的な拡大と質的な向上を図るため、関連

施策を強化します。 

 量的な拡大については、県内でも小売業にお

けるセルフレジや労務管理における勤怠管理シ

ステムの導入をはじめ、多くの事業所で取組が

進んでいます。今後も、専門家による伴走支援

やデジタル人材の育成に向けた講座の開催など

を通じて、事業者のデジタル化の裾野をさらに

広げます。 

 質的な向上については、工程管理システムの

導入によって生産管理に関する情報を部門を超

えて共有し、全社的な業績向上のために活用す

る事業者も現れてきています。来年度は、デジ

タル技術の導入を通じて大幅な生産性向上や高

付加価値化に取り組む事業者への支援を拡充す

るほか、デジタル化の優良事例を表彰する制度

を創設し、これをモデルとして広く発信するこ

とで県内事業者への横展開を図ります。 

 また、商店街におけるデジタル化については、

高知市の帯屋町商店街において、人の流れの計

測により得られたデータを店舗の来店予測や

マーケティングに活用する取組を進めています。

今後は、高知工科大学データ＆イノベーション

学群とも連携し、商店街への誘客に向けた実証

事業を行うことに加え、セミナーの開催などを

通じてこうした取組を県内各地に展開します。 

 農業分野では、ＩｏＰクラウド、ＳＡＷＡＣＨＩ

の利用農家数が先月末時点で1,500戸を超え、ク

ラウドを活用したデータ駆動型農業が着実に進

んでいます。こうした中、例えばキュウリでは、

クラウドを利用する農家の出荷量が未利用の農

家と比べて４割程度上回るといった成果も表れ

ています。 

 来年度は、これまで利用が少なかった花卉や

果樹などの生産者のほか、収量を伸ばせていな

い農家にも個別に働きかけを行い、利用者のさ

らなる拡大につなげます。加えて、栽培方法に

関する改善点の表示や病害の発生予測ができる
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よう、クラウドの機能強化を図ります。 

 林業分野では、森林クラウド、Clowoodを活用

した林業適地への集中投資や、高性能林業機械

の導入による施業の効率化を進めることで、森

林資源の再生産を促します。また、林地残材な

どの未利用材を発電燃料として活用する取組を

推進します。このほか、環境に配慮した森林由

来という新たな価値を加えた土佐材を認証する

仕組みについては、認証された木材の取扱情報

を管理するシステムを構築した上で、令和８年

度からの運用開始を目指します。 

 水産業分野では、高知マリンイノベーション

の取組を一層加速します。このうち、産地市場

のスマート化に向けては、土佐清水市において

自動計量システムと電子入札の導入を推進する

と同時に、こうした先進的な事例を他地域にも

展開します。さらには、メジカの漁場予測シス

テムの構築を進め、令和８年度から情報発信シ

ステム、ＮＡＢＲＡＳで情報提供を開始します。 

 産学官民の連携の下、次世代における新たな

産業づくりも一層推進します。 

 このうち、医療・健康分野の製品やサービス

の事業化を目指すヘルスケアイノベーションプ

ロジェクトでは、これまでの取組により９社が

実証事業を展開し、このうち２社が県内での拠

点の設置に至っています。こうした事業者への

継続的なサポートのほか、新たな事業者の掘り

起こしと伴走支援を行うことで、新事業の創出

とその拡大につなげます。 

 また、アニメプロジェクトでは、令和９年度

にアニメクリエーターの拠点となる複合施設

GEARが整備されることを見据え、アニメに関わ

る人材の育成に向けて施策を強化します。具体

的には、県内学生を対象としたアニメ制作の体

験講座を開催することに加え、専門学校が行う

教育プログラムづくりを支援します。このほか、

４月に開催される高知アニクリ祭といった交流

イベントを通じて関連業界とのネットワークを

さらに強化し、クリエーターや関連企業の誘致

につなげます。 

 あわせて、こうした一連の取組を支える人材

の育成を一層進めることに加え、あらゆる産業

分野の担い手不足の解消に向けて、外国人材な

どの確保策をさらに強化します。 

 昨年10月末時点の県内の外国人労働者数は、

前年比で約17％増となる5,293人と過去最高を

更新し、今や県内事業者にとって欠かすことの

できない人材となっています。外国人材の受入

れ拡大に向けては、インドのタミルナド州やベ

トナムのラムドン省といった、本県と人材の受

入れに関する覚書を締結した地域との関係を一

層強化します。加えて、インドのナガランド州

やフィリピンのアクラン州をはじめ、新たな送

り出し地域の開拓にも取り組みます。さらには、

新たに外国人材を雇用しようとする事業者の相

談窓口を設置し、円滑な受入れを図ります。 

 また、賃金水準の高い大都市部への人材流出

を防ぐためにも、生活費の安さや治安のよさ、

人の温かさといった本県の強みを生かして、県

内定着を促す取組が欠かせません。このため、

外国人と地域住民との交流活動や交流拠点づく

りに対する支援制度を創設するほか、日本語教

室の開催や住宅改修への支援といった施策を通

じて生活環境の充実を図ります。こうした多文

化共生に向けた取組により、県内で暮らす外国

人の満足度を一層高めます。 

 次に、いきいきと生活ができる高知に向けた

取組について御説明申し上げます。 

 日本一の健康長寿県づくりについては、第５

期構想に掲げる「県民の誰もが住み慣れた地域

で、健やかで心豊かに安心して暮らし続けるこ

とのできる高知県」の実現に向けて取組を進め

ています。 

 しかしながら、特に中山間地域においては担
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い手不足が深刻化し、医療・福祉・介護サービ

スの提供体制の確保が困難な状況にあります。

また、地域のつながりや支え合いの力の弱まり

によって、社会的孤立といった問題も顕在化し

ています。こうした厳しい現状を踏まえ、４つ

の柱に基づく施策をさらに強化します。 

 １つ目の柱では、県民の皆さんの健康増進に

向けて取り組み、中でも全国と比べて高い壮年

期男性の死亡率の改善を目指します。 

 具体的には、高知家健康パスポートアプリを

活用したイベントの開催などを通じて、事業者

が主体的に健康づくりに取り組む環境を整備し

ます。また、糖尿病性腎症対策において透析予

防強化プログラムの普及を図るほか、都道府県

では全国初の取組として、高血圧や脂質異常症

などの循環器病の重症化予防プログラムを令和

８年度から開始するべく準備を進めます。 

 ２つ目の柱では、中山間地域を中心に、在宅

での生活を希望される方に対して必要なサービ

スが提供されるよう、体制の充実と人材の確保

を図ります。 

 体制充実に向けた取組について、介護分野で

は、遠隔地の利用者にサービスを提供する訪問

介護事業者への支援を拡充します。加えて、こ

うち介護生産性向上総合支援センターにおいて、

介護現場へのデジタル技術の導入などの取組を

きめ細かく支援します。また、医療分野では、

オンライン診療について、現在10市町で導入が

進んでおり、今後は全市町村に拡大すべく、医

療機関の体制整備に対する支援の充実を図りま

す。 

 人材確保に向けた取組について、介護人材に

関しては、事業者の海外での採用活動に対する

支援制度を創設するなど、外国人材の受入れを

促進します。また、看護人材については、病院

や診療所にアドバイザーを派遣し、働きやすい

職場づくりや処遇改善を進めるほか、看護学生

の県内就職の促進に取り組みます。さらには、

県東部地域における人材確保を図るため、安芸

市内において、令和９年４月の看護師養成所の

開校に向けて施設整備を進めます。 

 ３つ目の柱では、安心して妊娠・出産・子育

てができる社会の実現を目指し、出生数の増加

に向けた施策を抜本強化します。 

 まず、子供を持ちたいと望む方が適切な時期

に不妊治療を受けられるよう、総合的な取組を

進めます。具体的には、一般不妊治療への助成

は市町村が担い、経済的負担の大きい生殖補助

医療への助成は県が担うという役割分担の下で、

不妊治療費に対する県の助成制度の対象地域を

全市町村に拡充します。あわせて、若い世代に

対して妊娠や出産に関する正しい知識の習得を

促すほか、不妊治療と仕事を両立できる環境を

整備します。 

 また、周産期医療体制の確保については、昨

年12月に有識者会議で承認された方針に基づき

取組を推進します。このうち、無痛分娩の導入

に向けては、来年度から高知大学における産科

麻酔医の育成を支援します。その上で、令和８

年度に医学的配慮が必要なハイリスク分娩から

導入を開始し、令和９年度にはローリスク分娩

にも対応できるよう準備を進めます。 

 ４つ目の柱では、制度や分野を超え、地域で

相互につながり支え合う、高知型地域共生社会

を推進します。 

 行政が主体となった取組では、早期に全市町

村で包括的な支援体制が整備されるよう、引き

続き伴走支援を行います。また、地域が主体と

なった取組では、地域住民が在宅で支援を必要

とする方の買物やごみ出しなどの生活援助を行

う仕組みづくりを進めます。加えて、防災力強

化の観点から、消防団にも見守り活動への参加

を呼びかけるなど、地域における支え合いの力

をより高めます。 
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 教育の充実については、本年度からの第３期

教育大綱に基づき、確かな学力、健やかな体、

豊かな心の育成を目指して取り組んでいます。 

 こうした中、全国学力・学習状況調査では、

特に中学校で全国平均を下回る結果が続くなど、

学力の定着が課題となっています。また、不登

校児童生徒の出現率は近年全国平均を下回って

いるものの、不登校者数は依然として増加傾向

にあり、その改善と教育機会の確保に向けた取

組が求められます。これらの課題を含め、複雑

化、多様化する教育課題に正面から向き合い、

その解決を図るべく関連施策を一層強化します。 

 学力の向上については、１人１台端末の日常

的な活用をさらに進め、個々の児童生徒に応じ

た学習習慣の定着を図ります。このうち中学校

においては、対話型ＡＩを活用して問題の解き

方をサポートする学習支援アプリの実証事業に

取り組みます。 

 また、自己の将来とのつながりを見通した学

びを推進するため、キャリア教育の取組を強化

します。具体的には、小中学校における地域の

文化や産業に関する学習活動への支援制度を創

設します。加えて、高校生が地域の現状や今後

の在り方について考える宿泊研修を新たに開催

するほか、海外留学を通じて地域課題の探究に

取り組む高校生への支援を拡充します。 

 不登校対策については、未然防止と早期対応

を一層徹底すべく、校内サポートルームを新た

に18校に設置することに加え、専門人材による

相談支援体制を充実します。 

 また、不登校児童生徒の多様な教育機会を確

保するため、いわゆるメタバースを活用したオ

ンラインでのサポートや、フリースクールの運

営支援に取り組みます。さらに、学びの多様化

学校については、先日開催した高知市との連携

会議において市から設置の意向が示されました。

今後は、県において特色ある教育課程の編成や、

養護教諭などの専門職の配置といった学校の在

り方を示したガイドラインを策定し、早期の設

置に向けた支援を行います。 

 県立高等学校の改革については、年度内に策

定する県立高等学校振興再編計画に基づき取組

を進めます。具体的には、学校の所在地域や役

割などを踏まえて５つのグループに分類し、グ

ループごとに目安となる学校規模や再編基準を

設定した上で、各学校の魅力化に向けた様々な

施策を展開します。このうち、中山間地域など

の小規模校においては、遠隔教育による教育機

会の確保や特色ある部活動の推進に加え、市町

村とも連携した積極的な情報発信を通じて、地

元はもとより県外からの生徒の受入れ拡大を図

ります。 

 こうした教育施策を進めるに当たっては、教

職員が安心感を得ながら子供たちと向き合える、

魅力ある職場環境をつくることが何より重要で

す。このため、若年教員のサポート体制の充実

に加え、教員業務支援員といった外部人材の活

用や事務作業のさらなる見直しにより、教職員

の負担軽減を図ります。あわせて、本県で教職

員として働く魅力についてのＰＲを強化するほ

か、教職調整額の引上げなどの国の動向も踏ま

えて処遇改善を図ることで、安定的な人材確保

につなげます。 

 一方で、ここ最近、不祥事による教職員の懲

戒処分が相次いでいます。このことは、学校が

子供たちにとって安全・安心な場であるという

教育活動の大前提を揺るがす事態だと捉えてお

り、大きな危機感を持っています。今後は、県

教育委員会において研修の一層の充実を図るほ

か、私自身が全ての県立学校長に対して直接訴

えかける場を設けるなど、教職員の不祥事の根

絶に向けてしっかりと取り組みます。 

 文化芸術の振興については、来年10月からの

よさこい高知文化祭2026の開催に向けて、様々
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な広報を通じて機運の醸成を図るほか、市町村

が実施する文化芸術活動への支援を行うなど、

着実に準備を進めます。また、中山間地域にお

ける伝統的な祭りや民俗芸能の継承に向けた取

組については、地元の保存団体と大学や企業と

いった外部の支援者とのマッチングを強化し、

担い手の確保につなげます。 

 スポーツの振興については、第３期スポーツ

推進計画に基づき、子供や障害者が身近な地域

でスポーツに親しめる場づくりのほか、スポー

ツを通じた地域活性化などの取組を進めます。 

 昨年末に悲願のＪリーグ入りを果たした高知

ユナイテッドＳＣについては、先日栃木県で初

戦を迎えました。惜しくも敗れはしましたが、

今週末に本県で開催されるホーム戦での勝利と、

今後のさらなる躍進を期待しています。 

 こうしたプロスポーツクラブの活躍は、スポー

ツの振興はもとより、観光誘客や交流人口の拡

大といった様々な効果をもたらします。このた

め、今回のＪリーグ参入という機を捉え、高知

ユナイテッドＳＣの経営基盤の強化を図るべく

高知市と協調して出資を行います。加えて、ふ

るさと納税制度を活用してその運営を後押しす

るなど、県民の皆さんと共に応援する機運を高

めたいと考えます。 

 県民体育館については、建築後50年が経過し

老朽化が著しく、利用に支障を来していること

に加え、大規模なスポーツ大会やイベントに必

要なスペースや観客席が不足するといった課題

を抱えています。このため、本年度有識者を交

えて検討を行った結果、利用者の利便性の観点

から、現地での建て替えが望ましいという結論

に至りました。 

 これを踏まえ、新たな県民体育館は、プロス

ポーツの試合やコンサートの受入れも可能なア

リーナとして、現有地で整備したいと考えます。

今後は、専門家や競技団体の代表者などによる

検討委員会を設置し、必要な機能や管理運営の

手法といった点について議論を進めた上で、来

年度中に整備の骨格となる基本計画を策定しま

す。この新たな施設が、スポーツの振興はもち

ろん、県民の皆さんの生きがいづくりや若者が

楽しめる場の創出につながる施設となるよう、

令和11年度末までの供用開始を目指してさらに

検討を深めます。 

 中央地域の公共交通については、人口減少に

伴う利用者の減少に加え、乗務員不足による度

重なる路線バスの減便など、大変厳しい状況に

置かれています。こうした状況を踏まえ、中央

地域における公共交通の目指す将来像について、

県と沿線市町、事業者が議論を深め、先日おお

むね５年後の中期的な姿と10年後の長期的な姿

の２段階から成る方向性を取りまとめました。 

 まず、中期的な姿として、路面電車は、利用

者数や収支率、乗務員の確保状況から、当面現

状を維持することを前提に検討を進めることが

妥当と考えます。一方、路線バスについては、

今後５年間で乗務員が約４割減少することが見

込まれるため、来年度市町と共に５年後の姿を

描いた上で、毎年路線再編を実施していきます。 

 長期的には路面電車についても、車両や施設

の老朽化による維持管理費の増加や大規模な設

備投資が見込まれることから、その在り方につ

いて幅広い観点からの検討が必要です。このた

め、まずは来年度、今後見込まれる設備投資の

コストや社会便益などに関する詳細な調査を実

施した上で、路面電車の在り方を長期的な姿を

めぐる課題として検討することとします。なお、

この調査の結果、より早期の対応が必要と認め

られる場合には、中期的な姿と併せて前倒しで

見直しを行うことも検討したいと考えます。 

 一方、路線バスの長期的な姿については、来

年度取りまとめる中期的な姿や、その後の取組

実績の検証を行った上で、次の５年間の取組を
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検討します。 

 中央地域における公共交通については、以上

のような将来的な方向性を踏まえ、事業者や沿

線市町と共に持続可能な公共交通ネットワーク

の構築に向けて取り組みます。 

 こうした公共交通の在り方の見直しと併せて、

事業の主たる担い手となるとさでん交通の経営

の安定化を図る必要があります。このため、路

線バスなどの公共交通部門における公的支援の

強化や、貸切りバスなどの収益部門における収

益拡大の取組への支援について、国の重点支援

交付金を活用した来年度補正予算での措置も含

めて、検討を進めます。 

 次に、安全・安心な高知に向けた取組につい

て御説明申し上げます。 

 本年度を期限とする第５期南海トラフ地震対

策行動計画においては、これまでの取組を土台

に、命を守る、命をつなぐ、生活を立ち上げる

の３つの柱を掲げ、総合的に対策を進めてきま

した。その結果、住宅の耐震化や津波避難タワー

の整備が着実に進んだ一方、津波からの早期避

難意識率の伸び悩みもあり、想定死者数を4,300

人に半減させる目標については、7,800人への減

少にとどまることとなりました。 

 第６期となる新たな行動計画では、想定死者

数を3,500人にまで減少させることを目標に、能

登半島地震や南海トラフ地震臨時情報から得ら

れた教訓も踏まえ、４つの観点で対策を抜本強

化します。 

 第１に、自助や共助の取組の強化です。発災

後、行政による支援が十分に行き届かないこと

も想定される中、住民一人一人が命を守り、ま

た住民同士が互いに助け合うことが何より重要

です。自助については、津波からの早期避難を

はじめ、各家庭における備蓄や臨時情報発表時

の対応などに関する啓発を一層強化します。加

えて、耐震診断に係る補助上限額の引上げと補

助予算の増額を図り、住宅耐震化をさらに加速

します。また、共助については、災害ボランティ

アの円滑な受入れに向けて、市町村に開設され

る災害ボランティアセンターにおける運営スタッ

フの研修や訓練の充実を図ります。 

 第２に、避難環境の整備の強化です。避難生

活を原因とした災害関連死を防ぐためにも、避

難所における生活環境の充実が不可欠です。こ

のため、県においてトイレカーを整備し、県内

５か所の総合防災対策推進地域本部に配置する

ほか、事業者によるトイレカーやキッチンカー

の導入を後押しします。また、福祉避難所につ

いては、市町村における定期的な訓練の実施や

資機材の整備を支援します。 

 第３に、復旧・復興作業に向けた事前の備え

の強化です。中でも事前復興まちづくり計画の

策定については、発災前に住民の皆さんが地域

の再建後の姿をあらかじめ共有しておくことで、

防災対策の強化にとどまらず、持続可能なまち

づくりにもつながる大変重要な取組と考えます。

このため来年度からは、沿岸地域の市町村に加

え、土砂災害特別警戒区域の広がる中山間地域

の市町村にも計画策定の支援対象を拡大し、全

県で取組を推進します。各市町村の計画づくり

が一層進むよう、中山間地域特有の事情を反映

した新たな指針を作成するほか、地域における

勉強会や協議の場に参画して助言を行うなど、

きめ細かな支援を行います。 

 第４に、災害に強いインフラ整備の加速です。

地震による被害の軽減と復旧・復興活動の円滑

な実施のためには、強靱な県土づくりが欠かせ

ません。国の補正予算も最大限活用して、緊急

輸送道路の整備や上下水道施設の耐震化などを

さらに進めます。 

 新たな行動計画においては、こうした対策を

含め、各施策に明確な数値目標を設定した上で、

ＰＤＣＡサイクルを徹底しながら、その達成に
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向けて全力で取り組みます。 

 人口減少が進行する中で、地域に必要な消防

力を将来にわたって確保するためには、県内の

常備消防組織を一本化することが最も有効だと

考えます。昨年11月には、県として消防広域化

のあるべき姿を示した基本構想の骨子案を作成

し、現在年度内の構想決定に向けて、パブリッ

クコメントなどで出された意見への対応の取り

まとめを行っています。 

 この基本構想には、令和10年度を目途に県と

市町村から成る広域連合を設立し、各消防本部

の総務や通信指令といった間接部門の集約に加

え、人事・給与制度の統一などを段階的に進め

る方針を盛り込みたいと考えます。来年度は、

市町村長や消防長、各界の有識者で構成する消

防広域化基本計画あり方検討会を設け、基本構

想を基にさらに議論を深めるなど、市町村や消

防本部と共に消防広域化に向けた基本計画の策

定を目指します。 

 地域の経済活動を下支えし、南海トラフ地震

などの大規模災害に備えるためには、道路や堤

防、港湾といったインフラ整備の加速が不可欠

です。中でも四国８の字ネットワークについて

は、関係市町村や全国知事会と連携して、また

全国高速道路建設協議会の副会長として早期の

整備に向けた政策提言を重ねてきました。 

 その結果、今月８日には北川道路の一部区間

が開通し、来月15日には高知東部自動車道の高

知龍馬空港－香南のいち間が開通します。これ

らによって東部地域へのアクセスが向上し、観

光振興や災害対応力の強化など様々な面での効

果が期待されます。しかしながら、県内の整備

率はいまだ６割余りにとどまっていることから、

今後も必要な予算がしっかりと確保されるよう、

国などに対して粘り強く提言を行います。 

 また、地震による津波から県都を守る浦戸湾

の三重防護事業については、津波防波堤の整備

や海岸堤防の耐震化などが順調に進み、本年度

末時点の整備率は77％となる見通しです。令和

13年度の完成に向けて国や高知市とも連携して

着実に整備を進めます。 

 加えて、豪雨災害対策についても、国の有利

な地方債制度を活用して河川のしゅんせつや改

修を推進するなど、一層の充実を図ります。 

 続きまして、今回提案いたしました議案につ

いて御説明申し上げます。 

 まず、予算案は、令和７年度高知県一般会計

予算など40件です。 

 今回の当初予算の編成に当たっては、人口減

少対策の強化をはじめ、目指すべき３つの高知

県像の実現に向けた施策を一層進化させるべく

工夫を重ねました。また、県民の皆さんの安全・

安心の確保と地域経済の活性化を図るため、防

災・減災対策をはじめとするインフラ整備を着

実に推進することとしました。 

 その結果、一般会計当初予算額は4,741億円と

なり、前年度を86億円上回る規模となっていま

す。また、投資的経費は前年度と同規模となる

924億円を確保しました。 

 一方で、財政運営の持続可能性の確保に向け

ては、国の有利な財源の活用や事業のスクラッ

プ・アンド・ビルドの徹底なども含め、歳入歳

出両面で努力を重ねました。これにより、令和

７年度当初予算編成後の財政調整的基金は前年

度同期を上回る199億円を確保できる見込みであ

り、県勢浮揚と県財政の持続可能性の両立を図

ることができたと考えます。 

 しかしながら、本県の財政運営は地方交付税

制度など国の動向に大きく左右されます。この

ため、引き続き国に対して地方一般財源総額の

確保に向けて積極的に政策提言を行うと同時に、

歳入歳出両面から不断の見直しを進め、安定的

な財政運営に努めます。 

 条例議案は、職員の旅費に関する条例の一部
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を改正する条例議案など19件です。 

 その他の議案は、県有財産の取得に関する議

案など10件です。 

 報告議案は、高知県が当事者である訴えの提

起の専決処分報告の１件であります。 

 以上をもちまして、議案提出に当たっての私

からの説明を終わらせていただきます。何とぞ

御審議の上、適切な議決を賜りますようお願い

申し上げます。 

 

――――  ―――― 

 

高知県・高知市病院企業団議会議員の補欠選挙 

○議長（加藤漠君） 日程第４、高知県・高知市

病院企業団議会議員の補欠選挙を行います。 

 選挙すべき議員は１名であります。 

 お諮りいたします。この選挙は、議長の指名

推選によりたいと存じますが、御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、この選挙は、議長の指名推選によるこ

とに決しました。 

 武石利彦議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま指名いたしまし

た武石利彦議員を、高知県・高知市病院企業団

議会議員の当選人とすることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、武石利彦議員が高知県・高知市病院企

業団議会議員に当選されました。 

 ただいま当選されました武石利彦議員が議場

におられますので、本席から、会議規則第32条

第２項の規定による告知をいたします。 

 

――――  ―――― 

 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、本日の議事

日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。明21日から27日までの７

日間は議案精査等のため本会議を休会し、２月

28日から再開いたしたいと存じますが御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、さよう決しました。 

 ２月28日の議事日程は、議案に対する質疑並

びに一般質問であります。開議時刻は午前10時、

本日はこれにて散会いたします。 

   午前10時59分散会 
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       ４番  桑 鶴 太 朗 君 
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       29番  田 所 裕 介 君 
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       37番  塚 地 佐 智 君 

欠 席 議 員 

       36番  中 根 佐 知 君 

 

―――――――――――――――― 
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  水産振興部長  濱 田 美和子 君 

  土 木 部 長  横 地 和 彦 君 
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  公営企業局長  澤 田 昌 宏 君 
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  人 事 委 員 長  門 田 純 一 君 

           笹 岡   浩 君 

  公 安 委 員 長  刈 谷 敏 久 君 
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  代表監査委員  五百藏 誠 一 君 

           岡 林 秀 典 君 
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―――――――――――――――― 

 

事務局職員出席者 

  事 務 局 長  中 島 勝 海 君 

  事 務 局 次 長  梅 森   実 君 

  議 事 課 長  飯 田 志 保 君 

  政策調査課長  溝 渕 松 男 君 

  議事課長補佐  松 岡 宏 尚 君 

  主     幹  大 川 美千子 君 

  主     査  宮 﨑 由 妃 君 

        

――――  ―――― 

 

議 事 日 程（第２号） 

   令和７年２月28日午前10時開議 

第１ 

 第 １ 号 令和７年度高知県一般会計予算 

 第 ２ 号 令和７年度高知県収入証紙等管理特

別会計予算 

 第 ３ 号 令和７年度高知県給与等集中管理特

別会計予算 

 第 ４ 号 令和７年度高知県旅費集中管理特別

会計予算 

 第 ５ 号 令和７年度高知県用品等調達特別会

計予算 

 第 ６ 号 令和７年度高知県会計事務集中管理

特別会計予算 

 第 ７ 号 令和７年度高知県県債管理特別会計

予算 

 第 ８ 号 令和７年度高知県土地取得事業特別

会計予算 

 第 ９ 号 令和７年度高知県国民健康保険事業

特別会計予算 

 第 10 号 令和７年度高知県災害救助基金特別

会計予算 

 第 11 号 令和７年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計予算 

 第 12 号 令和７年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計予算 

 第 13 号 令和７年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計予算 

 第 14 号 令和７年度高知県農業改良資金助成

事業特別会計予算 

 第 15 号 令和７年度高知県県営林事業特別会

計予算 

 第 16 号 令和７年度高知県林業・木材産業改

善資金助成事業特別会計予算 

 第 17 号 令和７年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計予算 

 第 18 号 令和７年度高知県港湾整備事業特別

会計予算 

 第 19 号 令和７年度高知県高等学校等奨学金

特別会計予算 

 第 20 号 令和７年度高知県流域下水道事業会

計予算 

 第 21 号 令和７年度高知県電気事業会計予算 

 第 22 号 令和７年度高知県工業用水道事業会

計予算 

 第 23 号 令和７年度高知県病院事業会計予算 

 第 24 号 令和６年度高知県一般会計補正予算 

 第 25 号 令和６年度高知県収入証紙等管理特

別会計補正予算 

 第 26 号 令和６年度高知県旅費集中管理特別

会計補正予算 

 第 27 号 令和６年度高知県用品等調達特別会

計補正予算 

 第 28 号 令和６年度高知県会計事務集中管理

特別会計補正予算 

 第 29 号 令和６年度高知県県債管理特別会計

補正予算 

 第 30 号 令和６年度高知県土地取得事業特別

会計補正予算 

 第 31 号 令和６年度高知県国民健康保険事業

特別会計補正予算 
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 第 32 号 令和６年度高知県災害救助基金特別

会計補正予算 

 第 33 号 令和６年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計補正予算 

 第 34 号 令和６年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計補正予算 

 第 35 号 令和６年度高知県県営林事業特別会

計補正予算 

 第 36 号 令和６年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計補正予算 

 第 37 号 令和６年度高知県港湾整備事業特別

会計補正予算 

 第 38 号 令和６年度高知県高等学校等奨学金

特別会計補正予算 

 第 39 号 令和６年度高知県流域下水道事業会

計補正予算 

 第 40 号 令和６年度高知県病院事業会計補正

予算 

 第 41 号 高知県一時保護施設の設備及び運営

に関する基準を定める条例議案 

 第 42 号 こうちグローバル人材育成基金条例

議案 

 第 43 号 高知県職員等こころざし特例基金条

例の一部を改正する条例議案 

 第 44 号 職員の旅費に関する条例の一部を改

正する条例議案 

 第 45 号 職員の育児休業等に関する条例及び

高知県獣医師修学資金貸与条例の一

部を改正する条例議案 

 第 46 号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例等の一部を改正する条例議

案 

 第 47 号 職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例議案 

 第 48 号 高知県住民基本台帳法施行条例及び

高知県行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用並

びに特定個人情報の利用及び提供並

びに個人番号カードの利用に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 49 号 高知県軽費老人ホーム等の設備及び

運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例議案 

 第 50 号 高知県立県民文化ホールの設置及び

管理に関する条例の一部を改正する

条例議案 

 第 51 号 高知県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例議案 

 第 52 号 高知県立県民体育館の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例

議案 

 第 53 号 高知県浄化槽保守点検業者の登録に

関する条例の一部を改正する条例議

案 

 第 54 号 高知県宅地建物取引業法関係手数料

徴収条例の一部を改正する条例議案 

 第 55 号 高知県建築士法施行条例の一部を改

正する条例議案 

 第 56 号 高知県建築基準法施行条例の一部を

改正する条例議案 

 第 57 号 高知県手数料徴収条例の一部を改正

する条例議案 

 第 58 号 職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例の一部を改正する条例

議案 

 第 59 号 高知県認定こども園条例の一部を改

正する条例議案 

 第 60 号 高知県立香北青少年の家の指定管理

者の指定に関する議案 

 第 61 号 権利の放棄に関する議案 

 第 62 号 県有財産（教学機器）の取得に関す

る議案 

 第 63 号 県が行う土地改良事業に対する市町
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村の負担の一部変更に関する議案 

 第 64 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 65 号 包括外部監査契約の締結に関する議

案 

 第 66 号 日高特別支援学校寄宿舎改築建築主

体工事請負契約の締結に関する議案 

 第 67 号 国道441号防災・安全交付金（口屋内

トンネル（Ⅱ））工事請負契約の一部

を変更する契約の締結に関する議案 

 第 68 号 和食ダム本体建設工事請負契約の一

部を変更する契約の締結に関する議

案 

 第 69 号 県道の路線の認定に関する議案 

 報第１号 高知県が当事者である訴えの提起の

専決処分報告 

第２ 一般質問 

   （３人） 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時開議 

○議長（加藤漠君） これより本日の会議を開き

ます。 

 

――――  ―――― 

 

諸 般 の 報 告 

○議長（加藤漠君） 御報告いたします。 

 中根佐知議員から、病気のため本日の会議を

欠席したい旨届出がありました。 

 次に、第44号議案から第47号議案まで及び第

58号議案については、地方公務員法第５条第２

項の規定に基づき人事委員会に意見を求めてあ

りましたところ、法律の改正の趣旨を考慮した

もの及び法律の改正に伴うもの等であり、適当

であると判断する旨の回答書が提出されました。

その写しをお手元にお配りいたしてありますの

で御了承願います。 

    人事委員会回答書 巻末442ページに 

    掲載 

 

――――  ―――― 

 

質疑並びに一般質問 

○議長（加藤漠君） これより日程に入ります。 

 日程第１、第１号「令和７年度高知県一般会

計予算」から第69号「県道の路線の認定に関す

る議案」まで及び報第１号「高知県が当事者で

ある訴えの提起の専決処分報告｣､以上70件の議

案を一括議題とし、これより議案に対する質疑

並びに日程第２、一般質問を併せて行います。 

 通告がありますので、順次発言を許します。 

 18番明神健夫議員。 

   （18番明神健夫君登壇） 

○18番（明神健夫君） 自由民主党を代表し、通

告に従いまして一般質問を行います。 

 知事の政治姿勢についてお伺いします。 

 今年は、かねて多くの学識者が、戦後のベビー

ブームで生まれた団塊の世代の全員が75歳に到

達、人口ボリュームの大きいこの世代が医療や

介護へのニーズが急速に高まる後期高齢者にな

ることで医療費や介護費が急増し、これを支え

る現役世代や企業が活力を失っていくと警鐘を

鳴らしてきた、2025年問題の年であります。日

本の合計特殊出生率は、令和５年に1.20まで低

下しました。増え続ける高齢者を少ない現役世

代が支えなければならない社会構造になった中

で、年金、医療、介護という日本の社会保障制

度を持続させるには、年齢に関係なく能力に応

じた負担を求める全世代型社会保障は、若い世

代の失望を希望に変えていくためにも必要不可

欠なものであります。 

 一方、建設や宿泊、飲食など様々な業種で深
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刻な人手不足に対する悲鳴が上がっています。

また、運転手が足りず、路線バスの減便や廃止

が相次ぎ、労働供給の制約は身近な生活にも影

響を及ぼしています。足元の人手不足はまだ入

り口にすぎません。我が国の生産年齢人口は、

これからの20年で1,500万人弱、２割以上が減少

すると見込まれています。 

 また、本県では若年人口、とりわけ女性の若

年人口の減少に伴って婚姻件数や出生率が減

り、さらなる若年人口の減少を招くという負の

連鎖が生じています。先月公表されました昨年

の出生数は、過去最少の3,123人と、前年をさら

に250人以上も下回り、減少に歯止めがかからな

い状況であります。こうした状況から脱却する

ためには、若年人口の減少を何としても食い止

め、結婚や出産、子育ての希望をかなえる取組

を総動員し、持続可能な人口構造へと転換して

いかなければなりません。 

 このため、若者や女性に選ばれる高知の実現

に向けては、新たに打ち出した高知県元気な未

来創造戦略の施策強化の方向性のうち、特に事

業者の生産性向上や正規雇用の拡大など若者の

所得向上の推進が重要と考えるが、知事の御所

見をお伺いします。 

 次に、濵田知事は共感と前進を県政運営の基

本姿勢とし、県民の皆さんと共に、第１に、地

産外商や観光振興といった取組による、いきい

きと仕事ができる高知、第２に、教育の振興や

子育て支援などを通じた、いきいきと生活がで

きる高知、第３に、南海トラフ地震対策やイン

フラ整備による、安全・安心な高知という３つ

の高知県像の実現に向けて総合的に施策を展開

し、挑戦しております。 

 ３つの高知県像の推進状況の検証と、令和７

年度３つの高知県像の主な取組について知事に

お伺いをします。 

 次に、４月13日には、いよいよ大阪・関西万

博が開催します。また、連続テレビ小説あんぱ

んの放送もスタートします。この絶好の機会を

生かし、本県経済の活力を高め、活力あふれる

高知を実現させるという知事の意気込みをお伺

いします。 

 次に、人口減少に適応した４Ｓプロジェクト

の推進についてお伺いします。 

 少子高齢化が進む本県においては、地域や産

業などあらゆる分野で担い手不足が深刻化して

おり、今後は公共サービスや地域産業、集落活

動などを維持していくことが今以上に困難に

なっていくのではないかと危惧するところです。 

 こうした中、濵田知事は今月５日に開催され

た元気な未来創造戦略推進委員会において、現

在進めている若年人口の減少に歯止めをかける

取組に加えて、新たに当面続くことが見込まれ

る本県の総人口の減少に適応した取組として、

スマートシュリンク、いわゆる賢く縮むという

考え方を基にした４Ｓプロジェクトの推進を新

たな視点として追加することを明らかにされま

した。そして、このプロジェクトの推進に当たっ

ては、特に県として強力に関与が必要な取組を

重点プロジェクトに位置づけ、予算や組織体制

など、県の経営資源を重点的に投入するとされ

ております。 

 現戦略で掲げる若年人口の回復目標を達成し

ても総人口の減少は当面避けられない中で、こ

れまで進めてきた若年人口の減少に歯止めをか

ける取組と併せて、人口全体の減少に上手に適

応するための４Ｓプロジェクトの推進は、県民

にとって真に必要となる公共サービスの充実や

確保、地域の維持・活性化を図る上で大変重要

な取組であり、私としても大いに賛同するとこ

ろであります。ぜひ濵田知事には、少子高齢化

が全国でも先行する高知県の知事として、全国

をリードするような取組を進めていただきたい

と期待しております。 
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 そこで、改めてこの４Ｓプロジェクトの推進

に込めた知事の思いと今後の進め方についてお

伺いをします。 

 次に、女性が活躍できる仕事づくりについて

お伺いします。 

 女性は地方に活躍できる仕事がないから都会

に出てしまうというメカニズムに歯止めをかけ

るための必要な取組は、女性のクリエーティブ

な仕事を地方でどうつくるかであると岐阜県岐

阜市にある十六総合研究所は指摘しています。

クリエーティブとは、創造的な、創造力のある、

独創的なといった意味の言葉です。クリエーティ

ブな仕事とは、自分で何かを創造する仕事、例

えばイラストや文章、広告、ゲームなどを企画、

デザインして形にする仕事であります。 

 これに関連して、十六総合研究所は、岐阜県

高山市を地方の代表例として、その産業構造を

調べ、情報通信業、対事業所サービス業の２業

種が、地域内でほとんど生産されておらず、ほ

ぼ全量を地域外からの移輸入に頼っていること

を指摘しています。この２業種の赤字額は370億

円に上り、移輸出入収支の部門合計が99億円の

赤字であることから、この２部門がいかに大き

な穴を地域経済に空けているかが分かり、その

穴を25％程度小さくできれば、市の収支はイー

ブンに戻ると言っています。そして、情報通信

業、対事業所サービス業とは、その大半がクリ

エーティブ産業と位置づけられるタイプの産業

であることを指摘しています。 

 クリエーティブ産業は、男性、女性を問わな

い産業であり、キャリア志向の女性が就くこと

を好むサービス業であります。すなわち、岐阜

県の飛騨地方は高い賃金を生めるクリエーティ

ブ産業を地域の外側に外注し、１人当たりの賃

金の低い労働集約型の産業に特化してしまって

いる。それによって地域の平均所得が低く押し

下げられ、そうした低所得の環境を嫌うキャリ

ア志向の女性が流出していく。そのような累積

的な衰退過程にはまり込んでいる可能性を指摘

しています。 

 十六総合研究所は、クリエーティブ産業の例

として、インテリアデザイン、動画撮影・編集、

イラストレーション、店頭広告制作、チラシ作

成、イベント運営、セミナー企画、展示会設営、

ウェブサイト構築・運用、メルマガ配信、ブロ

グ執筆、情報システム管理、社内データベース

管理などの業務を例示し、これらの業界におい

て共通して進行していることとして、これらの

業界で使われているソフトウエアがＩＴ技術の

進展によってアプリやクラウドサービスに移行

していること、従来ならば大都市の広告代理店

やデザイン会社に所属する専門家でなければ持

ち得なかった高品質のサービスを、地方でも実

現できるようになったという現象を指摘してい

ます。 

 すなわち、クリエーティブ産業の従事者は、

その高度な技術を提供するために、かつては東

京一極集中していなければならなかったが、ク

ラウド化、アプリ化によってそうした必然性は

解体されてきており、地方でもクリエーティブ

産業に従事できる環境は十分に整ってきました。

また、こうした事業領域は、時間や場所を選ば

ない仕事がほとんどです。スキルは当然必要で

すが、子育て中で働く時間や場所の制約を抱え

る女性にとっては就きやすい職種であります。 

 また、クリエーティブな産業は、アニメ、映

画に関する仕事も該当します。現在、県内にア

ニメ関連企業やクリエーターを呼び込む、県の

アニメプロジェクトと高知信用金庫が取り組ん

でいる高知アニメクリエイター聖地プロジェク

トの両プロジェクトが具体的に動き出していま

す。令和９年７月には、高知信用金庫が高知市

中心部に建設を進めているアニメ産業などの拠

点、アニメクリエイターラボ複合施設GEARが落
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成の予定ですし、また県も制作企業の県内事業

所開設を促す補助金を創設し、財政面のバック

アップを行うなど、アニメを通じて地域の創生、

経済の活性化、若者や女性が活躍できる仕事づ

くりを目指していることを高く評価します。 

 これを今度は地方に立地する企業側の立場か

ら考えてみたときに、どのような取組が求めら

れるでしょうか。地方企業の多くは、自社のホー

ムページ制作やシステム管理といった機能につ

いて、以前から東京など大都市の企業に外注し

て毎年高額な外注費を支払い続けてきたと考え

られます。しかし、今やそうした機能は、これ

までの説明のとおり、東京に外注しなくても実

現できることが相当多くなってきています。 

 企業は自社業務を点検し、東京など大都市の

デザイン・広告代理店等に以前から外注し続け

ているようなものがないかを見直すことが第一

歩であります。もしこうしたものがあれば、地

域内のデザイナーやシステム会社などに発注先

を変える、あるいは自社で内製化するという可

能性を探ることが望まれます。そうすることで、

地域経済のクリエーティブ産業の収支が改善し、

所得が向上します。そして同時に、クリエーティ

ブ産業に従事したいキャリア志向の女性が地方

に仕事を見つけられるようになり、地方に女性

が回帰するという好循環への転換によって、累

積的衰退過程からの脱却が期待されると指摘し

ています。 

 ついては、女性が活躍できるクリエーティブ

な企業を県内に増やすことについて商工労働部

長に御所見をお伺いします。 

 また、女性が活躍できる仕事づくりのため、

企業の皆さんに自社の発注先を見直していただ

き、県内のクリエーティブ企業に発注先を変え

ることを機会あるごとに要請し、自治体や企業

など地域を挙げて支援し、伸ばしてほしいと思

いますが、商工労働部長に御所見をお伺いしま

す。 

 次に、単身高齢者が将来安心できる環境整備

についてお伺いします。 

 単身者の高齢期の問題はたくさんあります。

例えば、病院や介護施設に入る際は身元保証人

が求められます。しかし、身寄りのない単身高

齢者にとって、保証人を見つけることは簡単で

はありません。また、昔と比べて本人の意思決

定が大切にされ、決断を迫られる場面は随分増

えています。本人の意思決定が重視されるとい

うことは、本人が意思決定できなくなったとき、

代わりに意思決定してくれる身寄りがいなけれ

ば、様々な場面で行き詰まることを意味します。 

 ここで、高齢期に私たちの身に起きる問題を

時間の経過とともに整理してみました。年齢を

重ねても、自立した生活を営むことができてい

れば問題はありません。しかし、足腰が弱った

り認知症を発症したりすれば、誰しも家事など

の日常生活の行為が難しくなる可能性がありま

す。買物、掃除、洗濯、公共料金の支払いなど、

当たり前にできていたことができなくなれば、

従来どおりの生活を営むのは困難になるでしょ

う。 

 また、病気になったりけがをすれば入院し、

重大な医療処置を受けることもあります。入院

の手続をしてくれたり、必要なものを病院に届

けたり、医療費を支払ったりしてくれる人はい

るのでしょうか。命に関わる判断を迫られると

き、一緒に考えてくれる人はいるでしょうか。

無事に退院できることになっても、例えば歩く

のもやっとという状態で退院となれば、家がバ

リアフリーになっていなくて、とても暮らせな

い、エレベーターのないアパートの４階に住ん

でいて、部屋に一人でたどり着けないという事

態も考えられます。それに対応するために、介

護サービスの利用や高齢者向け住宅、介護施設

などを一つ一つ検討しながら生活を見直してい
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くのは、簡単なことではないのです。 

 いよいよとなれば、終末期医療に関する意向

を表明することも迫られます。例えば、ホスピ

スなど痛みを緩和する施設に入るかどうか、延

命するために胃ろうをつけるかどうかといった

選択であります。 

 自分の亡き後、財産をこうしたいとか、葬儀

や埋葬をこうしてほしいといった希望がある場

合、誰にどのように託すべきでしょうか。身寄

りがない場合、介護施設や病院、家賃などの精

算、遺体引取りの手配、死亡届の提出、火葬、

葬儀、埋葬、財産の相続、遺品の整理、公共料

金などの解約、自宅の処分といった死後事務に

関しては、何も準備をしていないと、誰がやる

かが明確でない場合が多いと言えます。 

 あらかじめ死後事務に関する意向表明と手続

をすることは、他人に負担をかけないようにす

るためにも必要なことです。しかし、単身高齢

者になる可能性が高いことが分かっている人で

あっても、死後事務については何をどうすれば

よいか分からず、何の対策もできていないとい

う人が多数派ではないかと思います。単身高齢

者の問題は、具体的なトラブルの報道も相次ぎ、

急速に社会の関心を集めています。ところが、

既に多くのトラブルが起きているにもかかわら

ず、公的な制度は全く追いついていないのが現

状です。 

 身寄りのない高齢者とその周辺の問題につい

て、国が公式に認識して対策に乗り出したのは、

ごく最近のことです。具体的には、2023年５月

の衆議院予算委員会で、自民党の坂井学衆議院

議員から次のような問題を指摘する質問がされ

ました。 

 主に身寄りのない高齢者の課題について、程

度の差はあっても、理解力や判断力が低下して

くるケースが多い。その際、家族の支援が得ら

れないために困っているという事例が多数発生

している。介護保険導入時に導入された成年後

見制度は、事前に準備をして利用できる場合は

有効だが、実際の利用は認知症と診断された人

の数に比べて一向に増えていないとも聞く。頼

れる家族もなく、一人で正常に意思決定もでき

ない状況では、日常生活における現金管理、医

療や介護サービスの利用、住まいの選択などで、

誰かの支援が必要不可欠になる。特に、介護施

設に入所する際には、緊急連絡先や身元保証人

を求められるのが現状だ。現在は、たまたま居

合わせた介護支援専門員や、介護施設や病院の

現場で働く職員たちが、本来の職務の範囲を超

えてボランティア的に対応しているケースが多

い。時間がかかるのに料金は発生しないため、

現場は限界状態に達している。 

 今後、頼れる家族がいない高齢者の増加が見

込まれる中、行政主導で対応する仕組みづくり

を早急に進めていく必要がある。しかし、この

問題は福祉、医療、法律など多岐にわたる分野

に関係するため、課題を受け止めて統括する担

当省庁も決まっていないのが現状。このことが、

行政側が積極的に対応してこなかった一因かも

しれない。近年、この課題に対応するため、身

元保証サービスを提供する民間事業者も登場し

てきているが、サービスの質にばらつきがある。

民間サービスのガイドライン整備を含め、しっ

かりと管轄することも含めて、厚生労働省を担

当省庁に定め、対策の検討と実施を進めるべき

ではないか。 

 これに対し岸田首相は、高齢者の単身世帯な

どの増加が見込まれる中で、身寄りのない高齢

者への対応は今後ますます重要になってくると

見込まれます。これまで高齢者の身元保証等の

サポートを行う事業については、介護支援専門

員や施設職員等が事実上支援を行っており、一

部の民間事業者がサポートを提供していると承

知をしておりますが、適切な支援に向けて課題
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があると承知をしております。そこで、まずは

厚生労働省を中心に、民間の身元保証等のサ

ポートを行う事業等について、実態把握や課題

の整理を行いたいと思います。その結果を踏ま

えて、必要な対策を政府としても講じていきた

いと考えますと回答しました。 

 厚生労働省は、令和６年６月に高齢者等終身

サポート事業者向けのガイドラインを公表しま

した。また、令和６年度、身寄りがない高齢者

に身元保証から死後事務まで含めた総合的な支

援を提供するなどのモデル事業を開始しました。 

 東京都によりますと、都内の単身高齢者は増

えていて、病気になったり亡くなったりした場

合、医療や葬儀などで本人の希望が分からず、

対応に困るケースが生じているということです。

都の推計では、2030年には都内の65歳以上の高

齢者の３分の１が単身世帯になると見込まれて

います。このため東京都は、令和７年度から、

もしものときに備えて、単身高齢者の終活情報

と呼ばれる個人情報、例えば単身高齢者の緊急

連絡先やかかりつけ医、延命治療の希望の有無、

遺言書の作成や死後の様々な手続を決めておく

死後事務に関することなどを登録する相談窓口

を設ける市区町村に、都が独自に人件費や事務

費、上限500万円の補助を始める方針を固めまし

た。この取組により、単身高齢者が病気や事故

で意思表示ができなくなったり、死亡したりし

た場合に、自治体が登録情報を警察や病院など

に開示することで、入院手続や遺体の引取り、

遺産の扱いなどを円滑に進められるとしていま

す。 

 ついては、本県でも単身高齢者が増加してい

る中で、単身高齢者の皆さんが将来について安

心できる環境整備を進めていくべきだと思いま

すが、知事の御所見をお伺いします。 

 次に、共生社会の実現に向けた取組について

お伺いします。 

 政府は、認知症施策の指針となる認知症施策

推進基本計画を令和６年12月３日、閣議決定し

ました。令和６年１月施行の、共生社会の実現

を推進するための認知症基本法に基づく策定で、

計画は2029年度までの５年間が対象であります。

認知症基本法は、都道府県と市区町村に対し、

認知症の人や家族の声を聞きながら推進計画を

策定するよう努力義務を課しています。 

 急速な高齢化の進展に伴い、我が国の認知症

の人の数は増加しています。令和４年の認知症

の高齢者数は約443万人、軽度認知障害の高齢者

数は約559万人と推計され、その合計は1,000万

人を超え、高齢者の約3.6人に１人が認知症また

はその予備群と言える状況にあります。また、

令和４年の若年性認知症の人の数は約３万6,000

人、18歳から64歳、10万人当たり約50.9人と推計

されています。 

 平成16年、痴呆という用語は認知症に変更さ

れ、認知症に対する誤解や偏見の解消に努め、

各般の施策を推進していくこととされました。

しかし、認知症になると何も分からなくなり、

できなくなるという考え方が現在も根強く残っ

ており、認知症になることを受け入れることが

難しい状況があります。このため、当事者が受

診を避けて発見が遅れたり、知られたくないと

の思いから社会的に孤立したり、また認知症の

人の意思が十分に尊重されない状況がいまだに

見られるとの指摘があります。 

 今回の計画で特筆されるのは、年齢にかかわ

らず、今や国民誰もが認知症になり得るとし、

認知症になったら何もできなくなるのではなく、

認知症になってからも一人一人が個人としてで

きることややりたいことがあり、住み慣れた地

域で仲間等とつながりながら、希望を持って自

分らしく暮らし続けることができるという新し

い認知症観の考え方を打ち出したこと。また、

施策を進める上で、認知症の人と家族等が行政
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や地域の多様な主体と共に、認知症施策の立案

から実施、評価に至るまでのプロセス全体に参

加することを明確にしたこと。さらには、地域

における認知症施策の実施に当たっては、認知

症の人ができる限りこれまでの地域生活を継続

できるよう、国、地方公共団体、地域の関係者、

企業等も含めた認知症の人の生活に関わる多様

な主体が連携・協働して取り組んでいくとした

ことであります。 

 具体的には、12の基本施策を推進するとして

います。認知症の人に関する国民の理解の増進

等では、学校教育や社会教育における認知症に

関する知識及び認知症の人に関する理解を深め

る教育の推進など。認知症の人の生活における

バリアフリー化の推進では、認知症の人が安心、

安全、スムーズに外出、帰宅できるよう、認知

症サポーター養成の推進。認知症の人の社会参

加の機会の確保等では、認知症当事者による相

談活動の実施や、その相談活動につなぐため、

地域の実情に応じた認知症地域支援推進員の適

切な配置など。認知症の人の意思決定の支援及

び権利利益の保護では、高齢者や認知症等の判

断力の低下した消費者を地域で見守る体制を推

進するために、消費者安全確保地域協議会の設

置促進など。 

 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体

制の整備等では、認知症の人が住み慣れた地域

で希望に沿った生活ができ、自らの意思が十分

に尊重されるよう、居宅、介護事業所・施設、

医療機関において必要な医療・介護の提供が可

能となる体制整備の推進など。相談体制の整備

等では、認知症の人や家族等が必要な社会的支

援につながることができるよう、地域包括支援

センター、認知症専門医療機関、居宅介護支援

事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、認知

症高齢者グループホーム等の相談体制の整備、

また企業における相談体制の整備など。認知症

の予防等では、希望する者が科学的知見に基づ

く適切な認知症、軽度の認知機能の障害の予防

に取り組むことができるようにすることなどが

明記されました。 

 高齢化が先行する本県にとって、認知症対策

は切実な課題であります。自治体は施策を進め

るための推進計画を策定しなければなりません。

自治体によって人員や財政規模は異なりますが、

対策に格差が生じないようにしなければなりま

せん。医療や介護の体制も鍵を握ります。当事

者と家族の暮らしを守るためには、認知症ケア

の知見を持った人材の育成と適切な配置が欠か

せません。共生社会の重要性は増しますが、福

祉人材は限られ、地域コミュニティーの希薄化

も進んでいます。 

 こうした中、認知症になってからも住み慣れ

た地域で安心して仲間とつながりながら、希望

を持って、自分らしく暮らし続けることができ

る共生社会の仕組みを整えるのは容易ではあり

ませんが、今後共生社会の実現に向けた認知症

施策の具体的な進め方について子ども・福祉政

策部長にお伺いをします。 

 次に、脳ドックを生かして認知症の発症リス

クを減らす対策についてお伺いします。 

 私たちの平均寿命は毎年延び続け、今や人生

100歳時代とさえ言われています。日本で100歳

以上の高齢者の人口が1,000人を超えたのは1981

年のことでした。それが2021年には８万6,510人

に達し、僅か40年の間に100歳以上の人口は80倍

も増加しました。 

 しかし、健康上の問題で日常生活が制限され

ることなく生活できる日本人の健康寿命は、2022

年の時点で男性で72.57歳、女性が75.45歳でし

た。他方、日本人の平均寿命は男性81.05歳、女

性は87.09歳で、健康寿命と比較しますと、男性

で８年、女性では12年の開きがあります。これ

はつまり亡くなるまでの10年前後、病気になっ
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たり寝たきりになったり、あるいは認知症になっ

たりして、生活の質が低下するケースが多いこ

とを示しています。 

 高齢者の健康寿命を縮める最大の要因は、が

んでも心臓病でもありません。それは脳の病気

です。健康寿命のバロメーターとなる介護要因

のランキングを見ると、2016年以降、認知症が

第１位となり、第２位の脳血管疾患と合わせて、

脳の病気が全体の半分近くを占めています。い

かに元気な脳で生き切るか、これが人生100歳時

代の最大のキーワードと言えます。 

 日本では、人口の半数以上の人が年に１度、

職場や自治体で行われる健康診断を受けていま

す。ところが、脳については健康診断の項目に

含まれていません。なぜ人体で一番大切な臓器

である脳が健康診断の対象になっていないので

しょう。例えば、腎臓の状態は尿を調べること

で分かります。また、肝臓の状態は血液を調べ

ると多くのことが分かります。これに対して、

脳はその仕組みが、外界との交流が厳しく制限

されているため、今どうなっているかの情報が

ほとんど脳の外に漏れ出てきません。 

 このガードの固い脳の中を知る上で大きな武

器となるのがＭＲＩであります。ＭＲＩは、磁

気と電波を使って体内の状態を画像で映し出す

検査機器で、脳の内部も鮮明に撮影することが

できます。しかし、ＭＲＩ検査はコストがかか

ることから、一般の健康診断には含まれていな

いのが現状であります。その結果、脳の中はま

るでブラックボックスのような状態になってい

ます。たとえ脳内で何らかの異常が起こってい

ても、生活に支障を来すレベルまで機能が低下

しない限り、本人も周囲も気づかない場合がほ

とんどです。 

 そして、認知症は一旦発症すると、残念なが

ら回復することは困難であります。認知症の症

状を一時的に抑える薬はあっても、認知症その

ものを治す薬はないからであります。それでも

認知症の前段階とされる軽度認知障害と呼ばれ

る時期に発見し、適切な対策を講じれば、４人

に１人は回復できるというデータもあります。

つまり、早く発見することが認知症対策の重要

な鍵を握るということです。 

 日本では1990年代から、脳ドックと呼ばれる

脳に特化した健康診断が全国の医療機関で実施

されてきました。これまでに蓄積された膨大な

脳の画像データと出会ったアメリカのジョンズ・

ホプキンス大学の森教授は、同大学の画像解析

技術を導入し、日本国内に蓄積されている脳ドッ

クの約３万例に及ぶＭＲＩ画像の分析を行いま

した。その分析によって、未病の段階から脳の

状態を継続的に監視して測定する世界初の脳健

康測定プログラムを開発されました。 

 このプログラムの最大の特徴は、脳ドックを

受診すれば、誰もが気軽に自分の脳の老化度を

知ることができる点です。今は心身ともに健康

だとしても、現時点の自分の脳が同世代の標準

と比べてどう違うのか、特に認知症と深く関係

する脳の萎縮や脳の血管性病変の進み具合はど

の程度なのかを、数値と画像で知ることが可能

となります。 

 認知症の多くは生活習慣病に関連があるとい

う認識が、研究界では主流になりつつあります。

したがって、自分の脳の状態に即した正しい生

活習慣に変えることにより、認知症の発生を防

いだり、発症年齢を遅らせたりすることができ

る可能性があります。 

 もちろん、脳のＭＲＩ検査で脳の萎縮や血管

性病変が中年期で確認できても、それが何十年

も後の認知症と関係があるかどうかは、現段階

では科学的には立証されていません。また、加

齢に伴って脳の萎縮が進むと、必ず認知症にな

るのかというと、実はそう簡単なものではあり

ません。認知症が発症する仕組みは、まだよく
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分かっていない部分がたくさんあります。それ

でも認知症の人の多くに脳の萎縮や血管性病変

が見られるのは事実です。それらが加齢ととも

にどう進行していくかを絶えずチェックしてお

く重要性は言うまでもありません。 

 脳のＭＲＩ検査で何らかの変化が数値や画像

で可視化できたら、日常の生活習慣の改善に取

り組む大きなきっかけになるのです。前述のジョ

ンズ・ホプキンス大学の森教授は、若いときは

脳ドックを受ける必要性をあまり感じないでしょ

うが、健康なときから脳ドックでＭＲＩ検査を

定期的に行い、自分の脳が今どのような状態な

のかを定期的にチェックし、客観的に把握して

おくことは、健康寿命の一翼を担う認知寿命を

延ばすことにつながります、脳は20代から萎縮

が始まります、５年に１度、10年に１度でも脳

ドックを受診し、自分の脳の履歴を画像でより

多く残しておくことが、将来の認知症リスクの

不安の低減につながりますと言っております。 

 ついては、脳ドックを生かして認知症の発症

リスクを減らす対策について子ども・福祉政策

部長に御所見をお伺いします。 

 次に、教職員による不祥事についてお伺いし

ます。 

 昨年度来、教職員の不祥事による懲戒処分が

相次いでおります。教職員は、子供たちを見守

りながら大人へと導くという極めて崇高な使命

を担う職業です。にもかかわらず、そうした教

職員が相次いで不祥事を起こしているというこ

とは、まさに公教育に対する県民の信頼を失う

ゆゆしき事態であると考えています。 

 県教育委員会では、先月24日に市町村教育長

と県立学校長の緊急合同会議を開催し、教育長

は公教育の土台を揺るがす危機的事態だとして、

訓示、講話を行ったと報道されました。県民の

信頼を取り戻すためには、不祥事が再び起こら

ないよう、しっかりと再発防止に取り組むこと

が必要不可欠だと思います。 

 そこで、不祥事が相次ぐこのような事態をど

のように認識しているのか、また今後どのよう

に不祥事を防止し、県民の信頼を取り戻してい

くつもりなのか、教育長にお伺いします。 

 次に、教員の人材確保についてお伺いします。 

 未来を担う子供たちに、よりよい教育を行っ

ていくためには、優秀な教員をしっかりと確保

していくことが必要です。しかし、教員確保は

全国的にも難しくなっていると聞いており、本

県においても特に小学校の教員について必要な

人数を確保できるのか、私も心配をしていたと

ころであります。 

 先日の地元紙では、２回目の募集を行うなど

した結果、採用予定人数を確保できる見込みだ

と報道されており、ひとまずは安堵しましたが、

教員確保が厳しい状況は、まだまだ続くのだろ

うと思います。来年度に向けた採用審査の見直

しも行うと報道されておりましたが、全国的に

厳しい状況の中で、引き続き教員を確保できる

よう、しっかりと取り組んでいただきたいと考

えます。 

 そこで、本年度の教員確保の状況と、来年度

の教員確保に向けた採用審査の見直しについて

教育長にお伺いをします。 

 次に、いじめ重大事態に至らないための早期

把握と早期対応についてお伺いします。 

 文部科学省の令和５年度児童生徒の問題行

動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査

では、子供の心身に重大な被害が出たり、長期

欠席したりするいじめの重大事態が1,306件に上

り、前年度から約４割増となりました。背景に

ついて文科省の担当者は、法律の理解が進み、

学校側の積極的な認定や、保護者の意向を尊重

した対応がされるようになったとしています。 

 一方で、重大事態の発生件数は増加傾向とな

り、依然として法や基本方針、重大事態ガイド
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ライン等に沿った対応ができていなかったため

に、児童生徒に深刻な被害を与える事態が発生

している状況であります。今回の調査でも、重

大事態のうち490件は事前にいじめと認識されて

おらず、文科省の担当者は、初期対応ができず

被害が重大化していると、学校の組織的対応に

課題があることを認めています。 

 文科省は、法の施行から10年が経過し、調査

の実施に係る様々な課題、具体的には平時から

の学校と設置者の連携不足により対応が遅れた

例、事前説明不足により調査開始後保護者とト

ラブルになる例、重大事態調査の報告書から事

実関係の認定や再発防止策等が読み取れない例

等が存在していることから、2024年８月、いじ

めの重大事態の調査に関するガイドラインの改

定を行いました。 

 今回の各章改定の概要は、重大事態の発生を

防ぐための未然防止・平時からの備えでは、全

ての学校に設置されている学校いじめ対策組織

が校内のいじめ対応に当たって、平時から実効

的な役割を果たし、重大事態が発生した際も、

学校と設置者が連携して対応を取るよう必要な

取組を記載しました。 

 学校等のいじめにおける基本的姿勢では、重

大事態調査を実施する際は、詳細な事実関係の

確認、実効性のある再発防止策の検討等の視点

が重要であることを明記しました。また、犯罪

行為として取り扱われるべきいじめ等であるこ

とが明らかであり、学校だけでは対応し切れな

い場合は直ちに警察に援助を求め、連携して対

応することが必要であることを明記しました。 

 児童生徒・保護者からの申立てがあった際の

学校の対応については、児童生徒、保護者から

の申立てがあったときは、重大事態が発生した

ものとして報告、調査等に当たることを記載し

ました。 

 第三者が調査すべきケースを具体化し、第三

者と言える者の例示では、自殺事案や被害者と

加害者の主張が異なる事案、保護者の不信感が

強い事案など調査組織の中立性、公平性を確保

する必要性が高いケースを具体化するとともに、

第三者の考え方を整理して詳細に記載しました。 

 加害児童生徒を含む児童生徒等への事前説明

の手順、説明事項の詳細な説明では、調査目的

や調査の進め方についてあらかじめ保護者と共

通理解を図りながら進めることができるよう、

事前説明の手順、説明事項を詳細に記載しまし

た。 

 重大事態調査で調査すべき調査項目の明確化

では、標準的な調査項目や報告書の記載内容例

を示すとともに、調査に当たっての留意事項、

聞き取り等の実施方法、児童生徒へのフォロー

等を記載、調査報告書作成に係る共通事項とし

て事実経過や再発防止策等を明記するなど、重

大事態調査への学校や関係者の対応をより明確

化し、また円滑かつ適切な調査の実施及びいじ

め対象児童生徒や保護者等に寄り添った対応を

促しています。 

 重大事態ガイドラインは、重大事態調査を行

う各学校等、並びに調査委員等が法や基本方針

の趣旨を踏まえつつ、適切に調査を行えるよう、

これまでの重大事態調査の実施に係る様々な課

題を踏まえ、いじめ防止対策協議会での議論を

受けて、調査の基本的な進め方や留意事項等を

まとめたものであります。 

 ついては、所管の学校、市町村教育委員会に

対して、今回のいじめの重大事態の調査に関す

るガイドライン改定の理解をどのような方法で

進めていくのか、また現場の声として、子供の

小さなサインを複数の先生で共有し、相談し合

える環境づくりが大切だとの指摘がありますが、

いじめで被害が重大化、深刻化する前に、早期

の事態把握と早期に対応するための体制をどの

ように整えていくのか、併せて教育長にお伺い
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いたしまして、私の第１問とさせていただきま

す。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 明神議員の御質問にお答

えをいたします。 

 まず、元気な未来創造戦略の来年度の強化の

方向性のうち、若者の所得向上の推進について

お尋ねがございました。 

 本県では、全国と比較しまして、特に20代か

ら30代の若者の所得が低いことに加えて、いわ

ゆる非正規の職員・従業員の割合も高い状況に

あります。また、今年度実施の県民世論調査で

も、若年層が県外への転出を検討している理由

といたしまして、県外の企業のほうが給料が高

いという声が第１位となっております。こうし

たことから、若者の県外転出につながる大きな

要因は、本県の所得水準の低さにあるのではな

いかと考えております。 

 このため、来年度の戦略の強化の方向性に、

結婚や出産を希望する方々の背中を押し、自然

増対策としても効果があるという点も考慮いた

しまして、若者の所得向上を第一に掲げ、取り

組むことといたしました。 

 具体的には、事業者のデジタル化による生産

性向上の取組を強力に支援いたしまして、賃金

の引上げに向けた環境を整備いたします。また、

１次産業におけます法人化や市町村と連携した

企業誘致によりまして雇用の拡大を図りますほ

か、正社員を目指す方のスキルアップへの支援

などを通じて、正規雇用を促進いたします。こ

の正規雇用の促進につきましては、県庁におき

ましても率先垂範という形になりますように、

若年層の正規雇用の拡大に向けた取組を検討し

てまいります。 

 こうした取組に加えまして、年度末から年度

初めにかけて、転入者、転出者の移動理由を産

業分野ごとに把握する調査を新たに行おうと考

えております。あわせて、年代別の所得や雇用

状況などの傾向も分析をいたしまして、各産業

分野ごとに若者の所得向上のためのさらなる取

組に向けた検討を進めたいと考えております。 

 人口減少対策は、もとより息の長い取組が必

要な課題であります。引き続き不断の見直しを

行いまして、粘り強く取り組んでまいります。 

 次に、目指すべき３つの高知県像の進捗状況、

令和７年度の主な取組についてお尋ねがござい

ました。 

 まず、いきいきと仕事ができる高知の実現に

向けましては、産業振興計画による取組を進め

ております。この結果、地産外商が大きく前進

し、人口減少下にありましても県内総生産はお

おむねプラス成長に転じてまいりました。また、

ここ10年の県民所得は全国の伸び率を上回って

おります。 

 一方で、本県の若者所得は、全国を100とした

場合に85.2％と、依然として格差が生じており

ます。若年層の県外への転出超過による担い手

不足も深刻化をしている状況にあります。この

ため、来年度は県経済の持続的な成長に向けた

挑戦と、若者の定着・増加の好循環を目指す取

組と併せまして、地産外商、そしてイノベーショ

ンを一層強化いたします。 

 具体的には、デジタル化への支援などを通じ

まして生産性の向上、高付加価値化を図り、事

業者の稼ぐ力を高めることによりまして、所得

の向上、正規雇用化などを後押しいたします。

あわせて、定住対策といたしまして、若者の県

外転出の抑制に向けた情報発信の強化、キャリ

ア教育の充実などに取り組みます。また、輸出

拡大に向けた新市場開拓のほか、いわゆるヘル

スケア産業や、お話もいただきましたようなア

ニメ関連産業の創出に向けたプロジェクトを加

速いたします。 

 さらに、新たに地消地産の強化を推進するこ
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とといたします。エネルギーや食品の分野にお

きまして、地消の拡大を通じた地産の強化を図

り、地域経済の好循環の創出、そして県際収支

の改善を目指してまいります。 

 加えて、連続テレビ小説あんぱんの放送や、

大阪・関西万博の開催という絶好の機会を生か

しまして、インバウンドも含めた観光誘客など、

県経済の活力を高めてまいります。 

 次に、いきいきと生活ができる高知の分野に

おきましては、日本一の健康長寿県構想あるい

は教育大綱に基づく取組を進めております。こ

の結果、健康寿命の延伸やオンライン診療の導

入拡大といった成果のほか、不登校児童生徒数

の割合が全国平均を下回るといった成果が現れ

ております。 

 一方で、中山間地域の医療・福祉・介護サー

ビスが不足をし、社会的孤立などの課題も顕在

化をしておりますほか、教育面では児童生徒の

学習習慣の定着に課題があります。このため、

来年度は中山間地域での訪問介護サービス提供

の支援拡充、あるいは外国人介護人材の受入れ

拡大といった取組のほか、多機関協働型で支援

をいたします、いわゆる高知型地域共生社会の

実現をさらに推進してまいります。また、児童

生徒の学習習慣の定着を図るために、対話型Ａ

Ｉを活用いたしました学習支援アプリの実証的

な導入に取り組みます。 

 最後に、３つ目の安全・安心な高知の実現に

つきましては、本年度を期限といたします第５

期南海トラフ地震対策行動計画に基づきます総

合的な対策、あるいは災害に強いインフラ整備

を進めてまいりました。その結果、住宅耐震化

や津波避難タワーの整備のほか、四国８の字ネッ

トワークなどのインフラ整備が着実に前進をい

たしております。 

 一方で、目標といたしました4,300人の想定死

者数の実現には届かない見込みでございまして、

7,800人の水準への減少にとどまっているところ

であります。このため、来年度からの第６期に

おきましては、想定死者数を3,500人に減少させ

るということを目標に掲げまして、能登半島地

震などの教訓も踏まえて、４つの観点で対策を

抜本強化いたします。具体的には、第１に自助・

共助の取組を、第２には避難環境の整備を、第

３に復旧・復興に向けた事前の備えを、第４に

災害に強いインフラ整備を強化、加速化させま

す。 

 これらの目指すべき３つの高知県像の実現に

向けまして県民の皆さんと共に取り組み、元気

で豊かな、そしてあったかい高知を次世代に引

き継いでいけますように、全力を尽くしてまい

ります。 

 次に、大阪・関西万博と連続テレビ小説あん

ぱんを生かした経済の活性化についてお尋ねが

ございました。 

 大阪・関西万博は、これまでに力を注いでま

いりました関西戦略の大きな山場となります。

また、同時期にあんぱんが放送されますことで、

本県にとってはまさに千載一遇のチャンスと捉

えております。このため、これまでの関西戦略

におけます一連の取組も生かしながら、一層の

外商の拡大、そしてインバウンドを含めたさら

なる観光の誘客に向けまして取組を強化してま

いります。 

 具体的には、当初の集客目標を大きく超える

など、認知度が高まっておりますアンテナショッ

プとさとさを本県のパビリオンに見立てまして、

万博やあんぱんと関連づけた企画などを積極的

に展開いたします。例えば、４月の下旬には、

万博の食に関しますパビリオンで予定しており

ます土佐田舎ずしなど、本県の食文化のＰＲに

合わせまして、アンテナショップとさとさでも

これと連動した企画を行いたいと考え、準備を

いたしております。また、８月には万博会場内
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で、よさこいと街路市をテーマといたしました

本県主催のイベントを県内全市町村の参画の下

で実施し、本県の魅力をしっかりと発信いたし

ます。 

 さらに、外商面では、万博の開催によりまし

て飲食需要の高まりが見込まれますことから、

関西圏の本県ゆかりの店をはじめといたしまし

て、飲食店への外商活動をさらに強化いたしま

す。 

 観光面では、やなせさんのふるさと高知や、

どっぷり高知旅キャンペーンを前面に打ち出し

まして、誘客の拡大を図ります。その上で、観

光客の方々には、物部川地域での観光博覧会や、

中山間地域の文化、暮らしを体験できる体験プ

ログラムを紹介いたしますことで、県内での周

遊を促進してまいります。 

 こうした万博やあんぱんを生かしました一連

の取組に加えまして、外商先のフォローを継続

的に行うなど、その後を見据えた動きも着実に

行います。 

 万博の開幕や、あんぱんの放送を目前に控え

まして、私自身この大きな追い風を最大限に生

かさなければならないとの思いを改めて強くし

ております。県内の市町村、事業者の皆様と共

に、本県経済のさらなる成長を目指しまして、

全力で取り組んでまいります。 

 次に、いわゆる４Ｓプロジェクトの推進に込

めた私の思いと今後の進め方についてお尋ねが

ございました。 

 現在、若者の人口減少に歯止めをかけるべく、

元気な未来創造戦略に基づく一連の取組を推進

しております。一方で、戦略に掲げます若年人

口の回復の目標を達成したといたしましても、

当面総人口の減少は避けられない状況にござい

ます。今後、人口減少により、あらゆる分野に

おいて担い手不足がますます深刻化をし、地域

の産業はもとより、公共サービスの維持すら困

難になることが危惧される、そうした状況であ

るということは議員御指摘のとおりだと私も認

識をいたしております。 

 このため、人口減少を食い止めるための若年

人口増加策と両輪といたしまして、人口減少に

適応した効率的で持続可能な社会の実現を目指

します、賢く縮む「４Ｓプロジェクト」を推進

することといたしました。 

 この取組の視点といたしましては、人口減少

下でも複数の事業体が集合をし、規模の利益を

追求いたしますとともに、真に必要なサービス

は伸長、伸ばしていく、一方で無駄や重複する

部分は縮小をしていく、そしてその際には前例

の踏襲でない、新しいやり方の創造を目指して

まいるという考え方で対応したいと考えており

ます。集合、伸長、縮小、創造、それぞれ頭文

字がＳと、この４つの視点を大事にしていきた

いと考えております。 

 今回、元気な未来創造戦略に新たに位置づけ

ました、例えば消防の広域化、あるいは国保料

の県内の水準の統一といった５つの重点プロ

ジェクトは、いずれも５年ないし10年単位の期

間で着実に進めていく必要がある取組でありま

す。そのため、それぞれの分野で地域の実情の

把握や事業の趣旨の説明に努めまして、市町村、

事業者の方々を含めて、県民の皆さんとしっか

りと対話をしながらプロジェクトを推進してま

いります。 

 その上で、これらのプロジェクトの進捗状況

につきましては、元気な未来創造戦略の本部会

議で庁内的に確認をいたしますとともに、ただ

いま申し上げました集合、伸長、縮小、創造、

この４つのＳの視点のノウハウが他の分野にお

きましても生かせますように、全庁で情報共有

を図ってまいります。 

 こうした中、私の思いについてもお尋ねがご

ざいましたので、発言をさせていただきます。
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先日、将来的に人口減少が究極的に進んだ場合

の地方自治の在り方につきまして、村上総務大

臣が個人の御意見として御発言をされたことが

報道されております。具体的に村上大臣の御発

言は、今世紀末に日本全体の人口が5,000万人程

度になれば、自治体を再編し、300程度の市と、

そして国が直接やり取りする形が望ましい、こ

うなると県庁も必要ないのではないかといった

ような発言、言及をされております。 

 この発言自体は、大臣の御趣旨は、70年先と

いうような遠い将来を展望した際の、先ほど申

しました個人的な見解として述べられておりま

すので、私自身はこの点は一つの問題提起をさ

れたというふうな受け止めをしております。こ

うした方向で直ちに政策展開を図ろうという趣

旨ではないというふうに受け止めております。 

 ただ、一方で私自身といたしましては、こう

した超長期の将来的な市町村自治の在り方につ

いては、これとは別の姿もあり得るのではない

かという思いを持っております。 

 現在、市町村は大きく２つの役割を担ってい

ると考えます。１つは、住民自治の担い手とい

たしまして、住民の方々の意思を集約し、地域

の特色、独自性を発揮しながら、例えば産業振

興や地域活性化、そして次世代に向けた生活様

式や文化の継承、こういった活動を行っていく

役割でございます。もう一つは、例えば教育や

福祉、インフラ整備といった国が定める一定の

水準に基づきまして、行政サービスを提供する

事業体としての役割だと考えます。 

 村上大臣の御発言は、市町村が引き続きこう

した２つの役割を併せてセットで果たしていく

ためには、人口減少の進行に応じて、市町村合

併をさらに進めることが前提だという考え方に

立っているというふうに思われます。 

 私といたしましては、別のやり方があるので

はないか。具体的には、小規模市町村そのもの

は住民自治の担い手としての役割に特化をして

存続をするということを前提に考えればどうで

あろうか。一方で、国が定めます水準に基づき

ます各種の行政サービスの提供は、自治体間の

共同化でありますとか、場合によっては広域自

治体であります県が事務を代行するといった形

に移行するということで、人口減少にうまく対

応していく、そうした選択肢もあり得るのでは

ないかという思いを私自身近年持っておるとこ

ろでございます。 

 こうした観点に立って、この４Ｓプロジェク

トを御覧いただきますと、これらのプロジェク

トは、遠い将来の地方自治の在り方を展望した

ときに、この従来型の市町村合併という手段に

よらずに、小規模な市町村も存続をしながら、

県民に必要な行政サービス、公共サービスは持

続的に提供していく、そうした方式に活路を開

き得るというような積極的な意義も認められる

のではないかと、そうした思いも込めまして、

これらの４Ｓプロジェクトに積極的に、また重

点的に取り組んでまいりたいというふうに考え

ております。 

 最後に、単身高齢者が将来安心できます環境

整備についてお尋ねがございました。 

 議員のお話のとおり、単身高齢者の例えば入

院・入所時の手続ですとか身元保証といいまし

た日常生活から、葬儀や家財処分などに至るま

で、様々な場面で多岐にわたる課題が生じてお

ります。中でも御指摘のありましたいわゆる死

後事務に関しましては、統一的なルールがない

など、問題が表面化をしております。とりわけ、

本県は全世帯に占めます単身高齢世帯の割合が

17.8％と全国１位となっております。単身高齢

者の皆さんが安心できる環境の整備は、本県に

とりましても重要な課題だというふうに考えま

す。 

 こうした全国共通の課題も踏まえまして、昨
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年９月に閣議決定をされました高齢社会対策大

綱におきましては、身寄りのない高齢者への支

援につきまして基本的な施策が示されました。 

 具体的には、まず望まない孤独や社会的孤立

を防ぐ、日常生活での緩やかなつながりづくり

や居場所づくりを推進するという方針が示され

ております。この点につきましては、本県では

既にあったかふれあいセンターを拠点とした高

知型地域共生社会づくりに取組を進めておりま

す。 

 次に、モデル事業を通じた課題の整理と必要

な支援の在り方についての検討を進めるとの考

えが、この閣議決定では示されております。具

体的には、単身高齢者などの包括支援をマネジ

メントいたします窓口を設置する、あるいは生

活支援から死後事務に至ります総合的な支援を

提供するモデル事業が全国の10市町で展開をさ

れているところでございます。並行して、有識

者による検討会議でも様々な視点から議論が進

められておるというふうにお聞きをしておりま

す。 

 今後、ただいま申し上げましたような全国的

なモデル事業、あるいは検討会議での意見など

も踏まえまして、全国的な仕組みづくりが国に

よって進められる見通しであるというふうに受

け止めております。 

 県といたしましても、今後国が創設をいたし

ます身寄りのない高齢者を支える仕組みの活用

も検討しながら、本県の実情に合った形で、単

身高齢者の皆さんが安心して暮らせる環境整備

に取り組んでまいります。あわせまして、高知

型地域共生社会づくりを強力に推進し、単身高

齢者をはじめとする望まない孤独や社会的孤立

の防止に努めてまいります。 

 私からは以上であります。 

   （商工労働部長岡田忠明君登壇） 

○商工労働部長（岡田忠明君） まず、女性が活

躍できるクリエーティブな企業を県内に増やす

ことについて御質問がありました。 

 ウェブサイトやデジタルコンテンツの制作な

どを行うクリエーティブ企業が県内にあること

は、女性に県内に残ってもらう、また県外から

帰ってきて活躍してもらうためにも重要なこと

だと考えています。このため県では、若者や女

性から人気の高い事務系企業や、ＩＴ・コンテ

ンツ企業などの誘致を進めており、これまでに

49社が立地し、1,500人以上の新たな雇用が生ま

れています。新たな雇用の内訳では、女性が３

分の２を占めており、女性の正規雇用の割合も

県全体の５割を上回る６割となるなど、女性が

活躍できるクリエーティブな仕事づくりに貢献

しています。 

 また、県内のクリエーティブ企業の担い手を

育成するため、プログラマーやクリエーターに

なるためのスキルを身につける講座も開催して

います。この講座では、平成30年から令和６年

までの７年間で400名以上が受講し、そのうちお

よそ70名が地元企業に就職したほか、フリーラ

ンスのクリエーターとして県内で活躍している

方もおられます。 

 今後とも、事務系やＩＴ・コンテンツ企業の

誘致と人材育成に取り組むことで、女性が活躍

できるクリエーティブな仕事の創出と企業の増

加につなげていきます。 

 次に、企業に対して県内のクリエーティブ企

業に発注先を変えるよう要請することについて

御質問がありました。 

 県内のクリエーティブ企業が事業を維持・発

展させていくためには、安定的に受注を確保す

ることが重要になると考えています。このため

県では、企業がウェブサイトの構築やシステム

の導入を行う際に県内企業間での受発注を促進

するために、産業振興センターの中にマッチン

グプラットフォームを設置しています。現在、
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このプラットフォームには、県内に事業所があ

るＩＴ企業など38社が登録しており、県内企業

からの様々なニーズに対応するなど、この３年

で34件のマッチング実績を上げています。また、

県内の商工団体においても、デジタル化を進め

る地域の事業者とのマッチングの機会を設けて

おり、県内のＩＴ企業の受注拡大を後押しして

います。 

 県内企業の受注機会の確保や、県内の経済循

環を促進する観点からも、県内でできる仕事は

県内企業に発注されることが望ましい姿である

と考えます。そのため、今後様々な業界団体と

の会合においても、クリエーティブな仕事の地

産地消を呼びかけるなど、地域を挙げて機運の

醸成を図ります。あわせて、日進月歩で進歩す

るデジタル技術や業界のトレンドに地元企業が

十分に対応できるよう、人材育成の支援も行い

ながら、クリエーティブ企業の受注拡大を後押

ししてまいります。 

   （子ども・福祉政策部長西森裕哉君登壇） 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） まず、

今後の共生社会の実現に向けた認知症施策の具

体的な進め方についてお尋ねがございました。 

 認知症施策の推進に向けましては、認知症の

人が尊厳と希望を持って暮らすことを目的とす

る、共生社会の実現を推進するための認知症基

本法の制定を受け、県の施策の指針となる高知

県認知症施策推進計画を、法の趣旨を踏まえて

令和６年３月に見直したところです。この見直

した計画では、法の趣旨である共生社会の考え

方をより明示するとともに、認知症の人及びそ

の家族の御意見を反映する形で、基本的施策と

して３つの柱を掲げて取組の強化を図っており

ます。 

 まず、１つ目の柱は、自分ごととして認知症

を理解するとし、誰もが認知症となり得ること

を前提に、認知症に関する正しい知識や理解が

進むよう、新しい認知症観に基づく普及啓発パ

ンフレットの制作や、認知症サポーターの養成

などに取り組んでまいります。 

 ２つ目の柱の、認知症に早く気付き必要な支

援につなげるでは、かかりつけ医等への対応力

向上研修を実施するほか、認知機能を簡単に

チェックできるアプリの普及を薬局等との協働

により進めてまいります。 

 ３つ目の柱は、安心して幸せに暮らすために

協働するとし、認知症本人や御家族の支援ニー

ズを踏まえた支え合いの仕組みが地域の実情に

応じて整備されるよう、認知症カフェの設置や

チームオレンジの整備を支援してまいります。

あわせて、認知症疾患医療センターにおける本

人交流会などのピアサポート活動の充実を図っ

てまいります。 

 こうした認知症施策を市町村や関係団体等と

連携しながら総合的に推進し、認知症の人が尊

厳を保持しつつ、希望を持って住み慣れた地域

で安心して暮らすことができるよう取り組んで

まいります。 

 次に、脳ドックを生かして認知症の発症リス

クを減らす対策についてお尋ねがございました。 

 頭部のＭＲＩ検査などを用いて行う脳ドック

は、血管性認知症を引き起こす要因となる脳血

管障害や脳腫瘍などの疾患の早期発見につなげ

ることができます。 

 一方、認知機能の低下や認知症の発症リスク

を把握するためには、ＭＲＩ検査と同時に、認

知機能の低下がないかを確認するスクリーニン

グ検査を実施する必要があります。県内の脳ドッ

クを実施している医療機関では、検査項目にこ

うした認知機能検査を取り入れている機関もあ

ります。 

 議員のお話のとおり、脳ドックを定期的に受

診することで脳の変化を意識することは、認知

症の発症リスクに対する不安軽減にもつながる
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ものと考えられます。県としましても、脳ドッ

ク等の有用性を含め、認知症の発症リスクを減

らす生活習慣病対策の有効性について、リーフ

レット等で県民の皆様にお知らせをしてまいり

ます。 

   （教育長長岡幹泰君登壇） 

○教育長（長岡幹泰君） まず、不祥事が相次い

でいる事態への認識と、今後の不祥事防止に向

けた取組についてお尋ねがございました。 

 教職員の不祥事による懲戒処分者につきまし

ては、昨年度に引き続き10人を超えており、本

県教育界の土台を揺るがす状況であると大きな

危機感を持って受け止めております。特に、今

年度は被害を受けられた方が未成年女性である

わいせつ事案も発生しており、大変遺憾に思っ

ております。教職員の不適切な行為により被害

を受けられた方やその御家族、そして県民の皆

様には大変申し訳なく、深くおわびを申し上げ

ます。 

 不祥事の防止につきましては、昨年４月に市

町村教育長と県立学校長に対し私の思いを伝

え、各校での取組の強化を強く要請しました。

そして、このときに取りまとめた不祥事防止策

に沿って、全公立学校への不祥事防止委員会の

設置と、校内研修の実施や不祥事発生校への個

別訪問、さらに不祥事根絶ポータルサイトの立

ち上げなどに取り組んでまいりました。 

 しかし、現状からいえば、まだ危機感の共有

が十分になされておらず、全教職員一丸となっ

た取組にまで至らせることができていないと、

大変悔しい思いを持っております。こうしたこ

とから、防止対策をさらに徹底する必要がある

と考え、先月24日に市町村教育長と県立学校長

との緊急合同会議を開催し、新たな防止策を示

したところでございます。 

 具体的には、教職員一人一人が不祥事を自分

事と捉え、防止に取り組むよう、各学校長と教

職員が話合いを持つこと、教職員への啓発を強

化するために昨年改訂をした不祥事防止対策に

係る冊子や新たに作成した不祥事の影響を考え

るリーフレットを活用し、各校で研修を実施す

ること、各学校での先進的な、また効果的な取

組を他校へも周知し、横展開を図る取組を推進

すること、加えて各学校が取り組んでいる不祥

事防止対策に地域や保護者などの学校外の視点

や意見も取り入れることなどを強く指示し、要

請をしたところでございます。こうした対策を

着実に進めまして、公教育への県民の皆様の信

頼を早期に取り戻してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、本年度の教員確保の状況と来年度の採

用審査の見直しについてお尋ねがございました。 

 全国的な教員不足の中で、本県におきまして

も昨年６月に実施した採用審査で辞退者が多く

発生するなど、特に小学校教諭の人材確保にお

いて厳しい状況が続いております。 

 そうした中、本県では昨年12月に２回目の採

用審査を実施するとともに、他県で勤務してい

る現職教員や元教員などを対象とした特別選考

も２回実施するなど、確保に向けた取組を行っ

てまいりました。その結果、現時点では小学校

教諭の採用予定人数130人程度をおおむね確保

できる見込みとなっております。 

 また、来年度の採用審査につきましては、先

日新たな審査概要を公表したところでございま

す。具体的には、教員になる意思を既に固めて

いる大学３回生も採用審査を受審できることと

し、再来年度の採用候補者名簿に登載、つまり

合格とする制度を新設しました。これにより受

審者のチャンスが増えることになります。また、

合格後の４回生では指導力の向上を図る学習な

どに専念でき、採用初年度の学級経営や学習指

導に余裕を持って取り組めるというメリットも

あり、受審者確保につながると考えております。 
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 そのほか、高校教諭の受審者が第２希望で中

学校教諭を選択できる制度を拡充することや、

教員免許は持たないものの企業経験などの専門

性を持つ社会人が受審できる特例出願制度の拡

大、さらに関西会場で実施する教科の拡大など

の見直しを行っております。 

 あわせて、より多くの若者に本県の教員にな

りたいと思っていただけるように、働き方改革

による業務負担の軽減や若年教員へのサポート

体制の充実、教員のやりがいや魅力の発信など

にも取り組み、必要な教員をしっかりと確保し

ていきたいと考えております。 

 最後に、いじめの重大事態の調査に関するガ

イドラインの周知方法と、いじめの早期把握、

早期対応の体制についてお尋ねがございました。 

 国の定めるガイドラインは、いじめの重大事

態に係る調査が適切に行われることを目的とし

て、昨年８月、約７年ぶりに改定されました。

今回の改定の主なポイントとしましては、議員

のお話にもありましたように、重大事態調査へ

の学校や関係者の対応を明確にしたこと、円滑

かつ適切な調査のための留意事項を明記したこ

と、いじめ対象児童生徒や保護者に寄り添った

対応を行うことなどが挙げられます。 

 県教育委員会では、８月の改定以降、市町村

教育長会や県立校長会、生徒指導主事会等にお

いてガイドラインの改定の内容などを説明し、

周知を図ってまいりました。さらに、今後は内

容等の徹底を図るため、ガイドラインの重点ポ

イントをまとめた県作成資料を活用して、校内

研修を確実に行うよう指導していくこととして

おります。加えまして、来年度は文部科学省主

催の研修会を本県で開催し、県立校長や市町村

教育長に対しさらなる周知徹底を図ってまいり

ます。 

 また、本県における令和５年度のいじめ重大

事態発生件数は８件と、前年度の19件から大幅

に減少しています。これは、いじめのアンケー

トを各学校単位で実施し、状況の早期把握に努

めたこと、また自分の気持ちを１人１台端末で

表す、きもちメーターの活用を進めたこと、さ

らに学校いじめ対策組織や校内支援会を設置し、

情報共有や組織的な対応を進めたことなど、早

期発見、早期対応の体制を整えてきたことが成

果につながってきたものと捉えております。 

 今後はこうした取組をさらに充実させるとと

もに、子供たちが悩みを抱え込まず、困ったと

き、苦しいときに周りの人に援助を求める力を

育む、ＳＯＳの出し方教育を推進してまいりま

す。あわせまして、地域学校協働本部やコミュ

ニティ・スクールなどの仕組みを活用し、いじ

めに気づくネットワークを広げていきます。こ

のようなことを通して、いじめの早期発見、早

期対応の充実を図ってまいります。 

○18番（明神健夫君） それぞれ御答弁ありがと

うございました。２問目の質問はありません。

１つ要請をしておきます。 

 全国的にも単身高齢者の増加が見込まれる中

で、もしものときに備えて、身元保証から延命

治療の希望の遺言書の作成や死後の様々な手続

を決めておく死後事務に関することなどを登録

する相談窓口を自治体に設け、入院手続や遺体

の引取り、遺産の扱いなどを自治体が円滑に進

められる仕組みを整えるための人件費や事務費

の補助制度の創設を全国知事会等で国に強く要

望していただきますことを要請いたしまして、

私の一切の質問を終わります。ありがとうござ

いました。（拍手） 

○議長（加藤漠君） 暫時休憩いたします。 

   午前11時22分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後１時再開 
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○副議長（金岡佳時君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 議案に対する質疑並びに一般質問を続行いた

します。 

 32番はた愛議員。 

   （32番はた愛君登壇） 

○32番（はた愛君） 日本共産党のはた愛でござ

います。会派を代表いたしまして代表質問を行

います。 

 まず初めに、知事の政治姿勢について、国の

予算編成についてからお伺いをいたします。 

 アベノミクスの異次元の金融緩和により、円

の供給過多による円安を主要因とした物価高騰

が国民の暮らしと営業を直撃しています。しか

し、2025年度の政府予算案は、社会保障関係費、

文教費、中小企業対策費など、暮らしの予算は

どれも物価上昇に追いつかない実質マイナスで

す。食料安定供給関係費は、米の価格も高騰し

て対策が求められているにもかかわらず、実額

でもマイナスです。その中で、防衛関係費だけ

は前年度比9.5％増という異常な突出をしていま

す。 

 2022年12月に閣議決定された安保３文書に基

づき、５年間で43兆円にプラス16.5兆円の後年

度負担があり、実質は60兆円もの大軍拡計画で

す。2022年度の当初予算ベースで5.4兆円だった

ものが、僅か３年間で3.3兆円も増加し、2025年

度の防衛費は8.7兆円規模と異常な増加となって

います。大軍拡が暮らしの予算を圧迫している

ことは明白です。地方の一般財源も１兆円増え

ましたが、物価高騰に追いついていません。 

 防衛費のみが異常に増加し、国が守るべき暮

らしや商売、教育などの予算が実質削減されて

いることに対して、知事として国に言うべきこ

とがあるのではないでしょうか、お聞きをいた

します。 

 次に、高額療養費制度の改悪について伺いま

す。国は、患者が支払う医療費負担限度額を今

年の８月から段階的に引き上げる見直しについ

て国会審議を行っています。今回の負担限度額

の引上げは、全ての年代、全ての所得階層が対

象とされており、文字どおり高額療養費制度を

利用する1,250万人全員に大打撃となります。そ

の引上げ額も70歳未満の現役世代で年収650万

円から770万円の階層では、最終的に1.7倍、５

万円もの負担が増えます。 

 全国保険医協会連合会が子供を持つがん患者

の団体の有志と共同で行った調査では、半数が

病気で収入が減る上に、治療と子育てにお金が

かかり、現状でも家計は厳しい、これ以上医療

費の負担が増えれば、５割が治療中断、６割が

治療回数減を考えると回答、子供の進路変更も

検討しなければならない状態に追い込まれてい

るとの回答も５割に及んでいます。 

 高額療養費制度は、がん患者をはじめ重篤な

患者にとってまさに命綱であり、今回の制度見

直しは、それを断ち切るに等しいものです。今

回の制度見直しを決定するに当たって、厚生労

働省は制度利用者の収入減、また医療費の支出、

受診抑制を含む影響など、実態調査を全く実施

していません。また、日本障害者協議会は緊急

声明で、障害者権利条約では、政策決定の過程

で障害のある人たちの声を聞き、決定に参画さ

せることを国や自治体に求めており、本人不在

の決定は障害者権利条約にも反しています。 

 政府は、患者団体などの声に押され、２月４

日、大臣会見では高額療養費制度の一部修正を

検討すると報じられていましたが、昨日のニュー

スでは、政府が修正ではなく凍結すると判断し

たようです。国民の怒りの大きさを表している

と思います。 

 そもそも重篤な疾患で治療を継続している患

者にさらなる負担を強いて財源を捻出するとい

う手法そのものが、社会保障の概念とは相入れ
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ないものであり、公的医療保険の仕組みを根幹

から突き崩すものです。政府は、2,270億円分の

受診抑制が発生することを分かった上で提案し

ています。負担限度額を決定する過程のずさん

さは、国民の命など眼中にない対応だと思いま

す。 

 がん患者、難病や障害がある方をはじめとし

た県民の代表として、負担増の撤回を求めると

きではないでしょうか、知事にお聞きをいたし

ます。 

 次に、人口減少対策としてのスマートシュリ

ンクについて伺います。 

 人口減少対策に対応するとして、県はスマー

トシュリンク、賢く縮むを大きく打ち出してい

ますが、地方の人口減少は自然減少ではありま

せん。 

 まず、農業など第１次産業で安定な暮らしや

希望のある生活を保障できなくした政治の責任

があります。また、社会保障をコストとみなし、

抑制してきたことです。地域経済の２割を支え

ている年金を12年間で８％も実質削減し、経済

を縮小させてきました。低過ぎる公定価格や配

置基準による介護や保育など、安定した雇用の

場も削られてきました。このような地域を疲弊

させる政策の転換こそが求められています。 

 前県政の下で小さな拠点づくりなど、地方切

捨ての流れにあらがってきましたが、私たちは

国の政策転換がなければ限界があると指摘をし

てきました。そのとおりになっているのではな

いでしょうか。この間も、行政サービスを維持

するためとして平成の大合併を推し進めました

が、結果として地方の人口減少を加速させまし

た。 

 この失敗の下で合併を推し進めることは不可

能だと判断し、広域連携の仕組みがいろいろ提

案され、さらには自治体戦略2040構想などが打

ち出されてきましたが、それらは地方を切り捨

てた政策の本体を改めず、その失敗を広域化や

選択と集中、賢く縮むなどの言葉で続けている

わけです。 

 この間、国民・県民運動で、３歳から５歳へ

の保育料の無料化、自治体の子供の医療費助成、

高校授業料の無償化の流れへと子育ての負担が

軽減されてきました。さらに、学校給食の無料

化が進めば、それなりに収入を確保でき、高い

収入を求めて若者が都会に出ていく必要はなく

なります。地方がなぜ衰退したのか、人口減少

がなぜ加速したのか、その真摯な分析と反省な

くして、これからの方向性は見えてきません。 

 まず、お聞きしたいのは、全国で地方の衰退、

人口減少が進んできた原因について、国の政治

や、その政策に問題があったと考えているかど

うか、知事に認識をお聞きいたします。 

 このスマートシュリンク、賢く縮むが県内で

拡大すれば、どんな事態をつくるのか、このま

までは地方や中山間地域が願う真の地方創生と

かけ離れていくばかりではないでしょうか。県

は人口減少対策の中で、県内市町村に対して人

口減少対策総合交付金を出し、自治体の独自性

を生かした人口減少対策を進めていますが、既

に市町村は人口減少に伴い、行政機能や住民

サービスの縮小を余儀なくされてきました。 

 今回の県の交付金を力に、市町村は現場に必

要な独自の取組を進めていくことができる流れ

にはなりましたが、強く問題を感じるのは、県

の少子化対策の元気な未来創造戦略の中に広域

化や再編、財政効率化の側面が強いスマートシュ

リンク、４Ｓプロジェクトを新たな視点として

入れていることです。これでは、またもや自治

体の独自性や存在意義は後退するのではないか

と思います。市町村の存在意義や地域性を尊重

していく人口減少対策と、新たな視点のスマー

トシュリンク、４Ｓプロジェクトは相入れない

と思います。 
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 本来、市町村がその特徴を生かし住民に対し

て行政責任を果たしていけるよう、県こそが市

町村の自治権を保障していく立場ではないで

しょうか。スマートシュリンクの在り方につい

て、いま一度見直す必要があると思いますが、

知事の見解をお聞きいたします。 

 県はこの間、若い女性の人口流出を取り上げ、

若年層をターゲットとした人口減少対策を強調

してきました。昨年５月に開かれた元気な未来

創造戦略推進委員会で知事は、出生数の低さや

若年女性の減少を食い止めるために、あらゆる

施策を導入していくと話しています。 

 結果は、男女の出会い創出事業で結婚を進め、

出産を支援して人口を増やすことを人口減少対

策の中心的柱にして取り組んでいます。しかし、

これは一部の意見しか届いていないのではない

でしょうか。知事が招集した元気な未来創造戦

略推進委員さんたちの中には大事な意見があり

ます。例えば、人口が少ないからこそ一人一人

が大切にされることが重要との趣旨の意見が複

数の委員から出されています。 

 高知県の将来像として必要なのは、単に人口

が増えればいいという価値観ではなく、住民の

一人一人が大切にされる対策が必要ではないで

しょうか。財政効率や競争があおられる中で、

全国的な社会問題には、若年層の自殺、不登校

やいじめ、過労死や職場でのハラスメントの増

加、虐待や貧困の深刻さがあります。精神や肉

体が健やかであること自体が難しい社会になっ

ています。 

 県は、人口減少対策の一番に若年人口の増、

出生数の増を強調していますが、人口が少なく

ても一人一人を大切にすることが大事だとする

推進委員さんの声もありました。この点は非常

に重要だと思います。 

 人口増にばかり力点を置く施策から、県外に

出ていかなくても生活ができる施策にもっと力

を入れていただきたい、そういった事業が必要

ではないでしょうか、人口減少・中山間担当理

事にお聞きをいたします。 

 次に、物価高騰対策と賃上げについて伺いま

す。 

 物価高騰の影響はすさまじく、県民を苦しめ

ています。高知市では、偶数月の年金支給日の

朝に早くから銀行のＡＴＭの前には高齢者が並

んでいます。また、70代の女性は、脳梗塞で不

自由になった左手をさすりながら、必死に買物

に行ったら七草がゆセットが650円以上で高くて

買うのを諦めたと話をしてくれました。 

 県内の学生は、食料品やガソリン代、バスや

ＪＲの運賃、光熱水費などあらゆるものが値上

がりし、節約のために食費を削り、勉強の時間

を削り、時給が高くなる深夜のバイトをしてし

のぐ状況が生まれています。賃金も年金も物価

高騰に追いつかず、ついに国が発表したエンゲ

ル係数は43年ぶりに最高値を更新しました。国

民生活も商売も限界になっています。 

 事業者の状況について、東京商工リサーチに

よる2024年の企業の倒産は11年ぶりに１万件を

超え、休業、廃業、解散は６万件を超え、合わ

せて約７万2,700件の雇用の場が失われたことに

なります。同調査では、社会基盤の維持の観点

からも、休廃業の状況は福祉政策とセットで考

える時期に差しかかっていると指摘をしていま

す。 

 さらに、労働者の賃金状況については、厚生

労働省が２月に発表した2024年、毎月勤労統計

調査では、物価高騰を考慮した１人当たりの実

質賃金は前年度比で0.2％減り、３年連続のマイ

ナスでした。労働者側は賃上げを強く求めてい

ますが、経営者側は、さきに述べたように物価

高騰が追い打ちとなり、特に中小零細事業者の

多くは、賃金を上げたくても上げられない、廃

業に追い込まれる状況に陥っています。 
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 この危機的な状況の中で、林芳正官房長官は

記者会見で、価格転嫁を進め、賃金上昇が物価

上昇を上回る経済の実現を目指すと発言しまし

たが、2025年度の国の当初予算を見ると、中小

企業対策費は1,695億円で、前年度比較ではたっ

た１億円しか増えておらず、そのうち地域の中

小事業者の後継者支援を重視した後継者支援

ネットワーク事業は４億円で、前年度比較では

4,000万円の減少です。 

 また、中小・小規模事業者の賃上げを支援す

る業務改善助成金は15億円で、前年度比較では

６億8,000万円の増額とはなりましたが、賃上げ

と一体で設備投資が支給要件となっており、こ

の制度のままでは多くの中小事業者に支援が行

き届かない状況が続きます。 

 根本的には、国の責任で支援を拡充すべきと

ころですが、では自治体が何もできないのかと

いうと、そんなことはありません。県レベルで、

中小事業者への支援をセットで労働者の賃金を

引き上げてきた自治体があります。 

 例えば、岩手県では2023年12月議会に岩手県

物価高騰対策賃上げ支援金として事業費21億円

が計上されました。その目的は、昨今の物価高

騰により物価上昇に実際の賃金が追いついてい

ないことを踏まえ、県内の中小企業等の賃上げ

の加速化を図り、中小企業の必要な人材を確保

していくためと説明しています。支援内容は、

時給50円以上の賃上げを１年以上継続実施する

ことを条件に、従業員１人当たり５万円、最大

100万円を支給するとしています。岩手県は４万

人分を上限として予算を組みました。支援金を

利用したある建設会社の方は、物づくりに重要

な現場管理者や若い人に長く働いてほしい、賃

上げ支援金が事業者の賃上げのインセンティブ

として機能するようになったと評価をしていま

す。 

 翌年度、2024年度の全国の最低賃金の目安額

は全国一律50円の引上げとなりましたが、岩手

県では達増知事が岩手労働局長に最低賃金の引

上げを要請するなどして、９円上乗せをする改

定を実現しています。最低賃金59円の引上げは、

労働者側にとってはうれしいことですが、中小

企業や小規模事業者にとっては、かつてなく厳

しいものとなりました。しかし、県が事業者支

援をセットで行ったことが経営者側の合意を得

ることにつながり、賃金引上げへの流れを生み

出しました。 

 また、お隣の徳島県は2024年に中小企業の支

援とセットで、全国で過去最大となる84円の最

低賃金の引上げを行いました。背景には、後藤

田知事が人材確保のためには地域間格差の解消

が必要だとし、最低賃金1,000円以上への引上げ

を求め、知事自身が最低賃金審議会の場にも出

向いて、県独自の中小企業、小規模事業者への

支援を約束し、最賃引上げを求める異例の意見

陳述を行っています。 

 岩手、徳島両知事とも、地元の最賃審議会に

引上げを求める要請を行い、中小企業支援とセッ

トで独自の賃上げを実現していますが、濵田知

事は両知事の要請や取組をどう評価されている

のか、また本来最賃の引上げ支援は国が行うべ

きところですが、しかし事業者の危機的状況を

理解して激変緩和を考えるならば、高知県も、

岩手県や徳島県のように事業者の急激な負担を

緩和し、少しでも賃金の引上げにつながる取組

を検討してほしいと思いますが、知事の見解を

お聞きいたします。 

 次に、産業振興政策の地消の重点化と担い手

確保について伺います。 

 新年度の当初予算では、産業振興計画に基づ

き地消地産の強化を行うとし、エネルギー分野、

食品分野、木材分野を中心に取り組むとしてい

ます。その目的は地域経済の好循環をつくるた

めとしていますが、注目するのは、地産よりも
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地消を前面に出したという点です。 

 県の取組に変化を感じますが、ではどう確実

に県内で県産品の消費を増やすのか、これまで

も学校給食における地元産品の活用や、住宅整

備における地元木材の活用補助金など地消の推

進は行われてきました。一定の効果はあったと

は思いますが、本格的な地消の動きと言えるの

か、改めて今回の地消地産の強化と、具体的な

政策の予算化が問われていると思います。 

 商工農林水産委員会で視察に行った大分県の

日田市では、森林環境譲与税の活用で地元産材

を活用した住宅の新築やリフォームへの補助、

また市内の全小中学校の子供たちの学習机、約

6,600セットを作成し、活用しています。子供た

ちは卒業するとき木製の天板を記念に持って帰

るため、木製部分の需要は毎年生まれています。

木材現場にも教育現場にも活力を与えていまし

た。 

 地元生産と地元消費をしっかりと結びつける

には、方針をお願いするだけでは限界がありま

す。県には、地消の拡大を確実に進めていただ

きたい、そのためにはどうしても地消の制度化

や、それに伴う予算の拡大も必要です。どう進

めていくのか、産業振興推進部長の御所見をお

聞きいたします。 

 地消が進まなければ地産も成り立たないわけ

ですが、農林漁業の現場はもちろん、建設現場

や教育、公務の現場でも人手不足が深刻になっ

ています。だからこそ、産業振興の中で担い手

確保は要の政策です。 

 しかし、農業分野で問題だと思うのは、担い

手確保が重要と言いながら、昨年４月に、県独

自で支援してきた親元就農支援制度の50歳から

64歳を対象から外しました。この問題では、親

元で就農の可能性を考えていた50代の女性の相

談から、制度打切りは中山間で生きていこうと

思う選択肢を失うものだとの指摘から、質問と

して取り上げることにしました。 

 農業は経営的に厳しい状況が続き、後を継ぐ

判断も簡単ではありませんが、それでも支援を

受け、経営も含めて農業を学び、実際体験でき

る制度として大きな意義を発揮してきた、県が

誇れる独自の制度ではないのでしょうか。問題

は、中山間で暮らせる高知を目指すと言いなが

ら、利用者が少ない、予算がないという理由で

制度の対象基準を引き下げたことです。 

 このように、県の産業振興計画の目的ともか

け離れた予算の削減が起きています。県は事業

の検証を行っているとしていますが、どんな視

点で検証するのか、改めて県の考え方が問われ

ていると思います。 

 産業振興計画の中で担い手確保は重要なテー

マです。農業の後継者確保の制度で、50歳から

64歳を親元就農支援制度の対象から外したこと

についてどうお考えか、産業振興推進部長に見

解をお聞きいたします。 

 また、県として担い手確保を充実させる意味

から、県独自の親元就農支援制度の対象年齢の

見直しも含め、担い手支援を再構築していただ

きたいですが、農業振興部長の見解をお聞きい

たします。 

 次に、消防広域化について伺います。 

 県は、新年度予算の柱にスマートシュリンク、

賢く縮むの具体化として４Ｓプロジェクトを掲

げ、消防の広域化、県一本化を進めるとし、消

防広域化基本計画あり方検討会などの予算を約

3,000万円計上しています。そもそも消防の広域

化を進めているのは国ですが、総務省の説明は、

消防本部の規模を引き上げること等により行財

政上のスケールメリットを生かし、消防力の維

持・強化のための消防体制の構築を図ると述べ

ています。つまり広域化による共同運営で財政

効率・合理化を進めたいということです。 

 県が示す広域化基本構想の骨子案では、あり
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方検討会の設置の合意が取れたとして、2025年

度には総務省の消防庁をオブザーバーとして参

加させ、高知県消防広域化基本計画の策定を行

い、2028年には県一本化をスタートさせるとし

ています。 

 しかし、県内各消防本部や職員からは、広域

化ありきの強引な計画案に対して、県一本化は

急ぐべきではないとの声が数多く寄せられてい

ます。例えば、通信指令業務の現場はどうなる

のか、新たに必要となる職員の増員はできるの

か、地域消防団との連携はどうなるのかなど、

重要な点の多くが不透明なままであり、不安と

疑問の声が強くあります。 

 本当に県一本化の道が高知県の消防体制にふ

さわしいのか、また県は消防現場の声をどう受

け止めているのかなどを踏まえ、以下お聞きを

したいと思います。 

 まず、広域化基本構想の骨子案に対する公募

意見に関わって問いたいと思います。間接部門

のスリム化による直接部門の強化について、高

知市以外の14の消防本部では、既に必要最小限

の毎日勤務者と交代制勤務者が兼務し、総務事

務や火災予防事務などの間接部門を担っていま

す。県内15本部の毎日勤務者を集約したとして

も、直接部門である現場に配置できる余剰人員

は、確保はほぼ見込めず、また広域連合事務局

への人員配置についても新たな人的支援が必要

です。この人員確保について県はどうするのか、

増員に係る予算の試算についても示していただ

きたい、危機管理部長に見解をお聞きいたしま

す。 

 通信指令業務の集約化については、15本部を

集約するに当たって規模に見合う通信指令台の

整備が必要ですし、地形的に不利がある高知県

において警察無線とは違う複数の無線を使用し

ている実態から、新たな無線環境の整備につい

ても莫大な費用が想定されます。その試算はあ

るのか、危機管理部長にお聞きをいたします。 

 地域消防団との関係については、公募意見の

中で、高知市においては消防団事務をはじめ全

ての団員の処遇、屯所などの施設維持管理、車

両や資機材の配備について、全て高知市消防局

が担っているため、広域化されることで常備消

防との関連が薄れ、消防団運営へのマイナスの

影響や消防活動における連携・協力体制への支

障など、消防団の消防力低下につながることは

避けなければならないと重大な指摘をしていま

す。 

 県は、連携・協力体制への支障をどう防ぐの

か、県の方策について危機管理部長にお聞きを

いたします。 

 今回の広域化方針を新聞報道で知ったとする

県内の消防局職員や分団の皆さんの不安は大き

く、県の広域化基本計画の動きを危惧していま

す。消防、救急の現場は、日夜命を助けるとい

う緊張感が続く業務であり、心理的、肉体的に

も負担は大きい任務を担っています。県内の各

消防署の実態は本当に深刻です。 

 例えば、郡部の６人体制の現場では、救急車

が高知市内の病院に向かうと二、三時間は戻れ

ないため、その間に119番コールが鳴れば近隣の

市町村の消防に応援を呼ぶしかない、これが常

態化しています。そもそも足りない人員の上に

システム化の予算はないと言われ、119番コール

が入っても、ゼンリンの紙の地図を広げ現場に

指令を出しているのが実態です。また、通信指

令業務の間にも職員給与をエクセルに打ち込む、

これを消防隊員や救急隊員が兼務しています。

この状況の中、広域化では給与の見直しや人事

異動も想定されますが、現状の消防業務や生活

の後退につながるリスクも指摘をされています。 

 本来、細部まで調整が必要な問題が多々あり

ますが、県のスケジュール案では広域化後に調

整を実施するとしており、このままでは不安や
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あつれきを生み出し、ともすれば消防職員の大

量退職に直結するとの強い指摘が公募意見でも

書かれてあります。今回の広域化の骨子案の内

容、そしてこのスケジュール感は、あまりにも

現場の実態をつかまず、総務省の進める広域化

ありきで県が動いているとしか言いようがあり

ません。 

 2025年度に予定されているあり方検討会のメ

ンバーには、市町村長や消防長、有識者だけで

なく、各消防本部の現場職員も構成員として発

言権を認めるべきではないでしょうか、知事に

見解をお聞きいたします。 

 次に、嶺北地域及び香美市での大規模な風力

発電について伺います。 

 高知県国見山周辺で計画されている株式会社

ジェイウインドによる事業と、嶺北・香美で計

画されている株式会社ＧＦによる仮称嶺北香美

ウィンドファーム事業があります。計画が進め

られている国見山エリアでの風力発電計画は、

最大出力５万600キロワットを予定し、風車の高

さは143メートルと大規模で、4,000キロワット

級を12基建設するとしています。2018年12月か

ら風況観測がスタートし、2024年５月には環境

影響評価書の縦覧が終了し、2028年には運転開

始の予定とされています。 

 地元では、多くの住民が知らないままに計画

が進められており、生活用水、農業用水や低周

波被害についても、事業者からは影響ありませ

んというだけで納得できる状況ではないとの意

見が寄せられています。問題なのは、この間、

環境影響評価技術審査会が開かれ、大事な意見

や指摘が出されていますが、住民生活や生態系、

自然環境には配慮していると判断し、結局大規

模な開発が進められている点です。 

 2022年11月の審査会では、会長が答申をまと

める中で次のように述べています。この勢いで

高知県の尾根筋に風力発電機ができていくと

個々の対応では済まない、総量規制みたいなも

のを県でガイドラインを持っておかないといけ

ない、一つ一つは問題ないかもしれないが総体

的に高知の山の尾根筋に自然の山でなく全て風

力発電機があるのはどうかと思う、子孫に残せ

る風景なのか県には長期的な視点で検討をお願

いしたいと発言をしていました。 

 しかし結果は、規制の動きはないままに嶺北・

香美での株式会社ＧＦによる大規模な風力発電

事業につながっています。このウィンドファーム

事業は、風車の高さ180メートルで、4,300キロ

ワット級が36基も建設される事業です。計画が

示されたばかりの段階ですが、地元住民からは

事業は認められないとの署名が県に出されてい

ますし、香美市議会は調査を求める請願を採択

しています。住民、市議会の動きを踏まえ、昨

年12月20日付で香美市長からも計画に対する意

見書が出されました。その中で、土砂災害の危

険性、水環境、生態系、景観、環境対策の責任、

市民への説明と理解を得ることを求めています。 

 県は、今年の２月13日に株式会社ＧＦに対し、

計画段階環境配慮書に対する知事の意見を発表

しました。事業計画の見直しについて、重大な

影響の回避もしくは低減ができない場合、また

は回避、低減を裏づける科学的な根拠を示すこ

とができない場合は、事業実施区域の見直しを

求めるとしました。 

 さらに、国見山での株式会社ジェイウインド

の風力発電計画を踏まえて、その他事項の中で

は、事業実施想定区域の近隣には既設の風力発

電が存在し、また他事業者による風力発電の設

置が計画されていることから、本事業との累積

的な環境影響が懸念されるとして、累積的な影

響について適切な調査、予測及び評価を行い、

その結果を踏まえ、風力発電施設の配置を検討

することとしています。 

 事業者にとってはハードルが高くなったと思
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いますが、実態は事業者へのお願いの範囲です。

このままだと、高知県の尾根筋は、大規模開発

による風車が立ち並び、各河川流域への影響や

土砂崩れのリスク、生物の多様性が後退するの

は明らかです。このままでいいわけがありませ

ん。 

 埼玉県では、小川町のメガソーラー発電開発

に対し住民の署名や町議会の調査を求める請願

採択の結果を受け、知事が準備書に対する意見

書の中で、環境への影響が改善されなければ中

止も含めて検討をと述べ、環境大臣からも、地

域からの懸念や不信感がある、計画の見直しを

求めるとの意見が出され、さらに経済産業大臣

からも、計画について抜本的な見直しを求める

との勧告が出されました。結果、事業者のＦＩ

Ｔ認定が失効し、事実上メガソーラー発電所の

建設は中止となっています。 

 県の嶺北エリアで拡大している自然破壊的な

大規模な風力発電に対する濵田知事の姿勢が改

めて問われています。嶺北・香美エリアでの風

力発電計画について、環境への影響が回避され

ない場合、中止も含めた検討を求めるつもりが

あるのか、知事にお聞きをいたします。 

 また、国見山での株式会社ジェイウインドの

計画に対する環境影響評価技術審査会で出され

た意見である風力発電の総量などの規制につい

て、県は早急に検討へ進むべきではないでしょ

うか、林業振興・環境部長にお聞きをいたしま

す。 

 次に、ＰＦＡＳについて質問をいたします。 

 環境省は２月６日、発がん性があり、消えな

い有毒物質とされる有機フッ素化合物、ＰＦＡ

Ｓについて、水質検査と基準値を超えた場合の

改善を水道法で義務づける内容の報告書案を取

りまとめ、2026年４月から施行するとしていま

す。水質基準値は、食品安全委員会が昨年６月

に示した１リットル当たり50ナノグラムで、現

在の暫定目標値と同じとし、３か月に１回の定

期検査を基本に、小規模な簡易水道や社宅、病

院、専用水道も対象に検査を義務にするとしま

した。 

 国は、2024年５月に全国の水道事業者に対し、

水道におけるＰＦＡＳの検査結果について報告

を依頼しています。その結果について国の公表

資料によると、県内の水道事業所15か所のうち、

2024年９月末時点で調査を行っていない自治体

は３市町あります。また、県内の簡易水道22か

所のうち13か所で検査が未実施、また専用水道

35か所のうち検査未実施は28か所もありました。 

 現時点では検査は義務ではありませんが、水

道法改正によって2026年４月からは義務となり

ます。それを受け、専用水道の中でも特に住民

が管理費を負担し運営している現場では、ＰＦ

ＡＳ検査の調査費用が約６万円から10万円以上

かかるとし、行政の支援を求める声が寄せられ

ています。飲み水を管理する現場では、既に施

設の老朽化に伴う更新の工事費用がかさみ、今

後もさらなる値上げを検討せざるを得ない状況

だとお聞きをしています。 

 住民の命と健康を守るのは自治体の原点であ

り、少なくとも飲み水については、ＰＦＡＳ検

査が国によって負担なく保障される必要がある

と思いますが、土木部長の認識をお聞きします。 

 また、地元新聞の報道では、共同通信が全国

の都道府県に対して行ったアンケートで、ＰＦ

ＡＳが検出された場合、汚染源の特定を調査し

ているかとの問いに、既に実施しているが17道

府県、検討の意向があるが５県、未定、検討し

ていないが24県でした。高知県は、未定、検討

していないと回答したと報道されています。さ

らに、ＰＦＡＳの健康被害への懸念があるかと

の問いでは、ある、どちらかといえばあるがたっ

た５県、分からないとの回答は26府県、懸念は

ない、どちらかといえばないが11府県という結
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果です。 

 そもそも県は、消えない有害物質とされるＰ

ＦＡＳの健康被害をどう認識されているのか、

その上でアンケートにはどう回答されたのか、

林業振興・環境部長にお聞きをいたします。 

 また、県内の河川調査の結果からは、基準値

以下ではありますが、ＰＦＡＳが検出されてい

ます。汚染源を特定する調査を行う考えがある

のか、林業振興・環境部長にお聞きをいたしま

す。 

 最後に、教員不足の解消について伺います。 

 日本共産党県議団は、教員の充足率、公立小

中学校等の教員定数の標準に占める配置された

教員数の割合に注目し、充足率１位である鳥取

県教育委員会を視察、調査しました。2024年度

の教員充足率は、鳥取県は110.6％に対し高知県

は98.1％と大きな開きがあります。 

 鳥取県の教育委員会にお話をお聞きすると、

充足率を引き上げている主な要因は、手厚い少

人数学級の実施と、それに伴う県単費での教員

確保です。特に、小学校での少人数学級が本県

と比べても手厚く、小学校１年生から５年生で

30人学級、2025年度からは６年生も30人学級へ

拡大する予定とのことです。高知県は、小学校

１、２年生は30人学級ですが、３年生から６年

生は35人学級と、鳥取県が一歩進んでいます。

鳥取県では、少人数学級に伴う県単配置は小学

校で120名から130名、中学校では100名弱となっ

ているとのことです。 

 文部科学省も少人数学級の効果を認め、来年

度には中学校にも35人学級を導入します。それ

によって確保できる県予算をさらなる少人数学

級の推進に充て、学習環境の保障、教員の負担

軽減につなげることが教員志望者を増やし、教

員不足を解消する好循環の要です。 

 さきの鳥取県の例でも、また公立小学校で２

学級以上の学年の場合に25人学級を進めている

山梨県でも、知事のリーダーシップの発揮は大

きいと指摘をされています。 

 少人数学級のさらなる推進を知事に求めるも

のですが、所見をお聞きいたします。 

 また、代替教員の長期未着任などが発生し、

子供たちの学習権が保障されない緊急事態への

対策として、学校に籍を置きながら教育委員会

等で勤務する教員、充て指導主事を現場に戻す

ことを一貫して求めてきました。来年度教育委

員会の組織改編では、充て指導主事が170人から

165人に５人削減をされました。この方向性は歓

迎するものですが、あまりに規模が小さいと言

わざるを得ません。 

 12月議会での中根県議の質問に対し、行政職

の教員は90人との答弁でしたが、充て指導主事

の170人と合わせると、県教育委員会事務局の職

員424人の６割を超える260人が教員免許を持っ

ています。その一方で、繰り返し教員の未配置

が起きる状況は非常事態だと指摘し、教育長も

重く受け止めると答弁しました。充て指導主事

などの教員を現場に戻し、教員不足を解消し、

さらなる県教委の体制見直しを求めるものです。 

 今回削減された充て指導主事の人数分は学校

現場に配置をされるのか、教育長にお聞きをい

たします。 

 以上で第１問といたします。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） はた議員の御質問にお答

えいたします。 

 まず、国の防衛費の増を受けまして、国に言

うべきことはないかとお尋ねがございました。 

 ロシアのウクライナ侵攻の継続、中国の軍事

力の急速な増強、北朝鮮の核・ミサイル開発の

進展など、我が国を取り巻く安全保障環境は大

変厳しく、また複雑になっております。こうし

た環境下で、国として最も重要であり責任を持

つべき国民の生命と財産を守るという任務を果
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たすために、財源の確保も含めて、防衛費につ

いて必要な予算が確保されたものというふうに

受け止めております。 

 他方で、待ったなしの人口減少対策や国土強

靱化、社会保障、教育など我が国が直面する様々

な内政上の政策課題にもしっかりと対応してい

く必要があります。このため本県では、全国知

事会と連携して積極的に国に対する政策提言を

実施してまいりました。 

 こうした結果もあり、今回の国の予算案にお

きましては、例えば地方創生交付金の倍増、こ

ども未来戦略の本格実施、災害に強いインフラ

整備の加速化、こういった点に、補正予算も含

めまして十分な措置が行われたものと評価をい

たしております。今後も、地方に必要な予算が

しっかりと確保されますように、積極的に政策

提言を行ってまいります。 

 次に、いわゆる高額療養費制度の見直しにつ

いてお尋ねがございました。 

 高額療養費制度につきましては、ここ10年程

度大きな見直しが行われておりません。自己負

担限度額の上限額も10年程度据え置かれたまま

になっているという状況でございます。 

 一方で、この高額療養費は、ここ数年で見ま

しても、国民医療費に比べて２倍のペースで伸

びておりまして、これが国民が負担する保険料

の水準を押し上げるという結果になっていると

ころでございます。 

 こうした状況を踏まえまして、現役世代のさ

らなる保険料負担の増加は回避しながら、将来

にわたって制度を維持するためには、自己負担

限度額の上限額の見直しは避けて通れない課題

であるというふうに考えております。 

 また、今回の見直しなどによりまして、保険

料の軽減効果が期待をされますが、これは実質

的に今進めようとしております少子化対策の財

源確保を支える役割も期待されているという点

には留意する必要があるのではないかというふ

うに考えます。 

 具体的に申しますと、岸田内閣の下で次元の

異なる少子化対策といたしまして、昨年秋から

児童手当の抜本的な拡充など、年間３兆円規模

の対策が行われております。この財源の一部と

して、医療保険料に子ども・子育て支援金を上

乗せするという形で、国民負担が増加をすると

いう形になるところでございますけれども、こ

れは現役世代の負担軽減を図るという少子化対

策の趣旨とも相入れないのではないかと、こう

いった御意見もありまして、この議論の過程の

中で、別途社会保障について改革をして、この

保険料の負担の軽減の効果を得るとした設計が

行われたわけでございます。そうした保険料の

引上げ効果を相殺するような効果が、今回の高

額療養費の見直しにおいても想定をされている

という点は留意が必要ではないかというふうに

思っております。 

 他方で、制度の見直しに当たりましては、議

員から御指摘ございましたように、がん患者の

皆さんをはじめとして、継続的に制度を利用す

る方々を中心に、この負担増の回避を求める切

実な声が上がっております。このため、報道に

よりますと、国におきましては今回の制度の見

直し案の一時凍結、そして与野党で新たな協議

体を設置して、制度の在り方を検討するといっ

た方向で検討、調整が行われているというふう

なことも伝えられているところでございます。 

 こうした情勢が流動的な中でもございますの

で、この問題に関しましては、今後国政の場に

おいて丁寧な議論が行われまして、現役世代を

はじめとする医療保険を支えます被保険者の

方々の御意見、そして制度利用者の方々の御意

見、その双方の理解と納得を得られるような成

案が見いだされることを期待いたしたいという

ふうに考えます。 
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 次に、地方の人口減少に対します国の政策の

問題点についてお尋ねがございました。 

 地方の活力低下、人口減少には大きく２つの

要因があるというふうに指摘をされております。

１つ目は、高度経済成長期に産業構造の転換が

なされまして、太平洋ベルト地帯を中心に重化

学工業化が進んで、それらの地域に人口が集中

したという現象が見られました。 

 ２つ目は、1980年代半ば以降でありますが、

経済のサービス化が進みましたことで、人口の

集中した都市部で新しい産業が発展をし、特に

東京圏への人口集中が進展したと、こうした指

摘が行われているわけでありまして、私といた

しましても、この地方の人口減少、歴史的に見

ますとこうした国内の産業構造の変化が大きく

影響した背景にあるというふうに考えておりま

す。 

 国におきましては、こうした地方の人口減少

に対応いたしますために、第５次に及びます全

国総合開発計画によりまして、地域間の均衡あ

る発展、あるいは多極分散型国土の構築を目指

してまいりました。また、平成26年には、まち・

ひと・しごと創生法を制定されまして、地方創

生の取組を進めてこられたところであります。 

 しかしながら、東京圏を除きます地方の人口

は、令和５年までの10年間で420万人以上減少し

ております。本県でもこの間７万人以上の減少

となっておりまして、こうした国の政策にもか

かわらず、地方の人口減少に歯止めがかかって

いないというのが現状でございます。こうした

状況を踏まえまして、国のほうでも人口減少や

一極集中などの大きな流れを変えるには至って

いないというふうに総括をされており、私もこ

れは同様な認識であります。 

 こうした中でありますが、石破総理は先日の

施政方針演説におきまして、令和の日本列島改

造を掲げられました。一極集中の是正と多極分

散型社会の構築を目指すということを表明され

たわけでございます。総理御自身が10年前に志

しながらも、必ずしも成果が十分に上がらなかっ

た東京一極集中の是正に向けまして、総理が強

いリーダーシップを発揮され、政府を挙げて改

めて真剣に取り組んでいただきたいというふう

に考えます。 

 本県といたしましても、国が国土政策として

例えば政府機関や企業、大学、こういった大都

市機能の地方分散などに真摯に取り組まれまし

て、具体的な成果を上げていかれますように、

全国知事会とも連携をし、粘り強く政策提言を

行ってまいる考えであります。 

 次に、いわゆるスマートシュリンクの在り方

についてお尋ねがございました。 

 ４Ｓプロジェクトとして今回開始をするプロ

ジェクトにつきましては、人口減少や担い手不

足を真正面から受け止めまして、公共サービス

などの持続可能性、そして県民生活の質を向上

させる、こうした目的で行うものであります。 

 こうした考え方の下に推進するプロジェクト

でございますので、このプロジェクトでは、規

模の縮小そのものを目的とするものではござい

ません。また、市町村合併、あるいは住民移動

を伴ういわゆるコンパクトシティー化を目指す、

そういったプロジェクトでもございません。 

 考え方としましては、必要なサービスをいか

にして地域に残していくか、こういう視点での

取組を進めようというものであります。例えば

消防の広域化でございましたら、総務などの間

接部門の共通する事務は効率化をする一方で、

消火、救急、救助といった地域の消防署、分署

などの現場力はむしろ強化をし、住民サービス

の確保を図ろうという考えであります。高等学

校の再編につきましても、県全体での総定員は

縮減する中にありましても、中山間地域の小規

模校では存置の基準を都市部より大幅に緩和す
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る、それによって地域資源を生かした学校の魅

力化、特色化を進めようという考えであります。 

 また、午前中にも答弁させていただきました、

私といたしましては、人口減少が究極的に進む

遠い将来を展望しましたときに、小規模自治体

を住民自治の担い手として残していくという選

択肢を追求すべきではないかという思いを持っ

ているところでありまして、そうした文脈で捉

えていただきますれば、本プロジェクトはそう

した方向性にも沿うものではないかというふう

に考えております。 

 したがって、本プロジェクトは、御懸念のあ

りましたような市町村の独自性や存在意義を後

退させるといった事態を避けるためにも、ぜひ

取り組むべき施策であるというふうに考えてい

るところであります。 

 次に、最低賃金の引上げに関しまして、岩手、

徳島両県の対応への評価についてお尋ねがござ

いました。 

 地域間の所得格差の是正に向けまして、中小

企業などの生産性の向上を図りながら、最低賃

金を全国一律の水準に持っていこうという考え

方につきましては、私自身も目指すべき方向で

あるというふうに考えております。 

 一方、今回両県知事が各県の審議会に要請し

た中身におきましては、岩手県におきましては、

令和５年度の最低賃金が全国で単独の最下位と

なって他県との格差が生じているといったよう

な状況、そして徳島県におきましては、１人当

たりの県民所得は全国９位という上位にあるに

もかかわらず、令和５年度の最低賃金に地域の

経済状況が十分に反映されていない、最低賃金

のほうは低いグループのままだといったような

意見が両県知事から述べられているというふう

に承知をしております。 

 こういった御紹介いたしましたような事情を

背景といたしまして、両県の知事は、国が示し

た目安額50円を大きく上回る最低賃金の引上げ

を目指そうという考えで、言わばやむにやまれ

ず、審議会に直接働きかけるといった行動を選

択されたのではないかというふうな理解をいた

しております。 

 しかしながら、県別の最低賃金を決定する仕

組みといたしましては、労働者の生計費や賃金、

事業者の支払い能力も考慮した上で、労働者、

使用者、公益の代表者、この３者から成ります

審議会の意見を聞いて労働局長が決定すると、

こうした仕組みとなっております。そして、実

際問題といたしましては、審議会におきます労

働者側、使用者側の意見は、往々にして鋭く対

立しがちであるというふうに考えます。 

 こうした中でございますので、私としまして

は、地域の審議会におきまして知事という立場

で、どちらか一方に肩入れをし、意見を公言す

るということは差し控えるべきであろうと、そ

して中立的な立場で入っておられます公益代表

委員などの御尽力によりまして、意見集約がさ

れた答申を知事としては尊重すべきものではな

いかというふうに考えているところでございま

す。 

 次に、岩手県や徳島県のような賃上げの経済

的な支援策、財政的な支援策の検討をすべきで

はないかというお尋ねがございました。 

 両県が実施されました支援金の制度につきま

しては、言わば緊急避難的な意味を持つ、ある

いは激変緩和策といった位置づけで行われると

すれば、施策の選択肢の一つとはなり得るもの

であろうとは思います。しかしながら、賃金上

昇によります事業者の負担は、１回限りではご

ざいませんで、将来にわたり続くというもので

あると考えるべきだと思います。したがいまし

て、一時的な財政支援ではその効果はどうして

も限定的なものにとどまってしまいます。 

 また、財政面での制約もございますので、賃
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上げそのものに対する直接的な支援ということ

ではなくて、企業が生産性の向上などによりま

して持続的な賃上げの原資を確保するための、

例えば設備投資であったり、新分野進出であっ

たり、そういったものへの支援を優先すべきも

のだというふうに考えております。 

 これまでも物価高騰の長期化を見据えまして、

省力化投資によりますコスト削減、あるいは新

分野進出によります新たな収入源の創出といっ

た構造転換を促す施策を展開してまいっており

ます。また、省力化投資などに対します県単独

の補助金におきましては、賃上げが行われます

事業者には補助上限額を引き上げる加算措置を

設けるということで、賃上げを後押しするとい

うことも行ってまいりました。来年度予算にも

そうした形での各分野におきます生産性向上、

賃上げができる環境整備を図るための施策は一

層強化をするということといたしております。 

 これに加えまして、年代別の所得の傾向など

を詳細に分析いたしまして、産業分野ごとに若

者の所得向上に向けたさらなる取組を行おうと

いう考えで、これに向けての検討を進めてまい

る考えであります。 

 次に、消防広域化基本計画あり方検討会の構

成員についてのお尋ねがございました。 

 昨年11月に消防広域化基本構想の骨子案を公

表いたしました。その中でも、来年度はあり方

検討会を設置いたしまして、基本計画の策定を

目指すというふうに掲げております。この基本

計画策定のためのあり方検討会は、様々な視点

から多角的に検討をいただくために、その委員

につきましては、大きく３つの分野の出身者で

構成をするということを考えております。 

 １つ目は、住民を代表し、また自治体消防の

管理者という立場にあります市町村長というこ

とでございまして、市町村長には消防活動の費

用を負担する立場からも御意見を言っていただ

けるというふうに期待をしております。そして、

２つ目の分野といたしましては、常備消防組織

の長といたしまして、消防現場の業務遂行の指

揮監督を行う、またそうした意味で全職員の意

見を代表して発言をしていただける消防長さん、

そして３つ目といたしましては、消防行政をめ

ぐります各分野に知見のある有識者の方々、こ

ういった３の分野からの構成員で構成をしたい

というふうに考えております。 

 また、このあり方検討会の本体に加えまして、

専門分野ごとに部会を設ける、あるいは実務者

によるワーキンググループを設けて検討の作業

を行うことを考えております。こうした中で、

御指摘がありました各消防本部の職員の方々の

御意見につきましては、例えば部会審議等の場

におきましてヒアリングを行う機会を設けると

いった対応を考えたいと思っております。 

 加えまして、既に行いました骨子案につきま

しての意見公募でも、消防職員の方々からいた

だいた御意見がございますので、こうした御意

見につきましては、県としての考え方を整理し

た上でＱ＆Ａを作成し、県のホームページなど

を通じて広くお示しするという対応で、県の考

えを明らかにしていきたいというふうに考えて

おります。 

 次に、風力発電計画におきます環境への影響

が回避されない場合の対応についてお尋ねがご

ざいました。 

 まず、大豊町の国見山周辺におきます風力発

電事業につきましては、環境影響評価書が最終

的に確定をされまして、工事着工前の環境アセ

スメント手続は終了しているという段階にあり

ます。現在、事業者におきましては風力発電所

の建設に向けまして、電気事業法に基づく申請

を準備中というふうに伺っております。 

 この件に関しましては、環境保全措置を適切

に実施し、環境影響への回避または軽減に十分



令和７年２月28日  

－55－ 

 

配慮することを求めるという意見を知事として

提出いたしました。このため、事業の実施に当

たりまして、評価書に従わず環境に影響を与え

るような事態が認められる場合には、事業者な

どに対応を求めてまいります。 

 次に、香美市におきます、仮称でありますが、

嶺北香美ウィンドファーム事業につきましては、

環境アセスメント手続におきます初回の意見を

今月13日に知事として提出いたしました。本事

業によります環境の影響に係ります調査、予測

及び評価などにつきましては、今後事業者から

案が示される予定でございまして、その手続の

中で知事として意見を述べる機会があと２回残

されております。その手続の中で、市町村や専

門家の方々などの意見も踏まえまして、環境へ

の影響を回避または極力低減する計画となって

いるかどうかという観点から意見を述べてまい

る考えであります。 

 その際に、事業者の計画が環境への影響を回

避または低減することができないものとなって

いると認められる場合には、事業の中止を含め

た検討を求めることもあり得るというふうに考

えております。 

 最後に、少人数学級編制の推進についてお尋

ねがございました。 

 本県は、国の標準を下回ります独自の学級編

制につきまして、平成16年度から小学校１年生

の30人学級編制を皮切りに取り組んでまいって

おります。そして現在は、公立小学校１、２年

生では30人学級編制、そして小学校３年生から

中学校３年生におきましては35人学級編制が行

われております。 

 少人数学級編制は、学級規模が小さくなりま

すことで、教員が一人一人の児童生徒に向き合

う時間が確保され、よりきめ細かな指導が可能

となります。あわせまして、担任業務の軽減も

見込まれ、教員の働き方改革という観点からも

一定の効果があるというふうに考えております。

こうしたこともありますので、これまでも全国

知事会を通じまして、国に対して少人数学級編

制の導入について提言を行ってまいっておりま

す。 

 そうした結果、国において累次の法改正が行

われまして、令和３年度から段階的に小学校の

35人学級編制が実施されております。さらに、

中学校につきましても、令和８年度から35人学

級編制を導入する方針が示されているところで

ございます。 

 また、御紹介もありましたように、現在幾つ

かの県でさらなる少人数学級編制の取組が進め

られているということも承知をいたしておりま

す。しかし、少人数学級化が各自治体独自で進

められるような場合には、その財政力によって

教育環境に格差が生じる可能性もあると考えま

す。 

 全国どの地域におきましても質の高い教育環

境が整えられるということが大原則であると考

えておりまして、国の責任の下に、少人数によ

るきめ細かな指導体制が整えられる、これが本

筋であろうというふうに考えております。この

ため、今後も引き続きでありますが、少人数学

級編制の推進につきまして、国に対して要望、

提言を重ねてまいりたいと考えております。 

 私からは以上であります。 

   （人口減少・中山間担当理事中村剛君登壇） 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） 人口

が少なくても一人一人を大切にすることが重要

であり、人口増に力点を置く施策から、県外に

行かなくても生活できることに力を入れた施策

に転換すべきとのお尋ねがございました。 

 県民お一人お一人を大切に思い、広くその御

意見を伺いながら、またそのお気持ちに想像力

を働かせながら施策を展開していくことは、県

職員の基本的な姿勢として常に意識すべきもの
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と考えております。 

 高知県では、広域自治体である県のトップ知

事自らが、県内全ての市町村の現場を訪れ、地

域の事業者や住民の方の御意見を賜り施策に生

かしていくという取組を行っております。 

 また、職員、私も含めまして、住民の方の御

要望、お叱りも含めた御意見を直接お聞かせい

ただくため地域に足を運ぶことも一再ならずご

ざいます。規模が小さい県だからこそできるこ

うした取組や対応は、県の政策議論が机上のも

のにならないようにするためにも大変重要なこ

とだと考えております。 

 お話にありました人口減少対策におきまして

も、こうした考えの下、可能な限り地域住民の

皆様や事業者の声をお聞きしながら、また若年

女性の多様な意見が反映できるように工夫をし

ながら施策を検討しております。 

 例えば、中山間地域では困っていることとし

て、人口減少、若者が少ない、担い手が足りな

いという声が最も多くございました。また、若

年女性からは、いつかは帰りたい気持ちがある

が高知ではスキルアップや経験の蓄積が十分に

できないという意見のほか、女性の多様な生き

方を認めてほしい、結婚・出産・子育てに全て

をつなげないでほしいといった御意見もいただ

きました。 

 元気な未来創造戦略では、こうした様々な御

意見も踏まえ、若者が住み続けられる、帰って

くることができるようにするための取組として、

１番目に、魅力ある仕事をつくり、若者の定着

につなげるを据えました。若者の所得向上や非

正規労働者の正規化、加えて女性活躍の場の拡

大や女性のキャリア形成支援も強化しながら取

り組むこととしております。 

 また、県民意識調査によると県内の未婚者の

４分の３近くが結婚を希望しておりますが、本

県の若者の未婚率は男性で50％、女性でも40％

を超えております。理想的な子供の数と現実的

に持ちたい子供の数に乖離があることも分かっ

ており、多様な価値観の尊重を大前提としなが

ら、県民の皆様の結婚の希望をかなえること、

子供を産み育てたいという希望をかなえること

を政策２、３に掲げ、多様な出会いの機会の拡

充や不妊治療への支援、子育てしやすい地域づ

くりなどに取り組むこととしたところでござい

ます。 

 御指摘は受け止めさせていただきまして、引

き続き県民一人一人の御意見やお考えに真摯に

耳を傾けながら、戦略の施策の立案、実行に取

り組んでいきたいと考えております。 

   （産業振興推進部長合田和穂君登壇） 

○産業振興推進部長（合田和穂君） まず、地消

の拡大をどう進めるのかとのお尋ねがありまし

た。 

 地消の拡大として、例えば学校給食への地元

産品の積極的な活用などは、食育の推進や食を

通した地域への理解、郷土愛の醸成につながる

ものと考えます。 

 一方で、県の産業施策として推進する上では、

こうした観点のみならず、県経済の成長に資す

ることが重要であります。そのためには、県内

消費の拡大そのものではなく、それによる県内

生産の増加を実現することが不可欠であると考

えております。 

 すなわち、県外に外商していた県産品を県内

消費に回すのではなく、県内生産を増大させる

ことが可能な品目について地消の拡大と県産品

の供給力の強化を一体的に推進する地消地産に

取り組むことにより、地域経済の好循環をつく

り出し、県際収支の改善と県民所得の向上を目

指してまいりたいと考えております。 

 このため、来年度は乳用経産牛やエネルギー

など７つの取組につきまして、地消の拡大のみ

にとどまらず、県内生産を増加させるＫＰＩを
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設定した上で、４億9,000万円余りの予算を計上

させていただいております。加えて、エネルギー

の地消地産につきましては、新たな取組に向け

庁内チームを設けて検討を進めたいと考えてお

ります。 

 次に、親元就農支援制度の見直しに関する見

解についてお尋ねがございました。 

 産業振興計画の実行に当たりましては、ＰＤ

ＣＡサイクルによる点検、検証を通じて、施策

をより実効性の高いものへと適宜改善を図るこ

ととしております。このため、各部局において

は、現場の実態や関係団体の御意見などを十分

にお聞きし、必要な見直しや新たな取組につい

て検討を行っております。その上で、関係部局

長会議や産業振興推進本部会議の場などにおい

て、取組の進捗状況や課題、強化の方向性など

を確認、協議しながら施策の強化を図っており

ます。 

 御質問のございました県独自の親元就農の支

援制度につきましては、より多くの新規就農者

の確保を目的に、国の支援策の対象とならない

部分を支援するものと承知をしております。そ

の中で、近年若年層の新規就農者が減少してい

ることや、同制度の50歳以上の活用実績がなかっ

たことなどを踏まえ、新規就農者、担い手確保

に向けて、より効果的な事業となるよう見直し

を行い、若年層に対する支援を充実させたもの

と認識をしております。 

   （農業振興部長松村晃充君登壇） 

○農業振興部長（松村晃充君） 県独自の親元就

農支援制度の対象年齢の見直しも含めた再構築

についてお尋ねがございました。 

 親元就農支援制度は、親や親族の後継者とし

て就農する際に、必要な栽培技術などの習得に

向けて農業担い手育成センター等で研修を受け

る期間において、国の支援対象とならない方に

給付金を交付するもので、対象年齢は64歳まで

として平成28年度に創設をいたしました。 

 制度の創設以降、令和５年度までに66名が事

業を活用しておりますが、関係者から要件が厳

しい、支援が十分でないといった御意見をいた

だき、今年度から支給要件の大幅な見直しや支

援の拡充を行い、親元就農者の確保に向けて一

層の強化を図ったところです。 

 具体的には、要件の見直しでは、Ｕ・Ｉター

ン者に限定していた要件の撤廃や研修期間の短

縮など、支援の拡充では、営農開始直後の営農

確立を支援する給付金制度を創設しました。ま

た、本県の新規就農者数は平成28年度の276人を

ピークに、令和２年度以降は210人台で推移し、

中でも30歳代以下の就農者数が大きく減少して

おります。そのため、農業に興味を持ってもら

い、仕事としての農業の魅力を知ってもらう取

組など、新規就農者確保の取組全体として若者

の確保に向けた対策を今年度大幅に強化しまし

た。 

 こうした施策を検討する中で、若者の確保対

策への重点化や、これまでの事業の活用実績な

どから勘案し、親元就農支援制度の対象年齢の

引下げを行いました。令和７年度におきまして

は、本年度実施した要件の緩和や支援の拡充を

継続し、現在のスキームで親元就農への支援を

行い、その効果等を検証していきたいと考えて

おります。 

 施策の強化や見直しに当たっては、見えてき

た課題を踏まえて検討を行っており、新規就農

者の確保においても強化した取組の成果や、見

直しによる影響などを分析するとともに、関係

者の御意見も伺いながら、限られた予算の中で、

より効果的な施策となるよう取り組んでまいり

ます。 

   （危機管理部長三浦謙一君登壇） 

○危機管理部長（三浦謙一君） まず、消防広域

化に係る人員確保や増員予算についてお尋ねが
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ございました。 

 これまでに消防広域化を行った消防本部にお

いては、国の市町村の消防の広域化に関する基

本指針によりますと、人員配置の効率化と充実

といった成果が現れたとされています。実際に、

先行事例となっている奈良県広域消防組合では、

消防広域化による余剰人員115人を現場要員な

どへ再配置するに至っています。この先行事例

を踏まえ、本県の基本構想の骨子案におきまし

ても、総務業務などの間接部門をスリム化し、

生じた余力を現場業務などに振り向けることに

しています。 

 また、広域連合の事務局で議会や監査などの

事務を行うための人員配置については、例えば

既存の消防事務を担う一部事務組合などにおい

て、同様の事務を担っている人員を振り向ける

ことなどは考えられます。しかしながら、必要

となる人員の具体的な数や、その予算について

は、まだ試算できておりませんので、次年度に

シミュレーションを行うこととしております。

これらの結果については、消防広域化基本計画

あり方検討会などでお示ししていきたいと考え

ています。 

 次に、無線環境の設備に係る費用の試算につ

いてお尋ねがございました。 

 現在、各消防本部では、119番通報を受信して

出動隊を現場に派遣するといった指令業務を行

うため、消防指令システムや無線環境をそれぞ

れが整備し運用しています。これらの設備は、

県１の消防広域化に伴って一元的な指令業務を

行うためには改修費用が必要となりますが、そ

の試算はまだできておりません。 

 一方で、財政面においては、県内の設備を一

体的に整備することで、市町村がこれまでどお

り個別に整備するよりも、費用を削減できると

いった大きな効果はあるものと考えています。

実際に、昨年全県域で指令業務の運用を開始し

た大分県では、削減効果が無線環境では約24億

円、消防指令システムでは約70億円、合わせて

約94億円であったとされています。 

 こうしたことを踏まえて、本県における広域

化に係る無線環境設備の費用につきましては、

来年度にシミュレーションを行い、一元化にお

ける財政面での効果も含めて、あり方検討会な

どでお示ししていきたいと考えております。 

 最後に、常備消防組織と消防団との連携や協

力体制についてお尋ねがございました。 

 消防団は、消防組織法に基づき市町村ごとに

設置された消防機関として、地元の消防署長の

所轄の下、消防活動を行うことで双方の緊密な

関係が保たれています。このような消防団と地

元の消防署との関係については、消防の広域化

後においても維持していかなければなりません。 

 こうした中、公表している消防広域化基本構

想の骨子案において、現状の40消防署所体制を

現行水準としていることからしますと、双方の

関係は保たれるものと考えています。また、消

防団事務は、現在消防本部が担っている場合が

あることも踏まえまして、骨子案で広域連合に

事務を委託することができることとしておりま

すことから、地域での実情や必要に応じて現状

の体制を続けることは可能となっています。 

 このように、広域化が行われたとしても、消

防団と地元の消防署との連携や協力体制は、現

在の関係を維持していけるものと考えておりま

すが、今後もあり方検討会といった協議の場な

どを通じて丁寧に議論は行ってまいります。 

   （林業振興・環境部長西村光寿君登壇） 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） まず、風

力発電の総量などの規制について、早急に検討

するべきではないかとのお尋ねがございました。 

 令和４年11月の環境影響評価技術審査会で

は、風力発電の総量規制のようなものについて、

県として長期的な視点での検討をとの御意見を
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いただいています。 

 風力発電施設の建設に当たりまして、事業者

は国が定める事業計画策定ガイドラインを遵守

するとともに、開発行為に係る様々な法令の許

認可等を受ける必要がございます。また、一定

規模以上の施設につきましては、環境アセスメ

ント手続が行われ、特定の地域において風力発

電事業が集中する場合の影響についても考慮さ

れるべき事項となっています。事業の実施に当

たり、評価書に従わず工事を進めた場合は、電

気事業法に基づく罰則等が措置されており、現

状でも一定の規制がなされていると考えていま

す。 

 一方、審査会で御意見をいただいて以降、県

独自のガイドライン的な規制について研究を

行っているところでございますが、例えば県内

の風力発電の総量に上限値を設けた場合、地域

と調和し、環境への負荷が少ない計画について

も認められなくなるといったことも想定されま

す。また、上限値を設定するためには、県内全

域を様々な観点から調査し、非常に高度な技術

的判断や知見に基づいた合理的な基準を設ける

ことが必要となってまいります。 

 このように総量規制のようなものにつきまし

ては、大変ハードルが高い課題だと捉えており

まして、慎重にその必要性について研究を重ね

ていきたいと考えてございます。 

 次に、ＰＦＡＳの健康被害への認識とアンケー

トへの回答内容についてお尋ねがありました。 

 ＰＦＡＳのうちＰＦＯＳ、ＰＦＯＡについて

はコレステロール値の上昇や発がん、感染、さ

らには病気から体を守る免疫系などとの関連が

報告されています。しかしながら、どの程度の

量が体に入ると影響が生じるのかについては、

国においても十分な知見を持ち合わせていない

状況でございます。そのため、現在も国際的に

様々な知見に基づく基準値等の検討が進められ

ているものと認識しています。 

 共同通信社が昨年実施をしましたアンケート

では、河川等の環境中のＰＦＡＳに関し、自治

体としてＰＦＡＳの健康被害への懸念はありま

すか、もしくは今後生じ得ると考えますかとの

設問がございました。これに対し本県では、現

在まで国の基準を超過した地点はないこと、ま

た国において人の健康への影響については十分

な知見がなく検討中であることから、分からな

いと回答したところでございます。 

 最後に、河川でのＰＦＡＳの汚染源の特定に

ついてお尋ねがございました。 

 国の１リットル当たり50ナノグラムという基

準は、人が一生涯にわたって毎日２リットルの

水を飲み続けても健康への悪影響が生じないと

考えられるレベルとしまして、安全側に立った

考え方を基に設定されたものと伺っております。 

 本県の河川に含まれるＰＦＡＳに関しまして

は、令和３年度から主要河川の調査を行ってま

いりました。これまでの全ての調査地点では、

国の基準を大きく下回る結果となっており、現

時点では汚染源を特定する調査が必要な状況で

はないと考えています。 

 県としましては、今後も定期的なモニタリン

グを続け、状況の把握に努めてまいります。な

お、今後のモニタリングで河川水のＰＦＡＳ濃

度が国の基準を超えた場合には、国の技術的助

言に基づき、汚染範囲や周辺状況などを確認し、

汚染源の特定につなげてまいりたいと考えてい

ます。 

   （土木部長横地和彦君登壇） 

○土木部長（横地和彦君） 飲料水におけるＰＦ

ＡＳ検査の国による保障についてお尋ねがござ

いました。 

 水道事業におきましては、独立採算制を原則

としつつも、耐震化や老朽化対策といった施設

の整備、改修に関する経費につきましては、国
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による補助金、交付金や地方財政措置が講じら

れております。 

 しかしながら、日常の水道事業の運用に関す

る経費につきましては、基本的には補助等の対

象とはなっておらず、水質管理は水道事業者の

責務であり、検査に必要な経費につきましては、

これまでも各事業者の水道事業会計から支出を

いただいているところでございます。このこと

から、ＰＦＡＳの検査につきましても、国の補

助の対象とすることは困難であると考えており

ます。 

   （教育長長岡幹泰君登壇） 

○教育長（長岡幹泰君） 充て指導主事の体制の

見直しと、削減見込みの充て指導主事の配置に

ついてお尋ねがございました。 

 充て指導主事などの県教育委員会事務局職員

は、本県の学力課題や不登校等の喫緊の教育課

題の解決を図るなど、県の教育振興基本計画を

着実に推進するために配置をしております。こ

れらの職員が各学校や市町村教育委員会に対し

指導・支援を行うことによって、各校の教育の

質が高まり学力の向上や、また不登校の早期把

握、対応等に一定の成果が見られるようになっ

てきていると考えております。 

 ただ、充て指導主事等の配置数については固

定的に考えるのではなく、教育施策の進行や教

育課題の改善の状況により、適時適切に見直し

を図っていくことが必要であると考えておりま

す。 

 そのため、令和７年度につきましては、例え

ばＩＣＴの普及によりオンライン研修が可能と

なったことから、教員研修の在り方を見直すこ

ととしました。また、各学校の授業改善の状況

が一定進んできたことから、指導方法に関する

研究指定についての学校数の削減を図りました。

そうしたことにより、充て指導主事の配置減を

図ることとしております。 

 一方で、増加する不登校児童生徒の教育機会

の確保に関する研究を進めることが急務である

ことから、この分野での充て指導主事の増加を

図ったところもございます。トータルの結果と

して、充て指導主事につきましては５名の配置

減を計画しております。 

 今後も、各年度年度において、教育課題の解

決状況や新たな課題への対応の必要度合いに応

じて指導主事の数を精査し、適正配置に努めて

まいります。なお、今回見直しを図った充て指

導主事の人数分については、学校に配置するこ

ととなります。 

○32番（はた愛君） １問への答弁ありがとうご

ざいました。２問を行いたいと思います。 

 特に地方の暮らしに関わる、行政に関わる財

源、予算の面で、国が地方に対する手当てを十

分しているかということを問いましたけれども、

知事は、大軍拡が必要な予算なんだというよう

な答弁でした。 

 暮らしの予算も十分あるという答弁でしたけ

れども、今回の国の予算というのは軍事費だけ

が突出をしていると、この点について異常だと

いうふうに思わないのかどうか、暮らしの予算

が今までと同じぐらいあるというふうに言いま

すけれども、構成比で見たときに軍事予算が突

出をしている、こういう予算立て、構成比に対

して、地方からおかしいという声が答弁になかっ

たので、知事に再度お聞きをしたいと思います。 

 もう一つ、スマートシュリンクの問題ですけ

れども、地方創生をどうしていくかと、町を残

すというふうに知事言われましたけれども、人

が住んでこその町だと思うんです。子供たちが

生まれないから出産を支援するという取組され

てきましたけれど、今も子供たちが生まれてい

ても、育っても、県外に出ていく、その流れが

止まっていないんです。なので、出産を促して

人口増を図るという取組をするのと併せて、やっ
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ぱり住み続けられるような地域をどうつくって

いくかと、そういう意味では、広域化というこ

とで、市町村が今までやってきたサービスを薄

めるような、今までやってきた流れをさらに続

けるようなやり方はおかしいと。つまりそのス

マートシュリンクを人口減少対策の中に持ち込

んで、一緒にやるというところが私は問題だと

思っております。 

 前県政が地方の小さな拠点づくりというのを

されましたけれども、本来はそういう住める拠

点をどうつくっていくかという独自の施策がな

いと改善しないのではないかと思います。特に

この問題では、地方自治体がその役割を本当に

果たせていけるのかどうかということが問われ

ています。 

 この点で問いたいのは、市町村行政が果たす

役割について、コストでははかれない、広域化

とか、財政コストでははかれない意義があると

思いますが、その点について人口減少・中山間

担当理事にお聞きをしたいと思います。 

 もう一点質問したいのは、自然破壊型の大規

模な風力発電についてです。総量規制について

審議会から指摘をされて、執行部としても必要

性について検討するというふうに言われました

けれど、その前段で、今の制度の中でも規制が

できているんだという見解がありましたが、今

の法律や規制の中でも不十分な点があるんです。 

 例えばこういうふうに事業者が替われば、同

じ地域で大規模開発が重なって広がっていくと

いうことで、今の規制でも止められない、大規

模化していくという抜け穴があります。やっぱ

りそこを規制せよというのが審議会の会長の意

見だったんではないか、総量規制の必要性だっ

たんではないかと思います。そこをどういうふ

うに再度審議会に諮りながら進めていくのか、

部内だけの研究ではなくて、再度その点を議題

とした審議会への提起というのも必要じゃない

かと思いますので、その点は林業振興・環境部

長にお聞きをいたします。 

○知事（濵田省司君） はた議員の再質問にお答

えいたします。 

 国の防衛費予算が突出しているのではないか

という点でございます。 

 ただいま御答弁申し上げましたウクライナ侵

攻、３年になりましたけれども、このウクライ

ナ侵攻というのが、我が国の安全保障に関しま

して非常に大きな、在り方について影響を与え

たというのは、言をまたないところだと思いま

す。また、北朝鮮のミサイルの問題等々、安全

保障環境はここ３年間の中で大きく変わってい

るというふうに思います。 

 そうした中で、岸田内閣において防衛費につ

いて抜本的な強化を図るという方針が先般決め

られ、その財源として、各種の剰余金、基金等々

を言わばかき集めて、この５年間の計画をつく

る、それのみでは足りないということがござい

まして、今回法案が出されておりますけれども、

法人税あるいはたばこ税について１兆円近い規

模の増税もやると、そういった財源の確保もし

た上で、今回我が国の安全、国民の生命と財産

を守っていくという使命を果たすために、この

防衛費の抜本的な強化を図っていくという流れ

で予算措置がされたというふうに考えておりま

す。 

 そうした意味で、国民の生活を守っていく、

これはもちろん内政の面で守っていくのは大事

でありますけれども、やはり国際的な安全保障

という面から、その土台の部分をしっかりと国

が担っていくということは、これは国にしかで

きない責務だと思いますので、財源の確保も含

めて措置がされたというふうに私としては評価

をしているというふうに申し上げたいところで

あります。 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） 市町
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村の経済的価値等ではかれない役割ということ

だったと思いますが、午前中に知事も知事の思

いとして、基礎的自治体としての市町村を残す

道もあるのではないかというようなことをおっ

しゃったかと思います。私も、基礎的自治体が

果たす役割というのは非常に大きいものがある

と思っておりまして、時間軸のスパンは別とし

て、経済効率だけで例えば合併していくとかと

いう方法は、そういう方法もあり得るのかもし

れませんけれど、そうではない方法もあり得る

のではないかというふうに考えております。 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） 御意見は

高知県環境影響評価技術審査会で出されたもの

でございますので、また事務局のほうから、会

長とも御相談をしながら研究を進めていきたい

と考えております。 

○32番（はた愛君） 再度お聞きをします。 

 本当に予算がない地方にとって、国のこの予

算の在り方というのは異常としか言いようがあ

りません。知事は、その点について問題認識な

いようでしたけれども、軍拡増税というものが

必要だというお考えなのか、その点１点お聞き

をします。 

 あと最後に、消防広域化の問題ですけれども、

消防現場の方が知らないまま、こういう骨子案

が報道されるということは、本当におかしいと

思わないのでしょうか。この点を知事にお聞き

しますけれども、知事は2019年に知事に就任し

たときに、調和型に転換していくんだと、ボト

ムアップ型の県政をつくっていくんだと言われ

ましたが、それとこの消防広域化の進め方とい

うのは、現場が知らない、現場が求めていない、

そういう中で進められています。 

 どこが調和型でボトムアップ型かと思います

けれども、知事の見解をお聞きして、全ての質

問といたします。 

○知事（濵田省司君） 第１点目の国の予算に関

しての重ねての御質問でありますけれども、ウ

クライナ侵攻という事態を見たときに、例えば

場合によっては全県避難ということをしないと

いけないというのが、私は今のこの世の中でも

絵空事の話ではないということを再認識いたし

ました。そうしたことを考えましたときに、防

衛費もずっと５兆円ぐらいの水準で10年、20年

続いてきておると思いますが、いろいろお聞き

する中で、様々な装備の経費等々も不足をして

いるというような話も聞かされました。そうし

た中で必要な経費として装備の整備費として積

み上げをし、ただいま申し上げましたように、

国民に税負担の増を求めるというところまで含

めて計上されたということでありますから、国

が国として必要な国民の生命、財産を守るとい

う最も基本的な任務を責任を持って果たそうと

いう決意が表れているものというふうに私とし

ては理解をしているところでございます。 

 もう一点、消防の広域化について申しますと、

お言葉ではありますが、御議論のような話にな

りますと、県として何らの提案も全くできない

というのは私はおかしいと思います。もともと

私はこの話を消防政策課のほうから報告を受け

ましたときに、現場を預かる消防長さん方が、

もう高知県の現状を考えるときに、消防の広域

化、これを県１で考えるということを真剣にやっ

ていかないともう駄目な時期なんだということ

で、おおむね消防長さん方の意見も集約されて

いるというふうな報告を受けました。そういう

ことであれば、県として具体案をたたき台とし

て示して議論を始めなければ、これは始まりよ

うがないという思いで提案をさせていただいた。

そして、これはあくまでスタートの議論の土台

がないと私は進められないということで、県と

して最善と考えるたたき台を提示させていただ

いた。これが強権的とかトップダウンと言われ

るんでは、私は甚だ残念でございます。 
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 こうした形で今から具体的な現場の皆さんの

意見の聴取も含めて、パブリックコメントもい

ただいておりますから、意見も伺いながら丁寧

に進めていくという考えであることは、かねて

申し上げているとおりでございまして、その問

題提起ないしたたき台の提示をしたということ

が今回の骨子案の提出ということであり、この

パブリックコメントでいただいた消防職員の皆

さんからの意見に対して、県として今の時点で

どう考えるかということは、しっかりとＱ＆Ａ

の形でまとめてお返しをしたいというふうに思っ

ております。 

○副議長（金岡佳時君） 暫時休憩いたします。 

   午後２時42分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後３時５分再開 

○議長（加藤漠君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 議案に対する質疑並びに一般質問を続行いた

します。 

 31番坂本茂雄議員。 

   （31番坂本茂雄君登壇） 

○31番（坂本茂雄君） 県民の会の坂本でござい

ます。県民の会を代表いたしまして、順次質問

をさせていただきます。これまでのお二人の質

疑でも少子化対策などについて議論がされまし

たので、重複する部分があるかもしれませんが、

お許しいただいて、質問をさせていただきたい

と思います。 

 まず、地方創生と人口減少対策についてであ

ります。 

 知事は、人口減少問題を県政の最重要課題と

位置づけ、若者の所得向上や、共働き・共育て

の推進といった一連の施策を抜本強化し、その

克服に向けて粘り強く取り組むとの決意を示さ

れています。そして、来年度は社会増減と自然

増減の改善に向けて、１つ目は、若者の所得向

上の推進、２つ目は、移住・定住対策の充実、

３つ目は、多様な出会いの機会の拡充、４つ目

は、共働き・共育てのさらなる推進という４つ

の方向性で施策を強化するとされています。出

ていく若者、帰ってこない若者が悪いのではな

く、そして何より若年女性の課題だけではなく、

女性が暮らしやすく、働きやすく、子育てしや

すいことは、男性にとっても同様であります。 

 しかし、出生数が72万988人で、９年連続で過

去最少と今朝の報道がありました。出生数が減

少し続ける要因は複雑に絡み合い、子供を産む

女性の数の減少に加え、未婚化や晩婚化、経済

的要因、キャリアとの両立などのため、子供を

持たない選択をする人もおられるわけです。結

婚したら子供を持つべきだという意識も低く

なっており、国立社会保障・人口問題研究所の

2021年調査によりますと、そうした意識を持つ

未婚女性は37％と、前回調査の６年前から30ポ

イント減少し、男性は55％で20ポイント減少し

ています。そこには、出産や育児によって不利

な状況に追い込まれる子育てペナルティーも女

性に偏っているという、東京大学山口慎太郎教

授らの大手製造業の企業を対象にした調査結果

も出されています。 

 この調査では、子供がいる女性と子供がいな

い女性を比べると、子供がいる女性は10年間平

均で賃金が46％下がり、男性の場合は８％上昇

し、男女間の差は、子供がいない場合は12から

13％程度ですが、子供が生まれると10年後には

47％ほどに拡大するという実態があるとのこと

です。だとしたら、そのような高知県にならな

いために、何が必要であるかを問うことから始

まるのではないかとの思いで質問をさせていた

だきます。 

 まず、人口減少対策として、若者の転出超過
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の抑制についてです。若者の所得向上の推進を

図るため、正規雇用の拡大、生産性の向上、１

次産業の法人化の推進、女性活躍の環境づくり

の推進、県内各地に働く場を創出する様々な企

業誘致の推進、企業や新事業展開の促進によっ

て推進するとされています。 

 それぞれの課題を推進することで、トータル

で若者の所得向上の推進につながるのかとは思

いますが、高知県では、若者に働いてもらうた

めの県内企業の雇用環境の改善についてどのよ

うに取り組んでいかれるのか、まず知事にお聞

きします。 

 都市部の所得の高さが転出超過の要素の一つ

ではあろうかと思いますが、一方で、高知県で

暮らすことのメリットについて、高知県の移住

ガイドブックには、世帯における東京、大阪と

の収支比較などがされています。比較によって、

都市部では収入は確かに多いかもしれないが、

それだけ支出も多くなる傾向にあり、収支の比

較をすることで、高知県での生活を優先する場

合もあるのではないかと思われます。 

 そこで、若者世代でも、転出先となる東京や

大阪などとの家計比較を行ってみる必要がある

のではないかと思いますが、人口減少・中山間

担当理事にお聞きします。 

 また、高知県が所得向上面で独自の取組で都

市部に肩を並べるのは困難な面があるかと思わ

れます。そのような中で、地域別最低賃金では

都市と地方での格差が大きくなるばかりであり、

地方の最低賃金を大幅に引き上げて、地域間格

差を縮小させることが必要であろうかと思いま

す。 

 そのための財源こそ、2020年代に最低賃金時

給1,500円を掲げ、東京一極集中の解消を図ろう

とする石破政権の課題になってくるのではない

かと思いますが、まずは地域間格差解消のため

にも、全国一律最低賃金制度にすることから始

まるのではないかと考えますが、知事に御所見

をお聞きします。 

 特に、県が求めるように、若年女性に県内に

とどまってもらうか、一旦転出しても県内に戻っ

てもらうためには、県内で働き続けられる雇用

の場として求められる職場と重点的に進めるべ

き対策について人口減少・中山間担当理事にお

聞きします。 

 県は、隗より始めよということで、県庁内の

男性育休取得をはじめ、共働き・共育てに力を

入れてこられましたが、非正規雇用労働者の正

規化や、所得の引上げに向けた取組を一層強化

するということも、隗より始める必要があるの

ではないでしょうか。 

 会計年度任用職員という非常勤職でも必要と

される専門的職種の正規化、また全国下位の正

規職員の給与状況を改善する必要があると思い

ますが、知事にお聞きします。 

 そして、正規雇用を増やし、働きやすい職場

環境の公務職場を拡大することによって、採用

辞退者が多い傾向にある若年層の働く場として

の選択肢ともなるのではないかと考えますが、

今朝の明神議員への答弁の中でも知事は触れら

れておりましたが、併せてお聞きします。 

 次に、高知県元気な未来創造戦略の政策実現

に向けた条件整備の１として、固定的な性別役

割分担意識の解消が掲げられ、これまでも強調

されてこられましたが、そのための共働き・共

育ての施策だけでなく、ジェンダーギャップの

解消まで踏み込んだ取組が必要ではないかとい

うことについてお聞きします。 

 これも今朝の朝日新聞「８がけ社会」の記事

にありましたが、昨年、全国744の自治体で2020

年から2050年までに20から39歳の女性人口が半

数以下に減り、いずれ消滅する可能性があると

の分析を発表した人口戦略会議で分析に携わっ

た板東久美子元消費者庁長官は、地方の場合、
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ジェンダーバイアス、偏見がネックになって、

人口流出がいろいろなところで見られると指摘

されています。 

 また、明神議員も午前の質問で紹介されてい

ました岐阜県の十六銀行グループのシンクタン

クである十六総合研究所は、提言書で｢｢女子」

に選ばれる地方」として、クリエーティブ産業

の視点もあるが、地方からジェンダーギャップ

の解消を目指せと掲げ、若い女性が地方から都

会へ流出するのは、都会に比べて地方のジェン

ダーギャップがより大きく、地方は多様な女性

を地域づくりから排除しているためだと指摘し

ています。そして、独自で若者回復率などを示

し、豊岡メソッドによるジェンダー平等の施策

を推進する兵庫県豊岡市などに見られるように、

全国的に人口減少が激しい地域は、ジェンダー

ギャップ問題への危機感が大変強まっており、

高齢者も変わらなければという意識を持ち、女

性参画を進めています。 

 高知県のジェンダーギャップ指数は、決して

全国順位では悪いほうではありませんが、本県

ももう一歩踏み込んだ取組をしてもよいのでは

ないか、知事にその決意を聞くとともに、県内

自治体において市町村版ジェンダーギャップ指

数を作成するなど、現状を把握してみることも

必要ではないか、お聞きします。 

 次に、中山間地域の持続的な発展に向けた取

組と４Ｓプロジェクトについてお聞きします。

県中山間地域活性化アドバイザーで県中山間地

域再興ビジョン推進委員会委員長の明治大学小

田切徳美教授は、高知新聞のインタビューに答

えて、地域住民、移住者、関係人口、企業、大

学などいろいろなプレーヤーがごちゃ混ぜにな

り、人口は減っても人材が増えるのがにぎやか

な過疎の本質だ、人材が人材を、仕事が仕事を

呼び込む好循環が始まり、人口再生産力が回復

する状況になると思うと、にぎやかな過疎につ

いて述べられています。 

 また、にぎやかな過疎の事例として、私たち

下知地区も以前から防災で交流のある徳島県美

波町が、高齢化率が45％を超す美波町では、今

後も人口減少局面が続くことが予想されている、

こうした厳しい現実にしっかりと向き合いなが

ら、人口減少の進む町であっても、内外から人

が集い、開業や起業が相次ぐにぎやかな町を関

係者一丸となって目指すことを宣言されていま

す。 

 本県でも大川村で見られるように、結果とし

てにぎやかな過疎を実現している地域には､｢ベ

ビーブーム」と言われるような現象が生じてい

ると小田切先生は著書で紹介されています。 

 徳島県美波町や山形県小国町などが目指して

いる、にぎやかな過疎を本県でどのように具体

化していくのか、人口減少・中山間担当理事に

お聞きします。 

 県は、総人口の減少が続くこと自体は避けら

れず、あらゆる分野における担い手不足がます

ます深刻化し、公共サービスでさえ、その維持

が困難になることが危惧される状況にうまく適

応し、効率的で持続可能な社会と県民生活の質

の向上を図ることを目指して、賢く縮む「４Ｓ

プロジェクト」の取組を推進されようとしてい

ます。 

 人口減少による全体としての規模縮小は避け

られないにしても、複数の事業体が集合して規

模の利益を追求し、真に必要なサービスはむし

ろ伸ばし、充実させていく一方で、無駄や重複

する部分を省き、あるいは簡素な手法に替える

形で縮小していくとされています。 

 しかし、消防広域化や周産期医療体制の確保、

県立高校の振興と再編、地域公共交通の確保な

ど、プロジェクトで掲げられた公共サービスは、

県民の身近なところにこそ必要とされるものば

かりです。縮小に賢くがついたとしても、縮小
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の危機にさらされ続けてきた中山間地の県民に

とっては、身近なところで真に必要なサービス

の充実につながるのか、また縮小することによっ

て公共サービスが届かなくなる地域での集落畳

みの加速化につながるなどの不安を禁じ得ない

のではないかと思われます。 

 知事は午前中、明神議員の答弁で、自治体の

在り方についての考え方を述べられました。小

規模自治体を住民自治の拠点とするなど、その

在り方自体を県民がどのように受け止められる

か、まず問われなければならないと思います。 

 その上で、中山間地をはじめとした過疎の地

域に住まう県民の皆さんにどのように共感して

もらい、前進につなげていくつもりなのか、知

事にお聞きします。 

 次に、消防広域化の在り方についてお聞きし

ますが、先ほどはた議員がこの課題についても

質問をされて、重複する部分もあるかと思いま

すけれども、よろしくお願い申し上げます。 

 知事は提案説明で、人口減少が進行する中で、

地域に必要な消防力を将来にわたって確保する

ためには、県内の常備消防組織を一本化するこ

とが最も有効と述べられましたが、県民や現場

の最前線で、消防、救急、救助の任務に当たる

消防職員や関係者の皆さんはそのように考えて

いると思われているのでしょうか。むしろ高齢

化の進展に伴う救急需要の高まりや、大規模災

害の激甚化、頻発化、感染症拡大などに対して、

より身近なところで対応していくことなどの体

制が、県一元化によって現場から遠ざかり、現

場の消防力を後退させるのではないかと懸念さ

れています。 

 その一元化の背景として、人口減少社会の中

で、財源が確保できないことによるものであれ

ば、まさに救急需要の高まりや大規模災害の激

甚化、頻発化などに対応できるような体制をき

め細かく充実させるためへの国の政策転換こそ

が必要ではないかと思います。 

 さらに、先ほどのはた議員への答弁でも、115

人の余剰人員を配置できたとする奈良県広域消

防組合のことにつきましては、９月定例会でも

指摘しましたように、面積は高知県の２分の１、

県人口の35％が検討が始まってから２年で離脱

したこの奈良県の広域化は、県一元化とはなっ

ていないものです。なぜ高知県が全国初の成果

を上げなければならないのか、理解に苦しんで

います。そのことを前提に、順次お聞きします。 

 県は、４Ｓプロジェクトの最優先事業として、

高知県消防広域化基本構想案を、年度内の構想

決定に向けて、パブリックコメントなどで出さ

れた意見への対応の取りまとめを行っていると

のことですが、骨子案に対するパブリックコメ

ントは何通あり、その内容の傾向はどのような

ものだったのか、危機管理部長にお聞きします。 

 消防広域化の在り方をどのように考え、人口

減少に伴う財源制約、消防サービスの需要増大、

県内消防本部の状況、課題解決に向けた今後の

方向性から広域化を目指そうとしていますが、

その際のメリットとデメリットを示し、デメリッ

トとなる課題をどう解決していくのか、知事に

お伺いします。 

 来年度発足させる消防広域化基本計画あり方

検討会で、基本構想を基にさらに議論を深める

など、市町村や消防本部と共に消防広域化に向

けた基本計画の策定を目指すとしていますが、

これも先ほどの答弁で、ヒアリング対象とする

とはされていましたが、継続的に意見反映をし

てもらうためにも、その構成員に高知県消防職

員協議会の代表も入れるべきではないか、危機

管理部長にお聞きします。 

 この基本構想案の新体制への移行スケジュー

ル案では、令和10年度を目途に、県と市町村か

ら成る広域連合を設立し、各消防本部の総務や

通信指令といった間接部門の集約に加え、人事・
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給与制度の統一などを段階的に進めるとの方針

を盛り込むことになっています。 

 しかし、新体制への移行スケジュール案にお

ける消防指令業務の集約や、給与制度、勤務体

制等の職員の処遇統一の具体が確認されないま

まに、広域連合高知県消防局の発足は可能と考

えられているのか、危機管理部長にお聞きしま

す。 

 現在の市町村消防では、市町村の防災部署と

消防本部が直接的に密接な関係にありますが、

消防が広域連合になることによって、別の指揮

命令系統下になり、関係性が疎遠になったりす

る弊害は生じないのか、危機管理部長にお聞き

します。 

 消防指令システムの一元化コストとして、高

知市・土佐市の場合でも約14億円かかったと言

われていますが、県下の一元化によるコストは

どれほどに想定され、何年ごとの更新が想定さ

れているか、危機管理部長にお聞きします。 

 今、秋田県では県内13消防本部の広域化に向

けた基本的な方針を定める新たな県消防広域化

推進計画の素案を示し、消防指令の全県一本化

について、令和18年度の実現を目指すことを明

記しています。本部の統合については、将来的

な全県１区の広域化に向け、協議中の一部地域

を優先的に支援するなど段階的に進めるとして

います。 

 高知県の場合、令和10年に広域連合高知県消

防局を発足させ、完全一本化完成は令和15年と

なっています。本県でもぜひ秋田のように十分

慎重に議論をしていただきたいと考えますが、

移行案のスケジュールありきなのか、変更もあ

るのか、知事にお聞きします。 

 ４Ｓプロジェクトの消防広域化における真に

必要なサービスを充実させる欄に、消火、救急、

救助などの現場力の強化とされていますが、県

１の広域化でそのことが見通せるのか、知事に

お伺いいたします。 

 次に、南海トラフ地震対策についてでありま

す。 

 今年は阪神・淡路大震災から30年ということ

で、改めて阪神・淡路大震災の教訓を今の災害

対策にどのように生かしていくのか、そして１

年たっても復興の兆しの見えない能登半島地震

の教訓の全容を明らかにしていかなければなり

ません。 

 そこで、阪神・淡路大震災以来、それぞれの

大災害で被災者と向き合って、災害の課題を明

らかにしてこられた室崎益輝神戸大学名誉教授

が大震災30年目の検証をされていたので、引用

させていただきたいと思います。 

 まず、能登半島地震からの問いかけとして、

直接死を上回る関連死対策の強化や、復興過程

におけるコミュニティーの継続、そして孤立無

援へのケアの強化、官民協働体制の再構築、防

災意識啓発の抜本的強化、減災や救済の制度の

変革など、多様な視点での問いかけをされてい

ます。そして、阪神・淡路大震災30年の教訓は、

復興ではプロセスが何よりも大切であり、地域

主導と参画協働が求められ、プロセスとともに

ビジョンが大切であり、ビジョンとしては創造

的復興と人間的復興が目指されること、さらに

減災や復興に関わる社会的なソフトインフラと

して、復興基盤と支援制度の大切さが挙げられ、

復興の推進役あるいは調整役として必要な復興

協議組織や中間支援組織など、組織インフラが

必要であることなどの教訓を生かしたいとされ

ています。 

 本県でも、改めて策定中の第６期南海トラフ

地震対策行動計画にその視点を生かしてもらい

たいとの思いで、順次質問させていただきます。

まず、これは直接行動計画と関係ありませんが、

本県の災害復興に臨む姿勢の課題としてお伺い

します。１月27日付毎日新聞に、災害で住宅が
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全壊した世帯に最大で300万円を支給することな

どを定めた被災者生活再建支援法について、全

都道府県の知事を対象に実施したアンケート結

果が公表されていました。結果として、青森県

や徳島県など26道府県の知事が300万円では不

十分と答え、本県など18県の知事がどちらでも

ないと答え、大規模半壊の世帯で最大250万円、

中規模半壊で最大100万円という支給額の引上

げについて、本県は現行のままでよいとされて

いました。 

 住宅の再建に当たり、能登半島地震の被災地

ではもう少し支援があればという声もある中、

行政による公助を充実させたほうがいいと考え

る知事が多い中、本県は財政状況を考慮しての

消極姿勢と思われますが、国への働きかけはも

ちろん、被災県民のことを考えたら、国難級の

災害にどう向き合うのか、県民に寄り添った姿

勢で対応すべきではないか、知事にお伺いしま

す。 

 次に、受援力向上を掲げてきた県の姿勢につ

いてお聞きします。本県は、県内の対応能力だ

けで処理し切れないので、受援力の向上に力を

入れて、あらゆる団体と連携協定を結んでこら

れました。最近では、医療関係の協定が多くなっ

ていますが、私たちが地域防災活動を行ってい

る下知地区でも、日頃から顔の見える訓練支援

をしてくださってきた空飛ぶ捜索医療団ＡＲＲ

ＯＷＳを運営する特定非営利活動法人ピース

ウィンズ・ジャパンと県は昨年11月に、災害等

緊急時における連携協力に関する協定も結ばれ

ました。 

 このような団体とも災害が起きたときに初め

て顔を合わす関係ではなく、事前の訓練をはじ

め多様な取組で、相手をリスペクトした顔の見

える信頼関係を築いておくことが大事であると

思われます。その意味でも、昨年の９月定例会

で質問した、災害中間支援組織なども早く立ち

上げるとともに、構成する社会福祉協議会や行

政機関、ＮＰＯ等が平時から顔の見える信頼関

係を築いておくことが必要です。 

 行動計画案143ページに、各市町村における災

害ボランティアセンターの円滑な設置、運営及

びＮＰＯ等との連携強化とありますが、災害中

間支援組織の検討状況や今後の見通しについて

子ども・福祉政策部長にお聞きします。 

 総務省は、南海トラフ地震が発生した際に大

きな被害が想定される太平洋側の10県に応援職

員を派遣する自治体を、それぞれ即時応援県と

して事前に決めておくこととしました。いわゆ

る対口支援と言われるものですが、応援側は要

請を待たず、災害対応に詳しい職員を先遣隊と

して派遣し、被害状況に応じてどの地域を重点

的に支援するかなどを決定し、応援県の管内市

町村とも協力し、職員を送り込むこととしてい

ます。 

 本県は、中心自治体として島根県、応援自治

体として秋田県が充てられていますが、ペアと

なった自治体は、新年度から合同で災害訓練、

被災想定地域の視察、応援に向かう交通ルート

の確認など、アクションプランで例示されてい

るものや、島根県や秋田県からの人事交流の受

入れなど、円滑な運用を目指す取組について危

機管理部長にお聞きします。 

 次に、スフィア基準とその具体化についてお

聞きします。議会で最初にスフィア基準につい

て取り上げたのは、平成30年９月定例会での質

問でした。本県の避難所運営マニュアルにスフィ

ア基準を盛り込むべきではとの問いに、当時の

危機管理部長は、参考にさせていただくところ

は参考にさせていただきたいと答弁し、令和２

年９月定例会では、災害関連死を生じさせたり

するような、人間の尊厳を奪うものであっては

ならないというのが、そのスフィア基準の目標

とするところであり、そのため高知県版スフィ
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ア基準の設定による避難所環境の整備を本気で

図るべきだと濵田知事に質問したことでした。 

 それでもこれまでの行動計画に盛り込まれる

ことがなく、今回の案に入ることになったのは

どのような考え方か、知事にお聞きします。 

 また、計画の128ページにある避難所の１人当

たり居住スペース3.5平米というのは、スフィア

基準の基本指標の一つであります。スフィア基

準とは、その根幹にある、災害や紛争の影響を

受ける人々は尊厳を持って人生を送る権利があ

り、したがって援助を受ける権利がある、災害

や紛争から生じる苦痛を和らげるために、実行

可能なあらゆる手段が尽くされるべきという２

つの理念と、尊厳ある生活への権利、人道援助

を受ける権利、保護と安全への権利という人道

憲章を成立させる３つの権利であり、それらに

基づいた基準を満たしていくことが問われてい

ます。 

 それが具体化したものが指標でありますので、

基準で指標が示されていない場合には、２つの

理念と３つの権利に基づいて今後取り組んでい

くということでよいのか、知事にお伺いします。 

 次に、計画141ページの要配慮者支援体制整備

の項で、外国人への支援の取組が行われること

になっていますが、情報支援だけでなく、地域

で行われる訓練参加へのアプローチについても

行う必要があるのではないかと考えます。 

 私たちの住む下知地区での昨年の総合防災訓

練に、町内にあるお知らせの掲示ポスターを見

たベトナムからの研修生が10人ほど参加された

ことがあり、地域の皆さんにもよい体験になり

ました。 

 多くの外国人の皆さんが各地域地域でお住ま

いになっていることを考えたら、地域の防災訓

練に参加してもらうための具体的な参加へのア

プローチ方法なども今後は検討されるべきだと

思いますが、文化生活部長にお聞きします。 

 また、同じ項目について、指さし会話集など、

外国人とのコミュニケーションツールの避難所

での設置とありますが、要配慮者の特性に応じ

た避難所における要配慮者支援ガイドの発達障

害の方の対応にも、指さしして通じるコミュニ

ケーションボード、紙や鉛筆があるとよいでしょ

うとの記述もあります。 

 支援を必要とする多様な避難者への対応につ

いて、特に外国人対応を、要配慮者の特性に応

じた避難所における要配慮者支援ガイドを改定

して入れてはどうでしょうか。そして、その際

には、実際の当事者の声を盛り込んだ形でつく

ることを求めたいと思いますが、危機管理部長

の考えをお聞きします。 

 次に、計画129ページにある広域避難の調整に

ついてです。この項の広域避難訓練の実施につ

いては、中央圏域広域避難の施設での訓練も昨

年来行われてきましたし、今後も行っていくこ

ととしています。高知市から仁淀川町への広域

避難訓練に参加した私たちの地域では、さらに

訓練を継続させていく上で広域避難所への資機

材、備蓄品の整備がどのように行われるべきか

との意見が出されています。 

 広域避難所への資機材、備蓄品の整備は、中

央圏域広域避難計画には、避難元市町村が避難

者の移送の際に持ち込むことを原則としている

とありますが、事前の整備について検討されな

いのか、危機管理部長にお聞きします。 

 次に、仮設住宅の用地確保と今後の見通しに

ついてお聞きします。計画151ページに、応急仮

設住宅の供給についての計画がありますが、民

有地情報の把握及び把握した民有地の精査につ

いて、第５期で100％把握できたとあります。昨

年の９月定例会の質問の際には、残る460ヘク

タールの民有地のリストアップが、なお途上に

あるとされ、安全性の高い用地を候補地として

選定できるよう市町村と連携して取り組んでい
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く、第６期南海トラフ地震対策行動計画の期間

内には、浸水などに対しても安全性の高い候補

用地が選定できるよう、最大限努力するとの答

弁でした。 

 現状の把握状況の詳細と、精査の中でどれだ

け対象外になると想定されているのか、土木部

長にお聞きします。 

 昨年11月、能登半島地震の被災地、珠洲市を

訪ねたときに、市内宝立町に２階建ての仮設住

宅ができていました。私は、高知でも２階建て

の仮設住宅の可能性を求めていただけに、関心

を持って見せていただきました。その２階建て

の仮設住宅を建築された世界的な建築家、坂茂

さんは、30年前の神戸での活動で、ほとんどの

人は地震ではなく建築の倒壊で亡くなった、建

築家の責任でもあると痛感されたそうです。 

 坂さんは昨年６月、珠洲市で石川県産の木材

を使用した木造２階建ての仮設住宅は、原則２

年間の入居期間が過ぎてもそのまま使用するこ

とができる、被災した人たちは、ただでさえ被

害で住み慣れた住居を失って疲弊しているのに、

避難所から仮設住宅、災害公営住宅への引っ越

しを繰り返さなければならず、避難所の環境を

改善し、仮設住宅を住み心地のよいパーマネン

トな状況にできれば、どれだけ被災者の負担が

減るか、同じ予算ならすぐに廃棄するプレハブ

よりも、パーマネントに利用できる住居のほう

が財政にも環境にもよいに決まっていると述べ

られています。 

 仮設住宅用地が十分でない高知でも、再度２

階建ての仮設住宅の提供を検討し、公的な住宅

としても使えるものとして検討できないか、土

木部長にお聞きします。 

 要配慮者の避難対策の抜本的な見直しについ

てお聞きします。計画137ページに、要配慮者の

避難対策の抜本的な見直しがあり、そこでは６

期計画によって、福祉避難所への想定避難者の

範囲の見直し、種別ごとの想定避難者数と福祉

避難所指定施設の受入れ可能人数の突合、福祉

避難所が不足する場合広域避難も含めた対策の

検討、最終報告書の取りまとめ、最終報告書に

基づく対応が計画されています。 

 その中には、避難した要配慮者の移送時期や

滞在期間、福祉避難所退所後の行き先や、それ

を見据えた相談支援体制を整えるとともに、要

配慮者に対応した仮設住宅を可能な限り早く建

設することなどの運営面の課題も最終報告書に

盛り込まれるべきではないかと考えますが、子

ども・福祉政策部長にお聞きします。 

 次に、県民体育館の再整備における津波浸水

対策と、被災時の避難所としての活用について

お聞きします。県民体育館の老朽化に伴い、利

用者の利便性の観点から現地での建て替えが望

ましいという結論に至り、新たな県民体育館を

アリーナ形式で現有地で整備するとの提案がさ

れています。 

 今後は、専門家や競技団体の代表者などによ

る検討委員会を設置し、必要な機能や管理運営

の手法といった点について議論を進めた上で、

来年度中に整備の骨格となる基本計画を策定

し、令和11年度末までの供用開始を目指すとの

ことですが、せっかくの大規模公的施設であり

ながら、避難所としての活用が現地の災害リス

クなどから十分機能が発揮されないとすれば、

極めて大きな損失であると言えます。 

 立地場所の変更がされないのであれば、東日

本大震災の際、約2,500人が避難したとされる

ビッグパレットふくしまの避難所としての在り

方や、運営の教訓なども生かして、新たな県民

体育館が多様な防災機能、避難所機能を備えた

施設となるよう期待しますので、検討委員会メ

ンバーに避難所運営などの専門家なども加える

などして、それに応えられるものとなる考え方

と決意を知事にお聞きします。 
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 この項の最後に、災害ケースマネジメントに

おける関係者、支援団体との連携強化について

お尋ねします。災害ケースマネジメントについ

ては、令和２年９月定例会で初めて取り上げ、

第４期計画の途中でありながら盛り込んでいた

だき、翌年には日頃から御指導いただいている

津久井進弁護士を、県内自治体防災関係者の

トップセミナーの講師としてお招きいただいた

研修会を皮切りに、昨年４月には高知県災害

ケースマネジメントの実施体制に係る市町村向

け手引きVer.１を作成されるなど、積極的に取

り組んでいただいたことに感謝したいと思いま

す。 

 そこで、６期計画、159ページの被災者の生活

再建支援体制の整備の項では、災害ケースマネ

ジメント実施計画の作成が全市町村で行われる

こととなっていますが、作成そのものが絵に描

いた餅とならないようにすべきだと思います。

行政、民生委員、福祉関係者、ＮＰＯボランティ

ア、支え合いセンター、建築士、ケアマネジャー、

専門家、弁護士、医療関係者、保健衛生関係者、

民間基金、近所地域が家族と共に、餅は餅屋で、

寄ってたかって連携し、一人一人を支える仕組

みで、被災者への伴走型支援によって重層的に

支援できる実施計画を作成されることを願って

います。 

 そして、その計画が実効性を持って具体化で

きることが必要であり、各市町村の計画作成に

どのような支援をしていくつもりか、危機管理

部長にお伺いします。 

 次に、精神障害者に対する精神科医療費及び

一般医療費への助成制度についてお伺いします。 

 昨年６月定例会で我が会派の岡田議員が取り

上げて以来、定例会ごとに精神障害者に対する

県の医療費助成について議論がされてきました。

そして、精神障害者に対する医療費助成制度の

創設を求める署名１万3,086筆が後押しする形

で、精神疾患を原因とする通院のみで、ほかの

疾患や入院は自己負担となっており、当事者や

家族の不安の解消に応えるべく、11月25日、第

１回高知県重度心身障害児・者医療費助成事業

に係る関係者会議が開催され、検討がされてき

ました。 

 その場では、当事者の家族会である高知はっ

さくの会会長が意見陳述もされ、県内では全市

町村が県の補助を受け、重度心身障害児・者医

療費助成制度を導入し、重度の身体障害者と知

的障害者にはあらゆる疾患での通院、入院に助

成がありますが、精神障害者は対象外になって

いることでもたらされる、その実態や御苦労に

対して、関係者会議と言いながらも、十分に認

知されていなかったり、これまであまり深刻に

受け止められていなかった状況に驚かざるを得

ませんでした。 

 発達障害を含む精神障害を抱える当事者たち

は、発症して10から30年間も精神科に通い、多

量の薬を服用し、またその障害ゆえに社会参加

の機会に十分恵まれないことや、生活習慣病な

ど精神疾患以外の病気も発症する人が増加傾向

にあり、長期的な精神科の入院や通院が必要と

なり、その結果、医療費の負担が増加するだけ

でなく、投薬による副作用から糖尿病や心疾患

などの疾病を抱えることが多く、これも医療費

の自己負担に大きな影響を与えています。 

 しかし、当事者たちの一般就労は難しく、収

入も低いのが現状です。また、障害基礎年金の

受給者は、例えば２級の者は月６万8,000円の受

給がされるものの、３級の場合は受け取れない

制度となっています。 

 また、精神障害者家族の会で把握しているの

は、会員の約８割が未就業であり、就業可能な

２割の方でも、得られる工賃は月１万円から２

万円と極めて低額となっています。重度障害の

方を対象とする制度を前提にするあまり、身体
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障害や知的障害との均衡にとらわれてしまうと、

３級の方であっても、ある日は２級に相当する、

またある日は１級に相当するなど、日によって

症状が変化する精神障害の特性が見失われるこ

とになってしまいます。そのような実態を抱え

る当事者や家族に、生きるのがしんどいと言わ

せない、人間らしく生活できるような医療、衣

食住の面での支援が求められていると思います。 

 今、市内の映画館で、統合失調症で苦しむ姉

と、どうすればよかったかということを突きつ

けられた両親を、20年にわたって弟である映画

監督がカメラに収めたドキュメンタリー映画「ど

うすればよかったか？」が上映されています。

統合失調症が疑われた姉から精神科の受診を遠

ざけてしまった両親も含めた家族の姿を、２時

間近くスクリーンで見続けることはつらくてた

まりませんでした。この映画は、決して正解を

出そうとはしていませんが、精神障害当事者の

家族だけに限らず、映画を鑑賞した皆さんに、

どうすればよかったかと問いかけています。そ

んな生きづらさの中で少しでも解消できる課題

が、今議論されている医療費助成の問題ではな

いか、そんな思いで質問させていただきます。 

 現在、県で検討している医療費助成制度につ

いては、精神障害者保健福祉手帳を所持する者

を対象とするとともに、精神科の通院、入院及

び一般医療の通院、入院にも適用させることを

念頭に置いた検討がされるのか、知事にお聞き

します。 

 当事者、家族の置かれた現状からも急を要し

ていることから、関係者会議での検討によって、

早期の実現を図られたいと思いますが、子ども・

福祉政策部長にお聞きします。 

 最後に、政府の第７次エネルギー基本計画と

原発、再生可能エネルギーについてお聞きしま

す。 

 政府が第７次エネルギー基本計画を閣議決定

しましたが、第４次から第６次エネルギー基本

計画では、可能な限り原発依存度を低減すると

の記述がありましたが、今回それが削除されて

しまいました。これによって、危険な原発への

依存増大だけでなく、核燃料サイクル政策を推

進し、多くの使用済燃料や高レベル放射性廃棄

物が増えることになり、新型炉の開発予算にも

無駄に税金が使われることになります。さらに、

電力需要増大の背景とされてきたＡＩのデータ

処理をするデータセンターの設置競争などによ

るＡＩバブルにも陰りが見えており、多くの課

題を直視せずに、原発回帰への方針転換を進め

ることになったと言えます。 

 私は、可能な限り原発依存度を低減するとい

う文言が復元され、省エネと再生可能エネル

ギー、蓄電システムの拡充にこそ最優先で取り

組まれるべきだと考えますが、この基本計画に

対する知事の御所見をお伺いします。 

 原発事故時に住民の被曝を低減させる目的の

屋内退避の在り方が議論された原子力規制委員

会の最終報告書案では、自宅などで屋内退避を

続ける期間は３日間を目安とし、建物倒壊やイ

ンフラが止まり、とどまれない場合は、国の判

断で避難に切り替えることなどとして、地震な

どの複合災害時に物資や医療の支援を続けられ

るかなど、実効性には疑問を残したままとなっ

ています。 

 本県では、伊方原発から50キロ圏内の梼原町

や四万十市などを対象に避難計画を策定してい

ますが、この避難計画について、能登半島地震

の中山間地の道路被害などによる教訓から、実

効性のあるものにする必要はないのか、知事に

お聞きします。 

 知事は、国の脱炭素先行地域として選定され

た４か所、５市町村で地域新電力会社が設立さ

れる形で、地域への再生可能エネルギー供給に

向けた取組が進行中だが、地域新電力会社が再
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生可能エネルギーによる電力を地域内に供給し、

安定的に利益を得られるような体制の構築に向

け、県としての後押しも行い、県内のほかの地

域にも広げ、横展開をしていきたいとの考え方

も示されていました。提案説明でも、豊かな自

然を生かした再生可能エネルギーの導入やグ

リーン化関連産業の育成をさらに進め、経済と

環境の好循環の創出を図ると述べられました。 

 県新エネルギービジョンでは、2025年度の推

計値では、再生可能エネルギーによる割合を85.6

％とされていますが、再生可能エネルギーによ

る地産地消で県内消費電力のどれだけの割合を

目指したいのか、林業振興・環境部長にお聞き

いたしまして、第１問とさせていただきます。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 坂本議員の御質問にお答

えをいたします。 

 まず、若者に働いてもらうための雇用環境の

改善についてお尋ねがありました。 

 本年度県が実施いたしました就職・進学の希

望地等意識調査におきましては、学生が就職先

の企業に希望することといたしまして、給与等

が高く、休暇が取りやすいことなどが上位に挙

げられております。こうした希望をかなえられ

ることが、若年層の県外への転出超過の改善に

つながると考えまして、来年度は若者の所得向

上と、働きやすい職場環境づくりの取組を強化

いたします。 

 まず、若者の所得向上に向けましては、事業

者の生産性の向上を図り、賃金引上げの原資と

なる稼ぐ力を高めていくことが重要であります。

このため、事業者の経営支援を行います産業振

興センターなどの体制を充実いたしまして、事

業者のデジタル化などの取組を一層支援いたし

ます。また、正社員を目指す方のスキルアップ

への支援に加えまして、正規雇用化などを伴い

ます設備投資への支援を行いますことで、事業

者におきます正規雇用の増加を図ります。 

 次に、働きやすい職場環境づくりのためには、

仕事と家庭を両立いたしますワーク・ライフ・

バランスの取組が重要になります。このため、

本年度、働き方改革コンサルタントを増員いた

しまして、支援を強化いたしますことで、ワー

ク・ライフ・バランスに取り組む企業の裾野の

拡大に取り組んでおります。 

 これに加え、男女間などに生じている賃金格

差の解消に向けまして、事業者における人事評

価制度の導入を支援してまいります。あわせて、

オフィスのフリーアドレス化、休憩室の整備な

どに対します支援制度を拡充いたしますことで、

ソフト・ハードの両面から、若者や女性に選ば

れやすい雇用環境の整備を進めます。 

 こうした個々の企業の魅力を高める取組のほ

か、若者に人気の高い事務系あるいはＩＴ・コ

ンテンツ系の企業の誘致、またアニメ関連産業

の創出に向けたプロジェクトなどを強力に推進

します。 

 こうした取組を通じまして、若者にとって魅

力ある仕事を県内各地に数多くつくり出し、若

者の定着、増加につなげてまいります。 

 次に、全国一律最低賃金制度を採用すること

につきましてお尋ねがございました。 

 最低賃金におきます大都市部と地方部との格

差の是正につきましては、私も目指すべき方向

であるというふうに考えております。しかし、

全国最高額であります東京都に対する本県の比

率を見ますと、10年連続で改善傾向にはありま

すが、令和６年度の比率は81.9％、８割強とい

うことで、東京都との間では依然として大きな

格差が存在しております。また、この背景にあ

ります労働生産性を見ましても、本県の数値は

東京都に対して約６割弱という水準にとどまっ

ているのが実情でございます。 

 このように生産性に差がある状況のままで、
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本県など地方部の最低賃金を大幅に引き上げま

した場合、事業者の経営のみならず、雇用や地

域経済そのものに大きな影響を及ぼすことにな

りかねないと考えます。したがいまして、現時

点で最低賃金を直ちに全国一律とするという考

え方は現実的でないというふうに考えます。 

 この地域間の格差を是正するためには、地方

部におきます生産性の向上、すなわち事業者の

稼ぐ力を高めることがまずは何よりも重要であ

ります。本県におきましては、産業振興計画に

おきまして、令和15年には１人当たり県民所得

を全国20位台、全国中位に持っていくという目

標を掲げ、都市部との格差の是正を図ろうとし

ております。あわせまして、若者の所得向上に

向けて、年代別の所得などの傾向も分析した上

で、産業分野別にさらなる取組に向けた検討を

進めてまいる考えであります。 

 次に、本県におきます会計年度任用職員の在

り方や正規職員の給与、さらには正規雇用の拡

大についてお尋ねがございました。関連します

ので、併せてお答えをいたします。 

 県におきます職の設置に当たりましては、業

務の量や担うべき業務の範囲、責任の程度など

を踏まえまして、正規職員と会計年度任用職員

のどちらが担うべきか、総合的に判断をいたし

ております。会計年度任用職員が担っている業

務の内容、量などを精査いたしました結果、正

規職員が担うべき業務であると判断をいたしま

した場合には、正規職員の配置により対応して

まいります。 

 また、会計年度任用職員を正規職員として任

用するためには、地方公務員法の規定に基づき

まして、能力実証のための採用試験を経る必要

があります。これまでも会計年度任用職員がこ

うした試験を経まして正規職員として任用され

た例はありますが、能力実証のための試験を経

ずにそのまま正規職員とするということは、法

律上困難だというふうに考えます。 

 こうした中ではありますが、県内におけます

若年層の所得向上に向けまして、正規雇用を促

進するという観点に立ち、県庁におきましても

御指摘ありましたような率先垂範ができますよ

うに、若年層の正規雇用の拡大に向けた取組を

検討してまいります。 

 正規職員の給与につきましては、国家公務員、

民間企業の従業員の給与との均衡を踏まえた人

事委員会の勧告により決定する必要がございま

す。県といたしましては、県民全体の所得向上

に向けた施策を進めておりまして、その結果と

して県職員の給与改善につながっていくと、そ

ういった状態を目指して取り組んでまいります。 

 県職員の定数につきましては、県政運営指針

におきまして、令和10年４月時点において3,400

人以内とすることとしております。令和６年４

月１日時点で、産・育休などを除きました職員

数は3,319人になりまして、引き続き必要な人員

の確保に努めてまいります。 

 今後も若年層の所得向上に向けました取組や、

必要なマンパワーの確保などに加えまして、働

きやすい職場環境づくりに努めますことで、若

年層の働く場として選ばれるよう取り組んでま

いります。 

 次に、いわゆるジェンダーギャップの解消に

向けた取組への決意、市町村の現状把握につい

てお尋ねがございました。 

 議員からお話がありましたように、社会的な

男女格差、いわゆるジェンダーギャップの解消

は、若者や女性に選ばれる高知の実現に向けた

重要な要素の一つであると考えております。県

におきましては平成13年度に、こうち男女共同

参画プランを策定いたしまして、高知家の女性

しごと応援室の開設、あるいは女性向けリーダー

育成研修の開催、こういった施策を通じまして、

男女間の経済的な格差の解消に努めております。
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こうした取組などによりまして、最新の国の調

査結果を見ますと、令和５年の本県の男女間賃

金格差は全国最小という形となっております。 

 他方で、人口減少対策として考えますと、県

内におきます男女間格差の是正もさることなが

ら、男女を通じました所得水準が全国と比べて

遜色ないことが求められると考えます。このた

め、元気な未来創造戦略におきましては、来年

度の強化の方向性といたしまして若者の所得向

上を第１に掲げ、賃金の引上げに向けた取組を

強力に推進いたします。 

 このように、目指すべき３つの高知県像といっ

た県の基本政策の実現に向けまして、様々な施

策をバランスよく展開する中で、男女間格差の

解消にもしっかりと取り組んでまいります。 

 なお、お尋ねがありました市町村におきます

ジェンダーギャップの現状につきましては、来

年度に予定をしております、こうち男女共同参

画プランの改定作業の過程におきまして、関連

する統計指標の状況を整理いたしました上でお

示しをするよう検討してまいります。 

 次に、いわゆる４Ｓプロジェクトについて、

どのように共感と前進につなげるのかとお尋ね

がございました。 

 若者の人口減少に歯止めをかける取組を進め

ましても、当面、今の年齢構成を考えますと、

県の総人口の減少が続くこと自身は避けられな

い状況にあります。こうした中、今後はあらゆ

る分野におきまして担い手不足がますます深刻

化をし、地域の産業はもとよりでありますが、

公共サービスの維持すら困難になることが危惧

されるという状況にあると考えます。この点は

御指摘いただいたとおりだと考えております。 

 このため、人口減少によります負の影響を最

小限にとどめまして、公共サービスの持続可能

性、そして県民生活の質を高めることを目指し

まして、賢く縮むという形での４Ｓプロジェク

トを推進することといたしました。 

 一方、特に中山間地域におきましては、本プ

ロジェクトの説明の中で言及をされます人口減

少あるいは縮小といった言葉に対する印象から、

行政サービスが十分に届かなくなるのではない

かといった不安を抱かれる方もいらっしゃるか

というふうに思われます。この点は御指摘の面

もあると考えます。 

 ただ、このプロジェクトにおきましては、全

体の規模は縮小したといたしましても、真に必

要なサービスはむしろ充実させていくという考

え方でございます。例えば高校再編で見ますと、

県全体の総定員は少子化でございますので縮減

をするという中にありましても、中山間地域の

小規模校におきましては存置の基準は都市部よ

りも大幅に緩和をする、そのことによって地域

を生かした学校の魅力化、特色化を進めて存続

にチャレンジをしていくという環境を整えよう

とする、そんな考え方で臨んでいくということ

でございます。 

 本プロジェクトの推進に当たりましては、こ

うした取組の趣旨あるいは目指す姿を県民の皆

さんに丁寧に御説明申し上げますとともに、県

民の皆さんのお声をしっかりとお伺いしまして、

不安の解消に努めてまいります。引き続き、庁

内における議論だけではなく、県民の皆さんと

の対話を通じまして、共感を得ながら前進につ

なげてまいります。 

 次に、消防広域化の在り方と、これに伴う課

題の解決についてお尋ねがございました。 

 本県におきます消防広域化の在り方について

の基本的な考え方は、今後人口減少が進行する

中にありましても、将来にわたり持続可能な消

防体制、そして消防サービスの確保を目指すと

いうものであります。このために、県内に現在

15あります常備消防組織、そして県の消防の現

場活動を担います組織、これらの一元化に取り
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組もうというふうにしております。 

 この消防広域化のメリットといたしましては、

３点挙げさせていただきます。１つには、間接

部門の統合によります現場消防力の増強、ある

いは職員の専任化、こういったことを通じまし

た県民の皆さんに対する消防サービスの高度化

を図ること、２つに、施設や装備を一元的に企

画し、調達することによりまして、経費の削減

などのスケールメリットが期待できること、３

つに、初動体制の充実強化や、統一指揮下での

効果的な部隊運用によりまして、大規模災害へ

の対応力が強化されること、こういったメリッ

トが想定されるというふうに考えます。 

 一方で、課題といたしましては、１つには、

これまで身近なところで行われておりました消

防行政に関する意思決定が、地元から離れたと

ころで行われることとなるのではないか、この

場合、迅速、的確な対応が確保できるのかといっ

た懸念を生じること、この点が最も大きな論点

ではないかというふうに考えます。 

 この課題につきましては、最終的な意思決定

は県の本部に留保されるということとなるとい

たしましても、日常的な意思決定につきまして

は、制度上、その権限を消防署などに委ねると

いった対応を取ること、あるいは運用面におき

まして、組織間のいわゆる報・連・相、報告、

連絡、相談、これを緊密に行うということなど

によりまして、克服できる課題だというふうに

考えております。 

 このほか御指摘がありましたように、職員の

処遇統一の問題、通信指令業務の集約などの問

題、そういった課題が現実にはあると考えます。

これをいかに新体制に向けて円滑に移行してい

くか、消防の現場の実態も踏まえまして、来年

度設置いたします検討会において議論を進めま

して、この基本計画の中でこの方向をお示しし

たいというふうに考えております。 

 次に、新体制への移行のスケジュールにつき

まして、消防広域化の関連でのお尋ねがござい

ました。 

 この県内の常備消防組織の一元化を目指しま

す消防の広域化は、県内全ての市町村と消防本

部をはじめとする多くの関係者が関わります。

また、組織の存廃に関わる一大プロジェクトと

いうことであります。そのために、一定のスケ

ジュール感や目安となります目標の時期、こう

いったものを示して、関係者の共通の認識の下

で議論を進める、このことが不可欠であると考

えます。こうした観点から、さきに示しました

骨子案では、現時点で県として最も望ましいと

考えるスケジュール案を提示させていただきま

した。 

 一方、法令上、この一元化を実施していく過

程で必要な法定協議会の設置、あるいは広域連

合の設立に際しましては、県内全ての市町村議

会、そして当県議会におきまして、合わせて２

回の議決をいただくということが必要でありま

す。これを考えますと、全ての市町村と消防本

部の理解やコンセンサスなしには、この消防広

域化を進めていくことはできない、そういう性

格のものだというふうに考えています。 

 したがいまして、今後具体的に広域化の作業

を進めていく中では、各プロセスの進捗状況を

踏まえまして、節目節目で次なる目標の時期は

具体的にどこに置くかということを設定して取

り組んでいく、そうした性格のものだというふ

うに考えています。その中で、関係者の理解を

得られるように必要な調査分析を行い、十分な

意思疎通を図りながら丁寧に進めてまいりたい

と考えております。 

 次に、消防広域化を通じました現場力の強化

についてのお尋ねがございました。 

 この消防広域化は、いわゆる４Ｓプロジェク

トの一つという位置づけでございますので、消
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防組織の機能を一律に縮小するということでは

ございませんで、伸ばすべき真に必要な現場力

はむしろ強化をすると、そして住民サービスの

確保、高度化を図るということを眼目といたし

ております。 

 このため、常備消防組織の一元化によりまし

て、総務業務あるいは通信指令業務、こういっ

た間接部門を統合して、この部分でスリム化を

し、そこで生じた余力を現場業務などに振り向

ける、こうしたことによりまして、県民の皆さ

んへの消防サービスの向上を図ることを目指し

てまいります。 

 具体的にどういった形での人員配置の見直し

を想定するか、あるいは各市町村の負担金の水

準をどういったものを想定するか、こういった

点につきましては、桑名高知市長からも、でき

るだけ早い時点でシミュレーションを示すべき

ではないかというような御要請もいただいてお

ります。こういった御要請も踏まえまして、こ

の基本計画を策定いたします検討会の議論の過

程の中で、できるだけ早くそういった姿を関係

者に御提示させていただいて、具体的なイメー

ジを共有させていただいた上で進めていきたい

というふうに思っております。 

 そして、この現場力の強化ということで目指

す姿といたしましては、具体的には３点申し上

げたいと思います。１点目は、従来の本部の管

轄区域を越えまして、柔軟に対応をいたします

ことで、消防車、救急車といった車両の出動台

数を増加させ、現場到着時間の短縮を図ってい

く。２点目には、南海トラフ地震などの大規模

災害発生時におきまして、統一指揮下での部隊

の効率的な運用により、人命救助などの活動の

強化を図っていく。そして３点目は、やや別の

角度からの視点になりますが、この常備消防組

織全体の規模の拡大によりまして、職場として

の魅力を向上させる、これによりまして、現在

いわゆる欠員を生じております郡部の小規模消

防署などにおきましても、必要な人員が配置で

きるような人材確保を目指していく。こういっ

たことなどを通じまして、現場力を強化してい

くということを目指したいと考えております。 

 次に、南海トラフ地震に関連いたしまして、

住宅をはじめとした生活再建への対応について

お尋ねがございました。 

 自然災害によりまして全壊の住宅数が一定の

規模に達しました場合、被害を受けた世帯を支

援いたしますため、被災者生活再建支援制度に

基づきまして支援金を支給するということとな

ります。支給に当たりましては、国の補助金、

そして都道府県が拠出した基金をそれぞれ２分

の１ずつ活用して行う制度となっております。 

 そして、この支給金の引上げや対象範囲につ

きましては、これまでも国と全国知事会の間で

議論が重ねられております。その結果、支給対

象につきましては、直近の令和２年の改正で中

規模半壊の世帯まで拡大をされておりまして、

この支給対象の拡大には本県も賛同いたしまし

た。 

 この範囲をどう考えるかという話は、議員か

ら御指摘もありました財政上の問題ということ

ももちろんありますけれども、例えば地震保険

あるいは共済制度を通じた自助の努力も片方で

は必要ではないかと、そこと税金を投入してい

くこの制度とのバランスはしっかり考えないと、

いわゆる災害で倒壊した家屋への支援と、そう

した形でない一般的な支援は、一般的な住宅の

再建を――普通は公的支援ございませんので、

そこのバランスをどう考えるかという言わば哲

学の問題もかなり大きいというふうに思ってお

ります。 

 そうした観点からこの問題に関しましては、

都道府県の間でもいろんな意見がある問題であ

りますし、県と国との間でもいろんな議論があ
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る。そうした中で、この令和２年の直近の改正、

時間かけた中で今の目指すべき、実現すべき水

準として、中規模半壊世帯まで拡大といった形

で結論が出たということであります。 

 そうした背景も踏まえて、私としましてはい

ただいたアンケート調査におきまして、選択肢

も非常に限定されておりましたので、こうした

関係者の合意の下で行われた今の水準は尊重す

べきだという趣旨での回答を選んだということ

でございます。 

 そうした、仮に今後この支援金の水準を引き

上げるという場合、あるいは大規模災害が発生

した場合には、地方自治体の財政負担が増えな

いように、国の補助率の引上げが必要だという

ふうに考えています。この点、本県といたしま

しては、南海トラフ地震など大規模災害時にお

きます国の補助率の引上げにつきまして、全国

知事会を通じまして国に働きかけを行ってまい

りたいと考えております。 

 次に、避難所の環境整備などに関連いたしま

して、いわゆるスフィア基準の指標への対応、

指標がない場合の対応についてお尋ねがござい

ました。関連いたしますので、併せてお答えを

いたします。 

 県では、これまで国の避難所に関します取組

の指針を踏まえまして、避難所運営マニュアル

の作成の手引などを策定し、避難所の環境整備

を進めてまいりました。そのような中で国にお

きましては、能登半島地震の教訓などを踏まえ

まして、昨年12月にこの取組指針などを改定い

たしました。この国の指針改定によりまして、

スフィア基準の位置づけが、従来は参考にすべ

きものという位置づけであったものが、新しく

満たすべきものという位置づけに見直しが行わ

れた、改定が行われたということが背景として

あるところでございます。 

 これを受けまして、県では、改定された国の

指針などを踏まえて、第６期の南海トラフ地震

対策行動計画に、能登半島地震の教訓を生かし

ますように避難環境の整備の強化に取り組むと

いうことを明記いたしました。具体的には、ス

フィア基準で定められております居住スペース

やトイレの確保といった目標につきましては、

このスフィア基準で明示された数値を目標値と

して設定いたしまして、来年度から取組を進め

ることといたします。 

 そして、御指摘ありましたように、スフィア

基準は、尊厳ある生活に関する基本的権利とい

う理念を掲げておりまして、被災者支援を行う

上で大切な考え方を示されたものだというふう

に考えております。したがいまして、今後被災

者支援を行う上で必要な取組につきましては、

スフィア基準に指標が明示されていない場合に

おきましても、スフィア基準の理念などを踏ま

えて取り組んでまいるという姿勢で対応してま

いります。 

 次に、県民体育館の再整備におきます津波浸

水対策と避難所としての活用についてお尋ねが

ございました。 

 県民体育館の再整備につきましては、本年度

有識者を交えて検討を行いました結果、利用者

の利便性の観点から現地での建て替えが望まし

いという結論に至りました。再整備する施設は

収容人員が5,000人程度で、スポーツのみならず、

コンサートなどにも活用できるアリーナとして、

多世代にわたる利用者が集うという想定をいた

しております。 

 また、議員からの御指摘のとおり、現地は最

大５メートルの津波浸水が想定をされ、長期浸

水区域ともなっております。このため、利用者

などが緊急的に避難できる防災の機能あるいは

避難所の機能などを高める対策が必要であると

検討会の委員からも御意見がございましたので、

県としてもこの点は重要な指摘であるというふ



令和７年２月28日  

－79－ 

 

うに考えております。 

 この防災の機能といたしましては、利用者や

住民などが浸水の危険がない高さで緊急的に避

難できるスペースが必要ではないかと、あるい

は大勢の人がスムーズに移動できる動線の確保

が必要ではないか、こういった点を想定いたし

ております。 

 また、避難所の機能といたしましては、長期

の避難生活を想定した物資や電源の確保、高齢

者や障害者など配慮が必要な方が利用しやすい

設備、さらには救護活動やボランティアなどの

支援活動に必要な設備、こういったものの必要

性を考慮する必要があるというふうに考えてお

ります。 

 このため、来年度基本計画の策定のために設

置をいたします検討委員会におきまして、スポー

ツや文化のみならず、防災の専門家にも御協力

をいただきまして、防災機能も備えた施設の基

本計画策定を進めてまいる考えであります。 

 次に、重度心身障害児・者医療費助成事業の

対象に精神障害を含める検討に関しまして、助

成対象者、そして対象とする医療の範囲につい

てお尋ねがございました。 

 本事業の対象に精神障害を含める検討につき

ましては、市町村や精神保健福祉分野の専門家、

また当事者団体の代表者らで構成をいたします

関係者会議で議論を行っております。昨年11月

には第１回の関係者会議を開催いたしまして、

今後検討を行うべき様々な論点を抽出いたしま

した。 

 そして、具体的な検討といたしましては、ま

ずは来月開催をいたします第２回目の会議で、

助成対象とする障害の程度を議題として検討す

る予定であります。それに際しては県のほうか

らは、県内の手帳所持者の現状、経済的な状況

や就労状況を含め、また助成対象とすべき重度

の範囲の在り方、そして他県におきます精神障

害者保健福祉手帳制度の活用状況、こういった

ものについてデータなどをお示しいたしまして、

幅広くメンバーからの御意見をいただこうとい

うふうに考えております。 

 続けて、第３回目の会議におきましては、助

成対象とすべき医療の範囲を論点といたしまし

て、現行の助成対象であります全ての通院、入

院を精神障害にも適用するかどうか、こういっ

た点について御議論、御検討をいただこうと考

えております。 

 議員が御指摘あった点につきましては、いず

れも制度導入に向けまして大変重要な論点と考

えておりますので、関係者会議での御意見も踏

まえまして、年内の取りまとめに向けてしっか

りと検討を重ねてまいりたいと考えます。 

 続きまして、国の第７次エネルギー基本計画

に対します認識についてお尋ねがございました。 

 今回の第７次エネルギー基本計画におきまし

ては、特定の電源や燃料源に過度に依存せず、

バランスの取れた電源構成を目指していくとい

う方向性が示されました。そうした方向性の下

で、2040年度の電源構成におきまして再生可能

エネルギーが４から５割程度となり、最大電源

として位置づけられております。このことは、

2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて

引き続き再エネの主力電源化を強力に進める、

そうした方向性を示したものだというふうに受

け止めております。 

 また、原子力につきましては、2030年度と同

水準の２割程度を維持し、再エネと同様に脱炭

素効果の高い電源として、安全性の確保を大前

提に、最大限活用していくという方針が示され

ました。この点につきましては、ロシアにおき

ますウクライナ侵攻後のエネルギー安全保障に

対する要請の高まり、あるいは最近のＡＩなど

の普及に伴います電力需要の増、こういった環

境変化を踏まえたものであるというふうに理解
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をいたしております。 

 国におきましては、今後基本計画を基に、エ

ネルギーの安定供給と脱炭素の両立が図られま

すように着実に取り組んでいただくことを期待

いたします。 

 最後に、原発事故時におきます避難計画につ

いてお尋ねがございました。 

 本県は、避難計画の策定義務があります原発

から半径30キロ以内の重点区域には入っており

ませんけれども――これは伊方原発を起点とし

てということでございます――危機管理上の観

点から、万が一の事故に備えまして避難計画を

策定いたしております。この計画は、原発での

様々な事故の発生に備えたものでありますが、

南海トラフ地震では愛媛県でも最大震度７が想

定されますため、地震との複合災害も想定した

対策を盛り込んでおります。 

 本県の防護措置の考え方は、国の原子力災害

対策指針を踏まえまして、屋内退避を基本と考

えております。このため、まずは住宅や避難所

の耐震化を進めまして、家屋被害などにより住

宅での屋内退避が困難な場合には、近隣の避難

所へ避難するということといたしております。 

 また、万が一当該地域からの一時移転や避難

が必要となるような事態も視野に入れまして、

道路の寸断に備えて、道路啓開計画を踏まえま

した複数の避難ルートを設定いたしております。

このうち、伊方原発から最も近い梼原町、そし

て四万十市におきましては、隣接する市町村へ

の啓開日数が３日以内とされているルートを少

なくとも１本は確保いたしております。さらに、

避難経路の確保が困難な場合に備えまして、ヘ

リコプターでの救助も想定をした計画といたし

ております。 

 一方で、能登半島地震では多数の道路が寸断

をし、多くの孤立が発生をしたという事実もご

ざいます。この教訓も踏まえまして、第６期南

海トラフ地震対策行動計画におきましては、大

型の重機だけではなく、小型の重機も活用する

ことによりまして、道路啓開計画のバージョン

アップを図ることとしております。加えまして、

引き続き緊急用ヘリコプターの離着陸場の整備

を進めるということといたしております。 

 こうした取組により南海トラフ地震対策を充

実強化いたしまして、原子力災害の避難計画に

ついても、さらに実効性を高めてまいりたいと

考えております。 

 私からは以上であります。 

   （人口減少・中山間担当理事中村剛君登壇） 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） まず、

若者世代の都市部との家計比較についてお尋ね

がございました。 

 本県は都市部と比較すると給与水準が低い状

況にあり、東京や大阪との実収入月額の差は、

それぞれ５万3,000円と２万2,000円ほどござい

ますが、住居費などの実支出が低く抑えられる

ことから、家計全体の収支の差、いわゆる黒字

額の差は３万4,000円と１万8,000円ほどにまで

縮小いたします。 

 さらに、これを若者世代で全国比較してみる

と、直近の令和元年度、全国家計構造調査では、

30歳未満の単身世帯の場合は本県の実収入は全

国46位でございますが、実支出も46位と少なく、

家計収支自体は中位程度、全国29位になります。 

 また、子育て世代である30代前半、２人以上

世帯の場合、実収入は全国31位と中位程度、実

支出は40位と支出が少ないことから、家計収支

は10位、東京都には及ばないものの、大阪府よ

りも実際の家計収支がよいという結果になって

おります。 

 これらの若者世代は、移住先での給与水準に

注目する傾向が強いことから、今後は移住相談

会やセミナーなど、対面の機会においても若年

層の家計収支の状況について説明、あわせて移
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住ポータルサイトや、お話にありましたガイド

ブックにも掲載するなど、若い世代に訴求する

情報発信をさらに充実してまいります。 

 次に、若年女性に求められる職場と重点的に

進めるべき対策についてお尋ねがございました。 

 今年度、県内外の若年女性100人を対象に実施

したヒアリング調査では、若年女性が仕事に求

める点として、成長の機会、仕事を通じたやり

がいや楽しさ、十分な給与や育児支援制度によ

り働き続けられる安心感などが挙げられていま

す。この結果を踏まえますと、若年女性に求め

られる職場をつくるために取り組むべき対策と

して、主に３つが考えられます。 

 １つ目は、若者の所得向上でございます。若

者や女性が安心して働き続けることができると

感じられる所得を得られるようにすることが必

要であり、事業者のデジタル化による生産性向

上の取組を強力に支援するほか、無職あるいは

非正規雇用の女性を対象とした、デジタルスキ

ルの取得から就労までを一貫して支援する人材

育成プログラムも実施してまいります。 

 ２つ目は、女性活躍の環境づくりの推進でご

ざいます。女性が補助的な仕事しか任せられな

いといった企業では成長の機会が得られず、や

りがいや楽しさも感じづらいと考えられます。

このことから、事業者の女性活躍に向けた取組

を支援するコンサルタントの派遣、働く女性を

対象とした異業種交流セミナーを行ってまいり

ます。 

 ３つ目は、ワーク・ライフ・バランスの推進

や働き方改革の推進です。共働き・共育ての推

進に加えまして、男性、女性ともに子育てをし

ながらも働きやすいという環境を整備していく

ことが重要でございます。このため、テレワー

クやフレックスタイム等多様な働き方の導入に

向けたセミナー開催や、就業規則改正のための

社会保険労務士費用やコンサルティング費用へ

の支援なども行ってまいります。 

 こうした３つの対策にしっかりと取り組みま

して、女性に求められる職場づくりの実現につ

なげていきたいと考えております。 

 最後に、にぎやかな過疎の具体化についてお

尋ねがございました。 

 にぎやかな過疎の県内の例として識者から挙

げられました大川村では、地域おこし協力隊な

ど移住者の流入が続いており、これらの移住者

と地域の若者が参画する青年団や集落活動セン

ターが核となりまして、夏祭りの開催や特産品

販売などの地域に根差した活動を行い、村内外

の幅広い世代の交流の場を創出しております。 

 一方で、こうしたにぎやかな過疎の拠点とな

り得る県内の集落活動センターでは、近年高齢

化や担い手不足といった課題が顕在化しており

ます。こうした状況を踏まえまして、来年度の

中山間地域再興ビジョンでは、にぎやかな過疎

の実現を目指した関係人口創出の取組を強化ポ

イントの一つに位置づけました。 

 具体的な取組としましては、県内外の大学生

や家族連れなど田舎に関心のある方々をター

ゲットに、各センターで例えば稲刈りの手伝い

と地域住民との交流会を組み合わせたプログラ

ムを用意し、そのプログラムへの参加を移住サ

イト「高知家で暮らす｡｣などで募る新しい仕組

みを構築してまいります。 

 こうした仕組みなどによりまして、関係人口

を増加し、さらにはＵターンを含めた移住者の

増加や担い手の確保にもつなげ、活力あるにぎ

やかな過疎を実現していきたいと考えておりま

す。 

   （危機管理部長三浦謙一君登壇） 

○危機管理部長（三浦謙一君） まず、消防広域

化に関するパブリックコメントの数と内容の傾

向についてお尋ねがございました。 

 消防広域化基本構想の骨子案に対するパブ
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リックコメントは、昨年の11月29日から今年の

１月６日まで39日間実施しました。また、この

期間中に市町村と消防本部には、別途骨子案に

対する御意見を御提出いただいております。こ

れらにより得た御意見は、全て市町村や消防の

関係者から提出されたもので、全体で26通でご

ざいました。また、現在取りまとめ中ではござ

いますが、提出のあった御意見を内容に応じて

切り分けると、およそ138件になると考えており

ます。 

 この138件のうち、骨子案における組織・人事

に関する内容がスケジュールや装備といった他

の項目よりも多く、全体の３分の１程度見受け

られます。このことからしますと、消防職員自

身の処遇に関わる内容が多い傾向にございます。 

 次に、消防広域化基本計画あり方検討会への

高知県消防職員協議会の参画についてお尋ねが

ございました。 

 あり方検討会は、消防広域化基本計画を策定

するための協議や意思決定をする場として、市

町村長、消防長、消防行政など各界の有識者で

構成するようにしています。加えて、この検討

会には専門分野で議論を深めるための複数の部

会と、実務レベルでの協議を行うワーキンググ

ループを設置することとしております。 

 このうち、現場職員の声については、例えば

部会の審議会を通じてヒアリングを行う場を設

けたいと考えております。また、これまでにも

11月から１月にかけて行った骨子案の意見公募

では、既に高知県消防職員協議会や他の職員団

体からも御意見をいただいているところでござ

います。 

 こうしたことを踏まえて、あり方検討会に高

知県消防職員協議会の代表を構成員にすること

は想定しておりませんが、部会の審議会等を通

じたヒアリングにおいて御意見はお聞きしたい

と考えております。 

 次に、消防広域化における、通信指令業務の

集約や、職員の処遇の統一についてお尋ねがご

ざいました。 

 通信業務の集約や、給与制度、勤務体制など

職員の処遇については、令和10年度に広域連合

を発足させて、その後、令和15年度までに段階

的に統一することを骨子案でお示ししておりま

す。 

 消防の広域化で目指すところは、住民サービ

スに直結する現場力の強化でございますので、

骨子案では現場に振り向ける職員の確保を優先

し、まずは間接部門の統合を行うこととしてい

ます。その上で、各消防本部で異なる通信指令

業務や職員の処遇の統一については、財政面で

の合意に時間がかかることが想定されましたこ

とから、段階的に進めることとしています。 

 しかしながら、更新時期が違う通信指令シス

テムの統一が必要なこと、職員の処遇に関する

御意見が多いことなどを踏まえて、早めに検討

することは必要だと認識しているところです。

このため、これらの方向性については広域連合

の設立を待つことなく、次年度のあり方検討会

の段階から議論をスタートさせてまいりたいと

考えております。 

 次に、消防広域化における市町村の防災部署

と消防組織との関係性についてお尋ねがござい

ました。 

 災害時において消防組織は、人命救助や捜索

に加え、危険区域の警戒など、市町村の応急対

策の実施に関わる重要な役割を担っています。

また、市町村の防災部署は、災害対策本部を設

置し、被災情報を取りまとめて、消防組織など

防災関係機関との連絡調整に努める必要がござ

います。このため、消防広域化によって消防組

織と市町村において、災害予防や災害対策本部

を運営する防災部署との関係が疎遠になること

は避けなければならないと認識をしております。 
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 骨子案においては方面消防本部を設けるなど、

新たな消防組織の指揮命令系統をお示ししてお

りますが、現状の40消防署所体制は現行水準と

することとしております。また、これまで身近

な消防本部で意思決定されていたものを、地元

から離れた消防局で行われることにつきまして

は、制度の中において意思決定の権限を各署所

に与えるなどすれば、体制は維持されるものと

考えております。このことからしますと、現行

どおり災害時において市町村の防災部署と管轄

する各署所が連携して応急対策を実施すること

が可能であると考えております。 

 また、日頃は防災会議等への参画や合同防災

訓練の開催などを通じて、これまでどおりの関

係性は維持できるものと考えておりますが、今

後もあり方検討会といった協議の場などを通じ

て、丁寧に議論は行ってまいります。 

 次に、消防広域化における消防指令システム

のコストと更新時期の想定についてお尋ねがご

ざいました。 

 消防指令システムは、県１の消防広域化に伴

い、一元的な指令業務を行うことができるよう

に、新たに集約してシステム整備を行うことと

なります。このシステムの整備コストについて

は、現時点では積算に至ってはおりません。し

かしながら、消防本部がこれまでどおりに個別

にシステムを更新するよりも、集約することの

スケールメリットを生かして、費用を削減でき

るといった大きな財政効果が見込めると考えて

おります。この財政効果については、来年度に

行うシミュレーションにおいて、個別にシステ

ムを更新するコストと集約化によるコストを比

較して、あり方検討会などでお示ししたいと考

えております。 

 また、消防指令システムの更新時期について

は、一般的に10年程度と見込まれており、県内

の消防本部においても、これを目安にそれぞれ

更新していると承知をしております。このこと

からしますと、広域化後のシステム更新も10年

程度になるものと考えております。 

 次に、即時応援県に関する災害訓練や人事交

流などの取組についてお尋ねがございました。 

 総務省は、南海トラフ地震における応急対策

職員派遣制度アクションプランを今月12日に公

表しました。このアクションプランでは、南海

トラフ地震の発生時に応援職員を速やかに派遣

する即時応援県の組合せを定めております。こ

の中で、本県には島根県と秋田県から応援職員

が派遣されることとされています。 

 他方で、中四国地方の９県では、災害発生時

の広域支援に関する協定を平成７年に締結して

おります。９県を４つのグループに分け、災害

発生時には同じグループ内の県が直ちに支援を

行うこととしており、本県は島根県と山口県が

カウンターパート県になっております。この協

定の実効性を確保するため、毎年の会議や訓練

の視察などを通じて顔の見える関係を構築して

おりますほか、山口県とは防災担当課との人事

交流も行っているところです。 

 こうした取組を踏襲しつつ、新たなアクショ

ンプランが策定されたことを受けまして、今後

は島根県や秋田県ともさらなる取組を進めてま

いりたいと考えております。具体的には、人事

交流を検討いたしますほか、本県で実施する訓

練への参加や受援体制の構築、本県への進出経

路の検討などを考えております。 

 これらの取組を通じて、島根県や秋田県から

の応援職員の派遣や受入れが円滑に運用できる

よう、３県の連携を強化してまいります。 

 次に、避難所における要配慮者支援ガイドの

改定についてお尋ねがございました。 

 南海トラフ地震が発生した際、避難所には障

害や病気のある方、御高齢の方など、避難生活

に配慮が必要な要配慮者も避難されます。その
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ため県では、避難所運営に携わる方が要配慮者

の特性や困り事を理解し、必要に応じて手助け

できるよう、対応方法などをまとめた支援ガイ

ドを作成しております。 

 一方、議員から御提案のありました外国人に

ついては、昨年６月末時点で県内在住者が6,300

人を超える程度まで増加してきております。こ

のことは、言葉の壁や文化、習慣などへの配慮

を踏まえますと、支援ガイドへの追加が必要な

状況になっていると考えられます。このため、

高知県国際交流協会などを通じて県内在住の外

国人から御意見もお伺いした上で、来年度中に

は支援ガイドの改定を行ってまいります。 

 そのほか、多様な避難者への対応についても、

新たに課題が見つかるなど、追加が必要な際に

は、適宜支援ガイドに反映してまいります。 

 次に、広域避難所への資機材や備蓄品の事前

整備についてお尋ねがございました。 

 南海トラフ地震が発生した際、津波や長期浸

水などにより避難所の数が不足する市町村にお

いては、市町村域を越えた広域避難が必要とな

ります。そのため、県と市町村で作成した広域

避難計画では、資機材や備蓄品について、避難

元となる市町村が避難者の移送の際などに持ち

込むことを原則としております。一方で、市町

村間において広域避難に関する個別協定が進ん

だことにより、避難先の候補となる施設へ資機

材などを事前に準備していくことについても協

議が進んでいます。 

 このことを踏まえて、広域避難計画について

は、必要となる資機材などをあらかじめ避難先

に整備しておくことも可能とする内容で、来年

度中には改定を行ってまいりたいと考えており

ます。加えて、広域避難所への資機材などの整

備に当たっては、県の地域防災対策総合補助金

が活用できることを、計画の改定に併せて改め

て市町村に周知してまいります。 

 最後に、災害ケースマネジメントの実施計画

の作成支援についてお尋ねがございました。 

 災害ケースマネジメントの取組は、県の手引

に基づき、市町村が実施計画の作成を進めるこ

ととしており、第６期行動計画でも位置づける

ようにしております。この行動計画に基づき、

まずは来年度に県内６つの市町村で先行して実

施計画の作成に取り組み、その後、他の市町村

にノウハウを横展開していくこととしておりま

す。 

 作成に当たっては、重層的な支援に向けて、

市町村の部署を防災や福祉に限定するのではな

く、全ての部署に関わっていただきたいと考え

ております。このため、先行して作成を進める

市町村においては、新たに参加する部署に、ま

ずは災害ケースマネジメントの基本的な理解を

していただけるよう勉強会を開催してまいりま

す。 

 また、市町村では福祉担当部署を中心に、複

雑化した生活課題を抱える方を複数の支援機関

が包括的に支援を行える体制づくりを進めてい

ますので、この取組と連携をしていきたいと考

えています。具体的には、この包括的な支援体

制に弁護士や建築士といった専門家にも加わっ

ていただき、市町村の職員と関係を築いていた

だくとともに、計画づくりに対してアドバイス

をいただきたいと考えております。 

 こうした取組を行う中においては、総合防災

対策推進地域本部の職員も技術的なアドバイス

を行い、実効性のある計画となるよう市町村を

支援してまいります。 

   （子ども・福祉政策部長西森裕哉君登壇） 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） まず、

災害中間支援組織の検討状況や今後の見通しに

ついてお尋ねがございました。 

 災害中間支援組織は、被災地の多様なニーズ

に応じて専門性を発揮しながら支援活動を行う
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ＮＰＯ等の受援を調整する組織であり、国の防

災基本計画において都道府県による育成強化が

求められているものです。 

 他県では、災害支援活動を行っているＮＰＯ

を中心に設置をされていますが、本県にはこの

ようなＮＰＯが見られません。このため、今年

度から内閣府のモデル事業を活用して、本県に

おける中間支援組織の在り方を関係機関と共に

検討してまいりました。 

 その中で高知県社会福祉協議会が構築に取り

組んでいる県内ＮＰＯ等の災害時のネットワー

クとこの災害中間支援組織との連携について、

協議を進めてきたところです。その結果、県と

県社協、ネットワークの中核団体が協働して災

害中間支援組織を運営することが適当ではない

かといった方向性が見えてまいりました。 

 しかしながら、運営する人材の確保などの課

題もあるため、次年度も内閣府のモデル事業を

活用して、県内ＮＰＯ等を対象とした研修を実

施するなど、運営の中心となる人材の育成を進

めます。あわせて、災害支援の実績がある専門

性を持ったＮＰＯと様々な機会を捉えて交流を

重ね、発災時に円滑に連携できるよう、顔の見

える関係づくりに努めてまいります。 

 次に、要配慮者の避難対策の見直しに関する

最終報告書に、福祉避難所退所後の対応や、要

配慮者に対応した仮設住宅の建設などの課題も

盛り込むべきではないかとのお尋ねがございま

した。 

 本県では、令和６年９月時点で福祉避難所へ

の想定避難者数１万5,403人に対し、248施設、

１万584人分の福祉避難所が指定されています。

しかし、これらの想定避難者数や避難可能人数

については、各市町村で考え方に差があること

に加え、要介護度や障害種別など、要配慮者の

特性ごとの分析も不十分な状況です。このため、

特性に合わせた適切な避難先の確保や、必要な

支援の検討が十分にできておりません。 

 こうしたことから、有識者による検討会を立

ち上げ、まず初めに想定される避難者の特性ご

との人数や福祉避難所の受入れ可能人数の状況

を詳細に分析してまいります。次に、市町村に

おいてこうした人数の精査を行い、さらに課題

を整理した上で、具体的な避難対策を検討いた

だく予定です。 

 これらの検討には一定の時間がかかることが

想定されますことから、本検討会では、まずは

令和８年度をめどに適切な避難先の確保や必要

な支援などについて報告書をいただきまして、

議員から御指摘のありました福祉避難所退所後

の対応などの視点については、引き続き検討を

重ねてまいります。 

 最後に、重度心身障害児・者医療費助成事業

に精神障害のある方を含めることについて、関

係者会議の検討を通じた助成制度の早期の実現

についてお尋ねがございました。 

 精神障害のある方の厳しい状況については、

昨年11月の第１回会議でも改めて当事者団体か

ら実例をお聞きしており、助成制度導入に向け

た検討を着実に進める必要があると考えており

ます。 

 関係者会議の今後のスケジュールとしまして

は、３月に開催する第２回以降、おおよそ２か

月に１回のペースで、三、四回程度開催する予

定としております。この会議を通じて、助成対

象の範囲などについて検討を重ねるとともに、

制度導入に伴う財政負担の規模などについて実

施主体である市町村と合意形成を図り、本年中

に制度改正案を取りまとめることを目指してま

いります。 

   （文化生活部長池上香君登壇） 

○文化生活部長（池上香君） 外国人の防災訓練

への参加についてお尋ねがございました。 

 県内在住の外国人は年々増加しており、昨年
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６月末現在で6,300人を超え、今後さらに増える

ことが見込まれます。こうした中、外国人の方々

が安心して暮らすことができる環境づくりの一

環として、近い将来に発生が予想されている南

海トラフ地震に備え、地域の防災訓練に外国人

の方々が参加することは大変重要であると考え

ています。 

 県内では、お話のありました下知地区のほか、

例えば土佐市宇佐地区で行われた防災訓練では、

市がやさしい日本語のチラシを作成し、監理団

体や事業者を通じて配布することで、約20人の

技能実習生の方が参加されたとお聞きしていま

す。また、安芸市川北地区では、地区の運動会

や地域日本語教室などを通じて、日頃から地域

住民と在住外国人との交流が活発に行われてい

ることが、外国人の方の防災訓練への参加につ

ながったとお伺いしています。 

 県としましては、まずはこうした先行事例を、

市町村を対象にした出前防災講座や危機管理担

当者会などの機会を通じて共有することで、各

地域で外国人へのアプローチ方法などの検討が

進むよう取り組んでまいります。また、来年度

は地域住民と外国人との交流の場づくりなどに

取り組む市町村への補助制度を創設することと

しており、こうした制度により、外国人の防災

訓練への参加促進を後押ししていきたいと考え

ています。 

 今後、南海トラフ地震への対応を含め、県内

各地域で外国人の方々が安心して暮らせる環境

整備を促進し、国籍にかかわらず、お互いが理

解し、尊重し合える多文化共生社会が実現する

よう、市町村と連携して取り組んでまいります。 

   （土木部長横地和彦君登壇） 

○土木部長（横地和彦君） まず、応急仮設住宅

の建設候補地となる民有地の情報についてお尋

ねがございました。 

 応急仮設住宅の民有地情報の把握につきまし

ては、第５期高知県南海トラフ地震対策行動計

画の目標であります460ヘクタールに対し、市町

村と連携した取組によりまして590ヘクタールの

民有地情報を把握しております。また、県内を

大きく安芸、中央、高幡、幡多の４つの圏域に

分けた場合でも、各圏域におきまして必要とな

ります用地面積の情報を把握しております。 

 一方で、応急仮設住宅の建設候補地の選定に

当たりましては、災害リスクの有無に加えまし

て、電気、水道といったライフラインの供給の

可否や建設資材の搬入の可否など、様々な要素

を勘案して整理を進めていく必要がございます。 

 現在、こうした災害リスクに加えまして、イ

ンフラ情報等の諸条件の情報を収集している段

階にあります。県といたしましてはこれらの情

報を基に、応急仮設住宅にふさわしい候補地の

優先順位づけを行い、少しでも安全性の高い用

地を候補地として選定できるよう、引き続き市

町村と連携をして取り組んでまいります。 

 次に、２階建ての仮設住宅の提供及び公的な

住宅としても使えるものとしての検討について

お尋ねがございました。 

 仮設住宅を供給する際は、被災地の状況に応

じて迅速かつ大量に供給し、避難所生活の早期

解消を図ることに適しているプレハブ型や、建

設に一定の時間は要するものの恒久的な使用に

適している木造の仮設住宅など、それぞれの特

徴を生かし適切に供給することが望ましいと考

えております。 

 今回被災した石川県におきましては、議員か

らもお話がございましたように、従来のプレハ

ブ型などの整備手法のほかにも、仮設住宅の入

居期間終了後に公的住宅に転用することを基本

とした、２階建ての木造仮設住宅も整備されて

いるということは承知をしております。県とい

たしましても、被災者の負担を少しでも軽減す

るために、被災後から安定して住まうことがで
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きる住宅を提供することは重要と考えておりま

す。 

 一方で、このような恒久的な使用には、その

用地の災害リスク、ライフラインの整備状況に

加えまして、用地に一定の広さがあること、継

続的な使用が可能であることなどの諸条件を満

たすことが必要であり、応急仮設住宅の整備よ

りも用地に対する制約が大きくなります。こう

した条件を満たす用地が確保できる場合には、

２階建ての木造仮設住宅といった恒久的な使用

も可能な住宅を市町村が地域の実施を踏まえた

上で選択できるよう、石川県の事例なども参考

に、引き続き研究をしてまいりたいと考えてお

ります。 

   （林業振興・環境部長西村光寿君登壇） 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） 再生可能

エネルギーで県内消費電力のどれだけの割合を

賄うことを目指していくのか、お尋ねがござい

ました。 

 県内の再生可能エネルギーによる年間発電量

は、2021年度末時点で37億6,700万キロワットア

ワーと推計されます。同じ年度の電力消費量は

35億9,600万キロワットアワーであり、数字上で

見れば、発電量が消費量を上回っている状況で

ございます。 

 しかしながら、県内の再エネで発電した電力

の多くは、現在県外の電力会社などに売電をさ

れており、発電した電力が全て県内に供給され

ているわけではございません。このため、自治

体が参画をする地域新電力会社の設立や安定的

な経営を後押しすることで、再エネで生み出し

た電力を地域内で活用する仕組みを広げてまい

ります。 

 また、エネルギーの自給率向上には省エネの

推進に加え、本県の豊かな自然資源を生かした

再エネのさらなる導入拡大に取り組む必要もご

ざいます。そのため、来年度エネルギーの地消

地産に資する新たな施策の検討に着手をいたし

ます。 

 これらの取組を着実に進めるとともに、技術

革新なども積極的に取り入れ、将来的に県内消

費電力をできる限り再生可能エネルギーで賄う

姿を目指してまいりたいと考えています。 

○31番（坂本茂雄君） それぞれにありがとうご

ざいました。第２問をさせていただきたいと思

います。 

 １つは、４Ｓプロジェクトの代表的なプロジェ

クトと言われる消防広域化の問題です。これか

ら具体的には、先ほど言われたように、来年度

からのあり方検討会で議論をしていくことによっ

て、課題とか、そういったものの、今想定して

いるもの以上にも課題が出てくるかもしれませ

んし、その課題をじゃあどうやって解決してい

くのかというような議論につながると思うんで

すね。 

 例えば、議論の中でも出されていました間接

部門を集約して、それをいわゆる直接部門に充

てていくというようなお話もありましたけれど

も、そのいわゆる間接部門と称される業務を、

直接部門の消防職員が兼務で行っているという

消防本部も結構あるわけですね。じゃあそうい

うところで、広域化によって捻出される余剰人

員って極めて限定的になるだろうというふうに

思うわけで、そういった意味では、しかも広域

化によって新たな事務局業務も発生しますし、

単に間接部門のスリム化による余剰人員が充て

れるということにもなかなかなりにくい。さら

には、直接部門でも15消防本部で２交代制と３

交代制の勤務が混在している中で、じゃあ３交

代にしていくのであれば、職員数を現在より増

やさなければならないとか、そんな課題ってた

くさんあると思うんですね。やっぱり現場の方

はそのことを一番心配されているだろうと思う

んです。 
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 ですから、今知事をはじめ執行部が想定して

いる以上に課題は大きいものがあるだろうと思

うんで、やっぱりそこを、現場の声をしっかり

聞いていくというような仕組みをぜひつくって

いただきたいと思うんですよ。例えば、さっき

言われたように、あり方検討会に入れることが

できなければ、それでも、じゃあ例えばヒアリ

ングという形ではなくて、ワーキンググループ

に入れるとか、そういうふうなことでもできな

いのか、その辺についてもう一度ちょっと危機

管理部長にお聞きしたいというふうに思います。 

 知事が提案説明の中で言われた、その地域に

必要な消防力を将来にわたって確保するために

は、県内の常備消防組織を一本化することが最

も有効と、最も有効とまで言い切られているわ

けですよ。本当にそこまで言い切れるのかどう

か、改めて知事の考え方をお聞きしたいと思い

ます。 

 それと、知事あるいは部長からもお答えがあっ

た、精神障害者の方たちに対する医療費助成制

度の問題ですけれども、これから第２回目の――

私第１回の検討会も傍聴しました。第２回目の

検討会もあるわけですけれども、その知事が言

われた他県の活用状況とか、そういったものも

議論しながら、障害程度が論点になってくるだ

ろうと言われていますが、逆に他県で言えば、

まだまだ障害程度による区分が残っているわけ

ですね。 

 ただ、高知県は今、他県と比べて残り６県、

全国で取り入れていないところなんですよ。今

回それが取り入れようとするんであれば、まさ

にここに全国初、日本一の制度を取り入れてく

ださいよ、知事、笑っていますけれどね。結局、

４Ｓプロジェクトで全国初、日本一というのを

目指すんであれば、こんな生きづらい県民が生

きやすくなるような制度にこそ、全国初、日本

一の制度を入れて、高知県はこういうこともし

ながら、また一方で賢く縮小する上では県民に

不安をもたらさないように議論をしていくんで

すよというような姿勢を示していただきたいと

いうふうに思いますが、その辺について知事の

お考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 もう一つ、支援制度の関係で、確かに言われ

ましたように、自助の問題、保険の問題とか、

あるいは耐震化をしておくというような問題が

一方であるということなんですけれども、ただ

この被災者生活再建支援法、先ほど言われた中

規模半壊とか、そういったところへ拡大したの

は最近ですけれども、この上限の300万円という

のは、2004年に引き上げられてから、それ以降

引き上げられていないんですよ。今の物価高の

状況とかいうことを考えたら、当然もう引き上

げられてもいいはずなんですね。さらに、その

ことによって県の負担が心配であれば、その際

に併せて制度の中で国の負担割合を増やしても

らうような、そんなことも含めて要望していく

というようなこともあるんではないかなという

ふうに思いますんで、そのことも知事にお聞か

せいただきまして、第２問とします。 

○危機管理部長（三浦謙一君） 高知県消防職員

協議会の参画ということでの御意見だと思いま

す。あり方検討会についての話なんですけれど

も、３階層で検討していく、先ほどのお話であ

れば下の端のワーキンググループに入れてくれ

ないかという話での御質問だったかと思います。 

 その点ですけれども、基本的にあり方検討会

というのは、消防広域化基本計画を策定すると

いうところでの内容を練っていくと、協議を進

めるということで、基本的な概念としては考え

ております。それともう一点、課題等について、

例えばお受けしたときに直ちにその場でお答え

が全てできるわけではないということもござい

ますんで、そういうことを考えますと、いろん

な形でＱ＆Ａでお答えをするとかいうことも考
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えられると思います。それと、これはなかなか

難しい課題なんですけれども、１か所入れると

もうどこまで入れるのかみたいな話も１つ大き

な課題がございます。 

 こういった３つのことを総合的に考えて、や

はり御意見はしっかりと丁寧にお聞きして、お

答えも丁寧にお答えをしていくということを考

えたときに、やはりその意見を吸い上げる場と

いうところで、別に設けたヒアリングの場でで

きれば対応していきたいというふうに考えてお

ります。 

○知事（濵田省司君） 坂本議員の２問目の御質

問にお答えいたします。 

 １点目が消防の広域化で、全県一本化が最も

有効という考え方、変わりはないかということ

でございます。 

 これは極めてシンプルな話でございまして、

今15ある消防本部を段階的に統合を考える選択

肢はあるんではないかという議論があります。

ただ、スケールメリットということを考えまし

た場合には、今お話ありましたように、県内消

防本部、大変小規模な本部、多うございますの

で、できるだけ大きな形で束ねて、これを間接

部門の集約をして現場に回すということから考

えますと、土俵は広ければ広いほどがよいとい

う意味において、例えば段階的に３分の１ずつ

ということではなくて、全体を１本ということ

で実施をするというのが一番有効ではないかと。

段階的にやるというのは、かえって統合につい

ていろんなコストがかかりますので、コスト倒

れになる可能性のほうがかなり高い、やるなら

１本でやるということが一番スケールメリット

が利くという意味で、現在でもそれは妥当して

いると私としては思っております。 

 それから、２点目といたしまして、障害者医

療費助成制度についてであります。 

 既にお話ありましたように、他県におきまし

てもかなり一般化している制度ということでご

ざいますので、様々なそういった状況も勘案を

してということでございますが、これそのもの

は人口減少と直結する話ではございませんので、

全国初とは必ずしも申しませんが、いろんなお

話聞く中で、専門家の知見等々、そういったこ

とを踏まえながら、県において高知県独特の新

しい問題があるというようなことが状況として

ありましたら、それに応じてどういう新しいこ

とを考えていくのかという視点で、これは検討

していくべき問題ではないかというふうに考え

ます。 

 それから、３点目でございますが、被災者生

活再建支援法の問題についてであります。 

 お話ありましたような物価に応じての変動と

いうことはどうかということに関しましては、

これはある意味、定期的に県で積み立てており

ます基金の残高がどうかというところから、積

み増しが必要であるかないか、定期的に知事会

において議論がされるということでありますの

で、そうした中で議論をしていく問題というこ

とだろうというふうに思います。 

 ただ、国との関係で申しますと、私といたし

ましては、特に東日本大震災のように大規模な

災害が起きまして、非常に多くの再建の需要が

あったというときには、これを国と県の折半の

ルールでいきますと、県の負担が非常に多くな

りますから、東日本の震災のときには国の負担

割合を格段に上げたというような前例がござい

ます。 

 こういった前例も踏まえて、特に大規模災害

への対応ということを考えますと、この国の負

担割合を大幅に増やしまして、県の負担軽減を

図るべきだと、この点はかねて申し上げている

とおりでありますし、お聞きしますと、国会で

議員立法の形でこの改正を図るような動きもあ

るようでございますので、そうした局面におき
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まして、一義的には特に制度の大幅な充実とい

うことであれば、国の財政負担を基本に検討さ

れるべきだという立場から物を申していきたい

というふうに思っております。 

○31番（坂本茂雄君） もう時間がありませんの

で、一言だけ申し添えておきます。 

 この４Ｓプロジェクトにしても、この消防の

県１広域化の問題にしても、さらには精神障害

の方の医療費助成問題にしても、現場の声、こ

れを大事にしていただきたい。そのことをお願

いして、終わりにしたいと思います。ありがと

うございました。（拍手） 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、本日の議事

日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。明３月１日から３日まで

の３日間は議案精査等のため本会議を休会し、

３月４日から再開いたしたいと存じますが御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、さよう決しました。 

 ３月４日の議事日程は、議案に対する質疑並

びに一般質問であります。開議時刻は午前10時、

本日はこれにて散会いたします。 

   午後５時６分散会 
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       ２番  戸 田 宗 崇 君 

       ３番  上 治 堂 司 君 

       ４番  桑 鶴 太 朗 君 

       ５番  土 森 正 一 君 

       ６番  槇 尾 絢 子 君 

       ７番  久 保 博 道 君 

       ８番  上 田 貢太郎 君 

       ９番  今 城 誠 司 君 

       10番  金 岡 佳 時 君 

       11番  下 村 勝 幸 君 

       12番  田 中   徹 君 

       13番  土 居   央 君 

       14番  横 山 文 人 君 

       15番  西 内 隆 純 君 

       16番  加 藤   漠 君 

       17番  弘 田 兼 一 君 

       18番  明 神 健 夫 君 

       19番  三 石 文 隆 君 

       20番  畠 中 拓 馬 君 

       21番  依 光 美代子 君 

       23番  武 石 利 彦 君 

       24番  西 森 美 和 君 

       25番  寺 内 憲 資 君 

       26番  西 森 雅 和 君 

       27番  䬢 口 秀 洋 君 

       28番  岡 田 竜 平 君 

       29番  田 所 裕 介 君 

       30番  橋 本 敏 男 君 

       31番  坂 本 茂 雄 君 

       32番  は た   愛 君 

       33番  細 木   良 君 

       34番  岡 田 芳 秀 君 

       35番  岡 本 和 也 君 

       36番  中 根 佐 知 君 

       37番  塚 地 佐 智 君 

欠 席 議 員 

       な   し 

 

―――――――――――――――― 

 

説明のため出席した者 

  知     事  濵 田 省 司 君 

  副  知  事  井 上 浩 之 君 

  総合企画部長  松 岡 孝 和 君 

           中 村   剛 君 

  総 務 部 長  清 水   敦 君 

  危機管理部長  三 浦 謙 一 君 

  健康政策部長  中 嶋 真 琴 君 

           西 森 裕 哉 君 

  文化生活部長  池 上   香 君 

           合 田 和 穂 君 

  商工労働部長  岡 田 忠 明 君 

           小 西 繁 雄 君 

  農業振興部長  松 村 晃 充 君 

           西 村 光 寿 君 

  水産振興部長  濱 田 美和子 君 

  土 木 部 長  横 地 和 彦 君 

  会 計 管 理 者  田 村 敬 子 君 

  公営企業局長  澤 田 昌 宏 君 

  教  育  長  長 岡 幹 泰 君 

  人 事 委 員 長  門 田 純 一 君 

           笹 岡   浩 君 

  公 安 委 員 長  刈 谷 敏 久 君 

  警 察 本 部 長  髙清水 善 弘 君 

  代表監査委員  五百藏 誠 一 君 

           岡 林 秀 典 君 

子 ど も ・ 
福祉政策部長 

産 業 振 興 
推 進 部 長 

観 光 振 興 
スポーツ部長 

林 業 振 興 ・ 
環 境 部 長 

人 事 委 員 会 
事 務 局 長 

監 査 委 員 
事 務 局 長 

理事（人口減少・ 
中 山 間 担 当 ）



 令和７年３月４日 

－92－ 

 

  選挙管理委員長  田 中 庄 司 君 
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事務局職員出席者 

  事 務 局 長  中 島 勝 海 君 

  事 務 局 次 長  梅 森   実 君 

  議 事 課 長  飯 田 志 保 君 

  政策調査課長  溝 渕 松 男 君 

  議事課長補佐  松 岡 宏 尚 君 
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  主     査  宮 﨑 由 妃 君 
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議 事 日 程（第３号） 

   令和７年３月４日午前10時開議 

第１ 

 第 １ 号 令和７年度高知県一般会計予算 

 第 ２ 号 令和７年度高知県収入証紙等管理特

別会計予算 

 第 ３ 号 令和７年度高知県給与等集中管理特

別会計予算 

 第 ４ 号 令和７年度高知県旅費集中管理特別

会計予算 

 第 ５ 号 令和７年度高知県用品等調達特別会

計予算 

 第 ６ 号 令和７年度高知県会計事務集中管理

特別会計予算 

 第 ７ 号 令和７年度高知県県債管理特別会計

予算 

 第 ８ 号 令和７年度高知県土地取得事業特別

会計予算 

 第 ９ 号 令和７年度高知県国民健康保険事業

特別会計予算 

 第 10 号 令和７年度高知県災害救助基金特別

会計予算 

 第 11 号 令和７年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計予算 

 第 12 号 令和７年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計予算 

 第 13 号 令和７年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計予算 

 第 14 号 令和７年度高知県農業改良資金助成

事業特別会計予算 

 第 15 号 令和７年度高知県県営林事業特別会

計予算 

 第 16 号 令和７年度高知県林業・木材産業改

善資金助成事業特別会計予算 

 第 17 号 令和７年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計予算 

 第 18 号 令和７年度高知県港湾整備事業特別

会計予算 

 第 19 号 令和７年度高知県高等学校等奨学金

特別会計予算 

 第 20 号 令和７年度高知県流域下水道事業会

計予算 

 第 21 号 令和７年度高知県電気事業会計予算 

 第 22 号 令和７年度高知県工業用水道事業会

計予算 

 第 23 号 令和７年度高知県病院事業会計予算 

 第 24 号 令和６年度高知県一般会計補正予算 

 第 25 号 令和６年度高知県収入証紙等管理特

別会計補正予算 

 第 26 号 令和６年度高知県旅費集中管理特別

会計補正予算 

 第 27 号 令和６年度高知県用品等調達特別会

計補正予算 

 第 28 号 令和６年度高知県会計事務集中管理

特別会計補正予算 

 第 29 号 令和６年度高知県県債管理特別会計

補正予算 

 第 30 号 令和６年度高知県土地取得事業特別

会計補正予算 
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 第 31 号 令和６年度高知県国民健康保険事業

特別会計補正予算 

 第 32 号 令和６年度高知県災害救助基金特別

会計補正予算 

 第 33 号 令和６年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計補正予算 

 第 34 号 令和６年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計補正予算 

 第 35 号 令和６年度高知県県営林事業特別会

計補正予算 

 第 36 号 令和６年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計補正予算 

 第 37 号 令和６年度高知県港湾整備事業特別

会計補正予算 

 第 38 号 令和６年度高知県高等学校等奨学金

特別会計補正予算 

 第 39 号 令和６年度高知県流域下水道事業会

計補正予算 

 第 40 号 令和６年度高知県病院事業会計補正

予算 

 第 41 号 高知県一時保護施設の設備及び運営

に関する基準を定める条例議案 

 第 42 号 こうちグローバル人材育成基金条例

議案 

 第 43 号 高知県職員等こころざし特例基金条

例の一部を改正する条例議案 

 第 44 号 職員の旅費に関する条例の一部を改

正する条例議案 

 第 45 号 職員の育児休業等に関する条例及び

高知県獣医師修学資金貸与条例の一

部を改正する条例議案 

 第 46 号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例等の一部を改正する条例議

案 

 第 47 号 職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例議案 

 第 48 号 高知県住民基本台帳法施行条例及び

高知県行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用並

びに特定個人情報の利用及び提供並

びに個人番号カードの利用に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 49 号 高知県軽費老人ホーム等の設備及び

運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例議案 

 第 50 号 高知県立県民文化ホールの設置及び

管理に関する条例の一部を改正する

条例議案 

 第 51 号 高知県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例議案 

 第 52 号 高知県立県民体育館の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例

議案 

 第 53 号 高知県浄化槽保守点検業者の登録に

関する条例の一部を改正する条例議

案 

 第 54 号 高知県宅地建物取引業法関係手数料

徴収条例の一部を改正する条例議案 

 第 55 号 高知県建築士法施行条例の一部を改

正する条例議案 

 第 56 号 高知県建築基準法施行条例の一部を

改正する条例議案 

 第 57 号 高知県手数料徴収条例の一部を改正

する条例議案 

 第 58 号 職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例の一部を改正する条例

議案 

 第 59 号 高知県認定こども園条例の一部を改

正する条例議案 

 第 60 号 高知県立香北青少年の家の指定管理

者の指定に関する議案 

 第 61 号 権利の放棄に関する議案 

 第 62 号 県有財産（教学機器）の取得に関す
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る議案 

 第 63 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 64 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 65 号 包括外部監査契約の締結に関する議

案 

 第 66 号 日高特別支援学校寄宿舎改築建築主

体工事請負契約の締結に関する議案 

 第 67 号 国道441号防災・安全交付金（口屋内

トンネル（Ⅱ））工事請負契約の一部

を変更する契約の締結に関する議案 

 第 68 号 和食ダム本体建設工事請負契約の一

部を変更する契約の締結に関する議

案 

 第 69 号 県道の路線の認定に関する議案 

 報第１号 高知県が当事者である訴えの提起の

専決処分報告 

第２ 一般質問 

   （３人） 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時開議 

○議長（加藤漠君） これより本日の会議を開き

ます。 

 

――――  ―――― 

 

質疑並びに一般質問 

○議長（加藤漠君） 直ちに日程に入ります。 

 日程第１、第１号「令和７年度高知県一般会

計予算」から第69号「県道の路線の認定に関す

る議案」まで及び報第１号「高知県が当事者で

ある訴えの提起の専決処分報告｣､以上70件の議

案を一括議題とし、これより議案に対する質疑

並びに日程第２、一般質問を併せて行います。 

 26番西森雅和議員。 

   （26番西森雅和君登壇） 

○26番（西森雅和君） おはようございます。通

告に従いまして、公明党を代表して知事はじめ

執行部に質問をいたします。 

 初めに、知事の政治姿勢についてであります。 

 知事は、今議会の提案説明で４Ｓプロジェク

トの推進を打ち出されました。県内の総人口が

減少する中、状況にうまく適応し、効率的で持

続可能な社会と県民生活の質の向上を図ること

を目指して、賢く縮む「４Ｓプロジェクト」の

取組を推進するというものであります。 

 提案説明では、プロジェクトの眼目は、真に

必要なサービスはより伸ばし、充実させていく、

その一方で、無駄や重複する部分を省き簡素な

手法に変えていく、そして縮小していくとし、

県の積極的な関与が必要な分野については、重

点プロジェクトとして予算や組織体制の編成を

通じて、県の経営資源を重点的に投入するとし

ています。 

 私は、県がこうした取組を行っていくことを

理解する反面、表に出し過ぎることに心配もあ

ります。それは県民から、県が関与しない事業

や縮小する事業は、縮んでいく事業として捉え

られはしないか、またそれが県民のやりがいの

減少につながっていくのではないか、貧すれば

鈍することとなりはしないかということであり

ます。 

 そこで、県行政として４Ｓプロジェクトを進

めていくために、県としてどのような考え方を

基として事業を縮小していくのか、明確な考え

方を示すべきであると思いますし、県民への説

明責任を果たしながら進めていかなければなら

ないと考えますが、知事の御所見をお伺いいた

します。 

 さて、石破首相は、昨年12月の第１回防災立

国推進閣僚会議で、世界有数の災害発生国であ
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る我が国において、頻発する災害から国民の生

命、身体、財産を守り抜くのは国家の使命であ

ると述べ、人命・人権最優先の防災立国を確立

すると訴えました。そして、政府は2026年度に

防災庁を創設するための準備を現在進めていま

す。今、政府において防災の中心的役割を担っ

ている部署は内閣府の防災部局でありますが、

さらなる防災対応の総合管理機能を持つ行政機

関、いわゆる司令塔として防災庁を設置すると

いうことであります。 

 私ども公明党は、30年前の阪神・淡路大震災

の直後に緊急提言を行っています。その提言で

は、アメリカの連邦緊急事態管理庁、いわゆる

ＦＥＭＡのような危機管理に関する常設の総合

的、一元的な行政機関となる日本版ＦＥＭＡの

創設を求めていました。それがようやく形にな

るところまで来たと思っています。 

 現在、政府は政府関係機関の地方への移転を

進めようとしています。災害対策の総合管理機

能を持つ防災庁が南海トラフ地震が想定される

地域に設置されれば、その存在は地域における

迅速かつ効率的な対応を可能としますし、その

地域全体の防災力の強化にもつながります。 

 そこで、知事に、高知県として防災庁の誘致

をしてはどうかと考えますが、御所見をお伺い

いたします。 

 次に、災害時における中小企業支援について

伺います。 

 南海トラフ地震の発生確率は高まり、自然災

害が激甚化、頻発化する中、県民生活と併せて

各企業においても自然災害のリスクは顕在化し

ています。こうした中、各企業においては事業

継続計画、いわゆるＢＣＰの策定を進めている

ところでありますが、中小零細企業においては

なかなか進んでいないという現状もあります。 

 そこで、危機管理部長に伺いますが、県内企

業のＢＣＰ策定に向けた今後のさらなる取組に

ついてお聞きをいたします。 

 先日、建設事業者の方にＢＣＰ策定について

の話を伺いました。建設事業者のＢＣＰの認定

に関しては、総合評価の点数が加算されること

から大変厳しい審査がされているということで

あります。審査の過程で厳しく言われるがゆえ

に、ＢＣＰの認定を途中で投げ出してしまう事

業者もあると聞きます。建設事業者は他業種の

事業者のＢＣＰ策定と違う位置づけのＢＣＰに

なっているように感じます。 

 そこで、土木部長に建設事業者のＢＣＰ策定

に関する基本的な考え方と、ＢＣＰ策定に向け

た支援についてお聞きをいたします。 

 各企業、とりわけ中小零細企業が、実際に大

規模な地震や風水害などの自然災害に遭ったと

きに最も困ることは資金繰りであります。損害

保険への加入などによって対応する場合もある

と思われますが、操業再開には一定の時間がか

かります。また、自分の会社では解決できない

輸送網の寸断などのインフラ被害や、取引先や

顧客などが被災することによって資金繰りが厳

しい状況になることも想定されます。被災した

企業への資金繰り支援は、企業経営はもちろん、

従業員を守り、地域経済の活力を維持すること

にもつながります。 

 国においては災害救済法が適用となった場合、

セーフティーネット保証４号が発動されますが、

災害発生から国の発動まで日数を要することも

あります。さらに、局地的な大雨などにより被

災した場合は、セーフティーネット保証４号が

発動されない可能性も考えられます。 

 高知県としては、現在自然災害時の災害対策

特別支援融資制度として、災害復旧融資と災害

対策特別融資の２つの制度があります。災害復

旧融資の融資対象者は、県内において指定事業

を営む中小企業で、自然災害により事業用資産

に直接被害を受け、当該資産の存する市町村の
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罹災証明を受けた者となっており、貸付限度額

は5,000万円であります。また、災害対策特別融

資の融資対象者は、県内において指定事業を営

む中小企業者で、自然災害により災害救助法の

指定を受けた地域などの地域内に有する事業用

資産に直接被害を受け、当該資産の存する市町

村の罹災証明を受けた者で、貸付限度額は8,000

万円となっています。 

 先日、災害時の中小企業支援について神奈川

県で話を伺ってきました。神奈川県では、自然

災害の規模にかかわらず、県内の企業が自然災

害により被害を受けた場合、被害を受けたこと

を証明する罹災証明書ではなく、災害時に被害

を届け出たことを証明する罹災届出証明書があ

れば、２億8,000万円までの融資を申込みできる

という県独自の制度を昨年８月に常設したとい

うことでありました。災害時に最も大事なこと

はスピード感であります。証明までに時間のか

かる罹災証明書ではなく、罹災届出証明書によ

る手続対応、大変に参考になりました。 

 高知県においてもスピード感のある制度の必

要性を感じます。また、自然災害時、特に南海

トラフ地震ということを考えたとき、高知県の

貸付限度額として現在設定されている5,000万

円、8,000万円という限度額で十分かということ

も感じます。 

 そこで、商工労働部長にお伺いいたしますが、

自然災害時の資金繰りに不安を抱える中小企業

向けの融資制度の見直しについて御所見をお聞

きいたします。 

 次に、少子化対策、結婚支援について伺いま

す。 

 高知県にとって人口減少、少子化対策は喫緊

の課題であります。先月27日に公表された人口

動態統計の速報によると、昨年１年間の高知県

における出生数は3,233人となり、過去最少、全

国最少となりました。我が国において１人の女

性が産む子供の数の推計を表す合計特殊出生率

は年々減少し、2023年に全国で1.20、高知県で

は1.30となっています。 

 一方で、結婚した夫婦の最終的な子供の数を

示す完結出生児数というものがありますが、こ

ちらは2021年、全国で1.90となっています。こ

ちらの数値は、やや減少傾向でありますが、50

年間ほぼ横ばいの数値となっています。つまり、

結婚をすると約２人の子供を持つということで

あります。こうしたことを見たときに、子供の

数が減少した要因は、何といっても結婚しない

人が増えているということであります。 

 結婚しない人が増えている要因は複数ありま

すが、最も大きい要因としては、出会いが少な

いことであると言われています。若い人が減少

しているため、生活の中で自然に出会う確率が

減っており、意図的に活動しないと恋愛も結婚

もできなくなっているとの分析もあります。 

 そのほかにも、結婚そのものに価値を見いだ

しづらいとする人や、結婚という形にとらわれ

ない生き方を選択する人が増えたことも未婚者

が増えている要因として挙げられます。 

 こども家庭庁は昨年夏、既婚者の出会いのきっ

かけについて調査したものを発表しています。

対象は、直近５年間で結婚した15歳から39歳ま

での既婚者等で、それによると、出会いのきっ

かけとして最も多かったものは、マッチングア

プリが25.1％、次に職場や仕事関係、アルバイ

ト先が20.5％、学校9.9％、友人や兄弟姉妹の紹

介9.1％、パーティーや合コン5.2％となってい

ます。既婚者の４人に１人がマッチングアプリ

で出会っているということであります。出会い

のきっかけは時代ごとに変化してきており、ま

さにマッチングアプリは時代の新しい出会い方

となってきています。 

 結婚に至った出会いについて国の調査による

と、1960年代まではお見合いが一番多く、その
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後恋愛結婚の時代となり、出会いの場はお見合

いから職場や合コンなどが増えてきた。ただ最

近は、会社のコンプライアンス強化などで職場

恋愛がしにくくなってきておりますし、合コン

は時間と手間がかかる非効率的な出会い方とし

て減少傾向にあるとされています。 

 そして、今その隙間を埋めているのがマッチ

ングアプリということであります。空いた時間

に、スマホ画面で手軽に多くの相手を見つける

ことができるマッチングアプリは、若者からす

るとタイムパフォーマンス、コストパフォーマ

ンス、いわゆるタイパ、コスパに優れていると

いうことだそうであります。 

 今から100年ほど前は、お見合い結婚か、いい

なずけがほとんどであり、当時恋愛結婚は珍し

く、ふしだらと思われていた時代もありました。

また、最近で言えば、合コンで出会って結婚す

ることにも抵抗感を持つ人が多かったことも事

実であります。マッチングアプリでの出会いは、

特に私たち親世代の中高年からすると抵抗感の

あるという人もいると思われますが、マッチン

グアプリによる結婚の増加は確実に時代の大き

な流れになってきています。 

 既にアメリカなど海外ではマッチングアプリ

の出会いが主流となっている国もありますし、

日本でもアプリによる結婚が今後さらに増えて

いくと思われます。今議会にはメタバースによ

る出会いの場の創出のための予算案が提出され

ています。 

 そこで、マッチングアプリなどによるさらな

る結婚支援を今後県としてどのように展開して

いくお考えか、知事にお伺いをいたします。 

 次に、日本一の健康長寿県構想についてであ

ります。 

 無痛分娩についてお伺いいたします。無痛分

娩とは、麻酔によって陣痛の痛みを和らげ分娩

する方法であります。今議会の予算案では、無

痛分娩を進める体制づくりのための予算が計上

されています。 

 昨年、高知大学附属病院の西山謹吾先生から、

ぜひ高知県で無痛分娩を推進してほしいとの話

をいただきました。そのことを知事との懇談の

折、知事にもお伝えさせていただきました。そ

れが今回の無痛分娩を進める体制づくりの予算

につながっているものと思うところであります。 

 西山先生の話では、無痛分娩は少子化対策に

必ず結びつくとのことでありました。我が家で

は妻が３人の子供を産んでくれました。３人と

も一般的な普通分娩で出産し、既に３人とも成

人になっています。妻に無痛分娩をどう思うか

ということを聞いてみると、あの痛さ、苦しみ

を思ったとき、２人目以降、無痛分娩できる医

療機関が当時あれば、無痛分娩を選択したかも

しれないと言っておりました。妻には感謝の思

いでいっぱいであります。 

 １人目を出産し、陣痛の苦しみから２人目以

降の妊娠をためらってしまう人もいるかもしれ

ない、こう考えたとき、確かに無痛分娩は少子

化対策になっていくと思うところであります。 

 公明党は、昨年秋の衆議院選のマニフェスト

で無痛分娩について、麻酔を実施する医師の確

保を進めるとともに、無痛分娩の有無や費用等

について見える化を図りつつ、妊婦が安全・安

心に出産できる環境を整備するとしています。 

 東京都では昨年、無痛分娩に関する都民向け

アンケートと医療機関への実態調査を実施して

います。先月東京都に行き話を伺ってきました

ので、少し紹介をさせていただきます。 

 現在、各自治体では妊娠時と出産時に現金も

しくはクーポンを配布し、子育てを応援する出

産・子育て応援事業が実施されていますが、東

京都では８月１日から10月１日にかけてこの事

業の登録時にアンケートを実施し、１万1,364人

から回答を得ています。質問項目は４問、１問
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目が、今回の出産に当たり無痛分娩を希望しま

したか。２問目として、もしまた出産をする場

合、無痛分娩を希望したいと思いますかという

ものであります。 

 １問目の無痛分娩の希望に関しては、希望が

あり実際に無痛分娩をしたという方が35.8％、

希望があったが無痛分娩を選択しなかった、断

念したが28.1％、希望なしが36.0％となってお

り、無痛分娩を希望している産婦は全体の６割

以上に上っています。２問目の次回出産時の無

痛分娩の希望に関しては、希望するが63.3％、

希望しないが13.1％、分からないが23.6％となっ

ています。１問目、２問目の結果を見て感じる

ことは、無痛分娩を希望している方が意外と多

いということであります。 

 ３問目の問いは、１問目で無痛分娩の希望が

あったが無痛分娩を選択しなかった、断念した

理由を教えてくださいというものであります。

回答者は3,197人で複数回答可となっています。

最も多かった理由として、帝王切開となるなど

希望どおりの分娩ではなかったが回答数1,377、

次に多かった理由として、費用が高いからが約

３分の１の回答数1,050、続いて無痛分娩できる

施設が近くになかった、安全性が心配だった、

初産婦の無痛分娩には対応していなかった、そ

の他となっています。 

 ４問目は、１問目で無痛分娩の希望なしと答

えた方に、無痛分娩を希望しない理由を聞いて

います。これも複数回答可で4,096人が回答、最

も多かった理由は、自然分娩を希望が回答者数

の約半数の1,992、次に費用が高いからが４分の

１強の1,107、以下、帝王切開となった、安全性

が心配だった、分娩予定の施設で無痛分娩を行っ

ていなかった、初産婦の無痛分娩には対応して

いない施設だったと続いています。 

 ３問目、４問目の結果から思うことは、無痛

分娩の費用の高さを理由に無痛分娩を選択しな

かった方が多いということであります。裏を返

せば、費用の面が何とかなれば無痛分娩を希望

する人がさらに増えるのではないかということ

であります。 

 東京都が都民向けアンケートと並行して行っ

た無痛分娩に関する医療機関の実態調査では、

無痛分娩費用は平均で12万3,633円となっていま

す。ここで詳しく紹介しませんが、医療機関の

実態調査では、このほかにも無痛分娩を実施し

ない理由や、無痛分娩に関わるスタッフ数、無

痛分娩に関する妊婦への説明者及び説明の時期

など様々な調査を行っています。大変に参考に

なったところであります。 

 東京都では来年度、令和７年度から、無痛分

娩を希望する女性が費用やリスクを理由に無痛

分娩を断念することなく、安心して出産できる

環境を整備するための新しい事業を行うとして

います。事業内容は、無痛分娩費用の助成や無

痛分娩時の急変対応研修機会の提供、地域の医

療機関の連携会議における症例検討会の開催な

どということであります。 

 高知県としては、来年度無痛分娩の提供体制

を構築するための予算として1,800万円を計上

し、いよいよこれからということであり、大い

に期待するものであります。 

 そこで、無痛分娩の助成制度をはじめ、無痛

分娩が安心して受けられる体制づくりについて

知事の御所見をお伺いいたします。 

 次に、子宮頸がんを予防するＨＰＶワクチン

の接種についてであります。子宮頸がんの原因

となるヒトパピローマウイルス、いわゆるＨＰ

Ｖの感染を防ぐＨＰＶワクチンは2013年４月に

定期接種化され、小学６年から高校１年相当の

女性は無料でワクチン接種が受けられるように

なっています。しかしながら、副反応と疑われ

る症状の報告が相次いだため、2013年６月に定

期接種の位置づけのまま個別に接種を呼びかけ



令和７年３月４日  

－99－ 

 

る積極的勧奨が差し控えられました。その後、

厚生労働省の審議会で、安全性に特段の懸念は

認められないとの結論が出され、2022年４月か

ら積極的勧奨が再開されています。 

 子宮頸がんは全国で年間約１万1,000人が罹

患し、約2,900人が亡くなっています。本県では

2020年の１年間で73人が罹患し、13人が亡くなっ

ています。子宮頸がんは20歳代から増え始め、

若い子育て世代の女性に多いことから、マザー

キラーとも呼ばれています。主な原因のＨＰＶ

は性交渉の際に感染するとされています。 

 子宮頸がん対策としては、ワクチンによる予

防や検診での早期発見が重要となります。ワク

チンで感染を防げるため、世界保健機関、ＷＨ

Ｏは、子宮頸がんの撲滅を目指してワクチン接

種を推奨しています。ワクチン接種は３回必要

となります。 

 こうした中、我が国のＨＰＶワクチンの接種

率は、2022年の推計でありますが、定期接種化

以降にも公費による接種が行われた世代では７

割から８割となっていますが、国が積極的勧奨

を差し控えて以降は急減し、特に2001年から2002

年生まれの接種率は１割に満たないとされてい

ます。 

 接種の積極的勧奨が差し控えられていたため

に、公費接種の機会を逃した人が多い16歳から

27歳の女性、1997年４月２日から2008年４月１

日生まれの女性を対象に、現在全額公費負担で

無料キャッチアップ接種が実施されています。

キャッチアップ接種で受けられるワクチンは、

２価ワクチン、４価ワクチン、９価ワクチンの

３種類であります。このうち９価ワクチンは９

種類のＨＰＶの感染を防ぐワクチンで、子宮頸

がんの原因の80％から90％予防できるとされて

います。 

 ワクチンは、全額自己負担の場合、３回の接

種で計10万円近い費用がかかります。当初、こ

の３回のキャッチアップ接種を無料で行う全額

公費負担の接種期間は、今年の３月までとなっ

ていましたが、条件付で2026年３月まで１年延

長することとなりました。その条件付の条件と

は、必要な接種のうち、今年の３月末までに少

なくとも１回接種するということになっていま

す。 

 そこで、健康政策部長に伺いますが、ＨＰＶ

ワクチン接種の積極的勧奨が差し控えられてい

たために、公費接種の機会を逃した人が多い1997

年４月２日から2008年４月１日生まれの女性に

対して、キャッチアップ接種の積極的勧奨をこ

れまでどのように進めてきたのか、年代別の接

種者数と併せてお伺いをいたします。 

 ワクチン接種は個別の判断でありますが、知

らずに接種できなかったということがないよう

にしなければなりません。今月末までにＨＰＶ

ワクチンを少なくとも１回接種することが公費

負担の期限となっていますが、１か月を切った

中で、早急にさらなるワクチン接種の周知が必

要であると考えますが、健康政策部長にお伺い

をいたします。 

 次に、帯状疱疹への対策について伺います。

ひりひり、ちくちくという皮膚の痛み、場合に

よっては眠れないほどの激しい痛みを伴うと言

われている帯状疱疹、この対策につきましては、

昨年の２月議会においても質問をしたところで

あります。 

 帯状疱疹は水ぼうそうと同じウイルスが原因

で、成人の９割以上がウイルスを保有している

とされ、加齢や疲労などにより免疫が低下した

ときに、ウイルスが再び活性化することによっ

て引き起こされることが多いとされています。 

 発症する人の割合は70歳代が最も多く、80歳

までに約３人に１人が発症すると言われていま

す。重症化すると、神経の損傷による痛みが長

く続いたり、麻痺が残ったりするおそれもあり
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ます。このほかにも、目にできれば角膜炎、耳

にできれば難聴などを引き起こし、目や耳に障

害が残ることもある油断できない感染症であり

ます。 

 この帯状疱疹の予防に役立つのが帯状疱疹ワ

クチンであります。帯状疱疹ワクチンの接種は

１回接種の生ワクチンが約9,000円、２回接種が

必要な不活化ワクチンは２回で４万円余りの費

用がかかります。昨年の質問では、帯状疱疹ワ

クチンは任意接種の位置づけのため全額が自己

負担となり、経済的負担の重さから接種をため

らう人も多くいることから、高知県として接種

費用の助成制度をつくってはどうかとの提案を

させていただきました。 

 健康政策部長からは、帯状疱疹ワクチンが公

費負担の対象となる予防接種法上の定期接種に

位置づけられるかどうかについて、国の審議会、

分科会等で科学的知見などの収集と評価が行わ

れていること、また科学的知見に基づく評価に

より、接種を推奨する年齢層や接種間隔などが

明らかになってくるので、県として国における

今後の議論を注視しながら対応を検討していく

との答弁でありました。 

 私も国の動向を注視しておりましたが、昨年

の12月、厚生労働省の専門部会において、帯状

疱疹の予防ワクチンがこの４月１日、来月から

でありますけれども、定期接種化する方針が了

承されました。大いに歓迎するところでありま

す。このことにより、原則65歳の人と、経過措

置として70歳から５歳刻みの年齢の人を対象に

接種費用の一部が公費負担されることとなりま

した。低所得者に関しては接種費用を無料とす

るため、また、接種対象者の総接種費用の３割

については普通交付税措置が講じられるという

ものであります。 

 そこで、健康政策部長に伺いますが、帯状疱

疹ワクチンの接種費用の一部が公費負担される

制度ができた中で、市町村によって県民の自己

負担額に違いが出てくることについての御所見

と、県としての対策についてお聞きをいたしま

す。 

 次に、腎臓病対策について伺います。我が国

における慢性腎臓病、いわゆるＣＫＤの推計患

者数は約2,000万人で、成人の５人に１人が該当

するとされています。腎臓病が悪化して腎不全

になると、腎代替療法に至るわけでありますが、

そのうちの９割を血液透析が占めています。透

析患者数は全国で34万人を超えています。本県

においては現在2,517人の方が透析を受けていま

す。本県では、新しく透析を受けることとなっ

た患者のうち約４割が糖尿病性腎症を主要原疾

患とする人となっており、本県の糖尿病疾患及

び予備群は増加傾向にあります。 

 こうした中、本県の腎臓病対策は、現在日本

一の健康長寿県構想の中で、血管病重症化予防

対策として糖尿病性腎症対策を進めているとこ

ろであります。とりわけ、令和２年度からは腎

症の疾患に対して、医療機関と保険者との協働

で糖尿病性腎症透析予防強化プログラムを実施

し、このことにより糖尿病性腎症による新規の

透析患者数の減少や、透析導入の時期を遅らせ

るといった成果も出ているところであります。

しかしながら、本県の糖尿病性腎症による人口

10万人当たりの新規透析導入患者数は全国より

多いという状況にあります。 

 そこで、健康政策部長に伺いますが、腎臓病

対策として一定の成果が出ている糖尿病性腎症

透析予防強化プログラムのさらなる普及拡大を

今後どのように進めていくのか、全体的な慢性

腎臓病対策の推進と併せてお聞きをいたします。 

 腎臓病対策として、新たな透析導入患者を増

やさない対策と併せて、現在透析を受けている

方などへの支援も必要であります。私の同級生

にも腎臓を患った人がいます。４年前に配偶者
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から腎臓移植を受けて、今は普通の生活を送っ

ていますが、先日電話で話をしたときに、腎臓

を提供してくれた配偶者への感謝の言葉ととも

に、移植した腎臓がいつまでもつのかという将

来に対する不安があることも聞きました。 

 また、現在血液透析を受けている方からも話

を伺いました。週３回、４時間の透析、人によっ

ては５時間透析を受ける人もいます。医療や福

祉といった社会保障制度が今後後退して、負担

が大きくのしかかってきたらどうしようといっ

た声や、今は透析を行う医療機関まで自分の車

で行っているが、運転ができなくなったときの

移動手段への不安の声も聞きました。 

 医療機関によっては送迎を行っているところ

や、市町村によってはタクシーチケットの助成

もありますが、広く行き届いているかというと

十分でないといった声もあります。とりわけ、

高齢者施設や介護施設に入らなければならなく

なったとき、受け入れてくれる施設の少なさに

不安を感じている方や、南海トラフ地震をはじ

めとする災害時に不安を感じている方も多くい

ます。 

 そこで、健康政策部長に伺いますが、今後県

として血液透析を受けている方の様々な不安を

解消していくために、どう寄り添い、どのよう

な施策を行っていくお考えか、お聞きをいたし

ます。 

 次に、高齢者福祉の充実に向けた一人暮らし

の高齢者施策について伺います。昨年11月12日

に国立社会保障・人口問題研究所、社人研が2020

年の国勢調査を基に、夫婦と子で暮らす世帯な

ど５種類の世帯構成から見た2050年までの都道

府県別世帯数の推計結果を公表しています。そ

れによると、2050年の都道府県別の世帯総数は、

2020年と比べて40の道府県で減少するとなって

います。一方、若者から高齢者まで、１人で暮

らす世帯の割合は全都道府県で上昇傾向を示

し、2050年には27都道府県で一人暮らしの世帯

が４割を超える見通しとなっています。中でも、

一人暮らしの65歳以上の高齢者世帯は、2050年

に全国で約1,084万世帯となり、2020年と比べて

1.5倍近くに増加し、世帯総数に占める割合は20.6

％に上昇するとされています。 

 我が高知県はといいますと、2050年に一人暮

らしの高齢者世帯の割合が27.0％と全国で最も

高くなり、我が県の世帯の４世帯に１世帯以上

が一人暮らしの高齢者になるとされています。

さらに、75歳以上、いわゆる後期高齢者の一人

暮らしの世帯について見てみると、全国で2050

年には2020年の国勢調査時の約1.7倍に当たる704

万世帯に増加するとされています。 

 高知県を見てみますと、75歳以上の単独世帯

が全世帯に占める割合、こちらのほうも全国の

中で最も高く、17.9％となっており、2050年に

は高知県の全世帯の５世帯に１世帯近くが75歳

以上の一人暮らしということとされています。 

 そこで、子ども・福祉政策部長に伺いますが、

2050年に高知県の一人暮らしの65歳以上の世帯

割合と、一人暮らしの75歳以上の世帯割合がと

もに全国で最も高くなるという国立社会保障・

人口問題研究所の推計をどのように捉えている

のか、お聞きをいたします。 

 一人暮らしの高齢者世帯が増加する背景には、

少子高齢化に加え、ライフスタイルの多様化で、

子供や孫と同居する高齢者が減少していること

が指摘されています。さらに、1970年代前半に

生まれた団塊ジュニア世代を中心に、未婚率が

高いことも大きく影響していると言われていま

す。実際、2020年の国勢調査では、50歳までに

結婚経験のない人の割合、いわゆる生涯未婚率

は男性で約28％、女性で約18％といずれも過去

最高となっています。 

 今後、高齢化と単身化によって社会的なつな

がりが希薄化し、身寄りのない高齢者世帯がよ
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り一層増えると思われます。こうした中、本県

のあったかふれあいセンターの取組は、時代を

先取りした取組として全国から注目されていま

す。 

 そこで、子ども・福祉政策部長に、あったか

ふれあいセンターの取組をはじめ、一人暮らし

の高齢者世帯を支える体制を今後さらにどのよ

うに充実させていくのか、お伺いをいたします。 

 次に、高齢者介護について質問いたします。

今年、2025年は団塊の世代が全員75歳以上、い

わゆる後期高齢者になる年となります。今年以

降、介護が必要な要介護・要支援認定がさらに

増えることが予想されます。昨年の８月時点で

介護が必要な65歳以上の要介護、要支援の認定

者は全国で約705万人、本県では約４万7,000人

となっています。65歳以上に占める割合は全国

で19.6％、本県では19.5％となっております。

65歳以上の約５人に１人が現在介護認定を受け

ているということになります。 

 年齢別に要介護認定率を統計的に見てみる

と、75歳から79歳まで、いわゆる後期高齢者に

なってからの要介護認定率は、後期高齢者にな

る前の70歳から74歳と比べると倍以上に高まる

と言われています。こうしたことから、団塊の

世代が75歳以上になるということは、今後要介

護者が急激に増えることが見込まれます。これ

まで各市町村、各地域で要介護者にならない取

組が進められてきたところでありますが、要介

護者の急増は避けて通ることはできないと思い

ます。 

 このような中、介護人材の不足という問題も

表面化しています。厚生労働省によると、介護

職員数は全国で2022年時点で約215万人いると

されていますが、2026年にはそれより25万人多

い240万人が必要となり、2040年には2022年と比

べて57万人多い約270万人が必要になるとされて

います。介護人材が不足すると、介護保険を使

おうとしても契約してくれる事業者がいない、

また要介護認定を受けてもヘルパーが来てくれ

ないといったことになります。 

 現に、本県ではこうした状況が顕在化し、高

知市の事業所から嶺北地域の事業者へ訪問介護

サービスを提供するなど、新たな相互応援モデ

ルも始まっています。しかしながら、今のまま

介護人材が不足していくと、今後県全体として、

要介護認定を受けても介護サービスが受けられ

ないという事態になりかねません。 

 そこで、子ども・福祉政策部長に、今後我が

県が介護サービスを維持していく上での介護人

材の必要数をお聞きいたします。あわせて、介

護人材を確保していくための対策をどのように

進めていくのか、お聞きをいたします。 

 また、介護従事者の労働環境の改善や業務負

担の軽減も重要であります。ＩＣＴを活用した

労働改善システムの導入や、介護現場での見守

りロボットの使用など、介護分野におけるＤＸ

化の推進の必要性を強く感じます。 

 そこで、介護従事者の業務負担の軽減や、介

護サービスの体制強化に向けた介護分野のＤＸ

化を今後どのように推し進めていくのか、子ど

も・福祉政策部長にお伺いをいたします。 

 次に、特別養護老人ホームを改築する場合の

１室当たりの定員についてお伺いいたします。

本県における特別養護老人ホームの居室の定員

については、１室の定員は１人とし、必要と認

められる場合には２人としているところであり

ます。この考え方は、利用者一人一人のプライ

バシーを確保し、ケアの質を上げるためにユニッ

ト個室を推進するという国の方針を踏まえたも

ので、高知県軽費老人ホーム等の設備及び運営

に関する基準を定める条例によって定められて

います。 

 一方で、この条例が制定される以前から設置

されている特別養護老人ホームで、定員が３人
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及び４人の居室については、その定員での引き

続きの運営が可能となっています。 

 しかしながら、この施設を改築するとなると、

本県では２人以下までしか認められていません。

施設の改築で４人部屋から２人部屋や１人部屋

に移ることによる環境の変化への利用者の不安

や、４人部屋から個室になることによる施設利

用料金の値上がりへの施設利用者の経済的負担

といったことを考えたとき、施設が新設でない

改築については、４人以下までの居室の運営も

認めるべきではないかと考えます。 

 調べてみますと、多くの都道府県が特養の居

室の定員について、４人以下まで基準を緩和し

ています。２人までしか認めていない都道府県

は高知県と、あと２県のみであります。介護事

業における財政運営の責任を負っているのは市

町村であります。 

 そこで、子ども・福祉政策部長に伺いますが、

特別養護老人ホームを改築する場合の１室当た

りの定員について市町村が希望した場合は、特

例として１室当たりの定員を４人以下にまで認

めてはどうかと考えますが、御所見をお伺いい

たします。 

 次に、高知県立県民文化ホールの指定管理に

よる運営についてお伺いをいたします。 

 高知県立県民文化ホールにつきましては、2006

年から指定管理制度の下、指定管理者に運営を

委託しているところであります。指定管理者に

よる健全な運営は、安全で安心な業務の維持、

ひいては県の文化振興に大きく寄与してくるも

のであります。 

 しかしながら、県民文化ホールの運営状況を

指定管理者に伺ってみると、人件費の不足に加

え、積算に含まれていないと思われる一般管理

費や清掃資機材費、清掃などをサポートする人

件費、報告書作成費などの必要経費を、指定管

理を受託している共同企業体が自ら負担する形

で対応を続けていると聞きます。そのほかにも、

様々な努力を重ねながら運営をしていると聞き

ますが、昨今はさらなる物価高騰や光熱費の上

昇、人件費の高騰といった要因も重なり、負担

が限界を超えてきている状況にあるといいます。

このまま指定管理者に過度な負担を強いた状態

が続くと、県民文化ホールの健全な運営に支障

を来すことにもなりかねないと思われます。 

 県民文化ホールの指定管理者の公募に関して

は、現在受託している共同企業体１者しか応募

がない状況は、前回の第４期から続いています。

共同企業体は、本年度、令和６年度からの指定

管理者公募の際に県に対して厳しい運営状況を

伝えているということであります。その際に審

査員からも、企業体の努力だけでは難しいと思

うので、県でも柔軟に対応して、赤字でやって

いけなくなる事態にならないようにしてほしい

という御意見があったと聞いています。 

 そこで、文化生活部長に伺いますが、指定管

理者の非常に厳しい運営状況について、県とし

てどのような対応をしたのか、お聞きをいたし

ます。 

 指定管理者の厳しい運営状況は今後も続いて

いくものと思われます。特に、人件費は各職種

の積算根拠が低く、適正な労務単価が考慮され

ず、人材確保がままならない状況に陥っている

と聞きます。こうした状況に対して県として予

算を含めた措置をしっかりと行わなければ、指

定管理者の運営は行き詰まってしまうことは目

に見えています。そうなると、様々な分野で活

躍する人材を確保することが、より困難となり、

優秀な人材の流出ということにもなりかねませ

ん。明年は高知県での国民文化祭の開催も予定

をされています。 

 そこで、文化生活部長に伺いますが、県民文

化ホールの令和７年度以降の適正な予算措置に

ついてどのように対応していくお考えか、お聞
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きをいたします。 

 昨年９月議会で県民文化ホールをはじめとす

る県有施設の利用料金の値上げが決定をし、こ

の４月から適用される予定です。このことによ

り、利用料金収入は上がるかもしれませんし、

逆に、利用料金が上がることによる利用率の低

下により、利用料金収入が全体として下がるか

もしれません。指定管理者としては、今までに

最大限の努力をしてきていると思いますし、こ

れからもしていくものと思われますが、利用料

金収入はどうなるか分かりません。 

 そこで、文化生活部長に伺いますが、県民文

化ホールの利用料金収入の変動における運営へ

の影響と対応についてお聞きをいたします。 

 次に、政治活動用ポスターについて伺います。 

 今年は夏に参議院選挙が予定をされています

が、各選挙において、立候補予定者の政治活動

のために使用されるポスターの取扱いについて

は、公職選挙法で定められているところであり

ます。公職選挙法第143条第16項及び第19項の規

定により、立候補予定者の氏名が表示されたポ

スターは、参議院議員の任期満了日の６か月前

の日から参議院議員通常選挙の期日まで掲示で

きないこととなっています。例えば、この夏の

参議院選挙で言いますと、任期満了日が令和７

年７月28日となっていますので、令和７年１月

28日から参議院議員通常選挙の期日までの間、

立候補予定者の氏名が表示されたポスターは掲

示できないということになります。 

 一方で、政党の演説会告知用ポスター、いわ

ゆる弁士が２人書かれてあるポスター、私たち

は２連ポスターと言っていますが、この２連ポ

スターに関しては、ポスターに占める弁士の面

積が一定満たされておれば、任期満了６か月前

を過ぎていても貼り出しが可能であります。私

ども公明党はこうしたことを十分理解した上で、

細心の注意を払いながら今まで政治活動を行っ

てきているところであります。 

 こうした中、先日県の選挙管理委員会から公

明党高知県本部に、政治活動用ポスターの情報

提供について対応をよろしくお願いしますとい

う文書がファクスで送られてきました。そのファ

クスには、県内各地で公明党の立候補予定者単

独ポスターが掲示されているとして、具体的な

掲示場所の住所や名称、枚数などが記載されて

おりました。 

 私たち公明党は今回のポスターに関しては、

党員、支持者の皆様に、参議院議員の任期の６

か月前となる１月27日までに、立候補予定者単

独のポスターを２連ポスターに貼り替えること

を何度も徹底をしておりましたので、早速指摘

を受けた全ての地域に確認をいたしました。 

 すると、ほとんどの地域で既に立候補予定者

単独のポスターから２連ポスターに貼り替えを

終えていました。逆に、党員、支持者の皆様か

らは、既に貼り替えをしているのに指摘される

のはおかしいのではないかとのお叱りを受けま

した。 

 そこで、選挙管理委員長に伺いますが、選挙

管理委員会から公明党高知県本部に送られてき

た文書でありますが、どのような理由で送られ

てきたのか、また選挙管理委員会として、任期

満了の６か月前の時点で確認した文書を送るべ

きだと考えますが、御所見をお聞きいたします。 

 最後に、不登校児童生徒への支援について伺

います。 

 不登校児童生徒への対策として、これまで学

びの多様化学校の設置に向けた検討、取組がな

されてきておりますが、現在の進捗状況と今後

の見通し、並びにフリースクールへの具体的な

支援内容について教育長にお伺いをいたしまし

て、第１問といたします。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 西森雅和議員の御質問に
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お答えをいたします。 

 まず、賢く縮む、いわゆる４Ｓプロジェクト

の考え方と説明責任についてお尋ねがございま

した。 

 この４Ｓプロジェクトは、人口減少や担い手

不足を真正面から受け止めまして、効率的で持

続可能な社会の実現、そして国民生活の質の向

上を目指して、公共サービスの在り方を見直す

ものであります。その基本的な発想は、人口減

少に伴います人手不足、あるいは事業収入の減

少に直面した場合に、住民に対する公共サービ

スのうち、何をやめるかではなくて、何を残す

かを考えることから始めるという考え方に立っ

ております。 

 仮に何をやめるかを先に決めまして、一律に

サービスを縮小するという発想に立ちますと、

やめるもの以外は前例踏襲ないしは現状維持と

いうことになりがちであります。こうした対応

は、ある意味楽な道ではありますけれども、そ

の後さらに人口減少が進んだ場合にはさらなる

縮小を迫られると、言わばいたちごっこのよう

な形になりまして、課題の抜本的な解決にはつ

ながらない場合が多いと考えます。これでは人

口減少が長く続く中では生き残りができないこ

とになるのではないかというふうに考えます。 

 このために、まず何を残すかを真剣に考える、

そして真に必要な公共サービスはしっかりと残

して、さらに伸ばしていく、その際には、前例

にとらわれませんで、これまでにない試みにも

挑戦をし、残すもの全体を通じまして新たなや

り方を創造していく、こうした取組を進めます

ことで、その後のさらなる人口減少にも適応す

ることができる、言わば構造的な改革が実現で

きるのではないかというふうに考えております。 

 このプロジェクトの推進に当たりましては、

こうした考え方の下、それぞれの取組の趣旨、

あるいは目指す姿を県民の皆さんに丁寧に説明

をしてまいります。加えまして、縮小する部分

につきましても、県民生活の質の確保のために、

簡素な手法への代替などにより、必要な対応を

講じてまいります。こうした方針をしっかりと

御説明し、御不安の解消に努めてまいります。 

 引き続き、こうした県民の皆さんとの対話を

通じまして説明責任を果たし、共感を得ながら、

プロジェクトの前進につなげてまいる考えであ

ります。 

 次に、現在国で検討がされております防災庁

を本県に誘致することとしてはどうかというお

尋ねがございました。 

 政府関係機関の地方移転は、東京圏から地方

への人の流れを生みまして、また地域産業など

への波及効果を得ることができますために、人

口減少対策としても大変重要な取組であります。

加えまして、首都直下地震といった大災害から

人命を守り、経済社会への被害が致命的なもの

にならず迅速に回復できますように、国土の強

靱化を図る、この観点からも必要なものと考え

ております。 

 お話のありました防災庁につきましては、令

和８年度中の新設に向けまして、国の防災業務

の企画立案機能を強化し、特に本気の事前防災

に徹底的に取り組むということを目指して、現

在議論が進められております。 

 この事前防災のこれまでの取組におきまして

は、災害発生前の予防対策あるいは発災直後の

応急対策に比べて、その後の復興対策に向けた

事前の備えが手薄となっているというふうに感

じておりまして、防災庁には特にこうした事前

復興の取組の強化を担っていただきたいという

ふうに考えております。 

 一方、こうした事前復興に向けた復興事業の

ノウハウにつきましては、東日本大震災からの

復興事業を一元的に現在執行しております復興

庁が有しているのではないかというふうに考え
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られます。このため、新設が予定されておりま

す防災庁と既存の復興庁との機能統合によりま

して、事前事後の復興の取組の企画調整、ある

いは実施支援を一元的、そして一体的に行うよ

うな機能を整えていただきたいというふうに考

えているところでございます。 

 一方で、現在本県では事前復興まちづくり計

画の作成を、津波が予想される沿岸部で進めて

おりますけれども、能登半島地震も踏まえまし

て、土砂災害が想定をされます中山間地域でも

進めようというふうにしているところでござい

ます。 

 こうした動きを踏まえまして、事前復興に今

先進的に取り組んでおります本県に、この防災

庁の新設に合わせて、防災庁のうちの、仮称で

ございますが、例えば事前復興局といったよう

な組織を設置するということを国に提言したい

というふうに考えております。 

 また、この防災庁は大規模災害時の司令塔機

能を有することとされております。その際には、

地方分局を設置するということも議論されると

いうふうに報道されています。この点、先日内

閣府は、全国８か所に設置をいたします国の分

散備蓄基地につきまして、四国では本県に設置

をするという方針を発表されたところでありま

す。このため、今後新たに設置される防災庁の

地方分局設置という方針が固まりましたら、こ

の分局の本県への設置についても提言をしてま

いりたいというふうに考えております。 

 あわせまして、防災に関係する政府の研究機

関であります海洋研究開発機構の本部、これは

現在横須賀市にございます。あるいは防災科学

技術研究所の本所、これは現在つくば市にござ

います。こうした機関につきましても本県への

移転ないし誘致を提言することも検討したいと

いうふうに考えております。 

 次に、結婚支援の今後の展開についてお尋ね

がございました。 

 先日発表されました人口動態統計の外国人を

含めます速報値によりますと、昨年、令和６年

の県内での出生数は、御指摘がありましたよう

に、過去最少となりました令和５年の出生数を

さらに約300人下回りまして3,233人になり、全

国47都道府県中、再び最下位という厳しい結果

となっております。 

 一方で、令和６年の婚姻件数を見ますと、こ

れも外国人を含みます速報値によりまして、前

年から71件増加しました。2,135件ということで

ございまして、増加に転じますのは平成24年以

降12年ぶりということでございますので、この

点については明るい兆しが見えているというふ

うに受け止めております。 

 こうした状況を追い風といたしまして、出会

いや結婚をさらに後押しをするためには、議員

のお話にありましたとおり、若者の価値観の変

化、行動変容にマッチした施策を充実させる必

要があるというふうに考えております。 

 特に近年は、オンライン上の出会いからの結

婚、いわゆるアプリ婚が増加傾向にありまして、

時間や距離を気にせず活動できますネットの利

点を生かした取組が有効と考えております。 

 このため、御紹介いただきましたように、来

年度は本県といたしましても、オンライン上の

仮想空間でありますメタバースを活用した新た

な出会いの場を創出してまいります。具体的に

は、メタバースプラットフォームを通じた気軽

な交流イベントを開催いたしまして、そこに参

加された方々に対面での交流イベントあるいは

婚活イベントへの参加を促して、マッチングへ

とつなごうという考えであります。 

 さらに、民間のマッチングアプリ事業者との

連携も強化をいたしまして、婚活を効果的に進

める講座の開催、あるいはアプリの利用を促進

するクーポンの配布などにより、参加者の婚活
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への機運を高めてまいります。 

 また、こうしたネット活用策に加えまして、

例えばスポーツイベントや地域のお祭りなどに

若者の参加を促す新たな事業をスタートいたし

ます。こうした形で若者からニーズが高い、出

会いを目的としない、言わば自然な交流機会も

数多く創出してまいります。 

 引き続き、若者世代のニーズや価値観の変化

を捉えながら、新たな視点やサービスを積極的

かつ柔軟に取り入れますことで、出会い・結婚

支援の充実を図ってまいります。 

 最後に、いわゆる無痛分娩が安心して受けら

れる体制づくりについてお尋ねがございました。 

 議員から東京都におきますアンケート結果の

御紹介がございましたが、本県におきましても

多くの妊婦さんが無痛分娩を望まれており、少

子化対策の観点からもその体制づくりが必要と

考えます。 

 無痛分娩を安全に行いますためには、麻酔科

と産婦人科の医師や助産師が連携をし、一定の

期間トレーニングを積むなど、万全の準備が必

要であります。このため、来年度から高知大学

医学部が行います専門の麻酔科医師を招聘いた

しました人材育成を支援し、大学を中心に無痛

分娩を安全に実施できる準備を整えてまいりま

す。 

 そして、令和８年度には、まずは大学病院で、

例えば心臓に疾患があるといった医学的に無痛

分娩が望ましい、いわゆるハイリスクの妊婦の

方々への導入を図ります。その後、遅くとも令

和９年度には、無痛分娩を希望されますローリ

スクの妊婦の方々にも導入をしていく予定であ

ります。 

 また、無痛分娩を希望される多くの妊婦さん

に対応できますように、大学病院以外の医療機

関でも無痛分娩の対応が可能となるよう支援を

してまいる考えであります。 

 御質問ございました無痛分娩費用の助成制度

につきましては、東京都のアンケート結果を見

ましても、無痛分娩を選択できる機会が広がり、

少子化対策にも有効なものとなり得るというふ

うに受け止めております。 

 そのような中でございますが、現在国におき

ましては、令和８年度からの正常分娩への保険

適用と併せまして、無痛分娩への保険適用も議

論がされているところでございます。県といた

しましては、その国におきます議論内容、結論

を踏まえまして、県としての対応を検討してま

いる考えであります。 

 私からは以上であります。 

   （危機管理部長三浦謙一君登壇） 

○危機管理部長（三浦謙一君） 県内企業のＢＣ

Ｐ策定に向けた今後のさらなる取組についてお

尋ねがございました。 

 県内企業のＢＣＰ策定に向けては、事業者団

体や県の関係部局、専門家で構成する高知県事

業者防災推進協議会を平成22年度に設置し、情

報共有や意見交換を行ってまいりました。また、

令和５年度には、庁内に事業者のＢＣＰ策定推

進に係る検討会を設置し、推進状況や課題、取

組を関係部局と共有するなどして、策定率の向

上に向けて取り組んできたところです。これら

の取組を通じまして、県内の従業員50名以上の

事業者におけるＢＣＰの策定率は約73％まで向

上してきました。 

 一方で、お話にもありました小規模な事業者

では、まだまだ策定が進んでいないため、これ

までに効果のあった簡易版ＢＣＰのひな形を活

用した講座の開催などに引き続き取り組んでま

いります。こうした取組に加えまして、来年度

からは商工会議所に企業訪問を依頼し、商工業

のＢＣＰの策定が進むよう個別支援を進めるこ

ととしております。 

 また、事業者防災推進協議会での情報共有な
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どをさらに充実させるため、新たに２つの団体

に参加していただくことを考えています。１つ

は、運送事業者の団体で、特に小規模事業者に

おいて成果が現れてきているＢＣＰ策定の取組

を御紹介いただくなど、事業者間における情報

共有をさらに深めていきたいと考えています。

もう一つは、金融機関の団体に加わっていただ

くことで、ＢＣＰ策定において重要となる資金

調達などに関して助言をいただくことを期待し

ているところです。 

 今後も、事業団体との意見交換の場や、庁内

関係部局との検討会において引き続き情報共有

や意見交換も行いながら、ＢＣＰの策定が進む

よう積極的に取り組んでまいります。 

   （土木部長横地和彦君登壇） 

○土木部長（横地和彦君） 建設事業者のＢＣＰ

策定に関する基本的な考え方と、策定に向けた

支援についてお尋ねがございました。 

 建設事業者は社会資本整備の担い手であると

同時に、社会の安全・安心の確保を担う地域の

守り手として、なくてはならない存在でありま

す。そのため、建設事業者におけるＢＣＰの策

定は、南海トラフ地震など大規模災害発生時に

おきまして、応急対応等を最前線で確実かつ円

滑に実施していただくためにも社会的意義は大

きく、大変重要な取組であると認識をしており

ます。 

 その中でも発生後の早期復旧や物資輸送等を

速やかに実施するために、道路啓開計画におき

ます啓開作業割当て事業者のＢＣＰ策定率の向

上につきましては特に重きを置いており、高知

県建設業協会等と連携をしながら、ＢＣＰの策

定に取り組んでいるところでございます。 

 具体的には、希望する建設事業者に対する高

知県建設業働き方改革等支援アドバイザー制度

を活用した専門アドバイザーの派遣や、高知県

建設技術公社による相談窓口の開設といった支

援などを行っております。 

 しかしながら、比較的規模の小さい建設事業

者におきましては、人手不足などの理由からＢ

ＣＰの策定が進んでいない状況にございます。

このため社員や協力会社の連絡先、備蓄物資の

状況など最低限決めておくべき項目のみで構成

いたします高知県建設業超簡易版ＢＣＰ、これ

を令和５年度から新たに設け、まずは取組の契

機となるよう策定を促しているところでござい

ます。 

 今後も引き続き、建設事業者のＢＣＰ策定の

向上、ひいては建設事業者の事業継続力の強化

に資する取組を進めてまいりたいと考えており

ます。 

   （商工労働部長岡田忠明君登壇） 

○商工労働部長（岡田忠明君） 自然災害時にお

ける県の融資制度の見直しについて御質問があ

りました。 

 南海トラフ地震などの自然災害により被災さ

れた事業者に対して、事業の再開、再建のため

に必要な資金が円滑に供給されることは、地域

の雇用を守り、早期の復旧を後押しする上で極

めて重要です。 

 このため、県では、議員のお話にありました

ように、地震などの自然災害により事業用資産

に直接被害を受けた事業者を支援するため、融

資限度額が5,000万円と8,000万円の２つの制度

を用意しています。この融資の申込手続では、

被災の状況などを確認するために市町村が発行

する罹災証明書の添付を義務づけています。 

 一方で、予期せぬ自然災害により被災された

事業者に対する資金供給という緊急性や、早期

の事業再開、再建を後押しするという特殊性を

考えた場合、融資の手続や限度額について点検

をする必要があるのではないかと考えます。 

 こうしたことから、能登半島地震などにおけ

る資金面での事業者支援や、既に制度を拡充し
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た他県の事例などを研究し、南海トラフ地震な

どのリスクを抱える本県の自然災害発生時にお

ける制度融資の在り方について検討していきま

す。 

   （健康政策部長中嶋真琴君登壇） 

○健康政策部長（中嶋真琴君） まず、子宮頸が

んを予防するＨＰＶワクチンのキャッチアップ

接種の状況と、今後のワクチン接種の周知につ

いてお尋ねがございました。関連しますので、

併せてお答えします。 

 ＨＰＶワクチンの積極的な接種勧奨が再開さ

れた令和４年４月以降、各市町村からは対象者

への個別通知を行っています。また、県からは

ホームページで広報するほか、接種勧奨のチラ

シを作成し、中学、高校、専門学校や大学など

への配布を行ってきました。さらに、キャッチ

アップ接種の最終年度とされていた令和６年度

は広報を強化し、ユーチューブなどＳＮＳ広告

を加えて重点的に接種勧奨を行いました。 

 この間の接種人数は、令和４年度は3,409人で

したが、令和５年度には4,576人、令和６年度は

上半期だけで5,224人と大きく増加しています。

また、年代別では、10代が6,033人、20歳から22

歳までが5,289人、23歳から27歳までが1,887人

と、特に23歳以上の接種人数が少なくなってお

ります。 

 昨年12月には、国によってキャッチアップ接

種の期間が令和８年３月末まで１年間延長され

ましたが、本年３月までに少なくとも１回は接

種していることが条件となっております。この

ため県では、期間延長についての広報を行い、

新たなチラシも教育機関などへ配布をしている

ところでございます。 

 そうした中、３月に入り、いよいよ期限が迫っ

てきたことから、先日県医師会が開催した、県

民をはじめ医療・教育・行政関係者を対象とし

た講演会において、県からキャッチアップ接種

について説明し、接種を呼びかけたところでご

ざいます。また、特に接種率の低い20代向けに、

理美容などの事業者団体にチラシの店頭掲示な

どの協力もお願いをしております。このように

今後３月末の期限に向けて、広報をさらに強化

して取り組んでまいります。 

 次に、帯状疱疹ワクチン接種の市町村による

自己負担額の違い、また県の対策についてお尋

ねがございました。 

 県では、県内どの市町村でも同じ水準の自己

負担額で定期接種が受けられるよう、平成13年

度から県が主導して広域的な予防接種体制を構

築しております。本年４月から開始される帯状

疱疹ワクチンについても、この体制の下、県内

で同一水準の自己負担額となるよう、全市町村

で構成する協議会において調整を行っておりま

す。調整後の自己負担額は、現在行われており

ます任意接種の負担額よりも一定程度低い水準

になると見込まれております。 

 お話のありました市町村によって自己負担額

に違いが出ることについては、標準的な負担額

を決定するため、大きな差は生じにくいと考え

ております。一方で、既に自己負担額を無料と

して実施している市町村があるなど各市町村の

事情があることから、完全統一は困難と考えて

おります。 

 今後、県としましては、市町村が円滑に定期

接種ができるよう、県民への広報や安定的なワ

クチン確保に向けた調整など、関係団体や市町

村と連携をして取り組んでまいります。 

 次に、慢性腎臓病対策の今後の進め方につい

てお尋ねがございました。 

 糖尿病性腎症透析予防強化プログラムについ

ては、地域の透析患者数を減少させることを目

標に取り組んでおります。従来は、一定程度症

状が進んだ患者さんに対しては医療機関が保健

指導を行ってきましたが、このプログラムでは
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保険者も日常的なサポート役として参加するこ

とが大きな特徴となっております。 

 現在このプログラムが実施可能な医療機関は、

取組を開始した令和２年度の６か所から、令和

６年度は31か所まで大きく拡大しております。

プログラムを利用した患者さんからは、きめ細

かなサポートにより血糖値が落ち着いたといっ

た効果を実感する声も聞かれており、県として

も手応えを感じております。今後は、このプロ

グラム効果を紹介する冊子などを活用し、医療

機関をさらに拡大するなど、プログラムの普及

を図ってまいります。 

 また、全体的な慢性腎臓病対策としては、市

町村国保の特定健診等において腎機能を評価す

るためのクレアチニン検査を必須とし、早期発

見に取り組んでおります。あわせまして、今年

度からは特定健診を受診した方に慢性腎臓病の

リスクを周知するチラシをお渡ししております。 

 今後も、県医師会など関係者の御意見も踏ま

えながら、慢性腎臓病対策に積極的に取り組ん

でまいります。 

 最後に、血液透析を受けている方の様々な不

安を解消するための取組についてお尋ねがござ

いました。 

 本県の透析患者の平均年齢は約72歳と高齢化

が進んでおり、糖尿病などの悪化、身体機能の

低下などにより生活支援や介護を要する方が増

加しております。このため県では、透析患者が

利用可能な特別養護老人ホームなど、県内の介

護サービスに関する情報提供を行っております。 

 また、透析患者にとって災害時の医療継続は

大きな課題であると考えております。このため、

まずは医療機関が災害時でも医療が継続できる

よう、患者への対応や透析に必要な水の確保な

どを盛り込んだ事業継続計画の策定を支援して

います。 

 さらに、発災後は災害透析コーディネーター

が中心となり、透析患者と医療機関をつなぐ調

整を行い、透析をできる限り速やかに行うこと

としております。また、こうした調整業務が円

滑に実施できるよう、関係機関の手順をマニュ

アル化し、毎年訓練を実施して習熟を図ってお

ります。 

 県としましては、こうした取組を通じて、介

護が必要になっても、また災害時でも、円滑に

透析医療が受けられる体制を構築し、患者の不

安解消に努めてまいります。 

   （子ども・福祉政策部長西森裕哉君登壇） 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） まず、

高齢者の単独世帯割合の将来推計に対する認識

と、一人暮らしの高齢者を支える体制について

お尋ねがございました。関連しますため、併せ

てお答えします。 

 本県の全世帯に占める単身高齢者の割合は、

令和２年度の国勢調査の時点で17.8％、75歳以

上の単身世帯の割合は10.4％となっており、い

ずれもその時点で既に全国１位となっていると

ころです。 

 議員のお話のとおり、今後その割合は高まり、

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、

2050年には65歳以上は27％、75歳以上では17.9

％とさらに上昇していくことが見込まれていま

す。こうした状況が進むと、介護や生活支援と

いった日常生活を支えるためのニーズはますま

す高まることが想定されます。加えて、日常生

活だけでなく、入院・入所時の手続や身元保証、

葬儀や家財処分などの死後事務といった様々な

場面で課題が顕在化しており、一人暮らしの高

齢者を地域で支える体制づくりの必要性はさら

に増してくると認識しています。 

 本県ではこれまで、あったかふれあいセンター

を拠点として、地域の支え合いやつながりの再

生に向けて、高知型地域共生社会の実現を目指

し取り組んでまいりました。あったかふれあい
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センターは現在55の拠点が整備されており、高

齢者宅への訪問や配食サービスを通じた見守り

などの支援活動により、地域の高齢者の日常生

活を支えています。来年度は、さらなる活性化

に向けて、職員の支援スキルの向上や先進的な

取組事例の共有ができるよう、職員同士が互い

に交流できる機会などを充実させてまいります。 

 また、単身高齢者を取り巻く課題が多様化す

る中で、在宅での生活を希望される方が必要な

サービスを受けられる体制の整備もますます重

要となってまいります。こうした多様化する課

題に向けては、地域包括支援センター職員を対

象に包括的な支援に関する研修を行うなど、対

応力向上に取り組んでまいります。あわせて、

市町村におけるＩＣＴを活用した見守り体制の

構築や、地域の多様な人材や資源を活用した生

活支援の仕組みづくりを支援してまいります。 

 こうした取組に加えまして、現在国において

検討されている身寄りのない高齢者を支える仕

組みの活用なども視野に入れながら対策の充実

を図ってまいります。 

 次に、介護人材の必要数と介護人材の確保対

策についてお尋ねがございました。 

 県では、３年ごとに策定する介護保険事業支

援計画のサービス見込み量を基に、介護職員の

需給推計を行っています。令和５年度に行った

推計では、３年後の令和８年度に１万4,725人が

必要となるのに対して、供給は１万4,314人にと

どまり、411人が不足する見込みとなっています。 

 このため、人材の確保に向けて、生産性の向

上、人材育成・キャリアパスの構築、若い世代

に向けた魅力発信、多様な人材の参入促進の４

つの方向性を示して取り組んでおります。 

 まず、生産性の向上では、ＩＣＴ、介護ロボッ

トの導入などにより、介護事業所のデジタル化

を促進し、職員の負担軽減や業務効率化を図っ

てまいります。また、新たに複数の法人による

事業者グループが共同して行う人材確保や事務

処理の集約化などの取組を支援してまいります。 

 人材育成・キャリアパスの構築では、人材の

育成体制やキャリアアップの仕組みなどの評価

基準を満たす優良事業所を認証する認証評価制

度の普及により、職員が段階的にスキルアップ

しながら活躍できる職場づくりを推進してまい

ります。 

 さらに、将来を担う若い世代に向けた魅力発

信では、介護の仕事のネガティブイメージを払

拭するため、学校と連携した福祉教育の推進や、

高校生の進路選択に影響力を持つ教員、保護者

に向けた情報発信の強化に取り組みます。 

 加えて、多様な人材の参入促進では、今後活

躍が期待される外国人介護人材の受入れ拡大に

向けて、介護施設等が海外現地で行う人材確保

の取組を支援する新たな制度を創設します。こ

うした取組により、必要な介護人材のさらなる

確保を図ってまいります。 

 次に、介護分野のＤＸ化についてお尋ねがご

ざいました。 

 生産年齢人口の減少が進む中、限られた人材

でサービスの質の維持・向上を図るため、就労

環境改善や業務負担軽減に向けたＤＸ化で生産

性向上を一層進める必要があります。このため

県では、介護ロボットや記録から請求までの業

務を一連で行う介護ソフト、情報端末の導入に

対して令和元年度から助成を行っており、最近

では令和３年度から昨年度までの３年間で延べ

163事業所に助成を行っております。 

 また、事業者への支援強化を図るため、昨年

10月にはこうち介護生産性向上総合支援セン

ターを開設し、事業所のデジタル化や業務改善

等を支援するため、セミナーの開催やアドバイ

ザー派遣などを実施しています。 

 こうした取組により、介護事業所のデジタル

化は一定進んできておりますが、一方で小規模
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な事業所ではＩＣＴ機器等の導入の取組に難し

さや心もとなさを感じているなど、取組が進み

にくいといった課題もございます。このため先

ほどのセンターにおいて、課題の抽出、整理の

段階からの支援を伴走的に行いますとともに、

小規模事業所でも効果があった成功事例の横展

開や、コスト削減にもつながる複数の法人での

協働による取組の働きかけなどを新たに行って

まいります。 

 今後、関係団体等で構成する高知県介護現場

革新会議での御意見もお聞きしながら、引き続

き介護現場の生産性向上に向けた施策の拡充に

取り組んでまいります。 

 最後に、特別養護老人ホームを改築する場合

の居室定員の特例についてお尋ねがございまし

た。 

 特別養護老人ホームの居室定員については、

国の省令を参酌して各自治体で条例により定め

ることとされており、本県ではプライバシーの

確保とケアの質の向上といった国の方針にのっ

とり、１室の定員は１人とし、特に必要な場合

は２人までを基準としています。こうした県の

居室定員の在り方は、現在のところ多くの市町

村に受け入れられており、また関係施設で組織

する団体も条例と方向性を同じくする意向が示

されています。 

 一方、議員のお話のとおり、施設を建て替え

る際は、現行条例の規定では３人または４人で

の整備はできないこととなっております。こう

した中、物価高騰などによる建築費の上昇が続

いている状況では、今ある４人部屋を個室また

は２人部屋に改築すると、スペースやコストの

問題で現在の施設の入所定員数は維持できなく

なるといった懸念事例が出てまいりました。 

 このような事態が入所待機者がいる、もしく

は利用者が増加傾向にある市町村において発生

しますと、保険者である市町村として必要な床

数が確保できなくなり、利用者へのサービス提

供に支障が生じるおそれもあります。実際にこ

のような事態を懸念する市町村も複数出てまい

りました。 

 また、現在の経過措置により３ないし４人部

屋がある施設は全体の約６割を占めており、施

設の老朽化による建て替えによって、近い将来

このような状況を抱える市町村がさらに出てく

る懸念もあります。 

 このため、市町村が保険料や他サービスの状

況も勘案し、地域の実情を踏まえて必要性を判

断した上で、サービスの提供に支障を生じると

いった特段の必要がある場合の限定的な措置に

ついて、条例改正も視野に入れて検討を行って

まいりたいと考えております。 

   （文化生活部長池上香君登壇） 

○文化生活部長（池上香君） まず、県民文化ホー

ルの運営状況への対応と、令和７年度以降の予

算措置についてお尋ねがございました。関連い

たしますので、併せてお答えします。 

 県民文化ホールの指定管理者については、令

和６年４月からの５年間を第５期指定管理期間

として、令和５年９月に公募型プロポーザル方

式により募集を行い、高知県立県民文化ホール

共同企業体１者から応募がありました。 

 令和５年11月に開催した指定管理者審査委員

会において、共同企業体からは特に令和７年度

以降に厳しい運営が見込まれるとのお話があり

ましたが、県民文化ホールの運営を行っていく

という意向が示され、審査の結果、共同企業体

を候補者として選定しました。その後、令和５

年12月県議会定例会の議決を経て指定管理者と

して指定し、令和６年３月に５年間の基本協定

書を締結しました。 

 共同企業体からは、機会あるごとに、物価の

上昇や人件費の高騰などに伴い必要な経費がか

さんでいること、県が積算したホールや多目的
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室の利用料金収入の確保が困難な状況であるこ

となどにより厳しい運営が見込まれるため、県

の財政的な支援を検討してほしい旨の申出がな

されてきました。 

 こうした申出を受け、これまで県では、幾度

も共同企業体との協議を重ねながら、県民文化

ホールの健全な運営を図るための対応について

検討してまいりました。その上で、近年の賃金

上昇や物価高騰を考慮し、令和７年度当初予算

編成において、これまで実施していなかった指

定管理契約期間中における単価の見直しを行う

ことといたしました。 

 その結果、令和７年度当初予算において、県

民文化ホールの指定管理代行料を当初の計画か

ら600万円程度増額しました。また、令和８年度

以降につきましても、県民文化ホールの運営状

況をしっかりと把握しながら、健全な運営に資

するよう必要な予算の確保に努めてまいります。 

 次に、県民文化ホールの利用料金の改定に伴

う影響と対応についてお尋ねがございました。 

 利用料金の改定に伴う収入の変動につきまし

ては、正確に予測することは困難ですが、改定

によりホールや多目的室の利用率が下がり、収

入見込額を下回る可能性がある一方、利用率が

計画を上回る、あるいは利用者ニーズを踏まえ

た自主事業の実施などにより収入増につながる

こともあるものと考えています。 

 仮に、実際の収入額が見込みを下回った場合

には、指定管理者にとって経営の不安要素とな

ることから、利用料金改定の初年度である令和

７年度については、収入の見込額と実績額の差、

いわゆる減収額の２分の１を利用料金改定の影

響とみなして補塡する方針としています。 

 今後引き続き、共同企業体からホール等の利

用状況や人件費を含む管理経費の詳細な実績な

どをお聞きしながら、令和８年度以降におきま

しても必要な対応について検討してまいります。 

   （選挙管理委員長田中庄司君登壇） 

○選挙管理委員長（田中庄司君） 政治活動用ポ

スターに係る選挙管理委員会からの文書につい

てお尋ねがございました。 

 議員からお話がありましたとおり、公職選挙

法では参議院議員の任期満了日の６か月前から

選挙期日までの間は、候補者などの氏名が類推

される政治活動用ポスターを掲示してはならな

いと規定されております。そのため、これまで

の各選挙に際しましても、選挙管理委員会とし

て把握している法令に抵触するおそれのあるポ

スターの掲示情報を、任意の情報提供として各

陣営に文書でお知らせしたところでございます。 

 今回、公明党県本部にお送りした文書につき

ましても、これまでと同様にお知らせしたもの

ですが、結果として貼り替え済みのポスターの

掲示情報が含まれていたということであれば、

申し訳なく思っております。 

 理想としましては、任期満了日の６か月前の

時点で確認したポスターの掲示情報をお知らせ

することが望ましいと考えますが、体制など現

実的には困難な部分もございますことから、今

後は確認の方法も含め、情報提供の在り方につ

いて検討し、見直してまいります。 

   （教育長長岡幹泰君登壇） 

○教育長（長岡幹泰君） 学びの多様化学校の設

置に向けた進捗状況とフリースクールへの支援

内容についてお尋ねがございました。 

 県教育委員会では、不登校児童生徒の多様な

教育機会の確保に向けた有識者会議を令和５年

度から８回開催し、委員の皆様に協議をしてい

ただきました。その中で、一人一人の不登校児

童生徒の学びを保障するためには、個々の状況

に配慮した柔軟な教育課程を編成することや、

体験活動等を多く取り入れた魅力ある学習内容

などを取り入れることが重要であるといったこ

とが述べられております。その上で、そうした
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ことを可能とする学びの多様化学校の設置やフ

リースクールへの支援の充実を図っていくこと

の必要性など、様々な意見を含む提言をいただ

きました。 

 県教育委員会はこうした協議内容につきまし

て、市町村教育長会等で説明をし、学びの多様

化学校設置に向けた働きかけを行ってまいりま

した。その結果、いの町からは、令和８年４月

開校を目指して準備を始めるとの報告がなされ、

高知市におきましても早期の設置に向けた意向

が示されております。 

 また、民間の教育機関であるフリースクール

では、子供の主体性を尊重した自立に向けた学

習支援が行われ、不登校の子供たちの学びの場

としてのニーズが高まっています。しかし、フ

リースクールの中には運営が厳しい施設もあり、

子供の安定した学びを存続させるために財政的

な支援が必要な場合も見られます。 

 今後は、両市町が設置する学びの多様化学校

において特色ある教育課程が編成され、児童生

徒の受入れ体制や環境整備の充実が図られるよ

う、しっかりとバックアップをしてまいります。

また、他の市町村に対しても、あらゆる機会を

捉えて設置に向けた検討が進むよう促してまい

ります。 

 フリースクールにつきましても、通所する子

供の所属校と十分な情報共有や連携・協力関係

を構築しているなど、一定の要件を満たす施設

に対して教材費や体験活動に係る経費などの補

助を行ってまいります。このようなことを通し

て、子供の学びの充実を図っていきたいと考え

ております。 

○26番（西森雅和君） それぞれ御答弁をいただ

きましてありがとうございました。 

 結婚支援ということで、来年度からメタバー

スを使用した支援を行うということであります

けれども、若者の声を聞いてみますと、メタバー

スより、まずマッチングアプリでしょうという

ふうに若者は捉えているようでありました。高

知県としてマッチングアプリを作って結婚支援

を進めることも、今後ぜひ考えてもらえればと

思います。 

 民間のマッチングアプリでは、独身証明書も

必要なく利用できるものもあるようであります

けれども、行政がマッチングアプリを作り広げ

ることのメリットは、何といっても信頼性とい

うことであると思います。独身証明書もきちっ

と出してもらい、信頼性のあるアプリを利用し

ていただく、大事なことであると思います。東

京都なんかはもう既に都としてマッチングアプ

リを作っているということでございます。これ

は質問ではございません。 

 無痛分娩の費用の助成についてでありますけ

れども、知事のほうから国の動向を見ながら対

応を検討していくということでございましたけ

れども、県として将来、国の助成がどうあれ、

県として助成制度をつくるという意思表示をす

るということは、大変大きな意味があるという

ふうに思います。 

 本県で年に約3,200人が生まれておりますけれ

ども、そのうちの３分の１の例えば1,000人が無

痛分娩をした場合、約10万円の費用として１億

円必要になるわけでありますけれども、半分を

助成するとしたら、5,000万円の費用になります。

この5,000万円の費用は、私は妊婦にとって優し

い予算であると思いますし、高知県が妊産婦に

優しい県であるということを全国に、また県内

に知っていただく、発信していく予算、メッセー

ジとしては全く高くないと思っております。今

後の検討を期待するところであります。 

 選挙ポスターにつきましてでありますけれど

も、確かな情報提供をぜひお願いいたしまして、

私の一切の質問を終わります。ありがとうござ

いました。（拍手） 
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○議長（加藤漠君） 暫時休憩いたします。 

   午前11時37分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後１時再開 

○副議長（金岡佳時君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 議案に対する質疑並びに一般質問を続行いた

します。 

 27番䬢口秀洋議員。 

   （27番䬢口秀洋君登壇） 

○27番（噮口秀洋君） まず、県は人口減少問題

に対し新たにスマートシュリンク政策を打ち出

し、懸命に乗り切ろうとしている。その原点た

る過疎・人口減少問題は地方の宿命で重要課題

だと国も県も議会も分かり切っているのに、切

り札がないところが永遠の課題となっている。

とはいえ、本当に永遠の課題なのだろうか。本

当にやる気があるのか、である。日本の少子化

は50年前から始まっているのである。 

 私は知事に対して昨年の２月議会でこう指摘

した。50年ほど前に県職員と一緒に全国過疎大

会に行った。その後も国、県、市町村が巨額の

予算を投じても過疎は進行するばかりだ。トリ

アージを断行して生き延びる可能性が高いとこ

ろを守るべきだ。また、市町村の政策能力を高

めるため、あめむち型の厳しい支援をすべきだ。 

 知事は一般型の答弁だった。立場からそれ以

上の踏み込みは難しかったと判断するが、もう

いいかげんにトリアージ型の市町村支援をしな

いと、みんなで過疎は共倒れとの甘い行政と政

治が繰り返され、最後は県民が犠牲になる。 

 最近になってコンパクトシティーやスマート

シュリンクなど言われていますが、お役所は次

から次へと言葉を換え、いかにも新しい政策に

チャレンジしているように見えて仕方ないので

す。 

 ですから、私の主張する世界初の過疎政策、

スマートトリアージですが、トリアージ型のコ

ンパクトシティー、スマートシュリンク、スマー

トシティーでなければ、４Ｓプロジェクトの実

現性は困難ではないかと思われます。再度知事

にお聞きしたい。 

 実際、コンパクトシティーは10年前から言わ

れており、スマートシュリンクも５年ほど前か

ら全国の自治体が挑戦しています。さらに言え

ば、本県の産業振興計画なども全国の都道府県

の後追いなのです。一生懸命に仕事をしている

が、大きな成果が上がりにくいのは、全国パター

ンの後追いの政策に挑戦しているからではない

でしょうか。つまり、どこかが犠牲にならなけ

れば、どこかは伸びないとの現実を避けようと

しているからだと思います。 

 そこで、コンパクトシティーやスマートシュ

リンクのように全国で取り組んでいる政策より、

高齢化率や低所得や急激な少子化などワースト

が並ぶ、何とも重苦しい高知県にふさわしい独

自の政策、国がさすが高知県とうなり、全国が

後追いするようなオリジナルな政策提言ができ

ないでしょうか。例えば、私の世界初の提案、

スマートトリアージや、当て馬のような本県の

新幹線要望、同じ四国山脈をトンネルで突っ切

るならリニアカーにすれば、本県は完全に知事

の言う関西圏に入れます。また、少子化対策は

逆転の発想で、子供２人までは国と県や市町村

が高卒まで、やる気のある人は大卒まで責任を

持つとの現実的な政策や要望などが本県から発

想してほしい。知事にお聞きする。ただ何回も

繰り返される、似たような答弁は聞きたくあり

ません。 

 次に、私は新聞記者として２人の知事、県会

議員として３人の知事の政治姿勢を見てきまし

た。溝淵知事は、本県の過疎と道路を改良する、
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山間部のしわを伸ばして道路でつなぐを基本姿

勢としました。中内知事も道路は最重要課題と

しましたが、企業誘致に力を注ぎ、好調な時代

背景があったものの、本県にゆかりの複数の超

一流企業の誘致を実現しました。橋本知事は、

県庁の情報公開と利権集団の一掃を断行した掃

除県政でした。晩節は評価が落ちました。尾﨑

知事は、産業振興計画を錦の御旗として強引に

県民を商売人にしました。 

 濵田知事を一言で表すとどうなるでしょうか。

私は当初から羊の皮をかぶった情熱コンピュー

ターと表現しています。ふにゃふにゃとしてい

るかと思えば、結構情熱的なものと芯があるの

で、あえて情熱コンピューターと表現したので

す。ただ、前４人の知事のように政治家として

評価する、いや表現する適切なフレーズが見つ

かりません。逆に言えば、それだけ気配りので

きる優しい知事かも分かりません。そうだとし

たら、よく言われる県全体の緩みの原因がそこ

にあるのかも分かりません。 

 知事はこの私の分析をどのように思われます

か、知事にお聞きします。 

 私が以前から県議会でも繰り返している、知

事が最大テーマとする少子化ストップは、もっ

と大胆に取り組まなければ成就するわけがあり

ません。議会答弁でも知事は市町村に気を遣い

過ぎではないかと感じます。議会の執行部席で、

知事が背中を丸めて一生懸命に仕事をする姿を

見るたびに、この厳しい高知県にあえて人生を

投じてくれたことに感謝しながらも――これは

本当です。内面では、知事、周囲に気を遣って

いたら大局の判断ができませんよと心で叫んで

います。 

 人口減対策、つまり少子化対策は、例えば県

議会や市町村とけんかするほどの迫力で取り組

まなければ成就しません。県議会や市町村議会

や、また市町村長の要望が、言っていることが

全て正しいとは限らないし、あえてそれらに対

抗する政策を断行するのも、県民の生活を信任

されている知事の義務なのです。 

 渾身の切り札である人口減少対策総合交付金

も１年が過ぎ、全市町村からの提案要望がそろ

いました。昨年の９月議会で私が指摘すると、

知事は果敢なチャレンジだったと答えました。

それは本気ですか。もし本気なら、県民が納得

できない、結果が得られないとき、最高責任者

としてどのような責任を取るのでしょうか、知

事にお聞きします。 

 審査会の委員も含め、低い偏差値に満足した

ふりをしているのではないでしょうか。心の中

では、もっとずしんとくるものが欲しいと委員

の方々は思っているはずです。過去の要望の打

ち直しみたいなものから、横並び傾向にある予

算援助の要請、これは特別交付金より並列交付

金ではないか。 

 振り返ってみれば批判、賛同、賛否両論があ

りますが、本県は幸せなことに５人ともいわゆ

るいい知事でした。またです。結果については

多様な意見がありますが、どの知事も県民のこ

とを思い、現状に憂いを思い、一生懸命に職務

をこなしているし、こなしました。しかし、県

民所得は全国最下位クラス、昨年の２月議会や

今議会でも政策提案をしていますが、めり張り

をつけなければ共倒れになってしまいます。 

 繰り返しになりますが、特別交付金というの

は、成果を上げた市町村に負担をゼロにする一

方、成果を上げない市町村には今後特別交付金

を出さない厳しい姿勢で予算配分をすべきです。

あめとむちなどという軽い表現を超して、昨年

の２月議会でも表現したように、巨大スイーツ

と巨大むちでなければ、いつものようにほとん

ど成果を出さないうちに、この特別交付金の存

在自体も忘れ去られてしまうのではないでしょ

うか。うがった見方をすれば、市町村が一息つ
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けるように、このような勇ましい名前の交付金

を計上したのかも分かりません。 

 この２月議会の知事提案説明で人口対策の抜

本強化を力説しましたが、努力は認めるものの、

基本政策に問題がないでしょうか。元気な未来

創造戦略では３年後の出生目標が4,200人、昨年

度は全国最下位の3,123人、出生数を1,000人も

多く見過ぎている。こんな数字は目標とは言え

ない。なぜか。まともな目標予測もできないも

のを戦略とは言えない。知事の言う、目標はや

や高くでもない。私がよく言う県民に夢を与え

よは、何十年かかっても実現できる政策と数字

なんです。知事は不可能な数字で県民を期待さ

せることが望ましいと思いますか、知事にお聞

きします。 

 次、県立あき総合病院は、老朽化して県民の

命を守りにくい状態に陥っていた旧安芸病院を

近代化して東部一番の病院にしようと、橋本、

尾﨑の両知事を説得、平成17年、執行部が抵抗

する過程を経て、議会答弁でゴーサインが出た

のでした。つまり、まだ改築しないという県を

強引に説得したのだが、その10年早い新築で、

建設費が30億円ほど安くついたことを県は忘れ

ないでほしい。 

 そのようなお役人ののんびりした体質が再び

問題となっている。私にすればこのように思い

入れの強い病院なので、期待を持って見守って

きたのだが、とうとう我慢し切れなくなったあ

き病院の諸問題をここで指摘する。医師も看護

師も職員も一生懸命に仕事をしていることは認

めながらも、それでも相次ぐ問題点にどのよう

なメスを入れることができるのか、厳しく困難

な質問となりました。偶然にも私の体験が東部

県民の世論と合致したので取り上げます。 

 まず、昨年11月、私の体験。夕方に倒れて、

本人が電話できない症状なので、事務所の長椅

子に横たわり事務員がスマホを17時５分に押し

た。後期高齢者と名前と倒れた状況を答えるが、

職業は聞かれなかったので話していない。この

時点での症状は医師の常識では緊急事態もある

ものだった。きつい体調だったが、病院側は待っ

てくださいの繰り返し。医師も看護師も忙しい

しと配慮して、まだかと我慢しながら静かに数

十分ごと、11回も電話してもらった。その挙げ

句とうとう20時30分に、診察できないので他の

病院へ相談してくださいの返事だった。３時間

半後にこの回答では、後期高齢者は死ぬ場合が

ある。実際、高知市の救急病院に電話すると、

万一も考えられるので、至急来院してください

だった。なお、あき病院の当日の外来患者受付

は８時半まで、何と擦り傷のたった１名だった。

県会議員たる者は県民の診察を優先すべきと

思っていた私がばかだったということです。 

 これに似たケースは多数あって、私に寄せら

れる県民相談の中でもあき病院に対する苦情は、

口頭を含めるとこの２年間で100件ほどある。先

日、あき病院へ県民意識を調査に行ったところ、

100人以上の患者で満員だったが、知人が30人ほ

どいたので手当たり次第、どうですか、あき病

院はと問いかけると、ほぼ全員が不満の声だっ

た。特に、17時以降の受診拒否がひどい、これ

で救急病院かとの声もあった。県民の声は誤解

や誇張されたものも多数あるものだが、私も自

分が体験してあまりにもシステムやマネジメン

トで充実されていない県立病院だと納得した。

あの18年も前にいろいろな難問の中、東部県民

の命を守らなければと情熱を燃やしたあき病院

はどこに行ったのでしょうか。 

 現実の問題として、医師不足と看護師不足は

確かにあり、それによる県民の苦情も理解でき

る。県は定数は充足していると言うので、病院

のシステムに問題があるのではと思う。 

 まず、医師の偏在化も含めた医師不足が問題

のピラミッドの頂点にあると言える。それもそ
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うだが、県の体制やシステム、そして厳しく言

えば、県の力のなさに集約されそうだ。この１

点が解決できれば、あき病院に関するほとんど

の問題がクリアされる。県が医師の勤務事情に

無理を言いにくいなら、夜間対応のできるシス

テムが必要ではないか。夜間当直の医師が対応

困難なときは、病院の規則で当直医師代行業務

の規定があるが、この規定は救急搬送以外は適

用されないのか。 

 このような問題に対応するため、約20年前に

設置した医師確保のための仕組み、対策室はど

うなっているか、今の体制では医師確保が弱体

化していないのか、健康政策部長にお聞きした

い。 

 民間病院では、厚生労働省からの度重なる医

療費の締めつけ、薬価の低下や医師不足、それ

に厚生労働省が妙に力を入れるデジタル化など

から、地方の小さな病院や代々の個人診療所の

経営がさらに厳しくなっている。このままでは

10年以内に相当数の病院、個人診療所が経営難

から消えていくだろう。そうなれば極論すると

二次医療の大型病院しか存在しなくなる。特に

地方の地域医療は少子化同様の危機を迎える寸

前だ。 

 このため、地方の県立病院を守るための医師

確保のための給料をもっと上げるべきではない

か。県はすぐに人件費で病院経営がもたないな

どと言うが、県立病院の医師は民間病院の医師

より大ざっぱに言えば年収で500万円も違う。こ

れでは地方の県立病院の医師不足は深刻化する

はずだ。また、給料アップを求める県立病院医

師もいるのだ。県立病院はある面は商売なので、

給料アップで優秀な医師を集め、患者を増やす

経営がされるべきである。現にあき病院に整形

外科の優秀な医師が着任して、一気に患者が増

えた実例もある。 

 地域医療の充実と県民の生命を守るため、知

事は県立病院医師の給与を増やす考えはないの

か、知事にお聞きする。 

 さらに、高知大学が地域の中核病院から産婦

人科医を引き抜こうとする動きがある。あき病

院に産婦人科医がいなくなれば、東洋町から南

国市までの広大な地域で赤ちゃんが産めなくな

る。お産の対応ができないため、県東部から高

知市の病院に向かう救急車の中での出産もあっ

た。このような現状に現実的な手を打てずに、

県の重要政策が少子化政策とは驚かされます。

知事の政策とは違った現実です。 

 東部の周産期医療を守れるのか、直近の現状

から知事にお聞きしたい。 

 第２の問題は、看護師不足。しかし、あき病

院の看護師不足は職場の問題にないか。一般的

に上司の思いやりや心遣いのない職場は離職率

が高いと言われる。県立病院では、幡多けんみ

ん病院の看護師さんが292人、あき病院は235人

ですが、定年退職以外の離職者数がこの３年で

27人、幡多病院の13人の倍以上です。特に令和

５年は19人も辞めています。この６年間の集計

をしても、定数が20％も少ないあき病院で、幡

多病院の約２倍の65人もが辞めています。地域

性もあるかも分かりませんが、組織のどこかに

問題があるはずです。 

 また、メンタルによる休職者などが６人と多

い。このような組織の管理能力の欠如を言わず

に、看護師や県民に負担をかけることを何とも

思わない県の姿勢にやる気のなさ、マネジメン

ト能力の欠如が見えるのです。 

 最後に、私の症状ですが、一晩我慢して、翌

日、ダリの絵画、記憶の固執のような世界を必

死に運転して高知市の病院に行きました。結論

を言うと、後期高齢者にもかかわらず、１週間

連続でサウナの高温、冷水の繰り返しではない

かとなりました。これを年寄りの冷や水という

が、冷や水が呼び水となって、県民の期待に沿
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える県立病院になってほしいと思います。多数

の苦情はあき病院への大きな期待なのです。 

 この件は県民の命がかかった重要案件ですの

で、知事に決意をお聞きしたい。先ほど私が挙

げた、県のマネジメント能力の低さが原因と思

われる、１、医師不足、２、看護師不足、３、

マネジメント能力の低さなど、具体的なことへ

の決意を答弁してほしい。 

 このほか、駐車場が時々満車となり患者さん

が駐車できない問題、事務処理も限界か、精算

を待つ時間が長い問題、待合室の椅子が午前中

は不足、立ち待ちで体調を崩したお年寄りの問

題など。 

 １年以上もこのように県民に苦痛を与えるこ

とを放置していたのはなぜか。誰も気づかなかっ

たのか、気づいても対応を検討する気持ちもな

かったのか。 

 県民の声は何度も入っているが、内部で握り

潰したのではないか。 

 医療対応を含め、病院関係者や看護師など職

員が県民サービスの観点で問題提起すると、要

らんことを言うなら飛ばすぞとの脅しが入ると

言われるがどうか。県は否定すると思うが、今

後あれば、県議会に対してうその答弁をしたこ

とになる。局長は責任を取れるのか。公営企業

局長にお聞きする。全てはマネジメント側に患

者に寄り添う気持ちがないからであります。 

 次に、私は知事をはじめ県幹部に厳しい質問

を投げかけていますが、別に嫌いだから言って

いるのではなく、県民にとってより住みよい高

知県を目指しているからです。産業振興計画の

ように大変な作業をして、厳しい局面に立たさ

れている県庁職員がやる気を失わないかと心配

するところもあります。 

 そこで、直近10年間の採用試験を見ると、平

成27年は８倍を超した競争率が、昨年の令和６

年は半分程度の約４倍に急落、行政職の大学卒

業程度だけ拾うと平成27年の12.5倍から令和６

年は2.4倍と、何と５分の１に急落。その一つの

指標ですが、旧帝大と東京６大学の受験者は令

和５年が８人、６年はたった３人です。つまり、

幾ら理屈を並べて飾っても、県庁人気が落ちた

ということです。 

 同様に３年以内の退職率ですが、平成30年度

試験合格者が３％、令和元年度は７％だったも

のが、令和２年度では６％とやや高い。数字だ

けでは働くには厳しい職場となるのですが、ま

た令和元年に落ち着いていた休職者数が令和５

年に再び30人台となっている。問題は、休職者

のうちメンタル疾患による者が84％と大変高い

数字にあることだ。 

 この志望者減をどう思うのか、人事委員会委

員長にお聞きする。 

 また、離職率と休職率の数字をどう思うのか、

総務部長にお聞きしたい。 

 一方で、県幹部のいわゆる天下りが指摘され

ていますが、誰もが県の関連団体の責任者がで

きるわけではありません。県民感情に反するか

もしれませんが、天下りがかえって県民利益に

なることもあるようです。 

 知事の言われた天下り率を減らすことは県民

にとってどのようなメリットがあるのか、それ

に代わる行政知識の備わった人材の確保、それ

を減らしたときの職員の再就職はどのように考

えているのか、知事にお聞きします。 

 また、高知県では、一級の天下り先は昔から

高知空港ビル社長と決まっている。歴代の副知

事の定椅子だが、この伝統をどう思うのか。 

 この椅子は、さすがに副知事を務められた優

秀な人材ばかりなので、それに代わる人物は簡

単には見つからないと思うが、一部の県民にす

れば天下りの最たるものと言える。この椅子は

歴代副知事以上に優秀な人物がいたとしたら、

一番先に変えるべき象徴的な椅子と思うがどう
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か。 

 極めて優秀だった歴代副知事が、空港ビル社

長になると普通のおじさんになって、手腕を振

るったと思えないがなぜか、こちらも知事にお

聞きしたい。 

 さて、優秀な人材確保のため、世界でも日本

の企業でもレストラン並みのビュッフェで頑張

る社員をもてなすのがトレンドになっています。

県庁食堂はグーグルで黒星が何と1.8、全国47都

道府県では最低クラス、県のあらゆる指標が全

国ワーストワンの中で、また輝かないワースト

が知事の足元で断トツ評価で出現した。２月20

日現在。県庁幹部は職員の福利厚生には無関心

のようです。 

 知事は県庁食堂を利用してどうでしたか。職

員の福利厚生を充実させる観点からどう思うか。 

 最後に、30年以上前に新聞記者として県庁を

担当していました。知事や県幹部の方々はいい

人ばかりでお世話になったのですが、いざ自分

と組織を守るときは別人と化しました。その名

残はありますが、どこが一番変わったかといえ

ば、ずばり豪傑大物がいなくなったことです。 

 20年ほど前ですが、部長室で話をしていたと

き、部下が血相変えて飛び込んできました。部

長、○○先生がこう言っています。かっとなっ

た部長は、県会議員じゃいうばかは相手にする

な。そこで私も、僕も県会議員ですよとにやり

すると、部長は頭をかいて、ああ悪い悪いと２

人で大笑いをしました。 

 全国の県議会が執行部と論戦をしない時代に

入っているようですが、知事から見たら県議会

と堂々と論戦している県幹部は何人いると思い

ますか。 

 仕事に命をかけていたら、ばりばり合戦は当

然だし、その後は知事と副知事がアフターケア

をすべきです。そこらの責任はお持ちですか、

知事にお聞きしたい。 

 知事はじめ県庁職員が大変な苦労をしている

産業振興計画に、県教育委員会や警察本部はど

れだけの関与をしているのかという常識外れの

質問をしたい。 

 私から見れば子供たちが将来、より豊かにな

れることを早々と目指す、子供たちの早期産振

計画があるべきです。例えば県立高への看護学

校、毎年40、50人の若い世代がほとんど無償で

国家資格を取得することは、より豊かな県民が

誕生するわけで、可処分所得が増え、地域経済

への貢献度が高まるのです。生涯所得は国家資

格やスキルのない人を支援するより三、四倍に

もなり、結局豊かな県民が増え、県消費も増大

して産業が振興され、県経済の土台部分の底上

げができるのです。生徒が集まらないとの消極

姿勢だったら、同じ税金を使った産業振興計画

の中にはストップすべき対象が少なくありませ

ん。 

 提案例を絞ります。昨年の６月県議会でも取

り上げられた芸西天文学習館の建て替え問題、

地元再建が丸く収まり私もうれしいのですが、

県全体の利益を考えれば、県内のどこで最も多

くの利用者があり、指定管理者制度にすれば雇

用が創出できないかと、産業の観点からも考え

るべきではないでしょうか。 

 教育を商売、産業振興と結びつけることに反

対論があると思いますが、県民所得と県政を向

上させるために新たな思考をする必要があるの

ではないか、教育長に聞く。 

 また、大胆な発想を持って、県有財産の売却

でお聞きしたい。一例を挙げると、競売される

室戸署だが、海が見える警察署ホテルも可能で

すとＳＮＳなどでアピールすれば県のＰＲにも

なるし、話題の効果だけでも億円単位になると

思う。また、予定価格以上に高く売れる結果を

出した業者に半分をコンサル料とすれば、必死

にあっせんすると思う。世界には７か所の刑務
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所ホテルはあるが、インバウンドが喜びそうな

安価な警察署ホテルは世界に初になるのです。 

 今後はこのような県有財産を処分する際は、

商売気も考えるのか、総務部長にお聞きする。 

 もう一つ、部局がずれるが、県民体育館にし

ても経営感覚のある委員から有意義な提案は

あったのか。5,000人規模でないとビッグショー

ができないなどは常識であって経営感覚ではな

い。香川県の１万人収容のアリーナに勝てる戦

略と戦術は。観光振興スポーツ部長にお聞きす

る。 

 これも私が今年度の９月議会で質問したもの

と同列の質問です。生活に直結するスーパーや

食品店の廃業に対して、支援、再開はできない

かとの質問でした。内容は実現性の低い市町村

任せの答弁でした。ですから、実現できません。

しかし、過疎地の県民は本当に困っているので

す。知事や執行部の皆さんは、自分が体験しな

いから他人事のような答弁になるのです。去年

の夏は安芸市では猛暑の中、スーパーに向かう

お年寄りが倒れました。今年は死ぬかも分かり

ません。 

 そこで、地域の維持に必要最小限の商業者を

キープするため、政治は何をしなければならな

いのか。大胆に言わせてもらえれば、重要な商

業者を国や県や市町村の援助で守る、いわゆる

商業版デカップリング方式です。例えば日々欠

かすことのできない町のスーパーと病院、絞り

切ればこの２業種が守られなければ、県民の生

活の最低限の基盤を失うのです。 

 何とか営業できる程度の最低限の所得補償、

例えば年間50万円とかをすべき時代に入ってい

るのではないでしょうか。深刻さが増している

買物難民の県民を助けるため、このような政策

提案を国に訴えていく思いはないのでしょうか、

人口減少・中山間担当理事にお聞きしたい。 

 次、夕方にはスーパーの生鮮食品に割引シー

ルが貼られます。私も時に選挙区外で参戦する

のですが、先日、激戦の焼き肉半額セールに参

加、千手観音のような多数の手の中で強引に勝

ち取ったところ、そのおばさんに、あら䬢口さ

んじゃないと言われ、思わずトレーを手放しま

した。しかし、この異常な物価高、主婦の方々

にすれば必死の勝負なのです。しかし、お米の

価格が買占めによって２倍になるなど、目前で

厳しい県民の生活に接していると熱く訴えたく

なるのです。国は、国会議員は、国民の生活が

切迫していることを実感しているのかと。 

 本県では、これらの根本的な問題の一つは誰

もが分かっている県民所得の低さです。県民の

所得がインフレに追いつかないのです。この所

得では物価高と高賃金のサイクルに乗れるはず

がありません。最近の物価高騰について国は４

％と言うが、30から50％と実感します。 

 １、知事は夕方のバトルに参加したことがあ

りますか。２、その感想をお聞きしたい。３、

その上で県民生活を判定してください。 

 ４、その結果、県政責任者として具体的に何

ができるか。５、私は普通の国民、つまり庶民

の生活を守ることが政治の基本中の基本だと思

うが、知事はどう思うか、知事にお聞きします。 

 次、県の果樹試験場の狭問題が言われて、

私の記憶だけでも30年以上になる。本県の果樹

類は全国的にも競争力が高く、今後はさらに農

業生産額の重要な数値となるはずです。その日々

熾烈な開発・改良競争が行われている中で、本

県は妙にのんびりしていると多くの関係者が

思っている。重要産業の改良・開発施設といえ、

自然相手の果樹試験なので、長年のデータのそ

ろった現在地の長所は理解できる。しかし、昭

和４年に現在地に建設した施設は老朽化した上、

ミカン県を自称する愛媛県25ヘクタールのざっ

と４分の１しかない。誰もが狭さに危機感を

持ちながら、いつも予算がないと要望はもみ消
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されてきた。 

 令和５年度の県議会商工農林水産委員会での

委員会への業務概要でも、県自らが出した懸案

事項が老朽施設の改築だ。述べたように県は移

転に慎重だが、令和２年から出先機関等調査に

施設の老朽化を５年連続で記載している。私も

いわゆる前期䬢口県議のときだが、現地視察時

で数回施設老朽化と狭と施設移転を質問した

ことがある。25年から15年ほど以前になる。私

の記憶では少なくとも20年も前から狭化によ

る移転の必要性の話が出ていた。 

 本県はユズが日本トップの生産高で、知事の

重点政策となっている中山間振興や少子化対策

の産業としてまだまだ大きく伸びるポテンシャ

ルがある。ポンカンやブンタンや山北みかんな

ど世界戦略でも勝ち残れる技術と生産農家が多

数いる。 

 急激な温暖化や、世界を相手にしなければな

らないかんきつ合戦に本当に今の場所で勝てる

と思うのか、農業振興部長にお聞きする。 

 世界における本県のかんきつ類の長期戦略の

観点からすれば、既に手後れと言われても仕方

ない。予算がないというなら、すぐに移転せよ

というのではなく、10年先を見据えて可能性の

ある地域でデータ収集をすべきではないか。例

えば、安芸市である。世界で戦える技術を持ち

ながら、世界戦略の中で既に遅れているとの観

点から、具体化のタイムリミットではないか。 

 10年先の移転構想を持って動き始めるべきで

はないか。長い歴史を見てきた後期䬢口県議が、

農業振興部長にお聞きする。 

 このほど政府と経団連は、国内設備投資を2030

年度に官民連携で135兆円、さらに2040年には200

兆円に引き上げると表明した。また、観光庁は

同時期に、外国人観光者数を6,000万人に伸ば

し、その消費額を15兆円に増大するとしていま

す。簡単に言えば基本的構造も土台もない、さ

らには思い切った工業化に基本的政策もない本

県がこの波に乗れるかという大きなテーマが目

前に示されました。どのような政策であろうと、

国のつくる大きなうねりに乗らなければ地方は

発展しません。 

 ある面、農業社会という一応飯が食える経済

体制に何となく満足してきたとも言える本県経

済、戦後の大きな基本政策が失敗だと思うので

すが、それを改善しようともせずに今日に至っ

て、人口減少、若い女性がいない、仕事がない

などと慌てているのです。私が県会議員である

限り毎議会で言い続ける決意ですが、本県は大

胆に政策転換しなければ過疎対策も少子化対策

も結婚問題も老人対策も困難だと断言しておき

ます。 

 思い切って要約すれば、今述べた対策は適正

な働く場があれば全て解決します。しかし、残

念ながら若者が働く一部上場またはそのクラス

が本県にはほとんどありません。誰もが分かり

切ったことを言っているのですが、この単純で

極めて困難な政策を実現しなければ、あとは日

沈む高知県になるしかないのです。 

 ほとんどの新人県会議員は、初の議会質問で、

若者の働く場を、企業誘致をと訴えます。私も

そうだったし、議長席に座っているはずの加藤

漠議長の初質問もそれでした。ベテラン議員に

なっていた私は、みんな同じことを質問する、

この質問は何十年も繰り返されるだろうと、県

の政策にいら立ちを募らせるばかりでした。そ

れが今爆発状態にあります。 

 県が誘致でなく本県に本社を置く一流企業の

定着にも全力で当たっていない。過去のケース

ですが、例えばニッポン高度紙工業の鳥取県進

出に見られます。進出予定地だった安芸市に断

られ、高収入の30人以上もの新規雇用をまざま

ざと捨てたのでした。これは県政の大失策です。

県内にとどめる努力の跡が見えない。工業用水
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がないなら、当時香南工業用水はあり余ってい

た。 

 県の力の大きな指標である製造品出荷額等は、

30年前から愛媛県が３兆6,000億円、香川県が２

兆4,000億円、徳島県が１兆5,000億円、高知県

は7,000億円でした。驚くべき格差です。そして、

30年後の去年、令和６年は愛媛県５兆4,000億

円、香川県３兆円、徳島県２兆2,000億円、工業

化を図ったほかの３県が50％以上も伸びる中、

何と本県は毎年ダウンして、たった6,000億円、

技術立国日本から完全に取り残された、やる気

のないために乗り遅れた状態です。 

 このような工業基盤で国と経団連が目指す200

兆円の設備投資を、指をくわえて見ているだけ

でしょうか。仕事を求める若者や、将来の世代

に申し訳ないと思わないのでしょうか。何回も

繰り返すように、製造品出荷額等の異常に低い

本県がさらに取り残されるのではないかと心配

です。 

 大企業の誘致は私も長い県会議員の中で身に

しみて分かっています。正攻法では人脈積み重

ねの地道な仕事ですが、いわゆる交際費は十分

に、いや十分以上に確保できているのか、他県

と比べてどうか、商工労働部長にお聞きします。 

 もう手後れに近いが、今回のビッグチャンス

に県は大企業を何社誘致するか決断を。政治家

なら県民に約束の数字を示すべきだと思う。厳

しい質問と思ったら終わりです。飯の食えない

多くの県民が最大級に期待している叫びです。

知事にお聞きしたい。 

 一方で、インバウンド対策。有名観光地のオー

バーツーリズムが危惧される中、地方にチャン

ス到来だが、国の目指す現在の２倍のインバウ

ンド誘致対策を県はどのように計画しているの

か。世界と戦える準一等観光地は少なくないの

だが、観光振興スポーツ部長にお聞きする。 

 次、県が推奨したハウス加温のヒートポンプ

エアコンは、電気代金の高騰で有利性のない加

温方式となっている。平成25年あたりから県が

強力に推奨、設置件数は4,000台にもなっている。

平成26年２月議会で木質ペレットが重油よりコ

スト高になれば県は補助すべきだとの質問に、

農業振興部長は対応を検討すると答えた。何と

10年後の昨年度から実現された。加温燃料の重

油やペレットには、国や県の農業支援目的の補

助金があるのに、県が推奨してきたヒートポン

プこそ支援すべきだ。また、ヒートポンプ加温

の補助について、ＪＡや農家や市町村の要望は

どうなっているのか、農業振興部長にお聞きす

る。 

 ３月15日には東部自動車道の高知龍馬空港Ｉ

Ｃから香南のいちＩＣまで開通する。高知市か

ら一気に芸西村まで走れるアクセス整備は東部

県民にとって最大の喜びで、関係者には感謝し

ています。 

 まず、今でもインターチェンジの走行車線と

進入車線で、日々危険な走行優先争いが続いて

いる。現在は朝夕のラッシュのときのなんこく

南インターがすさまじいのですが、新規開通の

空港ＩＣと香南のいちＩＣも危険な地点になる

と思われます。 

 警察はこの現状をどのように把握しているの

か、警察本部長にお聞きする。 

 続いて、センターロープです。予想していた

ような悲しい乳児死亡事故が起きました。ユー

チューブの映像では対向車の進入ですが、警察

本部はいまだに事故原因が分からないと言いま

す。スマホだったら大きく危険度を知らせるべ

きです。私もこの道を10年ほど走っていますが、

スマホ運転の大型車や小型車を見るにつけ、万

一の不安や恐怖を覚えるときがあります。 

 東部自動車道の自損事故を含めた事故原因は

どうなっているのか、警察本部長にお聞きする。 

 また、この大動脈は安芸市から芸西村までの
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大幅な時間短縮になるのに伴って、東部地域の

ハウス農業や基幹産業を支援することが必要で

す。 

 東部自動車道の延伸を機に、東部地域の産業

振興のために具体的にどうしていくのか、知事

にお聞きしたい。 

 お年寄りたちがよく使うシニアカーですが、

本県ではこの10年間の事故は死者１人、重傷者

４人、軽傷者８人ですが、事故件数以上の危険

性をはらんでいるのではないかと思います。ひ

どいシニアカーは歩道から突然車道に入って国

道を横断、また国道をのんびり走る人まであり、

いつ重大事故が起きるか分かりません。 

 一方でよく言われるのが車高の低いシニア

カーの視認性の悪さです。事故統計に載らない

軽微な事故はよく話題になります。この視認性

やシニアカーに乗っている方の安全運転意識が

改善されないと、今後の重大事故が心配されま

す。 

 お年寄りたちの命を守り、ドライバーにつら

い思いをさせないためどのような安全対策をす

べきか、警察本部長にお聞きします。 

 次、箱庭質問となって申し訳ありませんが、

土木部長にお聞きします。安芸市の市街地を流

れる県管理の江ノ川、帯谷川。洪水被害を防止

しようと30年前、下流の拡幅工事が県から提案

されましたが、本格改修が進んでいません。改

修のスピードを上げるべきです。 

 大幅に遅れているにもかかわらず、水流を膨

らませる堆積土砂や雑草繁茂、この部分だけで

も維持管理をして大洪水に備えるべきだ。 

 また、安芸川も平成30年に水害で県道が決壊

寸前となり、市街地やハウス地帯が水没危機で

した。河川改修を急ぐべきです。 

 また、安芸土木事務所で15年前に予算がス

タートした安芸広域公園の大規模紅葉木の植

栽、お年寄りや障害者でも平地で紅葉が楽しめ

る私の提案でしたが、２年ほどで止まりました。

予定図面まで渡して約束したら、私がいなくて

も守るべきです。 

 そして、公園トイレです。県内の全てで言え

るのですが、今の子供たちやお年寄りは洋式で

ないと困難です。現実問題として安芸広域公園

のトイレは早急に改修すべきです。 

 また、ハウス問題では、昨年２月の県議会か

ら１年たちますが、芸西村の冠水問題と水不足

はどこまで対処できたのか。私が指示した増設

ポンプに、さらに２基の移動式ポンプ増設の答

弁があったが、それでもなお排水能力に不安が

あり、抜本的に既設ポンプ場の飛躍的な排水能

力向上が求められている。 

 県は実現計画を立てたが、最も危険度の高い

エリアの排水機場を最優先して整備すべきと思

うが、農業振興部長にお聞きする。 

 さらに、安芸市のハウス問題ですが、世界的

な資材高騰などでコストが上がり、悲鳴も上がっ

ている。今シーズンは何とかだったが、花卉や

ユズは気候変動に左右された。 

 今後さらに加温燃料の高騰や資材高騰が確実

化されている。安芸市のナス栽培について県は

どのような対策をするのか、農業振興部長にお

聞きする。 

 最後です。私は13年前の平成25年にあき病院

が新築される前から東部医療圏構想を訴え、そ

の後、看護学校を議会質問で要望した。それは

地方の病院で看護師不足が一層深刻になると見

越してからだった。また、17年前にあき病院の

新築要望のときからのテーマでもある。東部医

療圏構想は、あき病院新築を誘因にして看護学

校を造り、医師と看護師を確保、自己完結でき

る医療体制を目指した私の壮大な計画だった。

新病院の建設は、17年前にやっとゴーサインが

出たが、一方で看護師確保のための看護学校は、

学費をかけず国家資格が取れるようにと県立安
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芸高校に看護学科をつくる要望だった。 

 議会外では教育長は乗り気を見せたが、生徒

の定員が確保できるか、お役人特有の先が読め

ない慎重な答弁だったが、平成26年２月議会で

東部地域の保健・医療・福祉政策と県立高校の

在り方など様々な視点から検討すると、やや前

向きの答弁となった。 

 また、平成27年２月に、私の度重なる質問に

当時の尾﨑知事は、熱い気持ちで臨む、相当な

やる気でいると答え、地域医療介護総合確保基

金の上積みをやるのかという駄目押しに、はい

と答弁している。これは東部医療圏構想の看護

学校を県が支援することを決めたことにほかな

らない。ところが、私が冬眠しているうちに、

看護学校設立の話はずたずたになって、新聞記

事を見ても平成30年に看護学校頓挫と書かれる

までに至った。 

 カムバックした私は、令和５年度の危機管理

文化厚生委員会で、令和６年４月に東部看護学

校開校とのパンフレットが出回っていたが、真

実はどうなっていると問いただすと、看護学校

の開校の話はなくなっていますとの答弁でした。

そういう中でも市町村長の要望は細々と続き、

この１月に市町村長の熱意に知事が決断したの

でした。残念なことに県の先見の明のなさで、

パソコンで遠隔授業をするだけのサテライトに

なった上、短大並みの授業料が必要となった。

お茶を濁した感じだ。 

 これは看護学校と言えないと思うがどうか、

健康政策部長にお聞きする。 

 言ってみれば、親がポルシェを買ってやると

いうので期待していたら軽トラになった。不満

の子供に親が、同じ車じゃないかと言い訳して

いるようなものだ。もともとは県が高校の授業

料無償化の流れも読めなかったため、県民が国

家資格を取得できる大チャンスを失った。 

 また、平成27年２月議会で東部医療圏構想、

つまり令和７年度着手予定の多機能支援施設に

おける看護学校設置を訴えたが、10年以上もたっ

てやっと着手とは、今まで何をしてきたのか、

知事にお聞きする。 

 第１問、以上です。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 䬢口議員の御質問にお答

えをいたします。 

 まず、賢く縮む、いわゆる４Ｓプロジェクト

について、トリアージ型で対応すべきではない

かとのお尋ねがございました。 

 この４Ｓプロジェクトは全てのサービスを一

律に縮小するものではございませんで、真に必

要なサービスは残し、そのために無駄や重複が

ある部分を縮小していくという考え方です。ま

た、このプロジェクトの推進に当たりましては、

前例にとらわれず、大胆な発想で今までにない

試みにも挑戦をし、新たなやり方を創造してい

きたいと考えております。 

 こうしためり張りを利かせて、伸ばすべき部

分を伸ばしていくという考え方自身は、議員御

提案のトリアージ型の取組の考え方と相通じる

ものではないかと考えております。 

 一方で、先日明神議員にも御答弁申し上げま

したように、４Ｓプロジェクトは遠い将来にお

きましても、住民自治の担い手である基礎自治

体としての現在の市町村は維持をするというこ

とを展望した取組だというふうに考えておりま

す。この点におきましては、生き残る可能性の

高い市町村のみを選別し、重点的に支援すると

いう議員御提案のトリアージ型の取組とは考え

方が異なる面もあると考えております。 

 私としてはこうした考え方の下、この４Ｓプ

ロジェクトを推進いたしまして、効率的で持続

可能な社会の実現、県民生活の質の向上を図っ

てまいります。 

 次に、オリジナルな政策提言の実施について
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お尋ねがございました。 

 本県は人口減少問題のトップランナーとして、

その解決に向けまして、全国初を含む新しい試

みにも大胆に挑戦していくということが、果た

すべき責務であるというふうに考えております。

そのためには、政策提言も通じまして国を動か

して、その後押しを得るということを求める成

果につなげていくことが必要な局面もあるとい

うふうに考えます。 

 政策提言に当たりましては、こうした例えば

人口減少問題ですとか、南海トラフ地震への対

応といった本県が提言するべき必然性がなけれ

ば、国の共感は得られないと考えます。また、

実現したい政策目標をあまりに低く設定いたし

ますと、実現可能性は高まりますが、内容的に

は平凡なものにとどまり、インパクトに欠ける

ということになりますし、逆に斬新ではありま

すが、実現に向けました難度が高過ぎて現実的

でない達成目標では、国の関心を引くことはで

きないと考えます。こうしたことから、国や地

方がもう一踏ん張りすれば実現できると考えら

れる程度の政策目標を掲げて提言するというこ

とが肝要ではないかと考えます。 

 こうしたことを踏まえながら、現在総合企画

部を中心といたしまして、議員からお話のあり

ました大胆な提案も含めて、人口減少対策のた

めの国への新たな提言の検討を進めております。

高知県らしいインパクトのある政策提言が実現

できますように、しっかりと練り上げてまいり

ます。 

 次に、私自身のいわゆる人となりに関する議

員の分析をどう思うかということについてお尋

ねをいただきました。 

 私は、自分で申し上げるのもなんであります

が、人の話をよく聞き、物事を論理的に考えた

上で仕事を進めるということを大事にしており

ます。こうした点を捉えて、かつて議員から、

羊の皮をかぶったコンピューターとの人物評を

いただいたというふうに思っております。加え

て、私の常日頃心に秘めております、ふるさと

高知に恩返しをしたい、高知を元気に豊かにし

たい、こうした思いを評して、今回情熱という

単語を追加していただいたのではないかという

ふうに拝察いたします。このことについては、

素直に大変光栄に感じております。 

 こうした私の情熱を県職員全員に伝播させま

して、職員全てが熱い気持ちで仕事に臨み、県

勢浮揚につながるように私自身が先頭に立って

全力で取り組んでまいります。 

 次に、人口減少対策につきまして、県民の皆

さんが納得できる結果が得られないとき、どの

ように責任を取るのかとお尋ねがございました。 

 私は知事としての２期目の挑戦に当たりまし

て、四、五年後までに若年人口の減少傾向に歯

止めをかける、おおむね10年後には現在の水準

まで回復をさせるという目標を公約として掲げ

ました。この目標は非常に野心的でありまして、

容易に達成できるものではないということは認

識を十分いたしております。このための対策と

して、本年度人口減少対策総合交付金を新たな

制度として創設いたしまして、市町村と県がベ

クトルを合わせて対策を行っていく、４年間で

集中的に支援をしていくということといたしま

した。 

 この総合交付金に関しましては、いわゆる手

挙げ方式の連携加算型につきましても、全ての

市町村から事業計画が提出されております。こ

の事業計画におきましては、各市町村が若年人

口の反転増加に向けた数値目標を掲げておりま

す。交付金の事業期間であります令和９年度に

は目標の達成状況、そして効果の検証が行われ

ます。それらを踏まえまして、事業の成果に関

する市町村におきます評価については、地域の

住民が判断をされるものであるというふうに考
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えております。 

 その上で、この施策を通じました県全体とし

ての成果に関する責任は、よきにつけあしきに

つけ、県の最高責任者であります私に帰するこ

ととなります。この点につきましては、目標の

達成の度合いや、この間の社会経済の環境など

を踏まえまして評価を下した上で、政治家とし

ての出処進退も含めて、私自身の取るべき対応

について様々な方法を検討し、明らかにすべき

ものと考えます。いずれにしても、県民の皆さ

んの御意見を踏まえて、最終的には私自身でこ

の点はしっかりと判断をしてまいります。 

 県民の皆さんにお約束をいたしました、元気

で豊かな高知県の実現に向けて未来を切り開く

ということは私の責務でありまして、私自身の

手で何としても成し遂げたいという思いでおり

ます。まずはこの４年間で成果が出せますよう

に、目の前の課題に真正面から全身全霊をかけ

て取り組んでまいります。 

 次に、元気な未来創造戦略に掲げました出生

数の目標についてお尋ねがございました。 

 この戦略では全体的な目標といたしまして、

若年人口の減少を、ただいま申し上げましたよ

うに、令和９年までに食い止めて増加に転じさ

せるという目標を掲げております。このために

出生数や婚姻件数など、具体的な数値目標をそ

れぞれ設定しているところでございます。 

 出生率について目標が高過ぎるのではないか

とお話がございましたが、そもそもコロナ禍の

直前の令和元年には約4,270人という出生数の

数字がございました。この水準あたりまでの回

復を目指していくということ、そして夫婦が理

想とする子供の数が2.2人というデータがござい

ますので、これに見合った数字を設定していく、

こういった考え方により、県が目指すべき令和

９年の到達点といたしまして、出生数4,200人とい

う設定をいたしました。 

 御指摘のように、足元の出生数を見ましたと

きには、目標自体がますます野心的で、達成が

極めて厳しい状況にあるということは自覚をい

たしております。しかしながら、令和９年に若

年人口を増加に転じさせるということからしま

すと、年間の社会増減との兼ね合い、あるいは

35歳以上に到達を新たにしていく人口などを考

慮いたしますと、出生数において4,200人程度の

水準の達成が不可欠でございます。 

 こうした中で、ここ数年全国と比較して減少

率が顕著に大きかった婚姻件数につきましては、

最近の速報では12年ぶりに増加に転じるという

明るい兆候がございました。ここ数年の出生数

の激減は、それに先行するこの婚姻数の激減が

大きな要因であったという側面がございますの

で、こうした形で婚姻件数が増加に転じたとい

うことは、二、三年後の出生数の増加につなが

るのではないかというふうな期待はいたしてい

るところでございます。 

 もとよりこの出生数の目標を達成いたします

には、結婚支援に限らず、子育て支援、さらに

は産業振興による若者の所得向上なども含めま

して、あらゆる施策を総動員する必要がござい

ます。その実現に向けまして、元気な未来創造

戦略に基づき、私自身が先頭に立ちまして、粘

り強く取り組んでまいります。 

 次に、地域医療の充実と県民の生命を守るた

め、県立病院医師の給与を増やす考えはないか、

お尋ねがございました。 

 本県の県立病院医師の給与水準につきまして

は、地方公営企業法の規定に基づきまして、他

の病院医師の給与との均衡、あるいは病院事業

の経営状況を考慮して定める必要がございます。

本県の県立病院医師の平均給与水準を、公立病

院あるいは民間病院の勤務医と、国の統計デー

タを基に比較いたしましたところ、全国平均を

上回るような給与水準となっております。加え



 令和７年３月４日 

－128－ 

 

まして、経営状況が大変厳しい本県の病院事業

の状況を踏まえますと、現時点では県立病院医

師の給与水準を現行以上に引き上げるといった

状況にはないと考えております。 

 ただ一方で、配置する医師の数を増やすとい

うことは、経営改善の面からも重要なポイント

だと考えております。必要な医師数を安定的に

確保するということを通じまして、医療の質を

向上させる、それによって患者数が増加をし、

収益等の増収が図れまして、ひいては経営改善

につなげると、こういったことは期待すべきシ

ナリオだというふうに考えております。 

 こうした観点から見ますと、あき総合病院の

救急科や産科などのように、現場に必要な数の

医師の配置ができず、医療の収益が十分に上げ

られない診療科もあるということでございます。

このような状況を解消するためにも、奨学金の

活用の促進、キャリア形成支援などによります

ほか、高知大学医学部をはじめといたします関

係機関の協力をいただきながら、安定的な医師

確保に向けて一層尽力をしてまいりたいと考え

ております。 

 次に、安芸地域の周産期医療につきましてお

尋ねがございました。 

 本県の周産期医療を取り巻く状況は、出生数

の減少に伴います分娩を取り扱う医師の急激な

減少によりまして、高知市を中心といたしまし

た中央保健医療圏でも分娩休止、分娩取扱件数

の制限に至る施設が発生するというなど、大変

厳しい状況となっております。 

 このため、今年度高知大学にも参加をいただ

きまして、周産期医療の在り方を検討してまい

りました。昨年12月にまとまりました将来像に

おきましては、まず向こう３年間、１つには県

の中央部、２つには安芸、３つには幡多、この

３地域におきます分娩体制の確保を図るという

ことを目標として掲げております。 

 特に、安芸地域は出生数が著しく減少してい

る状況ではありますけれども、御指摘もありま

したように、地理的な特性を考慮すれば、地域

内で分娩体制を確保する必要があると判断をい

たしました。このため、あき総合病院への当直

医師の派遣を継続いたしますほか、令和８年度

からの院内助産の導入に向けて準備を進めてお

ります。 

 こうした取組を継続いたします一方で、中長

期的には安芸地域を含めまして、県全体の出生

数、医療従事者数の動向によっては、さらに一

歩進めて施設の大規模化、あるいは集約化の検

討に踏み込む必要も生じるということは視野に

入れております。このため、今後県周産期医療

協議会におきまして、各地域の分娩体制などを

随時点検しながら、必要となる対策を中長期的

にはあらかじめ検討するという方針でおります。 

 次に、県立病院が県民の期待に応える病院と

なるための決意についてお尋ねがございました。 

 まず、２つの県立病院の医療スタッフのうち、

看護師につきましては、令和６年４月１日現在

で定数上の478人を充足いたしております。そう

した意味で必要数は確保できていると考えます。 

 次に、医師につきましては、あき総合病院の

救急科、産科といった一部の診療科では不足感

がございますが、２病院全体で見ますと、この

10年間で29名を増員できているということでご

ざいますので、こちらも一定程度は確保がされ

ていると評価していいのではないかと考えます。 

 こうした中で、地域の中核病院としての役割

が果たせますように、引き続き医療スタッフの

専門性の向上、あるいは他職種へのタスクシフ

トの推進などによりまして、医師の業務負担の

軽減に努めてまいります。あわせまして、なお

一層の医師確保に向けて、高知大学医学部など

の関係機関の協力も得ながら尽力をしてまいり

ます。 
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 また、県民の期待に沿える県立病院となるた

めには、職員一人一人が患者と向き合って、強

い使命感と高い士気を保って業務を遂行するこ

とが不可欠だと考えます。そして、そのために

は県立病院のみならず、公営企業局全体を含め

まして、組織を牽引する幹部職員のマネジメン

トが大変重要であります。 

 私は、これまでも県民の皆さんとの対話を通

じて共感を得ながら、県政を一歩でも前進させ

るよう、あらゆる機会を通じまして幹部職員に

こうした基本姿勢の浸透を図ってまいりました。

今回、議員のほうからいただきましたお話も踏

まえながら、より一層患者の皆さんの声に寄り

添う共感の基本姿勢の徹底、そしてその声に応

えるために想像力を働かせて前進をしていくと

いうマネジメント能力の向上を図ってまいりま

す。 

 次に、県の外郭団体への県職員の再就職につ

いてお尋ねがございました。 

 こうした外郭団体のうち、工夫次第で例えば

入場料収入などの大きな向上が見込めるといっ

た団体におきましては、特に民間出身の方を役

員に登用するということを通じまして、民間な

らではの発想によります経営成績の向上などが

期待できるというふうに考えております。 

 このため、今後志ある民間の出身者がこうし

た外郭団体で活躍できる、そうした機会を広げ

る必要があると考えています。仮に行政経験の

ない方が役員になった場合におきましても、県

としてより一層丁寧に団体とのコミュニケー

ションを図りまして、円滑に経営できるように

支援をしてまいります。 

 一方、県の外郭団体の中には主に公共的な業

務を代行しているといった形で、行政との連携

が特に重要な団体もございます。こうした団体

につきましては、今後県職員の定年が65歳まで

段階的に引き上げられていきますので、これに

応じまして、現役の県職員を積極的に派遣する

という方式に切り替えていくということも選択

肢の一つではないかというふうに考えておりま

す。 

 また、退職後再就職を希望する職員につきま

しては、現在退職職員等人材活用センターにお

きまして、いわゆる外郭団体に限らず、民間企

業などからの人材の紹介依頼に応じて、マッチ

ングを行っているところであります。定年の引

上げ後も県職員の再就職の透明性を確保する、

この必要性は変わりませんので、こうした観点

から引き続きこうした仕組みにより、適切にマッ

チングを行ってまいる考えであります。 

 次に、高知空港ビル株式会社の社長への再就

職について、３点お尋ねがございました。関連

いたしますので、併せてお答えいたします。 

 空港ビル株式会社におきましては、同社の定

款に基づきまして、まず株主総会で取締役を選

任する、その後、この取締役会の決議で取締役

の中から社長を選任すると、こういう手続で社

長が決定されております。昭和56年の設立時に

は、当時県主導で用地買収、ターミナルビルの

建設を進めていたという経緯もありまして、当

時の副知事が社長に選ばれたものというふうに

考えております。 

 また、同社が担います空港ターミナルビルの

運営は、空港の設置管理者である国土交通省は

もとよりでありますが、周辺自治体、航空会社、

二次交通事業者など多方面との緊密な連携・調

整が必要となることとなります。そうした業務

には、行政での経験や人脈の広さ、マネジメン

ト能力が必要となりますので、その後も副知事

などの県幹部の経験者が退職後に多く社長とし

て選任されていたというふうに考えております。 

 一方で、歴代の取締役には民間出身の方も多

数含まれております。したがいまして、より適

切な方がおられれば、取締役会の決議によりま
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して、副知事経験者以外の方が選任をされるこ

とも今後十分あり得るというふうに考えます。 

 そして、議員から、社長になると普通のおじ

さんになって手腕を振るったと思えないという

ような御発言がございましたが、空港ビル株式

会社の社長は、最近だけを見ましても、例えば

コロナ禍での航空会社に対します支援策の取り

まとめであるとか、台湾からの定期チャーター

便を受け入れます仮設施設の整備・運営といっ

た様々な困難を伴います取組に、県と緊密な連

携を取りながら御尽力いただいているというふ

うに思っております。多くの関係者との調整な

ど、表立っては見えにくい部分も多いとは思い

ますけれども、歴代の社長はそれぞれの行政経

験を生かして御活躍いただいてきたというふう

に認識をしております。 

 次に、県庁食堂についてお尋ねがございまし

た。 

 私自身、昼食はお弁当を注文して執務室内で

食べるという形が多うございます。その中で県

庁食堂のお弁当を注文することもございます。

感想といたしましては、低価格――450円ぐらい

だと思いますが――であるにもかかわらず、お

かずが豊富に入っておりまして、いわゆるコス

トパフォーマンスは十分なものではないかと感

じております。 

 県庁食堂は、県が庁舎の使用許可を行いまし

て、民間事業者が運営をしているものでありま

す。利用者からの評価が芳しくないという御指

摘がございましたが、県職員の休憩時間に利用

者が集中する、あるいは昨今は材料費が高騰す

る、そういった運営の難しさも一面あるのかと

いうふうには思っております。 

 ただ、県といたしましても県庁食堂の魅力向

上は望ましい方向と考えますので、それに向け

ましてどのような方法があるのか、運営事業者

の御意見もしっかりお聞きをし、一緒に考えて

後押しをするように担当課に指示をしておりま

す。 

 次に、県幹部の県議会での論戦あるいはその

アフターケアについてお尋ねがございました。

関連しますので、併せてお答えいたします。 

 県勢の浮揚に向けましては、県民の皆さんを

代表する県議会議員の各位と我々執行部が県政

の課題あるいは目指すべき方向性を共有し、様々

な施策を練り上げていくというプロセスが大変

重要だと考えます。このため、私は常々幹部に

対しまして、議会におきます質疑におきまして

は、議員各位の質問趣旨をしっかりと把握した

上で、真正面からお答えをするということを旨

に対応するようにと指示をいたしております。 

 したがいまして、答弁は物腰柔らかく丁寧で

ありましても、県の立場を主張すべきところは

主張するという点については、幹部にもしっか

りと徹底できているのではないかと考えます。

こうしたやり取りの中で、私あるいは副知事が

フォローすべき場面があれば、もちろん責任を

持ってフォローしていきたいと考えます。 

 改めて申し上げるまでもなく、議員各位と執

行部は県勢を発展させていくための車の両輪で

あります。今後、議員各位との間で、より一層

活発に建設的な議論が展開していければありが

たいと考えております。 

 次に、県民の生活苦に対する私の認識につい

て、一連の質問がございました。併せてお答え

をいたします。 

 まず、私自身スーパーでの買物の経験、ある

いは県民の現在の生活状態への受け止めはどう

かといったお尋ねがございました。私もかつて

東京、大阪ででありますが、単身赴任生活をし

ていたときには、スーパーで値引きシールが貼

られていることを待って購入していたことも正

直ございます。少しでも支出を抑えたいという

県民の皆さんの気持ちはよく分かります。 
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 また、最近の食料品の値上がり状況は、妻か

らつぶさに聞いておりまして、食材費を抑えな

がらおいしい食事を作る、そうしたやりくりを

されている御家庭が多いものとお察しをいたし

ております。 

 次に、県民生活のために何ができるか、県民

生活を守ることが政治の基本ではないかとお尋

ねがございました。御指摘ありましたように、

県民生活を守っていくということは、政治の基

本中の基本であると認識しております。 

 現在、主として国では経済財政運営や所得再

配分という大きな施策をつかさどり、市町村に

おきましては住民に身近なところで住民の皆さ

んの生活サポートを行われております。私とし

ましては、こうした国、市町村との適切な役割

分担の下で、お互いが連携しながら、必要な施

策が住民の皆さんに行き届くようにコーディ

ネートしていくということが、県政の責任者と

しての重要な役割と考えております。 

 県自身もこれまで物価高騰への影響緩和策と

しまして、家庭用ＬＰガス代の負担軽減、ある

いは低所得世帯への支援などの措置を講じてま

いりました。あわせて、今後ともでありますが、

県民所得の向上に向けまして、産業振興計画の

取組を通じて事業者の稼ぐ力を高めること、そ

してそれを通じて働く方々の賃金の引上げある

いは正規雇用化、こういったことを進めていく

といった取組を後押ししてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、企業誘致に関連いたしまして、大企業

を何社誘致するのかというお尋ねがございまし

た。 

 県におきます企業誘致の実績といたしまして

は、平成元年以降、合計で98社が立地をし、約

5,000人の新たな雇用を生み出しております。こ

のうち大企業や上場企業は、関連子会社などを

含めたところで合計で23社が立地、新たな雇用

者数は約1,800人となっております。この中には、

若者や女性に人気が高いインターネット広告事

業で有名なLINEヤフーや、外資系のアクサ損害

保険などが入っております。このような全国的

に知名度が高い大企業や上場企業を業種を問わ

ず誘致するという取組は、一般的に申し上げま

すと、県の経済、雇用の拡大に高い効果が期待

できるというふうに考えます。 

 ただ、一方で中小企業、ベンチャー企業の中

にも、各市町村の地域づくりの観点から、ぜひ

本県に進出していただきたいというような、き

らりと光る企業もたくさんございます。このた

め、大企業はもちろん、中小企業やベンチャー

企業も含めまして、県の経済成長、中山間地域

の課題解決等に協力していただける企業を誘致

していきたいというふうな方針で対応しており

ます。 

 こうした考え方によっておりますので、議員

お尋ねの大企業に限定した数値目標は設けてお

りませんけれども、企業誘致全般に関して申し

ますと、令和９年度末までに新たに51社を誘致、

1,011人の雇用創出、これを目標として取り組ん

でいきたいと考えております。 

 こうした目標や考え方を含めまして、今年度

末には県としての新たな企業誘致戦略を策定い

たします。その中で、これまでの商工業、第１

次産業といった分野ごとの垣根を越えまして、

中山間地域に仕事をつくるといった新たな横断

的な視点も加えまして、企業誘致をさらに進め

てまいる考えであります。 

 次に、東部自動車道の延伸を機に、東部地域

の産業振興にどう取り組むのか、お尋ねがござ

いました。 

 今回の自動車道延伸を東部地域の活性化の

チャンスと捉え、県では市町村と連携をしまし

て、地域の豊かな自然や歴史文化、食などを生

かした取組を進めてまいりたいと考えます。中
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でも観光面は最も大きな経済効果が見込まれま

すことから、東部地域への移動時間が短縮され

るメリットを前面に打ち出しまして、誘客の促

進に取り組みます。 

 具体的には、県外の旅行会社に対して、今年

４月に開催をする観光説明会におきまして県の

東部地域の観光情報と併せて移動時間短縮を大

いにＰＲいたしまして、旅行商品の造成を促し

てまいります。あわせて、クルーズ船の乗客の

皆様にも東部地域の周遊観光に、より足を運ん

でいただけますように、オプショナルツアーの

充実などにより誘客の拡大につなげてまいりま

す。 

 また、観光や交流人口の拡大は、日本一の生

産量を誇りますナスやユズをはじめといたしま

して、地域の特産品の知名度をさらに高める絶

好の機会になります。この機を捉えまして、安

芸市では地域食材を用いた新メニューを開発し、

道の駅で提供するというふうに伺っておりまし

て、県としても産業振興推進地域本部を中心に、

その取組を支援してまいります。 

 こうした取組を地域のニーズも踏まえながら

市町村と連携してさらに広げてまいりますこと

で、東部地域の産業のさらなる成長につなげて

まいりたいと考えております。 

 最後に、安芸地域におきます多機能支援施設

における看護学校の整備に係るこれまでの取組

状況、経緯についてのお尋ねがございました。 

 県の東部地域におきましては、平成26年度以

降、安芸郡医師会や市町村が主体となりまして、

看護学校の設置に向けた検討が相次いで行われ

てきました。しかしながら、当時運営に必要と

考えられておりました１学年40人規模の学生確

保の困難性などから実現には至りませんでした。 

 平成30年には地元市町村長などからの御要請

を受けまして、県が前面に立って看護学校の設

置を検討するという目的で、東部地域医療確保

対策協議会、これを県の健康政策部長を会長と

して設置いたしました。その後、県立や民間の

看護学校あるいは高校への看護科設置の実現可

能性について関係者と協議をしてまいりました

けれども、やはり40人規模の学生数の確保であ

りますとか、経営の採算性確保につきまして十

分な見通しが得られなかったことから、結論に

至っておりませんでした。 

 そうした折、コロナ禍でオンラインの活用が

進んだということも背景といたしまして、サテ

ライト教室での遠隔授業という新しい方式を厚

生労働省に打診いたしましたところ、令和３年

度に、当時としては全国で初めて容認の結論が

出ました。これによりまして、民間事業者が少

数の学生規模でも運営が行える可能性が出てき

ましたので、サテライト教室を軸とした学校設

置に向けまして協議を始めております。 

 その後、令和４年度から今年度にかけて、市

町村との間では学生への奨学金などの財政的支

援策などにつきまして、また学校の運営主体の

候補者となります高知市内の民間学校法人との

間では、この運営条件などにつきまして協議を

重ねてまいったところでございます。こうした

検討を経まして、先月県からの財政支援策など

運営条件につきましても民間学校法人との合意

に至りまして、サテライト教室の設置運営に向

けた協定書を締結いたしました。 

 今後、令和９年４月の開校を目指して整備を

進めますけれども、これまで一貫して最大の懸

案でありました学生確保につきましては、運営

主体の学校法人はもとよりでありますが、地元

市町村や医療機関とも連携をし、中高生のみな

らず、社会人の方にもこの看護学校の設立につ

いて周知を図るなどしまして、学生確保に向け

て尽力をしてまいる考えであります。 

 私からは以上であります。 

   （健康政策部長中嶋真琴君登壇） 
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○健康政策部長（中嶋真琴君） まず、医師確保

のための仕組みや組織体制の現状についてお尋

ねがございました。 

 平成20年度以降、国が地域の医師不足の状況

を踏まえ、医師養成数の上乗せを容認したこと

に伴い、全国的に大学の医学部で定員の増が実

施されてきました。本県ではそれに先んじて、

平成19年度に医師確保推進室を設置し、医師養

成奨学貸付金制度の運用など、医師の育成と定

着に取り組んでまいりました。 

 その後、平成21年度には高知医療再生機構を

設立し、若手医師のキャリア形成支援や県外か

らの医師の招聘を強化しています。さらに、平

成24年度には高知大学に高知地域医療支援セン

ターを設置し、県内で地域医療を目指す医師の

サポートを行っております。 

 お話のありました医師確保推進室は、規模は

そのままに、平成29年度からは医療政策課内の

チームとして改編していますが、先ほど申し上

げました連携組織の設置など、平成19年度当時

からは大幅に体制を強化して取り組んでいると

ころでございます。 

 その結果、40歳未満の若手医師が増加に転じ

るなど、一定の成果が出る一方で、医師の働き

方改革への対応など、新たな課題も出てきてお

り、医師の地域偏在や診療科偏在の解消には

至っておりません。このため、来年度からは医

師確保の担当職員を１名増員し、体制を強化し

た上で、連携機関と共に医師確保対策に取り組

んでまいります。 

 次に、東部地域に整備する看護学校のサテラ

イト教室についてお尋ねがございました。 

 看護学校は国の指定規則において設置要件が

定められており、適切な教員の配置や教室、実

習室などの設備、また教育に必要となる器具、

標本、図書などを備える必要がございます。今

回整備しますサテライト教室もこの要件に適合

する必要があることから、厚生労働省から助言

を受けながら施設の仕様などを検討してまいり

ました。 

 概要としましては、高知市内にある本校と同

等の設備、備品を整備した上で、専用のインター

ネット回線で接続し、本校と双方向のやり取り

も可能としております。加えて、サテライト教

室には学年ごとに専任の看護教員を配置し、授

業内容に対する学生からの質問や実技指導につ

いて直接サポートができる体制を取ることとし

ております。 

 また、臨地実習については、３年間でおおむ

ね1,035時間の履修が定められており、県立あき

総合病院をはじめ地域の医療機関等で実習を行

う予定としております。このような体制を整え

ますことから、環境は違えど、授業の内容や質

については対面式の授業と同等と考えておりま

す。 

 なお、授業料につきましては本校と同じにな

ると思われますが、県の看護師等養成奨学金と

併用できる負担軽減策を東部地域の市町村にお

願いしているところでございます。これにより、

学生の確保のみならず、卒業生の地元定着にも

効果が見込めると考えているところでございま

す。 

   （公営企業局長澤田昌宏君登壇） 

○公営企業局長（澤田昌宏君） まず、あき総合

病院における県民への負担の放置、気づきとそ

の対応、次に県民の声を内部でなおざりにした

のではないかとのお尋ねがございました。関連

いたしますので、併せてお答えをいたします。 

 まず冒頭に、昨年11月、あき総合病院の受診

に当たりまして、議員に御負担をおかけしたこ

とを改めておわびいたします。 

 まず、あき総合病院に対します患者様などの

御要望や御意見については、事務を統括する経

営事業部などに直接寄せられるほか、院内13か
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所に設置する意見箱や、待合を見回り困り事に

対応するコンシェルジュを通じまして把握し、

また年１回実施する患者満足度調査により利用

状況の把握にも努めているところでございます。 

 このことを通じて把握した要望などは、経営

事業部が適宜取りまとめをいたしまして、事実

確認の上、幹部会などの場で対応を検討し、す

ぐに実行できる対策は速やかに、経費などの検

討に時間を要する対策は随時実行に移している

ところでございます。 

 具体的に申し上げますと、例えばお話にござ

いました来客用駐車場の混雑解消に向けまして

は、日中職員が駐車場の利用状況をチェックし、

混雑している場合は職員数名で車両を空き区画

などに誘導しております。それでもなお御指摘

のように感染症の流行による外来患者の増加な

どによりまして駐車場が混雑し、患者様に御不

便をおかけすることが時折生じております。こ

のため、既に御示唆もいただいておりますけれ

ども、混雑時には敷地内の空きスペースにさら

に活用する工夫を行い、患者様に御利用いただ

く運用を開始いたします。 

 また、精算に係る待ち時間の短縮に向けまし

ては、会計の混雑時にレジの台数を増やすなど

の対応を行っております。直近の令和５年度の

患者満足度調査では、精算に係る待ち時間の割

合が30分以内は70.6％となる一方で、45分以上

が1.7％あり、会計の機械化を望むお声もいただ

いております。 

 この待ち時間に受付から診察に要する時間を

加えますと、さらに長時間お待たせすることに

なりますので、会計処理に係る平均時間の目標

を患者１人当たり15分と設定いたしまして、待

ち時間の短縮に取り組みます。また、自動精算

機につきましては、更新時期が到来する電子カ

ルテシステムと直接連動させることで、待ち時

間の短縮がさらに期待できますので、現在導入

に向けた検討を行っているところです。 

 このように、あき総合病院の職員は責任感を

持って対応に努めておりますので、対策が必要

にもかかわらず、御要望などをなおざりにはし

ないと考えてございます。 

 あき総合病院におきましては、今年１月末、

12年ぶりに基本理念を改定し、東部地域と共に

歩み、人々の心と体の健康を支えることを掲げ

ました。この理念の下、患者様などのお声を真

摯に受け止め、皆様の期待にお応えできるよう

に、院長を筆頭に病院運営のさらなる改善に取

り組んでまいります。 

 最後に、あき総合病院における職員の問題提

起への対応などについてお尋ねがございました。 

 あき総合病院は、これまで地域医療を支える

中核病院として、よりよい医療サービスを県民

に提供できるよう取り組んでまいりました。そ

うした中、県民サービス向上の視点から問題を

提起した職員に対して、お話のような不適切な

言動がなされたならば、職員は不安を募らせモ

チベーションが低下するなど、職員の就業環境

を害するおそれがございます。 

 そのような事案に関しましては、公営企業局

として当事者からお話を聞く機会を設け、事実

関係を把握した上で、ハラスメント等を確認し

た場合には、行為者等に対して適時適切な措置

を行うとともに、職員のフォローにも努めてま

いります。 

 該当する事案の有無について、現在確認中の

ものもありますので、確定的に申し上げられま

せんけれども、現状把握している限りにおいて、

措置を伴うような事案は承知してございません。

今後、仮にそのような事案が発生した場合には、

行為者に対して適切な措置を行うとともに、管

理監督などの責任を問われる場合には、私自身

がその重さに応じて責任の対象になると考えて

おります。 
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 また、このたびあき総合病院の諸問題につい

て御指摘をいただく中で、その原因はマネジメ

ントを行う私どもの側に、患者に寄り添う気持

ちがないことにあるという厳しい御意見をいた

だきました。このことは私の本意ではありませ

んので、しっかりと我が事として受け止めまし

て、いま一度仕事に向き合う基本姿勢を見詰め

直し、担当課と共に県立病院のマネジメントを

行ってまいります。 

   （人事委員長門田純一君登壇） 

○人事委員長（門田純一君） 直近10年間におけ

る採用試験の志願者減少の認識についてお尋ね

がございました。 

 少子化に伴い、若年人口自体が減少している

中、就業意識の多様化や勤務環境への関心の高

まりを背景に、民間企業や国等との人材獲得競

争が激しくなっていることなどから、議員のお

話にございましたように、本県の職員を志望す

る方は、技術系の人材をはじめ総じて減少傾向

にあり、大変厳しい状況にあるものと考えてお

ります。 

 このため、昨年10月には人材確保に資する処

遇改善の取組といたしまして、大幅な初任給の

改善を勧告するとともに、任命権者に対して職

員が働きやすい勤務環境の整備を求めるなど、

公務職場の魅力を高める必要性やその情報発信

の強化、採用試験の在り方の検討などについて

報告をしているところでございます。 

 情報発信につきましては、動画やＳＮＳを活

用するとともに、様々な職種や若手から管理職

の仕事のやりがいなどに関する職員からのメッ

セージを掲載した採用パンフレットの作成、若

手職員によるオンラインガイダンスの実施時期

を早めるなど、任命権者と協力し、改善も行い

ながら取り組んでおります。 

 また、採用試験につきましては、受験者確保

のため、例えば大学卒業程度試験にチャレンジ

型を設け、民間企業を志望する方にも受験しや

すい試験内容とするとともに、試験時期を２か

月前倒しして実施をいたしました。これにより、

今年度の特別募集を除く大学卒業程度試験の全

体の受験者数は、昨年度との比較では72人増加

したところでございます。 

 今後も次代の県政を担う多様で有為な人材を

確保するため、任命権者と連携し、学生等にとっ

て受験しやすい試験となるよう、採用試験の在

り方についてさらに検討を進めるとともに、特

に若年層に向け、県庁の魅力や公務のやりがい

を積極的に発信するなどの取組を進めてまいり

ます。 

   （総務部長清水敦君登壇） 

○総務部長（清水敦君） まず、県庁職員におけ

る離職率と休職率についてお尋ねがございまし

た。 

 離職率につきましては、平成30年度から令和

２年度の採用試験合格者の入庁３年以内離職率

は平均で5.6％となっております。民間企業では

３割を超えていることと比較すると高くはない

ものの、できるだけ抑制をしていきたいと考え

ております。 

 次に、休職率に関して、メンタルヘルス不調

による休職は、令和５年度の休職者32人中27人

となっております。長期病気休暇者も含め、メ

ンタルヘルス不調となる職員は足元で増加傾向

にあり、できる限り減らしていく必要があると

考えております。 

 職員の離職やメンタルヘルス不調による休職

を減らしていくためには、風通しがよく、職員

がやりがいを持って心も体も健康に働き続けら

れる魅力ある職場づくりが重要だと考えており

ます。そうした環境をつくっていくため、本県

では職員が自分たちで職場環境の改善を行う職

場ドックの取組を全庁で進めております。また、

スマートオフィスの整備のほか、テレワークな
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どの多様な働き方を可能とする環境の整備にも

努めているところです。 

 メンタルヘルスに不調を来した職員につきま

しては、庁内の産業保健スタッフや外部医師等

が相談を受けているほか、スムーズな職場復帰

と再発予防のための職場復帰支援プログラムを

実施しているところです。こうした取組を引き

続き推進していくほか、業務の効率化、ワーク・

ライフ・バランスの確保などにも取り組み、安

心して働くことができる魅力的な職場環境をつ

くっていくことで、離職や休職の抑制に努めて

まいります。 

 次に、県有財産の処分に関してお尋ねがござ

いました。 

 県有財産の売却に当たりましては、一人でも

多くの方に入札に参加いただくために、新聞、

テレビ、ラジオ、広報紙といった媒体を通じて

広くＰＲに取り組んでおります。しかしながら、

近年の入札参加者は多くても２者にとどまって

いることから、より高い価格で売却するために

も、さらに多くの方に入札に参加いただくこと

が必要です。今後は、物件ごとに近隣の有益情

報などのポイントをＳＮＳも活用して発信する

など、一層積極的な広報に努めてまいります。 

   （教育長長岡幹泰君登壇） 

○教育長（長岡幹泰君） 県民所得の向上と県勢

を発展させるため、新たな思考をする必要があ

るのではないかとのお尋ねがございました。 

 教育におきましても、限られた予算、人員等

で最大限の効果を生み出すことは大変重要なこ

とであります。適切な予算編成を行い、教育資

源を効果的に活用するなど経営感覚を持って業

務を行うことは必要なことであると考えており

ます。 

 実際、子供たちには将来において経済的に自

立をし、自己実現を果たしながら、我が国や本

県の社会や産業を支える人に育ってもらいたい

と思います。そのためには経済的な感覚を身に

つける学習も必要となります。 

 現在、高等学校ではこれまでになかった専門

機関と連携した金融教育や起業家教育を実施し

ているほか、地元企業と共同して商品開発を行

うなど、経営の仕組みとともに地域産業を知り、

理解する学習を行っています。農業高校では、

次世代型ハウスやＩｏＰ関連機器を整備するこ

とで、産業振興計画に基づいた次世代農業に対

応できる人材育成にも取り組んでおります。 

 また、教育は地域や経済の活性化にも影響す

るものです。例えば、学校の魅力化を図り、全

国からの高校生を受け入れる地域みらい留学は、

地域の振興や経済効果につながっています。さ

らに、青少年教育施設においては学生などのス

ポーツ合宿を受け入れており、中でも青少年セ

ンターではサッカーＪリーグチームのキャンプ

の受入れも行っています。 

 こうした産業振興計画にも位置づけられた取

組は、地域経済の振興に寄与しているものと考

えます。あわせて、青少年体育館や香北青少年

の家など、４つの青少年教育施設では指定管理

者制度を導入し、効果的、効率的な運営を図っ

ているところであります。 

 今後も、産業振興計画の取組とも連携しなが

ら、子供の状況や県民のニーズにも応じた最大

限の教育効果を実現できるよう、経営感覚を持

ち、また新たな視点や考えも大切に教育改革に

努めてまいりたいと考えております。 

   （観光振興スポーツ部長小西繁雄君登壇） 

○観光振興スポーツ部長（小西繁雄君） まず、

県民体育館の再整備に関する検討会委員からの

提案と、戦略や戦術についてお尋ねがございま

した。 

 県民体育館については、本年度有識者による

検討会を開催するとともに、コンサートなどの

興行関係者にも助言をいただく中で、5,000人規
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模のアリーナ施設を現在の場所に整備すると

いった方向性をまとめました。 

 委員や関係者の方々からは、経営面や収益化

の視点で、中心市街地からアクセスしやすい場

所がよい、プロスポーツなど具体的なターゲッ

トを想定した機能の整備が必要、おもてなしや

食の提供が必要といった御提案をいただいたと

ころです。 

 また、基本方針として、全国規模の競技大会

やプロスポーツの試合、コンサートなど、県内

外から若者や子育て世代が集い、楽しめる空間

を創出することを重点ポイントの一つに掲げ、

人口減少対策にもつなげていくこととしていま

す。 

 今後、バスケットボールやダンスなどのプロ

スポーツのほか、アニメなど若者に関心が高い

分野を新たなターゲットとし、整備後を見据え

たネットワークづくりや誘致活動など、ソフト

面を強化していくことが重要であります。来年

度設置する検討委員会には、スポーツ競技、興

行や経営などの専門家の方々に参画していただ

き、利用目的に応じた設備や誘致計画など戦略

や戦術の肉づけを行い、若者が集い楽しめる施

設となるよう、基本計画づくりを進めてまいり

ます。 

 次に、インバウンド対策についてお尋ねがあ

りました。 

 御指摘のとおり、本県を訪れる外国人は全国

的に見るとまだまだ少ない状況です。国では、

訪日客の倍増と地方への誘客を目標とした取組

を進めており、本県としてもこの波に乗れるよ

う、インバウンド誘致を強化していかなければ

ならないと考えています。 

 本県のインバウンド誘客の課題は大きく２点、

アクセスが難しいことと認知度が低いことが挙

げられます。まず、アクセスの改善に向けては、

海外と本県が直行便で結ばれることが有効であ

ることから、台湾定期チャーター便の継続や韓

国などからの新規路線の誘致に力を入れている

ところです。 

 認知度向上の面では、本県の強みをしっかり

と生かしていくことが重要だと考えております。

本県には、日本最後の清流四万十川に代表され

る日本の原風景が残されています。加えて、知

る人ぞ知る魅力的な絶景スポットもたくさんご

ざいます。そうしたことから、極上の田舎をテー

マとし、これらの景勝地に地域での暮らしや食

などを組み合わせて、様々な旅の過ごし方を提

案していきたいと考えています。 

 他県と差別化できる極上の田舎、高知を世界

に発信し、認知度を向上させることで、旅の目

的地として選んでもらえるよう取り組んでまい

ります。 

   （人口減少・中山間担当理事中村剛君登壇） 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） スー

パー等に対する最低限の所得補償について国に

要望していく考えはないかとのお尋ねがござい

ました。 

 県ではこれまで、住民が生活用品を確保する

ために必要な店舗の整備や移動販売車両の購入

などに対して、市町村と共に支援を行ってまい

りました。また、人材確保の面でも、現在事業

承継・引継ぎ支援センターとも連携し、中山間

地域の暮らしを守る店舗等の事業承継の取組を

さらに推進させるよう市町村と協議を進めてお

るところでございます。 

 一方、人口減少や高齢化が進む中山間地域で

は、マーケットの縮小により、店舗等に対する

イニシャルコストの手厚い支援があっても、事

業者が継続的に営業を続けていくことが困難に

なっているとの声もいただいております。こう

した特に事業者の自助努力だけでは採算を取る

ことが難しい地域での生活用品確保策の在り方

については、中山間地域再興ビジョンの柱であ
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る暮らしを支える取組として、改めて検討して

いく必要があると考えております。 

 また、９月議会での議員の質問を受けて行い

ました市町村アンケートでは、回答のあった29

市町村のうち約半数から店舗等の運営経費への

支援が必要との回答があり、実際に支援を実施

している市町村もございました。このような状

況も踏まえ、地域に必要な店舗が継続的に運営

できるような支援策を住民や事業者のニーズも

確認しながら、市町村と共に検討していきたい

と考えており、その上で必要に応じて国への要

望も行っていきたいと考えております。 

   （農業振興部長松村晃充君登壇） 

○農業振興部長（松村晃充君） まず、現在の果

樹試験場でかんきつ合戦に勝てるのか、また10

年先を見据えて移転の可能性のある地域でデー

タ収集を始めるべきではないかとのお尋ねがご

ざいました。関連しますので、併せてお答えを

いたします。 

 本県の果樹生産を技術開発の面で支える果樹

試験場は、昭和４年の高知市朝倉での開設以降、

生産性を高める技術の開発や、ユズ、ブンタン

といった本県の特産果樹の品種開発など、産地

のニーズに対応した研究開発に取り組んできま

した。 

 近年では、ユズのとげなし優良系統の選抜や、

ブンタンの新品種であるボナルーナの開発、ハ

ウスミカンにおける環境制御技術の開発など多

くの成果を上げており、今後も世界に目を向け

たユズの有機栽培技術の開発や、喫緊の課題と

なっております温暖化に対応した生産技術の開

発といった新たな研究課題に取り組んでいくこ

ととしております。 

 現在の果樹試験場は、こうした新たな課題に

も対応するための園地の広さは十分に確保され

ております。加えて、かんきつ類に加え、梨な

どの落葉果樹の栽培にも適した環境を有してい

ることや、研究開発に必要な長年の生育データ

などが蓄積されていることから、引き続き現在

の場所で研究開発を行っていくことが有効であ

ると考えています。 

 一方で、施設は老朽化が進んでいることから、

これまでも随時栽培施設の建て替えや園地周辺

の石垣の修繕を行ってきました。今後も計画的

な修繕などを行い、研究環境を維持していくこ

とで、将来にわたって現在の場所で必要な研究

開発を行っていけるよう取り組んでいきたいと

考えています。 

 次に、ヒートポンプの電気料金への支援とＪ

Ａや農家などからの要望についてお尋ねがござ

いました。 

 ウクライナ情勢などの影響を受けたエネル

ギー価格の高騰により、加温を行っている施設

園芸農家の生産コストが増加し、経営を圧迫し

ています。エネルギー価格高騰前の令和３年度

と令和６年11月を比較したところ、重油の価格

の上昇率はおよそ14％、木質ペレットはおよそ

23％上昇しており、これらについて農家の負担

を軽減する予算を今議会に提案しているところ

です。 

 一方、ハウスの暖房に係るヒートポンプの電

気料につきましては、農家が契約している料金

プランではおよそ６％の上昇であったことから、

今回支援対象とはいたしませんでした。 

 要望につきましては、ＪＡグループから令和

６年９月に電気料金に対する支援策の継続と恒

久的な電気料金高騰対策を措置するよう、国に

対して働きかけることといった要請書が提出を

されました。これを受けて、11月に全国知事会

を通じて、エネルギー価格の安定に向けて全国

一律の対策を直接講じるよう国への提言を行い、

本年１月から電気料金に対する負担軽減策が再

実施されているところです。今後も電気料金の

動向や農家の経営状況を踏まえ、国への提言も
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含め、必要な対策を検討していきたいと考えて

おります。 

 次に、芸西村の冠水問題に対して、最優先し

て整備すべき排水機場についてお尋ねがござい

ました。 

 芸西村には和食川の下流に平成14年から平成

20年にかけて３か所の農業用の排水機場を整備

しておりますが、直近では令和４年、５年の集

中豪雨に対応し切れず、ハウスの浸水被害が発

生しており、早急な対策が求められています。 

 このため、県では、昨年度直径150ミリの移動

式排水ポンプを各排水機場に１台ずつ配備する

とともに、最も浸水想定エリアの広い排水機場

には直径250ミリの排水ポンプ２台を追加し、排

水能力を向上させる応急対策を実施しました。

さらに、抜本対策として、今年度３か所の排水

機場で処理すべき排水量を解析し、現在の排水

能力のおよそ３倍となるポンプ増設の計画を策

定しました。 

 今後は、計画に基づいて令和７年度に国の補

助事業に申請し、採択を受けた後、令和８年度

から順次整備を進めていきたいと考えています。

整備に当たりましては、最も浸水想定エリアの

広い排水機場を最優先に着手していきたいと考

えており、芸西村や農家などの関係者との調整

をしっかりと図ってまいります。 

 最後に、加温燃料や資材が高騰する中、安芸

市のナス栽培への対策についてお尋ねがござい

ました。 

 近年の加温燃料や生産資材などの価格の高

騰、高止まりによる生産コストの増加は、ナス

農家の経営に大きな影響を及ぼしており、コス

トの削減と生産性の向上の両面から対応してい

くことが必要であると考えています。 

 まず、コスト削減の面では、ナスの栽培にお

いて生産コストに占める割合が最も高いハウス

の加温燃料費の削減が重要となります。そのた

め、県が育成した慎太郎といった低温条件でも

収量と品質を落とすことなく栽培ができる品種

の普及を進めていくとともに、新たな品種の開

発にも取り組んでまいります。また、効率的な

加温ができるよう、保温効果の高い資材の導入

などを推進していきます。 

 さらには、ＩｏＰクラウド、ＳＡＷＡＣＨＩ

に集積されるハウス内の温度データを活用して

夜間の加温温度を時間帯によって変えることで、

これまでの温度を一定に保つ管理方法と比べて

燃料の使用量が削減できることを周知していき

ます。 

 生産性向上の面では、ＳＡＷＡＣＨＩに蓄積

される収量やハウス内の環境データなどに基づ

いて、ナスにとって最適な環境で栽培を行うデー

タ駆動型農業の実践を支援することにより、収

量と品質の向上を図っていきます。こうしたコ

スト削減と生産性向上の両面の対策を実施する

ことで、ナス農家の経営安定につなげてまいり

ます。 

   （商工労働部長岡田忠明君登壇） 

○商工労働部長（岡田忠明君） いわゆる交際費

は十分以上に確保できているか、また他県と比

べてどうかとの御質問がありました。 

 企業誘致の交渉を進めるに当たって、お互い

の人柄も理解し、相手方と良好な人間関係を築

くことが大変重要なポイントになるとの考えか

ら、本県ではその手段として飲食を伴う交渉の

場も活用しています。 

 一方で、公務として飲食を伴う交渉の際に、

職員個人に金銭的な面で負担を強いることは避

けるべきであると認識しています。そのため、

令和６年度の当初予算で食糧費としておよそ190

万円を計上し、相手方との良好な関係を築きな

がら誘致交渉を進めています。 

 中四国地方の８県に確認したところ、各県の

担当職員数などが異なることから一概には比較
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できませんが、本県の予算額が最も多く、良好

な人間関係による誘致交渉を行うための予算は

十分確保できていると考えます。 

   （警察本部長髙清水善弘君登壇） 

○警察本部長（髙清水善弘君） まず、高知東部

自動車道の現状についてお尋ねがございました。 

 議員御指摘のなんこく南インターチェンジの

本線合流付近におきましては、令和４年から令

和６年の３年間、交通人身事故の発生はござい

ません。 

 一方、今月15日には高知龍馬空港インター

チェンジから香南のいちインターチェンジが開

通し、本線合流箇所が増えることとなります。

このため県警察といたしましては、引き続き道

路管理者と連携し、各種安全対策を講じていく

とともに、ドライバーに対して本線合流時の譲

り合い等、マナー向上に資する広報啓発活動を

行うほか、重大事故に直結するような悪質性、

危険性、迷惑性の高い交通違反に対しては厳正

な取締りを行っていく所存であります。 

 次に、高知東部自動車道で発生した交通事故

の原因についてお尋ねがございました。 

 高知東部自動車道における交通人身事故につ

きましては、令和４年から令和６年までの３年

間で８件発生し、死者が１名、負傷者は11名で、

このうち２名が重傷者となります。 

 この８件の交通事故の原因につきましては、

現在捜査中の死亡事故を除き、流出ランプで信

号待ち中にブレーキを踏む力が緩んだことに気

づかず前の車両に追突したブレーキ操作不適の

事故が３件、本線を走行中に車内の落とし物に

気を取られ、渋滞で停止中の車両に追突した事

故と、流出ランプ走行中に外の景色を脇見し、

信号待ちで停止中の車両に追突した事故が前方

不注視によるもの２件でございます。また、本

線上で禁止されているＵターンをしようとして、

後続車両と衝突した転回禁止違反による事故が

１件、路面がぬれている状態でアクセルを強く

踏み込んだため、スリップしてガードレールに

衝突したアクセル操作不適による事故が１件と

なります。 

 県警察といたしましては、これまで道路管理

者に対して、対向車線へのはみ出しによる正面

衝突事故を防止するためのワイヤーロープや、

センターブロックの整備を要望しているほか、

インターチェンジ出入口における誤進入防止の

ための看板や路面への標示といった安全対策に

ついて協議、実現したところであります。 

 今後とも道路管理者との連携はもとより、交

通事故抑止のための交通指導取締りや運転者の

マナーを高めるための広報啓発など、事故抑止

に資する種々の対策を実施してまいります。 

 最後に、シニアカー、いわゆる電動車椅子に

よる交通事故の抑止に向けて、どのような安全

対策をすべきかとのお尋ねがございました。 

 本県においては、令和５年、令和６年と電動

車椅子による交通人身事故の発生はありません

が、県警察においては令和４年以前の交通事故

の発生状況や利用実態を見ながら、安全対策を

実施しているところであります。 

 具体的には、電動車椅子の利用者やその家族、

また今後の利用を検討されている方を対象とし

た交通安全講習を、関係事業者等と連携して実

施しているほか、高齢者の交通事故抑止を目的

として各警察署等に配置しております高齢者ア

ドバイザーが交通安全訪問活動で各戸を伺った

際、電動車椅子利用者がお住まいの場合には、

その安全利用の指導・助言も行っているところ

であります。 

 また、平成21年から県警察が事務局となって

関係事業者や社会福祉協議会、老人クラブ連合

会、その他関係機関で構成する高知県電動車椅

子安全利用促進連絡協議会を設置しており、電

動車椅子の安全利用等に関する情報や意見の交
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換を行っております。 

 電動車椅子は、道路交通法上歩行者と規定さ

れていることから、県警察といたしましては、

引き続き自動車運転者に対して電動車椅子も含

めた歩行者を優先する意識の向上を図る取組を

推進するとともに、電動車椅子利用者に対する

安全な通行方法の指導を推進し、電動車椅子に

係る安全対策を着実に講じてまいる所存であり

ます。 

   （土木部長横地和彦君登壇） 

○土木部長（横地和彦君） まず、江ノ川、帯谷

川の河川改修及び維持管理についてお尋ねがご

ざいました。関連いたしますので、併せてお答

えをいたします。 

 江ノ川、帯谷川の河川改修につきましては、

昭和38年の派川帯谷川の工事に始まり、法線の

是正や河道の拡幅、築堤などを進めてまいりま

したが、安芸市の市街地中心部におきましては

用地取得が課題となり、整備が難航しておりま

した。 

 そのため、まずは当面の対応として、堤防の

かさ上げや河床掘削など可能な対策を実施して

おります。加えて、当該河川は安芸市市街地を

流れておりますことから、一たび氾濫いたしま

すと大きな被害となります。そのため、河川の

流下能力を最大限発揮できるよう、５か年加速

化対策予算や緊急浚渫推進事業債を活用いたし

まして、河道内に堆積した土砂や草、木の除去

といった維持管理も行っているところでござい

ます。 

 一方で、抜本的な改修に向けましては、令和

元年に策定いたしました安芸川水系河川整備計

画におきまして、平成30年に大きな被害のあり

ました安芸川に加え、この江ノ川も整備箇所に

位置づけ、さらに用地調査に着手するなど事業

化への準備を進めております。 

 なお、事業の推進に当たりましては、既に実

施しております安芸川の河川改修の進捗状況も

勘案の上、安芸市の協力もいただきながら、ま

ずは調査や改修の具体的な内容に関する住民と

の合意形成に取り組んでまいります。 

 次に、安芸川の河川改修を急ぐべきではない

かとのお尋ねがございました。 

 平成30年７月豪雨では、安芸川上流の栃ノ木

地区において20戸を超える家屋が床上浸水する

など、大きな被害が発生いたしました。こうし

た被害も踏まえ、安芸川水系河川整備計画では、

安芸川本川について、平成30年７月豪雨と同規

模の洪水に対し氾濫による浸水被害を防止する

ことを目標に、河川改修を行うこととしており

ます。 

 この計画に基づき、現在は特に被害が大きかっ

た栃ノ木地区の改修を進めているところでござ

います。そのほかの地区につきましても、安芸

川水系全体の流下能力や周辺の土地利用状況な

ども勘案しながら、治水安全度の向上に努めて

まいります。 

 次に、安芸広域公園における植栽についてお

尋ねがございました。 

 都市公園における高木の植栽は、木陰や良好

な景観の提供など来園者に様々な効果をもたら

します。当公園におきましても、これまでに紅

葉やイチョウなどの高木を植え、管理を行って

きたところでございます。 

 一方で、高木の植栽は、枝の落下等による来

園者への事故を招く可能性もあり、維持管理に

は特に注意を払う必要がございます。これに加

えて、樹木の成長に伴いまして園内の景観がど

のように変化していくかを踏まえ、適切な配置

計画を策定することも必要です。県といたしま

してはこうした点を総合的に勘案しながら、各

公園における高木の植栽の在り方を検討してま

いります。 

 最後に、安芸広域公園におけるトイレの改修
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についてお尋ねがございました。 

 県ではこれまでにトイレの建て替えなどに合

わせて、利用者などの意見も踏まえ、洋式便器

の設置数を増やしてきたところでございます。

国が策定した平成24年度以降の都市公園の移動

等円滑化整備ガイドラインでは、トイレに洋式

便器を１基以上設置することが標準的な整備と

して示されております。 

 現在、当公園にはトイレが４か所あり、その

うち３か所の男子トイレについては和式のみと

なっております。そのため県といたしましては、

予算の状況も踏まえつつ、ガイドラインに沿っ

て全ての人が利用しやすい都市公園の環境整備

に努めてまいります。 

○27番（噮口秀洋君） 私のちょっときつい質問

に対して、執行部の皆様は非常に誠意のある回

答をいただきまして、特に知事は本当に真面目

に本心をさらしてくださいましてありがとうご

ざいました。意外と男らしいですね。ちょっと

びっくりしました。 

 それで、ただ病院の答弁の中で定員が足りて

いるからと、定数と実態と違う場合があります

から、そこらあたり今後病院だけの問題じゃな

くて、ほかの問題でも現実の数字が違う場合は、

やっぱり知事としてチェックを入れたほうがい

いと思います。 

 そして、公営企業局長ですね、もうあなたの

誠意ある回答、私22年県会議員していますが、

ここまで誠意のある回答は初めてでした。 

 それから、農業振興部長は、立場上そう言わ

ざるを、仕方ないけれど、それは理解できます

よ。理解できる中で、僕がなぜ試験場のことで

質問したかというと、長い目で見ていかなきゃ

駄目ということですよ。ちょっと世界が違うけ

れど、世界を席巻した日本の半導体、何だ韓国

は、あんなの話になるかいと言っていたら、全

部負けたじゃないですか。台湾にも負けた。電

気自動車、そんなものはやるわけない、負けた。

この前執行部とちょっと事前の数字を調べてい

ましたら、韓国なんかという感じでしたよ。だ

から、そういう漫然とした傲慢な心が駄目なわ

けです。 

 これから先はちょっと知事に再質問じゃない

けれど感想、思いを聞きたいんですが、僕が言

う10年、20年先のかんきつ戦争に対して何にも

今のままで、現状でいいとお思いですか。僕は、

そこを、返事はマルでもバツでもいいですが、

確認するために聞いたわけです。10年先、20年

先、10年先は多分私はこの世にいないと思うん

ですが、それで問題が起きたら、夜足元に出ま

すからね。それくらいの覚悟で僕は聞いている

んですよ。かんきつ類がこれから世界的な大競

争になると私は読んでいるから。だから、知事

は感想でいいから、どう思いますかという軟ら

かい質問です。 

 以上です。 

○知事（濵田省司君） 䬢口議員から果樹試験場

の今後の在り方についての御質問をいただいた

と思います。 

 私も１回目の選挙のときに各地を回りました

ときに、特に果樹に関しましては、高知県の果

樹農業、非常にポテンシャルが高いと思います

一方で、いろんな課題もあるというふうに認識

しております。そのための研究開発機関という

ことでございますので、現状担当部のほうは施

設的なもの等々、移転までは考える必要はない

という判断ということだと思いますけれども、

お話がありましたように、さらに先ということ

を考えたときの高知県の果樹農業の在り方、こ

ういったものに常に関心を持って、さらに改善

を図るべきじゃないかという観点から、折に触

れて勉強してまいりたいと思っております。 

○副議長（金岡佳時君） 暫時休憩……。 

   （35番岡本和也君「議長、議事進行」と言
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い、発言の許可を求む） 

○副議長（金岡佳時君） 岡本議員に申し上げま

す。 

 発言を許可する前に確認いたしますが、何に

ついての発言ですか。自席で述べてください。 

   （35番岡本和也君「ただいまの䬢口議員の

質問の内容について、ちょっと気になるこ

とがありましたので、議運などで議論して

いただきたいと思いまして、議事進行をか

けさせていただきました」と言う） 

○副議長（金岡佳時君） それでは、岡本議員の

発言を許可します。演壇で発言をしてください。 

   （35番岡本和也君登壇） 

○35番（岡本和也君） どうも貴重な時間をあり

がとうございます。ただいまの䬢口議員の質問

に対してちょっと気になることがありましたの

で、議運の中で諮っていただきたいという思い

で議事進行をかけさせていただきます。 

 ４の県庁の人材確保の諸問題についてです。

その６番目にこのように䬢口議員は表現してい

ます。歴代の副知事が普通のおじさんになると

いう部分です。この歴代の副知事というのは、

もう個人を特定する中身になっていると思いま

す。それと、捉え方は様々あろうと思いますけ

れど、普通のおじさんになるというのは、相手

を卑下したような言い方に私は取れました。 

 この要旨を頂いたときから私は気になってい

たんですけれども、こういう個人を特定して卑

下するというのは、本会議の中で表現するのは

適切でないというふうに思いましたので、様々

な捉え方があろうと思いますけれども、ぜひ議

運の中で諮っていただきまして、議論していた

だいて、今後の私たちの議事進行に当たっての

参考にしていただきたいということで、議事進

行をかけさせていただきました。ぜひ議運の委

員長を中心に議論をしていただきたいことをお

願いして、私の議事進行を終わります。 

○副議長（金岡佳時君） ただいまの岡本議員の

議事進行発言のことでありますが、議長として、

発言記録を精査の上、議会運営委員会に諮り、

善処することといたしますので、御了承願いま

す。 

 暫時休憩いたします。 

   午後２時58分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後３時20分再開 

○議長（加藤漠君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 議案に対する質疑並びに一般質問を続行いた

します。 

 ４番桑鶴太朗議員。 

   （４番桑鶴太朗君登壇） 

○４番（桑鶴太朗君） 自由民主党の桑鶴太朗で

す。議長のお許しをいただきましたので、通告

に従い質問に入らせていただきます。 

 私は中山間地域で生まれ、中山間地域の方々

に育てていただいておりますので、今回も中山

間地域の１次産業、特に農業と県経済を支えて

おります中小企業、小規模事業者の質問が中心

となりますが、よろしくお願いします。 

 まず、中山間地域が93％の高知県において、

人口減少・少子化対策は県の喫緊の課題であり、

これまでも中山間地域再興ビジョンなど様々な

施策を打ち出されてきたわけではありますが、

中山間地域から若者の流出は止まる気配があり

ません。自然減はある程度理解するところであ

りますが、社会減は何とか食い止めることがで

きないものか、頭を悩ますところだと思います。 

 高知県は、令和６年の転出人口が16年ぶりに

3,000人を超え、人口に対する転出超過の比率は

全国ワースト１位でございました。東京都の転

入超過が一層増して、東京一極集中が再び進行
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しております。 

 令和５年度に高知県が実施した人口移動に関

する意識調査によると、若年層の転出きっかけ

は進学が54.5％と最も多く、次に就職が19.3％

と続き、合計で70％以上を占めており、進学先

に選ばれる学校や、働いてみたい、行ってみた

いに選ばれる企業が高知県に極端に少ないこと

が要因ではないかと私は思います。 

 確かに、賃金の格差ももちろん要因の一つだ

と思います。物価高騰、燃油、資材の高騰など、

中小企業、小規模事業者が多い高知県において、

利益が増えず賃金を上げることが難しくなって

おります。 

 事業承継にも積極的に対策はされていますが、

特に中山間地域には若い世代が極端に少なく

なっており、事業をやりたい、事業を継ぎたい

方が極めて少ない状況だと思います。特に、食

品加工業に至っては、大手企業などが原材料な

ど資材も一気に大量に仕入れることで、小規模

事業者の原材料価格、資材価格よりも安価に抑

えられ、またオートメーション化による短時間

で大量の商品を大量に製造できることで安価な

価格を実現できていると思います。 

 コスト削減など、物価高騰、資材の高騰にも

対応でき、その上で原価計算をしっかりするこ

とで価格転嫁もされておりますが、一方で中小

企業、小規模事業者は、原材料や資材の高騰の

影響で経営を諦める方や、原価計算の方法が分

からず適切な価格転嫁による値上げができない

という方もいますし、価格の上でも大手企業さ

んには太刀打ちできないといった声も聞かれま

す。 

 また、価格転嫁ができなければ所得の向上に

もつながらず、結局従業員を減らし、最終的に

は廃業される方が増えていくといった悪循環に

なってしまうと感じております。中山間地域の

衰退を防ぐためにも、廃業される事業者さんを

増やさないための取組が必要だと感じていると

ころです。 

 一方、そんな小規模事業者さんの中でも工夫

して研究し、商品を全国の品評会などに出品し

続け、何と、ある部門で賞を取られた小規模事

業者さんもおられます。越知町のお豆腐屋さん

なんですが、アメリカ産大豆使用豆腐部門で特

別賞に選ばれたと教えていただきました。これ

は全国でも唯一の賞で、大変すばらしい結果だ

と私は思います。 

 昨今、国産米とか国産小麦など何かと国産に、

地産地消にこだわった声が多い中、あえてアメ

リカ産を使用し商品を作るのはなぜかと事業所

さんに聞きますと、豆腐は大豆があれば作れる、

何もわざわざ国産を使わんでもおいしいものが

作れて、お客さんが買いやすければ――国産に

こだわり製造しても商品価格が高くなったらお

客さんが買いにくいやろ、この豆腐は毎日食べ

てもらいたい、大豆は体にもいいからと笑って

おっしゃられていました。 

 こういった小規模事業者さんも、大手企業の

製造量には太刀打ちできないのですが、評価し

てもらった商品を販売面で生かしていくことで、

ある意味、大手企業にも勝る売り方ができ、努

力をしながら家業を守り、地域のために一生懸

命に息の長い事業につなげておられる方も、や

はり価格転嫁にはかなり難しいと頭を抱えてお

りました。 

 そこで、高知県の経済を支えている中小企業、

小規模事業者、特に中山間地域の中小企業、小

規模事業者の価格転嫁をどのように進めていか

れるのか、知事の御所見をお伺いします。 

 次に、地域のよさを前面に打ち出し、極上の

田舎を売り出して、SUPER LOCAL KOCHI、有名観

光地をあっさり巡る、それだけじゃもったいな

い、見たことのない、ど絶景を堪能し、食べた

ことのない、ど名産を発見するといった、どっ
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ぷり高知旅キャンペーンは、中山間地域からも

大変期待されている施策だと感じております。

そういった場所や物、事を守っていくことが一

番大切だと思っております。 

 こういった場所は、御存じのとおり人口減少

が進む中山間地域に多くあり、人材不足の中、

人手の確保、担い手の確保が大変重要だと考え

ます。そんな中、県が推し進める地域おこし協

力隊には期待をしておりますし、各自治体との

連携は大変重要だと感じています。 

 そこで、こういった中山間地域の観光に対す

る地域おこし協力隊の今の現状と、あわせて地

域おこし協力隊のさらなる活用に向けた各自治

体との連携はどのように図っていかれるのか、

観光振興スポーツ部長にお聞きします。 

 また、中山間地域のよさだったり、高知のよ

さを売り出していこうと、県は大阪の梅田でア

ンテナショップ､｢SUPER LOCAL SHOP とさとさ」

を運営されております。私も昨年11月に現地を

視察させていただきました。高知県の中でもそ

の地域に行かないと手に入らないものや、地域

の情報が流れていまして、高知県らしい商品、

情報のラインナップだったと感じました。そこ

で、こういったアンテナショップでは、季節だっ

たり期間で商品の入替えや催事も考えていかな

ければ、消費者に飽きられてくるのではないで

しょうか。 

 高知県各地の物、事や観光地の売出しにも各

地域との連携が大事だと感じますが、高知県各

地の物、事や観光地の売出しと、各地域との連

携に関する現状や今後の取組の方向性について

産業振興推進部長にお聞きします。 

 次に、本年２月18日に全国で展開するディス

カウントストアのドン・キホーテが高知市内に

オープンし、若者の楽しめる場所としても期待

を寄せているところだと思います。私も集客力

のある店舗ができうれしく思いますが、反面、

高知県が全国で最後の空白県であったことは少

し残念だなと感じるところもあります。 

 隣県愛媛県では四国初のコストコが出店され

ることが発表されました。これには多くのコス

トコファンが四国中から、または本州のほうか

らも集客も見込めると感じておりますし、多く

の方々が四国内にコストコができることを心待

ちにされております。 

 こういった集客力のある店舗や企業が地域活

性化の一翼を担ってくれることも可能だと思い

期待をしているところです。新しい企業が来る

ことで、若者の働く場の幅も増えてくると思い

ますし、高知県での過ごしやすさもぐんと上がっ

てくるのではないでしょうか。さらに、ＪＲの

利用促進を図ることで人の動線がつくられ、公

共交通の活性化にもつながるのではないかと考

えます。 

 一方で、本県の中山間地域に目を向けますと、

これまで地域住民の生活を支えてこられた個人

商店やガソリンスタンドなどの事業者が、人口

減少による担い手不足により減少し続けている

ところで、唯一のスーパーも閉店してしまった

地域もあります。その結果、中山間地域での暮

らしがますます厳しくなるなど、深刻な問題と

なっております。 

 これまで県では、その対策として、空き店舗

を活用した出店支援や事業承継の取組など、商

業機能の維持に向けた様々な施策を行ってこら

れましたが、いまだ道半ばという感が否めませ

ん。 

 そこで、誰もが生き生きと働ける、誰もが生

き生きと暮らしていける高知に向けて、中山間

地域の商業機能を維持するためにも、これまで

の延長線上ではなく、新たな視点での施策も必

要ではないかと考えますが、商工労働部長の御

所見をお伺いします。 

 そんな中、中山間地域の小規模事業者さんの
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中には、世界で活躍する技術を持っている事業

者さんもおられます。例えば、本県には世界中

の美術品を修復するときに使われる超極薄の和

紙がありますが、こういった日本の技術を海外

展開するときに、なかなか海外の方に受け入れ

ていただくことは、そう簡単にいくものではあ

りません。やはりデモンストレーション等、商

品説明を行いつつ、少しずつ少しずつ理解を得

られていく、そういった事業者さんの御努力に

より、世界中の美術品が修復し守られているか

と思うと驚きを隠せません。そういった世界中

の美術品を修復し守っていく技術を広めていく

のは、なかなか地道な努力だと思います。 

 そこで、こういった地域の事業者が持つ優れ

た技術を世界に広めていくことで、地域の産業

にも光が当たるのではないかと考えますが、県

としての考えはいかがお考えか、商工労働部長

にお聞きします。 

 また、こういった技術を持った事業者さんに

おいても、海外展開するためには多額の費用が

かかるため積極的に踏み出せないというところ

もあろうかと思います。そういった事業者さん

に対するサポートについても併せて商工労働部

長にお聞きします。 

 次に、高知県の基幹産業でもある１次産業、

農業についてお聞きします。 

 やはり１次産業、農業の発展なくして産業の

発展はないと思いますし、県勢浮揚のためにも、

農業の発展なくしてあり得ないと感じておりま

す。そんな中、県の就農者は、現状親元就農が

３分の１、新規で就農される方が３分の１、雇

用就農が３分の１と平均的に分かれていますが、

新規で就農される方が増えていないなと感じま

す。その要因は少子高齢化による人口減少、働

き盛りの若い世代がいないことが主な要因だと

思います。それと、中山間地域では、農業では

食っていけないからという声も聞こえてきます。

子供たちには農業をやるよりほかの地域で農業

とは違う仕事をすることで生活ができるからと、

中山間地域から子供たちを違う地域に出したと

聞きました。 

 昔は、家族全員で畑を耕し、種を植え、作物

ができたら家族全員で収穫する、いわゆる家族

農業が主流だったと思います。専業農家になる

と家族で就農することになるので、栽培中の様々

な自然変動にも対応ができすばらしい作物を栽

培することにつながるのだと思います。また、

子や孫が親元就農することで、農業の技術や今

まで培ってきた経験も伝えることができ、就農

しても失敗や予想だにしない状況になっても、

慌てず対処が可能だと思います。 

 それが、時代の流れなのか兼業農家が増えて

いき、そのうち農業に戻ってくる方が減っていっ

たのだと思います。兼業農家だと、どうしても

多品種栽培することは難しくなり、農業だけで

は生活できなくなって、農地を手放す方が増え

耕作放棄地と言われる遊休農地が多くなり、農

業にとっては悪循環になっていったのだと思い

ます。 

 こうした悪循環を克服するためには、より多

くの新規就農者を確保する必要があると思いま

す。国や県では様々な支援制度を用意していま

すが、新規就農者がこれらの様々な支援制度を

受けるためには、５か年の青年等就農計画を策

定し、認定新規就農者にならなければなりませ

ん。 

 私はこの５か年計画に少し違和感を感じてお

ります。農業についてある程度の就農経験があ

れば５か年計画もある程度立てられるかもしれ

ませんが、例えば、どれだけの面積でどれだけ

の苗を植え育てれば、収穫時にこれだけ取れ、

出荷して収入を得るといった簡単なものではな

いと思っています。これが初めて農業を始める

方には、農業大学校や農業担い手育成センター
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など様々な研修機関はありますが、就農者の経

験が足りていないのではと感じております。 

 そこで、新規就農される方には諦めてほしく

ないですし、誰もが憧れる農家、生活ができる

農家になっていただきたいので、初めて５か年

計画を立てられる方はどのように計画を立てら

れているのでしょうか、農業振興部長にお聞き

します。 

 また、大事なのは、５か年計画を実施した後

の３年から５年のアドバイスやサポートではな

いかと感じます。就農者の不安や心配事などを

解消するために普及指導員さんなどがおられま

すが、５か年計画を終了した後の農業者に対す

るサポートの現状を農業振興部長にお聞きしま

す。 

 ここ数年は気候変動により、気温が高くなり

過ぎたり、雨が少なかったりと、農作物を育て

るのに大変難しい状況になってきたと農家さん

の頭を悩ませております。スマート農業、Ｉｏ

Ｐクラウド、ＳＡＷＡＣＨＩを取り入れられた

農家さんも増えてこられていますが、特に令和

６年度は果樹などが裏年と言われるぐらい作物

の収穫量が著しく減ってしまい、農家さんを悩

ませております。 

 かんきつ系ではハウス栽培される方もおられ

ますが、梨やリンゴといった果樹、特に新高梨

の産地と言われる針木や佐川町の黒岩といった

新高梨の産地では露地栽培が主流であります。

気候変動だけでなく、カメムシなどの虫被害に

も悩まされ、令和６年度の収穫量が３分の１程

度になりました。梨農家さんの中には、このま

までは若いもんにも後を継げとはとても言えな

いとつぶやいておられました。 

 そこで、かんきつ系だけでなく、その他の果

樹でもハウス栽培ができれば、急な気候変動に

も対応ができ、カメムシなど虫被害の対策にも

適切に対応ができ、安定した収量が見込めるの

ではと考えますが、産地を守っていく観点から

も、梨をハウスで栽培することについて農業振

興部長の見解をお聞かせください。 

 次に、最近は無農薬栽培や自然栽培などオー

ガニックにより、環境によい栽培方法を目指す

方も増えてこられています。私も以前、自然栽

培の研修施設を視察させていただきました。施

設の圃場を見たときに、素人の私でも分かるぐ

らい土壌が元気だったことを覚えております。 

 その後、奇跡のリンゴという本を読ませてい

ただきました。誰もが無農薬でリンゴ栽培はむ

ちゃだという中、私財をなげうって、１人研究

に研究し、最後に無農薬でのリンゴ栽培を成功

させ、絶対不可能を覆した木村秋則氏の栽培方

法を書いた本ですが、その中でも、やはり農業

の基本は土づくり、土壌が元気でなければ元気

な作物はできないのだと感じ土づくりから見直

したところ、十数年実のならなかったリンゴの

木に実がなったというお話でした。 

 私も最近、無農薬だったり自然農法などオー

ガニックといった言葉をよく耳にしますが、そ

こに従事されている農家さんの御努力に感謝を

するところですが、農業の基本は土づくり、土

壌づくりが肝腎だと気づくことがありました。 

 小さなことですが、私の自宅周辺のエノコロ

グサ、一般的にネコジャラシソウと言われるも

のですが、痩せた栄養分の少ない土では細く痩

せたエノコログサですが、実家に帰ったときに

牛舎の堆肥場近くに生えているエノコログサは

茎は太く、先のほうのふさふさしたところも自

宅周辺の痩せたものと比べると３倍ぐらいの太

さがあり、これは土の質の違いだなと感じると

ころでありました。 

 そこで、環境によい農業を行っていくために

は土づくりが大切と考えますが、県としてどの

ように取り組んでいかれるのか、農業振興部長

にお聞きします。 
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 また、農産物の価格転嫁については、こういっ

た土づくりにこだわりを持った栽培方法で栽培

された農産物だけでなく、一様に肥料の高騰、

資材の高騰、そして燃油の高騰、人件費の高騰

などは、農産物の価格に反映させるべきだと感

じております。直販所で農家さんが加工品など

も売られていますが、原材料の価格も反映され

ておらず、大変安価で販売されておられます。

なぜですかとお尋ねしたところ、米も自分とこ

ろで作りゆうき、ただや、ほかの原材料も自分

ところで作っているものは計算に入れていない

と聞かされました。 

 農家さんは農産物を育てる労力などを計算に

入れられていないのです。農家さんは、自分た

ちは農産物の値はつけれない、市場で決まるの

でとおっしゃられ、農産物に価格転嫁しても、

高くなり過ぎると消費者に買ってもらえなくな

るのではと危惧されていました。 

 私は、農家さんがしっかりと農業で生活でき

るようになるためには、農産物の価格が上がっ

ても、農家さんが納得できる価格で販売できる

ことが大切だと思っており、そしてそれによっ

て、もうかる農業を一人でも目指す農家さんが

増えてくれることが大事だと思っています。 

 現在、農産物の価格形成については、国のほ

うで法改正の動きが進んでおり、新たな仕組み

づくりがされようとしていますが、私はこだわ

りを持って作られた農産物は、この新たな仕組

みによるコストの反映がされにくいのではない

かと考えています。 

 そこで、こだわりを持って栽培された農産物

を生産者さんが納得のできる価格で販売できる

取組を進める必要があると考えますが、農業振

興部長のお考えをお聞きします。 

 次に、高知県のスポーツの振興についてお聞

きします。 

 昨年のパリオリンピック・パラリンピックで

の本県出身選手の活躍は、高知県だけでなく日

本国中を勇気と感動で沸かせてくれました。ま

た、これからのオリンピックや世界大会を目指

す者にとっての目標値にもなったかと思います。 

 本県だけで言えば、やはり高知ユナイテッド

ＳＣのＪリーグ参入は待ちに待った出来事でし

た。これを機に、サッカー選手を目指す少年た

ちにとって一つの目標が地元高知にできたこと

は本当にいいことだと思いますし、さらなる高

知ユナイテッドＳＣの活躍に期待をするところ

です。高知県では、少子高齢化で競技人口も減

少傾向ではありますが、高知ユナイテッドＳＣ

がＪ３に参入したことで、競技人口の増加など

盛り上がってくることを期待しております。 

 ただ、Ｊリーグ参入になると、今までのＪＦ

Ｌとは全く違った予算がかかってくると思いま

す。選手、監督、コーチ、スタッフを含めた方

の報酬や給料、遠征費などもろもろの諸経費が

ＪＦＬ時代とは違ってくると思います。県では

5,000万円の枠を設けられております。高知市も

1,000万円の支援の枠を設けられたと思います

が、ただやはりスポンサーさんの存在は必要不

可欠だと考えます。 

 そこで、高知ユナイテッドＳＣを応援してい

く上で大事になるのが、企業スポンサーさんの

存在です。県内企業のスポンサーさんだけでは

なく、県外のスポンサーさんの存在は大変大き

いと感じます。県外資本のスポンサーさんの確

保について観光振興スポーツ部長にお聞きしま

す。 

 次に、高知ユナイテッドＳＣがＪ３に参入し

たことで、さらに下部組織の充実を図っていく

ことが重要だと感じています。現在、高知ユナ

イテッドＳＣでは、ジュニアユース世代のチー

ムはありますが、まだジュニア世代、ユース世

代のチームがありません。こういった各世代ご

とのチームを持つことは容易なことではありま
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せんが、せめてユース世代のチームをトップチー

ムの下に、まさに育成型の下部組織をしっかり

と持つことで、選手層の厚みができ、おらんく

のＪリーガー育成にもつながり、サポーター、

スポンサー集めにも大事な要素だと思っていま

す。 

 育成型下部組織の必要性について観光振興ス

ポーツ部長のお考えをお聞きします。 

 育成の部分で言いますと、特に子供たちの競

技レベルの向上が最も重要と考えます。そのた

めには、時間はかかるかもしれませんが、成長

期の子供たちがよりよい施設で活動できる環境

づくりを進めていくことが必要と考えます。 

 例えばグラウンドの人工芝化など、サッカー

をはじめとする多様な屋外競技で活用できるグ

ラウンドの整備について観光振興スポーツ部長

のお考えをお聞きします。 

 高知ユナイテッドＳＣだけでなく、おらんく

の野球チームといえば高知ファイティングドッ

グスがあります。昨年は、四国アイランドリー

グplusの中で年間３位となりましたが、ＮＰＢ

に２名の選手を送り込むことができ、ファイティ

ングドッグスの選手たちは未来のＮＰＢ選手を

目指して汗を流しているところでございます。

そして、阪神タイガースの監督に本県出身の藤

川球児監督が誕生したことも、本県の野球熱を

さらに熱くしたところだと思います。 

 四国アイランドリーグが発足して昨年で20周

年となり、高知ファイティングドッグスの今後

ますますの活躍を期待するところですが、そこ

で、高知ファイティングドッグスに対し今後ど

のような支援を行っていくのか、観光振興スポー

ツ部長にお伺いします。 

 次に、国道33号整備促進についてお聞きしま

す。 

 高知西バイパスいの町波川までの区間が完成

し、朝夕の通勤時大変スムーズに通勤すること

ができており、感謝をしておるところでござい

ます。ただ、波川から以西の区間でまだまだ狭

小地も多くあり、通学する小中学生のそばを車

やトラックが通過するときにはすれすれを通る

こともあり、特に雨の日なんかは傘の部分が当

たるのではと冷や冷やしているところでありま

す。また、道路沿いでの火災や事故が起きた場

合、長時間の渋滞を引き起こしてしまい、それ

を避けようと回り道などをする車でそこでも渋

滞が起こってしまっています。 

 そこで生活されている方の生活道路、命の道

を塞いでしまう悪循環になっています。そのた

めにも、高知西バイパスに続く、いの町波川か

ら越知町までの区間のバイパス整備を急ぐ必要

があると考えますが、進捗状況を土木部長にお

聞きします。 

 次に、県道18号についてお聞きします。 

 狭小地が多い県道18号伊野仁淀線は、高知市

から越知町の観光施設スノーピークに向かう際、

国道194号から国道33号の間の道であります。こ

の区間は２か所の狭小地があり、１か所では対

向車接近表示システムがついてありますが、県

外やその道を初めて通られる方が、その対向車

接近表示システムに気づかず、地元の方が大変

困られております。早期の整備が望まれており

ます。 

 まさに生活道路として命の道でもある県道18

号、以前も質問をさせていただきましたが、そ

の後どのような計画になっているのか、現在の

状況を土木部長にお聞きします。 

 次に、南海トラフ地震発災時、山津波につい

てお聞きします。 

 いつ起こるか分からない南海トラフ巨大地震

の30年内の発生確率が80％程度に引き上げられ

ました。県内の沿岸部では、津波の対策は進め

られ、各地域で自主防災もしっかり連携されて

いるように感じているところであります。 
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 一方で山間部に目を向けますと、以前は地震

への対策、災害への対策に意識があったと感じ

ていましたが、最近では少し地震や災害に対し

ての意識が薄らいでいるのではと感じておりま

す。最近は、土砂崩れが起きてもそこまで大き

くならないだろう、この地域には関係ないだろ

うなど、まるで他人事で。 

 もし国道、県道が崩落したら、土砂が流れて

きたらと考えると、一刻も早い整備をお願いし

たいところです。そこで、土砂流出の懸念があ

る中山間地域での対応について土木部長にお聞

きします。 

 次に、県立高校の食堂についてお聞きします。 

 以前、地元紙に学校の食堂がなくなってしま

うという記事が取り上げられていました。少子

化やコロナ禍、また物価高騰が相まって県立高

校の食堂がなくなるといった内容でした。私の

母校でも何とか学校の食堂は残っておりますが、

やはり物価の高騰、人件費の高騰により、食堂

に入ってくれる業者さんがいなくなるのではと

懸念されておりました。 

 学校の食堂がなくなると、高校の魅力化を考

える中でも大きな痛手だと思っています。育ち

盛り、食べ盛りの多い高校生の胃袋を満たして

くれているのは、やはり学校の食堂だと思いま

すし、子を持つ親目線からも、食堂があるなし

は学校を選考する一つの要素にもつながってい

るのではないでしょうか。 

 母校の食堂の味は同窓会でも話題になるとこ

ろです。私も学生時代には学校の食堂に大変お

世話になりました。昼食だけでなく、運動部を

しておりましたので、部活前にもお世話になり

３年間を過ごさせていただきました。そんな県

立高校の食堂がなくなってしまうのは、在校生

にとっても、在校生の保護者さんにとっても不

安が大きいところだと思います。 

 そこで、学校の食堂運営から撤退する事業者

さんが増えていると聞きますが、現在の県立高

校の食堂の現状について教育長にお聞きします。 

 そして学校の食堂で提供される食事は、栄養

面でも育ち盛りの学生にとって大変重要なもの

と考えます。 

 学校の食堂は県立高校の魅力化にもつながる

と思いますが、学校の食堂の意義についてどの

ようにお考えか、教育長にお聞きし、私の第１

問とさせていただきます。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 桑鶴議員の御質問にお答

えいたします。 

 中山間地域の事業者の価格転嫁をどのように

進めていくのか、お尋ねがございました。 

 事業者が必要な利益を確保し、事業を継続し

ていくためには、生産性の向上に加えまして、

議員から御指摘ございましたとおり、適切に価

格転嫁を行うということが、今特に物価が動い

ている時期でありますので、大変重要だという

ふうに考えます。 

 しかしながら、昨年度県が実施したアンケー

トにおきましては、物価の高騰に伴い増加した

コストを取引価格に５割以上転嫁できていると

いうふうに答えられた事業者は、約16％という

結果になっております。転嫁できていない理由

といたしまして、どのように対応すればよいか

分からない、あるいは値上げに伴い顧客離れが

懸念されるといった声をお聞きいたしておりま

す。 

 このような中、県内事業者の価格転嫁を円滑

に進めますためには、まずは上昇する原材料費

や労務費を取引価格に適切に転嫁するための方

法を習得いただく必要があると考えます。現在、

産業振興センターのよろず支援拠点に設置をい

たしております価格転嫁サポート窓口におきま

して、価格設定のノウハウの習得支援でござい

ますとか利益の確保に向けました、いわゆる損
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益分岐点の分析支援、こういった活動を行って

おります。今後も、よろず支援拠点や地域の商

工会などと連携をいたしまして、中山間地域に

おきます事業者の価格転嫁の取組をサポートし

てまいります。 

 また、県内事業者の方々が価格転嫁をしやす

い環境を社会全体で整えていくということも大

変重要だと考えております。このため、企業間

取引の適正化を促しますパートナーシップ構築

宣言、これを行う運動を行っておりまして、各

企業にこの登録を一層呼びかけてまいりたいと

思います。 

 具体的には、このパートナーシップ構築宣言

と申しますのは、取引先などから価格転嫁の受

入れの協議を申し入れられたという場合には、

快くこれをお引受けして、協議に応じていきま

すといった趣旨を宣言するという取組でござい

まして、令和５年12月に県内でも、県と経済団

体など合計14団体で共同の宣言を行っておりま

す。これが現在、高知県内に287の企業などに広

がっているということでございまして、こういっ

た宣言への登録ということもなお呼びかけてま

いりたいと思っております。 

 さらに、県自身も県内でも有数の事業所とい

うことでございまして、中山間地域を含めて、

多くの官署、事務所を持ちまして、各種の公共

調達の活動を行っているわけでありますので、

率先して適正な価格転嫁を受け入れるという立

場で対応していかなければいけないと考えてお

ります。 

 このため、例えば県発注の委託業務などにつ

きまして、物価高騰を踏まえた予算を計上させ

ていただいております。このほか契約段階につ

いて申しますと、公共工事におきましては３月

から労務単価を6.9％引き上げますとともに、契

約後に資材価格などが急激に高騰した、こういっ

た場合には、契約書に基づきまして増額の変更

を行うという対応を取っております。 

 また、清掃、警備などの労働集約型の委託事

業におきましても、入札の際に最低制限価格を

設定いたしますとともに、これも契約後、例え

ば最低賃金の改定などに伴いまして、事業者か

ら増額の申出があった場合には契約の変更に応

じるということも含めて対応いたしております。 

 加えて、国におきましては、いわゆる下請法

の改正に向けた検討が行われ、また業界ごとの

自主的な取引適正化を促す取組を行うといった

形で、適切な価格転嫁の促進に向けた対策が進

められております。国の動きも踏まえまして、

また地域の実情も届けながら、社会全体で価格

転嫁は当たり前のこととして受け入れる環境づ

くりにさらに取り組んでまいります。 

 こうした取組を通じまして、中山間地域も含

めて事業者の価格転嫁が促進をされますことに

より、各事業者の事業の継続、雇用の維持、所

得の向上、こういった効果につなげてまいりた

いと考えております。 

 私からは以上であります。 

   （観光振興スポーツ部長小西繁雄君登壇） 

○観光振興スポーツ部長（小西繁雄君） まず、

中山間地域の観光における地域おこし協力隊の

現状と今後の活用についてお尋ねがございまし

た。 

 中山間地域での観光振興を進める上で人材の

確保は重要な課題の一つであり、地域おこし協

力隊の方々を自治体などで雇用して活躍してい

ただくことが欠かせない状況です。 

 現在、各市町村において道の駅やキャンプ場

の運営、山岳ガイド、ＳＮＳを活用した情報発

信など、観光分野で50名を超える方々が従事さ

れています。また、現場経験を積み、任期を終

えた協力隊の方が、その地域でゲストハウスを

開業されたり、祭りのリーダーを務めるなど地

域の活性化に貢献いただいています。 
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 さらに、県や市町村が一体となって進めるどっ

ぷり高知旅キャンペーンにおいても、地域資源

を活用した商品造成や分散型ホテルの構築に向

けて、移住者としての視点も生かしながら、地

域の中心的な役割を担っていただいているとこ

ろです。 

 今後も、地域の実情に合わせて、協力隊の方々

が観光地域づくりの場面で活躍する場を広げて

いくことが大切です。このため、地域の魅力を

生かした体験コンテンツの開発やガイド育成な

どで市町村と連携し、協力隊の方々と共に一緒

に中山間地域を盛り上げてまいります。 

 次に、高知ユナイテッドＳＣの県外資本スポ

ンサーの確保についてお尋ねがございました。 

 高知ユナイテッドＳＣのスポンサー収入は、

全体収入の約半分を占めており、クラブの経営

において大変重要な位置づけになっています。

現在、県内外の約130社よりスポンサー支援をい

ただいておりますが、目標の金額には達してい

ない状況です。このため県では、個人を対象に

したふるさと納税型クラウドファンディングを、

高知市では企業版ふるさと納税をそれぞれ活用

するなど、県市を挙げて経営を支援していくこ

とを考えています。 

 また、県内の金融機関や報道機関などのネッ

トワークもお借りしながら、県外資本の企業や

本県にゆかりのある企業などに対しても、引き

続きスポンサー支援のお願いをしてまいります。

こうした取組を通じて、クラブの経営基盤の安

定につなげていきたいと考えています。 

 次に、高知ユナイテッドＳＣの下部組織の必

要性についてお尋ねがございました。 

 Ｊ３のクラブライセンスでは、所属クラブの

下部組織としまして15歳以下で構成するジュニ

アユース、または18歳以下で構成するユースの

いずれかを保有することが義務づけられており

ます。高知ユナイテッドＳＣが有するジュニア

ユースは、現在54名で構成され、県１部リーグ

で優勝するなどの活躍を見せており、着実に力

をつけてきています。 

 こうした下部組織は、将来Ｊリーガーを目指

す選手の登竜門として、子供たちの関心や県民

の皆様からの期待も高まってくるものと考えて

おります。本県サッカーの競技力の向上はもと

より、県内の小中学生などに夢や希望を与える

存在となり、必要な組織であると考えています。 

 次に、屋外競技で活用できるグラウンドの整

備についてお尋ねがございました。 

 本年度行いました県立スポーツ施設のあり方

検討会の委員から、サッカーやラグビーの合宿

や大会などで需要が多く、多目的グラウンドが

不足しているといった指摘をいただいています。

県が進めるスポーツ推進計画に掲げているス

ポーツ参加の拡大、競技力の向上、活力ある県

づくりの実現のためには、活動基盤となるスポー

ツ施設の充実は重要であると考えています。 

 議員のお話にもありましたように、特に将来

を担う子供たちの競技レベルの向上を図る上で、

よりよい環境でスポーツに親しめることは、技

術の成長だけでなく、スポーツに対する意識の

高まりにもつながってくるものと考えています。 

 県としましては、多様な競技において質の高

い活動ができるとともに、各種イベントなどに

も有効活用できるよう、人工芝化も含め、多目

的グラウンドの整備について検討してまいりま

す。 

 最後に、高知ファイティングドッグスへの支

援についてお尋ねがございました。 

 今年21年目を迎えました高知ファイティング

ドッグスは、越知町と佐川町をホームタウンと

し、おらんくの球団として幅広い年齢層に親し

まれ、県民にも定着しています。また、球団の

活躍は本県のスポーツ振興はもとより、地域で

の野球教室の開催などを通じて地域の活性化に
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大きく貢献しているものと考えております。 

 このため、球団への支援につきましては、観

客の誘致や広報、宣伝をはじめ、試合会場や練

習場所の確保、県のウェブサイトを活用した試

合情報の発信、応援グッズの販売などを実施し

てまいりました。 

 来年度につきましては、これまでの支援に加

えまして、球団に地域おこし協力隊を新たに配

置し、観戦客の誘致や、どっぷり高知旅キャン

ペーンの情報発信などを強化してまいりたいと

考えています。 

   （産業振興推進部長合田和穂君登壇） 

○産業振興推進部長（合田和穂君） アンテナ

ショップ、とさとさにおける各地の物、事や観

光地の売出しと各地域との連携に関して、現状

や今後の取組の方向性についてお尋ねがありま

した。 

 とさとさのコンセプトであるスーパーローカ

ルは、中山間地域を中心として本県の豊かな自

然が育んでまいりました、当たり前の生活の中

にある食や文化が、実は都会では得ることので

きないぜいたくさや潤いを与えるものであると

いったことを表しております。 

 このコンセプトの下、これまでとさとさでは

県内各地で商談を重ね、魅力的な商品の掘り起

こしを行うなど、本県ならではの一品を取りそ

ろえるよう努めてまいりました。また、催事や

試食販売といった形で、県内の市町村や事業者

の方々が直接商品や地域の魅力を来店客に発信

する機会も積極的に設けてまいりました。 

 こうした取組は、店舗のにぎわいを生み出し、

当初の目標を大きく超える集客や売上げにつな

がっておりますので、議員のお話にありました

来店客を飽きさせない店づくりのためにも、今

後とも新たな商品の発掘や、市町村、事業者の

皆様と連携したさらなる情報発信にしっかりと

取り組んでまいります。 

 また、目前に迫りました大阪・関西万博の開

催や、連続テレビ小説あんぱんの放送は、本県

の食や観光の魅力を発信する絶好の機会であり

ます。とさとさにおいては、これらと関連づけ、

取組も積極的に展開し、さらなる外商拡大や観

光誘客を図りますことで、本県の魅力の源泉と

も言うべき中山間地域の振興にもしっかりつな

げてまいりたいと考えております。 

   （商工労働部長岡田忠明君登壇） 

○商工労働部長（岡田忠明君） まず、中山間地

域の商業機能を維持するための新たな視点での

施策の必要性について御質問がありました。 

 中山間地域で生活される方々が、これからも

それぞれの地域で暮らし続けるためには、日常

生活において必要となる商業機能を維持するこ

とが重要なポイントになると考えます。このた

め、これまで県では、空き店舗の活用や事業承

継の取組を地元の市町村や商工団体と連携しな

がら進めてきました。 

 一方で、多くの中山間地域においては、人口

減少や高齢化が進行し、事業者を取り巻く環境

が厳しくなっていることから、従来の取組だけ

では地域が必要とする商業機能を維持すること

が難しくなりつつあると認識しています。 

 そのため、現在策定中の企業誘致戦略の柱の

一つに、中山間地域への若者、女性が働く場や

生活インフラ関連の企業の誘致を位置づけ、来

年度からは新たな手法で取り組むこととしてい

ます。例えば、これまで対象としていなかった

量販店などの誘致にも取り組むなど、中山間地

域の商業機能の維持を後押しすることとしまし

た。 

 具体的には、まず県の産業振興推進地域本部

を通じて、それぞれの市町村から地域のニーズ

をヒアリングし、誘致案件を掘り起こします。

その上で、県の関係課や地域本部と市町村がチー

ムとなって、誘致案件の磨き上げや熟度、優先
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順位などを踏まえて、市町村との協働により誘

致活動へと展開していきます。 

 今後は、事業承継などの従来の取組に加えて、

新たな企業誘致の手法も導入し、地元の市町村

とも協働することで、地域が必要とする商業機

能の維持に取り組みます。 

 次に、地域の事業者が持つ優れた技術を世界

に広めていくことについて御質問がありました。 

 本県では、土佐和紙や土佐打ち刃物など、国

の指定を受けた伝統産業や、昨年伝統的酒造り

がユネスコ無形文化遺産に登録された日本酒な

ど、様々な技術が地域の事業者によって代々受

け継がれています。 

 議員のお話のあった県内事業者が作る厚さ0.02

ミリと極めて薄い土佐和紙は、フランスのルー

ブル美術館やイギリスの大英博物館など、世界

的に有名な美術館などで絵画や古文書の修復紙

として使用されており、ヨーロッパをはじめ海

外で高い評価を得ています。 

 また、土佐打ち刃物は、毎年ドイツで開催さ

れる国際見本市への出展を重ねることで、その

性能や機能美などが認められ、海外での販路を

着実に広げている事業者もおられます。 

 このように、地域の事業者であっても、しっ

かりとした戦略と経営者の強い意志があれば、

その優れた技術や製品を世界に広くＰＲし、海

外でのビジネス展開につなげていくことは十分

に可能性があります。また、こうした地域の事

業者が持つ優れた技術や製品が海外の方々から

評価され、販路の拡大につながることは、県内

各地域の事業者の意欲を喚起するとともに、励

みにもなると思います。 

 さらに、海外からの評価によって、改めて国

内での評価も高まり、販路の拡大に加えて、担

い手が確保されるという好循環につながること

も期待できることから、今後も県内で優れた技

術や製品を有する事業者に対して、海外展開を

積極的に後押ししていきます。 

 最後に、技術を持った事業者の海外展開に対

するサポートについて御質問がありました。 

 地域の事業者などが海外展開を検討しようと

する場合、異なる言語や商習慣への対応に加え

て、現地への渡航費や輸送費などが心理的、経

済的なハードルとなって、なかなか踏み出せな

いといった声をお聞きしています。 

 このため、県では、未経験者でも気軽に参加

できる海外ビジネス交流会を開催し、海外展開

に興味や関心のある事業者と、既に海外展開に

取り組んでいる事業者が交流し、お互いに学ぶ

ことができる場を設けています。 

 また、産業振興センターでは、事業者の海外

販路開拓などを支援するための補助制度を設け

ており、本年度からその上限額を400万円から500

万円に増額するなど支援策を拡充しています。

さらに来年度は、現地サポートデスクを設置し

ているタイとベトナムにおいて、日々多忙な経

営層でも参加しやすい３日間程度の短期視察を

実施し、新たに海外展開に取り組む企業を発掘

していきます。 

 今後も事業者が積極的に海外展開に踏み出せ

るよう、比較的距離の近いアジアでは、現地サ

ポートデスクや台湾オフィス、インドの現地ア

ドバイザーなどによる市場調査や商談への同行

支援をしていきます。また、フランスやドイツ、

アメリカなど距離の遠い欧米では、各国の現地

サポーターによる市場調査のほか、現地の企業

に商談の一部を委託し販路開拓を行っています。

加えて、各国の現地商社を本県に招聘して商談

会を開催するなど、県内事業者の渡航に係る費

用や時間の負担を軽減する取組も行っていると

ころです。 

 こうした取組により、新たに海外展開を検討

する事業者の心理的、経済的なハードルも下げ

ながら、県内事業者の海外市場への挑戦を後押
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ししていきます。 

   （農業振興部長松村晃充君登壇） 

○農業振興部長（松村晃充君） まず、青年等就

農計画をどのように立てているのかとのお尋ね

がございました。 

 新規就農者が作成する５か年の青年等就農計

画は、国や県の様々な支援制度を受けるために

必要となることに加え、市町村やＪＡ、農業振

興センター等の支援機関が就農後のサポートを

行っていく上でも大変重要な計画であります。 

 このため就農相談の段階から、就農前研修の

実施期間、そして計画作成に至るまでの間、就

農希望者が就農後の自身の姿をしっかりとイ

メージできるよう、支援機関による一貫したサ

ポートが行われています。 

 具体的には、まず就農相談の際には、希望す

る栽培品目や目指す経営規模、目標とする所得

などを聞き取りながら、就農後の姿を具体的に

イメージするようアドバイスを行っています。

また、就農前の研修の段階では、目指す農業経

営に合わせた研修カリキュラムを支援機関が作

成し、農業担い手育成センターや地域の指導農

業士の下で、おおむね２年間の実践的な研修を

行い、その中で、より具体的な就農後のイメー

ジが固まるようサポートを行っています。 

 こうした段階を経て就農希望者は研修の修了

前に、支援機関のアドバイスを受けながら研修

で学んだ技術や知識、さらには資金力などを踏

まえて、５か年間の計画を作成しております。 

 なお、就農後におきましても、作成した計画

の目標が達成できるよう、支援機関が設置する

サポートチームで技術、経営の両面においてき

め細かな個別指導を行っており、引き続きしっ

かりと支援を行ってまいります。 

 次に、５か年計画終了後の農業者に対するサ

ポートについてお尋ねがございました。 

 農業者が経営発展を図っていくためには、常

に自らの経営内容を検証し、必要な見直しを行っ

ていくことが重要であり、就農時に作成した５

か年計画の終了後においても新たな目標を設定

し、目標達成に向けて取り組んでいく必要があ

ると考えます。 

 このため、５か年計画の終了前には目標の達

成状況を支援機関のサポートチームが検証し、

新規就農者と共に課題の整理を行っています。

さらに、整理された課題を基に、次の５年間に

向けた新たな経営計画の作成を促し、その目標

達成に向けた技術、経営両面でのサポートを行っ

ているところです。 

 具体的には、技術面では、県の普及指導員や

ＪＡの営農指導員が個々の農家を個別に巡回し、

データ駆動型農業の取組を直接指導するなど、

収量の増加や品質の向上、コスト削減に向けた

サポートを行っています。経営面では、複式簿

記の記帳や月々の資金管理に関する勉強会を開

催するなど、農業者のスキルアップを支援して

います。さらには、法人化や規模拡大、労務管

理の改善といった、より専門的なアドバイスが

必要な場合には、内容に応じて専門家を派遣す

るなどの支援を行っています。 

 こうした取組により、５か年計画を終了した

農業者に対して、しっかりと寄り添ったサポー

トを行い、経営発展を支えてまいります。 

 次に、梨をハウスで栽培することについてお

尋ねがございました。 

 令和６年は、春先からのカメムシの大量発生

や夏場の高温により果樹類の収量が減少しまし

た。特に新高梨は、夏場の高温の影響を受け、

見た目や味が悪くなる、みつ症が多発し、単位

当たりの収量が過去５年の平均と比べておよそ

32％減少しています。こうした状況は農家の経

営に大きく影響しており、対策が急務となって

います。 

 御提案のありました梨のハウスでの栽培は、
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全国的には栃木県や福岡県などで幸水といった

わせ品種の出荷時期を早め、有利販売を行うこ

とを目的に導入をされている事例があります。

しかしながら、梨は冬場に低温の期間が長くな

いと花が咲かないという性質があるため、本県

のような温暖な地域においては、ハウス内では

低温の期間が確保できず生産が不安定となるこ

とから、ハウス栽培の普及は難しいのではない

かと考えております。 

 このため、露地における高温対策としまして

は、果実の温度を下げる効果があるスプリンク

ラー等のかん水設備や、遮光資材などの導入を

さらに推進してまいります。また、樹齢40年を

超えるような新高梨の木を高温に耐性のある若

い木に植え替えることや、高温に強い品種の導

入も進めていきます。 

 カメムシの対策については、何より防除が重

要であることから、開花前からの早めの防除や、

隣り合う園地との一斉防除を推進するとともに、

効果の高い薬剤選定についての助言・指導や、

発生情報を細かく周知することで被害の軽減を

図っていきます。 

 こうした対策を進めることで農家の経営安定

につなげ、産地がしっかり守られるように取り

組んでまいります。 

 次に、環境によい農業を行っていくための土

づくりの取組についてお尋ねがございました。 

 農業におきましては、土づくりは一般的な栽

培、あるいはオーガニックといった栽培方法の

違いにかかわらず、作物を健全に育てる上で最

も基本的で重要なものでございます。土づくり

のポイントは、堆肥や稲わらなどの有機物を土

壌にすき込むことで、根をしっかりと張ること

ができる軟らかい土にすることです。 

 県では、これまでこうした有機物による土づ

くりの必要性や、すき込み量、時期などについ

て、産地の生産部会や現地検討会などの場で周

知を行ってまいりました。特に、有機物の中で

も家畜ふん堆肥は、土を軟らかくする効果に加

え、肥料成分も同時に供給できるメリットがあ

ることから、利用の促進に力を入れて取り組ん

できました。 

 しかしながら、家畜ふん堆肥を使ってみたい

が、どこにあるのか分からない、利用の仕方が

分からない、散布に多くの労力がかかるといっ

た理由から十分に利用されていない状況があり

ます。 

 このため、どこにどのような堆肥があるのか

一目で分かる家畜ふん堆肥マップの活用や、利

用の仕方の参考となるよう優良事例の紹介や、

実際に堆肥を使って栽培されている状況を見て

いただく展示圃場の設置などを進めているとこ

ろです。また、散布労力の軽減を図るため、家

畜ふん堆肥を散布する機械や、散布しやすいよ

うにペレット化する機械等の導入を支援してい

ます。 

 今後もこうした取組により、農業生産の基本

である土づくりに取り組んでまいります。 

 最後に、こだわりを持って栽培した農産物の

販売についてお尋ねがございました。 

 本県で生産された農産物の販路を見ますと、

ＪＡを通じた卸売市場への販売が最も多くなっ

ています。これには、本県の農産物がまとまっ

た量で市場に販売されることで、他の産地と比

べて価格形成力が強くなり、高値で販売される

というメリットがあります。一方で、市場への

販売は、生産者がこだわりを持って栽培した農

産物については、個々のこだわりが価格に反映

されにくいといった面もあります。 

 こだわりを持って栽培した農産物が生産者の

納得できる価格で販売されるためには、そのこ

だわりが評価される販路を生産者自ら選択して

いくことが必要となります。そうした販路とし

ましては、有機栽培などこだわりの農産物を取
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り扱う専門店や飲食店などへの販売、さらには

ＥＣサイトや直販所を活用した消費者への直接

販売などが考えられます。 

 このため、県としましては、地産外商公社が

開催する商談会への出展支援や、有機農産物を

取り扱う県内外の専門店などと生産者とのマッ

チングを行う商談会を来年度に開催するなど、

販路の開拓を支援してまいります。 

 また、ＥＣサイトや直販所を活用する場合に

は、生産者のこだわりが消費者にしっかりと伝

わり、その価格にも納得していただく必要があ

ります。そのためには、商品の見せ方や価格設

定などの工夫が必要となることから、希望に応

じてアドバイザーを派遣するなどのサポートを

行っています。 

 こうした支援を行うことで、こだわりを持っ

て栽培された農産物が、生産者の納得できる価

格となって反映されるよう取り組んでまいりま

す。 

   （土木部長横地和彦君登壇） 

○土木部長（横地和彦君） まず、国道33号のバ

イパス整備の進捗状況についてお尋ねがござい

ました。 

 国道33号は、高知市と松山市を結ぶ主要幹線

道路であり、地域の経済活動を支え、また日々

の安全・安心な暮らしを守るとともに、南海ト

ラフ地震などの大規模災害時の物資輸送や、円

滑な救援活動等を確保するために不可欠な命の

道としても大変重要な路線であります。 

 この中で、いの－越知間につきましては、令

和５年度に新規事業化の前段階となります計画

段階評価を終え、現在は国において都市計画決

定に必要な図面等の作成が進められております。

今後は、県が中心となりまして都市計画決定に

向けた手続を進めていくこととなり、都市計画

が決定した後には新規事業採択時評価を経て新

規事業化へと進んでまいります。 

 なお、国の予算も限られる中で新規事業化を

勝ち取るためには、この路線の重要性や地元の

熱意を継続して国へ訴えていく必要がございま

す。県といたしましては、引き続き沿線市町村

とも連携して、早期の新規事業化へ向けまして

国へ政策提言をしてまいります。 

 次に、県道18号伊野仁淀線の現状についてお

尋ねがございました。 

 当路線は、地域住民の日常生活や、仁淀ブルー

と言われる仁淀川流域の観光を支える重要な路

線であります。そのため、国道194号から国道33

号を結びます約10キロメートル区間のうち、未

改良として残っております約２キロメートル区

間の整備に現在取り組んでいるところでござい

ます。 

 そのうち、片岡から鎌井田地区の1.2キロメー

トル区間では、トンネルの詳細設計が本年度中

に完了いたしますので、来年度はトンネル両坑

口の用地測量、用地買収及び残土場の設計など

を進める予定でございます。残ります黒瀬から

片岡地区につきましては、現道拡幅での整備に

ついて検討を進めているところでございます。 

 引き続き、越知町や地元関係者と連携いたし

まして、一日も早い工事着手に向けて取り組ん

でまいります。 

 最後に、土砂流出の懸念がある中山間地域で

の対応についてお尋ねがございました。 

 本県の中山間地域は、急峻な地形が多く、南

海トラフ地震が発生いたしますと、斜面崩壊に

よる道路の寸断や集落の孤立が生じ、復旧・復

興に期間を要する可能性はございます。このた

め、土砂災害警戒区域等に指定した箇所につき

ましては、高知県土砂災害防止対策実施方針を

策定し、防災拠点等を保全する箇所を重点整備

箇所として位置づけており、現在115か所で砂防

施設等の整備を進めております。 

 また、道路の斜面崩壊対策につきましても、
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高知県道路防災対策推進計画におきまして、被

災危険度や路線の重要度に応じた優先度を決定

した上で、現在60か所で対策を進めておるとこ

ろでございます。引き続き、中山間地域の安全・

安心の確保に向け、こうした取組を着実に進め

てまいります。 

 なお、御質問にございました国道33号や県道

伊野仁淀線の整備、それから土砂災害対策を加

速していくためには、国全体でインフラ整備の

予算総枠を拡大していただくことが必要でござ

います。本年１月には国土強靱化実施中期計画

につきまして、現在15兆円程度の事業規模で実

施中の「防災・減災、国土強靱化のための５か

年加速化対策」を上回る水準が適切との考えに

立ち、本年６月をめどに策定するとの方針が石

破総理から示されました。県といたしましても、

こうした国の動きを踏まえて、必要な予算、財

源の確保に努めてまいります。 

   （教育長長岡幹泰君登壇） 

○教育長（長岡幹泰君） 県立高校の食堂の現状

と、その意義についてお尋ねがございました。

関連しますので、併せてお答えをさせていただ

きます。 

 学校の食堂は、生徒たちにとって栄養バラン

スの取れた作りたての食事の提供を安価に受け

られるなど、健康面や経済面でも価値あるもの

と思います。また、生徒同士や食堂の従業員と

のコミュニケーションを図り、人間関係を広げ、

また深める場としても大変意義のあるものと考

えております。 

 このため、県教育委員会は、できるだけ学校

の食堂を維持していただくべく、これまでも県

立高等学校の食堂運営事業者に対して、施設使

用料の免除や共益費算定の見直しなどを行って

まいりました。また、収入源となる自動販売機

の設置を許可するなど、経済的な負担軽減を図

るための支援を実施してまいりました。 

 しかしながら、生徒数の減少や物価高騰の影

響により、直近の５年間では６校で食堂の運営

事業者が撤退しており、現在県立高等学校33校

のうち、食堂が運営されているのは14校にとど

まっている状況があります。 

 県内では、今後さらに生徒数が減少し、各校

の食堂の運営についても一段と厳しくなってい

くことが見込まれます。一方、他県では、学校

の食堂を地域住民も利用できるようにし集客数

の増加につなげている事例や、生産者から規格

外の野菜を提供いただき食材コストを下げて事

業者の負担軽減を図っている事例もございます。 

 県教育委員会としましては、こうした全国の

先行事例をさらに研究し、食堂に対する支援の

在り方を検討していきたいと考えております。 

○４番（桑鶴太朗君） それぞれに前向きな御答

弁をありがとうございました。 

 中山間地域目線での質問が中心となりました

が、高知県の大半が中山間地域であり、この地

域の人口減少・少子化対策にも関連する中小企

業、小規模事業者の魅力と農業の魅力を知って

いただき、一人でも多くの若者が高知に戻って

きていただきたいですし、戻りたいと思わせた

い思いでの質問でございました。 

 小規模事業者のところには、本当に、集客力

に劣る小規模事業者にとりましても、競合他社

がいることにより、商品の磨き上げや経営改善

につながるきっかけになると思いますし、その

ためにもあらゆる視点で見ていくことがとても

大事だと思っております。地域の産業に光が当

たることで、若者の働く場の確保にとっても大

変重要だと思っております。 

 新規就農される方には、ぜひ栽培から出荷す

るまででなく、栽培から販売まで、規格外の農

作物の出先まで考える農業を考えていただきた

いですし、もうかる農業や、若い世代の目に映

る魅力ある農業を目指してもらいたいと思いま
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す。 

 そして、新規就農者を増やすことで地域の遊

休農地の減少も図れ、地域の活性化につなげて

いけると思っております。また、歴史や文化、

伝統行事が多く残る高知県の担い手確保にもつ

ながり、地域でのイベントや催事においても若

い世代が戻ってきてくれることは、地域の活性

化にもつながっていくのではと感じております。 

 高知ユナイテッドＳＣのさらなる飛躍、Ｊ２、

Ｊ１と上がっていかれることも期待をしており

ますし、そのためには地域の活性化だけでなく、

施設の整備や選手層の一層の充実を図る上でも、

育成型下部組織の充実を早急に進めていくこと

が重要だと感じておりました。県内の県立高校

世代の競技力向上も図っていくことでも施設整

備が重要だと感じております。現在は１分け２

敗と苦戦されておりますが、これからの巻き返

しに期待をし、応援していきたいと思っており

ます。 

 県立高校の食堂のところは、食堂業者が県立

高校の食堂の運営から撤退しないようにまたお

願いしたい。施策も大事だと感じましたし、廃

止になった県立高校の食堂の利活用も進めてい

ただきたい、器材等を無駄にしないように利活

用していただきたいと思いました。また新たな

業者の選定にも有効だと思っておりますので、

県立高校の魅力を図る上でも、食堂を存続でき

るよう柔軟に対応していただきたいと強く願っ

ております。 

 国道、県道のところですが、地域に住まわれ

ている住民の生活道路であり、命の道でありま

す。さらには、産業の道でもあります。観光の

産業としても、また農産物を運ぶ産業の道でも

ありますので、しっかりと整備促進を図る必要

があると思っておりますので、予算の確保をよ

ろしくお願いいたします。 

 そして、山間部の多い、南海トラフ地震での

山津波の危険性もしっかり把握し、対策してい

くことで、一人でも多く災害から命を守る対策

をお願いしまして、私の一切の質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。（拍

手） 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、本日の議事

日程は終了いたしました。 

 明５日の議事日程は、議案に対する質疑並び

に一般質問であります。開議時刻は午前10時、

本日はこれにて散会いたします。 

   午後４時39分散会 
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議 事 日 程（第４号） 

   令和７年３月５日午前10時開議 

第１ 

 第 １ 号 令和７年度高知県一般会計予算 

 第 ２ 号 令和７年度高知県収入証紙等管理特

別会計予算 

 第 ３ 号 令和７年度高知県給与等集中管理特

別会計予算 

 第 ４ 号 令和７年度高知県旅費集中管理特別

会計予算 

 第 ５ 号 令和７年度高知県用品等調達特別会

計予算 

 第 ６ 号 令和７年度高知県会計事務集中管理

特別会計予算 

 第 ７ 号 令和７年度高知県県債管理特別会計

予算 

 第 ８ 号 令和７年度高知県土地取得事業特別

会計予算 

 第 ９ 号 令和７年度高知県国民健康保険事業

特別会計予算 

 第 10 号 令和７年度高知県災害救助基金特別

会計予算 

 第 11 号 令和７年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計予算 

 第 12 号 令和７年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計予算 

 第 13 号 令和７年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計予算 

 第 14 号 令和７年度高知県農業改良資金助成

事業特別会計予算 

 第 15 号 令和７年度高知県県営林事業特別会

計予算 

 第 16 号 令和７年度高知県林業・木材産業改

善資金助成事業特別会計予算 

 第 17 号 令和７年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計予算 

 第 18 号 令和７年度高知県港湾整備事業特別

会計予算 

 第 19 号 令和７年度高知県高等学校等奨学金

特別会計予算 

 第 20 号 令和７年度高知県流域下水道事業会

計予算 

 第 21 号 令和７年度高知県電気事業会計予算 

 第 22 号 令和７年度高知県工業用水道事業会

計予算 

 第 23 号 令和７年度高知県病院事業会計予算 

 第 24 号 令和６年度高知県一般会計補正予算 

 第 25 号 令和６年度高知県収入証紙等管理特

別会計補正予算 

 第 26 号 令和６年度高知県旅費集中管理特別

会計補正予算 

 第 27 号 令和６年度高知県用品等調達特別会

計補正予算 

 第 28 号 令和６年度高知県会計事務集中管理

特別会計補正予算 

 第 29 号 令和６年度高知県県債管理特別会計

補正予算 

 第 30 号 令和６年度高知県土地取得事業特別

会計補正予算 

 第 31 号 令和６年度高知県国民健康保険事業
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特別会計補正予算 

 第 32 号 令和６年度高知県災害救助基金特別

会計補正予算 

 第 33 号 令和６年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計補正予算 

 第 34 号 令和６年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計補正予算 

 第 35 号 令和６年度高知県県営林事業特別会

計補正予算 

 第 36 号 令和６年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計補正予算 

 第 37 号 令和６年度高知県港湾整備事業特別

会計補正予算 

 第 38 号 令和６年度高知県高等学校等奨学金

特別会計補正予算 

 第 39 号 令和６年度高知県流域下水道事業会

計補正予算 

 第 40 号 令和６年度高知県病院事業会計補正

予算 

 第 41 号 高知県一時保護施設の設備及び運営

に関する基準を定める条例議案 

 第 42 号 こうちグローバル人材育成基金条例

議案 

 第 43 号 高知県職員等こころざし特例基金条

例の一部を改正する条例議案 

 第 44 号 職員の旅費に関する条例の一部を改

正する条例議案 

 第 45 号 職員の育児休業等に関する条例及び

高知県獣医師修学資金貸与条例の一

部を改正する条例議案 

 第 46 号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例等の一部を改正する条例議

案 

 第 47 号 職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例議案 

 第 48 号 高知県住民基本台帳法施行条例及び

高知県行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用並

びに特定個人情報の利用及び提供並

びに個人番号カードの利用に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 49 号 高知県軽費老人ホーム等の設備及び

運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例議案 

 第 50 号 高知県立県民文化ホールの設置及び

管理に関する条例の一部を改正する

条例議案 

 第 51 号 高知県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例議案 

 第 52 号 高知県立県民体育館の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例

議案 

 第 53 号 高知県浄化槽保守点検業者の登録に

関する条例の一部を改正する条例議

案 

 第 54 号 高知県宅地建物取引業法関係手数料

徴収条例の一部を改正する条例議案 

 第 55 号 高知県建築士法施行条例の一部を改

正する条例議案 

 第 56 号 高知県建築基準法施行条例の一部を

改正する条例議案 

 第 57 号 高知県手数料徴収条例の一部を改正

する条例議案 

 第 58 号 職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例の一部を改正する条例

議案 

 第 59 号 高知県認定こども園条例の一部を改

正する条例議案 

 第 60 号 高知県立香北青少年の家の指定管理

者の指定に関する議案 

 第 61 号 権利の放棄に関する議案 

 第 62 号 県有財産（教学機器）の取得に関す

る議案 
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 第 63 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 64 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 65 号 包括外部監査契約の締結に関する議

案 

 第 66 号 日高特別支援学校寄宿舎改築建築主

体工事請負契約の締結に関する議案 

 第 67 号 国道441号防災・安全交付金（口屋内

トンネル（Ⅱ））工事請負契約の一部

を変更する契約の締結に関する議案 

 第 68 号 和食ダム本体建設工事請負契約の一

部を変更する契約の締結に関する議

案 

 第 69 号 県道の路線の認定に関する議案 

 報第１号 高知県が当事者である訴えの提起の

専決処分報告 

第２ 一般質問 

   （３人） 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時開議 

○議長（加藤漠君） これより本日の会議を開き

ます。 

 

――――  ―――― 

 

諸 般 の 報 告 

○議長（加藤漠君） 御報告いたします。 

 門田人事委員長から、所用のため本日の会議

を欠席し、成瀬人事委員を職務代理者として出

席させたい旨の届出がありました。 

 また、刈谷公安委員長から、所用のため本日

の会議を欠席し、前田公安委員を職務代理者と

して出席させたい旨の届出がありました。 

 

――――  ―――― 

 

質疑並びに一般質問 

○議長（加藤漠君） これより日程に入ります。 

 日程第１、第１号「令和７年度高知県一般会

計予算」から第69号「県道の路線の認定に関す

る議案」まで及び報第１号「高知県が当事者で

ある訴えの提起の専決処分報告｣､以上70件の議

案を一括議題とし、これより議案に対する質疑

並びに日程第２、一般質問を併せて行います。 

 33番細木良議員。 

   （33番細木良君登壇） 

○33番（細木良君） おはようございます。日本

共産党、細木良です。通告に従い、質問させて

いただきます。 

 共産党県議団は昨年11月28日、2025年度予算

編成に関する要望書、全144項目を提出いたしま

した。重点項目は、中小企業支援、公契約条例

制定、女性支援法に基づく支援の充実、教員不

足解消、医療的ケア児支援、消えた白線解消、

災害時の水確保などです。今回の質問は、こう

した重点項目を幾つかピックアップし質問いた

します。 

 阪神・淡路大震災から30年、能登半島地震か

ら１年２か月経過しました。また、東日本大震

災からは間もなく14年となります。津波等で被

害に遭われた大船渡の皆さん、今は大規模な山

林火災がなかなか鎮火せず大変な状況となって

います。一日も早く、少しでも早く鎮火、被害

がこれ以上拡大しないように願っているところ

です。こうした災害で、改めて、お亡くなりに

なった皆様方の御冥福と、被災された全ての皆

様にお見舞いを申し上げます。 

 能登半島の復旧の遅れが指摘をされています。

石川県知事は創造的復興をうたい、災害と国防

を一体的に考えていくと発言、国言いなりの姿

勢とともに住民の不満の声が高まっているとお
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聞きをしています。創造的復興は、大規模な再

開発やプロジェクトを持ち込むものであり、住

民置き去り、生活復興は後回しというのが阪神・

淡路大震災での痛苦の教訓ではないでしょうか。 

 創造的復興と対となるのが、人間的復興とい

うキーワードです。102年前の関東大震災の復興

をめぐり、福田徳三東京商科大学教授は、復興

事業の第一は人間の復興でなければならぬとし、

人間の復興は生活や営業、労働の機会の復興で

あって、道路や建物はその道具立てにすぎない

と主張しています。 

 人間の復興という視点で復興に取り組んだこ

の間の事例として、復興計画づくりに市町村を

重視して取り組んだ岩手県では、木造戸建ての

仮設住宅建設や住宅再建費の上乗せ、医療費の

軽減を進めました。また、2004年に発生した新

潟県中越地震では、住み慣れた山古志村で住み

続けたいという住民の願いにより、復興住宅の

建設場所や地元の中心的な産業である養鯉業、

畜産業の再建などを住民主体で進められました。

特に復興住宅については、２戸１の住宅の仕切

りを途中で外せる造りになっており、後で若者

のグループ活動や合宿、グループホームに転換

できるようにしているなどの工夫が住民の発案

で実現しています。 

 南海トラフ地震の発生率は、ついに80％程度

となりました。第６期となる高知県南海トラフ

地震対策行動計画が今年の４月からスタートし

ます。今月末には国の南海トラフ地震における

被害想定見直しが行われる予定ですが、これか

らもさらに被害を最小限に食い止める施策が求

められています。 

 被災住宅再建について、最大300万円の給付が

できる被災者生活再建支援法。復旧・復興は何

よりスピードが重要です。全国の多くの知事は、

共同通信社のアンケートに答え、支援上限額300

万円の引上げを求めています。資材高騰により、

能登地震発生後、上限額を600万円まで引き上げ

るよう求める野党の動きもあります。しかし、

濵田知事はこのアンケートに、上限額はどちら

かといえば引き上げるべきではない、また支援

対象についても、どちらかといえば拡充すべき

でないと答えられています。今年１月11日付の

高知新聞の記事でしたが、本当かと私は目を疑

いました。 

 被災した県民が住み慣れた場所で住宅を再建

し、町の復興にいち早く取りかかれるように、

上限額の引上げや支援対象の拡充は必要だと考

えますが、なぜ後ろ向きのこのような回答になっ

たのか、知事の考えを聞かせてください。 

 能登半島地震の住宅被害は11万5,000件に上

ります。国交省・国土技術政策総合研究所及び

建築研究所では、能登半島地震発災直後より、

分野別に専門家を現地に派遣し、地震及び地震

動、木造、鉄筋コンクリート造り、基礎・地盤、

鉄骨造り、非構造部材、津波・瓦屋根、火災等

の建築物被害調査等を実施するとともに、住宅

再建、地域復興に向けた調査等を行っています。 

 建築物構造被害の原因分析を行う委員会が取

りまとめた報告の中で、日本建築学会が行った

木造住宅の建築時期別の悉皆調査による被害状

況が示されています。お許しを得ましたので、

ちょっと図表を見ていただきたいと思います。

(現物を示す）こちらが全体の状況です。一番左

のほうが、これが旧耐震基準、その次が新耐震

基準、そしてこれが現行の新々耐震基準です。

やっぱりこの旧耐震は、倒壊・崩壊が19.4％、

大破が19.8％ということで、かなり高くなって

います。2000年までの新耐震についても、倒壊・

崩壊が5.4％、そして大破が11.5％という少なく

ない状況で発生しています。 

 岡本議員と一緒に輪島市の門前町道下地区と

いうところにも行ってまいりました。ここは一

番被害が大きいところです。旧耐震基準では、
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倒壊・崩壊が20.6％、そして大破が22.0％とい

うことで、やはり旧耐震は一日も早く耐震化促

進をしなければならないということは論をまち

ません。しかし、2000年までの新耐震について

も、倒壊・崩壊が12.8％、そして大破が20.5％

ということで、33.3％、これは本当に大きい数

字ではないかと思います。 

 私たち県議団が提出した来年度予算要望でも

繰り返し求めている新々耐震基準前の2000年建

築の木造住宅までの対象拡大が必要だと思いま

す。南海トラフ地震の被害想定において、前段

で述べた被災者再建支援法による扶助では、多

額の支援金が発生し、財政負担も予想されてい

ます。財政負担を抑えるためにも、旧耐震基準

の家屋の耐震化100％を早急に達成することを目

指しながら、並行して2000年建築の木造住宅ま

での耐震化を求めるものです。県民から拡充の

要望もさらに強まっています。 

 耐震改修制度を、2000年建築までの木造住宅

にまで対象を拡大することについて、いつの時

点になったら踏み出すのか、めどを示していた

だきたい。知事に伺います。 

 国土技術政策総合研究所は、まとめの中で今

後の対策について、新耐震基準の木造建築物に

ついて、2000年に明確化された仕様等に適合し

ないものがあることに留意し、新耐震基準導入

以降の木造住宅を対象とした効率的な耐震診断

方法の周知普及を図ると記しています。 

 12月議会の質問で岡本議員が求めた答弁とか

み合っていなかったために、改めて伺いますが、

せめて2000年建築までの木造住宅耐震診断から

でも始めるべきです。知事に伺います。 

 能登半島地震での災害関連死は300名を超え

ました。災害関連死をなくすため、避難所の環

境改善について、これまで度々質問を行ってき

ました。全ての災害や紛争から影響を受ける人々

は、尊厳ある生活を営む権利を有しており、そ

のための保護と支援を受ける権利を保有すると

いうスフィア基準に基づく避難所環境整備につ

いて、国はやっと重い腰を上げ、昨年12月、自

治体向け取組指針とガイドライン、チェックリ

ストを２年ぶりに改定しました。 

 指針では、平時における対応、物資確保体制

の整備について、１、食料、飲料水、携帯トイ

レ、簡易トイレ、パーティション、簡易ベッド、

毛布、炊き出し設備、入浴設備等の生活必需品

は避難生活に不可欠であることから、災害が発

生した場合に直ちにこれを提供し、スフィア基

準を満たすことができるように、市町村におい

ては避難所や物資拠点に必要な備品を確保する

とともに、都道府県においては市町村の備蓄状

況を踏まえた広域的な備蓄を確保することと記

されています。避難所の多くは学校の体育館な

どが指定されていますが、器具庫などを利用し

ても十分な物資を準備しておくスペースが不足

しています。 

 避難所の備蓄資機材を確保するための広域的

な拠点づくりが求められているのではないでしょ

うか、危機管理部長に伺います。 

 先月28日、内閣府は、被災自治体の要請を待

たずプッシュ型支援の災害備蓄拠点を北海道・

札幌、熊本、そして高知県に設ける方針を発表

しました。簡易ベッドと段ボールベッドそれぞ

れ500個、パーティション1,000個、簡易トイレ

15基のほか、入浴や調理ができる資機材も５セッ

トずつ、来年３月までに納入するとしています。

こうした国の動きを歓迎するものです。 

 また、来年度の本県の予算では、キッチンカー、

トイレカーの整備についての予算が計上されて

います。ＴＫＢ対策として重要です。キッチン

カーは、新規だけではなく、既存のものについ

ての支援や、協定の締結、トイレカーは今後も

計画的に増やしていくように求めておきます。 

 大規模災害が起きた場合、迅速で円滑な被災
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地支援が求められるものの、能登半島地震では、

自治体間の連携で課題が生じました。多くの自

治体が被災地に支援に入ったものの、受入先の

自治体が依頼する支援内容を決められないなど

して、混乱が生じたということです。 

 こうした教訓から総務省は、南海トラフ地震

で甚大な被害が想定される高知県含む10の県に

対し、発災直後に迅速な支援を行う応急対策職

員派遣制度において、即時応援県を事前に指定、

高知県には島根県と秋田県から職員が派遣され

ることが報じられました。運用は来年度からと

いうことです。これまで応援協定を結んでいる

山口県と合わせ、３県の受入れ体制や平時の交

流、訓練が重要です。 

 一方、能登半島地震では、高知県はじめ様々

な地域から支援に入りましたが、宿泊施設確保

が困難だったこともあり、応援のため派遣され

た職員さんは、被災した庁舎の床で睡眠を取る

など、苛酷な環境下での活動が余儀なくされま

した。また、金沢市で宿泊し、現地までの往復

時間がかかり、作業時間などが限られたことも

復旧遅れの要因ともなりました。 

 緊急防災・減災事業債の新たな対象事業とし

て、応急対策職員派遣制度に基づき派遣される

応援職員のための宿泊機能を有する車両の整備

にも使えます。災害時支援や事前の訓練活用に、

この車両を活用することを含めて検討してはど

うでしょうか、危機管理部長に伺います。 

 埼玉県八潮市で１月28日に発生した道路陥没

事故は、いまだ落下したトラック運転手さんの

救出はかなわず、周辺住民への営業、生活はじ

め流域120万人の下水道利用に多大な影響を及

ぼし、周辺河川への下水放流が行われるという

未曽有の大被害を生み出しました。下水道の汚

水が空気に触れ硫酸が発生、下水道管が腐食し

道路陥没につながったことが原因とされていま

す。県内の下水道管も、築50年を超えた管があ

り、県民から不安の声、点検を強めるよう求め

る声が出されています。 

 2015年の下水道法改正で創設された維持修繕

基準では、５年に１回以上の頻度で、腐食のお

それが大きい下水道管路の点検を義務づけてい

ます。国交省の下水道管路メンテナンス年報、

2023年度によると、高知県で対象となっている

管路は12キロ、点検の進捗率は令和５年段階で

２％と、全国でも最低レベルにとどまっていま

す。 

 県内において過去５年間の下水道管の劣化、

腐食、破損などに基づく道路陥没事案などなかっ

たか、県内の下水道管の老朽化状況、速やかに

修繕工事が必要な下水道管はどれぐらいあるの

か、土木部長に伺います。 

 下水道管の事故は、布設から40年を超えると

急増すると指摘をされています。築50年にこだ

わることなく老朽水道管の点検を進めること、

修繕のための予算、人員の大幅増が必要です。 

 この間、全国の上水道事業に関わる職員数は、

1980年代、７万5,000人が４万7,000人へ、下水

道事業は1990年代、４万6,000人が２万7,000人

に激減しています。技術継承、災害対応など、

上下水道の技術職員確保が急務となっています。 

 全国では、上下水道とも広域化や民間委託が

広がっており、職員数の減少、特に技術職、専

門職が不足しています。どう対応していくのか、

土木部長に伺います。 

 次に、生活保護について伺います。 

 物価高騰により生活扶助の基準額を上乗せす

る特例加算が2026年度まで継続することになり

ましたが、月1,500円では大幅な物価高騰には到

底追いつく額ではありません。厚労省はこれま

で2013年から2015年にかけて、物価下落したと

して、実際は食費や生活必需品の物価は下落し

ていませんでしたが、全体で6.5％、最大10％削

減する、前例のない大幅減額を行いました。こ
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の措置に対し、全国で減額の取消しを求める訴

訟が行われ、直近の２月28日、四国で初めての

原告勝訴となった松山地方裁判所はじめ、地裁

では合計19件、高等裁判所では２件、合わせて

21件の違憲判決が出されています。 

 生活保護制度は、言わずもがなですが、命の

とりで、生きるための権利です。そして、生活

保護基準は、就学援助など国の制度だけでも47

もの施策・制度の利用や自己負担に影響するな

ど、保護世帯だけではなく、一般市民の生活に

大きな影響を持っています。生活扶助基準額は、

物価上昇に見合う大幅引上げ、せめて2013年以

前の基準に戻すことが必要だと思います。 

 物価高騰の折、保護世帯の皆さんはぎりぎり

の生活を強いられています。県は福祉事務所の

監査を行う事務を担っています。生活保護制度

で使える制度は全て活用できているか、必要な

保護が適用されているかという観点でチェック

しなければなりません。一つ例として、私の住

む介良地域はバス停、電停から遠い公共交通空

白地が存在し、通院もタクシーに頼らざるを得

ない高齢の受給者がおいでますが、ケースワー

カーからも移送費についての説明がなく、タク

シーによる通院は認められていないのではと、

移送費を請求していない事例もありました。 

 そこで大切になってくるのが、生活保護のし

おりです。しおりは、生活保護を申請、利用す

る際の案内書であり、生活に困窮した住民と生

活保護をつなぐかけ橋となる資料です。厚労省

はこのしおりや自治体のホームページについて、

内容に不適切な表現はないか、制度改正などが

反映されていない点がないか、申請をためらわ

せるものがないか、点検と改善を求めています。 

 高知県生活と健康を守る会連合会は昨年、県

及び県下の11の福祉事務所の生活保護のしおり

を全国的に評価の高い京都府や小田原市のしお

りと比較し、生活保護問題対策全国会議が作成

した40項目のチェックポイントで採点作業を独

自に行っています。結果として、県内で最高29

点、最低がマイナス25点、54ポイントの差があ

るなど、大きなばらつきがあります。また、県

作成のしおりの記載内容も決して高いとは言え

ない評価となっています。 

 生活保護のしおりの記載内容については、厚

労省の求める内容に基づき、点検と改善をどの

ように実施していくのか、子ども・福祉政策部

長に伺います。 

 しおりの改善とともに、日々ケースワークを

行う職員の研修についても、不備、不足してい

る実態はないでしょうか。保護利用者はスティ

グマを負い、家族や親戚とも関係が疎遠になり、

友人関係も希薄など孤立状態に陥りやすく、希

死念慮の割合も高いと言われています。ケース

ワーカーは、利用者からすると生殺与奪を握る

強力な権力者であることの自覚を持たねばなり

ません。 

 生活保護制度への正しい理解や人権尊重の必

要性についての研修、生活保護に関する直近の

裁判例、決定処分に対する裁決例などが職場で

共有されるなど、ケースワーカーに対する研修

の状況について子ども・福祉政策部長に伺いま

す。 

 ケースワーカーは、求められる業務が複雑化、

深刻化、多様化する相談への対応、時によって

は暴力被害に遭うことがあるなど、大きなスト

レスにさらされています。物価高など、厳しい

生活環境の下、保護世帯が増加傾向です。社会

福祉法の規定では、都市部ではケースワーカー

は保護世帯80世帯に１人、郡部では65世帯に１

人という標準が守られるよう、職員配置を行う

ことと併せてメンタルヘルスへの対応などを求

めておきます。 

 これまで、原則として自動車の保有を認めて

おらず、自動車がなくては日常生活が営めない



令和７年３月５日  

－169－ 

 

地域では、生活保護を取るか、自動車を取るか、

究極の選択が求められ、泣く泣く車を手放した

事例、生活保護利用を諦める事例が多くありま

した。 

 この間、自動車利用の対応をめぐり、名古屋

高裁では昨年10月、鈴鹿市の保護停止処分は行

政権の逸脱、濫用で違法との判決が出され、賠

償を命じました。また、札幌地裁でも利用の制

限撤回が認められています。 

 こうした事例を受け、厚労省は昨年12月25日

付で、生活保護問答集についての一部改正の事

務連絡を発出しました。内容は、自動車は原則

として保有を認めていないが、障害児・者や公

共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住す

る者が通勤、通院等のために利用する場合で、

一定の要件を満たす場合に、例外的に保有を認

める。障害児・者またはその家族もしくは常時

介護者が障害児・者のために、日常生活に不可

欠な買物等に行く場合についても、社会通念上

やむを得ないものとして、原則として自動車の

利用を認めて差し支えない。さらに、障害がな

い場合でも、公共交通機関の利用が著しく困難

な地域に居住する者等の通勤や通院等のため保

有が認められるとし、日常生活に不可欠な買物

等について、地域の交通事情や世帯の状況等を

勘案して、低所得者世帯との均衡を失しないと

保護の実施機関が認める場合には、自動車の利

用を認めて差し支えないと適用を変更しました。 

 高知県下では、公共交通が縮小しており、デ

マンド交通等や福祉輸送などでカバーしている

地域があるものの、十分ではなく、公共交通機

関の利用が著しく困難な地域、公共交通空白地

が増加しています。 

 自動車利用について、厚労省通知に基づいて

適正に運用されなければなりません。どのよう

に制度を周知徹底させ、運用していくのか、子

ども・福祉政策部長に伺います。 

 生活保護制度に、あまり知られていないと思

われますが、家族介護料支給制度というものが

あります。家族介護料とは、告示別表第１第２

章２の(4)において、告示別表第１第２章２の(2)

のアに該当する障害のある者であって、当該障

害により日常生活の全て、具体的には食事、排

せつ、入浴の３動作について介護を必要とする

者を、その者と同一世帯に属する者が介護する

場合においては、障害者加算とは別に１万3,150

円を算定するものとするというものです。 

 昨年10月に大阪府堺市において、ある世帯で

家族介護料の支給漏れ、17年間で約246万円が見

つかり、これを受け再調査した結果、52世帯で

家族介護料の支給漏れが見つかった事例が新聞

報道されました。県内においても、家族介護料

等の支給漏れはないでしょうか。 

 昨年12月、衆議院厚生労働委員会で日本共産

党の田村貴昭議員がこの問題を取り上げ、多く

の自治体で加算漏れが起こっている可能性を指

摘、福岡厚生労働大臣は自治体に注意喚起をす

るとともに、実態把握に努めると約束をしまし

た。 

 家族介護料が支給されている県内の件数、制

度の周知をこれまでどのように行ってきたのか、

また今後の実態把握作業について子ども・福祉

政策部長に伺います。 

 次に、ビキニ被災者支援について伺います。 

 今年は広島・長崎被爆80年の年です。そして、

アメリカによる太平洋での核実験によって多数

の漁船員や住民への被曝を引き起こしたビキニ

被災事件から今年で71年となりました。1954年

３月から５月にかけて行われた６回の水爆実験

により被曝した漁船の数は、政府の調査で延べ

約1,000隻――被曝された方は２万人とも言われ

ています――にも及び、高知県内にも多数の被

曝者がおいでます。ビキニ被災事件は日本の原

水爆禁止運動が発展する歴史的な契機となり、
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昨年ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害

者団体協議会は、1956年に結成されています。 

 若くして被曝した漁船員は、40－60代で白血

病やがん等に侵され、命を落としたり、少ない

年金の中、通院や入院で治療されています。ま

た、子や孫に影響が出るのではないかと悩み苦

しみ続けられてもいます。 

 しかし、日本政府は被曝した漁船員に対し、

健康調査や疫学調査は行わず、賠償金や見舞金

もほとんど支給されず、切り捨てられたままと

なっています。ビキニ被災事件は終わっておら

ず、船員や遺族に対する救済は当然行わなけれ

ばなりません。 

 日本政府は核兵器禁止条約を批准していませ

んが、条約の第６条には核兵器使用及び核実験

などあらゆる核による被災者への支援が記され

ています。今月３日からニューヨークで始まっ

た核兵器禁止条約締約国会議では、ビキニ被災

者などへの支援も論議されており、本県の被災

者遺族であり、県内の元漁船員らが国に損害賠

償を求める訴訟団の団長である高知市の下本節

子さんも参加されています。 

 県内市町村にも働きかけ、県内の元マグロ漁

船員のビキニ事件による被災の実相を明らかに

することを求めます。知事の見解をお聞きしま

す。 

 既存のマグロ漁船員の名簿を基に、安否確認、

死亡が確認された場合は、死亡原因の把握、県

の死亡統計に対比させた分析を行うべきではな

いか、健康政策部長に伺います。 

 また、県内の元漁船員に対し、健康相談、健

康診断を実施するよう求めるものですが、健康

政策部長に伺います。 

 現在、高知県史が編さんされています。高知

県民及び世界の核実験被曝者の命や健康に関わ

るビキニ被災事件は避けては通れない出来事で

す。 

 編さん中の高知県史にビキニ事件はどのよう

に掲載される予定なのか、文化生活部長に伺い

ます。 

 最後に、高知県の公契約条例制定について伺

います。 

 現行の公契約の問題点として、過度な価格競

争・ダンピング受注・重層下請構造により労働

者の人件費引下げなど賃金・労働条件の悪化、

契約更新のたびに労働者の雇用が危機にさらさ

れ非正規雇用が増加する雇用の不安定化、外部

委託化による専門職の削減、委託事業者の経費

削減による住民サービスの質の低下や専門性の

低下、人件費に対する明確な積算基準が存在せ

ず委託料の積算に考慮されない費用精算の曖昧

さなどが挙げられています。 

 国交省は先月14日、公共工事設計労務単価に

ついて、この３月から全職種で全国平均６％引

き上げる決定を行いました。13年連続の引上げ

となり、全国全職種加重平均値は２万4,852円と

なりました。この間、県議団に寄せられた相談

では、県が発注する公共工事の現場で賃金未払

いや危険手当が一部しか支払われていない等、

違法な実態が寄せられています。こうした事例

を改善するため、発注者の責務として、積極的

に是正、改善しなければなりません。 

 そのため、公正性や透明性を確保し、ダンピ

ング排除、健全な事業者が適正な価格で受注で

きる条件づくり、労働関係法令の遵守、賃金下

限額を上回る賃金の支払いを契約上義務づける

ことで、労働者に適正な賃金が支払われるよう、

公契約条例の制定が求められています。 

 全国的に公契約条例を制定する自治体が増加

しています。自治体独自に一定額以上の賃金を

義務づける規定を有する賃金条項型は、高知市

含め32、賃金条項がなく、労働条件の整備を受

注者の責務とすることを理念的に定める理念型

は55自治体。県レベルは全て理念型ですが、長
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野、奈良、岐阜、岩手、愛知、沖縄、静岡、滋

賀、熊本県の９県が条例を制定しています。こ

のうち、奈良、岩手、愛知県は賃金支払い状況、

社会保険料加入状況についての報告義務があり、

理念型ではあっても、賃金引上げ等の効果が生

まれているようです。 

 公契約条例を制定した効果については、労働

者にとっては、熟練従事者の賃金水準が下支え

されることで、適正な労働条件の確保、雇用の

維持・安定の実現、地域の賃金水準の確保など、

最低賃金引上げや地域間格差の改善につながっ

ています。また、事業者にとっても、ダンピン

グ受注や低価格入札、過当競争をなくし、公正

競争を実現することで、ペーパーカンパニー等

の排除、健全な経営をしている事業者が適正な

利潤を確保し、地域に根差した事業経営ができ

るようになるなどの効果が生まれています。 

 こうした効果は、公共サービスの向上により、

住民にとっても、安心・安全な生活を送ること

ができ、住民の福祉向上、地域経済の活性化・

循環にもつながります。 

 県にとってもメリットはたくさんあります。

公共事業の品質確保、良好な公共サービスの提

供、活力ある地域社会の実現、職員のモチベー

ションアップ、住民の定住化、雇用の安定化に

よる納税の確保、地元建設業者・職人の育成に

よる地域防災・減災の強化、地域経済が発展す

ることで税収増をもたらします。さらに、県が

最も重視する人口減少対策、持続可能な地域づ

くりにも大きく寄与することにもなります。 

 来年度予算要望に関する知事との懇談の席で

もお渡しをいたしましたが、一昨年制定した熊

本県の、持続可能な社会の実現に寄与する熊本

県公契約条例の特徴を御紹介いたします。 

 基本理念の１、契約の透明性、競争の公平性

の確保及び不正行為の排除では、談合その他の

不正行為の排除が掲げられています。談合その

他の不正行為は、入札者間の公正かつ自由な競

争や予算の適正な執行を阻害し、県民の利益を

損ねる行為であるとし、これを見過ごすことな

く毅然とした対応を行い、不正行為に対する処

分の実施とともに、再発防止を図るため、様々

な事項に取り組むとしています。 

 理念の２、総合的に優れた内容の契約の締結

では、低入札価格調査制度や最低制限価格制度

を適用し、契約の内容に適合した施行、履行を

確保するとし、最低制限価格制度の基準につい

ても検討することとしています。 

 理念の３、誰もが安心して働き続けられる労

働環境の整備・活力ある地域経済の振興では、

業務従事者の労働環境整備について、労働関係

法令遵守を担保する方法が検討され、地域経済

循環の視点では、熊本県中小企業振興基本条例

に基づき、県内事業者の優先的調達や県産資材

の使用推進などがうたわれています。 

 基本理念の４、事業者が行う環境に配慮した

事業活動など、持続可能な社会の実現に資する

取組の勘案では、ＳＤＧｓの17の取組を評価す

ることとしています。また、指定管理者制度に

おいても、条例の趣旨が反映できるようにして

いることも特徴となっています。 

 以上、熊本県の条例を御紹介しましたが、2021

年制定の、事業者等を守り育てる静岡県公契約

条例では、人口減少や少子化の進行の下、県産

業を支える人材確保を目的の一つとして制定を

し、基本理念では、性別、年齢、国籍等にかか

わらず多様な人材が活躍する社会の実現に資す

ること、障害者その他の就業を支援する必要が

ある者の雇用の促進に資すること、柔軟な働き

方ができる職場環境づくり及び働く人の健康づ

くりに資すること、環境に配慮した事業活動に

努めること、持続可能で活力ある地域社会の実

現に資すること、その他社会的な価値の創出に

資することなど、事業者に係る規定が設けられ、
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毎年度取組方針の実施状況を議会に報告してい

るなどの特徴を持っています。 

 県の施策とも合致し、県勢の発展につながる

公契約条例制定に向け、庁内で検討チームをつ

くるなど、準備を進めるべきと考えています。

知事の所見を伺います。 

 以上で、１問といたします。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 細木議員の御質問にお答

えをいたします。 

 まず、被災者生活再建支援金についてお尋ね

がございました。 

 自然災害によりまして全壊の住宅数が一定以

上の規模となった場合には、被害を受けた世帯

を支援いたしますために、この被災者生活再建

支援制度に基づきまして、全壊、最大300万円と

いった水準の支援金が支給をされる制度となっ

ております。この支援金は、人口規模などに応

じまして、都道府県が拠出した基金から半分、

そして残る半分は国の補助金という財源負担で

支給をされておりまして、現在中規模半壊以上

の世帯が対象となっております。 

 この支援金の引上げ、あるいは対象範囲の拡

大につきましては、これまでも国と全国知事会

の間でも議論が重ねられてまいっております。

その結果、対象範囲につきましては、令和２年

に、先ほど申し上げました中規模半壊世帯まで

拡大されておりまして、この拡大には本県も賛

同をいたしております。 

 この支援額の引上げや対象範囲の拡充は、被

災者にとってはもちろん望ましいことではあり

ますけれども、一方では、国や都道府県の財政

負担が大きくなる、また地震保険など自助の取

組のインセンティブを損なうおそれがあるので

はないかといった問題もありまして、国と地方

の間ではもとよりでありますが、都道府県同士

の間でも、これについては様々な意見の対立も

あるところであります。 

 このために、直近の、ただいま申し上げまし

た令和２年の制度改正について申し上げまして

も、実質的には議論がスタートしたのが平成23

年ということでございました。約10年をかけて

議論が続いた結果、ようやく合意に達し、制度

改正に至ったという経緯がございます。 

 こうして長年の議論の結果、合意がされた現

行の水準を、私としてはできるだけ尊重すべき

だという趣旨でアンケートに臨んだわけでござ

いますが、そうした意味では、現状でも足りる

といった趣旨の答えが一番ぴったりきたわけで

すが、選択肢の中では、基本は引き上げるべき

か引き上げるべきではないかのどちらかと、ど

ちらかといえば、はつけていいというような選

択肢でございましたので、ただいま申し上げま

した経緯を尊重して、現状でもやむを得ないの

ではないかというところに一番近い選択肢とし

て、どちらかといえば引き上げるべきではない、

あるいはどちらかといえば拡充すべきではない

というような選択肢を選択したというのが私の

真意でございます。 

 一方で、私の考えを申しますと、ただいま申

し上げましたように、あまりにこの公助の水準

が上がり過ぎると、自助のインセンティブを損

なうんではないかという心配はございますけれ

ども、財源負担における国と県の関係について

申し上げますと、国は大規模災害のときにはこ

の負担率を高めて、県の負担が増えないように

措置をする。これは現実に東日本大震災のとき

にもそうされておりますし、来るべき南海トラ

フ大地震のような大規模災害のときには、当然

そうした措置が講じられるべきだというふうに

考えております。 

 また、昨年末に、議員立法でこの支援金の水

準範囲を引き上げる、充実をするというような

提案もされているようでございますけれども、
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国は能登半島地震のときに、高齢者世帯に限っ

て600万円に引き上げるというのを、これは国の

負担だけで行ったことがございます。こうした

形で、国の全額負担で、国の判断、考えで水準

を引き上げると、これはこれで地方としてやめ

ろという必要は私はないという立場に立ってい

ます。 

 したがいまして、仮に今後支援金の引上げや

対象範囲の拡充を行おうとされる場合には、少

なくとも都道府県の財政負担は増やさないとい

うような形で、国の負担で行われるということ

がまず検討されるべきではないかと考えており

まして、全国知事会を通じてこうした働きかけ

をしたいということで、対応を考えてまいりた

いと思っております。 

 次に、いわゆる2000年基準までの木造住宅に

ついて耐震改修、そして耐震診断の助成対象を

拡大すべきではないかとお尋ねがございました。

関連いたしますので、併せてお答えをいたしま

す。 

 今回の能登半島地震におきましては、多くの

木造住宅が被害に見舞われたことは承知をいた

しております。その建築時期別の被害状況が国

土交通省からも示されているところでございま

す。それによりますと、1981年以前のいわゆる

旧耐震基準住宅は、2000年基準以前の住宅と比

較して、倒壊した総数、あるいは比率ともに明

白に大きいという形が明らかになっております。

こうした点も踏まえまして、本県におきまして

は、倒壊する危険性がより明白に高いと考えら

れます、1981年以前の旧耐震基準住宅の耐震化

の促進に、まずは優先して取り組むことが重要

だと考えております。 

 しかしながら、議員から御指摘ございました

ように、その次の2000年基準以前の木造住宅に

おきましても、一定の被害があったということ

は承知をいたしております。そうしたことを踏

まえますと、1981年以前の旧基準の分に次いで、

次なるターゲットとして、耐震診断への助成対

象として検討すべきものとして、この2000年基

準以前の木造住宅というものは意識をしている

ところでございます。 

 一方で、能登半島地震におきます防災意識の

高まりがございまして、昨年来、この1981年以

前の旧耐震基準住宅について、県内でも多くの

耐震診断あるいは改修の助成申請が殺到してい

るという状況でございます。結果、木造住宅耐

震診断士の派遣に時間を要しているというよう

な状況でございます。こうした状況でございま

すので、現時点で耐震診断の助成対象を2000年基

準以前の木造住宅まで拡大してしまいますと、

診断士の人手不足などの限られたマンパワーの

中で、本来優先すべき1981年以前の旧耐震基準

住宅の耐震診断や改修が遅れてしまうというこ

とにつながることが懸念をされる、そういう状

況にございます。 

 したがいまして、現時点では、この1981年以

前の旧耐震基準住宅を優先するということとい

たしまして、御指摘ありました2000年基準以前

の木造住宅の耐震診断への拡充につきましては、

現行の制度の下での1981年以前分の助成申請が

能登半島地震以前の水準まで、言わば通常の水

準まで落ち着いた段階でこの助成対象の拡大を

図っていくと、そうした方向で検討するという

方針で対応したいと考えております。 

 次に、ビキニ事件につきまして、県内の元マ

グロ漁船員の被災の実相を明らかにすることに

ついてお尋ねがございました。 

 ビキニ環礁におけます水爆実験で被災をされ

た船員の方々、そして支援者の方々のこれまで

の御労苦はいかばかりかと、お察しを申し上げ

るところであります。 

 県といたしましては、被災した方々の健康へ

の影響を明らかにする調査研究は、事の性格上、
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県や市町村ではなく、国の責任において実施す

べき事項であると考えます。このため、国に対

し継続的に調査研究の実施を提言、あるいは要

望してまいっております。 

 また、県におきましては、支援団体の方々が

独自に行われています死亡原因の追跡調査に際

しまして、この調査に協力をいただくように、

漁協への調整を要請いたしましたり、あるいは

国の統計資料の入手などに際しての支援を行っ

てまいりました。 

 今後も引き続き、被災者の方々、支援者の皆

さんの思いに寄り添った支援を、県としては継

続していきたいと考えております。 

 最後に、公契約条例の制定に向けて、庁内検

討チームをつくるなどの準備を進めてはどうか

とお尋ねがございました。 

 議員から御紹介もいただきましたように、熊

本県や静岡県の公契約条例は、県の行う契約を

通じまして、特に熊本県の例に準じて申します

と、４つの政策目標の達成を目指すというふう

にされております。これは議員から御紹介もい

ただいたとおりでありますが、あえて私のほう

で大まかにまとめ直させていただきますと、４

つの政策目標としまして、１つは契約の透明性

や公平性の確保、２つは適正な金額での契約と

いうことだと思います。３つ目が受注先の労働

環境の整備や地域経済の振興、４つ目が持続可

能な社会の実現というような政策目標を掲げて

おられるということだと思っております。 

 条例におきましては、この目的を達成するた

めに、県において基本的な取組方針を定めまし

て、規則などで必要な、例えば事務処理要領の

制定といった措置を講じていくと、そういうこ

とを県に対して求めている、そんな条例であろ

うと思います。 

 本県の場合、こうした公契約条例はありませ

んけれども、関係法令のほかにほかの条例や規

則、県計画、こういったもので具体的な措置の

レベルで見ますと、結果的には、両県と同じよ

うな措置を講じているというふうに考えており

ます。 

 例えば、１点目の契約の透明性の確保などに

つきましては、談合情報対応のマニュアル、あ

るいは指名停止要領、こういったものを定めま

して、不正行為に対して厳正に対処いたしてお

ります。 

 また、２点目の適正な金額での契約というこ

とにつきましては、公共工事や清掃、警備といっ

た労働集約型業務などの入札におきまして、い

わゆる低入札価格調査制度、あるいは最低制限

価格制度、こういったものを導入いたしており

ます。 

 ３点目の受注先の労働環境の整備や地域経済

の振興について申しますと、受注先におけます

労働関係法令の遵守、あるいは県内事業者への

優先発注の促進、こういったことが図られてお

ります。 

 さらに、４点目の持続可能な社会の実現につ

きましては、競争入札の資格審査や評価基準に、

ワーク・ライフ・バランスですとかＳＤＧｓの

取組などを位置づけておるところでございます。 

 こうした本県におきます様々な現行の制度に

よりまして、公契約条例の制定によらなくても、

その理念を具現化するような、具体的な措置は

講じられておりまして、これを通じて県勢の発

展につなげることができているというふうに考

えております。したがいまして、現時点で、公

契約条例を制定したり、そのための庁内検討チー

ムを設置したりする必要はないというふうに考

えております。 

 ただ一方で、県が行います公共調達契約は、

多くの分野にわたっております。物品の購入、

サービスの購入――いわゆる役務の提供であり

ますが――でありましたり、公共工事、あるい
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はデジタルサービス関連は、一つ独特の世界を

つくっているということでございまして、現在

ではこうした県の公共調達に係ります様々な制

度や措置について、一覧性のある形で体系的に

整理したものはないというのが現状であります。 

 今後、これらにつきまして、例えば地球温暖

化対策であったり、働き方改革であったり、そ

ういった特定の政策目的を推進するという観点

から、分野横断的に統一的な方針を定めて洗い

直しをするというような必要も生じる可能性は

あるんではないかという意識は持っております。 

 そうした場合には、その検討の、改正の結果

を改めて、一覧性のあるような形で整理をいた

しまして、指針のような形で、県庁職員の事務

の参考になるように、あるいは県民の皆さんの

参考になるようにお示しをすると、こういった

対応は、今後、必要な場合には考えてまいりた

いというふうに思っております。 

 私からは以上であります。 

   （危機管理部長三浦謙一君登壇） 

○危機管理部長（三浦謙一君） まず、避難所の

備蓄資機材を確保するための拠点についてお尋

ねがございました。 

 県と市町村では、令和３年度に、飲料水や食

料、簡易トイレ、毛布など、避難生活で最低限

必要となる備蓄品８品目と、その必要量を定め

た備蓄方針を策定し、その整備に取り組んでい

ます。これにより、県全体では、８品目のうち

６品目については既に整備ができており、残り

２品目、飲料水と毛布については令和９年度末

までに完了する計画となっています。 

 また、県では、市町村の資機材を補塡するた

めの備蓄資機材の保管用倉庫を、既に県内７か

所の総合防災拠点に整備しています。あわせて、

地域の孤立が長期化することを想定し、現在は

新たな拠点を整備するのではなく、できる限り

避難所に近い場所で備蓄品を整備する、いわゆ

る分散備蓄を中心に進めています。 

 こうした中、昨年の12月に国がスフィア基準

を踏まえて、避難所の取組指針等を改定しまし

たことから、簡易ベッドなど備蓄方針で定めて

いない品目が示されました。こうした品目につ

いては、今後、備蓄方針の見直しを行い、整備

を進めていきたいと考えています。 

 また、これにより、市町村が資機材や備蓄倉

庫を新たに整備していく際には、国の緊急防災・

減災事業債や県の補助金の活用を促すなどして、

整備が加速されるよう支援してまいります。 

 次に、宿泊機能を有する車両の整備について

お尋ねがございました。 

 能登半島地震では、全国各地の自治体から応

援職員が被災地に入りましたが、被災地ではホ

テルや旅館も大きな被害を受けており、宿泊場

所が不足していました。このため、応援職員は

真冬にテントで寝泊まりするといった苛酷な環

境に置かれていました。また、被災地の近くで

宿泊場所が確保できなかったことから、移動に

時間を要し、作業効率が低下したことも課題と

なりました。 

 こうした教訓を踏まえると、今後、本県から

応援職員を派遣する際に備えて、お話のありま

した宿泊機能を有する車両を整備することは、

課題解決の手段の一つになると考えます。 

 しかしながら、この考えの下、派遣のことを

踏まえた上で整備をするとなれば、複数台必要

となります。また、訓練での活用は、県の総合

防災訓練のほか、その他の訓練で活用するとし

ても、年に数回程度で、使用する車も１台程度

になると考えられます。このことは、宿泊機能

を有する車両を構えたとしても、平時には、ほ

ぼその機能を生かすことなく維持管理し続ける

ことになります。 

 このことからしますと、車両の整備に当たっ

ては、民間事業者との協定による確保という方
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法を、併せて検討する必要があると考えます。

このため、協定による確保を前提としながらも、

有利な財源である緊急防災・減災事業債が将来

的にも活用できるといった状態にあれば、訓練

での活用は見込める危機管理部の公用車１台を

更新する際において、宿泊機能を有する車両の

導入についても、まずは研究をしてみたいと考

えています。 

   （土木部長横地和彦君登壇） 

○土木部長（横地和彦君） まず、過去５年間の

下水道管の劣化、腐食、破損などによる道路陥

没の事案及び下水道管の老朽化状況についてお

尋ねがございました。 

 令和元年度から令和５年度までの５年間で、

県が管理いたします流域下水道につきましては、

下水道管路の破損等による道路陥没の事例はご

ざいません。一方、県内各市町村が管理する下

水道管路につきましては、同５年間で３件の道

路陥没の事例が報告されておりますが、いずれ

も陥没の深さが５から20センチメートルと比較

的小規模なものとなっております。 

 次に、県内の下水道管路の老朽化状況につき

ましては、総延長1,742キロメートルのうち、耐

用年数である50年を経過する管路延長は148キロ

メートルで、全体の約８％となっております。

このうち、県が管理する流域下水道管路11キロ

メートルにつきましては、50年を経過する管路

はなく、令和６年11月に点検した、点検・調査

の結果からも、速やかに修繕工事が必要となる

下水道管路はございませんでした。また、県内

各市町村が管理いたします下水道管路につきま

しては、令和４年度末現在、速やかに修繕工事

が必要な区間の延長は1.4キロメートルとなって

おり、これにつきましては順次対応していく計

画となっております。 

 次に、上下水道の事業に関わる職員数の減少

にどう対応するかについてお尋ねがございまし

た。 

 県内各市町村の水道、いわゆる上水道の担当

職員は、平成18年度末時点で392名であったもの

が、令和４年度末時点で280名と、約３割減少し

ております。このため、小規模水道事業者の技

術者不足をカバーする取組として、本年度、県

は、高知市及び高知県建設技術公社と連携いた

しまして、発注者支援業務や耐震化推進に当たっ

ての技術的助言など、市町村への技術支援体制

を構築いたしました。これに加えまして、人工

衛星やＡＩを活用した漏水調査等、新しい技術

を活用した水道分野におけるＤＸの取組を県が

主導して複数の市町村と共同で実施することに

より、業務の効率化を進めてまいります。 

 一方、県内各市町村等の下水道の担当職員は、

平成14年度200人をピークに減少傾向にあり、令

和４年度末時点では148人とピーク時より約３割

減少しております。下水道分野につきましては、

小規模下水道事業者の技術者不足への対応とい

たしまして、専門知識の必要な下水処理場の整

備、更新に係る工事や設計等の業務を日本下水

道事業団に委託し実施してまいりました。 

 これらの取組を通じまして、引き続き、県と

いたしましても、上下水道職員の減少にも対応

できるよう、各市町村を支援してまいります。 

   （子ども・福祉政策部長西森裕哉君登壇） 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） まず、

生活保護のしおりの点検と改善についてお尋ね

がございました。 

 生活保護のしおりは、生活保護を必要とする

方々が、制度の内容を理解し、適切に活用でき

るよう、県福祉保健所や市福祉事務所、町村役

場などの窓口で提供されています。具体的には、

生活保護制度の目的や概要、生活保護の申請手

続、給付内容、受給者の権利と義務、相談窓口

の案内等が記載されております。 

 しおりの内容については、議員のお話のとお
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り、厚生労働省から、申請権の侵害につながる

不適切な表現がないか、制度改正などが反映さ

れていない点がないかなどを点検することが求

められています。このため県では、生活保護を

必要とする方々がためらうことなく申請できる

よう、毎年実施している事務監査において、生

活保護の申請が国民の権利であることをしおり

に明記するよう重点的に指導しているところで

す。 

 一方で、しおりに記載されている項目につき

ましては、福祉事務所によって情報の多寡も見

られます。生活保護を必要とする方に必要な情

報が行き届くよう、市福祉事務所に対して内容

の充実を指導するとともに、県が作成するしお

りについても見直しを行い、好事例の共有など

により、県内の全体的な底上げに取り組んでま

いります。 

 次に、生活保護ケースワーカーに対する研修

の状況についてお尋ねがございました。 

 生活保護制度を実施するに当たって、ケース

ワーカーは、法令遵守はもちろんのこと、常に

温かい配慮の下、公正かつ適切な運営を図って

いく心構えが求められます。 

 県では毎年、新任のケースワーカー及び査察

指導員に対し、制度の正しい理解についてや被

保護者の立場を理解し、そのよき相談相手とな

るべきといった生活保護実施の心構えも研修し

ています。また、各福祉事務所を対象とした連

絡会も毎年開催し、国の制度改正の動向の説明

とともに、不適切な取扱い事例を踏まえた注意

喚起も行っています。 

 今後とも、生活保護の適正実施という観点か

ら、定期、随時を問わず、研修会等を開催し、

必要な情報の周知徹底を図ってまいります。 

 次に、自家用車利用に係る制度の周知徹底に

ついてお尋ねがございました。 

 生活保護制度において、自動車は資産に該当

し、その維持費が生計を圧迫するため、原則、

保有は認められていません。ただし、障害のあ

る方や公共交通機関の利用が困難な地域にお住

まいの方が、通勤、通院に利用する場合などに

は、保有が認められています。 

 県におきましては、これまで生活保護世帯の

自家用車の取扱いに関して、独自にマニュアル

を策定し、福祉事務所における取扱いの平準化

を図っております。 

 昨年12月末の厚生労働省の事務連絡で、自動

車の保有が認められている生活保護受給者につ

いて、通勤や通院に限られている利用目的が拡

大され、日常生活に不可欠な買物などの利用も

認められる場合があるとの改正が行われました。 

 この事務連絡を受け、県では直ちに各福祉事

務所に対して周知を行ったところです。今後は、

県の独自マニュアルについても見直しを行った

上で周知徹底を行い、適切な運用につなげてま

いります。 

 最後に、家族介護料についてお尋ねがござい

ました。 

 家族介護料の加算につきましては、一定以上

の障害があり、日常生活の全てについて介護を

必要とする方を、同一世帯の方が介護する場合

に支給されるものです。令和６年７月末現在、

県内の支給件数は16件となっています。 

 県ではこれまで、堺市の事例を踏まえまして、

独自に県内の福祉事務所に家族介護料の要件に

ついて周知するとともに、支給の状況を確認し

たところです。 

 その結果、介護や障害のサービスを利用して

いるという理由で一律に支給を行っていないと

いった事例はなく、各福祉事務所では、訪問調

査により把握した生活状況等を踏まえて、個別

に支給の可否を検討しているということも確認

しているところです。 

 一方、家族介護料の支給に係る注意喚起や実
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態調査について、現在国において検討している

と伺っております。今後予定される国の注意喚

起を踏まえ、県におきましても、各福祉事務所

に対して、適切に支給決定がされるよう改めて

周知を行いますとともに、実態調査にも協力し

ていきたいと考えております。 

   （健康政策部長中嶋真琴君登壇） 

○健康政策部長（中嶋真琴君） まず、ビキニ被

災者支援として、マグロ漁船員の安否確認や死

亡原因の把握、分析を実施することについてお

尋ねがございました。 

 先ほど知事から答弁がありましたとおり、元

船員の被曝に係る調査研究には、国の責任にお

いて実施すべきものと考え、これまで国に対し、

科学的検証を継続するよう提言してまいりまし

た。 

 他方、県では、人口動態統計から、過去50年

間程度の地域別、疾患別の死亡者数の年次デー

タを抽出することができますことから、支援団

体に提供し、調査に協力してまいりたいと考え

ております。 

 次に、県内の元マグロ漁船員に対し、健康相

談などを実施することについてお尋ねがござい

ました。 

 被災船員の方々の健康相談については、平成

26年度から実施しており、昨年度からは船員同

士の交流も図られるよう集合形式で行っており

ます。その場には市町村の保健師も同席し、健

康診断結果を用いた保健指導や、介護保険サー

ビスへのつなぎも行っております。 

 今後、健康相談を実施するに当たりましては、

被災船員の方々に開催の情報が行き届くよう、

関係機関と連携し、周知を強化してまいります。

あわせまして、被災船員の御事情によっては、

訪問による健康相談なども実施するなど、工夫

も加えながら支援を継続してまいります。 

   （文化生活部長池上香君登壇） 

○文化生活部長（池上香君） 高知県史へのビキ

ニ事件の掲載についてお尋ねがございました。 

 ビキニ環礁において、本県の漁船員の方が水

爆実験により被曝されたことは、本県の戦後史

において歴史的な事柄の一つではないかと考え

ています。 

 高知県史の編さんに当たりましては、昨年度

から戦後史を担当する現代部会を設置し、大学

教授等の部会委員により、資料編の構成を検討

するとともに、ビキニ被災に関することも含め、

県内外で関連する資料の調査を実施しています。 

 今後、さらに資料調査を進めた上で、調査で

得られた成果を踏まえ、高知県史に掲載する事

項を検討することとしており、ビキニ被災に限

らず、本県の重要な戦後の歴史を後世に伝える

ことができるよう編さんに取り組んでまいりま

す。 

○33番（細木良君） それぞれ御答弁ありがとう

ございました。 

 今回の質問は、公契約条例と2000年までの木

造住宅の耐震化、何としてもいい答弁がいただ

けたらというふうに思っていましたけれど、な

かなかちょっと厳しい状況でした。 

 耐震化については、今、能登半島地震を受け

て申請が急増しているということですので、現

在90％の耐震化率を100％にするために診断士さ

んを増やしたり、以前の議会でも言いましたけ

れど、低コスト工法を施工できる業者さんが県

内では偏在をしているということについては、

その工法がたくさんの事業者ができるように応

援もしていただいて、一日も早く100％、2000年

のほうにスライドしていけるようにということ

を強く求めていきたいと思います。 

 水道事業については、公衆衛生と生活環境を

守るために、憲法第25条では、公衆衛生は国の

責任というふうに言われています。水道事業に

ついては、独立採算制と受益者負担という枠組
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みですので、こういう下水道管路の老朽化対策

について、今の現状ではあまり、危険なものは、

即座に危険なものはないというふうな判断でし

たけれど、これからどんどんどんどん増えてい

くわけです。その点では、やっぱり国の責任で

職員さんも増やしていくというような方向が、

災害対応という点では必要ではないかと思いま

す。このまま行きますと、やっぱり水道料金の

引上げとか、あと自治体の負担が増えていくと

いうことになります。 

 国の責任において、人材の確保、老朽化した

インフラの整備を行うように、知事に求めてい

ただきたいと思います。 

 あと、国が今方向性として進めているのは、

ウオーターＰＰＰということで委託です。これ

は水道のコンセッションへの移行、すなわち水

道事業を利権化して営利企業に売り渡すものと

いうことで、私たちは反対をしています。 

 国に対して、自治体への財政支援については

ウオーターＰＰＰを前提条件にしないように制

度設計を、知事は全国知事会を通じて国にも求

めていただきたいと思います。これは要望で構

いません。 

 あと、私はホームレスの支援の団体にも入っ

て、時々夜回りなんかもしています。その現場

で、市内の中心部にも今でもおられますし、以

前は種崎千松公園にもホームレスの方おいでま

した。いろいろお話を聞きますと、会社の元社

長さんであったり、元公務員さんであったり、

飲食店の経営者であったりという、職種はばら

ばらです。友達や知人の連帯保証人になったこ

とがきっかけで、生活困窮になり、ホームレス

の生活を余儀なくされているというようなお話

も聞かせていただきました。誰でもが陥りやす

いということであります。 

 生活保護制度は、最後のとりで、セーフティー

ネットであるとともに、自立につながる制度で

もありますので、県の査察におきましては、不

正受給、もちろん駄目なんですけれど、不正受

給でそういう濫給防止という視点だけではなく、

使える制度については全て受給者に制度を活用

してもらうという、漏給防止という観点でも監

査をお願いしたいと思いますので、よろしくお

願いをいたします。 

 あと、家族介護料については、この間、高知

市の事例で４件、支給漏れの可能性であるとい

うようなことがあったようです。これについて、

なぜこういうふうに対象から漏れるようなこと

があったのか、もし子ども・福祉政策部長、何

かこういう情報があったら教えていただきたい

と思います。ちょっとこれ２問で考えていただ

けたらと思います。 

 県内は今８つの市町村が、介護事業所がゼロ

になっています。１個しかない事業所は、９つ

の町村となっています。こういう、事業所が少

なくなる――これからどんどん増えていくとい

う可能性の中で、家族で介護せざるを得ないと

いう事態もこれから想定をされます。そういう

点では、生活保護の家族介護の制度がこれから

増える可能性っていうのもあるわけです。 

 先ほど国のほうで基準を設けて自治体のほう

に周知する、そういう動きもあるというふうな

御答弁でした。そういう基準が新たに設けられ

た際には、市町村にしっかり対応していただい

て、周知徹底して、支給漏れがないように、こ

れは求めておきたいと思います。 

 あと、ビキニの被災の問題も御答弁ありがと

うございました。高知県の元漁船員の皆さんは、

今回のノーベル平和賞の受賞を自分事のように、

すごく喜んでいます。 

 私も昨年、劇団the.創による、ビキニの海か

らの証というのを上演なされて、私も舞台に立

たせていただきました。このお芝居を通じて、

室戸の水産高校生がこのビキニによって被曝を
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され、若い命が失ったということを僕も初めて

知りました。現在、3.1のビキニデーの集会が３

月１日に行われました。県は1984年の非核平和

高知宣言を行っていますので、政府に対して核

兵器禁止条約に参加するように求める広島や長

崎の知事と一緒に求めていただきたいなという

ふうに思います。 

 そしたら、２問、ここで終わります。 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） 先ほど

の家族介護料の高知市の案件ですけれども、完

全に支給漏れかどうかといったところは、まだ

私のところまで情報が入ってきておりません。

これにつきましては、今後国からの実態把握の

調査もされるというふうに伺っていますので、

そうした中でちょっと高知市にもお伺いしまし

て、最終的にはこういう支給漏れがないといっ

たようなことを、今後も注意喚起もしていきた

いと思いますし、そういった意味で取り組んで

まいりたいというふうに考えてございます。 

○33番（細木良君） ありがとうございます。よ

ろしくお願いします。 

 公契約条例についてですけれども、建設業の

担い手不足は危機状況と言われています。平均

賃金が、他の産業より16％低く、適正な労賃へ

と構造的転換を目指すために、設計労務単価を

元請工にも行き渡らせて、労務費の見える化を

進めるため、昨年国が標準労務費というものを

新設されています。県発注の公契約だけでも、

賃金条項を高知県が定めたら、全国初の条例と

もなりますので、ぜひ――後段、一本化をして、

横断的なものが必要になったら検討されるとい

う、そうした知事の答弁もありましたので、実

現していっていただきたいと思います。 

 公契約条例が制定されると、県と契約してい

る企業は建設関係にとどまらず、業務委託、指

定管理受託事業所も対象となりますし、県雇用

の臨時・非正規雇用労働者、警備、清掃、公園

管理、福祉、介護に影響が及んでいきます。県

全体の賃金水準の引上げにもつながって、人口

減少を食い止めることもできます。県レベルで

条例制定が全国で進むことによって、国の公契

約法制定にもつながっていくのではないかと期

待をされています。 

 最後ですが、南国市の若宮ノ東遺跡で文字が

記されている土器が発見されました｡｢何」と「不」

ということで、反語的に何で何々しないのかと

いうことで意味があるそうです。なぜ公契約条

例を制定しないのか、なぜ2000年までの木造住

宅耐震化をしないのかという思いがありますの

で、これからも実現に向けて、実現までしつこ

くこの問題は取り上げていきたいと思いますの

で、執行部の皆さん、同僚議員の皆さんよろし

くお願いします。 

 以上で、全質問終わります。ありがとうござ

いました。（拍手） 

○議長（加藤漠君） 暫時休憩いたします。 

   午前11時12分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後１時再開 

○副議長（金岡佳時君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 議案に対する質疑並びに一般質問を続行いた

します。 

 ８番上田貢太郎議員。 

   （８番上田貢太郎君登壇） 

○８番（上田貢太郎君） 自由民主党の上田貢太

郎でございます。 

 それでは、議長のお許しをいただきましたの

で、早速通告に従い、質問に入らせていただき

ます。 

 まずは知事に、東京一極集中の是正について

お伺いいたします。 
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 総務省は、今年１月に住民基本台帳に基づく

2024年の人口移動報告を発表しました。それに

よると、2024年の高知県は、3,121人の転出超過

で、3,000人を上回るのは2008年以来であり、人

口に対する転出超過の割合は、0.46％と全国で

最も高くなっています。 

 豊かな自然風土や新鮮でおいしい食材に恵ま

れた高知県であっても、魅力ある働き場所と高

い収入が得られなければ、この転出超過の傾向

はさらに拍車がかかっていくと想像できます。 

 一方で、東京都は７万9,285人の転入超過とな

り、全国で最も多くなりました。このことは、

30年以上前から全国総合開発計画のテーマとし

て、東京一極集中から多極分散型の国土体制の

確立を大きな命題として掲げておりながら、い

まだに東京一極集中に歯止めがかからず、地方

への多極分散施策が十分機能してこなかったこ

とを意味しており、これからも是正策として、

より一層の効果的施策を打つことの重要性がま

すます高まっているものと思います。 

 知事は、大変厳しい数値と認識している、同

じような状況にある他県の知事らと連携して、

国に対して一極集中の是正について有効な対策

をもう一度取っていただくよう、さらに強く働

きかけていくとコメントをされています。 

 そこで、高知県知事としてどのような提言を

していくおつもりなのか、御所見をお伺いいた

します。 

 次に、外国人材の都市部一極集中の是正につ

いてお伺いいたします。 

 県内の各産業においては、担い手不足から、

外国人労働力の活用が増えていますが、このこ

とは知事はじめ県当局の皆様の御努力のたまも

のと評価しています。 

 １月31日に、高知労働局が高知県内の外国人

雇用状況の届出状況をまとめ公表しています。

それによると、県内の外国人労働者は、昨年4,510

人であったものが、5,200人を超え、過去最高を

更新し、伸び率も17％台と高水準です。在留資

格で多くを占めるのは、技能実習2,827人、特定

技能935人、合計3,762人で、昨年は3,059人でした

ので、703人増加しています。国籍別の上位３か

国は、ベトナム1,981人、インドネシア1,048人、

フィリピン701人です。彼らは納税者であり、消

費者でもあり、高知県経済に少なからず貢献し

ているものです。 

 ただ、アジア圏の現状は、日本をスルーして、

労働単価が高く高収入が見込める韓国に流れる

傾向が強く、そうした中、全国で見ても最低賃

金の低い高知県に来てくれる外国人労働者には

頭が下がります。できるだけ長く高知県で頑張っ

てほしいものです。 

 しかも、技能実習最大５年間に続き、特定技

能１号の５年間で計10年働くことができ、さら

に特定技能２号に進むことにより、配偶者や子

供を呼び寄せ、家族帯同の移住も可能となりま

す。しかし、最近は技能実習制度の廃止が決定

され、令和９年からは育成就労制度に切り替わ

るので、転籍することのない技能実習への駆け

込みが増える傾向にあります。 

 また、現行の制度では、技能実習１号は、１

年間の実習を経て、続く技能実習２号への技能

検定などの試験をパスすれば、合計３年間の在

留資格が得られ、職種を変更しなければ、在留

資格５年間の特定技能１号へは試験免除でその

まま進むことができます。 

 こうした中、令和９年度までに施行される育

成就労制度においては、本人の意向による転籍

が可能となります。そうなった場合、給与など

条件がよい都市部に流出することが懸念されま

すが、本県に定着してもらうための取組につい

て商工労働部長にお伺いいたします。 

 次に、人口減少対策について御質問いたしま

す。 
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 今年１月、総務省が発表した住民基本台帳移

動報告では、高知県の令和６年１月から12月ま

での転出超過数は、先ほども申しましたが、3,121

人と、令和５年と比べ1,000人以上、転出超過数

が増え、人口に占める転出超過数の割合も0.46

％と、0.4％の徳島、愛媛、0.42％の岩手、0.44

％の青森を上回り、全国ワースト１位となって

おります。 

 この数字は、国内外の移動を含む社会増減と

は異なり、国内のみの移動の状況を表したもの

であり、プラスの県があればマイナスの県がで

きるという、ゼロサムの競争の中での本県の厳

しい状況が示されたものと考えられますし、本

県を含む40都道府県の転出超過の大部分を東

京、千葉、埼玉、神奈川の東京圏が転入超過で

吸収しているという状況に、行き過ぎた東京一

極集中のひずみを見る思いがしています。 

 しかしながら、国によるこのひずみの是正を

待ついとまは本県にはありません。加えて、人

口減少には何か一つの政策で効果が表れるとい

う特効薬もありません。近隣に政令市など大都

市圏がなく、地勢的にも厳しい条件にある中、

全国に先行して人口の自然減が始まり、現在も

特に若者や女性の流出が続く高知県では、少し

でも効果があると思える施策は、ちゅうちょな

く、あまねく講じていくべきであり、その小さ

な積み重ねにより、将来の若者の減少を食い止

めていくという、長期戦に向けた決意と覚悟を

持ち続けることが何より重要であると考えます。 

 そして、効果ある施策をあまねく講じていく

ためには、その前提として、特にコロナ禍を経

て、人の意識や行動、経済状況などが大きく変

化した現在の足元の状況をしっかり踏まえた上

で政策を検討することが必要であります。 

 そこでまず、今回の報告で示された転入減、

転出増の要因についてどのように分析している

か、人口減少・中山間担当理事にお伺いいたし

ます。 

 今回の住民基本台帳移動報告の転出超過の内

容を、転入、転出に分けて見てみますと、転出

がさらに増加しただけでなく、転入が大きく減

少しております。 

 転出抑制の取組に加え、転入増の取組をさら

に強化する必要があると考えますが、移住対策

などの転入増に向けた取組をどのように強化し

ていくのか、人口減少・中山間担当理事にお伺

いいたします。 

 加えて、今回示された転出数の増加について

も改めて注目する必要があると考えます。人数

で407人増加、前年比で3.7％の増加は、震災の

あった石川県を除くと、実質的には全国ワース

ト１位の数字となっています。賃上げなどによ

る就労環境の大幅な改善が、さらなる東京一極

集中の加速化につながっていることが要因と考

えられ、難しい面はあるものの、県としても、

できることは速やかに、多面的に対応していく

ことが必要です。 

 改定を予定している、元気な未来創造戦略の

強化の方向性には、移住・定住対策のさらなる

強化が掲げられています。若者の転出抑制を視

野に入れた新たな定住対策の取組が必要ではな

いかと考えますが、具体的に定住対策をどのよ

うに強化していくのか、人口減少・中山間担当

理事にお伺いいたします。 

 また、こうした入り口・出口対策としての移

住・定住施策の強化はもとよりですが、若者の

転入増や転出減に向けて、何よりベース、基礎

となるのが若者にとって魅力のある仕事をつく

ることだと考えます。 

 そうした中、県内では多くの事業者が、若者

にとって魅力的な企業となるべく取組を進め、

県も支援をしておりますが、中でも１次産業は

都市部にない高知県の強みを生かせる産業であ

ります。 
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 農業においては、独立自営を目指すには経済

的、技術的なハードルが高いため、まずは雇用

の形で足を踏み出したいと考える若者も多いの

ではないかと考えます。 

 また、漁業においては、近年、収入が安定し

たサラリーマン漁師として、定置網や養殖業な

ど、雇用型漁業への若者の就業が増えていると

聞いています。 

 そこで、農業、漁業、それぞれの分野におい

て、雇用労働者として働きたいという若者を呼

び込むためにどのような取組を進めようとして

いるのか、農業振興部長、水産振興部長に伺い

ます。 

 この項最後に、大学などの卒業時、いわゆる

新卒の県内就職促進の取組についてお伺いいた

します。新卒就職の年代を含む20歳から24歳の

年代は、転出・転入の両面で人口移動数が最も

大きい年代であり、令和６年の数字で言えば、

転入は1,680人、転出は3,267人に上っています。 

 差引きの結果として、転出超過の最も大きい

年代となっていますが、逆に言えば、県内大学

生の県外就職を県内に留めること、併せて県外

大学生の県外就職を県内就職に振り向けること

ができれば、この年代の高知県の若者の転出超

過は大きく改善することになります。 

 そのためには、元気な未来創造戦略において、

政策１に掲げる、若者の所得向上など、魅力あ

る仕事をつくり、若者の定着につなげる取組と

併せて、早急に取り組むべきこととして、まず

は県内にある企業情報を県内外問わず、学生た

ちにしっかり届けることが必要と考えます。 

 戦略の強化策を検討する外部検討会の委員か

らも、そもそも高知の企業は、学生の企業選択

の土俵に上っていないのではないかという意見

があったと承知しています。来年度卒業の大学

生の就職活動も、既にこの１日からスタートし

ており、早急な対策が求められるところです。 

 大学生の県内就職を促進するためには、県内

事業者側も優秀な人材を採用するための体制や、

取組を時代に合ったものに改める必要があると

思います。そのためには、事業者における採用

力の向上が必要と考えますが、現在どのような

支援を行っており、どのように強化していくの

か、商工労働部長にお伺いいたします。 

 次に、観光振興についてお伺いいたします。 

 先日の知事の提案説明において、令和６年の

県外観光客入り込み数が、一昨年の472万人に次

ぐ445万人になったとの話がありました。らんま

んによる反動減、地震などの影響がある中で、

このような入り込み数を記録できたのは、観光

分野において、平成22年の大河ドラマ龍馬伝以

来、官民が一体となり、連携を深めながら取組

を進めてきた成果であると思います。 

 今年度から展開しているどっぷり高知旅キャ

ンペーンでは、中山間地域の文化や人々との交

流にスポットを当て、地域ならではの魅力を伝

えていくことで、宿泊数や観光消費額の拡大を

図ることとしており、本県観光のもう一段の底

上げに期待しているところです。 

 宿泊数の拡大の面では、中山間地域において、

宿泊施設を中心に地域の体験や食を組み合わせ、

エリアでの長期滞在や周遊につなげる、いわゆ

る分散型ホテルの取組が進められております。 

 土佐清水市の窪津で、空き家３棟を改修した

分散型ホテルが完成し、今月から本格稼働して

おり、今後、市場見学や魚さばきなどの体験メ

ニューも開発していくと聞いております。 

 また、地域ならではの魅力を生かした商品づ

くりにおいても、安芸市において、早朝にシラ

ス漁や競りを見学した後、釜揚げちりめん丼を

味わうモニターツアーが実施されるなど、宿泊

につながる体験プログラムの開発が進んでおり

ます。これらの取組を継続することにより、県

内各地での連泊や長期滞在につなげてもらいた
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いと思います。 

 このように長期滞在を促すことに加え、平日

や冬場といった閑散期の稼働率を上げていくこ

とも効果的ではないかと考えます。 

 県でも冬場、夜の高知城を舞台に光のイベン

トを開催し、閑散期の誘客を図ってはおります

が、今年度で６回目の開催となること、他県で

も同様の取組が増えてきていることを考えると、

施策の転換期に来ているのではないかと感じて

いるところです。 

 そこで、今後閑散期対策としてどのような取

組を展開していくのか、観光振興スポーツ部長

にお伺いいたします。 

 宿泊数の拡大に取り組む際に、もう一つ気を

つけておかないといけないことは、人手不足の

問題です。現在、旅館、ホテルでは、募集をか

けても人が集まらず、全ての客室が稼働させる

ことができていなかったり、夕食や朝食の提供

を中止せざるを得ないことなどの状況が生じて

おります。 

 他の産業でも人手不足は大きな課題となって

おり、即効性のある取組は難しいとは思います

が、外国人労働者の雇用の面で見ると、高知労

働局の産業別・外国人雇用事業所数及び外国人

労働者数調べの令和６年10月末時点の数値で

は、全産業では1,216事業所、5,293人の雇用と

なっている中で、宿泊業では24事業所、69人の

雇用で、その割合はいずれも２％以下とまだま

だ取組の余地があるように思われます。 

 そこで、旅館、ホテルの人手不足に外国人の

雇用を含め、どのように取り組んでいくのか、

観光振興スポーツ部長にお伺いいたします。 

 次に、観光消費額の拡大に移ります。観光庁

の宿泊旅行統計調査によりますと、令和５年の

県内での外国人の延べ宿泊者数は、13万9,110人

泊、昨年も速報値ではありますが、11月までの実

績は、11万6,370人泊と好調を維持しております。

特に来年度は、大阪・関西万博が開催されます

し、外国客船も過去最高の90隻以上の寄港が予

定されており、日本人よりも消費額の多い外国

人の消費につながる取組が必要ではないかと思

われます。 

 そこで、来年度、本県を訪れる外国人観光客

の消費拡大に向け、どのように取り組まれるの

か、観光振興スポーツ部長にお伺いいたします。 

 次に、ＳＮＳの活用についてお伺いいたしま

す。 

 今期は、議員監査委員という役割を通じて、

県下の様々な場所を訪問し、現場の実情を直接

見聞きする貴重な機会をいただきました。その

中で特に強く感じたことは、高齢化が進行し、

若者の流出が止まらず、さらには地域を支える

後継者や担い手が不足しているという課題です。

これらの問題について、多くの方々から話を伺

い、私自身が感じたことは、地域や自治体の持

つ魅力や可能性が十分に知られておらず、情報

発信力が弱いことが一因ではないかということ

です。 

 そんな中、自治体の政治、政策に特化したネッ

トメディアissuesでは、ＳＮＳを活用した成功

事例が幾つか取り上げられています。その中で

も、リョーマの休日キャンペーンは、観光分野

におけるＳＮＳ活用の成功例として高く評価さ

れており、ターゲットを明確にし、効果的な情

報発信によって観光客誘致に成功したとのこと

です。 

 しかしながら、こうした効果的なＰＲ手法や

ノウハウがあるにもかかわらず、なぜＵ・Ｉター

ン促進事業や若者の定住を目的とした取組にこ

れを応用しないのかという疑問を持ちました。

観光分野で成果を上げた事例を他の分野にも横

展開することで、地域全体の課題解決につなが

るのではないでしょうか。 

 現在、ＳＮＳの活用は、自治体の重要な戦略
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の一つとなりつつあります。例えば群馬県の山

本一太知事は、就任後すぐに県庁内に１億2,000

万円を投じて動画制作スタジオを整備し、動画、

ＳＮＳ戦略を始めました。その結果、移住や企

業誘致に大きな成果をもたらしたこと、ユー

チューブチャンネルのReHacQでも公言していま

す。 

 一方で、全国的に見ても、ＳＮＳの専門部署

を設置している自治体はまだまだ少ないのが現

状です。そのような状況の中で、本県が群馬県

に倣ってＳＮＳ運用の専門部署を立ち上げるこ

とは、地域課題の解決に向けた新たな一歩にな

ると考えます。 

 実際ＳＮＳの活用状況を見ても、大きな差が

あるのが現状です。本県公式のユーチューブチャ

ンネル登録者数は約１万1,400人ですが、群馬県

の公式チャンネルは約６万5,000人、県職員チャ

ンネルが約２万1,000人、子供向けの劇団ぐんま

ちゃんチャンネルが約8,000人と、トータルで10

万人近い登録者数を誇っています。 

 しかし、群馬県の動画再生数は１本当たり300

から500回、多くても1,500回前後と決して多い

わけではありませんが、それでもほぼ毎日新し

い動画をアップし、情報発信の量と継続性を確

保しているのです。 

 さらに群馬県は、移住希望者ランキングで全

国１位という実績がありますが、それでも若者

の流出は続いているとのことです。これは、Ｓ

ＮＳを含め、常に新たな発信方法、施策を検討

し、取組を継続的に強化していく必要性を示唆

しています。 

 こうした視点から、県庁の横断的なＳＮＳ活

用についてのお考えを総合企画部長にお聞きし

ます。 

 次に、地域の燃料供給体制の確保についてお

伺いいたします。 

 長野市において、一部のガソリンスタンドが

価格の上げ幅や下げ幅を事前に調整していた疑

惑が浮上し、独占禁止法に抵触する可能性が報

じられています。 

 本県の場合は、以下のような地理的、経済的

な事情により、ガソリン価格が高止まりしやす

い構造的要因があると考えられます。 

 まず、人口の少なさから、１店舗当たりの月

間販売量が20キロリットルにも満たない、12キ

ロリットル、８キロリットルといった低水準の

販売店が存在し、僅かな利益では経営を維持す

ることは困難である。 

 次に、タナスカの備蓄タンクが小さいため、

船舶による頻繁な輸送が必要である上に、湾内

が浅く、小型の船しか入れない。さらに、陸送

においても、県外では、一般的に28キロリット

ル車を使用しているが、県内では16キロリット

ル車が主流となるなど、コスト高につながる要

因が多い。 

 最後に、安定的な燃料を供給するための設備

投資負担が高い一方で、人口減少や過疎化の進

行により、ガソリン需要が伸び悩み、採算確保

が難しい。 

 こうした背景から、本県においてはガソリン

価格が構造的に高くなりがちであり、現実的に

は１リットル当たりの粗利が10円程度では十分

な収益を確保できず、その結果として経営難に

陥るガソリンスタンドが増え、閉鎖・廃業が相

次いでいます。実際に、町内にスタンドが１軒

しかない町も幾つかあり、近い将来ガソリンス

タンドのない町が生じる可能性も指摘されてい

ます。 

 ガソリンスタンドは、日常的な燃料供給だけ

でなく、災害時の拠点機能や生活インフラとし

ても重要な役割を担っています。特に過疎化、

高齢化が進む地域でのスタンド閉鎖は、住民の

移動手段確保や買物難民の増加に拍車をかける

おそれがあり、地域社会に深刻な影響を及ぼす
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と考えます。 

 今後、こうした問題に対し、県や自治体によ

る経営支援策の拡充、地域コミュニティーとの

連携強化、さらにはＥＶなど次世代モビリティー

への対応策など、多角的なアプローチを組み合

わせる必要があります。そこで、以下について

伺います。 

 ガソリンスタンドの経営を維持するための県

独自の支援を実施する予定はあるのか、危機管

理部長にお聞きします。 

 次に、今後のＥＶへの転換を見据えたインフ

ラ整備について林業振興・環境部長にお聞きし

ます。 

 次に、災害時の医療救護体制についてお伺い

いたします。 

 １月25日に高知県医師会災害医療対策研修会

が開催されました。秋冨慎司先生をお招きし、

東日本大震災の岩手県での問題点や、昨年の能

登半島地震の際の医療実態や、その後の地域医

療崩壊の報告を聞かせていただきました。 

 講演では、被災医師の精神的・肉体的疲労、

ライフラインの途絶、地域住民の期待とのギャッ

プ、スタッフの離散、精神的・心理的ケアやマ

ンパワーの確保などが報告されましたが、講演

の中で気になったことは、平時であっても本県

においては診療報酬の問題から病院経営が困難

になりつつあることを聞いておりましたから、

災害有事後の地域医療の崩壊が大きな問題にな

ることが予想されることです。 

 そこで、南海トラフ地震を見据えた本県の災

害時の医療救護体制などについて質問いたしま

す。まず、南海トラフ地震が発生した場合、高

知県の医療機関は極めて厳しい状況に置かれる

ことが予想されます。迅速かつ的確な医療支援

を提供するためには事前の備えが不可欠です。 

 このことについて、災害時においても医療が

継続できるような体制整備を図るため、県とし

て、平時においてどのような対策が必要である

と考えているのか、健康政策部長にお伺いいた

します。 

 次に、能登半島地震においては、災害時の医

療救護活動などの総合調整を行う保健医療福祉

調整本部が石川県庁に設置されましたが、各種

コーディネーターや県内外からの多数の関係機

関・関係者や多種にわたる支援チーム、ＤＭＡ

Ｔ、ＪＭＡＴ、日赤救護班が集結し、本部とし

て非常に広いスペースを要したという状況で

あったそうです。 

 このことについては、能登半島地震において

新たに生じた課題であり、本県に関しても同様

の状況が見込まれると考えますが、石川県の事

例を踏まえた本県の保健医療調整本部の現状に

ついて健康政策部長にお伺いいたします。 

 最後、令和６年11月に国から出されている令

和６年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り

方についてという報告書では、能登半島地震に

おける様々な災害対応の現状と課題及びこれを

踏まえた今後に実施すべき取組が記されており、

本県の今後の災害対策を進めていく上でも、非

常に有用となるものと考えております。 

 この中で、平時から各種の専門分野の担い手

である民間団体等との連携体制が重要であり、

平時から官民連携体制の構築に取り組むべきと

の記載があり、医療支援チームにも民間の団体

などがあると思いますが、そのような団体との

連携体制について、現状と課題はどのようなも

のがあると考えているのか、健康政策部長にお

伺いいたします。 

 次に、災害ボランティアの受入れについて質

問いたします。 

 今年１月17日で阪神・淡路大震災から30年を

迎え、長田区の日吉地区で10年ぶりの住民フォー

ラムが開催されました。そこで、能登の支援や

取材を行っているＮＧＯ関係者や新聞記者から
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得た情報を基に、能登の復興が進まない問題点

を踏まえ、見えてくる本県が取り組むべき対応

について質問いたします。 

 最初に、ボランティアが不足している問題に

関しまして、発端は石川県知事の地震発生から

４日後の、能登への不要不急の移動は控えてく

ださい、現在個人のボランティアは受け付けて

おりませんというエックス投稿が物議を呼んだ

ことからでした。石川県では、道路網が寸断さ

れ交通渋滞が発生、人命救助や物資輸送に向か

う緊急車両を優先するためのエックスの発信

だったそうですが、これがボランティアは来る

なと誤認され、ボランティアは歓迎されないと

捉えられていたようです。 

 また、本来なら、各市町村社会福祉協議会の

災害ボランティアセンターを支援する県社協が

機能せず、県がボランティアを管理する形が取

られたことから、さらなる混乱を招いてしまい

ました。 

 加えて、ボランティアリーダーを育てていな

かったり、県がベテランボランティアのＮＰＯ、

ＮＧＯのアドバイスを受け入れなかったなど、

行政側がボランティアそのものに対する知識と

認識が希薄だったようです。 

 高知県は、自主防災組織の組織率も97.3％と

なるなど、ボランティアに対する意識は高いも

のと考えますが、南海トラフ地震の場合、石川

県のような混乱が生じないか心配しております。 

 全国から集まるボランティアをどのように調

整するのか、子ども・福祉政策部長のお考えを

お聞かせください。 

 次に、支援ボランティアの活動資金が足りな

い、集まらないという問題です。現地支援を行っ

ているＮＰＯやＮＧＯなどは、日本財団などの

助成を受けて何とか活動を続けているようです

が、これらにしても最大で300万円程度ですから、

駐在員を１人置いても、拠点となる事務所、交

通費、人件費となると、半年ももちません。 

 緊急消防援助隊や自衛隊の方々の活躍は大変

すばらしいものですが、彼らは公務員の仕事と

して給料が支払われますが、ボランティアは、

仕事ではないとはいえ、食事もすれば、風呂に

も入る、長期になれば宿泊もします。 

 ボランティアは、自発的な意思に基づき、対

価を求めない社会貢献活動であり、多くの人が

ボランティア精神を持って活動されていますが、

南海トラフ地震の場合は活動が長期間となり、

負担が非常に大きくなることが予想されます。 

 国は、地震から１年たって、今年の１月10日

にようやく交通費などに１団体最大50万円を補

助すると発表しましたが、50万円では全く足り

ません。 

 このため、より多くのボランティアに来てい

ただくためにも、負担を軽減する対策が必要で

はないか、子ども・福祉政策部長のお考えをお

聞かせください。 

 最後に、不登校についてお伺いいたします。 

 今年１月18日に、子育て問題などへの相談活

動で長い経験と実績のあるはまゆう教育相談所

で、不登校支援の実態をテーマに研修会が開催

され参加してきました。 

 はまゆう教育相談所は、今年創立64周年を迎

える団体です。ここでは、長年の活動を通じて

多くのデータと経験が蓄積されており、それだ

け多くの子育てや不登校に悩む保護者の方々や、

不登校の子供たちがいることに大変驚きました。 

 また、はまゆう教育相談所において、そういっ

た子供たちやその保護者への相談支援が丁寧に

行われていることにも感銘を受けたことでした。 

 昨今、不登校の児童生徒数が全国的に急増し

ております。文部科学省の調査によれば、昭和

61年当時は３万人ほどであった不登校児童生徒

が、令和３年、2020年度には19万人を超え、さ

らにここ２年間で10万人増え、昨年度は約34万
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6,000人にまで達し、11年連続で増加、過去最多

となったとの報告があります。 

 こうした背景には、新型コロナウイルス感染

症の影響による生活リズムの乱れや、登校意欲

の低下、また支援が必要な子供たちへのサポー

ト体制が十分に整っていないことなどが挙げら

れています。 

 さらに、旧文部省が平成３年度に、全ての子

供たちが不登校になる可能性があると述べたこ

とや、教育心理学の専門家によると、子供同士

だけでは集団を十分に形成できなくなっている

という指摘もあります。 

 また、いじめや学級崩壊、ひきこもりの増加

といった問題は、相互に関連し合い、それらが

子供たちの生きづらさを一層強めている状況が

うかがえます。 

 さらに近年では、いわゆる非行行動として表

面化しにくいものの、子供たちの心の膜が薄く

なり、小さなきっかけで深く傷ついてしまう傾

向が指摘されています。 

 これらのことは、子供たちの自尊感情、自分

を肯定し、認める気持ちが低くなり、また対人

関係のスキルを培う機会が限られていることな

どもあり、様々な困難を乗り越える力が十分に

育っていない子供たちが増えているのではない

かと考えられます。 

 このような様々な要因が関連し合って起こる

不登校については、長期的な視点でのアプロー

チが必要で、まずは不登校が生じないよう、学

校が子供たちにとって心身ともに健やかに成長

し、安心して学べる場として充実することが重

要だと考えます。 

 そこで、こうした自尊感情や対人関係力を育

みながら、不登校を生じさせない学校づくりに

ついて、どのように取り組んでいるのか、教育

長にお聞きいたします。 

 私も、不登校の子供さんがいる保護者の方の

相談を受けたり、不登校の子供さんのいる御家

庭を訪問し、実際にお会いしたこともあります。

その方々からは、学校に行きたくても行けない

とか、学校に行けないけれども勉強したいといっ

た声をお聞きしています。 

 不登校の状況が長引くと、心や身体が回復す

るのに非常に時間がかかるようです。また、そ

の間は学びからも遠ざかることが多く、将来の

進路実現や社会的自立に向け、大きな課題とな

ることも心配されます。こうしたことから、学

校で遅刻や欠席が見られ始めると、早い段階で

支援につなげることは重要と考えます。そういっ

た支援の場の一つとして、校内サポートルーム

があると聞いております。 

 そこで、現在の本県のサポートルームの取組

の成果、課題、また今後の方向性について教育

長にお聞きいたします。 

 また、不登校は取り巻く環境によって誰にで

も起こり得ることです。しかし、たとえ不登校

になっても、学びから遠ざかるのではなく、そ

の子供の状況に応じた教育の機会を保障するこ

とは重要なことと考えます。全ての子供が、学

びたいと思ったときに、学びにつながることが

できるのはとても大切なことです。 

 県として、不登校の子供一人一人の状況に合

わせた学びの場や居場所をどのように充実させ

ていくのか、教育長にお聞きしまして、第１問

といたします。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 上田議員の御質問にお答

えいたします。 

 東京一極集中の是正に向けまして、国に対し

てどのような提言を行っていくのかというお尋

ねがございました。 

 地方の人口減少と東京一極集中は、政治経済、

文化の中心であります東京圏に、若者にとって

魅力のある企業、あるいは大学が集積をしてい
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るという構造的な問題に起因するものでありま

す。このためこの問題は、地方の努力だけで解

決できるものではなく、国土政策や社会経済政

策として、国が責任を持って戦略的に取り組む

べきであると、かねてより訴えてまいりました。 

 こうした中、初代の地方創生担当大臣でもあ

ります石破総理は、令和の日本列島改造といた

しまして、東京一極集中の是正と多極分散型社

会の実現を目指すという方針を打ち出されてお

ります。我々といたしましては、これを好機と

捉えまして、来年度は我が国の、働き方と経済

運営、さらには国土政策、この３つの社会経済

構造を一体的に転換するように改めて強く訴え

ていきたいと考えております。 

 １つ目の働き方について申しますと、これま

での男性中心の長時間労働に依存する社会から、

労働時間の短縮などを通じまして、多様な担い

手が活躍できる社会へ変えていく必要がありま

す。 

 ２つ目の経済構造につきましては、これまで

のコストカット一辺倒の経済から、多様性を尊

重し、新しいサービスを生み出していく、そし

て稼いでいくという、高付加価値型の経済への

転換が不可欠だと考えます。 

 ３つ目の国土政策につきましては、東京一極

集中の是正に向けた大都市機能の地方分散を進

めまして、地方部で、そして地方部こそ、仕事

と生活を両立できる、創造的な生活ができると

いった選択肢を提供できるようにしていく、こ

のことがポイントではないかと考えております。 

 このうち、特に東京一極集中の是正におきま

しては、石破総理は新設されます防災庁などの

政府関係機関につきまして、国内の最適立地を

推進するために、地方からの提案を改めて募る

という考え方を示されております。これに呼応

いたしまして、例えば昨日御答弁申し上げまし

た、新設される防災庁の、仮称でありますが、

事前復興局といった組織の設置を求めるという

ことなど、高知県の地域特性に適した政府関係

機関の誘致に向けまして準備を進めたいと考え

ております。 

 これらに加えまして、１つには、企業や大学

などの大都市機能の地方分散があります。企業

の今の東京一極集中ぶりを見ますと、私自身も

知事仲間で雑談をする中では、もう今からは法

人税の税率に差をつけるぐらいにしないと、こ

の大都市と地方の差が解消できないんじゃない

かというような話題をすることもあります。 

 また、大学につきましても、大学の分野は昨

今急速に進んでおります少子化の影響をもろに

受けるところだと思っております。各大学は魅

力化をし、学生を集める努力をしっかりしてい

きませんと、まさしく生き残りをかけた戦いに

敗れかねないということだと思いますし、これ

は昨年秋の自民党総裁選では、河野太郎候補な

どが、例えば今やもう東京大学は東京にある必

要はないんじゃないかというような問題提起も

されたというふうに思います。 

 こうした企業や大学などの大都市機能の地方

分散が一つの論点だと思いますし、医療や福祉、

教育などの基幹的な子育て支援に係ります全国

一律の制度の創設、そして地方税源の偏在是正、

これも今大きなテーマではないかというふうに

思います。 

 昨今の経済のデジタル化によりまして、税収

の大都市部への集中という傾向がますます強

まっております。大都市部におきましては、こ

の税収を生かして子育てへの経済支援措置を、

非常に手厚い措置を展開されるという中で、そ

れがかえって若者、子育て世代の大都市集中に

拍車をかけているんじゃないかという問題意識

がございます。であるとすれば、ただいま申し

上げました、地方税源が今大都市に偏り過ぎて

いるというところを、これを地方に移すという
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意味での地方税源の偏在是正と一体的に、国が

この基幹的な子育て支援の制度は全国一律で設

計をし、責任を持って実行する体制をつくって

いくと、こうしたことも今急務ではないかとい

うふうに考えます。 

 こうした人口減少対策の政策提言を、具体的

にどういうふうに展開していくか、現在検討作

業を行っております。その中で、率直に申し上

げまして、あまりに非現実的なものでは相手に

されないというのはございますけれども、今ま

でよりは一歩も二歩も踏み込んだ形での具体的

な政策提言を行えればというふうに思っており

ます。 

 東京一極集中の是正も含めまして、人口減少

問題を克服し、活力ある高知県を実現いたしま

すために、全国知事会などとも連携しながら、

何としても国を動かすんだという強い覚悟で、

粘り強く政策提言を行ってまいる考えでありま

す。 

 私からは以上であります。 

   （商工労働部長岡田忠明君登壇） 

○商工労働部長（岡田忠明君） まず、外国人材

に本県に定着してもらうための取組について御

質問がありました。 

 議員のお話のとおり、本県で働いている外国

人材の人数や外国人材を雇用している事業所の

数は、ともに過去最高となります。このことは、

あらゆる産業分野で人手不足が深刻化する中、

県内の事業者にとって、外国人材はもはや欠か

すことができない存在になりつつあると受け止

めています。 

 こうした中、２年後には技能実習から育成就

労に制度が移行する予定であり、県内で働く多

くの外国人材に引き続き本県に残っていただく

ための取組が、これまで以上に重要になると考

えています。 

 このため、昨年３月に策定した第２期高知県

外国人材受入・活躍推進プランをバージョンアッ

プする中で、定着促進策についても強化しまし

た。具体的には、暮らしやすい環境づくりとし

て、日本語教育の充実や地域との交流促進、働

きやすい環境づくりとして、技能実習生などの

住宅改修や就労環境の整備への支援、学びやす

い環境づくりとして、技能や日本語の習得に向

けたスキルアップへの支援を行います。 

 加えて、事業者が雇用している外国人材の就

労環境や住環境の整備、改善を促進するため、

モデル的な取組を行う事業者を認証する制度も

創設し、外国人材の受入れ環境の底上げを目指

します。 

 引き続き、庁内の関係部局をはじめ、外国人

材の雇用状況に精通している中小企業団体中央

会など関係機関と連携しながら、本県で働く外

国人材の定着に向けて取り組みます。 

 次に、事業者の採用力の向上に向けた取組に

ついて御質問がありました。 

 大学生などの就職活動や、働くことに対する

価値観などは、時代とともに変化しており、県

内事業者の採用活動も学生の就職活動のトレン

ドやニーズにしっかりと対応することが重要に

なると考えます。 

 このため、県では、事業者の採用力向上を後

押しする取組として、学生への情報発信やアプ

ローチの手法など、そのノウハウを身につける

セミナーや専門家派遣による伴走支援を実施し

ています。加えて、来年度からは経済団体の総

会等で事業者の経営層を対象に、大学生などの

就職活動や採用活動のトレンドについて、様々

な業界で、普及啓発を行うこととしています。 

 また、本年度からスタートした奨学金返還支

援制度についても、大学生などの就職活動のス

ケジュールや事業者の内定時期も踏まえて、募

集の開始時期を昨年の11月からに前倒ししまし

た。この奨学金を活用できる事業者についても、
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より多くの学生の県内就職、定着を促進するた

め、大企業のうち従業員数が2,000人以下の、い

わゆる中堅企業を新たに対象に加えることとし

ています。 

 今後も、こうした取組を通じて、事業者の採

用力向上を図ることで、大学生などの県内就職・

定着を後押ししていきます。 

   （人口減少・中山間担当理事中村剛君登壇） 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） まず、

住民基本台帳人口移動報告における転入減及び

転出増の要因についてお尋ねがございました。 

 令和６年暦年の転出超過の状況を、転入、転

出ごとで見てみますと、転入者8,325人に対し転

出者が１万1,446人、差引きで3,121人の転出超

過、前年比で見ると1,286人超過数が増えており

ます。 

 この数字は、お話にありましたように、ある

県が転入者を増やせば他の県では転出者が増え

る、ある県が転出者を抑制すれば他の県では転

入者が減るというゼロサムの競争の中での本県

の厳しい状況が改めて示されたものと考えてお

ります。 

 この本県の転入減及び転出増の要因としまし

ては、ともに大幅な賃上げなど都市部などにお

ける就労環境の改善の影響が大きいのではない

かと考えております。これにより、特に20代前

半のこれまで新卒就職や転職を契機に他県から

高知に帰っていた若者の転入が減少、逆に県内

在住の若者は、新卒就職や転職の際に他県を視

野に入れるようになり転出が増加したのではな

いかと考えております。 

 本県では、これら20から24歳が転入、転出と

もに年代別の最大のボリュームゾーンでありま

すが、実際にこの年代の転入者は231人減少、ま

た転出者も120人増加と、どちらも全年代を通じ

て最大の減少数、増加数となっております。加

えて、転入者については、子育て世代とその子

供世代の転入数も大きく減少しておりますが、

これは先ほど申し上げました都市部の雇用環境

の改善の影響に加え、財政に余裕のある都市部

の自治体の子育て支援策の充実なども要因では

ないかと考えております。 

 いずれにせよ、人口減少や少子化が全国で進

む中、全ての都道府県が今以上に転入増加、転

入抑制策を充実してくることが想定されます。

本県も、施策を不断に見直し、強化していく必

要がございますが、そのため今後は、独自のよ

り詳細な転出入の要因分析が必要と考えており

ます。 

 まず、年度末から年度当初にかけて、転入・

転出者の移動理由を、出身地ごと、就業分野ご

とに把握する調査を新たに実施し、その結果も

踏まえた上で、適宜、取組を強化してまいりた

いと考えております。 

 次に、転入増に向けた取組の強化についてお

尋ねがございました。 

 県外からの転入者を増やすためには、まず最

もボリュームが大きく、かつ今回の減少幅も多

かった20代の転入者を拡大することが必要です。

この世代の転入者は、新卒後に初めて就職する

方や、就職後１度目の転職を考える方が多いと

考えられますが、その中でも一定の割合を占め

る本県出身者は、地元のことをよく知るゆえに、

かえって移住相談窓口や高知求人ネット学生サ

イトなどにアクセスすることなく、御自身で集

められた情報の中で、高知へのＵターンの是非

を判断しているのではないかと思われます。 

 このため来年度は、移住に関する情報が十分

に届いていないと思われる若者の本県出身者へ

のアプローチをさらに強化するとともに、同じ

く本県出身者が多く、実際の転入者も多い中国・

四国地方などを意識した取組も強化してまいり

たいと考えております。 

 このうち、Ｕターン候補者、本県出身者への
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アプローチとしましては、高知に戻り活躍する

若者の姿を動画で発信する移住プロモーション、

これを切れ目なく展開し、求人情報を掲載する

移住ポータルサイト、移住イベントなどに誘導

いたします。同時に、これらの情報を県内の親

世代や同世代の友人にも発信し、身近で影響力

のある方からＵターンを呼びかけ、相談窓口に

つなぐよう促してまいります。 

 また、本県出身者の多い地域をターゲットと

した取組として、関西圏における相談体制の強

化に加えまして、新たに中国・四国地方に向け

たオンライン就職・転職相談会やイベントの情

報発信を拡大し、新たな移住候補者の掘り起こ

しにも取り組んでいきたいと考えております。 

 最後に、定住対策の強化についてお尋ねがご

ざいました。 

 転出者につきましても、20代前半がボリュー

ムゾーンであり、かつ転出数も増加しておりま

す。これは先ほど申しました都市部の就労環境

の改善に加えまして、できれば県内に残りたい

と考えている方に県内の様々な仕事の情報や魅

力、これが十分に伝わっていないことも影響し

ているのではないかと考えております。 

 このため、来年度は、これら若年層のうち、

新卒者に対しては県内就職に関する情報発信の

さらなる強化を図り、転出を考える方に対して

は高知で働くことの魅力や仕事の情報を発信す

る定住プロモーションを展開するなど、若者に

対する定住対策をより強化したいと考えており

ます。 

 まず、新卒者対策では、大学生の段階で県内

の企業を知る機会を拡大いたします。高知求人

ネット学生サイトに掲載する企業情報を充実す

るとともに、高校の段階でのこのサイトへの登

録会も行います。さらに、学生と県内事業者と

の交流イベントなどの開催も支援していきたい

と考えております。 

 また、転職層に対する定住プロモーションで

は、Ｕターンした若者がやりがいのある仕事で

働きながら、高知の自然、食、人の温かさを実

感して暮らす姿を発信し、これらをデジタルマー

ケティングで推定した転職に関心を持つ県内の

若者に継続的に届け、県内就職への関心を高め

ることを狙います。あわせまして、県内の商工

業や１次産業など、各産業分野における求人情

報やスキルアップのための支援策などを紹介す

る特設ページを開設し、デジタル広告でここに

誘導するなど、転職者層の若者が県内の仕事の

情報にアクセスしやすい環境を整えます。 

 さらに加えまして、幼い頃から地域への理解

と愛着を育むキャリア教育を庁内横断できめ細

かく推進し、将来の定住につなげるなど、多面

的な定住対策を講じてまいりたいと考えており

ます。 

   （農業振興部長松村晃充君登壇） 

○農業振興部長（松村晃充君） 雇用労働者とし

て働きたい若者を呼び込むための取組について

お尋ねがございました。 

 農業で働く若者を増やしていくためには、自

営就農と比べて、よりチャレンジしやすい雇用

就農に対する支援を強化していく必要があると

考えています。 

 このため、来年度は農業の職業としての認知

度と魅力度の向上、企業誘致や農業法人の規模

拡大による雇用の場の創出という２つの視点で

施策を強化してまいります。 

 まず１点目の、農業という職業を知ってもら

う取組としては、農業に関心の薄い若者に向け

た高知県農業のプロモーション動画の配信や、

県内外での１次産業の合同企業説明会を開催

し、企業の魅力を知ってもらう機会を創出しま

す。また、未経験者の方でも農業にチャレンジ

できるよう、お試し雇用の期間を設け、就農へ

のハードルを下げるトライアル就農制度を創設
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いたします。 

 ２点目の、雇用の場づくりとしては、多くの

雇用が見込まれる企業の誘致と既存の農業法人

の規模拡大を推進します。企業の誘致につきま

しては、支援策や地域ごとの推奨作物、農地の

情報などを取りまとめた企業版産地提案書を作

成し、県内外での誘致活動を強化します。 

 あわせて、ハウス整備などの設備投資に対す

る支援を強化し、企業参入や法人の規模拡大を

促進してまいります。 

 こうした取組を着実に進めることで、一人で

も多くの若者を農業に呼び込んでまいります。 

   （水産振興部長濱田美和子君登壇） 

○水産振興部長（濱田美和子君） 雇用労働者と

して働きたい若者を呼び込むための取組につい

てお尋ねがございました。 

 全国から若者を呼び込むためには、本県の雇

用型漁業が若者にとって魅力的な職業であるこ

とが重要です。 

 昨年度、高知県漁業就業支援センターが行っ

た、仕事の満足度や定着に関する若手漁業者へ

の聞き取り調査の結果、雇用型漁業において、

３点の課題が明らかとなりました。 

 １点目は、体力的に厳しいという、労働面に

おける課題です。この課題の改善に向けて、養

殖用の餌を船から給餌機まで運ぶ装置や自動網

洗浄装置などの労働負荷を軽減する機器の整備

を支援しております。 

 ２点目は、休暇が取得しづらいことや、将来

的な昇給や昇進などへの不安といった雇用面で

の課題です。まずは、休暇の取りやすい職場環

境づくりが必要であることから、経営者を含め

た職員全体の意識改革に向けた研修の実施につ

いて支援してまいります。さらに、男性育休な

どの休暇制度の充実を促すとともに、休暇中の

職員の業務をサポートする仕組みづくりの検討

など、共働き・共育ての推進にも取り組んでま

いります。 

 また、専門家の派遣などにより、将来的な昇

給や昇進といったキャリアパスを充実、明確化

する取組も推進いたします。 

 ３点目の課題として、更衣室がない、トイレ

の老朽化などといった職場環境が挙げられたこ

とから、施設の整備や改修の支援に引き続き取

り組みます。 

 これらに加え、漁業現場の機械化やデジタル

化を一層推進することで、作業の効率化や省力

化を後押しし、収益向上による給与の増加や、

労働時間の短縮による休暇取得の促進につなげ

てまいります。あわせて、本県の漁業の魅力を

県内外の若者に効果的に発信するため、デジタ

ルマーケティングを強化するとともに、相談窓

口のホームページの充実に取り組みます。 

 こうした取組を通じて、本県の雇用型漁業の

魅力を向上させるとともに、その魅力を漁業を

志す全国の若者にしっかりと届けることで、よ

り多くの若者の就業につなげてまいります。 

   （観光振興スポーツ部長小西繁雄君登壇） 

○観光振興スポーツ部長（小西繁雄君） まず、

観光の閑散期対策の取組についてお尋ねがござ

いました。 

 本県では、年間を通してみますと、12月から

翌年２月までが宿泊施設の稼働率が低くなる時

期となっています。また、全国的に見ましても

週単位では、平日の稼働率が低い状況にあると

認識しています。 

 このことから、冬場の閑散期に全国から多く

の方にお越しいただくため、高知龍馬マラソン

の開催をはじめ、スポーツキャンプや合宿の誘

致に取り組んでまいりました。 

 加えまして、平成30年度に開催した高知城に

おけるライトアップの夜間イベントも、これま

でに６回開催してきたところです。この夜間イ

ベントについては、議員の御指摘にありました
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とおり、新鮮味が薄れてきたこともあり、その

在り方について見直す時期に来ていると受け止

めています。 

 このことから、現在どっぷり高知旅キャンペー

ンで焦点を当てている、神楽やよさこい踊りな

ど、本県の強みである文化をテーマに、観光客

の皆様に楽しんでいただき、あわせまして夜の

商店街で高知の食を味わっていただける誘客の

仕組みを検討しているところです。 

 また、平日の稼働率の向上に向けては、観光

関連事業者と連携し、平日に限定したサービス

の提供といった特典つきの宿泊キャンペーンを

新たに企画してまいります。その際には、県民

の皆様にも平日の観光を楽しんでいただけるよ

う、県内の企業や団体に積極的に広報を行って

まいります。 

 このような一連の取組を通じまして、閑散期

や平日における宿泊施設の稼働率の底上げを

行ってまいります。 

 次に、旅館、ホテルにおける人手不足につい

てお尋ねがございました。 

 現在、旅館、ホテルでは、人手不足により食

事つきの部屋販売や懇親会など宴会の受注を制

限している施設もあるとお聞きしており、人材

の確保が大きな課題であると認識しております。 

 このことから、県では、宿泊事業者と連携の

下、外国人材の受入れに向け、台湾やインドな

ど現地を訪問し、大学や人材の送り出し機関と

協議を重ねてまいりました。今年度、台湾から

大学生インターンシップ14名の受入れが実現し、

インドにつきましてもこの春から技能実習や特

定技能の雇用が予定されるなど、着実に成果に

つながっております。 

 来年度につきましても、こうした外国人材の

受入れを増やしていく取組を継続していきます

とともに、国内人材についても首都圏で開催さ

れる移住フェアなどへの宿泊事業者の積極的な

参加を促すことにより、人材の確保に努めてま

いります。 

 さらに、県内高校など教育機関での出前講座

を通じて観光業の魅力を発信することで、観光

人材の育成にも取り組んでまいります。 

 最後に、外国人観光客の消費拡大に向けての

取組についてお尋ねがございました。 

 台湾定期チャーター便の運航や外国客船の寄

港などにより、本県には多くの外国人の方が訪

れています。来県された皆様に、高知ならでは

の体験やお土産物の購入などにより、地域にお

金を落としていただくことが経済効果を高める

上で重要だと考えています。 

 例えば仁淀川流域の紙すきや酒蔵見学に加え

まして、奥四万十地域の伝統的な神楽などを体

験していただく、どっぷり高知旅を提案し、本

県独自の魅力を感じてもらいたいと考えていま

す。そうしたことから、魅力をしっかりと伝え

ることができる通訳ガイドを育成し、インバウ

ンド向けガイドつきのツアー商品を増やしてい

きたいと考えています。 

 さらに来年度は、観光事業者の皆さんと連携

し、キャッシュレス決済の導入やオンライン地

図サービスの活用、多言語での商品の紹介など、

受入れ環境の充実を図ることで、お土産物の購

入や飲食店でさらなる消費につなげてまいりま

す。 

 こうした一連の取組により、事業者の皆さん

との連携を深め、外国人観光客による一層の消

費拡大につなげてまいります。 

   （総合企画部長松岡孝和君登壇） 

○総合企画部長（松岡孝和君） 県庁の横断的な

ＳＮＳ活用についてお尋ねがございました。 

 ＳＮＳは、例えば毎年行われる総務省の情報

通信メディアに関する調査でも、全世代での利

用が進み、その利用率も年々増加しているとの

結果が出ており、今や現代社会において大変重
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要な情報発信手段の一つとなっております。 

 自治体においても、ＳＮＳを活用したマーケ

ティングや県民の皆様への情報発信が、これか

らますます重要になるものと考えております。 

 このため、これまでにもＳＮＳの活用に関す

る職員向けの研修を実施するとともに、令和５

年度には、ＳＮＳをより効果的に活用できるよ

うガイドラインを作成いたしました。あわせて、

専門家による投稿効果の分析や、より効果的な

投稿を行うためのアドバイスもいただいている

ところであります。 

 さらに今年度は、テーマごとに関係する部局

の実務担当者で構成するワーキンググループを

新たに設置し、例えばイベント告知を関係各課

と一斉に発信することで、露出度を高める工夫

も開始したところです。 

 来年度は、テレビ番組についても同様にＳＮ

Ｓでも発信し、より多くの皆様に、高知のすば

らしさを届けてまいりたいと考えております。 

 引き続き、関係各課とも連携し、専門家の御

意見もいただきながら、ＳＮＳを活用した、よ

り効果的な情報発信ができますよう取り組んで

まいります。 

   （危機管理部長三浦謙一君登壇） 

○危機管理部長（三浦謙一君） ガソリンスタン

ド経営を維持するための県独自の支援について

お尋ねがございました。 

 ガソリンスタンドは、自動車を移動手段とし

て使う機会の多い本県において、不可欠だと考

えています。また、災害時においては、応急・

復旧作業を行う車両などの燃料を確保する上で

も非常に重要な役割を果たすことになります。 

 一方で、ガソリンスタンドを取り巻く状況と

しては、経営難に加えて、経営者の高齢化が進

む中、特に過疎化が進む地域においては、後継

者が見つからないといった課題があると認識を

しております。 

 このため、県では、中小企業の事業承継を促

進するための補助金や融資制度などを設けて支

援をしてきているところです。また、商工会や

商工会議所においては、事業者に対する経営相

談や後継者育成に関するサポートが行える体制

を整えております。 

 こうした取組に加えて、来年度からは、高知

県事業承継・引継ぎ支援センターと連携して、

ガソリンスタンドの経営者を対象とした本県独

自の事業承継セミナーを県内３か所で開催して

いきたいと考えております。 

 この中では、事業承継における基礎的な知識

や成功事例などを学んでいただくこととしてお

ります。また、その後はセンターにおけるマッ

チングにつなげていくことを考えております。 

 このように、これまでの取組に加えて、適宜

新たな施策を展開していくことで、ガソリンス

タンドの経営が今後も維持されていくよう支援

してまいります。 

   （林業振興・環境部長西村光寿君登壇） 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） 今後のＥ

Ｖへの転換を見据えたインフラ整備についてお

尋ねがございました。 

 交通部門における脱炭素化の促進や、地域に

おける多様な移動手段を確保する視点で、ＥＶ

の充電インフラの整備は重要であると考えてい

ます。 

 このため、県の率先垂範の取組としまして、

県立施設の２か所に充電設備を設置し、今年度

より運用を開始しております。来年度は、さら

に物部川流域の杉田ダムにおいて、県営水力発

電の電力を活用し、災害時にも活用できる充電

設備の設置を検討してまいります。 

 また、ＥＶについては、充電時間や利便性を

考慮しますと、自宅での充電が主となることが

想定されます。県では、今年度より住宅用太陽

光発電の導入と併せまして、ＥＶの充電設備の
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一種であるＶ２Ｈの設置費用に対しても支援を

実施しており、来年度も継続して取り組む予定

でございます。 

 これらの取組によりまして、ＥＶへの転換を

見据えた充電インフラの整備を着実に進めてま

いります。 

   （健康政策部長中嶋真琴君登壇） 

○健康政策部長（中嶋真琴君） まず、災害時に

医療を継続するための平時からの対策について

お尋ねがございました。 

 南海トラフ地震が発生した場合、全国広範囲

で道路やライフラインが寸断することに加えて、

被災地の医療機能が著しく低下し、医療資源が

絶対的に不足することが予想されます。 

 こうした事態に備えるため、県では災害時で

も全ての病院が自らの力で医療継続できる体制

づくりを最重点課題として取り組んでおります。 

 このうち、平時の対策としては、まず医療機

関における災害発生時の初動や体制整備の根幹

ともなるＢＣＰの策定が必要となります。また、

医療を継続するためには、病院の耐震化をはじ

め、自家発電や給水設備の整備などハード的な

対策に加え、訓練の実施などソフト的な対策も

必要となります。 

 県では、こうした医療機関の災害対策を支援

するため、南海トラフ地震対策行動計画に財政

支援などを位置づけ、医療体制の強化を後押し

してまいりました。その結果、本県の病院の耐

震化率は、全国平均並みではあるものの、ＢＣ

Ｐの策定率については全国平均を大きく上回っ

ております。 

 県としましては、今後も、県外から本格的な

支援が届くまでの間、各医療機関が自力で医療

を継続することができるよう支援を行い、全県

的な災害対応力の底上げを図ってまいります。 

 次に、本県の保健医療調整本部の運営体制の

現状についてお尋ねがございました。 

 石川県では、能登半島地震を振り返り、保健

医療調整本部については、ある程度のスペース

を事前に確保することが必要と整理されており

ます。 

 本県では、これまでの県外の保健医療調整本

部の活動実例を踏まえ、本庁に設置する調整本

部に加えて、保健衛生総合庁舎にスペースを確

保して、ＤＭＡＴなど支援組織の連絡員を配置

することとしております。また、能登半島地震

では、医療・保健・福祉の連携に課題があった

ともお聞きしておりますので、この本部には医

療分野をはじめ保健分野、福祉分野の支援組織

が参加することとしております。 

 あわせまして、県外から支援組織が参集する

際の移動時間のロスも課題とされたことから、

本部に立ち寄ることなく、被災地に直接入るオ

ペレーションなどについても検討を進めてまい

ります。 

 先月には、調整本部の多くの関係者が参加し

た訓練を行ったところであり、こうした訓練を

重ねながら調整本部体制の充実と救護活動の円

滑化を図ってまいります。 

 最後に、災害時の民間団体との連携体制の現

状と課題についてお尋ねがございました。 

 これまで県では、県医師会をはじめとする関

係団体や日本赤十字社高知県支部などと医療支

援に関する協定を締結し、訓練や研修会を通じ

て連携体制を築いてまいりました。 

 あわせまして、こうした公的な団体との協定

に加えて、災害支援活動について豊富な経験と

資源を持つ民間の医療支援組織との関係づくり

を広げています。 

 昨年11月には、ＮＰＯ法人ピースウィンズ・

ジャパンと、12月には、地方自治体では全国初

となりますＮＰＯ法人国境なき医師団日本と、

また先月には、同じく全国初となります一般社

団法人医療コンテナ推進協議会とそれぞれ協定
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を締結したところでございます。 

 国の報告書では、こうした民間団体との連携

における課題として、被災地支援の仕組みが円

滑に機能するように、平時から顔が見える関係、

情報交換ができる体制の構築が必要と指摘され

ております。県としましては、民間団体が持つ

優れた活動能力が十分発揮できるよう、今後県

の訓練に参加していただくなど、平時からの関

係づくりに努めてまいります。 

   （子ども・福祉政策部長西森裕哉君登壇） 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） 全国か

ら集まるボランティアの受入れ調整と、ボラン

ティアの負担軽減対策についてお尋ねがござい

ました。関連しますので、併せてお答えします。 

 南海トラフ地震発生後に、より多くのボラン

ティアの協力を得るためには、円滑な受入れ体

制の整備やボランティアの負担軽減が必要と考

えています。 

 通常、本県では、県社会福祉協議会がボラン

ティア募集状況等の情報発信を行い、各市町村

社会福祉協議会が開設する災害ボランティアセ

ンターが受入れを行います。しかしながら、南

海トラフ地震の場合、開設の遅れや調整機能の

低下といった混乱が生じ、円滑に受け入れられ

なくなることが想定されます。このため県では、

県社協と連携して災害ボランティアセンターの

体制を強化するため、運営スタッフの研修や訓

練実施などに取り組んでいます。 

 また、議員お話しのとおり、ボランティアは

対価を求めない社会貢献活動ですが、大規模災

害時の遠方地域での活動では、移動に係る負担

や宿泊場所の確保などが課題となります。 

 県としましては、ボランティアの皆さんに過

度な負担をかけないよう、ボランティア精神を

尊重しつつ、県社協と連携して対策を推進して

まいります。具体的には、移動の負担軽減を目

的として、参集場所から活動場所へ送迎するバ

スを準備することや、宿泊が可能なホテル等の

情報を収集し、ホームページ等で周知する仕組

みを検討してまいります。さらに、県社協は既

に準備しているシャベル等の資機材についても、

拡充できるよう支援を検討してまいります。 

 今後も、被災者ができるだけ多くのボランティ

アの支援を得ながら、少しでも早く生活再建で

きるよう、ボランティアの円滑な受入れなどに

取り組んでまいります。 

   （教育長長岡幹泰君登壇） 

○教育長（長岡幹泰君） まず、不登校を生じさ

せない学校づくりについて、どのように取り組

んでいるのかとのお尋ねがございました。 

 不登校を生じさせないためには、学校が、全

ての子供たちにとって、安心・安全で楽しんで

学習ができる魅力ある場所であることが必要だ

と考えております。その上で、学校には子供た

ちに確かな学力を育むとともに、自尊感情や互

いを尊重し合う心、人間関係能力などを養って

いくことが求められます。 

 そのため現在、学校におきましては、分かる

授業づくりに取り組むとともに、子供たちが考

え、議論する道徳を進めています。また、体を

通して学ぶ体験活動などを学校経営計画に位置

づけ、魅力的な教育課程の創造を図っておりま

す。 

 県教育委員会では、学校の要請に応じて指導

主事を派遣し、こうした学校の取組を支援して

おります。 

 また、県内６市町では、魅力ある学校づくり

を研究する指定校事業として、高知夢いっぱい

プロジェクト推進事業を進めております。この

事業は、学校教職員全員が子供たち一人一人の

よさや頑張りを認める、いわゆる積極的な生徒

指導に取り組むものであります。指定校では教

員の肯定的な評価を受け、子供同士が互いに認

め合う文化が生まれてきています。 
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 さらに、幼児期から中学校卒業まで、教員と

関係者が目指すべき子供の姿を共有して、保育、

教育を進める保幼小中連携モデル地域実践研究

事業も実施をしております。そこでは、子供の

発達段階を考慮しながら、規範意識の醸成や自

尊感情、コミュニケーション能力の育成等を図

るよう、地域を巻き込んだ取組が進められてい

ます。こうしたモデル地域では、新規不登校児

童生徒数が減少するなどの成果も見られていま

す。 

 今後は、管理職や市町村教育委員会を対象と

する研修会等を通じて、これらの指定校やモデ

ル地域の取組についての実践発表を行い、県内

全ての学校への横展開を図ってまいります。 

 次に、校内サポートルームの取組の成果、課

題、今後の方向性についてお尋ねがございまし

た。 

 不登校の兆しが見える段階で、あるいは学校

復帰に向けた準備段階で、子供たちが自分の気

持ちを見詰め、整理し、また自分のペースで学

ぶことができる場や機会を保障することは、大

変重要なことであると考えます。 

 そうした場の一つとして、校内サポートルー

ムがあります。県教育委員会では、令和３年度

からこれまでに15の中学校において校内サポー

トルームの在り方の研究を行ってきました。加

えて、今年度は３市６校に対してサポートルー

ム設置のための財政支援を行っています。そし

て現在、市町村が独自に設置しているものを含

めまして、45の小中学校にサポートルームが設

置されています。 

 これらの学校では、教職員や地域の方々の児

童生徒に寄り添った声がけや関わりの中で、子

供たちが安心してそれぞれの状況に応じた学習

を行っています。また、不安や悩みをスクール

カウンセラーや教職員等に相談する場面も多く

見られています。そうした支援により、サポー

トルームに通う生徒の登校日数が増加し、本来

の学級で授業に参加する子供が増えていると

いった報告も受けております。 

 一方で、サポートルームの目的や役割、具体

の支援方法などについての理解がまだ全ての学

校や市町村に浸透しておらず、サポートルーム

の設置が広がっていないことが課題として挙げ

られます。 

 このため、各市町村教育委員会に対して、改

めてサポートルームの果たす役割や、その効果

についての理解を図るとともに、来年度はサポー

トルーム設置のための財政支援をさらに拡充し

たいと考えております。 

 最後に、不登校の子供一人一人の状況に合わ

せた学びの場や居場所の充実についてお尋ねが

ございました。 

 議員のお話にもございましたように、不登校

の子供たちが学びにつながることができる場所

や機会を保障することは大変重要なことであり

ます。 

 そのため、県教育委員会では、昨年度から多

様な教育機会の確保に向けた有識者会議を開催

し協議を重ねてまいりました。その中で、オン

ラインを活用した支援や不登校の子供たちの居

場所の充実、また学びの多様化学校の必要性な

どについて御意見をいただきました。 

 こうした意見を踏まえ、本年度から心の教育

センターにおいて、オンラインでの学習サポー

トや相談支援が受けられる取組を開始しました。

現在、不登校児童生徒への個別支援に加え、４

市町の教育支援センターをオンラインで結び、

定期的に交流イベントなども実施をしておりま

す。 

 また、県立大学の協力を得て、学生ボランティ

ア11名と共に、学習や交流活動を行う場である

Kochi Teens Baseをスタートさせ、現在約20名

の生徒が利用しております。 
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 これらに加え、来年度は新たな取組として、

オンライン上の仮想空間、メタバースでの学習

や交流支援を開始することとしています。これ

らは、人との直接的な関わりが苦手な子供にとっ

て、社会性や人と関わる力を身につけるための

場になるものと考えております。 

 そしてさらに、学びの多様化学校の設置を目

指す市町に対して教育課程編成や環境整備等に

ついての支援を行い、またフリースクールに対

しても活動経費等の支援を実施してまいります。 

 こうした取組を通じて、不登校の子供たちの

学習機会の確保や居場所の充実を進めてまいり

ます。 

○８番（上田貢太郎君） 知事はじめ執行部の皆

様には、それぞれ詳細な、また前向きな御答弁

をいただきましてありがとうございました。 

 人口減少・中山間担当理事におきましては、

よさこい移住、すいません、ちょっと飛ばしま

いまして。実は私の事務所、この３月から、善

通寺市から移住してきた方が勤めてくれていま

す。実はその方がよさこいがきっかけで移住を

決めたというお話でしたんで、高知市も今よさ

こい移住プロジェクトというのを始めていまし

て、県もそういった切り口で移住対策をやって

はどうかという内容でしたけれども、失礼をし

ました。 

 ２問目はいたしませんが、１問目の外国人観

光客の消費拡大について、ちょっと、要請とい

うか、させていただきたいと思います。 

 令和７年度に高知新港に入港するクルーズ船

が過去最多の90隻に達するということですが、

聞くところによりますと、最大16万人の外国人

観光客の受入れを見込まれているということで

ございます。 

 そこで先日、大手の旅行会社の方々と意見交

換させていただいたんですけれども、その場で

語られた課題として、まずクルーズ船が入港し

て、そこから桂浜、高知城、龍河洞などに向か

うツアーバスが出ているんですけれども、その

ツアーに参加する方は全体の僅か４割で、あと

の６割の方がもう自由行動だそうでございます。

ただ、その外国人の観光客の多くがクレジット

カードや電子決済を利用して、まだ新港には両

替機が１台しかないということで、市内のお店

や飲食店でもクレジットカードやＱＲコード決

済に対応していないお店もあるということで、

支払いの不便さが指摘をされました。さらに、

交通アクセス、移動手段の問題ですとか、観光

案内の課題、あと御質問させていただきました

けれども、消費促進などに関する問題点も指摘

されたわけでございます。 

 さらに、外国の方は、日曜市とかひろめ市場

以外にドン・キホーテとか、美術館とか、ブッ

クオフとか、温泉とか、その土地のものに大変

興味があるということでございまして、オプショ

ナルツアーをつくったり、また短時間で楽しめ

る体験型観光の選択肢も限られているというこ

とでございますので、お金はあるんですけれど

も、使い切れていないということだそうです。

今年は万博もございますし、ぜひ、先ほど申し

ました16万人でございますので、今の観光客が

高知観光を楽しく有意義に過ごしていただける

ように、早急な対策をお願いいたしまして、私

の一切の質問とさせていただきます。ありがと

うございました。（拍手） 

○副議長（金岡佳時君） 暫時休憩いたします。 

   午後２時31分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後２時55分再開 

○議長（加藤漠君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 議案に対する質疑並びに一般質問を続行いた
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します。 

 12番田中徹議員。 

   （12番田中徹君登壇） 

○12番（田中徹君） 自由民主党の田中徹でござ

います。質問内容が重複するところもあろうか

と思いますけれども、どうぞよろしくお願いい

たします。それでは、早速質問させていただき

ます。 

 初めに、高知ユナイテッドＳＣのＪ３参入に

関してお伺いいたします。 

 先月23日の日曜日、高知ユナイテッドＳＣが

Ｊ３に参入して初となるホーム開幕戦が春野陸

上競技場で行われ、私も応援をしていました。

多くの県民の皆様が、この日を本当に心待ちに

されていたことと思います。 

 試合は、序盤から高知ユナイテッドＳＣが主

導権を握り、何度もチャンスをつくるなど、猛

攻を見せ、見応えのある、これぞＪリーグと言

える試合だと思いました。結果は勝ち点１とな

る引き分けでしたが、入場者数は目標の5,000人

を超える5,038人、対戦相手のガイナーレ鳥取の

サポーターもたくさん訪れてくれていたようで、

多くの観客が春野に詰めかけ、またこのことに

よって３連休の高知の町が、これまでにないに

ぎわいを見せたのではないかと思います。 

 また、今月２日のＦＣ大阪戦は、あいにくの

天気でしたが、2,000人を超える観客数でしたし、

20日に春野で開催されるルヴァンカップでは、

Ｊ１チームのガンバ大阪と対戦を控えており、

さらに多くの観客動員が見込まれるのではない

かと予想されます。 

 こうしたサッカー観戦を目的として県外から

多くの観客が訪れることは、県経済の活性化に

向けて大きな効果が期待されるところであり、

県はこのチャンスを逃すことなく、ホーム戦に

来てくれた観客の皆さんを周遊観光などにつな

げていくことが大事だと考えます。 

 そこで、高知ユナイテッドＳＣのＪ３参入に

伴う観客の増加を観光振興にどのようにつなげ

ていくのか、知事にお伺いいたします。 

 次に、グローバル化の取組についてお伺いし

ます。 

 令和５年５月に運航が開始されました台湾か

らの定期チャーター便については、現在も９割

以上の高い搭乗率が維持され、今年４月以降も

運航継続が見込まれているとお聞きしています。

また、本県の外国人宿泊者数において、約半数

近くが台湾からのお客様であり、昨年と比較し

ても増加傾向にあると伺っております。このこ

とは、やはり高知との直行便の効果が大きく現

れているものだと捉えられますし、私自身、県

内のあちらこちらで、台湾からの観光客の皆さ

んをお見かけするようになり、大変うれしく思っ

ているところです。 

 先日、ランタンフェスティバルへのよさこい

チームの派遣に合わせ、現地を訪問してまいり

ましたが、お話をさせていただいた台湾の皆さ

んの誰もが本当に日本に友好的であり、度々日

本旅行をしてくれる理由が分かった気がいたし

ました。 

 来年度は、本県と台湾を結ぶチャーター便の

就航から３年目を迎えますが、高知龍馬空港の

新ターミナルが整備される２年後に向けて、今

後もチャーター便を継続させ、定期便化してい

くためには、さらに多くの台湾からの観光客誘

致の取組強化が必要であると考えます。また、

新ターミナルの完成とともに、新たな国際路線

の就航についても、県民の期待が高まっていく

のは必然であります。 

 そこで、今後、台湾からの新たな観光客やリ

ピーターの獲得に向けてどのように取り組まれ

るのか、あわせて新たな国際路線の誘致の状況

について副知事にお伺いします。 

 また、台湾訪問の際には、台湾観光署の署長
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とも面談させていただく機会がございました。

その中で、台湾と本県、お互いが交流していく

ことで、観光客の増加にもつながるのではない

かというような意見交換もさせていただきまし

た。 

 今後、台湾との交流を増やしていくためには、

誰もが参加しやすいマラソンやサイクリングな

ど、スポーツの分野が効果的ではないかと考え

ています。例えば、先月に開催された高知龍馬

マラソンでは、３年ぶりに定員に達し、中でも

海外枠は過去最多の申込みだったとお聞きして

います。台湾からも多くのランナーが本県を訪

れ、マラソンだけでなく、食や観光なども楽し

んでもらえたのではないかと思います。 

 そこで、スポーツ交流による台湾からの誘客

に向けて、今後どのように取り組まれるのか、

観光振興スポーツ部長にお伺いします。 

 次に、台湾のみならず、本県との国際交流を

通じた県経済の活性化に向けた取組についてお

伺いします。先日、駐日ジョージア大使のティ

ムラズ・レジャバ氏が来高されました。大使に

おかれましては、高知龍馬マラソン2025のＰＲ

アンバサダーとして、大会にもゲストランナー

として御参加いただいただけでなく、御自身の

ＳＮＳで風景やエイドステーションの状況など

を逐一発信してくださいました。何とＳＮＳの

フォロワー数がおよそ35万人いらっしゃるとの

ことで、本県の魅力を存分に世界中に拡散させ

る絶好の機会につなげていただけたのではない

かと感謝を申し上げます。 

 これまでジョージアと本県とはあまり御縁は

ございませんでしたが、今回、私も大使と御一

緒させてもらったことで、一気に親近感が湧い

てきましたし、今後の交流に期待が持てると心

より感じたものです。 

 本県では、これまでフィリピンのベンゲット

州をはじめ中国・安省や韓国・全羅南道など

と友好関係を築いてまいりました。今後、一層

グローバル化が進む中で、国際交流においても、

その成果がこれまで以上に問われることになる

と思われます。それぞれの国との交流をしっか

りと継続、発展させていくことに加え、新たな

国や地域との関係性を開拓する上で、海外の人

や物資の交流、交易を活発にしていくことが本

県の活性化にもつながるものと考えます。 

 そこで、本県の国際交流を通じた県経済への

活性化に向けた取組について文化生活部長に御

所見をお伺いします。 

 次に、県産品の輸出の拡大に向けた取組につ

いてお伺いします。これまでも、本県ではユズ

や土佐酒、水産物といった基幹品目を中心に海

外展示会への出展や賞味会の開催など輸出に関

する取組を行い、その成果として食品の輸出金

額も年々伸びてきていると承知していますが、

基幹品目以外にも、県内にはまだまだ輸出を目

指せる品目も多数あると考えます。 

 また、シンガポール事務所や台湾オフィスと

いった海外支援拠点は既にありますが、新たな

売り先を開拓していくには、現地での支援を強

化する必要もあると思います。 

 昨年末にユネスコの無形文化遺産に伝統的酒

造りが登録されたことは、土佐酒とペアリング

での高知の食を海外へ売り込もうとしている本

県にとって大きな追い風となっていることと思

います。この好機も生かし、土佐酒をはじめと

する県産品の輸出のさらなる拡大に向けた取組

を加速すべきだと考えます。 

 また、本県の強みである食を海外へさらに力

強く売り出すことを考えれば、これまで国内に

おいて地産外商の推進母体として成果につなげ

てきた地産外商公社に輸出支援の担当部門を置

くなど、海外への営業活動に軸足を置いた体制

づくりも必要ではないかと考えています。 

 そこで、県産品の輸出のさらなる拡大に向け
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た今後の取組について産業振興推進部長に御所

見をお伺いします。 

 次に、水産物の輸出強化に向けた取組につい

てお伺いします。本県の重要な輸出先国であっ

た中国が日本産水産物の輸入を停止する中、高

知県貿易協会に配置した水産物輸出促進コー

ディネーターの国内外に有するネットワークを

活用しながら、新たな市場の開拓に取り組んで

いるとお聞きしています。 

 その新たな市場の一つであるインドを昨年11

月に訪問した際には、日本国総領事や高級和食

店のシェフと直接お話しさせていただくことが

でき、日本企業の進出やさらなる人口の増加に

より、今後、水産物の消費が増えることが見込

まれるとお聞きしました。改めて、インドは日

本産水産物の有望な市場であると感じたところ

です。 

 日本の市場が縮小する中、このような今後の

経済成長が期待できる国々に対し、新たな販路

の開拓を進めていくことが重要と考えますが、

来年度、県としてどのような戦略で県産水産物

の輸出拡大に取り組まれるのか、水産振興部長

にお伺いします。 

 次に、防災関連製品の輸出強化に向けた取組

についてお伺いします。本県の防災関連製品や

技術に関しての海外での取組は、平成27年の台

湾でのセミナー開催を皮切りに、フィリピンや

スリランカ、インドネシア、中国などにおいて、

コロナ禍を除き、毎年セミナーが行われていま

す。近年では、参加企業や商談相手も増加し、

売上額は大幅に伸びてきているとお聞きしてい

ます。 

 先月、私が台湾を訪問した際に、台湾防災産

業協会の事務局長と意見交換させていただく中

でも、備蓄品などにおいて本県の強みを生かす

ことで、より一層の輸出拡大につながるのでは

ないかと感じたことでした。 

 そこで、防災関連製品の輸出強化に向けて、

今後どのように取り組まれるのか、商工労働部

長にお伺いします。 

 次に、デジタル化に関して順次お伺いをいた

します。 

 まず、デジタル技術の活用による避難所業務

の効率化についてです。近年、頻発化、激甚化

する風水害により、市町村において避難所を開

設することが多くなっているように感じます。

また、昨年は日向灘地震を起因として南海トラ

フ地震臨時情報が初めて発表され、避難所が開

設、運営されました。このように本県において

は、避難所が開設された場合、スムーズな避難

所運営が行えるよう、これまでも地域の自主防

災組織が主体となって、これまでの経験を生か

しながら、来るべき南海トラフ地震等の大規模

災害に備えてこられたことと思います。 

 一方、県では、来年度からスタートする第６

期南海トラフ地震対策行動計画において、防災

ＤＸ等のデジタル技術や新技術の導入を促進し、

防災・災害対応全般につなげる取組の方針を示

されています。 

 例えば、前述しました避難所運営において、

県の災害対策本部と市町村災害対策本部が、デ

ジタル技術等の導入によって、ライフラインや

避難者等の情報が今より迅速かつ的確に共有す

ることができるのではないかと考えます。 

 そこで、デジタル技術の活用による避難所業

務の効率化に向けて、今後どのように取り組ま

れるのか、危機管理部長にお伺いします。 

 次に、外国人技能実習生の防災意識の向上を

図る取組についてお伺いします。近年、多くの

国々から技能実習生等が来県し、県内各地で学

び、生活をしています。また、今後も、担い手

不足の本県では、技能実習生等が増加すること

と思います。そのことを踏まえ、危惧されます

のが、県民の皆様は、南海トラフ地震等の大規
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模な自然災害が発生したときには、緊急地震速

報や高知県防災アプリなどを通じて情報を知り、

自らの命を守る行動につなげられることと思い

ますが、技能実習生等が発災直後に自ら情報を

得、命を守る行動を取れるのだろうかというこ

とです。 

 法的には、技能実習生に対しては避難訓練等

を行わないといけないというものではないとい

うことですが、やはり南海トラフ地震発生の逼

迫度が年々高まってきている本県で生活する以

上、防災意識の向上に努めていただきたいと思

います。例えば、技能実習生として来県された

際に、高知県防災アプリを導入していただくこ

とはできないものかと考えます。 

 そこで、高知県防災アプリの導入も含め、技

能実習生の防災意識の向上を図る取組について

商工労働部長に御所見をお伺いします。 

 次に、ヘルスケアイノベーションの取組につ

いてお伺いします。経済産業省は2020年に25兆

円であった公的保険外のヘルスケア・介護に係

る国内市場を2050年には77兆円にすることを目

標としているように、ヘルスケア関連事業は大

きな成長が見込まれる大変有望な産業と言えま

す。こうした背景に合わせ、本県ではデジタル

技術を活用したヘルスケア分野の新しい製品や

サービスの事業化を促し、併せて医療・健康分

野での課題解決を図る取組として、令和４年度

から産業振興計画の中で次世代産業創造プロ

ジェクトとしてヘルスケアイノベーションプロ

ジェクトを位置づけて取組を進めています。 

 プロジェクト開始から約３年が経過した今、

取組に関する現状と今後の取組について産業振

興推進部長にお伺いします。 

 次に、地域課題の解決に向けたローカルイノ

ベーションプラットフォームの取組についてお

伺いします。昨年６月に、本県が主催し東京で

開催されたヘルスケア関連企業と高知県関係者

の交流会に参加した際、参加企業14社と意見交

換をする機会があり、これらの企業の新しい技

術やサービスが、ヘルスケア分野だけでなく、

様々な分野に活用できることに気がつきました。

喫緊の課題が山積みの本県では、こういった企

業からの課題解決の提案を広く受け入れ、スピー

ド感を持って課題解決につなげていくことが必

要だという思いを強く持ちました。 

 来年度の新規事業であるローカルイノベー

ションプラットフォームは、スタートアップ企

業等の技術を活用し、地域の課題解決につなげ

ることを目的としており、まさにそのような事

業ではないかと、大いに期待をするところです。 

 そこで、このローカルイノベーションプラッ

トフォームをどのように進めていくのか、産業

振興推進部長にお伺いします。 

 次に、エネルギーに関してお伺いします。 

 政府は、新たな地球温暖化対策計画を令和７

年２月18日に閣議決定しました。計画では、今

後の温室効果ガスの排出削減目標が設定され、

2035年度に対2013年度比で60％削減するとし、

2040年度には同比で73％まで削減することとさ

れました。また、目標の達成に向けては、エネ

ルギー基本計画などの関係計画と一体的に取組

を実施していくとされています。 

 また同日、第７次エネルギー基本計画につい

ても閣議決定がなされ、計画では2040年のエネ

ルギーの需給見通しについて、再生可能エネル

ギーを４から５割程度としており、最大電源と

して位置づけております。資源に乏しい我が国

の状況や、ロシアによるウクライナ侵攻など、

エネルギー情勢が大きく変化する中、エネルギー

安定供給と脱炭素を両立する観点から、再生可

能エネルギーを主力電源として最大限導入する

とともに、特定の電源や燃料源に過度に依存し

ないよう、バランスの取れた電源構成を目指し

ていくとされています。 
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 本県では、これまでも令和４年３月に高知県

脱炭素社会推進アクションプランを策定し、二酸

化炭素の排出量を2030年度に2013年度比で47％

削減することを目指し、省エネや再生可能エネ

ルギーの導入拡大などを積極的に進めてきてい

ます。 

 今回示された国のエネルギー基本計画の改定

などを踏まえ、県として今後どのように取り組

んでいかれるのか、知事にお伺いします。 

 次に、ガソリン価格についてお伺いします。

本県のガソリン価格は、今や全国で一番高くな

り、そのことによって県民の皆様の関心も高まっ

ていると感じます。本県の場合、原油を精製し

て石油をつくる製油所がなく、他の県で精製さ

れたガソリンを運ぶため、輸送コストが高いこ

とが一番の要因とされています。これからます

ます人口が減少する本県では、購買量も減り、

一層価格が高くなるのではないかと危惧してい

ます。 

 現在のガソリン価格の高騰は、平均所得の低

い本県では、食料品などの物価高騰もあり、県

民皆様の生活に直接影響していることと思いま

す。エネルギー政策として、一義的には国にお

いて広範に解決されるべきことではあると考え

ますが、政府の補助金の縮小も余儀なくされる

状況を鑑みたとき、本県として何かしらの対応

ができないものかとも思います。 

 そこでまず、本県のガソリン価格の現状につ

いて知事に御所見をお伺いいたします。 

 私は、このガソリン価格について、県民の皆

様の負担感を軽減していくことが何より大事だ

と考えます。１つには、本県特有の地理的要因

など、他県に比べ高くなっている現状を丁寧に

説明することも必要ではないでしょうか。そし

て、温暖化対策や地域の公共交通を守るという

視点から、可能な限り公共交通機関を利用する

ことにより、車社会という本県の常識を変えて

いくことも、これからは必要ではないかと考え

ます。 

 そこで、県民の皆様の負担感を軽減するため

の取組について知事に御所見をお伺いします。 

 次に、公共交通の在り方についてお伺いしま

す。 

 今回、本県の中央地域における公共交通の将

来像について、県が主導して取りまとめが行わ

れました。県と関係市町や事業者が一体となっ

て検討し、５年先、10年先の公共交通の方向性

を描いたことは大変意義があることであり、そ

の方向性を基に、しっかりと取り組んでいただ

き、持続可能な公共交通ネットワークが構築さ

れることを期待するところです。また、このよ

うな取組は、中央地域だけではなく、他の地域

にも広げ、県全体での持続可能な公共交通の在

り方について検討するべきではないかと考えま

す。 

 そして、検討に当たっては、利用促進の観点

も必要です。先ほども質問させていただきまし

たが、ガソリン価格が高くなっている中、家計

への負担も増加していることから、車から公共

交通の利用へとシフトを促すことは、地球温暖

化対策にもつながり、大事なことだと考えます。

そのためにも、公共交通の利用促進を図ること

は必要であると考えています。 

 例えば今年度、中央地域の市町においては、

通学定期券半額キャンペーンを実施し、利用者

にインセンティブを与えることで、公共交通の

利用促進を図るといった取組を行っています。

県でも、これまで公共交通の利用促進に向けて、

テレビＣＭや小学生向けに啓発パンフレット等

を制作して配布するなど、広報啓発に取り組ん

でおられますが、さらに利用促進策の強化を検

討してはいかがでしょうか。 

 そこで、中央地域だけでなく、県全体におい

て地域の足となる公共交通をどのように残して
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いくのか、またあわせて利用促進についてどの

ように取り組むのかも含めて総合企画部長にお

伺いします。 

 次に、四国の新幹線の早期実現に向けた機運

醸成についてお伺いします。第１に、私は、新

幹線は四国に必要なインフラであると考えてい

ます。これまでも四国４県が連携し、国への提

言や機運醸成に取り組まれ、昨年８月に開催さ

れた東京決起大会には私も参加いたしましたが、

約600人が参加し、大きな盛り上がりを感じたこ

とでした。他方で、全国を見渡せば、昨年には

北陸新幹線の金沢－敦賀間が開業するなど、現

在整備中の路線の工事が進む中、政府の骨太の

方針において、２年連続で基本計画路線につい

て言及されるなど、四国の新幹線整備の順番は

近づいていると感じています。 

 また、今年度から四国の全域で始めた署名活

動も、約半年でおよそ10万筆が集まったとお聞

きしていますが、そのような中、高松市や松山

市では、近年、駅や周辺地区の開発が行われて

いることもあり、新幹線を意識した上での駅周

辺整備の議論が進められ、新幹線整備に向けた

機運の盛り上がりを見せています。 

 そこで、本県においても、新幹線の早期実現

に向けては、まちづくりの議論を通じて、新幹

線についての関心を高め、機運醸成を図ってい

くことも重要だと考えますが、知事に御所見を

お伺いします。 

 次に、人口減少対策についてお伺いします。 

 県は、今年度から創設した人口減少対策総合

交付金を活用し、市町村と一体となって若年人

口の増加に向けた取組を進めておられます。若

者の増加を図るためには、県外からの移住の取

組をより一層強化することが大変重要と考えて

います。 

 現在、国においては、石破首相が地方創生2.0

を掲げ、新しい人の流れを提唱するなどの追い

風が吹いています。私自身、全国の動向を肌身

で感じるために、東京の一般社団法人移住・交

流推進機構、通称ＪＯＩＮと、認定ＮＰＯ法人

ふるさと回帰支援センターを訪問し、両団体の

理事長と意見交換を行いました。両団体は、地

方移住やＵ・Ｉターンを促進している全国区の

組織ですが、今年４月に統合の上、新しい団体

を設立されるとのお話でした。 

 今回の統合は、近年、地方移住をはじめとし

た地方創生の取組が盛り上がりを見せる一方で、

人口減少や東京一極集中の大きな流れを変える

には至らず、地方が依然厳しい状況にあること

が背景にあり、長年にわたる双方の取組の成果

を前提に、国民的運動としてさらにその活動を

発展、強化するために一つの組織になるとのこ

とで、都市部から地方への人の流れを加速化さ

せる原動力になられるのではないかと、大きな

期待を寄せているところです。本県としても、

こうした団体の動きに呼応し、県外から本県へ

の移住のビッグウエーブを巻き起こしていただ

きたいと思います。 

 このような盛り上がりを背景に、他県との競

争がますます激しくなる中、県では令和５年度

の移住者数1,930人を、デジタルマーケティング

の活用など新たな取組により、今年度は2,500人

にまで引き上げる高い目標を掲げています。 

 移住促進策の現状はどうなっているのか、ま

たその成果を踏まえて今後どのように取組を強

化されていかれるのか、人口減少・中山間担当

理事にお伺いします。 

 また、移住促進策では、毎年東京と大阪で開

催している大規模移住相談会、高知暮らしフェ

アが今年も盛況であり、直近１月に開催された

暮らしフェアでは、東京の来場者数242人に対し、

大阪の来場者は269人と、大阪開催では過去最高

の来場者数となり、初めて東京を上回ったとお

聞きしました。関西圏はアンテナショップとさ
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とさの好調なスタートによる本県の認知度の向

上に加えて、４月には大阪・関西万博が開幕す

るなど、本県の魅力を発信する絶好の機会が訪

れるタイミングにあると考えています。 

 そこで、移住施策においても、この流れを好

機と捉え、関西戦略と連携し、関西圏の人材を

本県に呼び込むための施策を強化するべきだと

考えますが、人口減少・中山間担当理事にお伺

いします。 

 次に、大学生等の県内就職の促進に向けた取

組についてお伺いします。人口減少、とりわけ

少子化が進む本県において、社会増減の均衡を

目指す上で、大学生等が県内企業に就職しても

らう取組は大変重要と考えます。これまでも、

情報発信や学生の就職活動への支援などを通し

て取り組んでこられたことと思いますが、全国

での人材の獲得競争が激化する中で、本県への

就職に結びつけるためには、他県と違った新た

な取組も必要と考えます。 

 そこで、大学生等の県内就職の促進に向けて、

大学生に県内にある魅力的な事業者や仕事内容

について理解を深めてもらうことが重要と考え

ますが、今後どのように取り組まれるのか、商

工労働部長にお伺いします。 

 次に、公立高等学校卒業後の就職状況につい

てお伺いします。さきにも述べましたように、

全国的な人材不足の状況がより深刻さを増す中、

県内の企業からは県内の高校生に就職してもら

いたいといった声を頻繁に聞くようになりまし

た。また、今月１日に、ある県立高校の卒業式

に参列した際、卒業生から、県内のホテルに就

職が決まり、高知の魅力を国内外の方々に発信

したいといった内容を含めた答辞がなされまし

た。高知の魅力を発信したいという志を持って

就職されることに、ありがたさと同時にうれし

さも感じたことでした。そして、これまでの様々

な取組の成果が現れてきているものと感じたこ

とです。 

 そこで、公立高等学校の現在の就職状況、ま

た県内就職の促進に向けた取組について教育長

にお伺いします。 

 次に、教育についてお伺いします。 

 まず、高等学校の授業料無償化による県立高

等学校への影響についてです。先月25日、自民

党、公明党、日本維新の会は、党首会談を行い、

高等学校の授業料の無償化を柱とする2025年度

予算案の修正に関する合意文書に署名し、翌日

の全国紙には一面にこのことが大きく報道され

ました。今回の合意は、2025年度から高校生の

就学支援金は所得制限が撤廃され、2026年度か

らは私立高生の就学支援金は所得制限をつけず、

年45万7,000円に引き上げるというものです。こ

のことは、普通科の多い私立高校に生徒が集ま

ると、農業や工業、商業といった公立の専門高

校の衰退につながりかねないとの声も上がって

います。また、本県では、来年度より県立高等

学校再編振興計画の次期計画もスタートします。 

 そこで、高等学校の授業料無償化によって県

立高等学校への影響が懸念されますが、教育長

に御所見をお伺いします。 

 また、今後、県立高等学校への進学者を確保

するためにどのように取り組まれるのか、教育

長にお伺いします。 

 次に、中学生の学力向上に向けた取組につい

てお伺いします。今年度の全国学力・学習状況

調査において、小学生の算数については、式の

意味を考えることや、獲得した知識を活用して

問題解決を図ることに課題が見られると分析さ

れています。また、この調査結果が公表された

夏頃、私は小学生を指導されている方から、最

近九九を覚えていない小学生が増えたといった

御意見をお聞きしました。調査の分析結果とは

直接的な関係はないかもしれませんが、近年課

題となっている家庭学習の環境や時間、また学
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校と地域・家庭との関係の希薄さに起因してい

るのではないかと私は感じています。 

 他方で、本県では、これまで述べてきました

ように、人口減少が急激に進む中で、様々な取

組を通して県内に残ってもらえるよう施策を展

開していますが、算数のみならず、中学卒業ま

での義務課程における基礎学力の定着は、高校

や大学への進学、その後の人生においても、と

ても重要なことだと思います。 

 そこで、中学卒業までの学力向上対策につい

て、今後どのように取り組んでいかれるのか、

教育長にお伺いします。 

 最後の項として、米についてお伺いします。 

 これまでも本会議を含め様々な場面で米につ

いて取り上げてまいりました。県として取組を

進めていただいたこともあり、令和６年産米の

生産者への買取り価格は令和５年産米より取引

価格が上昇するとともに、知り合いの農家の方々

らの声を聞き、私自身は安堵をしていました。

しかしながら、相対取引価格は昨年９月頃から

値上がりし、本年１月の価格は、玄米60キログ

ラム当たり２万5,927円となるなど、消費者に

とっては価格の高騰により家計に大きな打撃を

受けています。 

 そこでまず、令和の米騒動とも言われるよう

に、現在も米価は高い水準で推移していますが、

この状況をどのように認識されておられるのか、

知事にお伺いします。 

 また、米の生産については、国民が食べる量

をしっかりと生産して供給することで、初めて

消費者も安心できるものと考えます。ただし、

生産過剰による米価の低下につながることは避

けなければならないことです。生産者が安心し

て生産し、消費者に十分に供給できるようにす

るためには、海外を含めた販売チャンネルの拡

大が必要であると考えます。 

 日本の食品輸出金額は、現在約1.5兆円、2025

年目標が２兆円、そして2030年目標を５兆円と

して取り組んでおり、米についても輸出額は、

2024年には前年比の28％増加している状況です。

こうしたことから、本県の生産者が県内、国内

での供給過剰となる不安を考えずに生産するた

めには、輸出も販路の一つとして視野に入れて

いくことが大切だと考えます。 

 そこで、高知県産米の輸出について農業振興

部長に御所見を伺い、第１問といたします。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 田中議員の御質問にお答

えをいたします。 

 まず、高知ユナイテッドＳＣのＪ３参入を観

光振興につなげることにつきましてお尋ねがご

ざいました。 

 お話がありましたように、２月23日にはＪ３

に参入いたしました高知ユナイテッドＳＣのホー

ム開幕戦が開催をされました。5,000人を超える

観客の皆さんが春野陸上競技場に詰めかけてお

ります。私自身も会場に出向きまして、選手の

白熱したプレーや何度も訪れたゴールチャンス

に、手に汗握る思いで応援をしておりました。 

 また、３月２日の試合では、初勝利とはまい

りませんでしたけれども、初ゴールを決めるな

ど、今後の活躍が大いに期待できる試合内容で

ありまして、勝利はすぐ近くにあるというふう

に確信をいたしております。 

 Ｊ３参入の経済波及効果につきましては、少

し前になりますが、令和元年にＪ３に参入をさ

れました青森県のヴァンラーレ八戸が、年間10

億円以上だったというふうに発表されておりま

す。また、Ｊ３の平均観客数は、昨年までのＪ

ＦＬに比べて1,000人程度上乗せになりまして、

3,000人といったデータも公表されております。 

 全国各地のＪ３クラブには、それぞれに熱狂

的なサポーターが大勢いらっしゃいます。本県

でのＪ公式戦の開催は、県外からの誘客にとっ
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て、お話がありましたように、大きなチャンス

となるというふうに考えます。 

 今後、公式戦の観戦に加えまして、自慢の食

や自然体験、あるいは宿泊を通じて、どっぷり

と高知旅を楽しんでいただくことによりまして、

経済効果を高めてまいりたいと考えます。 

 また、若者が応援を通じまして感動や勇気を

もらい、高知への愛着を深めるといった形で、

人口減少対策にもプラスにつなげたいというふ

うに考えております。 

 次に、国のエネルギー政策を踏まえまして、

県としてどのように取り組むのか、お尋ねがご

ざいました。 

 お話がございましたように、先日閣議決定が

されました国の第７次エネルギー基本計画にお

きましては、2040年度の電源構成におきまして、

再生可能エネルギーが４から５割程度という形

が示されまして、最大電源として位置づけられ

たところであります。 

 また、次世代型太陽電池の早期社会実装、あ

るいは電力ネットワークの増強などに取り組む

方針も示されておりまして、引き続き再エネの

主力電源化を強力に進めるという意思が表明さ

れたというふうに受け止めております。 

 本県では、これまでも高知県脱炭素社会推進

アクションプランに基づきまして、2030年度に

おきます再生可能エネルギーの導入目標を設定

し、太陽光発電などの導入促進に取り組んでま

いりました。今後も、今般改定をされました国

の計画も踏まえまして、さらなる導入を図って

まいりたいと考えております。 

 具体的には、まずアクションプランのバージョ

ンアップによりまして、令和７年度から自家消

費型太陽光発電、あるいは木質バイオマス発電

につきまして、支援の対象を拡充するなどして

導入を加速いたします。あわせて、本県の豊富

な自然資源を活用いたしまして、県内で消費す

るエネルギーをできるだけ県内で調達する、い

わゆるエネルギーの地消地産に向けた新たな施

策の検討に着手をいたします。 

 こうした取組に加えまして、来年度予定をい

たしております高知県地球温暖化対策実行計画

の改定におきまして、有識者の御意見も伺いな

がら、国の新たな計画に対応した2030年度以降

の再エネの導入目標の検討を進めてまいります。 

 次に、最近のガソリン価格高騰に関する認識、

そして県民の皆さんの負担感を軽減するための

取組についてお尋ねがございました。関連をい

たしますので、併せてお答えをいたします。 

 本県のガソリン価格が従来から高い状況にご

ざいますのは、議員からも御指摘がありました

ように、１つには岡山県や関西の製油所からの

輸送が海路にならざるを得ないことから物流コ

ストが高くかかるということ、２つには県内の

ガソリンスタンド１店舗当たりの販売量が少な

いこと、３つには高知市タナスカの貯蔵タンク

が小さく、頻繁に補充が必要となること、そし

て４つには道路事情から大型のタンクローリー

が利用できないこと、こうしたことによります

コスト高が主たる要因となっているというふう

に言われております。 

 加えまして、高知県民は日常的に車を使う機

会が多いということがございます。このため、

県民の皆さんのガソリン代の負担感は相当大き

くなっているというふうに認識をいたしており

ます。 

 こうした中、昨年末以降、国の補助金が段階

的に縮小されたこともございまして、全国一高

いガソリン代に苦しみます県民の皆さんの悲痛

な声を、私自身も様々な機会にお聞きいたして

おります。今後、人口減少に伴いまして購買量

が減少しますと、さらなる価格高騰につながる

という懸念もございまして、移住、Ｕ・Ｉター

ンの阻害要因にもなりかねないという点では、
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危機感を抱いております。 

 ただ、仮にガソリン１リットル当たり10円程

度、この四国平均との価格差を補塡し、負担軽

減をしようとした場合、これを賄えるような財

源といたしましては、約30億円近くの年間の財

源が必要ということでございますので、これを

確保することは現実的には困難だと言わざるを

得ません。 

 このため、県では、議員から御指摘いただき

ましたように、まずはガソリンを極力使わない

社会への構造転換を進めたいと考えます。具体

的には、公共交通の利用促進を図りますことで、

ガソリンを使用する車両の利用機会を低減して

いくことにつなげる。また、いわゆるＥＶ、電

気自動車の急速充電器の設置などを通じまして、

次世代自動車の普及に向けましたインフラ整備

を促進し、ガソリン以外の燃料源によります移

動手段の確保を図っていく。こうした努力を行っ

てまいりたいと思います。 

 さらには、議員からお話ございましたとおり、

県民の皆さんに現在のガソリン価格が高いこと

の原因について御理解いただくような機会をで

きる限り増やしていくということがあると思い

ます。 

 そして、さらに申し上げますと、お話があり

ましたように、県内に石油精製所があれば、ま

た環境は違うんだということではありますが、

率直に申しまして、ないものねだりをしても致

し方がないということがございます。そうしま

すと、本県が持っているもので何ができるかと

いうことを考えたい。その意味で、本県の強み

であります豊富な自然資源を生かしまして、例

えば太陽光、風力、小水力、木質バイオマス、

こういった再生可能エネルギー起源の電力を、

県内でもっと多く生産していくということ、そ

して別の形で県民の皆さんの負担軽減ができな

いかという思いで今おります。 

 このため、この点考えますと、まさしく今県

内のいわゆる脱炭素先行地域、４地域、５市町

村で取り組んでいただいております。この取組

が大いに参考になるのではないかというふうに

思います。 

 特に私自身注目しておりますのは、北川村に

おきまして、上村村長が強いリーダーシップを

発揮して、この小水力発電を村内で起こしまし

て、これを村内に供給するときに、ぜひ村民の

皆さんの電気料金の引下げということにつなげ

られないだろうかと――いろいろハードルが高

いというのはお聞きしておりますけれども――

という思いで非常に精力的に取り組んでおられ

ます。 

 こうした取組にもヒントをいただきまして、

県といたしましても、こうしたエネルギーの地

消地産を通じまして、県民の皆さん、あるいは

地元の方々に利益も還元できるような新しい仕

組みができないかと、この点について検討に着

手をしたいというふうに考えているところであ

ります。 

 次に、四国の新幹線の早期実現に向けました

機運醸成についてお尋ねがございました。 

 四国の新幹線実現に向けましては、土佐経済

同友会などと連携をした啓発イベントの実施、

ＳＮＳを活用した情報発信などによりまして、

機運醸成に努めてまいりました。加えまして、

今年度は新たに、地域の熱い思いを国に届ける

ために四国４県で連携をいたしました署名活動

も始まりまして、機運は徐々に盛り上がりつつ

あるというふうに感じております。 

 しかしながら、四国の新幹線の早期実現を図

りますためには、より一層、県内の機運を高め

まして、多くの県民の皆さんの熱い思いを、四

国の他県と共に国に届けていく必要があります。

そのためには、お話がございました、まちづく

りの議論を通じて、新幹線につきまして、県民
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の皆さんの関心を高めて機運の醸成を図ってい

くということも、大変有効な道であるというふ

うに考えます。 

 このため、来年度におきましては、県内の関

係の団体と共に、近年開業をされました地域か

ら講師をお招きしまして、駅の決定や整備に合

わせたまちづくりなどについてのシンポジウム

を、県内で開催していきたいと考えます。また、

そうした取組を踏まえまして、今後各団体、あ

るいは市町村とどのように機運の醸成を図って

いくか、そうしたことにつなげていくかといい

ました協議も行っていきたいと考えております。

加えまして、今後も市町村と共に各種のイベン

トでの四国新幹線のＰＲ、署名活動をさらに強

化してまいりますことで、より多くの方々の関

心を喚起してまいります。 

 こうした取組によりまして、機運醸成の輪を

さらに大きく、そしてより熱いものといたしま

して、早期実現に邁進をしてまいりたいと思い

ます。 

 最後に、米の価格高騰に関します認識につい

てのお尋ねがございました。 

 昨年の夏に、全国的な米の品薄感を背景に価

格が急騰いたしまして、令和の米騒動とも呼ば

れる事態が発生をいたしました。この傾向は秋

以降も続きまして、集荷業者などによります買

い付け競争の過熱により、流通に滞りが生じま

して、先月中旬、国は備蓄米の放出を決定いた

しましたけれども、直近の店頭価格は前年の２

倍近くまで上昇しているというふうに認識をし

ております。様々な物やサービスの価格が上昇

している中、主食であります米の価格の高騰は、

消費者の生活に大きな影響を及ぼしております。 

 一方、生産者の皆さんの側におきましては、

最近の米の取引価格上昇によりまして手取りが

増えるといった効果が生まれておりますことで、

ようやく生産コストを賄える水準になってきた

といった声もお聞きしておりまして、生産者の

方々の生産意欲は高まるという効果をもたらし

ているというふうに受け止めております。 

 当然のことながら、この価格は需給関係に基

づいて決まっていくべきものだというふうに考

えておりますけれども、一方で、昨今そうした

傾向があると思いますが、米が投機目的となっ

て価格が大幅に変動するということは、健全な

経済の形ではございませんし、消費者、生産者

双方にとって好ましくない傾向だというふうに

考えます。 

 また、食料安全保障の観点からいいましても、

我が国の米生産が持続可能なものとなるために

は、消費者の皆さんの理解の下で、生産コスト

が価格に適切に反映されるということが重要だ

と考えます。 

 そのため、備蓄米放出後の価格の状況も見な

がら、消費者、生産者双方が納得する価格を実

現できますように、国におきまして、今国会に

こうした生産コストを適正に反映した価格形成

に向けたシステムを構築するための法案も提案

されるというふうにお聞きしておりますので、

こうした新しい制度も活用いただきながら、しっ

かりと国において取り組んでいただきたいとい

うふうに考えております。 

 私からは以上であります。 

   （副知事井上浩之君登壇） 

○副知事（井上浩之君） 台湾からの新たな観光

客とリピーターの確保、そして新たな国際線の

誘致についてお尋ねがありました。 

 令和５年５月に就航した台湾便につきまして

は、約95％という高い搭乗率で順調に推移をし

ており、これまで３万人を超える台湾からのお

客様に御利用をいただいております。 

 この間、中山間地域への周遊観光も進み、小

売や飲食など地域の幅広い事業者の方々から歓

迎の声をお聞きしております。そして、台湾の
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方からは、高知の豊かな自然や温かいおもてな

しに触れ、再び高知を訪れたいという声も数多

くいただいているところでございます。 

 また、昨年、私が参加をしました台湾の観光

商談会におきまして、今の台湾からの観光客は

日本の有名な観光地ではなく地方への旅を求め

ていると、多くの現地の旅行会社の方からお聞

きをいたしました。この商談会では、会場が満

杯になるほど盛況でありまして、私も地方への

関心の高さを肌で感じたところでございます。 

 こうしたトレンドを逃すことなく、サイクリ

ング、ゴルフといったスポーツツーリズムやスー

パーローカルを感じる様々な体験プログラムな

ど、新たな魅力ある旅行商品を現地の旅行会社

に提案しているところでございます。あわせま

して、リピーターの確保と県内でのさらなる周

遊促進に向け、龍馬パスポートのインバウンド

版のような仕組みにつきましても検討を進めて

いるところでございます。 

 県内調査機関の推計によりますと、今年度の

台湾からの定期チャーター便の経済効果は約9.5

億円と、県経済に大きな効果をもたらしており

ます。本県観光のさらなる飛躍に向け、台湾に

次ぐ新たな国際線の誘致に早急に取り組む必要

があると考えております。 

 このため現在、訪日客が最も多い韓国へのセー

ルスを強化しており、今月17日から４日間、韓

国の大手航空会社や旅行業協会の役員、そして

メディアの方々などを招聘いたしまして、県内

の観光地や空港などの視察ツアーを実施するこ

とといたしております。 

 この機を捉え精力的にアピールをいたしまし

て、まずは早期に韓国からの定期チャーター便

を実現させ、そしてその積み重ねによりまして

定期便の就航につなげるということで、高知龍

馬空港の国際線ターミナルの完成に弾みがつき

ますよう、全力で取り組んでまいります。 

   （観光振興スポーツ部長小西繁雄君登壇） 

○観光振興スポーツ部長（小西繁雄君） スポー

ツ交流による台湾からの誘客についてお尋ねが

ございました。 

 台湾では、マラソンやサイクリングの人気が

高く、こうしたスポーツを通じた交流は、誘客

を促進していく上で効果的であると考えていま

す。 

 このため、先月に開催しました高知龍馬マラ

ソンでは、台湾の旅行会社に本県との定期チャー

ター便を活用したツアー商品の造成をお願いし、

販売していただきました。こうしたこともあり、

高知龍馬マラソンでは、海外から合計84名が参

加し、このうち、台湾からは最も多い21名に参

加いただきました。 

 また、サイクリングでは、昨年５月に台湾の

インフルエンサーを招聘し、仁淀川流域のサイ

クリングコースなどを情報発信するとともに、

12月には台湾の旅行会社を招聘し、仁淀川や嶺

北地域などでモニターツアーを実施し、高い評

価をいただきました。こうしたことから、仁淀

川の沈下橋や、にこ淵、嶺北の棚田、高知城、

ひろめ市場など、極上の田舎を楽しみながら４

泊５日で本県を巡るサイクリングツアーの商品

の販売につながりました。 

 今後は、こうした取組を強化していくととも

に、台湾で開催されるマラソン大会で本県観光

のＰＲを行うなど、スポーツ交流によるさらな

る誘客に取り組んでまいります。 

   （文化生活部長池上香君登壇） 

○文化生活部長（池上香君） 国際交流を通じた

県経済の活性化に向けた取組についてお尋ねが

ございました。 

 国全体で人口減少が進み、国内市場が縮小す

る中、県経済の活力を維持するためには、海外

と積極的な交流関係を築いていくことが大変重

要であると考えています。 
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 このため、国際分野に関わる庁内各部局の担

当者による情報共有会議を設置し、それぞれの

分野においてアプローチしている国や地域の情

報を共有するとともに、分野を横断したセール

スプロモーションの実施を検討するなど、国際

交流の活性化に向けた連携を図っています。 

 特に本年は、高知県とフィリピン・ベンゲッ

ト州との友好姉妹協定の締結から50周年を迎え

る年であり、これに合わせて県から訪問団を派

遣する予定です。また、同国のセブ港では、友

好提携港国際ネットワーク会議の開催が計画さ

れています。こうした機会を生かし、同国との

交流をさらに発展させていくため、関係部局に

おいて、防災関連製品の輸出拡大に向けた商談

会のほか、現地では初となる飲食店での高知フェ

アの開催などを検討しています。 

 このように、これまで本県が築いてきた海外

との交流が、県経済のさらなる活性化につなが

るよう、引き続き関係する部局と連携し、積極

的に取り組んでまいります。 

 あわせまして、本県には年間を通じて各国の

駐日大使など多くの要人の皆様にお越しいただ

いており、分野を問わず、様々なお話を伺う機

会がございます。こうした機会を、新たな交流

の拡大につなげられないか、関係の皆様とも連

携しながら可能性を探ってまいりたいと考えて

おります。 

   （産業振興推進部長合田和穂君登壇） 

○産業振興推進部長（合田和穂君） まず、県産

品のさらなる輸出拡大に向けた今後の取組につ

いてお尋ねがありました。 

 人口減少により国内市場が縮小する中、将来

にわたって本県経済が成長していくためには、

積極的に海外市場へ打って出る必要があると考

えております。 

 本県では、これまで強みであるユズ、土佐酒、

水産物を基幹品目として輸出拡大に取り組んで

まいりましたが、その中でも、今後特に有望と

見込まれるリキュールやブリ類などを本年度か

ら戦略品目に位置づけ、取組を進めております。 

 特にリキュールは、ユズをはじめかんきつの

産地としての強みを生かせる品目であるととも

に、昨年日本の伝統的酒造りがユネスコの無形

文化遺産に登録されたことを、土佐酒全体の輸

出拡大に向けた追い風と捉え、さらに取組を強

化したいと考えております。 

 具体的には、来年度、近年日本酒の人気が高

まっているオーストラリアで開催されるSake 

Festivalに初出展するほか、ＥＵ最大の人口規

模を持ち、日本酒の認知度も高まっているドイ

ツでの販路を開拓すべく、酒類の商社を招聘す

ることとしています。 

 そのほか、アメリカとフランスに配置してい

る食品海外ビジネスサポーターによるサンプル

営業をさらに進めるとともに、中国への水産物

輸出の解禁を見据えて、来年度、上海に食品海

外ビジネスサポーターを改めて配置し、現地で

の活動体制も強化するなど、本県産品のさらな

る輸出拡大を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 また、議員から御提案のありました地産外商

公社に輸出部門を設けることに関してでござい

ますが、例えば海外で新たな販路を開拓する場

合などには、相手方から得る信頼度の点からも、

現在のように県が直接取り組むことには意味が

あるものと思われます。一方で、これまでの国

内外商の成果を踏まえますと、機動力やノウハ

ウの蓄積といった面では、公社の存在は大変有

効だと捉えています。このため、それぞれのメ

リットも踏まえ、輸出のさらなる拡大に向けた、

よりよい体制につきまして、公社の体制の在り

方も含めて検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、ヘルスケアイノベーションプロジェク
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トについて、現状と今後の取組についてお尋ね

がありました。 

 本プロジェクトは、スタートアップ企業等に

よるデジタル技術などを用いたヘルスケア分野

の新しい製品やサービスの事業化を支援し、本

県における新たな産業の創出を目指す取組であ

ります。 

 現在、軽度認知症の早期発見、症状の改善を

目的とするＶＲ技術を用いたプログラムの開発

や、医療文書の作成などを支援するＡＩを活用

したサービスの構築など、９つの案件を支援し

ております。また、事業化に向けた具体的な支

援として、実証実験等の協力先の確保や、実証

に要する経費への財政支援のほか、専門性を有

する民間団体に委託して、ビジネスモデルの磨

き上げや臨床研究のコーディネートといった伴

走支援にも取り組んでおります。 

 これまでの取組により、まだ本格的な事業化

には至っていないものの、本県に拠点を設け、

一定の雇用にもつながっている案件もございま

す。 

 来年度につきましては、委託先の伴走支援体

制を強化した上で、現在の支援案件を着実に事

業化につなげていきますとともに、新たな案件

の掘り起こしにも取り組んでまいります。また、

本プロジェクトの取組を県内の若者にも知って

もらうため、支援案件の企業と本県の学生等と

の交流の場を新たに設けたいと考えております。 

 今後とも、ヘルスケア関連産業が本県の新た

な産業となり、若者の雇用にもつながりますよ

う、本プロジェクトをしっかりと推進してまい

ります。 

 最後に、ローカルイノベーションプラット

フォームの進め方についてお尋ねがありました。 

 来年度から新たに取り組む予定のローカルイ

ノベーションプラットフォームは、議員のお話

にもありましたように、本県の様々な課題の解

決や県内企業による新事業展開にスタートアッ

プ企業等が持つ新技術などを生かす取組であり

ます。 

 このため、このプラットフォームには大きく

２つの機能を設けたいと考えております。まず

１つ目は、県庁の各部局や市町村、県内企業等

が抱える課題を把握、公開して、全国のスター

トアップ企業等からその解決に向けた新技術の

導入提案を広く受け付ける総合窓口機能でござ

います。そして２つ目として、単に新技術を導

入するだけでは解決が難しい課題に関しまして

は、スタートアップ企業等から新たな解決策の

提案を募集し、その事業化に向けた取組を伴走

支援する新事業創出機能を設けることとしてお

ります。 

 また、プラットフォームの取組を円滑に進め

るため、新事業創出の支援実績があり、スター

トアップ企業等とのネットワークを有する民間

事業者にその運営を委託しますとともに、県内

企業に精通する専門家をアドバイザーとして配

置いたします。さらに、新事業創出に向けて必

要となる実証実験や製品開発等に要する経費を

支援する新たな補助制度も創設したいと考えて

おります。 

 今後、今議会で関連予算をお認めいただけれ

ば、新年度速やかにプラットフォームの運営事

業者の選定やスタートアップ企業等に提示する

課題の整理などを進め、６月頃にはプラット

フォームの周知と参画促進を目的としたオープ

ニングイベントを開催し、スタートアップ企業

等からの提案の受付を開始したいと考えており

ます。 

 県としましては、このプラットフォームをしっ

かりと機能させてイノベーションを創出し、本

県における様々な分野の課題解決や県内企業の

新事業展開に結びつけてまいります。 

   （水産振興部長濱田美和子君登壇） 
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○水産振興部長（濱田美和子君） 県産水産物の

輸出拡大にどのような戦略で取り組むのか、お

尋ねがございました。 

 議員からお話がありましたように、水産物の

輸出の拡大に向けては、米国や中国などの大規

模市場のみならず、経済成長が著しく、今後マー

ケットの飛躍的な拡大が期待できる国々にも販

路の開拓を行っていくことが必要です。 

 その際には、本県の２つの強み、まず１つ目

として、計画的な生産が可能な養殖魚を、近年

整備された大型加工施設において市場のニーズ

に応じた加工ができること、２つ目として、水

産物輸出促進コーディネーターをはじめとする

国内外に広いネットワークを有する専門人材を

配置していること、この２つの本県の強みを生

かした戦略の下、取組を進めていくことが有効

であると考えます。 

 本年２月には、インドのベンガルールでの日

本国総領事館のイベントにおいて、産地加工さ

れた冷凍養殖クロマグロなどを提供したところ、

高い評価をいただき、水産物に対する旺盛な需

要や取引に向けた手応えを感じています。来年

度は、現地パートナーの卸売事業者とのつなが

りを生かした賞味会の開催により、確実な取引

につなげてまいります。 

 また、東南アジアでは、これまでのタイやベ

トナムに加え、今後も人口の増加が見込まれる

フィリピンでの展示会に出展し、養殖魚を中心

に新たな販路の開拓に取り組みます。 

 加えて、有望な輸出相手国である中国に関し

ては、輸入の再開を見据え、本年１月に水産物

輸出促進コーディネーターが上海の現地パート

ナーを訪問し、今後の具体的な方策について協

議を行ったところです。引き続き、現地パート

ナーや、来年度、産業振興推進部が上海に配置

予定の食品海外ビジネスサポーターと綿密な情

報共有を図りながら、輸入再開後の速やかな販

路獲得に向けて取り組んでまいります。 

 こうした本県の強みを生かした戦略の下、県

内関係事業者としっかりと連携しながら、水産

物の輸出拡大の取組を進めてまいります。 

   （商工労働部長岡田忠明君登壇） 

○商工労働部長（岡田忠明君） まず、防災関連

製品の輸出強化に向けた今後の取組について御

質問がありました。 

 県では、本県と同様に地震や台風などの自然

災害が多い台湾やフィリピンなどの東南アジア

の国々を中心に、防災関連製品や技術の販路拡

大に取り組んでいます。 

 具体的には、台湾の見本市への高知県ブース

の出展や、県が開催する各国のセミナーでの製

品ＰＲのほか、ＪＩＣＡの中小企業支援事業を

県内事業者に活用していただき、販路拡大を後

押ししています。その結果、防災関連製品や技

術の海外売上げは、平成27年度から昨年度まで

の累計で70億円を超える状況となっています。 

 昨年10月には、国際的な指標で災害リスクが

高い国となっているフィリピンで防災セミナー

を開催し、100人を超える関係者に参加をいただ

きました。また、ＪＩＣＡの支援事業を通じて、

昨年末には、海外との取引が初めてとなる事業

者の防災製品が成約につながり、今後の取引拡

大に向けて大きな手応えを感じています。こう

したことから、来年度はフィリピンへの現地訪

問やオンラインによる商談機会を充実強化し、

新たな成約につながるよう積極的に支援してい

きます。 

 議員のお話にありました、国内市場で実績の

ある防災関連の備蓄品についても、台湾やイン

ドに設置している現地のアドバイザーや、タイ

やベトナムのサポートデスクも活用しながら、

販路の開拓に取り組みたいと考えています。 

 引き続き、ＪＩＣＡなど関係機関と連携し、

事業者への個別サポートを行いながら、個別商
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談の機会を増やし、成約につなげることで、防

災関連製品の輸出拡大を後押ししていきます。 

 次に、技能実習生の防災意識の向上を図る取

組について御質問がありました。 

 技能実習生が慣れない異国の地で、安全・安

心に暮らすことができる環境を整備することは、

本県での定着を促す上で大変重要です。特に、

本人の意思による転籍が可能となる育成就労制

度への移行を見据えた場合、防災対策の充実な

ど、生活面での安全・安心は本県の大きなＰＲ、

アピールポイントになると考えています。 

 技能実習生に対する防災対策の周知について

は、現在、国の運用により、実習生が入国後に

受講する１か月間の講習の中で、自然災害への

備えを学ぶことになっています。県内の監理団

体では、この入国後講習において、高知県防災

アプリの紹介や、啓発冊子「南海トラフ地震に

備えちょき」の配付などを行うとともに、一部

の事業者では、住居や職場から高台に避難する

訓練も行っています。 

 議員のお話のとおり、自然災害の多い本県で

生活している技能実習生にとっては、ベトナム

語やインドネシア語などに対応している県の防

災アプリは、地域の防災情報を入手し、災害に

備えるための有効なツールと考えます。 

 このため、技能実習生の雇用に精通する中小

企業団体中央会や県内の監理団体と連携し、外

国人材を雇用する事業者に対して、実習生が防

災アプリをインストールすること、また避難場

所を確認することを要請するなど、実習生の防

災意識の向上に取り組みます。 

 最後に、大学生などの、県内の事業者や仕事

への理解を深めてもらうための取組について御

質問がありました。 

 近年、大学生などの就職活動は、人手不足や

少子化などを背景とした空前の売手市場である

ことに加え、物価高騰などにより、これまで以

上に安定を重視する傾向にあり、大手企業を志

望する学生が増えている状況です。このような

中、大学生などの県内就職を促進するためには、

その前提として、県内にも魅力的な事業者や仕

事があるということを学生にしっかりと伝える

ことが重要です。 

 このため、子供の頃から様々な形で、商工業

や農林水産業など地域の産業と触れ合うことで、

将来の就職先の候補として県内事業者を意識し

てもらえるよう取り組みたいと考えています。 

 具体的には、来年度から児童や生徒に対して、

各産業分野における職業体験の場を設けるとと

もに、工場見学や出前授業に協力していただけ

る事業者を市町村ごとにデータベース化し、学

校現場で活用していただくことでキャリア教育

の実施を後押しします。 

 また、大学生などに対しては、本格的な就職

活動を始める前に、県内の経営者の熱い思いや

従業員のやりがいなどを直接聞くことができる

交流の機会を設けることで、魅力的な仕事の理

解を促していきます。 

 こうした取組を進めることにより、地域の子

供や学生が県内の事業者や仕事の魅力を知り、

地域への愛着も育むことで、より多くの若者の

県内就職定着につなげていきます。 

   （危機管理部長三浦謙一君登壇） 

○危機管理部長（三浦謙一君） デジタル技術の

活用による避難所業務の効率化についてお尋ね

がございました。 

 南海トラフ地震が発生した際に、県内で1,400

を超える避難所を運営する市町村では、限られ

た人員で避難所の情報を迅速かつ効率的に収集

することが必要となります。このため国では、

避難者支援業務において、マイナンバーカード

を活用したシステム開発の実証事業を進めてい

ます。このシステムは、県としても市町村に活

用を促していきたいと考えています。 
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 しかしながら、まだ実証事業ということもあ

り、システム開発には時間を要すると思われま

す。また、システム開発後も、その導入や読み

取り端末の購入に多額の費用が必要になるとも

想定されます。このことからしますと、システ

ムが市町村に普及するためには、一定の年数を

要すると考えられます。 

 このため、県では、当面の対応として、安価

でかつ簡単に、クラウドサービスを活用して、

避難所情報を効率的に収集するアプリを来年度

に作成したいと考えています。 

 作成に当たっては、避難所において、避難者

の代表がスマホで簡単に避難者の数やライフラ

イン、物資の状況を入力できる仕組みを考えて

います。あわせて、県と市町村の災害対策本部

においては、各避難所で入力された情報を直ち

に把握し、集約することも考えています。これ

を、県内市町村のうち、まずは１か所でモデル

的に取り組んでまいりたいと考えています。ま

た、作成したアプリは、避難所運営訓練を通じ

て検証した上で、他の市町村に展開してまいり

ます。 

 今後も、このように避難所業務については、

デジタル技術の進展に合わせて効率化を図って

まいりたいと考えております。 

   （総合企画部長松岡孝和君登壇） 

○総合企画部長（松岡孝和君） 県全体の公共交

通をどのように残していくのか、また利用促進

を図る取組についてお尋ねがございました。 

 県内の公共交通ネットワークの維持に向けて、

県では市町村や交通事業者などで構成する高知

県地域公共交通活性化協議会を開催することに

加え、地域ごとのブロック会にも参加し、利用

状況や課題の把握に努めるとともに、市町村を

またぐ公共交通の維持に関する調整なども行っ

てきております。 

 あわせて、事業者の運行などに対する補助や、

市町村がデマンド交通など新たな移動手段を導

入する際には、実証実験や車両購入などに支援

することで、公共交通の確保に取り組んでまい

りました。 

 しかしながら、人口減少に伴う利用者の減少

に加え、全県下的に運転士が不足していること

から、公共交通の維持はますます厳しい状況と

なっております。 

 このため、まず、公共交通の維持に向けて、

今年度中央地域においては、県、関係市町、事

業者をメンバーとしたワーキンググループを設

置し、中央地域の公共交通の将来像について取

りまとめを行いました。 

 それ以外の地域については、各市町村を直接

訪問し、公共交通の現状や課題についてお話を

伺った上で、専門家を派遣し、路線やダイヤの

見直し、交通空白地へのデマンドバスの導入と

いった提案を行っているところであります。中

には、コストや効率性などの面で、複数の市町

村による運行が合理的な場合もあることから、

今後、市町村間の調整も進めてまいります。 

 次に、今後さらに人口の減少が進む中で、地

域の公共交通を残していくためには、お尋ねの

ありましたように、利用促進の観点がより重要

になってくると考えます。 

 利用促進につきましては、お話のありました

通学定期券半額キャンペーンなどのほかに、こ

れまでにも県内において、使い勝手のよいダイ

ヤへの見直しや異なる交通機関への接続の改善

などにより取り組んできた事例がございます。

こうした事例や他県の先行事例を各市町村と共

に検証、共有し、利用促進が図られますよう、

しっかりと検討を進めてまいります。 

   （人口減少・中山間担当理事中村剛君登壇） 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） まず、

移住促進策の現状と成果を踏まえた取組の強化

についてお尋ねがございました。 
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 移住施策では、昨年度から取り組むデジタル

マーケティングを活用した情報発信により、イ

ベントの集客が増加、直近１月末の新規相談者

数は前年同期比で124％増と大幅に増加してお

り、これに伴い移住者数も1,725人、127％増と

昨年度を上回って推移しております。 

 一方で、県や市町村の移住相談窓口を通らな

い方も含めた住民基本台帳上の転入者全体で見

ると、令和６年暦年では、前年に比べて約880人

減少しており、本県出身者など支援窓口を利用

せず、独自に仕事などの情報を集め、高知への

居住を判断している方の転入が大きく減少した

のではないかと考えております。 

 こうした支援窓口を利用しない本県出身者な

どを広く把握し、情報を届け、決断を促すこと

が移住者増加、転入者増加に有効と考えます。

このため、昨年度から県の相談窓口をＵＩター

ンサポートセンターに改称し、Ｕターン支援を

明確に掲げ、併せてスマホの位置情報を活用し

て推定した本県出身者に移住情報を届け、Ｕター

ン相談につなげる取組を行っております。 

 来年度は新たに、県内に残る親世代や同世代

の友人にも情報発信を行い、身近な方からのＵ

ターンの呼びかけにつなげてまいります。また、

本県出身者の多い大阪で、センターの相談窓口

の体制強化を図るとともに、同じく本県出身者

が多く、転入者も多い中国・四国地方をターゲッ

トとしたオンラインの就職・転職相談会やイベ

ントの情報発信も強化してまいります。 

 こうした取組に加えまして、お話にありまし

た、移住を後押しする全国組織との連携もさら

に強化し、都市部から地方への人の流れもしっ

かり捉えながら、移住目標の達成を目指してま

いります。 

 次に、関西圏の人材を本県に呼び込むための

施策の強化についてお尋ねがございました。 

 大阪梅田のアンテナショップのオープンなど、

関西戦略が本格的に始動することを意識して、

昨年９月にＵＩターンサポートセンターの大阪

窓口を１名体制から２名に増員したところ、そ

の９月から１月までの延べ相談件数は325件、前

年の1.5倍に伸びております。また、１月に大阪

で開催した移住相談会には、お話にありました

ように過去最多、東京を上回る269人の来場があ

り、本県への移住の関心の高まりを感じており

ます。 

 来年４月には、大阪・関西万博が開幕し、本

県の魅力を発信する機会のさらなる拡大が期待

されます。移住施策におきましても、この機を

逃さず、関西圏からの移住者の増加につなげた

いと考えております。 

 このため、来年度は大阪事務所内の相談窓口

を民間のシェアオフィスに移転し、相談専用ス

ペースを確保するなど、機能強化を図ります。

あわせて、職員を２名から３名へとさらに増員

し、相談のみならず、大阪独自のイベントの企

画・運営も行えるよう体制を強化してまいりま

す。 

 この移転先の施設の運営者は、本県出身の起

業家であり、本県ゆかりの若者が集うイベント

も行っておりますことから、この運営者とも連

携した取組を行い、新たな相談者の獲得にもつ

なげていきたいと考えております。 

 さらに、施設内のコワーキングスペースを活

用した市町村の個別相談会を新たに大阪でも開

催し、より多くの関西圏の若者に、県内の市町

村に対する関心を持っていただきたいと考えて

おります。 

 引き続き、追い風を生かしながら、移住施策

と関西戦略がしっかり連携し、移住増加に相乗

的な効果が発揮できますよう取り組んでまいり

ます。 

   （教育長長岡幹泰君登壇） 

○教育長（長岡幹泰君） まず、公立高等学校の
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現在の就職状況と県内就職の促進に向けた取組

についてお尋ねがございました。 

 令和６年３月に県内の公立高等学校の全日

制・定時制・通信制を卒業した生徒3,673名のう

ち、就職をした生徒は725名となっております。

そのうち、県内で就職した生徒は522名であり、

就職者全体の72.0％を占め、令和２年度以降、

この割合は70％以上を維持しております。しか

し、生徒数の減少や進学希望の高まりから、就

職者数は減少傾向となっております。 

 現在、本県の多くの高等学校においては、社

会や地域をより深く知り、その課題を探究する

学習を通して、社会的な自立を促し、また我が

国や地域の将来のために貢献しようとする生徒

を育成することを進めております。 

 この取組の具体として、ものづくり総合技術

展の見学や県内事業者へのインターンシップ、

また仕事のやりがいや働くことの意義を聞き取

るインタビューシップなどを実施しております。

さらに、令和５年度からは高知県工業会と連携

し、若手社員から県内で働くことへの思いなど

を聞く学習や、女子生徒と女性経営者との懇談

会なども実施しています。 

 こうした取組は、県内産業の担い手育成に通

じ、また仮に高等学校卒業後に進学等で一度県

外に出たとしても、将来において高知に戻るこ

とを選択してもらうことにもつながるものと考

えております。このため、こうしたキャリア教

育をさらに充実させていきたいと考えておりま

す。 

 その具体策としては、進学希望者の多い普通

科高等学校に対しても、実際の社会や地元を知

る取組を拡大してまいります。また、県内の魅

力ある産業や文化を学ぶことを狙いとし、私立

を含む県内全ての高等学校から代表生徒が集ま

る宿泊型研修を実施することとしております。 

 こうした取組により、社会や地域に貢献でき

る人材を育成するとともに、子供たちのふるさ

と高知に対する誇りや思いを育んでまいります。 

 次に、高等学校の授業料無償化に伴う影響と、

県立高等学校への進学者確保の取組についてお

尋ねがございました。関連しますので、併せて

お答えをいたします。 

 国により、高等学校の授業料が無償化されま

すと、中学生にとっては、家庭の経済的な環境

に影響されることなく、進学先の選択肢が広が

るというメリットがあると考えられます。一方、

県立学校の立場からしますと、県全体の生徒数

が減少している中で、さらに入学希望者が減少

するといった影響が出ることが懸念されます。 

 そして、県立高等学校への進学者を確保する

ためには、まずもって生徒が行きたい、保護者

が行かせたいと思う学校づくりを行わなければ

なりません。そのために、学校は総力を挙げて

魅力ある授業・学びを創造し、生徒の学習や活

動を支援する体制を整え、子供たち一人一人が

描いた夢に向かって挑戦できる力を確実に育成

することが必要です。 

 今回策定します県立高等学校振興再編計画に

おいては、高校を５つのグループに分け、それ

ぞれに魅力ある学びや活動をつくっていくこと

としています。例えば、県中央部の学校では、

大学等との連携を深め、高度な学びに触れる機

会を充実させること。また、産業系専門高校で

は、企業との連携を強化し、これからの社会に

対応した先端技術を体験しながら学習すること。

中山間地域の学校では、自然や文化歴史などの

地域の特色に沿った教育活動を推進するととも

に、全国からの生徒募集を拡充することなどを

行ってまいります。このほか、全体を通して、

デジタル機器を活用した教育ＤＸや遠隔教育の

さらなる強化などにも取り組んでまいります。 

 このようなことを通じて、学校の魅力化、特

色化を図り、私立の高等学校とも切磋琢磨しな
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がら、生徒数の確保に努めてまいります。 

 最後に、中学卒業までの学力向上対策につい

てお尋ねがございました。 

 本年度の全国学力・学習状況調査におきまし

ては、これまで全国平均より高い学力を維持し

ておりました小学校算数について、前年度から

大きく下降する結果となりました。また、中学

校は全国との差は縮まってきておりますが、依

然として全国平均に達していない状況でありま

す。 

 この詳細を見てみますと、特に小学校算数の

学力については、議員からもお話がありました

ように、式の意味が理解できていないなど、基

本的な内容が定着していないところがございま

した。また、知識と知識を組み合わせて問題を

解決することは、中学校でも同様に課題が見ら

れます。この要因として、知識の定着を図るた

めの学習時間が近年短くなっていることが挙げ

られます。また、子供たちが主体的に試行錯誤

して考える場面が少ないことも要因の一つと考

えています。 

 このため、８月に結果分析を行った後、すぐ

に小学校教員を対象とした緊急の研修会を実施

しました。その中では、基礎、基本の内容を習

得させるための取組や、より深い学びとなる授

業のポイント、また学習後内容の定着度合いを

確認することの必要性などについて説明し、周

知を図ってきました。 

 また、中学校に対しましても、教科別研修会

を開催し、課題が見られた内容について解説を

し、改善策を示してきたところでございます。

その後も、指導主事を派遣し、各学校の取組を

支援しているところです。 

 来年度につきましては、これらの取組に加え、

知識や技能の定着を図るためのデジタルドリル

の活用を促進してまいります。また、中学校に

対しては、対話型ＡＩを実証的に導入し、家庭

学習をサポートすることなどを通して、子供た

ちの学習意欲を高め、学習習慣の確立を図って

まいります。 

   （農業振興部長松村晃充君登壇） 

○農業振興部長（松村晃充君） 高知県産の米の

輸出についてお尋ねがございました。 

 お話にありましたように、米は農家が安心し

て生産し、消費者に十分に供給できることが重

要です。一方で、生産が過剰となった場合には、

価格が下がり農家の米の生産離れにつながるお

それもあることから、国内での供給過剰を避け

るために、輸出は有効な手段の一つであると考

えます。 

 近年は、世界的な和食文化の広がりから、ア

ジアや北米を中心に日本の米の輸出量は年々増

加を続けており、2019年のおよそ１万7,000トン

から2024年にはおよそ４万5,000トンと、２倍以

上に伸びています。 

 現在、米の輸出は東北地方や北海道などの大

産地が中心となっており、本県の輸出実績はイ

ベントでの出荷などに限られている状況です。

このため、本県が本格的に輸出に取り組んでい

くためには、輸出先が求める品質やロットの確

保に加え、取り扱っていただける商社との連携

など、解決すべき課題は多くあります。 

 これらの課題を解決していくために、まずは

生産者や流通を担う団体において、輸出に向け

た意欲を持っていただく機運の醸成を図ること

が重要であると考えています。 

 このため、県としましては、米の輸出に関心

のある生産者や団体などを対象に、輸出におけ

るメリットや先行事例などを伝えるセミナーを

開催するなど、意欲の喚起に取り組んでまいり

ます。 

○12番（田中徹君） それぞれに、本当に御丁寧

といいますか、前向きな答弁もたくさんいただ

きまして、ありがとうございました。 
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 質問ではありませんけれど、今回、項目は少

し違いましたけれど、ガソリン価格の高騰につ

いて、そういった中で公共交通のほうにシフト

を促すというような提案もさせていただきまし

たけれど、これから本県、人口減少が進む中で、

やはり住み慣れた地域で住み続けていただくと

いうのが、高知県の目標であると思います。そ

ういったときに、やはり今、特にガソリン価格

もそうですし、お米の高騰もそうかもしれませ

ん、生活に関することが非常に県民の皆様に打

撃を与えているというようなことがあります。 

 そういった中で、これから市場を拡大してい

く、外に目を向けていくと同時に、やはり県内

の皆様方の生活というものもしっかり目を向け

ていただきまして、県内外のバランスを取りな

がら、今後の県政を進めていただきたいと思い

ます。 

 そして、来年度は、まさにこれから間もなく

でありますけれども、本当に、大阪・関西万博

が始まったり、様々な大きなイベントもござい

ます。そういった中で、次の令和８年度を見据

える上でも、この令和７年度というのは非常に

大事な仕込みの年になるのかなというふうに思っ

ております。 

 そういった中で、この３月をもって、残念な

がらでありますけれども、議場内外の方々が退

職をされるという方もいらっしゃいます。この

高知県に対して長きにわたる御尽力に、感謝を

申し上げ、私の一切の質問とさせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、本日の議事

日程は終了いたしました。 

 明６日の議事日程は、議案に対する質疑並び

に一般質問であります。開議時刻は午前10時、

本日はこれにて散会いたします。 

   午後４時36分散会 
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事務局職員出席者 

  事 務 局 長  中 島 勝 海 君 

  事 務 局 次 長  梅 森   実 君 

  議 事 課 長  飯 田 志 保 君 

  政策調査課長  溝 渕 松 男 君 

  議事課長補佐  松 岡 宏 尚 君 

  主     幹  大 川 美千子 君 

        

――――  ―――― 

 

議 事 日 程（第５号） 

   令和７年３月６日午前10時開議 

第１ 

 第 １ 号 令和７年度高知県一般会計予算 

 第 ２ 号 令和７年度高知県収入証紙等管理特

別会計予算 

 第 ３ 号 令和７年度高知県給与等集中管理特

別会計予算 

 第 ４ 号 令和７年度高知県旅費集中管理特別

会計予算 

 第 ５ 号 令和７年度高知県用品等調達特別会

計予算 

 第 ６ 号 令和７年度高知県会計事務集中管理

特別会計予算 

 第 ７ 号 令和７年度高知県県債管理特別会計

予算 

 第 ８ 号 令和７年度高知県土地取得事業特別

会計予算 

 第 ９ 号 令和７年度高知県国民健康保険事業

特別会計予算 

 第 10 号 令和７年度高知県災害救助基金特別

会計予算 

 第 11 号 令和７年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計予算 

 第 12 号 令和７年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計予算 

 第 13 号 令和７年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計予算 

 第 14 号 令和７年度高知県農業改良資金助成

事業特別会計予算 

 第 15 号 令和７年度高知県県営林事業特別会

計予算 

 第 16 号 令和７年度高知県林業・木材産業改

善資金助成事業特別会計予算 

 第 17 号 令和７年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計予算 

 第 18 号 令和７年度高知県港湾整備事業特別

会計予算 

 第 19 号 令和７年度高知県高等学校等奨学金

特別会計予算 

 第 20 号 令和７年度高知県流域下水道事業会

計予算 

 第 21 号 令和７年度高知県電気事業会計予算 

 第 22 号 令和７年度高知県工業用水道事業会

計予算 

 第 23 号 令和７年度高知県病院事業会計予算 

 第 24 号 令和６年度高知県一般会計補正予算 

 第 25 号 令和６年度高知県収入証紙等管理特

別会計補正予算 

 第 26 号 令和６年度高知県旅費集中管理特別

会計補正予算 

 第 27 号 令和６年度高知県用品等調達特別会

計補正予算 

 第 28 号 令和６年度高知県会計事務集中管理

特別会計補正予算 

 第 29 号 令和６年度高知県県債管理特別会計

補正予算 

 第 30 号 令和６年度高知県土地取得事業特別

会計補正予算 

 第 31 号 令和６年度高知県国民健康保険事業

特別会計補正予算 
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 第 32 号 令和６年度高知県災害救助基金特別

会計補正予算 

 第 33 号 令和６年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計補正予算 

 第 34 号 令和６年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計補正予算 

 第 35 号 令和６年度高知県県営林事業特別会

計補正予算 

 第 36 号 令和６年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計補正予算 

 第 37 号 令和６年度高知県港湾整備事業特別

会計補正予算 

 第 38 号 令和６年度高知県高等学校等奨学金

特別会計補正予算 

 第 39 号 令和６年度高知県流域下水道事業会

計補正予算 

 第 40 号 令和６年度高知県病院事業会計補正

予算 

 第 41 号 高知県一時保護施設の設備及び運営

に関する基準を定める条例議案 

 第 42 号 こうちグローバル人材育成基金条例

議案 

 第 43 号 高知県職員等こころざし特例基金条

例の一部を改正する条例議案 

 第 44 号 職員の旅費に関する条例の一部を改

正する条例議案 

 第 45 号 職員の育児休業等に関する条例及び

高知県獣医師修学資金貸与条例の一

部を改正する条例議案 

 第 46 号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例等の一部を改正する条例議

案 

 第 47 号 職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例議案 

 第 48 号 高知県住民基本台帳法施行条例及び

高知県行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用並

びに特定個人情報の利用及び提供並

びに個人番号カードの利用に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 49 号 高知県軽費老人ホーム等の設備及び

運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例議案 

 第 50 号 高知県立県民文化ホールの設置及び

管理に関する条例の一部を改正する

条例議案 

 第 51 号 高知県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例議案 

 第 52 号 高知県立県民体育館の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例

議案 

 第 53 号 高知県浄化槽保守点検業者の登録に

関する条例の一部を改正する条例議

案 

 第 54 号 高知県宅地建物取引業法関係手数料

徴収条例の一部を改正する条例議案 

 第 55 号 高知県建築士法施行条例の一部を改

正する条例議案 

 第 56 号 高知県建築基準法施行条例の一部を

改正する条例議案 

 第 57 号 高知県手数料徴収条例の一部を改正

する条例議案 

 第 58 号 職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例の一部を改正する条例

議案 

 第 59 号 高知県認定こども園条例の一部を改

正する条例議案 

 第 60 号 高知県立香北青少年の家の指定管理

者の指定に関する議案 

 第 61 号 権利の放棄に関する議案 

 第 62 号 県有財産（教学機器）の取得に関す

る議案 

 第 63 号 県が行う土地改良事業に対する市町
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村の負担の一部変更に関する議案 

 第 64 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 65 号 包括外部監査契約の締結に関する議

案 

 第 66 号 日高特別支援学校寄宿舎改築建築主

体工事請負契約の締結に関する議案 

 第 67 号 国道441号防災・安全交付金（口屋内

トンネル（Ⅱ））工事請負契約の一部

を変更する契約の締結に関する議案 

 第 68 号 和食ダム本体建設工事請負契約の一

部を変更する契約の締結に関する議

案 

 第 69 号 県道の路線の認定に関する議案 

 報第１号 高知県が当事者である訴えの提起の

専決処分報告 

第２ 一般質問 

   （１人） 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時開議 

○議長（加藤漠君） これより本日の会議を開き

ます。 

 

――――  ―――― 

 

諸 般 の 報 告 

○議長（加藤漠君） 御報告いたします。 

 刈谷公安委員長から、所用のため本日の会議

を欠席し、松尾公安委員を職務代理者として出

席させたい旨の届出がありました。 

 

――――  ―――― 

 

質疑並びに一般質問 

○議長（加藤漠君） これより日程に入ります。 

 日程第１、第１号「令和７年度高知県一般会

計予算」から第69号「県道の路線の認定に関す

る議案」まで及び報第１号「高知県が当事者で

ある訴えの提起の専決処分報告｣､以上70件の議

案を一括議題とし、これより議案に対する質疑

並びに日程第２、一般質問を併せて行います。 

 15番西内隆純議員。 

   （15番西内隆純君登壇） 

○15番（西内隆純君） 自由民主党会派の西内隆

純です。議長にお許しをいただきましたので、

質問を行います。 

 初めに、高知県元気な未来創造戦略について

お尋ねいたします。 

 貧困国において出生数が大きくなる理由は、

経済状況や医療、公衆衛生のレベルなどの要因

により乳幼児の段階で死亡しやすいことから、

リスクヘッジのため子を多くもうけるようになっ

たためと考えられています。 

 令和５年の９月定例会でも述べたように、近

代以前の日本も同様の多死多産の社会でした。

一方、今日の日本は、医療の発達や公衆衛生環

境の改善に伴い、乳児死亡率が1.8パーミルとい

う、世界でも有数の低率にあります。 

 日本の事例に明らかなように、ほとんどの国

は、多産多死から、技術や知見の向上とともに

多産少死、少産多死、少産少死の順に各フェー

ズを移動すると考えられており、現在の日本は

少産多死のフェーズにあります。また、この考

え方に基づく2024年の国連推計では、世界人口

は2080年代半ばに103億人のピークをつけて減少

傾向に入るとされています。 

 少子化といいますと、生まれてくる子供の数

が少ないことが着目されがちですが、さきに述

べたように子供が早死にしなくなったことの裏

返しでもあり、少子化それ自体が必ずしも悪と

いうわけではありません。ただし、少子化が過

度に進行する中で、出生率が人口置換水準を下
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回ってしまうと、人口減少が進み、労働力不足、

社会保障制度の維持困難など、国家の存続に関

わる深刻なリスクが顕在化してしまいます。 

 令和６年度、3,123人と過去最少、前年を250

人下回る出生数を記録している本県は、人口減

少対策を最重要課題に位置づけ、令和６年３月

には高知県元気な未来創造戦略を策定し、現在

その実現に取り組んでいるものと承知しており

ます。同戦略では、人口減少対策は若年人口の

増加を図るとして表現されており、政策１の若

者の定着・増加と政策２の婚姻数の増加、これ

らの複合効果による政策３の出生数の増加に

よって実現するとしています。 

 同戦略の下、官民挙げての取組により少子化

対策を推進しておりますが、この少子化につい

ての危機感や問題意識は世代や置かれた立場で

まちまちであり、県民に十分なコンセンサスが

形成できていないように思われます。例えば環

境問題であれば、長年の様々な取組の結果、経

済活動はもとより個人レベルにおいても、小ま

めに電気を消す、エアコンの温度管理、ごみの

分別にリユースなど、環境を守るための小さな

積み重ねが実践されております。その点からす

ると少子化対策は、本腰を入れ始めて間もない

ということもありますが、まずは県全体で危機

感の共有を図ることを徹底しなければならない

と考えます。 

 そこで、少子化の進展が本県あるいは日本に

もたらす問題について県民との間で十分な共通

認識が形成できているのか、また今後どのよう

に深めていくのかについて知事にお尋ねいたし

ます。 

 先日、大愚和尚の一問一答というユーチュー

ブコンテンツを視聴する機会がありました。こ

のコンテンツは、視聴者から寄せられた人生相

談に和尚が答えるというものです。長くなりま

すが、相談の概要を御紹介いたします。 

 相談者の男性は、勉強態度の悪い長男をせっ

かんしたことが原因で、妻と息子２人が妻の実

家に帰ってしまったといいます。相談者は間も

なく、謝罪の機会もなく、持病のあった長男と

死別し、その後には生前の長男の勧めもあって

妻から離婚を提案されます。相談者は、次男の

教育上もよくないから家に帰ってほしいと説得

するも、妻は、死んだ長男が羨ましがるような

ことはやめてほしいと言って聞き入れてくれな

い、どうしたらよいものかといったものでした。 

 和尚は答えます。お釈迦様の教えには、因縁

生起、略して縁起という言葉があります。例え

ば、子供が生まれて、一人の男が父、一人の女

が母と呼ばれる。結婚をして初めて夫と呼ばれ、

妻と呼ばれる。夫や妻、子供という固定的な存

在があるわけではなく、まず関係性があり、そ

の中で役割を与えられる。会社であれば、上司

があり、部下がある。そういった関係性の中で

人間は生きているが、これを縁起という。 

 奥様が相談者と離れて暮らしたいのは、長男

ではなく奥様の意思です。子供を叱ったからと

いって、よっぽど度が過ぎない限り、パパ、マ

マと、親の元に戻ってくるはずです。 

 夫婦、親子の関係がどのようなものか。子供

が小さいうちは、父親ではなく母親を圧倒的に

信頼し、ママ、ママと、母親をよりどころにし

ます。父親が外で頑張って仕事をし、幾ら給料

を稼いできても、子供の信頼や尊敬は勝ち得ま

せん。 

 では、どうすればよいか。それは、子供にとっ

てよりどころである母親を、父親がどれだけ大

事にしているか、守ろうとしているかに尽きる

のです。子供はその姿を見て、父親に対する尊

敬、信頼の度合いを決めていくのです。したがっ

て、今回奥様が離婚ということを考えたのであ

れば、その原因は相談者と奥様の関係の中にあ

り、長男もしくは次男の意思には当たりません。
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相談者の最大の問題は、一連の出来事が縁起の

中で生じていることに気づいていない点にあり

ます、と和尚は締めくくられました。 

 この話を拝聴した際には、私の背筋もいささ

か寒くなりました。我が子がはや１歳を迎えま

したが、懐き方がいま一つのように思います。

心がけが不十分なのかもしれません。もう一つ、

私自身、育児に比較的参加をしているはずとの

自負はありますが、かといって第２子創造戦略

の策定がスムーズかといえば、そうではありま

せん。さらなる心がけが必要と痛感した次第で

す。 

 和尚のお話を踏まえた上で、高知県元気な未

来創造戦略の政策３、こどもを生み、育てたい

希望をかなえるを掘り下げてまいります。 

 その強化の方向性４、共働き・共育てのさら

なる推進の取組を見ますと、固定的な性別役割

分担意識の解消、男性に育休を取らせることで、

出産・育児・家事の負担軽減とあります。 

 同戦略の推進委員会で、ある委員から、男性

が育休を取っても家でごろごろして邪魔になる

だけということもあるので、しっかり育児等に

参加させるようにしなければとの発言があった

と記憶しております。私も、御指摘のようなこ

とが起きて、男性の育休取得が目的化するので

はないかと心配をしております。 

 大愚和尚の問答を踏まえますと、やはり伴侶、

家族を大切に思うということが育休に先立つべ

きと思います。その思いがあっての育休取得で

あれば、伴侶の出産・育児・家事の負担軽減は

もちろん、第２子、第３子へのよりスムーズな

道が開けるものと思います。さらに言えば、こ

のような心がけのある男女が高知にたくさん育

てば、真に魅力的な県になるであろうし、結婚・

出産に事欠かなくなるのではないかとも思いま

す。 

 こういった内面の在り方については、三つ子

の魂百までといいますから、学校教育において、

結婚、家族、親子とは何か、その縁起などにつ

いて、幼少期からしっかりと学ぶ機会が提供さ

れることが望ましいと考えます。 

 そこで、学校での道徳教育を充実させること

により高知県の元気な未来を創造することにつ

いて教育長の御所見をお伺いいたします。 

 次に、地消地産の取組についてお尋ねいたし

ます。 

 先日、一冊の本に出会いました。小島尚貴著

のコスパ病と題する本です。著者は、九州の多

くの企業や１次産業生産者を海外につなぐ貿易

コンサルタント業に従事する中で、日本のコス

ト抑制圧力、価格転嫁が難しい状況を生み出す

構造が自損型輸入にあると指摘をいたしました。

氏が定義された自損型輸入とは、日本人が日本

の技術、設備を人件費と製造コストの低い国に

持ち込み、日本人が作成した仕様書と日本人が

指定した原材料によって安価な製品を製造し、

日本市場のみにおいて輸入販売することで、日

本各地の産業を衰退させる構造を持つ貿易手法

を指します。 

 自損型輸入の発見は、小島氏が熊本県八代地

方を仕事で訪れる中で、畳表の原料となるイグ

サの栽培農家の衰退状況を目の当たりにしたこ

とがきっかけでした。元来、日本にしか生息し

ていなかったイグサと、そのイグサでしか作れ

ない畳表に中国産なるものが生まれ、瞬く間に

シェアを広げたことが、日本のイグサ農家の急

速な衰退を招きました。なお、本県のイグサ農

家も土佐市に２軒を残すのみとなりました。 

 イグサの苗、栽培技術、加工機械を中国に持

ち込んだのは、日本のイグサを取り扱う業者で

した。最初は品質の低い中国産イグサによる畳

表も、品質が向上するにつれて、低価格を武器

に日本の農家を追い詰めます。廃業した農家か

ら１台数百万円もする織機がただ同然で回収さ
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れ、中国の農家に無料で貸し付けられるように

なると、さらに安価な畳表が日本に輸入される

という負の循環に陥ります。僅か15年の間に7,366

台もの八代の中古織機が中国へ渡り、同地のイ

グサ作付面積は73％減少いたしました。 

 このイグサと同じ構造が様々な製品、サービ

スに氾濫しているのが今の日本であります。小

島氏は、そこには個々の企業の経営努力だけで

は対処できない問題があります。消費者は、似

たもので機能が変わらないなら1,000円の国産品

よりも100円で買えるほうがお得だ、コスパ――

コストパフォーマンスがいいと言って、100円の

輸入品を選びます。例えば、国産の陶磁器は、

その価格差に苦しみ、受注のために取引先から

の値下げ要求に応えるという後ろ向きの経営努

力を求められます。その一方で、自損型輸入の

業者は、日本の業界と産地を圧迫し、自国経済

に損害を与えながらも、自社だけは得をします。

現に、業界シェアランキングを見れば、自損型

輸入を行う均一ショップや衣料品、生活雑貨、

家具、作業用品関連業者が上位に名を連ねてい

ます。消費者はコスパを求めて和製メード・イ

ン・チャイナの製品を買いあさり、メディアも

それをプチプラなどと言ってはやします。何千

万人という消費者がこぞって自損型輸入製品を

買いあさってきたことにより、九州だけでも既

に多くの産業と産地が衰退し、消滅の瀬戸際に

追い詰められつつありますと述べられておりま

す。 

 小島氏は、この問題を解決するためには、消

費者と生産者が積極的にコミュニケーションを

取り、経済のサイクルを国内で回すことが重要

と言います。消費者は、価格の安さだけではな

く品質や生産背景にも目を向け、ふるさとと自

分を豊かにする国産品を積極的に購入するよう

心がける、言い換えれば、地元に対する経済効

果が低い買物を避けて、無理なく少しずつ自分

に近いところにお金が落ちる買物を増やしてい

くことが重要とのことです。自損型輸入により、

コスト抑制圧力や価格転嫁が難しい中、本県で

も多くの産業と産地が衰退し、厳しい状況に追

い込まれつつあります。 

 そこで、地元の産業、産地、そこに根づく人々

の暮らしや文化を守るため、地消地産の強化に

併せて、地産地消の重要性を消費者に啓発する

ことを行ってはどうでしょうか、産業振興推進

部長にお尋ねいたします。 

 続いて、関西戦略についてお尋ねいたします。 

 大阪・関西万博が目前まで迫ってまいりまし

た。国内外の多くの人が、関西万博へ大小様々

な期待や関心を寄せているのではないでしょう

か。本県は、この機を生かして、万博での本県

ＰＲや関西から高知への人の流れをつくるため、

様々な取組を実施していかなくてはなりません。 

 一方で、関西万博の前売りチケットの売行き

が低調であるとのマスコミ報道を目にし、心配

もいたします。国の威信をかけた国際イベント

でもあるし、またその成否は本県の関西戦略に

無関係ではありません。当の大阪府としては、

前売り券が一枚でも多く売れてほしいと考えて

いるんではないかと思います。 

 そこで、この機会を捉えて、関西万博を盛り

上げるために、チケット協力などの一段踏み込

んだ提案をされてはいかがでしょうか。本提案

によって本県の関西に対する真摯な思いが伝わ

れば、おのずと関西戦略の細部は強化され、真

の意味で関西戦略を進めることにつながると思

います。 

 関西万博を盛り上げるための一段踏み込んだ

協力を行うことについて産業振興推進部長の御

所見をお伺いいたします。 

 インバウンド観光についてお尋ねいたします。 

 新聞記事によると、令和６年の外国人観光客

の訪日、いわゆるインバウンド観光は過去最高
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の3,687万人を記録し、その消費額は８兆1,395

億円に上ったそうです。統計上、その消費額は

半導体を上回り、自動車に次ぐ規模に達してい

ます。 

 しかし、訪日客の宿泊地のほとんどが３大都

市圏に集中しており、都道府県別がある2024年

７月から９月の訪日消費額を見ると、東京都が

約6,620億円で最多、次点の大阪が3,128億円、

３位の京都が1,288億円です。高知は、増加率が

非常に高かったとはいえ、全国45位の僅か８億

円です。 

 本県のインバウンド観光強化のため、チャー

ター便の定期航路化や新規航路の開拓、施設整

備等が進められておりますが、訪日客のニーズ

を捉えて観光コンテンツや関連サービスに反映

するといったきめ細かな取組も重要と考えます。 

 県では外国人観光客動向調査などを実施して

いると承知しておりますが、その調査結果の概

要と今後の対策について観光振興スポーツ部長

にお尋ねいたします。 

 また、先日、高知市内のバス停で時刻表とに

らめっこをしている外国人観光客を見かけまし

た。自家用車が主要な交通手段の本県において、

外国人観光客の方々は果たして目的地にたどり

着けただろうかと心配をいたしました。 

 県内の山間部まで含めて極上の田舎を味わっ

ていただき、さらに長期滞在につなげるために

は、観光コンテンツの面的な展開が不可欠であ

り、そのためにも小回りの利く交通手段の確保

が重要と考えます。 

 そこで、外国人をはじめとする観光客が利用

しやすい二次交通の確保について観光振興ス

ポーツ部長にお尋ねいたします。 

 次に、近視対策についてお尋ねいたします。 

 これは歯科保健の話ですが、昭和15年頃、子

供の虫歯率は40％台でした。現在は、学校歯科

保健活動の充実が大きな成果を上げており、令

和６年度の学校保健統計によると、未就学児で

20％、小学校以降で30％の虫歯率となり、過去

最低の水準となりました。積極的な介入措置が

大きな効果を上げたすばらしい例と、関係各位

の御努力に感謝を申し上げます。 

 その一方で、子供の視力は悪化傾向にあるよ

うです。２月14日の高知新聞には「高校生７割 

視力1.0未満」との衝撃的な見出しがあり、大変

な危機感を覚えました。子供らの近視対策に向

けて、歯科予防に負けず劣らずの取組が今こそ

求められていると思います。 

 以前、伊藤教育長に近視対策についてお尋ね

した際、これまでの学校の取組に併せて、文部

科学省で作成されている啓発資料を活用して対

策するとの御答弁をいただきました。 

 今日までの近視対策の取組の成果がどうだっ

たのか、また子供たちの目の健康を守るために

今後さらなる成果を求めて積極的な取組が必要

ではないか、教育長にお尋ねをいたします。 

 住宅産業の振興策についてお尋ねいたします。 

 昨今の資材・人件費高騰によって住宅価格が

高騰し、新規着工件数が大幅に減少しておりま

す。あまりにも激しい低迷のために、本年度中

には県内幾つかの工務店が店を畳むかもしれな

いとのお話も聞こえてまいります。 

 県内の住宅産業の状況についてどのように把

握されているのか、土木部長にお尋ねいたしま

す。 

 工務店の中でも、伝統的な木造住宅に関わる

事業者はさらに苦戦を強いられており、関連し

た地場の左官や瓦などの事業者も厳しい状況に

あるとお聞きしております。地域へのお金の還

流の視点はもとより、地場産業の振興、職人の

成り手の育成・確保につなげる観点からも、伝

統的な木造住宅に注目が集まればと思います。 

 そこで、土佐派などの伝統的な木造住宅の普

及啓発について土木部長にお尋ねいたします。 
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 次に、温暖化対策についてお尋ねいたします。 

 本県は、2030年度までを計画期間とする高知

県地球温暖化対策実行計画を策定し、本県から

排出される温室効果ガスを2030年度に2013年度

比で47％以上削減することを目標に掲げ、様々

な地球温暖化対策を実施してきました。同計画

の、高知県の気候の将来予測と適応策という項

において、今後予測されている気候変動による

影響と既に発生している影響に対して、分野ご

とに影響の内容、重大性、緊急性、確信度、そ

してその影響に対する施策がまとめられていま

す。 

 そこで、気候変動による影響の重大性、緊急

性、確信度の高いものについて、各分野でどの

ような対策が進められているのか、林業振興・

環境部長にお尋ねいたします。 

 気候変動が引き起こす猛暑、乾燥、集中豪雨

の増加などによって、自然環境や、本県の基幹

産業である１次産業、さらには治山、治水等へ

の影響度が高まりを見せており、予断を許さな

い状況にあります。本年１月７日の高知新聞に

は、気候変動で海面の上昇や台風の大型化など

が予想されることから、国土交通省は、海上輸

送網の拠点となる全国125の港湾に護岸のかさ上

げを要請するとの記事がありました。 

 本県は高知港、須崎港、宿毛湾港の３港が該

当するとのことですが、港湾における護岸のか

さ上げに対して今後どのように対応していくの

か、土木部長にお尋ねいたします。 

 昨今、私は、極めて身近な出来事の中に温暖

化の影響が顔をのぞかせるようになったと感じ

ています。キャベツなどの葉物や果物の供給が

ここ数年安定性を欠いていることや、病害虫の

パターンの変化について心配をいたします。漁

業では、南方に分布する魚種を見かけるように

なりました。集中豪雨も毎年当たり前のように

発生いたしております。 

 私たちは、既に止めようのない、しかも放置

するほどに大きな代償を支払う必要のある、そ

れでいて時間的かつ空間的に広範に及ぶ変化に

対応していかなくてはなりません。一方で、ピ

ンチはチャンスという言葉もあります。温暖化

によるダメージを最小化するノウハウの獲得が、

本県に様々な優位性をもたらすかもしれません。 

 このような観点から、次年度に改定予定の高

知県地球温暖化対策実行計画において、分野ご

との気候変動の影響評価を踏まえた上で、重点

的に取り組むべき対策を盛り込んでいく必要が

あると思いますが、濵田知事の御所見をお伺い

します。 

 次に、南海トラフ地震対策についてお尋ねい

たします。 

 南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化に当

たり、計画のポイント４項目の一つ、命をつな

ぐための避難環境の整備の強化を図るとして、

能登半島地震では避難生活による災害関連死が

相次いで発生したことも踏まえ、避難所におけ

るトイレやベッド、冷暖房などの整備促進によ

る生活環境の充実に取り組むこととされており

ます。 

 具体には、事業者によるトイレカーやキッチ

ンカーの導入を後押しするとのことですが、こ

の取組がどのように活用されるのか、危機管理

部長にお尋ねいたします。 

 また、東日本大震災や熊本地震、能登半島地

震のいずれの災害においても、被災者のトイレ

対策が課題として上がっています。大規模災害

が発生した際、仮設トイレは、自治体が避難所

を開設した後に調達、設置することになってお

ります。しかし、発災後に移動を阻む道路上の

瓦礫やごみ、またその啓開に必要な交通規制等

によって、仮設トイレの調達及び設置は避難所

開設から３日以上を必要といたします。メンテ

ナンスのくみ取りも同様に、計画どおりに進め
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ることが難しく、避難所の仮設トイレが度々使

用できなくなることがあったとお聞きしており

ます。 

 能登半島地震の際には、崩壊した道路が雪で

覆われている中を命がけでくみ取り車を走らせ

たケースがあり、浄化槽関連団体内では、今後、

災害発生後しばらくはくみ取り作業を見送る方

針とするべきとの声もあるようです。トイレカー

などによって分散処理するという考え方もあり

ますが、数百人規模の避難所のし尿処理にはと

ても対応できません。マンホールトイレは、発

災時には下水処理場が浸水する可能性が高く、

機能しないのではとの指摘もあります。 

 災害時のトイレについての悶々とした悩みを

抱える中、防災製品の見学会において、災害ト

イレ２Ways大地くんという製品に出会い、すっ

きりとした気分になりました。大地くんは、500

人が30日間使用可能な容量のタンクを地下に埋

設する、災害時の大容量トイレ設備であります。

その容量は仮設トイレの100基分、最大サイズの

トイレカー30台分相当で、避難所のトイレ問題

を解決するだけでなく、トイレの設置や維持管

理に発災後の貴重な指揮所の能力を割く必要が

なくなるとのことでした。平時の利用も考慮さ

れており、10基の折り畳み式トイレ建屋と洋式

簡易水洗トイレを地下タンク内の半分のスペー

スに収容すると、残り半分には物資の地下備蓄

を行うことができます。 

 大地くんは、高知県地場産業賞受賞の製品で

すが、県への導入実績は春野総合運動公園の１

基のみで、県内市町村を含めますと2023年時点

で20か所、28基にとどまっています。私は、地

震発生時には孤立地域が発生しやすい地理的条

件にある本県こそ、大地くんのような大人数の

トイレ利用に対応できる設備を準備しておくべ

きと思います。 

 そこで、収容者数の多い避難所については災

害時用の大容量トイレの設備の導入を進めては

どうかと考えますが、その是非と、導入を進め

るに当たっての課題について危機管理部長にお

尋ねいたします。すっきりとする答弁を御期待

申し上げます。 

 最後の質問項です。終戦の日には少し早いで

すが、昭和100年、戦後80年の節目の年に、終戦

の詔を御披露申し上げます。 

 終戦の詔とは、昭和20年８月15日の正午にラ

ジオで放送された、天皇陛下による同詔書の音

読、いわゆる玉音放送のことです。耐え難きを

耐え忍び難きを忍びのフレーズ以外は、皆様あ

まり御存じないものと思います。 

 そこで、本日は全文の現代語訳を披露いたし

ますので、昭和天皇のお言葉を通じて、戦地で

倒れた方、戦禍に遭って家族や友人、職や財産

を失われた方、様々な同胞の状況に思いを致し

ていただきたいと思います。また、陛下は戦後

の日本と日本人のありようについて言及されて

おりますが、ここに触れることを通じて、日本

の伝統と文化、そして御皇室について皆様が興

味を持つきっかけとなれば幸いです。 

 現代語訳は、武蔵野大学寺島恒世客員教授と

和洋女子大学間淵洋子准教授によるものです。 

 終戦の詔。 

 私は、深く世界の情勢と日本の現状につい

て考え、非常の措置によって今の局面を収拾

しようと思い、ここに忠義で善良なあなた方

国民に伝える。 

 私は、日本国政府に、アメリカ・イギリス・

中国・ソ連の４国に対して、それらによる共

同宣言（ポツダム宣言）を受諾することを通

告させた。 

 そもそも、日本国民の平穏無事を確保し、

すべての国々の繁栄の喜びを分かち合うこと

は、歴代天皇が大切にしてきた教えであり、

私が常々心中強く抱き続けているものである。
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先にアメリカ・イギリスの２国に宣戦したの

も、まさに日本の自立と東アジア諸国の安定

とを心から願ってのことであり、他国の主権

を排除して領土を侵すようなことは、もとよ

り私の本意ではない。しかしながら、交戦状

態もすでに４年を経過し、我が陸海将兵の勇

敢な戦い、我が全官僚たちの懸命な働き、我

が１億国民の身を捧げての尽力も、それぞれ

最善を尽くしてくれたにもかかわらず、戦局

は必ずしも好転せず、世界の情勢もまた我が

国に有利とは言えない。それどころか、敵国

は新たに残虐な爆弾（原子爆弾）を使い、む

やみに罪のない人々を殺傷し、その悲惨な被

害が及ぶ範囲はまったく計り知れないまでに

至っている。それなのになお戦争を継続すれ

ば、ついには我が民族の滅亡を招くだけでな

く、さらには人類の文明をも破滅させるに違

いない。そのようなことになれば、私はいか

なる手段で我が子とも言える国民を守り、歴

代天皇の御霊（みたま）にわびることができ

ようか。これこそが私が日本政府に共同宣言

を受諾させるに至った理由である。 

 私は日本と共に終始東アジア諸国の解放に

協力してくれた同盟諸国に対して、遺憾の意

を表さざるを得ない。日本国民であって戦場

で没し、職責のために亡くなり、戦災で命を

失った人々とその遺族に思いをはせれば、我

が身が引き裂かれる思いである。さらに、戦

傷を負い、戦禍をこうむり、職業や財産を失っ

た人々の生活の再建については、私は深く心

を痛めている。考えてみれば、今後日本の受

けるであろう苦難は、言うまでもなく並大抵

のものではない。あなた方国民の本当の気持

ちも私はよく分かっている。しかし、私は時

の巡り合わせに従い、堪え難くまた忍び難い

思いをこらえ、永遠に続く未来のために平和

な世を切り開こうと思う。 

 私は、ここにこうして、この国のかたちを

維持することができ、忠義で善良なあなた方

国民の真心を信頼し、常にあなた方国民と共

に過ごすことができる。感情の高ぶりから節

度なく争いごとを繰り返したり、あるいは仲

間を陥れたりして互いに世情を混乱させ、そ

のために人としての道を踏み誤り、世界中か

ら信用を失ったりするような事態は、私が最

も強く戒めるところである。まさに国を挙げ

て一家として団結し、子孫に受け継ぎ、神国

日本の不滅を固く信じ、任務は重く道のりは

遠いと自覚し、総力を将来の建設のために傾

け、踏むべき人の道を外れず、揺るぎない志

をしっかりと持って、必ず国のあるべき姿の

真価を広く示し、進展する世界の動静には遅

れまいとする覚悟を決めなければならない。

あなた方国民は、これら私の意をよく理解し

て行動してほしい。 

 以上が終戦の詔です。 

 ２月23日の天皇誕生日には、戦後80年に寄せ

て、今上陛下より、平和への思いを新たにする

機会にとのお言葉がございました。 

 そこで、終戦の詔を聞いての感想と、昭和100

年、戦後80年の節目に平和に寄せる思いを知事

にお尋ねいたします。 

 さて、この昭和100年の節目の年に４年の副知

事任期を全うし、40年にわたる県庁生活を終え

られる井上副知事におかれましては、誠にお疲

れさまであり、ありがとうございました。 

 1985年に入庁されて以来、様々な行政経験を

積まれた後に、地産地消・外商課長や産業振興

推進部長、そして総務省出身以外の職員が務め

るのは12年９か月ぶりとなる総務部長を歴任、

令和３年には濵田知事の副知事として着任され

ました。その当初は、新型コロナウイルスが猛

威を振るっていた頃であり、非常に難しいかじ

取りの中、県民のために相当に御苦労なさった
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ことと存じます。 

 また、井上副知事は、私に課せられた大きな

役割の一つは、様々な県政課題に果敢にチャレ

ンジする、次の時代を担う志を持った県庁職員

を育成していくこと、そして風通しがよく、チー

ム県庁としてまとまりのある組織をつくってい

くことだと思っておりますと述べられておりま

す。言葉のとおり、チーム県庁を一丸にして濵

田知事の県政運営を支え、また後進の育成にも

御尽力くださいました。その長きにわたる県庁

生活を振り返り、様々な思い出が去来している

ものと存じます。 

 そこで最後に、副知事のこれまでの県庁生活

を回顧しての感想とこれからの県政への期待に

ついてお尋ねいたしまして、１問とさせていた

だきます。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 西内議員の御質問にお答

えをいたします。 

 まず、少子化問題に関する県民との共通認識

と、今後どう深めていくかについてお尋ねがご

ざいました。 

 我が国におきましては、高度経済成長期後の

1974年以降、合計特殊出生率がいわゆる人口置

換水準を下回り続けておりまして、2011年から

は人口減少が続いております。こうした人口減

少の進行によりまして、地方では、地域社会の

担い手の減少、経済規模の縮小など、様々な社

会的、経済的な課題が生じております。そして、

このまま少子化が進行すれば2050年までに県内

の34市町村のうち25の市町村が消滅の危機に瀕

するおそれがあると指摘する大変ショッキング

な推計も行われているところであります。 

 こうした中、本県では、官民挙げて少子化対

策を推進するために、平成20年に高知県少子化

対策推進県民会議を設立いたしました。この会

議には、経済界をはじめ、１次産業分野、教育

や医療・福祉分野、さらには地域団体や報道機

関など幅広い分野の方々に参画をいただき、ま

さに官民連携で少子化対策に取り組む体制を

取っております。 

 ただ、この会議の活動は、少子化対策として

何をやるか、出会い支援あるいは子育て支援、

こういったことをやっていくということの啓発

が中心となっておりまして、御指摘がありまし

たような、少子化対策がなぜ必要かといった、

そうした視点からの活動はあまり十分にはでき

ていなかったのではないかというふうに、振り

返ってみて思います。 

 また、議員御指摘のように、地球温暖化につ

きましては、例えば猛暑による熱中症の激増あ

るいは豪雨災害の頻発化、激甚化などによりま

して、身近なところで対策の必要性が実感され

やすいということに対し、少子化問題につきま

しては、特に都市部の住民にはそこまでの実感

はされにくいという側面は確かにあるのではな

いかというふうに思います。 

 このため、少子化対策の必要性についての危

機感が県民の皆さんに浸透しているかどうかと

いう点につきましては、まだまだ道半ばだとい

う思いを強くしております。したがいまして、

県民の皆さんにこうした危機感を共有していた

だけますように、今後は少子化対策の啓発活動

において、この対策の必要性に関する広報活動

にこれまで以上に比重を置いていく必要がある

というふうに考えます。 

 こうした取組の一つといたしまして、来年度

には、国や近隣の各県とも協力をして、本県で

人口戦略フォーラムを開催する予定としており

ます。このフォーラムでは、ただいま申し上げ

ましたような推計を行われて昨年４月に消滅可

能性自治体を公表された民間の団体組織であり

ます人口戦略会議の主要なメンバーの方もお招

きをさせていただきます。少子化を放置いたし
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ますと自治体の維持が難しくなるという点につ

いて認識の共有を図る機会にしたいというふう

に考えております。 

 このような取組も通じて、少子化対策の必要

性の認識の部分につきまして県民の皆さんと心

を一つにして、オール高知の取組が展開できる

ように努めてまいります。 

 次に、気候変動対策の重点的な取組を計画に

盛り込む必要性につきましてお尋ねがございま

した。温暖化対策の関連でございます。 

 気候変動による影響は、県内でも農作物など

で既に現れておりまして、今後も地球温暖化の

進行に伴い、猛暑による熱中症患者の増加など

様々な影響が懸念をされます。当面の地球温暖

化の進行は避けられないものと考えられますの

で、気候変動による影響への適応策についても、

現状を正しく認識し、先手を打って対策をして

いくことが重要だと考えております。 

 そのため、本県では、地球温暖化対策実行計

画の中におきまして、温暖化の影響に対する適

応策の部分も取りまとめており、農作物の品種

改良や熱中症対策などの取組を進めてまいって

おります。 

 一方、将来の気候変動を完全に予測すること

は難しいということがございます。今後も、地

域や分野ごとにどのような影響が生じるかにつ

きまして定期的な検証を行い、この対策を強化

していく必要があります。 

 その意味で、来年度は、国が分野ごとに気候

変動の影響を評価いたしました気候変動影響評

価報告書につきまして、新たな科学的知見を踏

まえ見直される予定となっております。この国

におきます報告書を参考にいたしまして、県の

地球温暖化対策実行計画におきましてお示しを

しております本県への影響についても詳しく分

析を行い、見直しの作業を行ってまいります。

その上で、本県に重要な影響が現れている、も

しくは影響が予測されるものにつきましては、

県として重点的に取り組むべき項目とし、その

対策もしっかりと計画に位置づけてまいる考え

であります。 

 最後に、終戦の詔を聞いた感想、そして平和

への思いについてのお尋ねがございました。 

 私自身、昭和天皇の終戦の詔、いわゆる玉音

放送の中身を通読させていただきましたのは今

回が初めてであります。戦争の終結をラジオを

通じて国民に直接語りかけられた昭和天皇のお

言葉は、国民一人一人にとって衝撃的でもあり、

また歴史の転換点を強く意識するものであった

というふうに推察をいたします。 

 私自身、特に感じましたのは、この詔の中で、

原子爆弾の投下に至ってもなお戦争を継続すれ

ば、我が民族の滅亡だけではなく人類全体の文

明をも破壊させるに違いない、そうなれば歴代

天皇の御霊に申し開きができないという部分で

ございます。これは私の受け止めといたしまし

ては、我が国の開闢以来先人たちが脈々と引き

継いでこられた日本という国を次の世代に引き

渡すことが自分の使命であると思い定められ、

その使命を果たすためにも終戦を決断したとい

う趣旨でおっしゃられたのではないかというふ

うに感じまして、この点、不遜ながら深く共感

を覚え、心を打たれたところでございます。 

 考えてみますと、今ここに自分たちがいると

いうのも、先人たちが脈々と命を引き継いでい

ただいたおかげでありますし、また同じ時代の

様々な方に様々な方向から支えていただいてい

るおかげだというふうに思います。それに思い

を致しましたときに、その御恩をどう返してい

くかと考えますと、やはり今の世の中に自分が

どうお役に立てるかということ、そしてまだ生

まれ来ない子供たちも含めて未来の世代の方々

にこの社会をどう引き継いでいけるかというこ

とをしっかり考えていくことではないかという
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ふうに思うわけでございます。 

 昨今の社会の風潮は金だけ今だけ自分だけと

言われますけれども、この終戦の詔を読みまし

たときに、それとは真逆の生きざまの尊さが示

されているのではないかという思いを強くいた

しました。また、昭和天皇が、多くの貴い命が

失われましたことに我が身が引き裂かれると心

を痛めながら、国民と共に平和な世を切り開く

ことを望む強い決意に深く感じ入ったところで

ございます。 

 この終戦の詔は、国民にとりまして戦後の道

しるべとなりました。私たちは、先人たちのた

ゆまぬ努力により、平和で豊かな生活を享受で

きるようになっております。 

 現在、戦争を知らない世代が多くを占める時

代となりまして、ともすれば、悲惨な戦争の体

験、記憶が薄れゆこうとしております。他方で

世界に目を向けますと、ロシアによるウクライ

ナ侵攻、イスラエルのガザ地区における紛争の

継続などによりまして、今なお多くの貴い命が

失われております。我が国周辺でも、中国の軍

事力の急速な増強、北朝鮮による核・ミサイル

開発の進展など、当たり前の平和が失われるか

もしれない、そういう脅威が増している時代だ

と考えます。 

 御指摘がありましたように、折しも今年は戦

後80年、昭和100年の節目の年であります。大き

な節目となります今年、国民一人一人が改めて

我が国の礎を築きました先人たちの苦難と平和

への思いについて考える機会になればというふ

うに願っております。そして、戦争の教訓を風

化させることなく、平和の尊さや平和を愛する

心とともに、私たちの母国日本をしっかりと次

世代に伝えていくということは、我々に課せら

れた最大の使命であるというふうに考えており

ます。 

 私からは以上であります。 

   （教育長長岡幹泰君登壇） 

○教育長（長岡幹泰君） まず、道徳教育を充実

させることにより高知県の元気な未来を創造す

ることについてお尋ねがございました。 

 道徳教育は、子供がよりよく生きるための基

盤となる道徳性を養うことを目標としており、

子供一人一人が将来に対する夢や希望を持って

自らの人生や未来を切り開いていく力を育む源

となるものです。そして、子供たちは、道徳性

を養いながら自分自身の生き方を考え、また他

者への関わり方を学び、社会の形成者としての

基本的な資質を身につけていきます。つまり、

道徳教育は子供の人格形成や自己実現に大きく

影響し、また社会を支えていくという点にも関

わってくるものです。 

 そして、小中学校においては道徳教育は全て

の教育活動を通して行われますが、その要であ

る道徳科では、どの学年でも家庭生活や家族の

在り方について学習をしています。その中で例

えば、家族を大切にするとはどういうことだろ

うといったことを、教材を基に議論し合い、考

えを深め合っています。また、家庭科では、家

族との触れ合いや団らんの大切さなどを理解す

る学習を行っています。 

 こうした中で、子供たちは、自分が大切な存

在であることを自覚し、父母、祖父母などに対

する敬愛の念を深めていっています。そして、

家族や社会の一員としての自分の役割を意識し、

責任を持って行動することの大切さを学んでい

ます。 

 このようにして学び育まれる道徳性は、さら

に他者や社会との関わり方にも汎化していくも

のです。人に対して、社会に対して、どのよう

に関わるべきかを考える中で、他者への優しさ

を育み、社会に貢献したいという意欲を高めて

いくものと考えます。そのことが、ひいてはふ

るさと高知の元気な未来をつくり支えていくこ
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とにつながっていくものと考えます。 

 県教育委員会としましては、引き続き、県独

自に作成した冊子も効果的に活用し、学校・家

庭・地域との連携を深めながら、道徳教育の充

実を図ってまいります。 

 次に、近視対策についてお尋ねがございまし

た。 

 これまでの近視対策として学校では、健康診

断後に眼科の受診を勧めることや、県教育委員

会が作成した教材等を活用しながら、目の健康

を保つための保健指導を実施してまいりました。

あわせて、県教育委員会では、令和４年度から

養護教諭を対象に視力低下予防についての学習

の場を持ち、また保護者の方々にもＰＴＡ研修

会を通じてスマートフォン等による生活習慣へ

の影響などについて周知をしてきたところです。 

 そうした結果、文部科学省が令和６年度に実

施した学校保健統計調査では、本県の小学生か

ら高校生における裸眼視力1.0未満の児童生徒

の割合は、ほぼ全ての学年で全国平均を下回っ

ております。 

 しかしながら、裸眼視力1.0未満の子供は本県

においても増加頃向にあります。児童生徒の近

視は、単に学習や日常生活に支障を来すだけで

はなく、将来の緑内障や網膜剝離といった目の

病気とも関連が大きいと言われています。こう

したことからも、児童生徒の視力低下は重要な

課題であると認識しております。 

 今後、県教育委員会としましては、これまで

の取組を継続するとともに、養護教諭だけでは

なく管理職等も含めて、専門医などによる視力

低下のリスクや予防対策をテーマとした研修を

実施してまいります。また、各学校などにおき

まして、近視予防に効果的とされる屋外で過ご

す時間を増やす取組や、家庭におけるスマート

フォン使用のルールづくりなどについての話合

いを進め、近視予防のための学校の取組や家庭

への啓発の強化を図ってまいります。 

   （産業振興推進部長合田和穂君登壇） 

○産業振興推進部長（合田和穂君） まず、地産

地消の重要性を消費者に啓発することについて

お尋ねがありました。 

 議員のお話にありましたように、価格の安さ

だけを求める消費行動は地域の産業や産地の衰

退につながるおそれがあると考えており、地産

地消の重要性を消費者に啓発することは大切だ

と考えます。一方で、物の値段が上がらない時

代が長らく続いてきた上に、昨今急激に物価が

高騰する中で、より安価な商品、製品を求める

消費者の意識と行動を変えていくことは容易で

はないと捉えております。 

 そうした中で、まずは所得向上に向けた取組

を着実に進めていくことが重要だと考えますが、

あわせて消費者の皆様に対し、生産者のこだわ

りや品質、生産の背景、さらには価格の妥当性

などをしっかりと伝えて御理解いただき、共感

を得ていくことも必要だと考えます。 

 県では来年度、地消地産を産業振興計画に位

置づけ、県産品の供給力強化と地消の拡大を一

体的に推進することとしており、この地消の拡

大を図る需要喚起の取組の中で、県民の皆様へ

の啓発にも努めてまいります。具体的には、例

えば土佐黒牛の地消地産の取組においては、量

販店でのＰＲ活動や県の広報番組を通じて、生

産者の思いや地消地産の強化に取り組む意義や

効果などをしっかりと発信してまいりたいと考

えております。 

 こうした具体的な品目を通じた取組により、

県民の皆様の関心を呼び起こし、さらに御理解

と共感を得ることで、県産品の地消の拡大と供

給力の強化を図ってまいります。 

 次に、大阪・関西万博を盛り上げるための一

段踏み込んだ協力についてお尋ねがありました。 

 大阪・関西万博は、世界中の方々へ我が国の
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地域の魅力を発信する絶好の機会であり、また

本県が進める関西戦略にとっても大きな山場で

ありますことから、その盛り上げに向けた取組

は大変重要だと考えます。 

 このため、本県では、これまでも国や万博協

会の動きに協力する形で、濵田知事と万博シニ

アアドバイザーとの対談や、県内の大型商業施

設でのチケット販売促進イベントにおける情報

発信などに取り組んでまいりました。さらに、

本県独自でも、よさこい祭りでのＰＲや、大阪

モノレールの万博ラッピング車両を活用したお

きゃく列車の運行といった取組を通じて、万博

の開催に向けた機運の醸成に努めてきたところ

です。 

 こうした中、議員のお話にありました万博チ

ケットに関して、先月、事前の登録が不要な新

たなチケットや当日券の導入などが発表されま

したことから、県としましても、例えば万博会

場で実施を予定している本県イベントの事前Ｐ

Ｒの際には、チケット購入方法の周知なども併

せて行ってまいりたいと考えております。 

 また現在、本県と大阪府のそれぞれのウェブ

サイトやＳＮＳ等で、本県の方々には万博の情

報を、大阪の方々には本県の観光情報などを相

互に発信する取組を準備しております。さらに、

民間ベースでも、県内の経済団体が今月高知市

で開催するイベントにおいて、万博のＰＲを計

画しているとお聞きをしております。 

 こうした官民の動きなどを通じて、万博への

関心度を一層高めますことで、万博来場者の増

加に貢献したいと考えておりますし、関西戦略

の成果にもつなげてまいりたいと考えておりま

す。 

   （観光振興スポーツ部長小西繁雄君登壇） 

○観光振興スポーツ部長（小西繁雄君） まず、

外国人観光客に対する調査結果の概要と今後の

対策についてお尋ねがございました。 

 本県で実施している外国人観光客向けの調査

は大きく２つあり、１つは、個人旅行者向けに、

訪問の動機や交通手段、訪問地などを調査して

います。もう一つは、外国客船や台湾チャーター

便で訪れるお客様向けに、満足度や消費動向な

どを調査しています。 

 例えば、個人旅行者向けの調査結果では、関

西や高松空港経由のレンタカー利用で、自然な

どを求め来訪される方が半数以上となっていま

す。こうした結果を基に、レンタカーによる周

遊モデルコースでありますとか仁淀川でのクリ

アカヤックをはじめ、自然体験を中心に40商品

のどっぷり高知旅を発信しています。 

 また、今後こうした発信に加えまして、大阪

観光局や香川県と連携した海外旅行博への出展

やウェブサイトでの共同発信など、周遊促進の

取組を強化し、本県への誘客拡大を図ってまい

ります。 

 外国客船やチャーター便の調査では、買物や

飲食の消費額が高いといった結果がございまし

た。一方で、多言語表記や決済手段などへの改

善の声もいただいています。こうしたことから、

多言語での案内やキャッシュレスの導入など、

観光事業者の皆様と連携し、受入れ環境の整備

を促進してまいります。また、お勧めのお土産

物や飲食について、外国人向けウェブサイトで

の情報発信を強化します。 

 こうした調査結果をしっかり分析そして活用

しながら、インバウンドの誘客と消費額の拡大

を図り、県経済の活性化につなげてまいります。 

 次に、二次交通の確保についてお尋ねがござ

いました。 

 国内外の観光客に中山間地域にも足を運んで

いただき、長期滞在につなげるためには、二次

交通の確保や利便性向上のための取組が不可欠

だと考えています。 

 現在、高知市内の主要観光地を巡るＭＹ遊バ
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スや、幡多エリアを周遊するしまんと・あしず

り号の運行のほか、公共交通では行きづらい観

光地へのタクシープランの充実、市町村のコミュ

ニティーバスを使って中山間地域の観光地を巡

るモデルコースのＰＲなど、二次交通の確保に

向けた取組を進めています。 

 また、本県を訪れる外国人観光客が増加して

いることへの対応としまして、路面電車の乗り

方を字幕つきで解説した動画を外国人向けウェ

ブサイトに掲載したり、幡多エリアではバスの

発着時刻入りの英語版のモデルコースをＰＲす

る取組を行っています。そのほか、仁淀川エリ

アでは、人気のにこ淵や中津渓谷などを巡る外

国人向け専用のタクシープランの販売も始めた

ところです。 

 二次交通の確保につきましては、現時点でま

だまだ十分と言える状況ではありませんが、国

内外の観光客が利用しやすい環境づくりに向け

て、今後も工夫を凝らしながら取り組んでいき

たいと考えています。 

   （土木部長横地和彦君登壇） 

○土木部長（横地和彦君） まず、県内の住宅産

業の状況についてお尋ねがございました。 

 県内の新築住宅の着工数は、平成21年度以降、

令和２年度までの間は若干の増加傾向となって

おりましたが、令和３年度からは減少傾向に転

じ、令和４年度は2,688戸、令和５年度は2,396

戸と減少が続いている状況にあります。 

 このような新築住宅の着工数が近年減少して

いる要因につきましては、人口減少に加えまし

て、令和２年からの新型コロナウイルスの感染

拡大によって一時的に住宅需要が減少したこと、

また近年の人件費や資材価格の高騰に伴い住宅

価格が上昇していることなどが考えられます。 

 次に、高知の伝統的な木造住宅の普及啓発に

ついてお尋ねがございました。 

 高知の伝統的な木造住宅は、県産木材や土佐

しっくい、瓦など地元の伝統的な材料を使い、

高温多湿で台風による強風、豪雨にも度々見舞

われる本県の気候条件に長年耐えられる家づく

りの知恵と工夫が生かされております。このよ

うな木造住宅が普及することは、県産木材をは

じめとする地元の素材の利用を促進するととも

に、仕事を生み、職人の成り手の育成・確保に

もつながるものと認識をしております。 

 このため、こうちの木の住まいづくり助成事

業によりまして、住宅における県産木材の活用

を支援しているところでございます。一方で、

カーボンニュートラルの実現に向けまして、自

然環境に配慮した高気密、高断熱な住宅の普及

も求められているところでございます。 

 こうしたことから、県といたしましては、こ

うちエコハウスを活用した住宅相談などを通じ

て、県産木材をはじめとする地元の素材を活用

しつつ、高気密、高断熱な木造住宅の普及啓発

に取り組んでまいります。 

 最後に、港湾における護岸のかさ上げについ

てお尋ねがございました。 

 2020年に公表されました文部科学省と気象庁

の報告書によりますと、地球温暖化の影響によ

りまして、2100年頃には海水面が現在よりも40

センチメートル程度上昇すると発表されており

ます。 

 これに対応すべく、国土交通省では港湾にお

ける気候変動適応策の実装方針を昨年３月に取

りまとめ、この適応策を推進することを目的の

一つといたしまして、港湾法が改正される予定

であります。その法案には、気候変動に対して

官民一体となり、ハード・ソフト両面の対策を

進める協働防護計画を港湾管理者において定め

ることが盛り込まれることとなっております。

この防護計画の策定に当たりまして、国は昨年

12月に委員会を立ち上げ、気候変動への適応水

準などを定めるためのガイドラインが作成され
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ると聞いております。 

 こうした背景の中、国が海上輸送網の拠点と

なる港湾に護岸のかさ上げを要請するとの報道

があったことは認識しておりますが、現時点に

おきまして県に対し国からの要請は来てはおり

ません。港湾管理者である県といたしましては、

まずは国から示されるガイドラインの内容を確

認した上で、護岸のかさ上げなど、気候変動へ

の対応について検討してまいります。 

   （林業振興・環境部長西村光寿君登壇） 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） 気候変動

による影響と対策の状況についてお尋ねがござ

いました。 

 気候変動による影響につきましては、国にお

いて科学的知見に基づき、農業・林業・水産業

や健康など７つの分野を対象に、重大性、緊急

性、確信度の観点から、気候変動影響評価報告

書として取りまとめられています。 

 県では、この報告書を踏まえまして、７つの

分野ごとに、県内で地球温暖化の影響が既に現

れているまたは予測されている24項目とその対

策を整理しています。このうち、重大性、緊急

性、確信度が高いものは、水稲の高温障害、外

来種による生態系への影響、熱中症のリスク上

昇などの10項目でございます。 

 こうした影響への対応としまして、例えば、

気温上昇により米が白濁化し１等米の比率が低

下する水稲被害の対策では、よさ恋美人などの

高温に適応した品種の作付を推進しています。

また、外来種による生態系への影響の対策とし

ましては、外来種リストの公表やパンフレット

による啓発に加え、地域の方と連携した駆除な

どを行っています。そして、熱中症のリスクの

上昇への対策としましては、ＳＮＳによる普及

啓発や防災アプリを通じた熱中症警戒アラート

の発表情報の通知などを実施してまいりました。

加えて、熱中症特別警戒情報等に対応する庁内

体制の整備、市町村へのクーリングシェルター

整備促進の呼びかけなどを実施しております。 

 こうした気候変動による影響への対策につい

て、引き続き関係部局とも連携をしながら取組

を進めてまいります。 

   （危機管理部長三浦謙一君登壇） 

○危機管理部長（三浦謙一君） まず、事業者で

導入を予定しているトイレカーやキッチンカー

の活用についてお尋ねがございました。 

 県では、市町村が整備を行う簡易トイレや炊

き出し用品などの資機材に対して、補助金によ

る財政支援を行うことで避難生活の環境整備を

進めているところです。 

 こうした中、能登半島地震の教訓や、昨年の

12月に国が避難所に関する取組指針とガイドラ

インを改定したことから、第６期の南海トラフ

地震対策行動計画では避難環境の整備を強化す

ることにしています。この取組の一つとして、

県では国の新たな交付金を活用し、トイレカー

やキッチンカーの導入を進めることとしており

ます。 

 導入に当たっては、日常使いが可能な県内の

団体や事業者を対象に補助していくこととして

おります。その際には、災害時やイベントで活

用できるように、協定も締結していきたいと考

えています。 

 具体的な活用としては、大きく３つの取組を

考えています。まず１つ目は、本県が被災した

際に、トイレや食事の提供が不足する避難所の

支援に向けて、車両を派遣することです。２つ

目は、国が進めている災害対応車両制度に登録

しておくことで、県外の被災者支援に役立てる

ことです。３つ目は、平時の防災イベントにお

いて仮設トイレとして使用したり炊き出しを実

際に行うことを通じて、イベントに来られた方

の防災意識を高めていくことです。 

 このように、導入先の事業者との連携の下、
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トイレカーやキッチンカーにおいて最大の特徴

である機動力を生かした活用を行ってまいりた

いと考えています。 

 次に、大容量トイレ設備の導入についてお尋

ねがございました。 

 大規模災害時には、トイレや上下水道管の損

傷などにより、発災直後に利用できるトイレの

数は不足すると想定しています。このため県で

は、市町村が備蓄方針に基づき災害用トイレを

整備する際に財政支援をしてきたところです。

こうして整備される災害用トイレは、設置環境

や避難者数の推移、し尿処理体制などの状況を

踏まえた上で、避難所に適したものを選定する

必要がございます。 

 議員から御提案のありました大容量トイレに

つきましては、孤立したとしても、仮設トイレ

100基分、500人が30日間使用できる優れた設備

として、選択肢の一つであると考えています。

一方で、この設備の導入に当たっては、車10台

分の設置スペースや高額な整備費用が必要にな

るなど、前もって整理しておくべき課題がござ

います。こうした大容量トイレにおける利点や

課題については、市町村の担当者会議などを通

じて改めてお伝えしたいと思います。 

 また、市町村から、収容者の多い避難所にお

いて用地が確保でき、大容量トイレの整備を進

めたいといった要望があった際には、緊急防災・

減災事業債など国の有利な財源や県の地域防災

対策総合補助金の活用などを勧めてまいります。 

 今後も、県としては、避難所での収容人数や

設置のための環境、地域特性などを踏まえて、

災害用トイレの整備が適切に進むよう取り組ん

でまいります。 

   （副知事井上浩之君登壇） 

○副知事（井上浩之君） 県庁生活を振り返って

の感想とこれからの県政に期待することについ

てお尋ねがありました。 

 昭和60年に入庁して以来40年、この高知県庁

でお世話になりました。思い出はそっと胸の中

にしまっておきたいタイプでございまして、あ

まり語りたくないところではありますけれども、

１つだけ感謝の気持ちも込めて申し上げますと、

この40年間は私にとりまして人に恵まれた40年

だったというふうに思っております。 

 私自身、信じてもらえるかどうかは別にいた

しまして、子供の頃からどちらかといえば内気

で人見知りをする性格でございましたので、こ

れではいかんと、入庁以来、人との出会い、そ

してつながり、コミュニケーション、これを最

も大切にしようと心がけて仕事をしてまいりま

した。そうした中で、県議会議員の皆様、先輩、

同僚、後輩、そして多くの企業や団体、事業者

の皆様から、時に厳しいお叱りを受けることも

ありましたけれども、励まされ、支えられ、ま

た議論を重ね、知恵を出し合い、共に汗も流し

てきました。 

 多くの方々との出会いは、仕事を進めていく

上で大きな力と財産になったと思っております。

これまで仕事を通じて出会った多くの皆様に改

めて感謝を申し上げたいと思っております。 

 今後の県政への期待ということでございます

けれども、去り行く身でもありますので、職員

の皆さんへのエールとして申し上げたいことに

なりますけれども、先ほどの話と重なりますが、

県庁の中でじっととどまることなく、ぜひ積極

的に外に出て多くの方と出会い、語り合って、

人脈をたくさんつくっていただきたいと思って

おります。それは、施策立案に向けて自らの感

性を磨くことにつながりますし、直面する課題

の解決に向けて大きな力にもなるものと思って

おります。人との出会いを楽しみながら、臆す

ることなく自信を持って、元気に、濵田知事の

下、県政を前に進めていってほしい、そう願っ

ております。 
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 貴重な一括質問の最後に、私に対しまして過

分な言葉をいただき、またこのような答弁の機

会を与えていただきました西内議員に感謝を申

し上げます。ありがとうございました。 

○15番（西内隆純君） それぞれに大変御丁寧な

答弁ありがとうございました。２問目はいたし

ません。 

 それぞれ話を聞きながらいろんな思いが去来

いたしましたけれども、私の中ですごく響いた

のは知事の終戦の詔に対する感想でございまし

て、昭和天皇のお言葉を引用されながら、先人

たちの頑張りによって今の我々があって、そし

てそれを次代にしっかりと引き継いでいく、そ

ういう使命があるんだということをおっしゃら

れました。私もそういう答弁でまさか涙を誘わ

れるとは思いませんでしたけれども、本当に心

にしみる答弁をいただきまして本当にありがと

うございました。 

 私は、この答弁の中に、我々が今後立ち向か

わなくてはいけない若者の高知県への定着、増

加、もっと細かく言えば少子化対策、高知に人

をいかに残すかということに対する答えがある

のではないかというふうに思っております。今、

様々な若者に対する、高知県の職場が、働く環

境が、あるいは様々なインフラが、魅力的な状

態に保つということをやっていかなくてはいけ

ないわけですけれども、そこは大都市も他県の

市町村においても同じような取組が多分今後展

開されていくわけで、なかなかそうなってくる

とスケールメリットのある大都市にどう対抗し

ていくかというのが今後立ちはだかってくる課

題になっていくんだろうと思います。 

 そこでやっぱり、少なくとも高知県の出身の

方に、先人から受け継いできた、お父さん、お

母さん、おじいちゃん、おばあちゃんが守って

きたものをどんなふうに守っていくかというこ

とをしっかりと感じてもらう、あるいは継承し

ていくという作業が非常に取組の視点として必

要なのではないかというふうに思った次第であ

ります。そして、そういうことをぜひ今後取組

の視点にも盛り込んでいっていただいて盛り上

げていければというふうに思います。 

 それと、井上副知事におかれましては、すい

ません、秘めておきたかった思いをこの議場で

御披露いただきまして本当にありがとうござい

ました。 

 今回の副知事以外にも、教育長、そして今年

度で定年退職予定の皆様が新たな門出に立たれ

るということでありまして、その皆様に三国志

の曹操の詩を１つ紹介させていただきたいと存

じます｡｢老驥櫪に伏すとも､志千里に在り｡烈

士暮年､壮心やまず｣と｡どういう意味かと申

しますと､信念を貫く士は年を重ねても盛んな

心は終わらないという意味でございます｡皆様

のそれぞれの卓越した知識と経験は、本県にとっ

てかけがえのない財産であります。県庁を離れ

られましても、この詩のごとく、高知県のため、

世のため人のために引き続き御活躍賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 皆様の長きにわたる御労苦に敬意を表すとと

もに、これまでの多大なる県政への御貢献へ感

謝申し上げまして、一切の質問を終わります。

御清聴ありがとうございました。（拍手） 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、本日の議事

日程は終了いたしました。 

 明７日の議事日程は、一問一答による議案に

対する質疑並びに一般質問であります。開議時

刻は午前10時、本日はこれにて散会いたします。 

   午前11時22分散会 
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  政策調査課長  溝 渕 松 男 君 

  議事課長補佐  松 岡 宏 尚 君 

  主     幹  大 川 美千子 君 

  主     査  宮 﨑 由 妃 君 

        

――――  ―――― 

 

議 事 日 程（第６号） 

   令和７年３月７日午前10時開議 

第１ 

 第 １ 号 令和７年度高知県一般会計予算 

 第 ２ 号 令和７年度高知県収入証紙等管理特

別会計予算 

 第 ３ 号 令和７年度高知県給与等集中管理特

別会計予算 

 第 ４ 号 令和７年度高知県旅費集中管理特別

会計予算 

 第 ５ 号 令和７年度高知県用品等調達特別会

計予算 

 第 ６ 号 令和７年度高知県会計事務集中管理

特別会計予算 

 第 ７ 号 令和７年度高知県県債管理特別会計

予算 

 第 ８ 号 令和７年度高知県土地取得事業特別

会計予算 

 第 ９ 号 令和７年度高知県国民健康保険事業

特別会計予算 

 第 10 号 令和７年度高知県災害救助基金特別

会計予算 

 第 11 号 令和７年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計予算 

 第 12 号 令和７年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計予算 

 第 13 号 令和７年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計予算 

 第 14 号 令和７年度高知県農業改良資金助成

事業特別会計予算 

 第 15 号 令和７年度高知県県営林事業特別会

計予算 

 第 16 号 令和７年度高知県林業・木材産業改

善資金助成事業特別会計予算 

 第 17 号 令和７年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計予算 

 第 18 号 令和７年度高知県港湾整備事業特別

会計予算 

 第 19 号 令和７年度高知県高等学校等奨学金

特別会計予算 

 第 20 号 令和７年度高知県流域下水道事業会

計予算 

 第 21 号 令和７年度高知県電気事業会計予算 

 第 22 号 令和７年度高知県工業用水道事業会

計予算 

 第 23 号 令和７年度高知県病院事業会計予算 

 第 24 号 令和６年度高知県一般会計補正予算 

 第 25 号 令和６年度高知県収入証紙等管理特

別会計補正予算 

 第 26 号 令和６年度高知県旅費集中管理特別

会計補正予算 

 第 27 号 令和６年度高知県用品等調達特別会

計補正予算 

 第 28 号 令和６年度高知県会計事務集中管理

特別会計補正予算 

 第 29 号 令和６年度高知県県債管理特別会計

補正予算 

 第 30 号 令和６年度高知県土地取得事業特別

会計補正予算 

 第 31 号 令和６年度高知県国民健康保険事業
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特別会計補正予算 

 第 32 号 令和６年度高知県災害救助基金特別

会計補正予算 

 第 33 号 令和６年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計補正予算 

 第 34 号 令和６年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計補正予算 

 第 35 号 令和６年度高知県県営林事業特別会

計補正予算 

 第 36 号 令和６年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計補正予算 

 第 37 号 令和６年度高知県港湾整備事業特別

会計補正予算 

 第 38 号 令和６年度高知県高等学校等奨学金

特別会計補正予算 

 第 39 号 令和６年度高知県流域下水道事業会

計補正予算 

 第 40 号 令和６年度高知県病院事業会計補正

予算 

 第 41 号 高知県一時保護施設の設備及び運営

に関する基準を定める条例議案 

 第 42 号 こうちグローバル人材育成基金条例

議案 

 第 43 号 高知県職員等こころざし特例基金条

例の一部を改正する条例議案 

 第 44 号 職員の旅費に関する条例の一部を改

正する条例議案 

 第 45 号 職員の育児休業等に関する条例及び

高知県獣医師修学資金貸与条例の一

部を改正する条例議案 

 第 46 号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例等の一部を改正する条例議

案 

 第 47 号 職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例議案 

 第 48 号 高知県住民基本台帳法施行条例及び

高知県行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用並

びに特定個人情報の利用及び提供並

びに個人番号カードの利用に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 49 号 高知県軽費老人ホーム等の設備及び

運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例議案 

 第 50 号 高知県立県民文化ホールの設置及び

管理に関する条例の一部を改正する

条例議案 

 第 51 号 高知県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例議案 

 第 52 号 高知県立県民体育館の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例

議案 

 第 53 号 高知県浄化槽保守点検業者の登録に

関する条例の一部を改正する条例議

案 

 第 54 号 高知県宅地建物取引業法関係手数料

徴収条例の一部を改正する条例議案 

 第 55 号 高知県建築士法施行条例の一部を改

正する条例議案 

 第 56 号 高知県建築基準法施行条例の一部を

改正する条例議案 

 第 57 号 高知県手数料徴収条例の一部を改正

する条例議案 

 第 58 号 職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例の一部を改正する条例

議案 

 第 59 号 高知県認定こども園条例の一部を改

正する条例議案 

 第 60 号 高知県立香北青少年の家の指定管理

者の指定に関する議案 

 第 61 号 権利の放棄に関する議案 

 第 62 号 県有財産（教学機器）の取得に関す

る議案 
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 第 63 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 64 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 65 号 包括外部監査契約の締結に関する議

案 

 第 66 号 日高特別支援学校寄宿舎改築建築主

体工事請負契約の締結に関する議案 

 第 67 号 国道441号防災・安全交付金（口屋内

トンネル（Ⅱ））工事請負契約の一部

を変更する契約の締結に関する議案 

 第 68 号 和食ダム本体建設工事請負契約の一

部を変更する契約の締結に関する議

案 

 第 69 号 県道の路線の認定に関する議案 

 報第１号 高知県が当事者である訴えの提起の

専決処分報告 

第２ 一般質問（一問一答形式による） 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時開議 

○議長（加藤漠君） これより本日の会議を開き

ます。 

 

――――  ―――― 

 

質疑並びに一般質問 

○議長（加藤漠君） 直ちに日程に入ります。 

 日程第１、第１号「令和７年度高知県一般会

計予算」から第69号「県道の路線の認定に関す

る議案」まで及び報第１号「高知県が当事者で

ある訴えの提起の専決処分報告｣､以上70件の議

案を一括議題とし、これより議案に対する質疑

並びに日程第２、一般質問を併せて行います。 

 質疑並びに一般質問は一問一答形式によるこ

ととします。 

 土森正一議員の持ち時間は60分です。 

 ５番土森正一議員。 

○５番（土森正一君） おはようございます。自

由民主党の土森正一です。議長のお許しをいた

だきましたので、早速質問に入ります。 

 まず最初に、しまんと海藻エコイノベーショ

ンについてお聞きします。 

 高知大学を代表機関として、京都大学などの

学術機関、理研食品株式会社、株式会社ウルバ、

地元の加用物産など多くの企業、高知県、四万

十市などが国立研究開発法人科学技術振興機

構、ＪＳＴの共創の場形成支援プログラム、育

成型に共同提案しました、しまんと海藻エコイ

ノベーション共創拠点が採択されました。 

 育成型は、支援期間２か年度で、各年度2,500万

円、合計5,000万円の研究費が支給されます。ま

た、最終年度である２年目の後半に本格型への

昇格審査があり、採択されますと支援期間最長

10年度にわたり、各年度最大２億円、合計20億

円の研究費が支給されます。このプロジェクト

は、高知大学はもとより、地元の期待も大きい、

海藻産業の一大拠点になる可能性があります。 

 地球温暖化や海の生態系の急激な変化によ

り、世界各地で海藻が消えつつあります。高知

大学は長い期間、四万十川で毎月環境調査、そ

して海面養殖の技術提供など研究を積み重ねた

ノウハウで、世界最先端の海藻の知見、陸上養

殖の技術があります。共創拠点の力を結集し、

海藻養殖の基盤整備を行い海藻エコイノベー

ションを起こし、構築した海藻生産とビジネス

モデルを国内外の他地域へ展開する新産業の集

積地となる可能性は十分にあると思います。 

 このたび採択されたこの事業について、本県

の産業振興に取り組む上でどういったことが期

待されるのか、産業振興推進部長にお伺いいた

します。 

○産業振興推進部長（合田和穂君） 今回採択さ
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れました事業、お話ありましたとおり、地球温

暖化の影響などにより消滅しつつある四万十川

の海藻の生産を、陸上養殖などにより再生する

ことに加えまして、海藻を家畜飼料や化粧品な

どの素材として活用し、新たな産業の創出を目

指す一大プロジェクトでありまして、四万十市

はもとより、本県の産業振興、経済の活性化に

大きく寄与するものと考えております。特に、

四万十市を中心とする幡多地域におきましては、

このプロジェクトによりまして、若者に魅力の

ある仕事が数多く創出され、若者の定着、増加

につながることを大いに期待しております。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

先ほど部長から言いました幡多地域という大き

な地域で、四万十市だけでなく、そうやってやっ

ていけるような事業だと思いますんで、よろし

くお願いしたいと思います。 

 この事業は、育成型から本格型になるのには

昇格審査に合格することが必要でございます。

長崎大学のながさきBLUEエコノミーは本格型に

昇格し、幹事自治体の長崎県と連携し、最長10

年で新しい産業の創出をする取組をしています。

海藻エコイノベーション共創拠点は、育成型か

ら本格型に昇格していくことが至上命題であり

ます。そうすると、２年間の研究・育成期間が

大変重要であると考えています。 

 そのためには、代表機関の高知大学と、幹事

自治体であり副プロジェクトリーダーである高

知県と四万十市の３つの連携が必要だと考えて

います。そして、本プロジェクトに関わる多く

の参加機関と緊密に連携し、共に歩んでいくこ

とで、産官学の新しい好循環を生み出し、派生

していくことができるのではないかと思います。 

 しまんと海藻エコイノベーション共創拠点の

ビジョンである環境の保全、ビジネスを創る、

人を育てるの３つを実現するための高知県の役

割は、水産、環境、農業、商工、教育などに多

岐にわたる分野を横断的につなげていく支援を

していくことが必要ではないかと思いますが、

産業振興推進部長の所見を聞きたいと思います。 

○産業振興推進部長（合田和穂君） 県としまし

ては、このプロジェクトの研究成果をイノベー

ションの創出あるいは社会実装につなげるため

に支援してまいりたいと考えております。 

 具体的には、例えば海藻生産の再生に向けま

しては、高知大学や漁協等と連携しながら、引

き続き種苗生産や養殖技術に関する支援を行っ

てまいります。また、地域の事業者が海藻を使っ

た商品づくりを目指す場合には、商品開発や販

路開拓などを支援していきたいと考えておりま

す。 

 さらに、関連産業の創出に向けた取組が具体

化した際には、例えば起業を目指す場合にはこ

うちスタートアップパークを通じた支援を、新

しい技術を用いた事業展開を考えられる場合に

はスタートアップ企業等とのマッチングをといっ

た形で後押ししていくことが考えられるかと思

います。 

 いずれにいたしましても、私が副プロジェク

トリーダーとして参画しておりますので、高知

大学、四万十市はもとより、県の関係部局とも

連携しまして、プロジェクトの進捗状況や課題

などに応じて県として必要なサポートを行って

まいります。 

○５番（土森正一君） 部長、ありがとうござい

ます。高知県の強みというものは、オーダー的

に物事をしっかりとやっていくということでご

ざいますので、その強みをはっきり生かしまし

て、お願いしたいと思います。 

 また、四万十市では、しまんと海藻エコイノ

ベーション共創拠点を、四万十市まち・ひと・

しごと創生総合戦略と四万十市産業振興計画の

中に位置づけています。共創拠点は、海藻を基

盤としたイノベーションにより、持続可能な地
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域産業と地域社会を共創するとしており、多様

な海藻陸上養殖、河口海藻養殖、メタンガス削

減・海藻飼料、海藻関連ビジネスやアントレプ

レナー教育、市民教育と多岐にわたっておりま

す。 

 そのためには、高知県の産業振興計画の中に

取り入れてくれることで、県の広い視点に押し

上げて、新しい施策の地消地産、これまでの地

産外商や県産品の輸出拡大につなげていくこと

ができるものではないかと思いますが、引き続

きまして産業振興推進部長の所見をお願いいた

します。 

○産業振興推進部長（合田和穂君） 第５期の産

業振興計画では、戦略の柱にイノベーションを

加えまして、将来の本県の柱となり得る産業の

創出を目指す、次世代産業創造プロジェクトを

推進しているところでございます。その中で、

しまんと海藻エコイノベーションの取組、これ

は次世代の産業として成長を大いに期待できる

と、新しい産業の創出を目指すということでご

ざいますので、そういった成長が大変期待でき

ると考えております。 

 今は、陸上養殖の本格化に向けた取組などが

中心でございますけれども、今後研究がさらに

進んで、まさにその関連産業の創出に向けた動

きなどが本格化してくるかと思います。そういっ

たタイミングを捉えて、次世代産業創造プロジェ

クトにしっかりと位置づけて、より強力に支援

してまいりたいと考えております。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

産業振興計画の中にということで本当にありが

とうございます、力強いエンジンができると思

います。また、夢のプロジェクトが始まってい

ますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 また、今年はうれしいニュースがありました。

四万十川では、高知大学大野名誉教授の助言や、

昨年施工しました支流の竹島川での河床整備や

実証実験、種苗の管理の徹底など様々な要因が

あると思いますが、天然アオノリ、スジアオノ

リが５年ぶりに収穫されました。本当にうれし

いことでございます。そして、アオサノリ、ヒ

トエグサ養殖のほうも順調に生育し、収穫でき

るようになりそうだと聞いております。 

 四万十川にとって重要なこれらの漁業を守っ

ていくことも大切なことだと思いますが、その

支援策について水産振興部長の御所見をいただ

きます。 

○水産振興部長（濱田美和子君） 本年度天然ア

オノリの収穫があった主な要因の一つとして、

水温が生育に適していたことが考えられます。

このため、新たに水温の詳細な観測を行い、国

の研究機関など専門家の御意見を伺いながら、

アオノリの生育との関連性について分析を行い

ます。 

 アオサノリ養殖では、光の量の調整や水質の

改善による種苗の品質の向上、また網の設置に

より魚からの食害を防止できることが確認され

たことから、引き続き研究や実証試験を行って

まいります。こうした取組を関係者と連携して

進めることで、アオノリ、アオサノリの生産量

の回復と安定化を図り、四万十川における重要

な漁業の持続化につなげてまいりたいと考えて

おります。 

○５番（土森正一君） 部長、ありがとうござい

ます。引き続きよろしくお願いします。陸上養

殖のほうもそれぞれが考えているようでござい

ますので、そちらのほうの支援もよろしくお願

いしたいと思います。 

 次に、四万十市の食肉センターの整備につい

てであります。 

 昨年１月の報道でありましたように、基本設

計段階で概算事業費が75億円と上振れし、この

結果を受け、四万十市がサウンディング調査を

実施、可能な限りの縮減を目指し、当時の実勢
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価格に合わせたことに加え、実施設計と施工を

一体にしたデザインビルド方式を採用し、設計

費用の縮小や工期短縮で事業費の削減を行いま

した。 

 その結果、昨年７月に負担対象となったおよ

そ61億5,000万円の負担割合について、県と関係

市町村が合意し、同センターの整備、運営を担

う一般社団法人四万十食肉公社を設立し、令和

10年度の操業開始を目指しました。 

 高知県のほうも昨年９月議会の補正で、四万

十市新食肉センター整備事業費負担金を認めて

いただき、高知県はじめ関係者の皆様に感謝の

気持ちと同時に、これでいよいよ整備に向けて

進んでいくんだなと思っておりましたが、昨年

四万十食肉公社が事業者選定プロポーザルを実

施したところ不調となったことは、皆様御承知

のとおりでございます。 

 しかしながら、四万十市の新食肉センターの

施設整備は、県内畜産振興の強化、雇用、経済

効果の拡大など、地産外商と地消地産を目指す

には、なくてはならないものだと考えておりま

すが、濵田知事の御所見をお願いいたします。 

○知事（濵田省司君） お話のございました四万

十市の食肉センターは、年間約10万頭の屠畜を

行います、県内では唯一の豚の屠畜場であり、

本県の畜産振興にとりまして非常に重要な地位

を占めていると考えます。さらに、併設をされ

ております食肉事業者なども含めますと、幡多

地域で約150人の雇用を有します。地域の雇用の

場としても大変重要な役割を担っている施設だ

と考えます。 

 このため、県は、老朽化いたしましたセンター

の建て替えの整備に当たりまして、高知市にお

きます新センターの整備と同様の考え方に立ち、

50％を若干超える負担を行うことといたしまし

て、ただいま議員からも御紹介いただきました

ように、昨年の９月議会で予算の承認をいただ

いております。 

 これも御紹介ございましたように、昨年11月

のプロポーザルは価格面で折り合わず不調に終

わり、現在四万十市におきまして再度の発注に

向けて、実勢価格の調査に取り組まれている段

階にあるというふうに承知しております。県と

いたしましては、早期の整備に向けまして、四

万十市と連携をしてしっかり取り組んでまいる

考えであります。 

○５番（土森正一君） 知事、ありがとうござい

ます。 

 四万十市議会産業建設常任委員会報告での不

調の要因分析では、サウンディング調査時から

の物価上昇により、単価見直し、解体工事費用、

実施設計費用、諸経費が全体的に上昇するなど、

物価高騰が大きく影響していると思われます。

四万十市の食肉センター整備推進室としまして

は、予算額の範囲内での事業実施を目指し、昨

年末より概算事業費の調査を行っているが、全

て出そろうのは最短でも２月下旬までは時間が

かかるということでした。 

 四万十市新食肉センター整備は、概算事業費

の調査結果を踏まえ、事業費などの再検討につ

いて、県や関係市町村と協議を進めていく上で、

今後も県の支援が欠かせないものと思っており

ます。農業振興部長に御所見をお聞きいたしま

す。 

○農業振興部長（松村晃充君） 先ほどお話もあ

りましたように、四万十市におきまして、現在

新食肉センター整備工事の再度の発注に向けて

実勢価格の調査が行われております。県としま

しても今後の市の方針決定の参考となりますよ

うに、高知市の新食肉センターの整備に関わり

ました事業者に実勢価格に対する助言も求めて

おりまして、その結果も市と共有をしていきた

いと考えております。 

 また、四万十市や県、関係市町村が負担する
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整備費に対し、地方創生に関する国の交付金が

充てられる可能性があるとの情報をいただきま

したので、共同で国への申請を行うよう四万十

市に働きかけ、申請に当たっての助言などを行

い、先月国のほうには申請を行いました。 

 今後も四万十市の方針決定の材料となる情報

提供などを行い、市の方針が決定しました際に

は、早期の整備に向けて関係自治体などとの協

議が円滑に進むよう、しっかりと支援してまい

ります。 

○５番（土森正一君） 部長、ありがとうござい

ます。新しい地方創生の補助金を本当にありが

とうございます。それをしっかり取っていただ

いて、これからしっかりと四万十食肉センター

よろしくお願いしたいと思います。もうすぐで

ございますんで、ぜひともお願いいたします。 

 それでは、次の質問に移りたいと思います。

訪問介護、介護支援専門員についてお聞きしま

す。 

 訪問介護は、利用者の家に訪問し、身体介護

や生活援助を行うもので、利用者の生活の場で

具体的なサービスを提供していきます。令和６

年度の改正では訪問介護の報酬単価が引き下げ

られ、約2.3％の減収となり、例えば月額の売上

げの平均が350万円だとすると、８万500円のマ

イナス、年間96万6,000円の減収となります。全

国の昨年の４月から９月の倒産件数は46件で、

倒産前年同月比35.2％増となっています。 

 高知県でも訪問介護事業者の廃止・休止が12

件となっており、大変厳しい状況でありますが、

国民の８割から９割の方が最期は自宅で迎えた

いと回答しており、訪問介護は御家族の介護負

担の軽減にとどまらず、社会とのつながりや絆

といった役割を果たしていると考えています。 

 中山間地域を多く抱える高知県にとって、訪

問介護サービス提供体制の確保は大変重要な政

策課題と考えますが、濵田知事の所見をお願い

いたします。 

○知事（濵田省司君） 中山間地域におけます訪

問介護サービスの提供は、移動距離などの点か

ら非効率で採算性が悪いということがございま

す。加えて、物価高騰あるいは介護報酬の引下

げによります収益の減少の影響がございまして、

これを事業者の経営努力だけで乗り切ることは

困難な状況にあると考えます。 

 このため、本県におきましては、本年１月以

降、特に小規模な訪問介護事業所を対象といた

しまして、昨今のガソリン価格の高騰に伴いま

す負担の軽減への支援を行っております。さら

に、今議会には全ての介護事業所を対象といた

しまして、１つには、物価高騰の影響を軽減す

るための給付金、２つには、業務の効率化、職

場環境の改善などいわゆる処遇改善を推進する

ための交付金、この予算を提案させていただい

ております。 

 あわせまして、今年度新たに開設をいたしま

した、こうち介護生産性向上総合支援センター

において、事業所の安定した事業運営に向けま

して、介護報酬体系上の加算の取得などを伴走

支援するという取組も進めております。 

 しかしながら、この問題は本来は地方の小規

模事業所の実態を踏まえまして、介護保険制度

の中で、介護報酬がしっかり、適切な報酬単価

などの設定がされるということによる対応が行

われるべき問題だと考えております。 

 その点、現在国におきましては次期の介護報

酬改定、これが令和９年度に予定されておりま

すが、これに向けまして全国の地域を都市部、

中山間といった地域別に分けて、検証の調査を

進めておられるというふうに承知をしておりま

す。本県のような中山間地域の実情を踏まえた

適切な報酬の設定がこの中で行われますように、

国に対する提言を的確に行っていきたいと思っ

ております。 
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○５番（土森正一君） ありがとうございます。

都市と地方のことは大分格差があると思います

ので、しっかりとそれが入ればいいと思います

ので、お願いしたいと思います。 

 次に、高知県の中山間地域における介護人材

の不足が深刻化し、特にホームヘルパーの確保

は厳しい状況となっています。訪問介護サービ

スの提供体制の強化が必要であります。幡多の

ほうでもそうした状況があると聞いております。 

 また、そういったことから、比較的規模の大

きい市街地の事業所から、サービスの届かなく

なった地域に訪問介護サービスを提供してもら

うという、訪問介護サービス相互支援体制構築

事業が、嶺北地域４町村で今年度実施している

と聞いておりますが、見えてきた成果を子ども・

福祉政策部長にお聞きいたします。 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） お話の

ありましたように、高知市など市部の事業所か

ら遠方にある中山間部の利用者への訪問介護

サービスの提供を実証するために、今年度嶺北

地域を対象にモデル事業を実施しております。

高知県ホームヘルパー連絡協議会に委託を行い

まして、昨年９月から２月末までに７名の方に

延べ71回のサービスを提供しているところでご

ざいます。今回のモデルを契機に、新規利用の

希望者への対応も含めまして、嶺北地域への訪

問介護サービスが継続されるといった体制は

整ってきたところであります。 

 一方で、事業を進める上では、片道75分を超

える超遠方地へのサービス提供につきましては、

現在の県の補助制度を活用しましても赤字が発

生をしますことから、こうした課題を解消する

必要がございます。このため、不採算部門の補

塡施策としまして、来年度から補助制度を拡充

する予定でございます。これによりまして、特

に遠方の利用者へサービス提供を行う事業所の

負担を軽減し、中山間地域の介護サービス提供

体制を確保してまいりたいと考えております。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

ぜひよろしくお願いいたします。 

 高知県ホームヘルパー連絡協議会では、県内

の高校へ出向き、介護の仕事や魅力を紹介する

ことで、介護の仕事を高校生が進む進路の選択

肢に入れてもらうことを目指して取り組んでい

ます。その成果が少しずつ現れてきていると聞

いており、高校生のアルバイト先として介護を

選んでもらうことを目指した取組につながるな

ど、５年後、10年後を目指して一歩一歩前に進

んでいます。 

 介護資格取得から就労体験などの支援は、若

い世代の参入促進に効果があると思いますが、

子ども・福祉政策部長にお聞きいたします。 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） 若い世

代の参入促進のためには、実際に介護の仕事を

体験するということで、その魅力を実感しても

らうことが効果的だと考えております。また、

人材不足が見込まれる中で、地域の担い手とし

ての活躍も期待されるところであります。 

 このため、将来を担う若い世代に介護の仕事

の魅力を伝え、将来的な参入促進につなげるた

めに、高知県ホームヘルパー連絡協議会と連携

しまして、新たに高校生を対象とした訪問介護

の資格取得から就労体験までの実証に取り組ん

でいるところでございます。本年度は、高知市

で生活援助従事者研修を開催いたしまして、11

名の高校生が研修を修了しております。利用者

の自宅を訪問し就労体験に現在取り組んでいる

ところでございます。来年度は開催地を拡充い

たしまして、高知市に加えて幡多地域でも開催

を予定しているところでございます。 

○５番（土森正一君） よろしくお願いいたしま

す。 

 次に、介護支援専門員、ケアマネジャーにつ

いてお聞きします。介護支援専門員は慢性的な
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人材不足が続いており、また年齢構成等を踏ま

えると高齢化になっておりまして、定年問題と

併せ、次世代が育ってきていない状況です。一

人でも欠けるとケアプランを自己作成となるよ

うな状況となっている地域もあると聞いていま

す。介護支援専門員の人材確保のためには、幅

広い世代に様々な取組を実施することが急務で

あると考えます。 

 介護支援専門員は利用者に寄り添い、尊厳の

保持と自立支援を図る一連のプロセスを担い、

適切な介護サービスを提案するもので、介護サー

ビスの要でございます。ですが、シャドーワー

クという問題もあります。介護支援専門員の９

割近くが取り組んでいると言われております。

シャドーワークとは、利用者の皆様の生活には

不可欠だが、無報酬の仕事のことで、加算を算

定しない通院同行、公共料金の支払い代行、行

政手続の代行など数多くあります。 

 業務を超えた幅広い仕事内容を見直して、ケ

アマネジメント業務に集中できる環境整備をし、

人材確保につなげようと、国のほうでは議論が

進んでおりますが、県としてはどのように取り

組んでいくのか、子ども・福祉政策部長にお聞

きいたします。 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） 昨年12

月に県が実施しましたアンケート調査では、約

３割の介護支援専門員が今後仕事を続けたくな

いといったような回答を寄せております。その

理由としましては、仕事量や職責の重さ、精神

的負担の大きさ、業務量に見合わない給料の低

さといったことが挙げられているところです。 

 また、議員の御質問にもありました業務範囲

外の支援、いわゆるシャドーワークについては、

約７割が行ったことがあるといった回答が寄せ

られています。こうしたことから、全体的な意

見としましては、処遇改善などを含めた業務の

改善を求めるものが多数ございます。 

 介護支援専門員は介護サービスを提供するた

めのケアプランの作成だけではなく、本人や家

族とサービス事業所をつなぐ大変重要な役割と

認識しております。人材確保に向けましては、

処遇改善とともに、介護支援専門員が専門性を

生かしてケアマネジメント業務に注力できると

いった環境の整備が非常に重要でございます。 

 現在、国の検討会では制度改正や報酬改定に

向けまして、介護支援専門員の負担軽減のため

の業務の在り方や、他産業、同業他職種に見劣

りしない処遇などに関する議論が進められてい

るところでございます。今回実施しました県の

調査結果などを基に、本県の実情に即した検討

がされるよう国に政策提言を行ってまいります。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。 

 介護支援専門員との意見交換会の中では必ず

言われるのが、法定研修の負担が重いことです。

受講者の経済的・時間的負担が大きいというも

のです。詳細は、研修会場が高知中央付近が多

く、費用負担、宿泊費、車両費もかさみます。

研修時間も介護支援専門員で違いがありますが、

実務研修93時間、未経験者研修54時間、更新研

修32時間など多くの負担があります。 

 遠方からの費用負担軽減などの支援が必要だ

と思いますが、子ども・福祉政策部長にお聞き

します。 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） 介護支

援専門員の法定研修につきましては、お話のよ

うに高知市近郊の開催が多いため、幡多地域な

ど高知市以外のサテライト会場の開催ですとか、

一部の研修をオンラインで実施するといった負

担軽減を図ってまいりました。このうちオンラ

イン研修につきましては、令和３年度には２つ

の研修のみで実施していたものを、今年度から

７つの全ての研修に拡充しているところでござ

います。 

 一方、費用負担の軽減につきましては、現在
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の法定研修が国の教育訓練給付が受けられる研

修として指定を受けた場合は、受講料への支援

が受けられることになっております。このため、

令和６年度から可能な研修についてはこの指定

を受けまして、受講料が２分の１程度にまで軽

減されるよう対応しているところでございます。 

 現在給付の対象外となっている研修について

も対象として追加をされるという動きがござい

ますため、今後の国の動向を確認しながら、必

要な手続を速やかに実施してまいります。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。 

 次に、看護師の人材確保についてお聞きしま

す。 

 2040年には就業者数が大きく減少する中で、

医療・福祉職の人材は現在よりも多く必要とな

ると予想、2018年には18人に１人が看護師さん

でありましたが、2040年には12人に１人の看護

師になると言われています。 

 国は、看護師等の確保を促進するための措置

に関する基本的な指針を30年ぶりに改定し、看

護職員確保に向けた施策の方向性として、新規

養成、復職支援、定着促進の３本柱の取組を推

進していくとしています。地元の記事によれば、

本県の看護師の10万人当たりの人数は全国で最

も多いが、需要に対して十分ではないといい、

特に郡部では看護師不足が深刻でございます。 

 県内看護学校の新入生がピーク時の平成27年

度には800人を超えていた新入生は435人と、９

年でほぼ半減しています。また、県内の看護師

の年齢構成は60歳以上が２割弱を占めており、

高知県看護協会の藤原房子会長は、定年後も働

き続ける人に支えられている、10年後はかなり

厳しいとの記事がありました。 

 このような看護師不足が予想されている中で、

先ほどの３本柱の一つ、復職支援の取組はどの

ような点を強化していくのか、健康政策部長に

お聞きをいたします。 

○健康政策部長（中嶋真琴君） 看護師の復職支

援としましては、県看護協会のナースセンター

で無料の職業紹介を行っておりますが、求職者

の希望する勤務地は県中央部が圧倒的に多い状

況でございます。このため、中山間地域の医療

機関では民間の人材派遣業者を活用し、その紹

介手数料などが経営上の課題になっているとお

聞きしております。 

 こうした状況を踏まえまして、来年度から県

看護協会の復職支援の取組として、中山間地域

の医療機関と潜在看護師とのマッチング機能を

強化する予定としております。具体的には、中

山間地域の医療機関が短期間の勤務などの多様

な雇用形態や、標準より高めの給与などニーズ

のある待遇を設定し、ナースセンターが無料で

マッチングを行うというものでございます。看

護師の新規養成や定着促進と並行してこうした

復職支援の取組を強化し、看護師確保に取り組

んでまいります。 

○５番（土森正一君） よろしくお願いいたしま

す。 

 日本の少子高齢化が進行する中で、医療・介

護需要のさらなる増加が見込まれ、在宅医療を

支える訪問看護の需要が高まっております。訪

問看護の人材確保及び安定的な提供体制を整備

するための常勤看護職員を手厚く配置し、重症

度の高い利用者の受入れや24時間対応が可能と

なる体制を有する機能強化型訪問看護ステー

ションの設置支援にどのように取り組んでいる

のか、健康政策部長にお聞きをします。 

○健康政策部長（中嶋真琴君） 現在、県内の訪

問看護ステーションは104事業所ありますが、そ

のうちお話のありました機能強化型のステー

ションは７事業所にとどまっております。その

主な要因は、小規模なステーションが多いこと

から、常勤職員の確保や重症度の高い利用者に
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対応可能な看護師の育成が難しいことにあると

考えております。 

 常勤職員の確保につきましては、現状では合

併や統合による経営規模の拡大が現実的なため、

県の訪問看護総合支援センターでは、こうした

経営相談も受けることとしております。また、

技術力の向上に向けましては、県立大学や訪問

看護総合支援センターにおいて研修を実施して

おります。 

 機能強化型の訪問看護ステーションは、在宅

医療を考えますと非常に重要な機能となります。

来年度は拡充していくために効果的な行政支援

などの調査を改めて行い、今後の対策に生かし

ていきたいと考えております。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。 

 次に、ノマドワーカーについてお聞きします。

2024年４月１日より日本でもノマドワーカー向

けのデジタルノマドビザ制度が始まりました。

日本にビザなしで入国できる国、地域の国籍を

持つ年収1,000万円以上が条件となっています。

世界のノマドワーカーが日本を訪れることが予

想されています。 

 ノマドワーカーとは、遊牧民――ノマドと、

働く人――ワーカーの単語を合わせたものです。

ノートパソコン、アイフォン――スマホやタブ

レットを使い、定期的に場所を変えながら働く

人々のことです。英語ではデジタルノマドと言

われています。 

 世界の経済効果は120兆円と予想されており、

全世界で4,000万人、日本国内でも50万人いると

されています。既に長崎県や福岡市などはノマ

ドワーカーの誘致政策を始めています。ノマド

ワーカーに好まれる条件は、物価が安いこと、

働ける場所が多く環境が整っていること、高速

Ｗｉ－Ｆｉなどのデジタル環境、カフェ、コワー

キングスペースが各地に点在していること、治

安がよく観光地も多いこと、コミュニティーが

形成できることだと言われております。 

 高知県が認定しているシェアオフィスが25か

所あります。その中にもノマドワーカーが好む

条件のコワーキングスペースや居住スペースを

備えた施設が見受けられ、治安もよく、観光地

も多い高知県はノマドワーカーが好む条件に親

和性があると感じております。 

 私は、ノマドワーカーの受入れ施策にも取り

組んでみてはどうかと思いますが、観光振興ス

ポーツ部長にお聞きをいたします。 

○観光振興スポーツ部長（小西繁雄君） 長期滞

在が見込めるノマドワーカーは、現在進めてい

るどっぷり高知旅との親和性が高いと感じてお

ります。県内各地で通信環境を有するコワーキ

ングスペースやワーケーションの施設整備が進

み、その周辺には豊かな自然や体験などの観光

資源も多いことから、国内外のノマドワーカー

に支持される受入れ基盤があるのではないかと

考えております。 

 海外から訪れるノマドの方々についても、既

に須崎市での受入れ事例もあるというふうにお

聞きもしております。今後こうした自治体とも

連携しながら、ノマドの方々の誘客策を検討す

るとともに、外国人向け旅行商品のＰＲにも取

り組んでまいりたいと考えています。 

○５番（土森正一君） 部長、ありがとうござい

ます。 

 ほかの関係人口の話をする前に、このことも

聞いておきます。現在、世界のノマドワーカー

の聖地はタイのチェンマイだと言われておりま

す。それは先ほどの好む条件がそろっており、

ノマドワーカーのコミュニティーが形成されて

いて、様々な国、職種の人が交流でき、観光を

楽しみながら仕事ができることだと言われてい

ます。現在、高知龍馬空港が国際線ターミナル

を整備中です。今、台湾からチャーター便が今
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年10月まで延長になっておりますが、約95％の

搭乗率だと聞いております。大変すばらしいこ

とです。 

 韓国、香港の航空路線の誘致に力を入れてい

ますが、タイ国とつなげる直行便の誘致にも力

を入れていけばどうかと思いますが、観光振興

スポーツ部長の御所見をお聞きします。 

○観光振興スポーツ部長（小西繁雄君） 現在運

航している台湾路線や誘致に取り組んでいます

韓国路線に加えまして、さらなる路線の誘致も

目指していきたいというふうに考えております。

タイにつきましては、特に親日的で、令和６年

の訪日客数は100万人を超えております。 

 また、その８割程度が訪日リピーターである

ということから、今後地方への関心も高まるの

ではないかと期待をしております。このため、

タイからの直行便につきましても、まずは現地

の航空会社の運航状況でありますとか訪日旅行

の動向や、タイの方々の好みなど情報収集を進

めていきたいというふうに考えております。 

 アクセス状況に課題のある本県にとりまして、

海外との直行便で結ばれることが有効でありま

すので、高知空港の整備を見据え、しっかりと

取り組んでいきたいというふうに考えておりま

す。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。 

 2016年度から始まった、ふるさとワーキング

ホリデーという制度があります。都市部在住の

若者が長期休暇を取って地域で働きながら収入

を得られるものであります。地域の人々や企業

の交流とがメインとなっておりまして、つい先

日、ユズで繁忙期の馬路村のふるさとワーキン

グホリデーが紹介されていました。 

 こちらの制度も、高知県にとっては親和性が

あるのではないかと思いますが、人口減少・中

山間担当理事に御所見をお聞きします。 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） 本県

では、平成29年度から、ふるさとワーキングホ

リデーに取り組んでおります。今年度は11市町

村で農業や観光、宿泊業など32の事業者が募集

を行い、２月末時点で66名に参加いただいてお

ります。 

 馬路村のように参加者の滞在中に地域の暮ら

しや文化の体験など、地元住民との交流にも積

極的に取り組んだ地域では、リピーターとなる

方、あるいは移住された方もおりまして、御指

摘のように本制度は繁忙期の人手不足解消にと

どまらず、関係人口の拡大や移住の取組とも非

常に親和性が高いと考えております。 

 このため、県では、現在中山間地域再興ビジョ

ンのアクションプランの目標にもこの制度の実

施市町村数を掲げております。その活用に向け

た様々な働きかけを行っておりますし、あわせ

まして受入れ人数の拡大に向けて、本県移住ポー

タルサイトでの情報発信、あるいは県主催での

参加者と地域の方との交流会開催など、関係人

口、移住人口のさらなる拡大にもつながるよう

取り組んでいるところでございます。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

ノマドワーカー、ワーキングホリデー、ワーケー

ション、働き方が大きく変わってきています。

働き方と観光・インバウンド、両方の視点で高

知の未来を考えていくことが大切だと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、予土線についてお聞きします。 

 愛媛県南予地方局に行くと、YODOSENサポー

ターの募集やパーク・アンド・ライドで予土線

に乗ろう、予土線駅前マルシェなどのポスター

をあちこちで見かけます。予土線を何とか残し

たいという強い思いを感じたところです。 

 高知県と愛媛県では、令和５年に両県にあっ

た予土線利用促進対策協議会を一本化し、赤字

が続く予土線の維持・存続を目指して両県の連

携を強化しました。愛媛、高知両県の県議会も
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令和６年９月に松野町役場において予土線のこ

れまでの活動と今後の取組などについて協議を

行いました。 

 ＪＲ四国の四之宮社長は本年１月13日に愛媛

の報道機関との対談で、地域のまちづくりを含

めて、自治体と共に交通の在り方を、ＪＲ路線

の位置づけを考えていきたいと述べ、前社長時

代にＪＲ四国が自治体に働きかけてきた予土線

など厳しい路線の存続をめぐる議論については、

一旦先送りする姿勢を示しました。 

 そういった中で、今後どのように予土線の存

続に向けて考えていくのか、濵田知事にお伺い

いたします。 

○知事（濵田省司君） 予土線は愛媛県と本県を

結びます唯一の路線であり、地域住民の日常的

な移動手段といたしまして、またインバウンド

の誘客も含めました観光資源として地域の活性

化に必要不可欠な路線というふうに考えます。

昨年は開通50周年の節目に当たりまして、感謝

祭などのイベントの開催、利用促進キャンペー

ンなど、にぎわいづくり、情報発信に取り組み

ますとともに、機運醸成を図ったところでござ

います。さらに、昨年８月には愛媛県知事や沿

線の首長などと共に、両県共同ということでは

初めてになりましたが、国に対しまして予土線

の維持、利用促進への支援について要望活動を

行いまして、より多くの声を届けることができ

ました。 

 今後も国に対しまして継続的な支援を求めま

すとともに、予土線利用促進対策協議会、これ

が両県で１つという形になっております。ここ

での連携を密にいたしまして、より一層の利用

促進を図りますなど、予土線の存続に向けて、

両県スクラムを組みましてしっかりと取り組ん

でまいります。 

○５番（土森正一君） 知事、ありがとうござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 昨年９月に産業振興土木委員会で黒部峡谷の

トロッコ列車の視察をしました。壮大ですばら

しい景観で、黒部峡谷の大きな観光産業の一つ

となっています。 

 昨年、高知県議会公共交通議員連盟で乗った

予土線の景観も全然負けていません。これまで

紡いできた田園や畑の景色と悠久な流れを続け

る美しい四万十川の自然と溶け合った景色は、

180度以上の景観で圧倒し目の中に入ってきま

す。予土線が残っているから見ることのできる

風景です。 

 自然と箱物、列車が一緒になって走り抜ける

予土線は、どっぷり高知旅のコンセプト「極上

の田舎、高知｡｣､海外からも注目されている田舎、

スーパーローカルとローカル線予土線を掛け合

わせた、田舎と自然を体感できる観光商品を生

み出すことができれば、地域の活性化につなが

ると思いますが、観光振興スポーツ部長にお聞

きします。 

○観光振興スポーツ部長（小西繁雄君） 予土線

と四万十川が織りなす景観は田舎や自然の魅力

にあふれ、外国人にも訴求できるポテンシャル

の高さを感じております。実際に、予土線とサ

イクリングを組み合わせました旅行商品は、外

国人のモニターツアーでも高い評価を受けてお

ります。また、四万十川沿いの散策などを楽し

み、窪川や大正のゲストハウスに宿泊される外

国人観光客も増えてきたというふうに聞いてお

ります。 

 また、沿線にはラフティングやジップライン

といったアクティビティー、そして三島キャン

プ場など自然を生かした観光資源が豊富にござ

います。引き続き、こうした観光資源と予土線

を絡めた商品づくりを進めるとともに、ローカ

ルな魅力を生かし、どっぷり高知旅を体感でき

るような滞在型の旅を海外に発信していくこと

で、地域の活性化につなげていきたいというふ
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うに考えております。 

○５番（土森正一君） よろしくお願いいたしま

す。 

 予土線は生活のためにも必要な路線でもあり

ます。通勤、通学であったりお買物など、日常

生活での利便性の向上を考えていくことが必要

です。こうした中、愛媛、高知両県で共通して

行われましたのがＪＲ予土線と路線バスとの

モーダルミックス実証実験ではないかと思いま

す。高知県では令和５年７月から11月、愛媛県

では令和６年10月から令和７年１月まで行われ

ました。 

 予土線の活性化に向けては、この路線バスと

のモーダルミックスが有効かと考えますが、今

後どのように取り組んでいくかについて総合企

画部長にお伺いいたします。 

○総合企画部長（松岡孝和君） お話のありまし

たＪＲ予土線のモーダルミックスは、ＪＲのチ

ケットや定期券で沿線の路線バスを乗車可能と

することで利用者の利便性を向上させる取組で

あります。令和５年７月から11月までの約４か

月間実施されました実証運行では、予土線の利

用者数が大幅に増加する結果となりました。時

期的には新型コロナによる影響の緩和という要

因もあったとは思いますが、予土線の活性化に

つながる結果であったと受け止めております。 

 こうした結果を受けまして、ＪＲ四国や四万

十町はモーダルミックスの実現に向けて前向き

な姿勢にもなってきておりますことから、県と

しても実現に向けて支援をしてまいりたいと考

えております。 

○５番（土森正一君） ２つの視点で予土線をよ

ろしくお願いいたします。 

 こんなイベントがあるから、もし時間があれ

ば来てみてくださいと言われてのぞいたのが、

西土佐で開催された第２回予土あす青春18プロ

ジェクトでした。愛媛県と高知県の予土線沿線

の中高９校と、地域密着型で地域みらい留学な

どで県内外から多く生徒が集まっている三崎高

校を合わせた10校、約50人が集まって予土線を

地域課題のテーマに議論していくものでした。 

 まず、西土佐の江川崎駅から半家駅まで実際

に列車に乗り込み、次に半家天満宮で西土佐分

校の生徒が地域の歴史と文化を報告し、会場に

戻りシンポジウムが始まりました。 

 開会挨拶の中で坂本松野町長は、私も予土線

で往復２時間かけて四万十川、広見川を見なが

ら通ったことは一番の思い出となっています、

生活には欠かせない貴重な文化資源です、100年

以上続いてきたものを経済的理由で廃止の議論

には疑念を感じています、地域を考えること、

これからの日本に必要なことです、若い力を貸

してくださいと話し、西土佐で製材業を営んで

いる社長からは、予土線と森林の力と題した講

演をいただくなど、それぞれの地域から活躍し

ている大人の皆様も参加していました。 

 予土線が当たり前にある風景の中で、中高生

が主体となって議論していくシンポジウムは大

切な取組と思いますが、濵田知事に御所見を伺

いたいと思います。よろしくお願いします。 

○知事（濵田省司君） お話しいただきましたシ

ンポジウムは、ＪＲ予土線沿線エリアの中高生

が県境をまたいで連携をいたしまして、沿線地

域を盛り上げていくということを目的として開

催をされました。 

 シンポジウムの中では、地域の活性化策とし

て中高生から提案がありました。例えば、沿線

にある名所ツアーを造成する、駅舎や周辺施設

を活用したイベントを開催する、また廃校を利

用した宿泊施設の開業を考えてはどうか、こう

いった提案がございました。このような提案に

至る中で、予土線は地域の資源であるとともに、

活性化に必要であるという認識が改めて中高生

の中でも行われたものというふうに考えます。 
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 地域の中高生が主体となって進めますこうし

た取組は、地域の活性化に向けました新たな試

みや、予土線存続への機運醸成につながる大変

重要な取組となっていると考えております。地

元でも継続的に開催をしたいという御意向があ

ると伺っておりますので、県といたしましても

開催に当たりまして積極的に協力をしてまいり

ます。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。 

 シンポジウムでは京都や名古屋に出向き、他

地域の大学生や中高生が予土線をテーマにした

交流や、予土線でのカッパツアー、旅する本、

ハロウィンツアー、カボチャアート、ＪＲ予土

線・関係人口の可能性シンポジウムなど多くの

事業を宇和島東高校が発表し、始まりました。 

 それを踏まえて、５グループに分け、それぞ

れ５つのテーマ、関係人口・ファンクラブ、予

土線ツアー、駅舎周辺・駅舎利活用、商品開発、

空き家・空き店舗利活用に落とし込み、グルー

プで考えたことを最後の30分間で、予土線利用

促進対策協議会総合アドバイザー、隈研吾さん

とオンラインでつなぎアドバイスをいただき、

磨き上げていくといったすばらしいシンポジウ

ムでした。 

 高知、愛媛両県の中高生が予土線をテーマに

これまで培ってきたメソッドで同じ目線で課題

を考え、共有する経験はあまりないのではない

かと思います。高知、愛媛両県の中高生が長い

時間予土線という大きな地域課題を語り合う時

間は、参加した子供たちにとってはすばらしい

経験だったと同時に、人材育成につながってく

るものではないかと思いますが、教育長の御所

見をお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） このシンポジウムには

高知県と愛媛県の中高生計43名が参加し、予土

線をテーマに沿線地域の方々と共に話し合い、

交流を図ったと聞いております。このような機

会を通して県内外の中高生が一堂に会し、共通

の課題に対して意見交換や共同研究を進めるこ

とは、それぞれに新たな視点や価値観に気づい

たり、これまでにない発想を生み出すきっかけ

になったりするものであります。 

 また、地域の直面する課題の解決に向けて自

分たちにできることを考え行動することは、主

体的に社会に参画し、貢献しようとする思いや

態度を育むことにつながるものであり、こうし

たシンポジウムに参加することは将来の地域を

担う人材の育成に資するものと考えております。 

○５番（土森正一君） 教育長、ありがとうござ

います。 

 各地域ならではの地域資源を生かした教育、

体験ができ、学校の垣根を越えて地元市町村や

小中学校との連携を育むことのできる、県境を

越えたシンポジウムを続けていくことは、地域

と一体となった中山間地域の県立学校のさらな

る魅力化、特色化につながっていくと思います

が、教育長のお考えをお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） このシンポジウムの中

で、高校生たちからは予土線の存続に関わって

多くの意見が出されたと聞いております。例え

ば、廃校を利用した宿泊施設の開設や地元木材

を利用した商品開発などのアイデアが出された

と伺っております。こうしたことは、地域の魅

力の再発見、また地域の活性化につながるもの

と考えます。 

 また、こうしたシンポジウムを契機として高

校生が地域課題を発見し、地域をフィールドと

して地域の人々と研究を行っていくことは、学

校と地域の一体化を図り、その学校の教育の特

色化を進めるものでもあります。このように、

シンポジウムを継続することは、生徒の主体的

な研究を進め、高校生の交流の輪を広げ、それ

ぞれの高校の魅力化、特色化を進めることにつ

ながるものと考えます。 
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○５番（土森正一君） ありがとうございます。 

 県立高等学校振興再編計画の中の中山間地域

校の小規模グループＣでも同じようなことが書

かれています。地域資源を生かした特色ある教

育活動や体験活動を充実させるとあります。 

 先ほどは高校の魅力化について御答弁いただ

きましてありがとうございます。予土線のシン

ポジウムにもすばらしいコーディネーターがお

りました。魅力を引き出すためには、高校と地

域をつなぐ高校魅力化コーディネーターの取組

もますます大切なことになるのではないかと感

じたところであります。教育長にお考えをお聞

きします。 

○教育長（長岡幹泰君） 県教育委員会では、本

年度から県版地域おこし協力隊を活用した高校

魅力化コーディネーターの配置を始め、現在３

名の方が活動してくださっております。このう

ち、例えば大方高等学校のコーディネーターは、

地域みらい留学に積極的に取り組み、県外から

の志願者を大きく増加させてくださいました。

また、魅力化推進プロジェクト会議を立ち上げ、

地元自治体と学校の魅力化に向けた取組の検討

をリードするなど、会議の中心的な役割を果た

してくださっています。 

 県教育委員会としましても、高等学校の魅力

化を推進するために、こうしたコーディネーター

の働きは大変重要なものと考えており、来年度

はさらに多くの学校に配置していきたいと考え

ております。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

よろしくお願いします。 

 次に、海外留学についてお聞きします。文部

科学省と独立行政法人日本学生支援機構が実施

する官民協働海外留学支援制度、新・日本代表

プログラム､｢トビタテ！留学JAPAN」拠点形成支

援事業の2024年度採択地域に福島県とともに高

知県が選ばれました。 

 ライフネット生命保険創業者、ＡＰＵ元学長、

出口治明さんの言葉ですが､｢人・本・旅」があ

ります。人との出会い、本を読む時間、国内外

を巡る旅は大切なインプットであり、経験その

ものが人生を豊かにすることができるという大

好きな言葉です。 

 そういう意味で、今度の探究型海外留学を県

内の高校生が行うということはすばらしいこと

だと思っています。県内に幅広く募集をかける

ものだと思いますが、どういった工程表で進ん

でいくものか、教育長にお聞きいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 高校生の探究型海外留

学を支援するこうち未来創造グローバル人材育

成事業につきましては、この１月末から２月初

めにかけて、県の東部、中部、西部の３地域で

生徒の方々、また保護者の皆さんを対象の説明

会を開催しまして、約120名の方々に参加をいた

だきました。また、現在県教育委員会のホーム

ページ上におきまして募集要項を公表し、４月

15日までを募集期間としております。 

 今後は、５月に面接審査を行い、30名程度の

留学予定者を決定いたします。そして、６月に

は事前研修を実施し、生徒たちは７月から10月

までの間に14日以上の探究活動を伴う海外留学

を行います。そして、２月には成果報告会を実

施することとしております。 

 本事業を活用しまして、国際的な視野を広げ

るとともに、改めて高知を見詰め直すことで、

本県に対する愛着と誇りを持ち、あわせて社会

や地域の発展、活性化に貢献できる人材を育成

していきたいと考えております。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

中村高校２年の岡田君がデフリンピックに台湾

に行ったんですけれども、そのときに国際大会

はどうですかと聞いたときに、日本が大変すば

らしいことが分かりましたと言っていました。

本当に国外に出ていくことはそういうことになっ



 令和７年３月７日 

－258－ 

 

ていくと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 次に、幡多地域教育協働コンソーシアム会議

についてお聞きします。幡多地域教育協働コン

ソーシアム会議は、幡多地域の児童生徒の教育

や人材育成の充実を図ることを目的として、幡

多地域の県立学校と市町村や地域の産業界など

で構成されています。令和３年度から５年度ま

では年２回程度の会議を開催し、人材育成に向

けた意見交換や各地域の特色ある取組に関する

共有の場として機能してきたと聞いております。 

 国の指定事業としては終わりましたが、令和

６年度も継続し、学校、市町村、産業界などが

協働で生徒や子供たちが地域の産業や企業など

を知り、人材育成のつながりができるようにバー

ジョンアップして、地域の産業や企業を周知し

ていこうとする取組と聞いておりますが、今後

の取組について教育長にお聞きいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） このコンソーシアムで

は、これまで域内の県立学校や企業がそれぞれ

の特色ある取組や教育について情報交換を行い、

相互の理解を深めてまいりました。また、今後

の取組の充実策について協議を行ってきたとこ

ろでございます。 

 その中で、まず令和７年秋に幡多の日と銘打

ち、幡多地域の様々な分野の企業や県立学校が

一堂に会し、学習や研究、また協働した取組の

成果などを発表し合い、交流を深め、関係性の

強化を図っていくこととしております。また、

その場には、地域の小中学生にも参加を募り、

幡多地域の県立学校や企業の魅力を伝え、地元

高校や企業への関心を高めていきたいと考えて

おります。 

○５番（土森正一君） 今年の11月にイベントが

あると聞いております。ぜひよろしくお願いし

たいと思います。 

 最後に、道徳教育についてお聞きします。 

 学校教育の道徳教育の意義及び位置づけとし

て、改正教育基本法に道徳心を培うことが明記

され、道徳教育は児童生徒が人間の在り方を自

覚し、人生をよりよく生きるために、その基盤

となる道徳性を育成するものですとあります。

私も道徳教育は日本の根幹であるといつも思っ

ております。 

 米国の動物学者エドワード・Ｓ・モースは148

年前日本に来日し、こよなく日本を愛しました。

その残した言葉に、この地球の表面に生息する

文明人で、日本ほど自然のあらゆる形況を愛す

る国民はいない、日本ほど子供が親切に取り扱

われ、そして子供のために深い注意が払われる

国はないという言葉を残しています。 

 また、2017年の記事、米国在住のライター、

アイネズ・モーベーン・ジョーンズが「外国人

が感じた日本の「道徳教育」のすごみ」の中の

記事で、小学生１年生の娘と日本に旅行に来た

とき、日本で出会った幼い子供たちの心遣いや

礼儀正しさ、責任感の強さに感銘を受けたと記

事に残しています。 

 子供たちに、世の中が変わっても人として大

切にしなければならない、変わらない価値が存

在することを教える日本の道徳教育は、世界に

誇れるものであり、大切な授業だと思いますが、

教育長にお聞きします。 

○教育長（長岡幹泰君） 時代の変化に伴って変

わっていくべきものがあれば、時代の変化にも

かかわらず普遍的に変わらない、変えてはなら

ない価値もございます。そして、変化の激しい、

難しい社会の中でも、人はいかに生きるべきか、

またどのように行動すべきかをしっかり考え、

判断していかなければなりません。そのために

必要な資質、能力を養い、また道徳性や人格形

成の根幹に関わる学びの中核にあるのが道徳教

育であります。 

 学習指導要領におきましても、道徳教育は道
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徳科の授業を要として全ての教育活動を通して

行うとされているところでありまして、道徳教

育は大変重要な学びであると考えております。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。 

 本日は、濵田知事はじめ執行部の皆様ありが

とうございます。産業育成、人材確保・育成、

教育や、残すことで、次世代につなげていくと

いうテーマで質問させていただきました。 

 長岡教育長、井上副知事、本当にお疲れさま

でございます。坂本龍馬さんの言葉に、生を得

るは事をなすにありという言葉があります。ま

さしくそのことを実現されたお二人だと思いま

す。今後ともお二人の知見を次世代に御教授い

ただきますようにお願いいたしまして――私に

もお願いいたします。 

 これで質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手） 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、土森正一議

員の質問は終わりました。 

 ここで11時５分まで休憩といたします。 

   午前11時１分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午前11時５分再開 

○議長（加藤漠君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 中根佐知議員の持ち時間は35分です。 

 36番中根佐知議員。 

○36番（中根佐知君） 日本共産党の中根佐知で

す。お許しいただきましたので、早速質問に入っ

ていきたいと思います。 

 教員の処遇改善についてお聞きをいたします。 

 2021年、地方公務員法の一部を改正する法律

が制定されまして、2023年４月から実施をされ

ました。その中身は、定年延長を２年ごとに行

い、2023年から2024年には61歳、2025年から2026

年には62歳、2027年から2028年には63歳、2029

年から2030年には64歳、2031年から2032年には

65歳に退職年齢を引き延ばすことと、在職中で

あっても60歳を超えると60歳時の賃金の70％の

賃金になるというものです。 

 令和14年度、2032年度末までの毎年、定年延

長に係る定年退職者数は何人になるのか、教育

長にお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 定年年齢の段階的引上

げに伴い、今後２年ごとに定年退職が発生する

形となります。仮に現在の教員が定年まで勤務

を続ける前提で試算しますと、小中学校、義務

教育学校、そして高等学校、特別支援学校を合

わせまして、令和６年度末に61歳で定年退職と

なる教員は203名、令和８年度末に定年年齢が62

歳に延び252名、令和10年度末には63歳で251名、

令和12年度末には64歳で158名、令和14年度末に

は65歳で218名が定年退職となる見込みでありま

す。 

○36番（中根佐知君） 昨年３月に令和５年度末

に61歳の定年延長者でありながら、１年早く退

職をした教員は何人いるのか、教育長にお伺い

いたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 定年引上げの対象者で

あって、令和５年度末に60歳で退職した教員は

52名となっております。 

○36番（中根佐知君） また、今伺った以外に、

令和５年度末に中途退職をされた先生は何人い

るのか、教育長にお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 先ほど申し上げました

60歳で退職した方以外に令和５年度末に退職し

た教員は、人事交流によるものを除きまして全

校種で156名となっております。 

○36番（中根佐知君） 教員不足の上に、様々な

点で危機的な数字が飛び出したというふうに認
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識をします。これが高知県だけではなくて、全

国的な課題であることにも深刻さを感じていま

す。 

 子供たちの前に必要な先生がいない現実を変

えるために、これまでもいろいろと提案をして

きました。しかし、危機的状況が続くならば、

さらに他の対策も考えていかなければなりませ

ん。定年延長制度が導入された中で該当する教

員にこれまでどおり職責を果たしていこうと思っ

てもらえる条件を、今整えなければならないと

思います。 

 教員採用人数は多くしていますが、学校現場

に若い先生が急増する中で、出産・育児などに

追われる日々をチームとして支える役割はベテ

ランの先生方に課せられています。また、残念

なことに、病気休暇を取らざるを得ない先生方

もいらっしゃいます。子供の見方や関わり方、

熟練した経験から若い先生方に伝える役割など、

ベテランの先生の果たす仕事はここでも山のよ

うにあります。仕事量は変わらないのに60歳に

なれば給与は７割で、ボーナスも７割、これで

本当にモチベーションが上がるのでしょうか。

今や宝のようなベテランの教員をもっと大事に

すべきだと考えます。中途退職などの事態が起

こらないように、教員確保のためには60歳以上

の教員の処遇改善が重要だと考えます。 

 60歳以上の教員の働き方について、教育現場

の該当者の声を教育長はどのように聞いておら

れるでしょうか、お聞きいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 毎年度、再任用を含む

59歳以上の教員の方に対しては、60歳以降の働

き方について意向調査を実施しております。 

 調査では、60歳で退職を選ぶ理由として、体

力や気力の低下、また介護などの家庭を優先し

たいといった理由がございます。そのほか、今

おっしゃられたように給与が減額されるからと

いう声があることも承知をしているところでご

ざいます。 

 その一方で、60歳を超えて働いている教員か

らは、若年教員に教え、成長する姿が見られる

ことがうれしい、また子供たちの頑張りが生き

る活力になる、そして教えることが好きだから

続けているなどの声も聞かせていただいておる

ところでございます。 

○36番（中根佐知君） 本当に先生方の努力の上

に、そして忍耐の上に、我慢の上に、教育現場

が成り立っていくのではないか、そういう意味

での危機感もこれからさらに持つ必要があるの

ではないかと思っています。 

 令和３年の地方公務員法の改定で、知事部局

では再任用の職員は短時間勤務となり、職員の

必要定数外にカウントされているんです。しか

し、教員は国庫負担金を受けているからという

理由で、再任用教員も定数内にカウントをされ

ています。すると、現場では短時間勤務の再任

用教員のいない時間を埋める教員を配置するこ

とができません。正規教員と同じ時間働く再任

用教員もいますけれども、学校現場に様々な働

き方、給与の格差が持ち込まれている、これが

現状です。 

 教育の現場は、大前提は同一労働同一賃金で

す。その上でチーム学校が成り立っています。

61歳の定年延長者も、62歳以上の暫定再任用者

も、60歳までと同じ仕事をしているではありま

せんか。 

 今年２月に、日本ＩＢＭの分割会社キンドリ

ルジャパンが、60歳で従業員の賃金を大幅に下

げる再雇用制度をやめて、処遇を下げずに65歳

まで雇用を継続する定年延長を実施することが、

係争中の東京地裁口頭弁論で明らかになりまし

た。この裁判は2020年４月に提訴されています。

日本ＩＢＭが年収1,000万円あった労働者を60歳

以降の再雇用で、最低賃金に近い月17万円、年

収204万円に減額したために、不合理な格差を禁
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止した労働契約法第20条に反するとして、賃金

差額の損害賠償を原告２人が求めたものです。

この裁判の経過の中で、キンドリル社は処遇を

下げずに65歳までの定年延長を実施したもので

す。民間企業の中でも働き手確保のための処遇

改善がぐっと進んでいます。教員も見直しをす

べきときではないでしょうか。 

 現在、教員の中には定年の順次引上げに伴い、

定年延長された方々とは別に、定年引上げ前に

定年を迎えて再任用で働かれている教員がいま

す。定年延長の教員も再任用の教員も同様に仕

事をしており、担任として仕事をしている人も

います。しかし、給与面ではとんでもない低い

処遇となっていて驚かざるを得ません。 

 定年延長者と比較して再任用教員の賃金はど

のようになっているのか、教育長に伺います。 

○教育長（長岡幹泰君） 定年引上げに伴い、60

歳を超える教員の給料月額は、該当する給料号

給の７割となります。具体的な金額は個人によっ

て異なりますが、例えば61歳の教員の平均額は、

小中学校等は約29万2,000円、高等学校等につき

ましては約30万600円でございます。 

 一方、再任用教員の給料月額は、給料表で１

つの給料月額が定められておりまして、小中学

校等は28万100円、高等学校等は28万3,600円と

なっております。 

○36番（中根佐知君） 定年延長者と再任用教員

のボーナスの金額の比較はどのようになってい

るのか、教育長にお伺いします。 

○教育長（長岡幹泰君） 期末手当及び勤勉手当

につきまして、本年度の年間を通じた支給月数

は、定年引上げで60歳を超える教員が4.45月、

再任用教員が2.325月となっております。したが

いまして、先ほど申し上げました給料月額で単

純計算をしますと、定年引上げで60歳を超える

教員が小中学校等は約148万6,500円、高等学校

等は約153万300円でございます。一方、再任用

教員につきましては、小中学校等は74万5,008円、

高等学校等は75万4,318円となっております。 

○36番（中根佐知君） 本当に低いですよね。同

一労働同一賃金の観点から、少なくとも定年延

長者と再任用者の処遇の均衡を図ることは必要

ではないでしょうか。 

 広島県や鳥取県では知事の英断で、県単でこ

の差をなくす給与施策が実施されています。広

島県、鳥取県はともに再任用教職員の給与を７

割水準に引き上げています。加えて、鳥取県は

期末勤勉手当についても、正規教員や定年延長

者と同じ月数を支給しています。 

 深刻な教員不足の続く中で、可能な限りモチ

ベーションを上げ、そして職員の方たちが頑張っ

ていただけるような待遇改善に努める、こうし

た鳥取県など他県の取組は高知県も見習うべき

です。 

 直ちに、特に大きく引き下がっている再任用

教員の期末手当支給月数、これは先ほどお話が

ありましたが、正規教員の51.6％しかないんで

すよね。これをせめて定年延長者と同等に引き

上げて、処遇の均衡を図る考えはないでしょう

か、教育長にお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 国家公務員においても、

再任用職員の給与水準は民間の再雇用者の給与

水準を参考に設定をされ、定年引上げによる60

歳を超える職員と再任用職員には期末手当支給

月数など制度上給与の差がございます。地方公

務員法では、給与等の勤務条件は、国家公務員

や民間の勤務条件との均衡を図ることとされて

おります。こうした観点も踏まえ、人事委員会

の給与勧告がなされており、県教育委員会とし

ましては、この勧告を尊重して対応していると

ころでございます。 

 なお、本年度は国家公務員の動向及び人事委

員会勧告に基づきまして、再任用職員に対して

住居手当や特地勤務手当が支給できるようにし
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ております。 

○36番（中根佐知君） 住居手当までカットをさ

れているなどということが大変問題だったとい

うふうに考えています。 

 子供たちの前に先生がいない状況を考えれば、

本当にあらゆる手だてを取ってベテランの先生

方に頑張っていただくことが本当に大事な、危

機的な状況なんです。また、本来60歳になれば

給料を３割もカットする国の公務員法の改定は、

私は一日も早く見直さなければならないと思っ

ています。 

 先ほどのお話にもありましたが、本来、国に

向かって、年齢で区切ることなく、同一労働同

一賃金を65歳の定年まで貫く提言を直ちに行う

べきだと考えますが、教育長にお伺いいたしま

す。 

○教育長（長岡幹泰君） 国家公務員の定年引上

げに際し、給与の７割措置は当分の間とされて

おり、人事院におきまして、再任用職員も含め

た60歳を超える職員の給与水準について検討を

行っているものと承知をしております。よりま

して、引き続きその動向をしっかりと注視して

まいりたいと考えております。 

○36番（中根佐知君） ぜひ提言のほうもよろし

くお願いいたします。本当に皆さんの努力、そ

して苦難をそのままにして、教育の大きな役割

を果たしてほしい、こういう在り方はやっぱり

根本的に見直すべきだと考えています。 

 次に、ハラスメントへの対応についてお伺い

をいたします。 

 学校現場の中で教員が働き続けていくために

は、学校現場の職場環境を改善し、風通しよく、

お互いをリスペクトする対策の強化が重要です。

今年度のハラスメント事案の相談件数を教育長

にお聞きいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 本年度、県教育委員会

事務局の苦情相談員や外部相談員、人事主管課

に寄せられた相談の件数は22件となっておりま

す。 

○36番（中根佐知君） 相談件数を受けて、調査

対応の件数というのはどうなっていますか、教

育長にお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 相談のあった22件のう

ち、相談者が調査を希望せず、相談のみで終了

したものが４件、そして事実関係の調査に移っ

たものが18件となっており、この調査に当たり

ましては、昨年４月に定めた対応手順書に沿っ

て対応しておるところでございます。 

○36番（中根佐知君） その中で、ハラスメント

と認定された件数を教育長にお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 調査に移った18件のう

ち、ハラスメントと認定されたものが２件、そ

して現在調査中のものが７件となっております。 

○36番（中根佐知君） ありがとうございました。

本当に大変なことだなと思いますけれども。 

 先日鳥取県に伺いました。調査に協力してい

ただいて、鳥取県の教育委員会のハラスメント

対策について学ばせていただきました。鳥取県

では2019年４月策定のハラスメント防止要綱に

始まって、日本のハラスメント対策の義務化以

前に、全国に先駆けて取組をスタートさせてい

ます。相談対応の体制について大きな特色がこ

こにありました。 

 鳥取県では、ハラスメント相談窓口を県教育

委員会教育総務課内に設置するとともに、各県

立学校に管理職ではない男女２名のハラスメン

ト対策担当者を置きまして、被害者が相談しや

すい体制を整備しています。対策担当者につい

ては、過度の負担がかからないように、その役

割については被害相談を相談窓口につなぐこと

に限って、調査や対応については県教育委員会

が行うこととしています。また、相談対応に必

要な知識、技術に関する理解を深めるために、

対策対象者用に相談対応マニュアルを定めて、
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研修会も実施をしています。 

 鳥取県教育委員会が発行するハラスメント防

止のしおりには、ハラスメントの類型や具体例

が詳しく掲載されていて、このことはハラスメ

ントの指摘や管理職に対応を求める際にも有効

に活用されているとのことでした。高知県教育

委員会のハラスメント対策ガイドブックも見直

しを重ね、具体的事例の紹介も増えましたが、

ハラスメントの防止のしおりのような体系立っ

た文書も必要です。 

 昨年、教職員組合の行ったアンケートの自由

記述には、校長の思うとおりでない動きや違う

考えだと校長室で叱られる、ミスは許さないと

威圧するなど悩みが書かれていました。立派な

ハラスメントですが、管理職にはその自覚がな

いことが大きな問題です。 

 高知県教委をはじめ、多くの事例では相談窓

口を各学校の副校長、もしくは教頭または校長

が指示するもの、いわゆる管理職を定めていま

すが、一般的にハラスメントは上司が加害者と

なるケースが多く、そのことが相談の妨げにな

るケースが少なからずあります。実際に本県で

も教頭が加害者となる深刻なセクシュアルハラ

スメントが起こり大問題になりました。職場で

お互いを認め合い、リスペクトすることも含め

て相談しやすい体制づくりの点で鳥取県教委の

体制は大変注目をされます。 

 鳥取県を参考に、各学校に担当者を男女１人

ずつ取るなど、学校でのハラスメントの相談担

当者の見直しを行うことが望ましいと思います

が、いかがお考えでしょうか、教育長に伺いま

す。 

○教育長（長岡幹泰君） 本県では、各学校の副

校長または教頭を苦情相談員としておりますが、

苦情相談員に相談し難い場合などは、教育委員

会事務局の事務局内相談窓口に直接相談できる

ようにしております。また、男性弁護士１名、

女性心理士１名に委託し、外部相談窓口を設定

しております。 

 そのほか、昨年度に各学校等に通知しました

ハラスメント事案等への対応マニュアルでは、

例えば女性の相談者が相談しやすいよう、苦情

相談員以外に校内で相談を受ける女性職員を定

めることなども促しているところであります。

引き続き、相談しやすい窓口となるよう、この

鳥取県も含めまして、他県の取組も参考にしな

がら検討していきたいと考えます。 

○36番（中根佐知君） ぜひ本当にハラスメント

が起こらない、そしていろんな注意をするにし

ても、それぞれをリスペクトすることが大事な

んだということがお互い学び合えるような、そ

んな中身をつくるためにも、御検討をよろしく

お願いいたします。 

 次に、農業公社の土地付きレンタルハウス事

業についてお伺いをいたします。 

 高知県の基幹産業である農業は、食料自給率

の低い日本の中でもしっかりと基幹産業に位置

づけて発展させなければならないものです。そ

のため県は、これまでも様々な農業に対する補

助事業に取り組んできました。その一つであり

ます高知県農業公社土地付きレンタルハウス事

業についてお伺いをいたします。 

 この事業は平成５年から12年度に実施された

と聞いています。どのような目的で実施された

ものか、農業振興部長にお伺いいたします。 

○農業振興部長（松村晃充君） 土地付きレンタ

ルハウス事業は、本県の園芸農業を振興するた

め、新規就農者や既に農業をされていて新たに

施設園芸を始められる方が、実際に栽培を行い

ながら農業経営や栽培技術等を身につけ、産地

における中核的な園芸農家としての自立を支援

することで、施設園芸農家の確保・育成を図る

ことを目的に実施をしたものです。 

○36番（中根佐知君） ありがとうございました。 
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 高知県農業公社の土地付きレンタルハウス事

業というのは、様々な条件の方々が利用された

と思いますけれど、どのように参加者を募った

のでしょうか、農業振興部長にお伺いいたしま

す。 

○農業振興部長（松村晃充君） 少し古い事業で

ございますので、募集についての資料は残って

おりませんが、利用者の募集は、新規就農者に

は市町村などの支援機関が日頃行っている就農

支援の際に、新たに施設園芸を始める農業者に

はＪＡや市町村がハウス整備への支援について

相談を受ける際に、この事業の補助率や事業要

件、賃貸方法など事業内容を説明して利用者を

募ったものと考えております。 

○36番（中根佐知君） また、何人の方たちが実

際に参加をしていたのか、これも分かる範囲、

お教えください。農業振興部長にお聞きします。 

○農業振興部長（松村晃充君） 平成５年度から

平成12年度までの８年間で36人の方が利用をさ

れております。 

○36番（中根佐知君） 分かりました。ありがと

うございました。 

 この事業に参加したある方から御相談を受け

ました。５年間の施設の賃貸借契約書を交わし

たが、農業経験も十分ではなく、参加したもの

の、ミョウガ、シシトウ、花、全てうまくいか

ずに、農業公社に借金だけが残って現在に至っ

ています。他の仕事をしながら、何とか土地貸

付料とハウスやかんがい設備費用などの利用料

元金371万円については、今年残金がゼロになり

ました。しかし、１年に１度、11月30日までに

その年の利用料元金が支払えなかった場合には、

年12.5％の延滞金が納入期日の翌日から日割計

算で発生することになっていて、元金が終わっ

たと喜んだものの、まだ延滞金が490万円もある

ことに愕然としています。何の希望も持てず、

あるのは生活不安だけだとのお話でした。 

 その御近所にも、サラリーマンを辞めて同じ

事業に参加した方がいて、お話を聞くことがで

きました。最初はミョウガがよかったが、三、

四年で病気が入って支払いが遅れ、延滞金がこ

の頃から生まれた。天候や土地の形状などでう

まくいかず、子育てをしながら必死に働いてき

た。食べることができないので、大型免許を生

かして仕事をしてしのぎ、５年目にシシトウに

替えた。タケノコ、四方竹、ユズなども作って

いる。規模を大きくすると人手が足りなくなる

ので、息子も含めて家族でできる規模にしてい

る。レンタルハウスは木が茂り、日当たりがよ

くないので、パイプを残したまま夏場は畑とし

て作っている。昨年、元金の支払いは終わり、

今年１月から延滞金の支払いが残っているとの

お話でした。条件のよくない土地付きレンタル

ハウス事業に参加をして、必死で頑張ってきた

ということが伝わってきました。 

 事業に参加した方のレンタルハウス事業融資

返済については、親が代わって支払ったケース

や、Ｉターンで取り組んだがうまくいかず、農

業を辞めて別の仕事をしながら融資の返済を受

け苦労されている状況も聞きます。 

 この事業の参加者のうち、返済し切れずに今

も返済を続けているのは何件いるのか、農業振

興部長にお伺いいたします。 

○農業振興部長（松村晃充君） 現在も施設レン

タル料や延滞金の支払いを続けられている方は

６名いらっしゃいます。 

○36番（中根佐知君） 返済している中で何件が

農業を続けているのでしょうか。実態について

農業振興部長にお聞きします。 

○農業振興部長（松村晃充君） 先ほど申し上げ

ました６人のうち、お一人の方が農業を継続さ

れております。 

○36番（中根佐知君） 高知県農業公社土地付き

レンタルハウス事業では、農業経験のない人も
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参加をしていたと聞きます。営農指導や経営支

援などフォロー体制はどうだったのでしょうか、

農業振興部長にお聞きいたします。 

○農業振興部長（松村晃充君） 土地付きレンタ

ルハウス事業の実施に当たりましては、高知県

農業公社、市町村、ＪＡ、農業振興センター等

が市町村ごとに協議会を設置し、栽培技術や経

営面での指導を行ってまいりました。 

 具体的には、新規就農者等の利用者はハウス

での栽培経験が少ないことから、県の普及指導

員やＪＡの営農指導員が定期的に巡回指導を行

うことで、早期の栽培技術の習得を支援してま

いりました。 

 また、作物への病気の発生による収穫量の減

少などによって目標とする所得が確保できない

など、経営上の問題が生じた際には新たな技術

の導入や栽培管理方法の見直し、品目の変更、

さらには短期借入金の活用による資金繰りの改

善提案など、技術面に加えて経営面からの指導

も行ってまいりました。 

○36番（中根佐知君） 農業というのは、環境や

その時々の気候に左右をされ、個人の努力だけ

ではどうしようもない難しさを持つ産業だと認

識をしています。農業公社のレンタルハウス事

業は終わっても、農業への補助政策は今もつく

られているものだと考えています。 

 そのためにも事業の総括をきちんと行って次

に進んでいるというふうに思うんですが、事業

の総括をどのように今に生かしているでしょう

か、農業振興部長にお伺いいたします。 

○農業振興部長（松村晃充君） この事業の利用

者の中には、知識や経験不足が原因で経営不振

となる新規就農者なども複数見られました。こ

れは就農前に栽培に関する基礎知識や技術を十

分習得できないまま、営農を開始したことが大

きな要因の一つであったものと考えています。 

 そのため、就農前にしっかりと研修を受けて

いただくことが重要と考え、研修期間中の経済

面での不安を解消するための給付金制度を平成

16年度に創設し、これまでその時々の課題やニー

ズに応じて制度の充実を図ってまいりました。 

 あわせて、新規就農者等が県のハウス整備に

係る補助事業などを活用する際には、就農前研

修などで知識や技術が習得されているか、実現

可能な経営計画が策定されているかといった点

について、事前にしっかりと審査を行うなど、

この事業の総括を生かして円滑な就農と定着に

向けた取組を行っております。 

○36番（中根佐知君） 本当に苦労をしょい込ん

だような方たちに接しまして、気の毒ではある

んだけれど、この体験を何とか次に生かしてほ

しい、そういう思いで今回の質問に至っていま

す。 

 また、延滞金の12.5％について、農業を応援

するための公的資金を入れての施策で、こんな

に高い延滞金を課すのは妥当なのかとの声が上

がっています。ある方が、相談を受けたところ

県の農業公社に返済しなければと聞いたが、本

当に大丈夫なところですかと心配顔で訪ねてき

ました。この事業に参加した方の中には、現在

病気などで農業はできず、年金から支払うしか

ない方もいます。 

 賃貸借期間は平成23年12月末で切れているの

に、元金が５年契約のうち３年目から滞りがち

になり、少しずつ返しているものの、いまだに

延滞金、これ債務状況一覧表には違約金と書か

れているんですが、この延滞金がいまだに増え

続けています。県や自治体の中には、不測の事

態に延滞金条例などがありますが、レンタルハ

ウス契約の中に、非常事態になったときに延滞

料を減額するとか、農業のリスクに対応する軽

減を記した条項がないことも気にかかったとこ

ろです。 

 この事業で不本意ながら延滞金に苦しんでい
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る方たちの救済の取組を求めるものですが、農

業振興部長にお伺いいたします。 

○農業振興部長（松村晃充君） 延滞金につきま

しては、当該事業の施設管理運営規定及び高知

県農業公社と利用者の双方が合意の上で締結し

た賃貸借契約に基づいているものでございます。

厳しい経済状況の中で返済を続けていただいて

いるということは理解をしておりますが、これ

を免除するといった救済措置を取ることは制度

上困難であると考えております。 

 なお、それぞれ返済されている方々とは農業

公社のほうで返済状況を確認し、現状などを伺

いながら対応させていただいているところでご

ざいます。 

○36番（中根佐知君） 対応してくださっている

のは承知していますが、本当にうまくいかなかっ

たときの苦労をそのまましょい込むような形に

なっている、今の様々な契約の中身を今後とも

しっかりと見詰め直す、こういうことも必要で

はないかと思っています。 

 基幹産業である農業の中でも食料自給率を引

き上げ、高知県の中山間地を守る家族農業は、

地域を守り続ける産業としても、もっと注目を

され、支援されなければと思っています。しっ

かりサポートする施策を心から望んで、今回の

質問を終わります。ありがとうございました。

（拍手） 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、中根佐知議

員の質問は終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

   午前11時40分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後１時再開 

○副議長（金岡佳時君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 田所裕介議員の持ち時間は35分です。 

 29番田所裕介議員。 

○29番（田所裕介君） 県民の会の田所裕介でご

ざいます。さきに御質問された議員の皆様の質

問と重複する点もあろうかと思いますが、私自

身の視点から重要と考える課題について質問を

させていただきますので、御容赦のほどお願い

を申し上げます。 

 それでは、議長にお許しをいただきましたの

で、順次質問に入ります。 

 まず初めに、賃上げに向けた中小企業支援に

ついてであります。 

 2024年の石破内閣発足後初めてとなる所信表

明演説の中で、石破総理は、地方こそ成長の主

役とし、地方創生2.0を進めると表明をしました。

地方創生の交付金を倍増させた上で新しい地方

経済・生活環境創生本部を創設し、今後10年間

集中的に取り組む基本構想を策定するとしてい

ます。地方創生2.0では、地方に雇用と所得、新

しい地方経済を掲げ、地方経済の活性化、持続

的な成長を目指し、人口減少問題に対峙します。

本県でも令和７年度当初予算案で、企業が稼ぐ

力をつけることで経済の活性化と成長、そして

賃上げや所得向上につなげ、人口減少を食い止

めるという姿勢が鮮明になっております。 

 本質問では、人口減少対策、そして持続的な

経済成長に向けて重要となる、企業が稼ぐ力を

つけ、県民の賃金・所得向上を目指すという点

から、具体的に県のその支援について御質問を

させていただきたいと思います。 

 地方において経済の活性化、成長の原動力は

中小企業です。骨太の方針2024では、地域経済

を牽引する重要な役割を担うのは中小企業であ

るとし、雇用の７割を支える中小企業の稼ぐ力

を強化するとしています。本県では、中小企業
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が99％を占めていることから、中小企業の稼ぐ

力をつけることが重要となります。 

 一方で、物価高騰や人手不足など中小企業を

取り巻く環境は厳しくなっており、稼ぐ力をつ

け、賃上げや所得向上につなげるためには、こ

れまで以上の支援が求められます。 

 令和６年、日本商工会議所が全国の中小企業

を対象に実施した、人手不足の状況および多様

な人材の活躍等に関する調査では、人手が不足

しているとの回答が63％に上っています。業種

別で見ると運輸業が83.3％で最も高く、次いで

建設業が79.2％、宿泊・飲食業が72.7％の順に

高くなっています。製造業でも57.7％と幅広い

業種に人手不足が広がっていることが分かりま

す。 

 本県における中小企業等の人手不足の状況に

ついて商工労働部長にお伺いをいたします。 

○商工労働部長（岡田忠明君） 昨年度、県が中

小企業などを対象に実施した世論調査では、回

答があったおよそ1,200事業者のうち約４割が人

手不足の状況です。不足の割合が高い業種は宿

泊・飲食サービス業、次いで情報通信業、その

次が農業の順になっています。また、先日高知

労働局が公表した今年１月の職業別の有効求人

倍率では、高い順に警備などの保安業、次に建

設・採掘業、その次が販売業となっています。

こうしたことから、多くの業種で人手不足であ

ると認識しています。 

○29番（田所裕介君） また、中小企業等におい

て人材確保が難しい要因をどのように考えてい

るのか、商工労働部長にお伺いをいたします。 

○商工労働部長（岡田忠明君） 中小企業などの

人材確保が難しい要因は、その根底には生産年

齢人口の減少があると認識しています。その上

で、給与や福利厚生、知名度が多くの場合で大

企業と比べたときにどうしても見劣りをしてい

ること、さらには採用活動に投入できる人員や

費用が限られていることなどが複合的に影響し

ていると考えています。 

○29番（田所裕介君） ありがとうございました。 

 それでは、中小企業の人材確保に向けて重要

なのが賃上げです。また、より大きな視点に立

つと、人口減少対策においても、若者が働きた

いと思える環境をつくるという点において賃上

げによる所得向上は重要です。 

 2024年中小企業白書では、人材を十分に確保

できている企業では、働きやすい職場環境、制

度の整備が進んでいると結論づけています。人

手が不足していない企業のその要因として、賃

金や賞与の引上げが最も多く、52％となってお

り、人材確保において賃上げの重要性が明らか

となっています。 

 昨年11月に閣議決定された総合経済対策にお

いて、全ての世代の現在及び将来にわたる賃金・

所得を増やすとし、2020年代に最低賃金が全国

平均1,500円という高い目標の達成に向け、たゆ

まぬ努力を継続していくとしました。賃上げに

より手取りを増やすことは当然目指すべきとこ

ろですが、県内の中小企業が賃上げに対応でき

るかというと、必ずしも簡単ではありません。 

 東京商工リサーチが昨年行った最低賃金に関

するアンケートで、1,500円に引き上げるとする

政府目標について、あと５年以内に可能かどう

かを問い、県内では27社のうち21社の77.7％が

不可能だと回答しています。これは全国で最も

高い割合であり、県内企業が政府目標に対して

極めて厳しい認識を持っていることが分かりま

す。 

 ここでは、商工リサーチのアンケート結果に

基づいて話をさせていただいておりますが、本

来ですと、県が主体的に県内企業における賃上

げや賃上げにまつわる課題、県に求める支援策

などについて把握し、その上で地域のニーズに

合わせた政策を行う必要があると思います。 
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 県内企業について、まずは賃上げが可能な状

況かといった賃上げに対する現状や、賃上げが

難しいと感じている、もしくは賃上げに至らな

いという事業主について、何が課題であるかと

いうことをどのように把握していくのか、商工

労働部長にお伺いをいたします。 

○商工労働部長（岡田忠明君） 県内企業の現状

や課題を把握し、今後の施策につなげるため、

先ほどお話ししました中小企業向けの世論調査

を２年に１度実施しています。来年度の調査で

は賃上げに関する設問も新たに追加し、県内企

業の現状や課題を把握していきます。 

 また、こうした調査以外でも、商工会や商工

会議所などの支援機関や金融機関との意見交換

の場に加えまして、個別の企業訪問などに引き

続き状況を把握していきます。 

○29番（田所裕介君） ありがとうございます。

まずはやっぱり状況をつかんで把握していくと

いうところから支援策を考えていく、そのよう

なお答えやったと思いますので、ぜひともよろ

しくお願いをいたします。 

 商工リサーチによると、2025年度に賃上げを

予定する企業は85.2％、全体で５％以上の賃上

げを見込む企業は36.4％、中小企業で６％以上

の賃上げを見込む企業は9.1％にとどまっている

と報じられています。 

 2025年度の賃上げを実施すると回答した企業

の賃上げする理由としては、構成比の最高は従

業員の離職防止の78％です。10産業のうち、建

設業、製造業、小売業、金融・保険業、運輸業、

情報通信業、サービス業他の７産業で構成比が

最高となっており、中でも2024年問題などでド

ライバー不足が深刻な運輸業は87.2％と突出を

しています。新規採用を円滑にするためは、大

企業が72.1％、中小企業の48.3％となっていま

す。人手不足などの経営課題に対応するために

賃上げする企業が多いことが分かります。 

 また、賃上げを実施する上で必要なことは次

のうちどれですかという質問に対し、規模別で

は、従業員教育による生産性向上が大企業が

58.8％――これは420社中247社になります――

なのに対し、中小企業が47％、5,047社中2,374

社で11.8ポイント、設備投資による生産性向上

が大企業が35.4％で149社なのに対し中小企業は

24.2％、1,226社で11.2ポイントの差がついてお

ります。大企業ほど生産性向上で賃上げ原資の

捻出を目指す傾向が強く、中小企業は少々異な

るということが分かります。 

 税制優遇の拡充は、中小企業が19.1％の964社

で、大企業の11.1％、47社を８ポイント、補助・

助成制度の拡充は中小企業が18.2％、921社で、

大企業の10.4％、44社を7.8ポイント上回ってお

り、中小企業が稼ぐ力をつけるには、大企業に

比べ行政支援が重要であり、そこに対するニー

ズが高いことが分かります。 

 人材確保のために賃上げを行うという傾向の

中、事業者が原資を十分に確保できないまま賃

上げを続けると、結果として雇用の維持や事業

の存続そのものに影響が生じる可能性がありま

す。特に、本県は中小企業が多数を占めるため、

稼ぐ力をつけ、賃上げにつなげるに当たり自助

努力には限界があり、行政支援が重要な役割を

果たすと考えます。 

 県内企業の賃上げを後押しするに当たり、補

助金など県の実情に応じた県独自の支援を行っ

ていくお考えについて知事にお伺いいたします。 

○知事（濵田省司君） 県内事業者が持続的な賃

上げを実現いたしますためには、デジタル化等

を通じまして生産性の向上を図っていく、そし

て自らの稼ぐ力を高めていくことにより、賃上

げの原資を安定的に生み出していく、確保して

いくということが必要不可欠だと考えておりま

す。 

 しかしながら、本県は小規模事業所の割合が
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高く、生産性向上のための設備投資に踏み切れ

ない事業者も多く存在いたします。先般も地方

版のいわゆる政労使会議などございまして、私

も出席をさせていただきました。経営者側の委

員の方々も経済成長、そして何よりも人口減少

対策の観点からも賃上げをしっかりしていかな

ければいけない環境にあるということは御理解

いただいておりますが、今申し上げたような状

況の中で、なかなか現実難しい課題も多いとい

うような反応でございました。 

 そうした状況でもございますので、議員から

お話がありましたように、こうした設備投資な

どに対しましても行政の支援が極めて重要だと

いうことだと考えます。したがいまして、本県

におきましても来年度、今提案をいたしており

ます予算におきまして、デジタル技術あるいは

生産設備の導入に関します本県独自の補助制度

を設けて、省力化や高付加価値化に取り組む企

業を支援してまいります。その際、一定の賃上

げの実施、あるいは非正規職員の正規化を補助

要件とするなどの形で、生産性の向上に加えま

して、賃上げを促すような効果も狙って制度設

計をしようというふうに考えております。 

 また、若者の所得向上ということが人口減少

の対策に向けても急務と思っておりますので、

今後年代別の所得の傾向なども分析をいたしま

して、各産業分野ごとに求められる取組は違っ

てくるということだと思いますので、この分野

ごとにさらなる取組を、どういった取組を進め

ていけばより効果的かという検討を進めまして、

それに応じて必要な支援策を考えていきたいと

いうふうに考えております。 

○29番（田所裕介君） ありがとうございました。

ぜひとも力強く推し進めていただきたいと思い

ます。よろしくお願いを申し上げます。 

 賃上げに向けて企業の稼ぐ力をつけるため、

本県は様々な政策を推進していますが、県単独

で可能なことは限界もあるかと思います。さき

に述べました商工リサーチのアンケートで、最

低賃金を５年以内に1,500円に引き上げることが

不可能と回答した企業にどうすれば可能になる

か、その条件を聞いたところ、最多は賃上げ促

進税制の拡充の49.8％で半数を占めています。

次いで、生産性向上に向けた投資への助成・税

制優遇が41.2％、低価格で受注する企業の市場

からの退場促進、31.6％と続いています。 

 例えば、賃上げ促進税制の拡充などは県では

コントロールができません。県が行う中小企業

支援に関しても、国からの補助金や交付金等が

今以上に必要であるということは否定をできま

せん。そのため、賃上げ・所得向上政策は、こ

れまで以上に国と県が連携して取り組む必要が

あると考えます。地域の実情や取組を進めるこ

とで見えてきた課題を踏まえ、国に対しても積

極的に政策提言を行っていくべきではないで

しょうか。 

 賃上げや所得向上について、今後県が施策を

推進するに当たり、国に対してどのような支援

策の提言を行っていくのか、知事にお伺いをい

たします。 

○知事（濵田省司君） お話のございました県内

事業者の賃上げの実現に向けました国への提言

といたしましては、大きく２つの方向性で検討

したいと考えております。 

 そのうち１つは、最低賃金の大幅な引上げ目

標を実現するための事業者支援に関する提言で

あります。国は最低賃金につきまして、2020年

代に全国平均1,500円を目指すという高い目標を

掲げますとともに、この春までに対応策を取り

まとめるという考え方を示しておられます。こ

の、国が自ら示しました高い目標の実現に向け

ましては、特に地方の中小零細事業者が最低賃

金の大幅な引上げに対応できますように、国の

責任において十分な支援措置を講じることが必
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須だと考えております。 

 このため、国には１つには事業者の稼ぐ力を

高める施策の充実を図りますほか、例えば現在

も労働局などで持っておられます非正規労働者

の処遇改善などを促しますキャリアアップ助成

金、この対象範囲や対象期間を拡大するといっ

た形で、事業者の賃上げ努力を支援する措置を

創設するということを求めるというふうなこと

を検討したいと思っております。 

 その際のポイントの大きな点と思っておりま

すのは、この最低賃金の引上げ、相対的に高知

県のような地方部の引上げ幅が大きい、あるい

は支援の必要度が高いということだと思います

ので、全国均一ということでは必ずしもなくて、

こうした必要性の高い地方部に、より手厚くな

るような形での支援措置の充実ということが、

私としては必須ではないかというふうに思って

おります。 

 それから２点目は、円滑な価格転嫁の推進に

関する提言でございます。中小企業の賃上げ等

のコストの価格転嫁をさらに進めるためには、

社会全体で一定程度の価格転嫁あるいは値上げ

を当たり前のこととして受け入れていただける、

そうした機運を醸成し、また環境を整備するこ

とが重要になると考えます。 

 このため、国においてはパートナーシップ構

築宣言の一層の推進など、企業規模や業種にか

かわらず、サプライチェーン全体で適正な価格

転嫁を促すための施策を求めてまいりたいと考

えます。また、国が率先をして最終消費者であ

ります国民の皆さんに対する啓発を行うなどい

たしまして、社会全体でこうした価格転嫁を受

け入れる機運を醸成するための施策を求めてま

いります。 

 これらの２点につきまして、全国知事会との

連携をしながら、国に対して求めていくことを

検討したいというふうに考えます。 

○29番（田所裕介君） ありがとうございました。 

 それでは、先ほど知事のお話の中にもありま

したが、価格転嫁の部分についてちょっと触れ

ていきたいと思います。また、さきのアンケー

トで低価格で受注する企業の市場からの退場促

進が３位となっていることからも明らかですが、

原材料費、エネルギー費、労務費などを取引価

格に適切に転嫁するため、価格転嫁を促進する

ことも重要です。本県ではこのようなこともあ

り、県内企業に国のパートナーシップ構築宣言

の登録を促しております。 

 パートナーシップ構築宣言は、事業者がサプ

ライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中

小企業の共存共栄を目指し、発注者側の立場か

ら代表権のある者の名前で宣言するものであり、

１つ目に、サプライチェーン全体の共存共栄と

新たな連携、２つ目に、下請企業との望ましい

取引慣行、振興基準の遵守について宣言をしま

す。パートナーシップ構築宣言への登録を促し

ていくということにつきましては、社会全体で

宣言の趣旨を受け入れる環境や社会的な機運を

醸成していくという点において価値があると考

えています。 

 県内企業のパートナーシップ構築宣言登録状

況について商工労働部長にお伺いします。 

○商工労働部長（岡田忠明君） ３月４日時点の

パートナーシップ構築宣言の登録数は287社、県

内の全ての企業に占める割合は3.3％です。全国

平均は3.4％ですので、全国並みの登録状況と

なっています。 

○29番（田所裕介君） それでは、県の補助金の

審査において、登録企業に対する優遇措置を検

討することに対するお考えを知事にお伺いいた

します。 

○知事（濵田省司君） このパートナーシップ構

築宣言の登録を促進するための優遇措置といた

しまして、本年度から商工労働部が所管をいた
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します一部の補助金において、審査時に登録企

業への加点措置、これを実施済みでございます。 

 来年度は新たに、先ほども申し上げましたデ

ジタル化を推進するための補助金で加点の措置

を設けますとともに、働きやすい職場環境の整

備を促す補助金におきましては、この宣言を行っ

ておられることを補助の要件にするということ

を検討したいと考えます。また、建設工事の入

札参加資格審査の加点項目への追加につきまし

て調整を進めております。 

 今後も、宣言の拡大を図りまして、その趣旨

を広く浸透させることを通じて、価格転嫁を受

け入れていただける環境を社会全体で整えてま

いりたいと考えます。 

○29番（田所裕介君） 御答弁ありがとうござい

ました。 

 先ほど言及しました賃上げのアンケートで、

目標を達成するに当たり、多くの企業が生産性

向上のための投資への助成を求めています。骨

太の方針2024では、人手不足への対応として自

動化や省力化を進めることとしており、稼ぐ力

をつけるための施策としても本県でも取組を進

めております。 

 企業の稼ぐ力をつけるため、自動化や省力化

をどのように支援していくのか、これまでの成

果と課題を踏まえ商工労働部長にお伺いをいた

します。 

○商工労働部長（岡田忠明君） 県内企業の省力

化に向けては、産業振興センターのコーディネー

ターが経営課題の分析、省力化に向けた業務の

見直し、課題解決を行うソフトウエアの選定な

どの助言を行っています。これまでこれらの助

言を受けた166社のうち125社がデジタル化の導

入計画、これを策定しています。 

 省力化の事例では、勤怠管理など比較的低コ

ストなものは取組が進んでいますが、一方で機

械装置の導入や新たなシステム開発などは資金

調達がネックとなり、計画の実行に至らない企

業もあります。また、県内企業の約９割を占め

る小規模事業者では、安価であっても効果に確

信が持てず、導入をちゅうちょされる方が少な

くありません。 

 このため、県では、先ほど知事からお答えし

た本県独自の補助制度を設け、国の補助制度で

は対象とならないシステム開発なども広く支援

することで、企業の省力化を後押しします。加

えて、小規模事業者につきましては、賃上げな

どの補助要件を緩和することで、様々な業界で

幅広く企業の稼ぐ力を高めてまいります。 

○29番（田所裕介君） ぜひよろしくお願いをい

たします。 

 人口減少が続いた場合、内需が減少していく

ことが考えられるため、量を売ることで利益を

得るという量的経営モデルが成り立たなくなる

可能性があります。そのため、高付加価値をつ

けることで利益を得る質的な経営モデルに転換

していくことが必要です。高付加価値をつけた

商品やサービスを海外のマーケットを含め売り

込んでいくことは必要不可欠となります。稼ぐ

力をつけるための県の経済施策として、高付加

価値化への取組は今後の県経済を左右します。 

 産業振興計画においては、様々な産業分野に

おいて稼ぐ力をつけるための高付加価値化の取

組が進んでいますが、こうした高付加価値化に

ついて、これまでの成果について産業振興推進

部長にお伺いをいたします。 

○産業振興推進部長（合田和穂君） 産業振興計

画では、これまでユズや土佐あかうしなど地域

産品のブランド化や、食品加工業あるいは機械

製造業における製品開発への支援といった価値

を高める取組、そして低質材などを有効活用し

た木質バイオマス発電など、未利用の地域資源

から新しい価値を創出する取組、さらにデジタ

ル化など生産性向上に向けた取組などによりま
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して地産の強化を図り、それを国内外への外商

の拡大につなげてまいりました。 

 その結果、本県の県内総生産は産業振興計画

策定前の平成20年度から令和３年度までの14年

間で名目4.9％の上昇、また労働生産性は平成23

年度から令和３年度までの11年間で、全国の5.4

％を上回る9.1％の増加といった成果につながっ

ております。 

○29番（田所裕介君） ありがとうございます。 

 それでは、これまでの取組の課題も踏まえ、

これから本県の経済政策としてどのように高付

加価値化を進めるのか、産業振興推進部長にお

伺いをいたします。 

○産業振興推進部長（合田和穂君） さらなる経

済成長に向けましては、１つには、価値を高め

る取組の裾野を拡大していくこと、２つには、

新たな価値の創造を目指す取組に一層チャレン

ジしていくことといった課題があると考えてお

ります。 

 １つ目の、裾野の拡大については、製造業に

おける産業振興センターや公設試験研究機関等

が連携した製品開発支援チームによるサポート

の強化、林業分野における環境に配慮した森林

由来の木材認証制度の創設など、質的な高付加

価値を図る取組の強化などに取り組んでまいり

ます。 

 ２つ目の、新しい価値へのチャレンジについ

ては、大径材の利用促進に向けた加工施設整備

や、食品残渣を活用した商品開発への支援など、

産業のグリーン化に資する取組の強化、さらに

スタートアップ企業の新技術を県内企業の新事

業創出などに生かす新たな仕組み、ローカルイ

ノベーションプラットフォームの構築といった

取組を進めてまいりたいと考えております。 

○29番（田所裕介君） ありがとうございます。

非常に大事なところだと思います。本当はもっ

と深掘りして聞きたいところですけれど、時間

の都合もありますので、また機会を改めて聞か

せていただきたいなと思ったところでございま

す。 

 人口減少対策問題に対峙する、また人材不足

に対応していく、そのためには賃金の問題は最

も重要だと考えております。また、今高知県で

生活している県民の生活を守るという点でも重

要であり、物価高騰やエネルギー高で県民も非

常に厳しい状況で生活をしていると。本日質問

いたしました企業が稼ぐ力をつける環境づくり

というのは、やはり賃上げや所得向上していく、

その通過点であると思いますので、環境づくり

に終始、それを目的にすることにとどまること

なく、実現すべきはさらなる賃上げであるとい

うこと、それにつながる取組をぜひともお願い

したいと思います。これは要請でございます。 

 次に、災害関連死対策と、ＤＷＡＴ、ＤＰＡ

Ｔの整備について伺います。 

 南海トラフ地震の発生に備え、より一層災害

に強い県づくりを目指す必要があります。国で

も令和８年度中に防災庁を設置する方針で本格

的な検討をスタートしました。防災対策におい

て今後一層の対策が求められるのが災害関連死

であります。 

 東日本大震災、熊本地震、能登半島地震など

の災害で、直接的に地震や津波によって亡くな

るのではなく、その後の避難生活などで体調を

崩して亡くなる災害関連死が多い状況が明らか

となりました。能登半島地震でこれまでに災害

関連死に認定された人は2024年12月時点で276

人となり、家屋の倒壊などで亡くなった直接死

を上回ったとされています。そのため、家屋の

倒壊や津波などの直接死から命を守るというこ

とと同様に、被災した後の災害関連死を防ぐ対

策を講ずる必要があります。 

 このような背景から、国土強靱化基本計画にお

いて災害関連死に対する項目が追加され、避難
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生活が長期化する場合、生活環境の改善を図る

ほか、避難者に対する心身のケアについて具体

的な事案に学ぶ形で改善を図るなど、災害関連

死を防ぐ取組を進めることが必要であるとして

います。 

 災害関連死に関連して、能登半島地震で課題

となったのが２次避難の在り方であります。２

次避難は、南海トラフ巨大地震でも検討すべき

避難方法である一方で、能登半島地震では様々

な課題が浮き彫りになりました。２次避難の調

整がうまくいかず混乱が、また必要な支援が行

き渡らない状況が生じ、その間に健康状態が悪

化し、最悪の場合亡くなってしまうという事態

も報じられています。 

 今後、市町村とも連携し、どのように２次避

難について取り組んでいくのか、危機管理部長

にお伺いします。 

○危機管理部長（三浦謙一君） ２次避難につき

ましては、南海トラフ地震が発生した際に、例

えば高知市などでは避難所の収容人数を超えて

１次避難された方は、非常に災害関連死が高ま

ると思います。そのため災害関連死を防ぐため

にも、市町村の区域外へ避難する２次避難、い

わゆる広域避難が必要になると考えているとこ

ろでございます。 

 このため、県内４つの圏域ごとに市町村にお

いて広域避難協定を締結した上で、既に高知市

では仁淀川町やいの町と広域避難所となる施設

を定めて個別の協定を締結しております。この

ほかにも高知市と香南市においては、高知工科

大学や林業大学校など大きな施設が立地をして

おります香美市と広域避難先となる施設につい

て個別協議を重ねており、これには県も参加を

しております。今後も、同様の協議が進んでい

くように、既に策定をしております広域避難計

画に位置づけた候補施設、それから新たに掘り

起こした施設、これらを市町村に提案していく

こととしているところでございます。 

 こうした一連の取組を繰り返し継続していく

ことで、第６期の南海トラフ地震対策行動計画

に定める令和15年度を目標に、全ての広域避難

所が確保できるよう取り組んでまいります。 

○29番（田所裕介君） 御答弁ありがとうござい

ました。質問でも触れていますけれど、市町村

としっかり連携していただいて、その取組を進

めていただきたいと思います。どうぞよろしく

お願いをいたします。 

 被災者にとって大切なことの一つが心のケア

になります。厚生労働省研究班の初の試算によ

り、南海トラフ巨大地震の際、被災地での心の

ケアに関する相談者数は最大22万人と見込まれ

ることが分かりました。それに伴い、対応に必

要な災害派遣精神医療チームＤＰＡＴの隊員数

は、現在の５倍超の約２万5,000人と想定をされ

ております。 

 被災者の心のケアは、阪神大震災や東日本大

震災を経て重要性が指摘されてきました。2013

年にＤＰＡＴが発足した一方で、自治体によっ

て体制整備に差があるなど課題が指摘されてお

り、隊数増や自治体間の連携強化が急務だとし

ています。 

 ＤＰＡＴの整備についても、より加速させる

必要があると考えますが、課題を踏まえ、今後

どのように取り組んでいくのか、子ども・福祉

政策部長にお伺いをいたします。 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） ＤＰＡ

Ｔは精神科医師、看護師、調整員で１つのチー

ムとして構成されまして、本県では毎年活動で

きる人材を養成する研修を実施し、これまでに

５チームを養成しております。 

 課題につきましては、１つの病院でチームを

組織して研修に参加するケースが少なく、個人

での参加が多いことから、研修の参加が必ずし

もチームの養成につながっていないといった点
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でございます。このため、可能な限り研修には

チーム形式で参加いただくことを呼びかけると

ともに、修了者の現在の状況を把握し、可能な

場合はチーム編成ができるよう働きかけていき

ます。その上で、国が推奨しております県で研

修修了者を隊員として登録する仕組みや、人材

確保について協議する運営委員会の設置につい

て、導入に向けた準備を進めてまいります。 

○29番（田所裕介君） ありがとうございます。

よろしくお願いをいたします。 

 災害発生時に活躍する専門家チームはＤＰＡ

Ｔ以外にもあります。災害発生時に介護等を要

する高齢者や障害がある方のニーズに的確に対

応し、避難生活中における生活機能の低下等の

防止を図ることを目的に、各都道府県が主体と

なって、一般避難所で福祉的な支援を行うのが

災害派遣福祉チームＤＷＡＴであります。災害

関連死対策や２次避難においてＤＷＡＴの果た

す役割は大きく、国土強靱化年次計画2024でも

ＤＷＡＴの設置や災害時の福祉支援体制の強化

を進めていくとしています。 

 本県におけるＤＷＡＴの整備状況について子

ども・福祉政策部長にお伺いをいたします。 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） 本県で

は令和２年度からＤＷＡＴ隊員の養成を始め、

現在172名のチーム員が登録しております。昨年

の能登半島の地震で本県からも４チーム、延べ

12名が支援活動に参加しました。 

 現在、国におきまして災害対策基本法及び災

害救助法に福祉サービスの提供を位置づける法

改正が審議をされております。この法改正によ

りましてＤＷＡＴの役割が広がり、より重要性

が増すということが見込まれますため、引き続

き体制の充実強化に取り組んでまいります。 

○29番（田所裕介君） よろしくお願いをいたし

ます。 

 それでは、災害時の医療という点ではＤＭＡ

Ｔ――災害派遣医療チームがありますが、ＤＰ

ＡＴ、ＤＷＡＴなどの様々な関連チームとの連

携体制の構築の必要性が指摘をされています。

行政機関での所管が多岐にわたるという行政の

課題や、それぞれの隊員がお互いの活動につい

て理解が進んでいないというような課題もある

と言われています。 

 ＤＭＡＴやＤＰＡＴ、ＤＷＡＴなどの様々な

関連チームとの現状の連携体制と、課題を踏ま

えた今後の取組を健康政策部長にお伺いいたし

ます。 

○健康政策部長（中嶋真琴君） 本県では、ＤＭ

ＡＴやＤＰＡＴ、ＤＷＡＴなどの支援組織の連

携を、災害時に保健衛生総合庁舎内に立ち上げ

ます保健医療調整本部を中心に行うこととして

おります。この調整本部には、災害医療コーディ

ネーターや支援組織の連絡員などが集まり、医

療機関や福祉避難所、一般避難所などの情報を

収集し、状況を分析した上で、支援要請に応じ

た派遣調整を行います。 

 能登半島地震では、こうした支援組織の連携

に課題があったともお聞きしていまして、お互

いの活動を理解する上でも訓練などを通じた関

係づくりが欠かせないものと考えております。 

 先月には、こうした支援組織が参加した80人

規模の訓練を行ったところでございまして、連

携時に必要な情報の確認もでき、大変有意義な

訓練となりました。 

 今後も、実効性のある訓練などを重ねまして、

医療・保健・福祉の円滑な連携体制を構築して

まいります。 

○29番（田所裕介君） ありがとうございました、

時間が僅かになりましたけれども、本当にお答

えいただきましてありがとうございました。御

丁寧な御答弁であったと感じているところでご

ざいます。 

 私の一切の質問を終わります。どうもありが
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とうございました。（拍手） 

○副議長（金岡佳時君） 以上をもって、田所裕

介議員の質問は終わりました。 

 ここで午後１時40分まで休憩といたします。 

   午後１時35分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後１時40分再開 

○副議長（金岡佳時君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 依光美代子議員の持ち時間は25分です。 

 21番依光美代子議員。 

○21番（依光美代子君） 一燈立志の会、依光美

代子でございます。通告に従って質問の前に、

一言お断りを言います。この風力発電施設につ

いては同僚議員からも質問がありましたが、香

美市民や大豊町民が大変不安を抱いております

ので、重複部分がありますが、質問をさせてい

ただきます。それでは、始めます。 

 風力発電施設の建設についてお伺いをいたし

ます。 

 現在、香美市と大豊町間の尾根沿いに東西約

14キロメートル、約2,600ヘクタールに高さ180

メートルもの巨大風車36基の建設計画がありま

す。出力15万4,800キロワットは、風力発電施設

としては日本最大級です。津野町の山の稜線に

風車が並んでいるのを見たことがありますが、

その高さは70メートルです。今回の計画は、そ

れを倍以上も上回る180メートルもあり、想像を

絶する大きさです。 

 事業実施想定区域内には水源涵養保安林、土

砂流出防備保安林が含まれております。この一

帯は地質的に極めてもろく、地滑りを防ぐため

には、命綱のような保安林を育成する必要があ

ります。地質的に脆弱なこの地域の、しかも尾

根筋に巨大風車を並べるのは地元の人にとって

は不安でしかありません。高知の極上の田舎が

台なしです。 

 尾根筋は、昔から伐採をしないのが常識です。

土砂崩れなどの災害を招くおそれがあるからで

す。林野庁も主伐時における伐採・搬出指針で、

尾根筋は保護樹帯として残すことを明記してお

ります。尾根の樹木は表土を支えるだけでなく、

強力に水を吸い上げ、菌糸ネットワークととも

に山全体に潤いを与えているのです。尾根沿い

での大規模な造成工事は山肌を乾燥させ、集中

豪雨の際には大量の土砂流出や山腹崩壊などの

災害リスクを著しく高めます。 

 私の地元の物部川は、大雨のたびに流入する

大量の土砂に悩み続けてきました。土砂に起因

する濁水問題が生態系や農業に様々な影響を及

ぼして、その解決が大きな問題となっているの

です。平成17年には県、国、流域の関係部署や

各種団体関係者が物部川濁水対策検討会を立ち

上げて、川上から川下までの総合的な土砂管理

に取り組んでおります。 

 ２月18日には物部川濁水対策検討会、21日に

は東京大学蔵治光一郎教授による豪雨時代の森

林管理についての講演会と勉強会が開催され、

ともに参加しました。蔵治教授は、物部川に対

する課題解決対策については、現在全国から注

目を浴びておりますと言われました。このよう

に学識経験者や関係機関、関係団体が一丸と

なって真剣に物部川を何とか再生しようとして

いるだけに、今回の大規模風車発電計画は、地

元選出議員として大変憂慮しているところでご

ざいます。 

 昨年11月に、県に対して事業者から環境アセ

スメントに沿った計画段階環境配慮書が提出さ

れました。１か月後の12月20日までが縦覧期間

で、それに対する意見は県内外の個人・団体より
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206件出ています。12月20日には香美市長が県知

事に対する意見書を出し、２月13日には県知事

が事業者に対して計画段階環境配慮書に対する

知事意見を出しました。この知事意見が県の姿

勢を表していると思います。熟読いたしました

が、私は提出された意見をよく反映していると

感心しました。説得力もあります。土壌の改変

や水環境、生態系への影響、そして史跡への配

慮など、県民の立場に立って様々な懸念を事業

者に伝える内容だと思います。 

 ただし問題は、事業者がこの知事意見をしっ

かりと受け止めてくれるかどうかだと思います。

環境アセスメントは、事業を直接止めるほどの

強さは持っておりません。事業者が知事意見に

沿った真摯な対応を見せなかった場合、知事は

どのような対応を取られますか、地元の皆さん

を安心させる意味からも、知事自身の見解をお

聞かせください。よろしくお願いします。 

○知事（濵田省司君） 本件につきましては、環

境アセスメント手続の過程で、都合３回の知事

としての意見を申し述べるチャンスがあります。

その初回の意見を先月13日に提出いたしまして、

意見への対応につきましては今後事業者側から

示される予定となっているところであります。 

 この事業者側から、この計画が環境への影響

を回避または低減することができるものが提示

されるかどうかというのがポイントだというふ

うに考えております。事業者の計画が環境への

影響を回避または低減することができないもの

となっている場合には、知事として事業の中止

を含めた検討を求めることもあり得るというふ

うに考えております。 

○21番（依光美代子君） 知事の見解をお聞きし

て少し安心をしました。ぜひ厳格な対応をお願

い申し上げ、次の質問に移ります。 

 高知県として再生可能エネルギーを進めるに

当たり、促進区域の設定に関する環境配慮基準

をつくっております。この基準と照らし合わす

と、今回の建設地に含まれる山地災害危険区域、

県立公園、保安林は再エネ促進区域に含まれて

はいけないことになっております。促進区域に

入らないからといって施設の設置が禁止されて

いるわけではありませんが、高知県の理念は、

促進区域以外に造ってほしくないということだ

と思います。 

 この点について、知事は促進区域外でこのよ

うな巨大な計画が立てられることをどのように

お考えでしょうか、知事にお聞きいたします。 

○知事（濵田省司君） お話のありました、いわ

ゆる促進区域は、地球温暖化対策の推進に関す

る法律の規定に基づきます地域脱炭素化促進事

業の対象となる区域でありまして、再生可能エ

ネルギーの導入拡大に向けて市町村が定められ

るものであります。 

 一方で、県の促進区域の設定に関する環境配

慮基準がございます。これは市町村がこの促進

区域を設定するに当たりまして、地域の社会的・

自然的条件に応じて配慮すべき基準を設定した

ものであります。この中で本県では、例えば地

滑り防止区域や保安林などにつきまして、促進

区域に含めることが適当でないというふうな考

え方を示しているところでございます。 

 したがいまして、県の配慮基準に基づいて促

進区域外となるエリアにおきましては、これは

先ほど議員からも御紹介ございましたように、

法的には止められないということではあります

けれども、そうした区域で発電事業を行う場合

には、こうした個々の法規制などに基づきまし

て、慎重な検討が求められるというふうに考え

ております。 

○21番（依光美代子君） ぜひ慎重な対応をお願

いしたいと思います。一番心配するのは、巨大

風車については風車のタワーが高くなるほど、

ブレードが大きいほど地震発生時には揺れが大
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きくて被害が大きくなるということを聞いてお

りますので、その点については大変心配が尽き

ないことでございます。それでは、次へ移らさ

せていただきます。 

 今回のような計画が出てきたとき、高知県と

してはこの配慮基準を事業者に説明し、県の理

念に反する計画を事前にストップさせる必要が

あるのではないでしょうか。事業者にしても早

期に指導を受ければ早く決断ができます。投資

が少ないうちに断念できれば傷も浅いのです。

道路を切り開き、環境アセスを実施した後では、

撤退という選択肢は考えづらくなります。 

 再エネを考える事業者の多くは、真面目に日

本のエネルギーを考えていると思います。その

ような事業者を、進むも地獄、引くも地獄とい

う泥沼に引きずり込んではいけないと思います。

林業振興・環境部長はどのようにお考えでしょ

うか、お聞きいたします。 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） 発電事業

を計画する事業者が構想段階から関係法令の規

制などの情報を十分に把握することは、事業の

実現可能性を判断する上で重要な要素だと考え

てございます。 

 このため、これまでも周知を行ってまいりま

したが、お話のあった促進地域の設定に関する

配慮基準も含め、事業者に対しまして事前相談

のある初期の段階から、法規制に係るものなど

関連する情報を幅広く提供するとともに、しっ

かりと説明をしてまいります。 

○21番（依光美代子君） ぜひ、早めに事業者に

伝えることが一番肝腎だと思います。今回、県

はなぜ設置が認められない区域が含まれている

ことを１月７日の環境影響評価技術審査会まで

に伝えなかったのですか。事業者は高知県に環

境配慮基準があることさえ、基本的なことを知

らなかったのです。非常に心配をします。 

 今後の審査となりますが、地震に対する備え

です。昨年の能登半島地震での有識者などによ

る風力発電被害調査によると、過去には大型風

力発電施設が地震で大きな被害を受けた事例は

少なく、今回は鉄塔や基礎の損傷だけでなくブ

レードの損傷――これは過去になかったそうで

す。今回の能登半島地震を機会に調査を行い、

風力発電施設の耐震設計法を見直して、日本の

自然災害に耐え得る設計を適用すべきだとの声

が報道にありました。 

 南海地震に備え、再び能登半島と同じことが

発生しないように、能登の調査などを参考に厳

格な対応をお願い申し上げ、次の質問に移りま

す。 

 今回の計画で鍵となるのは保安林です。この

保安林の解除権限は農林水産大臣が持っていま

すが、仮に事業者が知事意見どおりの対応をし

なかった場合、保安林の解除を許すということ

はあり得ません。 

 それ以前に、保安林には保安林としての役目

があるわけですから、軽々に解除することがあっ

てはならないと思います。そこについても林業

振興・環境部長の明確な見解を聞かせていただ

き、地元の皆さんを安心させてほしいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） 建設予定

地の保安林は水源涵養保安林と土砂流出防備保

安林に指定をされ、洪水や渇水の緩和と、林地

の崩壊による土砂の流出などを防止する機能を

発揮してございます。保安林を解除する際には、

こうした公益的機能を維持するために必要な代

替措置が取られているか、国におきまして適切

な審査が行われるものと承知をしてございます。 

 実際に事業者が解除申請を行う場合は、県を

経由しまして国に提出することになってござい

ます。その際、県として意見書を付すことがで

きますことから、地元市町の意見を踏まえたも

のとしてまいります。 
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○21番（依光美代子君） ぜひそのときには県の

意見をしっかりと添えて出していただきたいと

思います。 

 このような問題が勃発すると、地元の住民に

も膨大なストレスがたまります。そうならない

ために、きちっとした決まりをつくるべきでは

ないでしょうか。発電施設の設置に関する条例

あるいは風力発電設置ガイドラインです。 

 12月議会で先輩議員が、太陽光発電のガイド

ラインを風力発電にも拡大すべきでないかとい

う質問されたとき、知事は国のガイドラインを

遵守するようになっているからとの答弁でした。 

 さて、今回の計画ではどうだったのでしょう

か。住民に不満が蓄積しているのは、事業者が

最低限のことしかしないように見えたからです。

例えば、説明会に参加できなかった住民が資料

が欲しいと言うと、１人に出せば全員に出さな

くてはならないから出せません。また、印刷が

大変ならＰＤＦで共有させてほしいと要望する

と、そこまでやる決まりはなく、やることはやっ

ているのでできないとの答えでした。そうなの

です。事業者は決まりで動くのです。つまり、

決まりで定める最低限のことしかやってくれな

いと思わなければなりません。 

 国のガイドラインがあるから県は何もしない

というスタンスでは、住民に県は何もしてくれ

ないという不安と不満が蓄積する一方だと思い

ます。高知県は森林率日本一です。その山の多

くは急傾斜で地滑りの危険を伴っております。 

 このような地勢を考えれば、全国一律の国の

ガイドラインに、高知県独自の観点や制約を上

乗せする姿勢が必要だと考えます。知事はどの

ようにお考えでしょうか、お聞きいたします。 

○知事（濵田省司君） 本件につきましては、議

員からも御指摘ございますように、地域の方々

から事業者が丁寧な対応を行っていないという

声があるということは私も承知をしております。

このため、知事としての意見におきまして、事

業者には分かりやすい資料を用いて丁寧かつ十

分な説明を行い、理解を得られるよう努めるこ

とを文書で求めますとともに、直接この趣旨を

事業者にも伝えております。 

 今後は、事前相談の段階から発電事業が地域

と調和したものとなるという手だてを取ること

が大事だと考えておりますので、例えば今議員

から御指摘ございました、初期の段階から適切

なコミュニケーションを促すというようなこと

も含めて、県として事務処理のルールを整備い

たしまして、事業者に対してしっかりと注意喚

起を行ってまいる考えであります。 

○21番（依光美代子君） ぜひ注意喚起をしっか

りと行ってもらいたいと思います。それでは、

次の質問に移ります。 

 高さ60メートル以上の構造物には航空障害灯

の設置が義務づけられております。今回の巨大

風車は180メートルもあるため、設置しなければ

なりません。その航空障害灯は、航空機への衝

突防止のため、10キロ先からも見える閃光が一

晩中明滅しております。ひっきりなしに夜空に

光が発せられるのです。 

 計画地の５キロ先には梶ヶ森天文台がありま

す。その梶ケ森の山荘は星の山荘と名づけられ

ており、夜空と星が貴重な地域資源なのです。 

 10キロ先まで輝く閃光が一晩中発し続けられ

たら、その地域資源はどうなるのでしょうか。

県の意見書にはこの問題は書かれていませんが、

私は深く危惧しております。林業振興・環境部

長のお考えをお聞きいたします。 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） 今回提出

をしました知事意見では、重要な眺望景観への

影響を回避または極力低減することを求めてご

ざいます。また、今後アセスメント手続の中で

意見を述べる機会が２回残されています。県と

しましては、その中で議員御指摘の航空障害灯
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の件をはじめ、地元市町、専門家、地域住民の

皆様などの御意見も踏まえた県としての意見を

検討してまいります。 

○21番（依光美代子君） ぜひ県としてのしっか

りした意見を述べてください。配慮基準に対し

てそごがあったり、不適切と思うときには、早

めの対応が重要となります。今回、審査会での

委員さんより、皆さんからいただいた意見に対

する事業者の回答をホームページで公開すべき

でないかということを指摘があり、それは先日

から公表されるようになりました。やはり早め

の指摘ということがすごく大事になってくるだ

ろうと思いますので、引き続きの対応を求め、

次の質問に移らさせていただきます。 

 集落活動センターと大学との連携事業につい

てお伺いいたします。 

 中山間地域では過疎・高齢化が進み、若者は

仕事を求めて山里を離れ、人口減少に歯止めが

かからない状況です。地域では伝統行事など今

後の担い手不足が深刻となり、将来に不安を抱

いております。 

 その手だてとして、県は、中山間地域の活力

を生むための施策の一例として、地域や集落活

動センターと大学との連携に取り組んでいます。

中山間地域対策課では、集落活動センターや地

域の活動が継続、発展できるように、また歴史

文化財課では、本年度から地域の伝統的祭りや

民俗芸能が継続、継承できるように、地域と大

学生とのマッチングに取り組んでおります。 

 県は、このマッチングのみでなく、学生の交

通費への支援と、県職員の現地への同行が実施

されております。この取組は大学の先生方や学

生にとても好評です。学生からは、職員との触

れ合いの中で、将来公務員になりこのような仕

事がしたいとの声も聞きました。 

 そこで、まず令和５年度に開始した集落活動

センターと大学との連携事業の取組状況につい

て人口減少・中山間担当理事にお聞きいたしま

す。 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） この

事業は令和４年９月議会での議員からの御提案

を受けて創設したものでございまして、若者と

の交流を増やしたい集落活動センターと、座学

だけでは分からない実情を地域の方から直接学

びたい大学生とをマッチングする事業として、

令和５年度から開始しております。 

 昨年度、令和５年度はセンターと県内３大学

にそれぞれのニーズを紹介し、12のセンターと

のマッチングが成立、イベントの企画・運営や

地域資源を生かした観光商品づくりなど15件に

延べ60人の学生が参加いたしております。 

 令和６年度は、より多くの学生に参加いただ

くため、県内の５大学に対象を拡大したところ、

20のセンターとマッチングが成立し、前年度を

大きく上回る27件、延べ158人の学生に参加いた

だいております。 

○21番（依光美代子君） 年々、皆さんが喜んで

くださっている様子がよく分かりました。 

 この事業を取り組んできた中で、どのような

成果があったでしょうか、人口減少・中山間担

当理事にお聞きいたします。 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） ２年

間の取組を通しまして、私どもの想定以上、こ

の事業を評価する声をいただいております。集

落活動センター側からは、学生の参画とアイデ

アによりイベントの活性化につながった、住民

の活動意識を向上させるよい機会となったとい

うお声をいただきました。また、学生さんのほ

うからは、学校では得られない、より深い地域

とのつながりを築くことができた、若者の力が

センターの活動に役立てることが分かったといっ

たお声をいただきました。 

 こうした声から、センターにとりましては、

地域の活性化だけでなく、地域外の若者の視点、
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感性によりまして、住民自身の気づきや意欲の

向上につながったこと、また学生にとりまして

は、中山間地域の実情を知り、その課題解決に

住民と共に関わり、自らの成長につなげたこと

が成果と考えております。 

 加えて、議員のお話にありましたような、こ

の交流を通じまして、若者が地域で活性化のた

めに働きたいと思っていただけたのであれば、

それも成果ではないかと考えております。 

○21番（依光美代子君） 最後に、令和７年度の

取組についてお聞きいたします。学生が地域活

動に参加することで中山間地域の活性化にもつ

ながり、学生にとって地域への愛着心や関係性

が育まれ、やがて関係人口の増加や移住、定住

につながる可能性も出てきています。卒業後、

既に県内の市町村で活躍している方も何人かお

られます。香美市でも活躍してくれております。

学生からの要望として、地域活動に同じ大学の

仲間だけでなく、他校の、県外も含め学生や企

業などの若者との交流を望む声もありました。 

 また、事業効果を高めるためにも、各関係部

署と大学などとの、より密接な連携が必要では

ないかと考えます。これが実現できれば、本県

の各種委員をしてくださる明治大学小田切徳美

教授が提唱される、関係人口などの増加により

人口が減っても人材が増える、にぎやかな過疎

も夢ではないと思います。 

 令和７年度、この事業をさらに充実させるた

め、どのような取組を考えておられますか、人

口減少・中山間担当理事にお聞きいたします。 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） 令和

７年度事業につきましては、令和６年度をさら

に上回る26センターから希望がございまして、

まずこれにしっかり対応できる予算を計上して

いるところでございます。 

 一方、今年度から文化生活部におきましても、

地域の民俗芸能などの担い手確保を目的とした

大学との連携事業が新たに開始されまして、大

学側からは私どもの事業と文化生活部の事業、

２事業と大学のカリキュラムの調整をしていく

のに苦労があるという声も聞きました。このた

め、この部分の改良点としましては、来年度私

どもと大学関係者との情報共有の場を設けまし

て、大学生がより多く授業として参加できるよ

う調整したいと考えております。 

 また、議員からお話のありましたにぎやかな

過疎を目指しまして、この事業をさらに発展さ

せたいと考えております。県内のみならず県外

の大学生や社会人の方々にも参加いただける新

たな仕組みを構築したいと考えております。 

○21番（依光美代子君） 事業を聞いていて本当

にうれしいな、ますます広がって、にぎやかな

過疎が、実現が間違いなくできる、県下へ、こ

のにぎやかな過疎がますます拡大していくこと

を期待申し上げ、私の質問を以上で終わります。

（拍手） 

○副議長（金岡佳時君） 以上をもって、依光美

代子議員の質問は終わりました。 

 ここで午後２時10分まで休憩といたします。 

   午後２時５分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後２時10分再開 

○副議長（金岡佳時君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 寺内憲資議員の持ち時間は50分です。 

 25番寺内憲資議員。 

○25番（寺内憲資君） 公明党の寺内憲資です。 

 まず最初に、西宮方式の被災者支援システム

について伺います。 

 令和７年度の当初予算には、南海トラフ地震
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による想定死者数を現状の４割強に当たる3,500

人まで減少させることを目標とする南海トラフ

地震対策費が計上されています。この、県が目

標とする想定死者数への一助となるのが、自治

体が備える被災者を支援する被災者支援業務の

システムであります。 

 現在、この被災者支援業務のシステムについ

ては、Ｊ－ＬＩＳ――地方公共団体情報システ

ム機構が運用管理する被災者支援システムや、

民間ベンダーが開発した数々の被災者支援業務

のシステムがあります。 

 令和６年６月定例会での我が会派、公明党の

西森美和議員の質問に対して知事からは、この

被災者支援業務のシステムが行政にとって業務

の効率化が図られ、被災者の生活再建の迅速化

につながるとの評価を得る一方、全国知事会に

おいて、国主導でこの被災者支援業務のシステ

ムの全国統一化を図るべきであると要望してい

ることが紹介されたところでもあります。さら

に知事からは、県は県内の市町村に対して、こ

の被災者支援業務のシステムの導入を呼びかけ

ており、現在では高知市など15の市町村が既に

同システムを導入している旨の答弁がありまし

た。 

 そこで、危機管理部長に伺います。現在、県

内15市町村に導入されている被災者支援業務の

システムの種類をお伺いいたします。 

○危機管理部長（三浦謙一君） 現在、15市町村

で整備されております種類については３種類に

なります。１つ目は、お話にありましたＪ－Ｌ

ＩＳが運用管理する、通称西宮方式と言われる

オンプレミス型の被災者支援システムで、イン

ターネット環境がなくても使用できるシステム

です。２つ目は、同じＪ－ＬＩＳが運用管理す

る内閣府のクラウド型被災者支援システムで、

ＬＧＷＡＮなどのネットワーク環境の下で使用

するシステムです。３つ目は、ＮＴＴ東日本の

被災者生活再建支援システムで、インターネッ

ト環境下で使用するシステムでございます。以

上３種類になります。 

○25番（寺内憲資君） 今３種類の被災者支援業

務のシステムが県内の市町村に導入されている

ことが答弁がありました。 

 これら３種類のシステムはどこの自治体に導

入されているのか、導入状況を危機管理部長に

お伺いします。 

○危機管理部長（三浦謙一君） 市町村別に申し

上げますと、まず西宮方式のシステムにつきま

しては、高知市、室戸市、香美市、土佐町、い

の町、仁淀川町、中土佐町、佐川町の８市町で

導入されています。続いて、内閣府のシステム

については、高知市、宿毛市、四万十市、馬路

村、大月町、黒潮町の６市町村で導入されてお

ります。最後に、ＮＴＴ東日本のシステムにつ

いては、南国市、宿毛市、香南市の３市で導入

されております。 

○25番（寺内憲資君） 今、答弁にあった自治体

以外の県内19市町村には被災者支援業務のシス

テムは導入されておりません。県としてこれら

19市町村に対する適切な助言が求められるとこ

ろです。 

 被災者支援業務のシステムの導入については

導入費用が課題となっています。したがって、

安価で被災者支援に最適な優れもののシステム

を各自治体がどのように選ぶか、そのことが重

要となってきます。 

 そこで、県内８自治体が導入しており、県内

で最も多く導入されている西宮方式のオンプレ

ミス型被災者支援システムについて検証してみ

たいと思います。 

 今年は、阪神・淡路大震災から30年となりま

す。西宮方式のオンプレミス型被災者支援シス

テムは、阪神・淡路大震災の混乱の中で西宮市

が構築した、被災者を総合的に支援するシステ
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ムです。構築されてからは、全国各地で発生し

た大小の自然災害等での活用事例から数多くの

教訓を酌み取り、システムを進化させるととも

に、汎用化し、平成17年には総務省の要請でＪ－

ＬＩＳ――地方公共団体情報システム機構のラ

イブラリーに登録され、平成20年には被災者支

援システム全国サポートセンターが設置され、

平成21年には総務省から全国の都道府県及び市

町村に同システムが無償配布されています。 

 この無償配布された西宮方式のオンプレミス

型被災者支援システムを使用するにはインス

トールキーが必要で、現在1,000を超える自治体

に、この西宮市が開発した同システムのインス

トールキーが発行されています。県にも平成22

年１月29日にインストールキーが発行されてい

ますので、西宮方式のオンプレミス型被災者支

援システムを使用することができます。 

 そこで、危機管理部長に伺います。県内の各

市町村にも西宮方式のオンプレミス型被災者支

援システムを使用するためのインストールキー

が発行されていますが、その発行状況をお伺い

いたします。 

○危機管理部長（三浦謙一君） 西宮方式のシス

テムのインストールキー発行状況につきまして

は、Ｊ－ＬＩＳに改めて確認をいたしました。

その回答としては、これは少ないほうで申し上

げます、発行されていない田野町、安田町、北

川村、馬路村、芸西村、大川村、大月町、三原

村、この８町村を除く26市町村に対してインス

トールキーを発行しているということを確認い

たしました。 

○25番（寺内憲資君） 県内26市町村にインス

トールキーが発行されていました。 

 西宮方式のオンプレミス型被災者支援システ

ムを使用するインストールキーが、全国の1,000

を超える自治体に発行されている理由は、総務

省が平成20年８月に「地方公共団体におけるＩ

ＣＴ部門の業務継続計画（ＢＣＰ）策定に関す

るガイドライン」を公表しており、災害・事故

時における適切な意思決定や資源配分には、迅

速な情報の収集と集約が不可欠であり、これら

を遂行するために必要な情報システムがないか

確認をし、不足をしていれば、あらかじめ導入

を検討することを推奨しており、その中で無償

で手に入れることができる災害時支援のための

プログラムとして、西宮方式のオンプレミス型

被災者支援システム、ガイドラインの中では震

災業務支援システムと表記して紹介がされてい

る総務省推奨のシステムであるからです。 

 また、西宮市が開発したシステムですが、現

在Ｊ－ＬＩＳ――地方公共団体情報システム機

構が管理運用しているからです。Ｊ－ＬＩＳは、

国と地方公共団体が共同で管理する法人で、地

方公共団体の情報化推進を支援する組織で、前

身は財団法人地方自治情報センターであり、地

方公共団体が共通的に利用できるシステムの研

究開発、地方公共団体を対象としての研修を実

施してきた組織であります。 

 西宮方式のオンプレミス型被災者支援システ

ムの回線はＬＧＷＡＮ――総合行政ネットワー

クを使っています。ＬＧＷＡＮは、地方公共団

体の組織内ネットワーク、庁内ＬＡＮを相互に

接続し、高度なセキュリティーを維持した、Ｊ－

ＬＩＳが運営する行政専用のネットワークです。 

 そのため、ＬＧＷＡＮを使用している高知県

は、県内全ての市町村分を含めてＪ－ＬＩＳに

負担金を払っていますが、その金額を総合企画

部長にお伺いいたします。 

○総合企画部長（松岡孝和君） ＬＧＷＡＮの運

営に関わる負担金につきましては、市町村分も

含めて都道府県に交付税措置がなされておりま

して、令和６年度の市町村分を含めた本県の負

担金額は約3,400万円となっております。 

○25番（寺内憲資君） 県が払っている負担金は、
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県内34市町村を含めているので、年間約3,400万

円と高額でありました。このＪ－ＬＩＳへの負

担金は、西宮方式のオンプレミス型被災者支援

システム導入の有無によって発生する負担金で

はありません。あくまで行政事務に使用してい

る高度なセキュリティーを維持した、Ｊ－ＬＩ

Ｓが運営する行政専用のネットワークの負担金

であります。 

 そこで言わんとするところは、行政専用のネッ

トワークの負担金を払っているのですから、こ

の回線を使い、無償で配布されている西宮方式

のオンプレミス型被災者支援システムを使うこ

とで、優れもののシステムを安価に導入できる

ということです。 

 なぜ安価に導入できるかといいますと、Ｊ－

ＬＩＳが提供する西宮方式のオンプレミス型被

災者支援システムを導入する市町村は、システ

ムは無償でありますが、同システムをインストー

ルするサーバーなどのハードウエアの機器の調

達及び保守、インストール作業、住民情報、個

人、世帯などの初期データ登録などを自らの負

担作業で実施しなければなりません。そのため、

Ｊ－ＬＩＳは被災者支援システム全国サポート

センターを設置し、同システムの導入から運用、

操作方法に至るまでをトータル的に支援する体

制をつくっているからです。 

 西宮方式のオンプレミス型被災者支援システ

ムは、オープンソースのリナックスを使用して

開発されており、仮にこれらの作業を民間ベン

ダーに発注すると、業者任せとなり高額となっ

てしまいます。 

 そこで、危機管理部長に伺います。現在、県

内にはまだ19の自治体に被災者支援業務のシス

テムが導入されておりません。システムが導入

されていない自治体は、小規模な自治体、市町

村が多く、導入費用が課題となっています。仮

にシステムを導入していない自治体が西宮方式

のオンプレミス型被災者支援システムを選び、

Ｊ－ＬＩＳが設置している被災者支援システム

全国サポートセンターのサポートを受け導入し

た場合の自治体が負担するシステム導入費用を

お伺いいたします。 

○危機管理部長（三浦謙一君） 西宮方式のシス

テムの導入費用について運用管理を行っており

ますＪ－ＬＩＳに改めて問合せを行い、システ

ム導入に必要との３つの内容について再度確認

をいたしました。 

 １つ目は、システム自体無料であること、２

つ目は、無料で入手したシステムの初期設定が

必要であり、この作業は外部委託すると有料に

なるけれども、被災者支援システム全国サポー

トセンターの支援を受けて自治体職員が行えば

無料であること、３つ目は、必要な資機材とし

て最低でもリナックスというＯＳがインストー

ルされたパソコン１台と、別のＯＳであるウィ

ンドウズがインストールされたパソコン１台が

必要であること。もちろんパソコン自体は必要

とする作業量に応じた性能によって金額は異な

ることになりますが、パソコン２台でシステム

の導入は可能となります。 

○25番（寺内憲資君） 今の答弁で、被災者支援

システム全国サポートセンターのサポートを受

けて導入した場合、職員が行うようであれば、

パソコン２台あれば西宮方式のオンプレミス型

被災者支援システムを費用をかけずに導入でき

る旨の答弁がありました。 

 しかし、この場合、サポートを受ける自治体

職員の一定のパソコン操作の知識が必要だと思

います。職員の作業ということが先ほど危機管

理部長からも答弁がありました。 

 そのため、被災者支援業務のシステムが導入

されていない小規模な市町村では、導入費用の

ほかに情報システムに精通した職員がいない場

合や、仮にいたとしても、防災担当部署ではな
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いことから、その知識が生かされていない場合

があり、そのことも課題となっています。 

 そこで、この課題を解決するために、総合企

画部長に伺います。県は、令和４年度から市町

村ＤＸ推進アドバイザーを配置し、市町村から

の要望に応じて、デジタル化に係る方針の策定

や体制構築などを支援しています。そのため、

被災者支援業務のシステムが導入されていない

19自治体に市町村ＤＸ推進アドバイザーを派遣

して、システム導入支援をすべきだと考えます

が、総合企画部長の御所見をお伺いいたします。 

○総合企画部長（松岡孝和君） 県では、県内の

市町村のデジタル化を後押しするために、おお

むね２か月に１回、全市町村が参加するワーキ

ンググループを開催し、県内外の先進的な事例

や国の動きなどの情報共有を行っております。

この被災者支援システムについても、今後こう

いった場でまずは御案内をしていきたいと考え

ます。その上で、被災者支援システムの導入に

ついて市町村から御要望があれば、市町村ＤＸ

推進アドバイザーを派遣し、導入支援を行って

まいります。 

○25番（寺内憲資君） 前向きな御答弁ありがと

うございました。ぜひ、被災者支援業務のシス

テムが導入されていない19自治体に対しては、

被災者支援システム全国サポートセンターのサ

ポートを受けることにより、西宮方式のオンプ

レミス型被災者支援システムが無償で導入でき

ることを知らせていただき、同システムの導入

支援を希望する自治体には、市町村ＤＸ推進ア

ドバイザーの派遣をよろしくお願いいたします。 

 現在、総務省は南海トラフ巨大地震が発生し

た際、大きな被害が想定される静岡県や高知県

など10県に応援職員を即時派遣する自治体を事

前に割り当て、令和７年４月からの運用に向け

て動いています。高知県には、島根県を軸に秋

田県も入ってくるようになっています。 

 高知県に応援職員を派遣する島根県では、島

根県が主体となって、令和６年９月17日と18日

の両日、Ｊ－ＬＩＳが設置している被災者支援

システム全国サポートセンターに要請し、島根

県の自治体向けに西宮方式のオンプレミス型被

災者支援システムの説明会と操作研修会を実施

しています。島根県がこのシステム研修会を実

施した目的を調査したところ、能登半島地震に

おいて行政専用のネットワークであるＬＧＷＡ

Ｎが断絶し、システムが使用できなかった教訓

を受けて、ネットワーク回線が断絶しても使用

できる西宮方式のオンプレミス型被災者支援シ

ステムを県内の各自治体に推奨するためでした。 

 そこで、危機管理部長に伺います。これまで

の検証により、現在高知県内の自治体で最も多

く導入されている被災者支援業務のシステムは、

西宮方式のオンプレミス型被災者支援システム

でありました。また、西宮方式のオンプレミス

型被災者支援システムを使うために必要なイン

ストールキーは、県内26市町村に発行されてい

ました。 

 県内には被災者支援業務のシステムを導入し

ていない19の自治体があることからも、県が主

体となって、Ｊ－ＬＩＳが設置している被災者

支援システム全国サポートセンターを活用し、

西宮方式のオンプレミス型被災者支援システム

の操作研修を含めた説明会の開催を求めますが、

危機管理部長の御所見をお伺いいたします。 

○危機管理部長（三浦謙一君） 被災者支援業務

のデジタル化につきましては、被災者の生活再

建に向けた業務や手続などが速やかに進むこと

につながると認識をしているところでございま

す。このため県では、これまでも市町村に対し

て被災者支援業務のシステム導入を促してきて

おります。 

 また来年度は、市町村におけるシステム導入

の加速化に向けて、システムの機能を理解して
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もらい、かつ操作方法を学ぶための説明会を５

月頃をめどに開催することを考えているところ

でございます。この説明会には、Ｊ－ＬＩＳ内

の被災者支援システム全国サポートセンターか

らも講師を招いて、数多くある機能やその操作

の説明などを行っていただきたいというふうに

考えております。 

○25番（寺内憲資君） 西宮方式のオンプレミス

型被災者支援システムの操作研修を含めた説明

会の開催を何とぞよろしくお願いいたします。 

 最後に、知事に西宮方式のオンプレミス型被

災者支援システムの評価をお聞きしたいと思い

ます。これまで検証してきました西宮方式のオ

ンプレミス型被災者支援システムは、住民基本

台帳の情報を基盤として、被災者の属性情報を

管理する被災者台帳と、被害を受けた住家等の

情報を管理する被災住家等台帳の２つの台帳で

構成されており、刻一刻と変化する人的被害及

び住家等の被害の状況を記録、更新することが

できます。また、罹災証明書の交付をはじめ、

被災住家等の調査票の出力、各種支援制度や義

援金の処理等にも対応するなど、被災者の支援

状況を総合的に管理する機能を有しています。 

 さらに、サブシステムからは、中核システム

である被災者支援システムを参照できるシステ

ム構成となっているため、被災者支援システム

の利用により一元化された被災者台帳を基に、

避難所や仮設住宅の管理運営といった一連の被

災者支援業務を効率的に実施することができる

システムであります。 

 西宮方式のオンプレミス型被災者支援システ

ムは30年間進化を続け、現在バージョン10.00と

なっており、住家被害状況調査でのタブレット

を活用した調査票自動判定機能や命を守る防

災・減災につながる事前シミュレーション機能

なども追加され、同システムを使用している自

治体では大変喜ばれています。 

 このように、西宮方式のオンプレミス型被災

者支援システムは総務省が推奨する優れものの

システムでありますが、西宮方式のオンプレミ

ス型被災者支援システムに対する知事の御評価

をお伺いいたします。 

○知事（濵田省司君） 議員から御紹介ございま

したように、いわゆる西宮方式のシステムは、

阪神・淡路大震災の際に西宮市によって開発さ

れた、システムの中でも言わば老舗というよう

な位置づけではないかと思います。その後は東

日本大震災などでも活用されたと伺っておりま

す。 

 また、御紹介ありましたように、このシステ

ムには住家被害の認定調査や罹災証明書の発

行、さらには被災者台帳の作成などの被災者支

援業務を遂行できる機能が整っているというふ

うに承知をいたしております。 

 こうしたことから、災害時におきましてデジ

タル技術を活用した市町村業務の効率化や、被

災者の生活再建の迅速化につながります有効な

システムの一つであるというふうに評価をいた

しております。 

○25番（寺内憲資君） 災害時に業務の効率化が

図られ、被災者の生活再建の迅速化につながる

と知事が評価されている、被災者支援業務のシ

ステムのうち県内の自治体で最も多く導入され

ている西宮方式のオンプレミス型被災者支援シ

ステムについて質問をしてきました。 

 このシステムは、住民基本台帳の情報を基盤

としたシステムであることから、今県内の各自

治体が苦慮している避難所における避難してき

た住民の名簿の作成、いわゆる避難所名簿をタ

ブレットにより簡単に作成することが可能で、

しかも災害弱者である要支援者の選別も行うこ

とができるようになっています。 

 このシステム機能は、県が令和７年度に導入

しようとしている避難所業務の効率化を図るア
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プリにはない機能であり、県内の市町村には両

方のシステムを推奨していただき、避難所業務

の効率化を図っていただくことを要請しておき

ます。 

 いずれにいたしましても、知事が言われる被

災者支援業務のシステムの全国統一化を図るこ

とは重要なことであり、その意味では県内にお

ける被災者支援業務のシステムの統一化も重要

であると考えます。南海トラフ地震による犠牲

者を最大限減少させるためにも、県内における

被災者支援業務のシステムの統一化は、行政職

員が行政職員のためにつくった西宮方式のオン

プレミス型被災者支援システムを活用して行う

べきであることを訴え、次の質問に移ります。 

 次に、県営渡船浦戸について伺います。 

 県営渡船浦戸は、高知市仁井田の造船所で建

造され、令和７年１月23日に進水式が行われま

した。県営渡船浦戸は、現在運航している県営

渡船龍馬が平成３年建造であり、船齢が34年を

超える老朽船であることから、代替船として建

造されたものです。 

 県営渡船浦戸の特徴は、運航時にＣＯ２などの

温室効果ガスを排出せずに旅客を運送する、定

期航路では全国初となる、推進力を全て電気で

賄うフルバッテリー船となっています。そのこ

とから県民の足としてだけではなく、高知県を

観光面、環境面からも全国にＰＲできるのでは

ないかと大いに期待をしているところです。 

 そこで、土木部長に伺います。県営渡船浦戸

は、一定の航路で不特定の旅客の運送を行う事

業として、全国初の電気推進船でありますが、

それ以外の特徴をお伺いいたします。 

○土木部長（横地和彦君） 県営渡船浦戸の特徴

といたしましては、１つは、全国的にも珍しい

海の上の県道を運航する船舶であるということ、

２つ目は、船首、船尾ともに同じ形状で、駆動

装置を前後に持ち、旋回せずに運航できる、い

わゆる両頭船であるということ、３つ目は、全

国的に船員不足が進んでいるということもあり

まして、免許保有者の多い小型船舶操縦免許で

運航できるよう船体を小型化したことが挙げら

れます。 

○25番（寺内憲資君） 今、土木部長から、県営

渡船浦戸の小型化など数々の特徴の答弁があり

ました。 

 小型化したことにより、現在運航している県

営渡船龍馬と比較しての変更点を土木部長にお

伺いいたします。 

○土木部長（横地和彦君） 現行の県営渡船龍馬

からの変更点といたしましては、まず旅客人数

は、龍馬が最大110人のところ、近年の利用実績

に応じまして、浦戸は57人としているところ、

積載可能な車両は125㏄以下のバイクで、龍馬が

50台、浦戸が６台であるということであります。

なお、１日の運航回数は、龍馬の平日20往復に

対し、浦戸は利用実績が極端に少なかった最終

便を減便いたしまして、７月１日から19往復で

運航を開始する予定でございます。 

○25番（寺内憲資君） 船員の成り手不足の中、

船体が小型化されたことにより、県営渡船龍馬

の場合は法定職員として６級以上の海技免状を

有する船長と機関長の２名が必要でありました

が、県営渡船浦戸の場合は総トン数が20トン未

満となったことにより、法定職員は小型船舶操

縦士の資格を持つ船長１名のみでよくなり、法

定職員の削減につなげています。 

 そこで、土木部長に伺います。県営渡船浦戸

の船員は船長１名、運航要員に１名の計２名で

よいと考えますが、土木部長の御所見をお伺い

いたします。 

○土木部長（横地和彦君） 船員数ですが、操船

する船長に加えまして、乗客の乗船・下船時に

船から降りて陸側で稼働橋の操作を行う者１名

と、船内で乗客の安全確認を行う者１名の合計
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３名が必要となります。なお、船長以外の２名

は、航行中も船長の操船の補助や、船内の乗客

の安全確認を分担して行うこととなります。こ

のため、旅客船としての安全運航を確保するた

めには３名が必要と考えております。 

○25番（寺内憲資君） 法定職員は船長のみとな

りましたが、安全運航のために船員は３名にす

るとのことでした。私は、船員を３名にする要

因の中に、県営渡船浦戸の船型が大いに関わっ

てくるのではないかと考えます。というのは、

県営渡船浦戸の船型は、先ほども土木部長から

答弁がありましたけれども、胴体が１つに対し

て頭が船首、船尾に１つずつある両頭船となっ

ています。両頭船は前後に駆動装置を持つため、

どちらを船首にしても進むことができ、車が前

進で乗船できる利点があることから、車両を運

ぶフェリーに利用されています。 

 県営渡船浦戸は、船首が波切り型、船尾に推

進器を備える通常の船型とは異なり、前の船首

と後ろの船尾にそれぞれ２つのモーターと２軸

のプロペラが搭載されており、船長１名での操

船が難しい構造となっています。 

 そこで疑問となるのは、県営渡船浦戸には車

を乗船させないことから、わざわざ操船が難し

く、しかも建造費が高くなる両頭船にする必要

があったのか疑問が残ります。なぜ両頭船とし

たのか、土木部長にお伺いいたします。 

○土木部長（横地和彦君） 運航いたします高知

市長浜と種崎にある渡船場付近は、潮流や波の

影響を受けますため、安全に旋回することが困

難なこと、また現在の運航間隔では旋回させる

時間がないことなどから、現行の龍馬と同様、

両頭船が最も適切と判断したものであります。 

○25番（寺内憲資君） 小型化された県営渡船浦

戸の船体は、甲板より下部を鋼材で、甲板より

上部をアルミ材で造っており、軽量化が図られ

ています。そのため答弁にもあったように、軽

量であるために、風や波で流されやすくなって

います。だからこそ、普通の船型とし、船尾に

２軸の推進器を備え、船首には離着岸しやすい

ように、船を横方向に動かすためのスラスター

を設けておけば、操縦性能がよく操船のしやす

い客船を安価に造れたのではないかと考えます。 

 ともあれ、両頭船として建造されていますの

で、軽量化された分、風浪の影響を受けやすく、

操縦がしにくいことから、４月から６月までの

３か月間の習熟訓練をしっかりと行っていただ

き、欠航回数、渡船浦戸が航行できない回数が

増えないようにしていただくことを要請してお

きます。 

 県営渡船浦戸は電気推進船であり、航行時に

おけるＣＯ２排出量の削減が可能となりますが、

電気契約を再生可能エネルギー契約とすること

により、ＣＯ２排出量をゼロにすることが可能と

なります。土木部長の御所見をお伺いいたしま

す。 

○土木部長（横地和彦君） 浦戸の運航に必要な

電力は全て再生可能エネルギーで賄うこととし

ており、本県のカーボンニュートラルの実現に

向けた重要な取組の一つであります。県営渡船

という公共インフラでカーボンニュートラルに

取り組むことは、事業者や県民の皆様に脱炭素

化について考えていただく契機になるものと期

待をしております。 

○25番（寺内憲資君） 今、土木部長から答弁が

ありましたけれども、県営渡船浦戸の運航を

ＣＯ２排出ゼロにすることにより、県だけでは到

底なし得ないカーボンニュートラルの実現に向

けて、事業者や県民への意識改革につなげるこ

とができると考えますので、よろしくお願いい

たします。 

 県営渡船浦戸は、県道弘岡下種崎線の一部と

して、全国でも珍しい海の県道として運航して

います。その旅客運送船が高知県で建造された
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ＣＯ２排出量ゼロの全国初の電気推進船であると

ＰＲすることは、今後の県観光施策や環境施策、

そして造船業の売出しにもつながると思われま

す。 

 全国初の電気推進船である県営渡船浦戸を

もっとＰＲしていくお考えはないのか、知事に

お伺いいたします。 

○知事（濵田省司君） お話ございましたように、

県営渡船浦戸は、一般の旅客を運送いたします

定期航路におきましては、全国で初めての完全

電気推進船といたしまして、本年７月に就航の

予定であります。このことは環境面におきまし

ては、2050年カーボンニュートラルの実現に向

けて取り組みます本県にとって大変象徴的な意

味もあり、県全体の脱炭素化に対する意識の醸

成にも寄与するというふうに考えます。 

 一方、観光面におきましては、サイクリング

と組み合わせまして、全国的にも珍しい海の県

道を全国初の電気推進船で渡るコースなどを打

ち出すことができると考えます。今後、県のホー

ムページやＳＮＳなどで情報発信をいたします

とともに、国内外の旅行会社へセールスをして

いきたいと考えます。 

 さらに、産業面におきましては、全国初とな

ります定期航路の電気推進船を県内の造船会社

が建造したメード・イン・高知の船でございま

す。本県の造船技術が注目をされることにつな

がるものと期待をしております。今後、小型の

電気推進船の発注を検討している官公庁等から

の受注につながる可能性もあると考えます。 

 このようなことから、浦戸の就航は、環境面、

観光面、産業振興など本県が取り組んでおりま

す重要な政策課題に対しまして大きな効果を生

むことを期待いたしております。したがいまし

て、様々な機会を捉えて、これらの取組を私が

先頭に立ってＰＲしてまいりたいと考えます。 

○25番（寺内憲資君） 日本で最初に一定の航路

で旅客運送事業を行う電気推進船が県営渡船浦

戸です。今後、全国で電気推進船が運航するこ

ととなりますので、それまでにＥＶ客船発祥の

地高知を大いに売り出していただき、全国から、

世界から観光客が高知県に来ていただけること

を楽しみとしております。 

 最後に、県が行う南海トラフ地震対策の強化

にもつながる高知海上保安部に配属された巡視

船うらどについて伺います。 

 海の消防・警察業務を担う海上保安庁の高知

海上保安部に新たな巡視船うらどが配属され、

今年１月25日、高知新港において就役披露記念

式典が行われました。巡視船うらどは、これま

でに高知海上保安部に配属された巡視船として

は最大級の巡視船であります。その要目は総ト

ン数1,500トン、長さ96メートル、幅11.5メート

ル、速力25ノット以上であり、特徴としてはヘ

リコプターが発着できる甲板を備え、船体と一

体化した船体構造上の強度甲板となっており、

海上保安庁の大型ヘリコプター、スーパーピュー

マの発着も可能となっています。その意味から

も、県内における災害時、特に南海トラフ地震

対応にも大いに貢献するものと期待がされると

ころです。 

 そこで、巡視船うらどの就役披露記念式典に

も出席されていた危機管理部長に伺います。高

知海上保安部は、高知県地域防災計画に基づき、

災害対応、特に震災対応に当たりますが、新た

に配属された巡視船うらどに対しどのような期

待をされているのか、お伺いいたします。 

○危機管理部長（三浦謙一君） 私も出席した際、

乗船をさせてもらいました。乗船した際に、大

型でヘリポートまで備えており、頼もしく思え

た巡視船うらどへの期待なんですけれども、こ

れまで海上保安庁の巡視船におかれましては、

過去の大規模災害において救出や救助活動をは

じめ、物資搬送や被災者への給水、入浴支援な
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ど多方面で活躍をしてこられております。実際

に、高知海上保安部に以前から配属をされてお

ります巡視船とさは、能登半島地震においても

給水等の支援活動を行った実績もございます。 

 今後、南海トラフ地震が発生した際に本県で

は、道路の寸断などが想定されますので、海路

や空路からの救助と支援が大変重要になると認

識をしているところでございます。このため、

うらどにおきましても、南海トラフ地震におい

て救助や救出活動をはじめ、給水支援など様々

な場面において活躍することを非常に期待する

ところですし、今後は県の総合防災訓練にも参

加していただくなど、しっかりと連携してまい

りたいと考えております。 

○25番（寺内憲資君） ぜひまた海上保安部との

連携をよろしくお願いいたします。 

 巡視船うらどの就役披露記念式典は警察本部

の警備部長も出席されていました。これまで警

察本部は、高知海上保安部と旅客船などからの

テロを想定した訓練を実施してきましたが、海

上からのテロ対策も含め、海上犯罪の防止及び

治安の維持等、新たに配属された巡視船うらど

に対しどのような期待をされているのか、警察

本部長にお伺いいたします。 

○警察本部長（髙清水善弘君） 高知海上保安部

に新たに配属されました巡視船うらどにつきま

しては、より大型かつ高性能であるとお聞きし

ておりまして、テロや不法入国をはじめとする

各種犯罪を未然に防ぐことや、事案発生時には

早期の制圧、検挙に効果があるものと期待をし

ております。 

 県警察では、高知海上保安部と連携し、毎年

高知港や須崎港において、海上からテロリスト

が上陸することなどを想定した合同訓練を実施

しているところでございまして、ヘリポートを

備えた巡視船うらどと県警察のヘリコプターを

連携させるなど、より高度で効果的な訓練がで

きることにも期待をしているところでございま

す。 

○25番（寺内憲資君） ぜひ連携も取っていただ

き、また高知県の治安の維持に、よろしくお願

いいたします。 

 質問通告の分についてはこれまでの分であり

ますが、最初に質問しました西宮方式のオンプ

レミス型被災者支援システムの研修、部長のほ

うからもありましたように、早々の５月、ゴー

ルデンウイーク明けには説明会の開催をしてい

ただくということですので、ぜひともよろしく

お願いいたします。 

 そのときに、防災だけの担当者ではなくて、

今質問してきましたように、市町村のほうには

やはりデジタルにたけた方なんかもおられるの

で、またデジタルの部門を持っているところが

あるので、そこはどうしても縦割りになってお

るところがありますので、研修等についてはで

きるだけ広く、その部署のほうでデジタルにた

けている方がおられたら、その方も同席しても

らうような形を踏んでいただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 あわせて、県庁のほうについては、デジタル

政策課がありますので、デジタル政策課のほう

も出席をしていただければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それから、知事のほうから西宮のオンプレミ

ス型被災者支援システムの評価をいただきまし

たけれども、知事が言われている、この被災者

支援業務のシステムについては非常に重要なシ

ステムであります。これは、全国知事会である

ように、全国統一的な分を知事が要請している

ということで答弁もありましたけれども、私今

言わせていただいたように、高知県内において

も、やはり統一化された被災者支援業務のシス

テムが理想だと思いますので、その点をまた知

事のほう、しっかりと訴えていただきたいと思
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いますので、お願いをしたいと思います。 

 今、紹介もしましたけれども、今回応援派遣

に来ていただける島根県におきましては、今回

能登半島の教訓を受けて、今言いました西宮方

式のオンプレミス型被災者支援システムを島根

県の県内の市町村には推奨して、導入を図ろう

としております。その大本の島根県のほうは、

回線の寸断があっても活用という今回の能登半

島での教訓を生かす分ですから、また高知県の

ほうもこの能登半島のシステム上の教訓という

のはしっかりと活用していただきたいと思いま

すので、その点はお願いをしておきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 ともあれ、今回の質問に対しまして、冒頭の

ほうで質問させていただきました、知事も高く

このことが重要であると言われている、被災者

支援業務のシステムの導入、この分については、

高知県の中で一日でも早く、安価で優れものの

システムを導入していただくことを強く求めて、

私の全ての質問を終わります。どうもありがと

うございました。（拍手） 

○副議長（金岡佳時君） 以上をもって、寺内憲

資議員の質問は終わりました。 

 ここで午後３時10分まで休憩といたします。 

   午後２時50分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後３時10分再開 

○議長（加藤漠君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 竹内健造議員の持ち時間は40分です。 

 １番竹内健造議員。 

○１番（竹内健造君） 自由民主党の竹内健造で

ございます。議長のお許しをいただきましたの

で、順次質問をさせていただきます。 

 少子高齢化は多くの国において直面する喫緊

の課題であります。その最前線を走っているの

が日本の人口の急減であり、同時に進んでいる

高齢化も諸外国に類を見ない速度で進行をして

おり、少子化、高齢化の課題に直面する国とし

て課題解決先進国となると同時に、一人一人が

幸せを実感できる社会という、世界が共通して

目指すべき未来を実現する先駆者としての日本

の責任は大きいというふうに考えております。

これをかなえるには、日本固有のアプローチを

早期に樹立し実践する必要があります。 

 2014年以降進められてきた地方創生戦略は、

地方創生と人口減少という２つの課題を同時に

解決しようとするものでございました。まず、

日本全体の人口の将来展望を示す長期人口ビ

ジョンとそれを踏まえた総合戦略であり、これ

らを勘案して地方版人口ビジョンと地方版総合

戦略を全国の自治体へと広げ、2016年度以降に

ＰＤＣＡサイクルを全国で稼働させるものでご

ざいました。 

 こうした筋書の下、全国の自治体は将来人口

を示し、人口減少を防ぐ政策である自治体独自

の支援策や転出超過の抑制策を行ってまいりま

した。しかし、日本の出生数減少には歯止めが

かかりません。2018年まで、年間出生数は前年

比のマイナスの２から３％の推移でございまし

たが、2019年から2023年の対前年増減率を平均

するとマイナス4.54％と、一段とギアが上がっ

ています。コロナウイルス感染拡大で一時期緩

やかになった東京への人口流入も再び加速し始

めています。 

 昨年12月に開催された第２回新しい地方経

済・生活環境創生本部では、地方創生のこれま

での取組の反省として、政府関係機関の地方移

転や地方創生の交付金などにより、全国各地で

地方創生の取組が行われ、様々な好事例が生ま
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れたことは大きな成果である。一方、こうした

好事例が次々に普遍化することなく、人口減少

や東京圏への一極集中の流れを変えるまでには

至らなかったとし、具体として、若者、女性か

ら見ていい仕事、魅力的な職場、人生を過ごす

上での心地よさ、楽しさが地方に足りていない

など、問題の根源にリーチができていなかった

のではないか。人口減少がもたらす影響、課題

に対する認識が十分に浸透しなかったのではな

いか。人口減少を前提とした地域の担い手の育

成・確保や労働生産性の向上、生活基盤の確保

などの対応が不十分だったのではないか。産官

学金労言の意見を聞くにとどまり議論に至らず、

好事例が普遍化されないなど、地方自らが主体

的に考え行動する姿勢や、ステークホルダーが

一体となった取組、国の制度面の後押しが不十

分だったのではないか。地方創生交付金は縦割

り、単独事業が大半であり、小粒で補助金化し

ていたのではないかと反省を示されております。 

 昨年12月24日に地方創生2.0の基本的な考え

方を確認するに当たり、新しい地方経済・生活

環境創生本部は、これまでの地方創生の取組に

対し踏み込んだ反省を公表されました。知事と

してこの反省をどのようにお受け止めされてい

るのか、知事の御感想をお聞きいたします。 

○知事（濵田省司君） ただいま議員から御紹介

がございました、昨年12月に示された国のこれ

までの取組に関する反省につきましては、昨年

６月にそれに先行して示されました地方創生10

年の取組と今後の推進方向という文書に比べま

して、より踏み込んだ記述が行われているとい

うふうに感じております。これは、初代地方創

生担当大臣といたしまして、10年前に東京一極

集中の是正を志しながらも、必ずしも十分な成

果に至らなかった石破総理の思いが一定程度反

映されたものではないかと評価しております。 

 一方で、ただいま御紹介いただいたこれまで

の取組の反省は、現状の問題点を列挙するにと

どまるものが多うございまして、その問題の要

因をさらに掘り下げて、また対策を検討してい

くということが必要不可欠だと考えます。また、

この反省の中には、省庁間、自治体部局間の連

携不足、国の制度面での後押しの不足などが掲

げられておりますけれども、例えば政府関係機

関の地方移転など、一極集中の是正という問題

に関しましては、私の感覚としては、国全体と

しての本気度が足りなかった、一言で言えばそ

ういうことではないかというふうに考えており

ます。 

 したがいまして、地方創生2.0の基本構想の策

定におきましては、国が果たすべき役割を改め

て十分に議論いただいた上で、地方の人口減少、

あるいは東京一極集中の是正に向けて、効果的

な実効性のある施策が打ち出されることを強く

期待したいと考えます。 

○１番（竹内健造君） 知事、ありがとうござい

ました。私もこの10年の歩みは、非常に対処的

で短絡的だったというふうに考えており、この

反省は踏み込んだものであり、2.0に対する強い

意志の表れかなというふうに考えております。 

 地方創生戦略は、地方が人口減少対策の前面

に立ち、各自治体が自らの人口をコントロール

できるということを前提にされていた感がござ

います。かなり難しいことであったと思われま

す。例えば、地方部から大都市圏へ就学、就職

で転出していくのを、地方のみの力では抑制す

ることは難しかったと言わざるを得ません。自

治体が子育て支援策を強化し、他の自治体から

子育て世代が転入し、出生率が上昇したという

事例が報告をされておりますが、その場合、転

出していった地域の出生率が下がるため、結局

はゼロサムゲームであったと言わざるを得ませ

ん。 

 また、国と地方の役割分担をしっかり示すこ
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とができなかったというふうに思われます。自

治体は地域住民のウエルビーイングを高めるな

ど、政策資源をもっと割くべきだったというふ

うにも私は考えております。もちろん、人口減

少に立ち向かう高知県の施策、元気な未来創造

戦略を否定するものではありません。むしろ、

ラストチャンスとの危機感を持って県民運動と

して取り組み、地方創生2.0に向き合い、国と地

方の役割分担をしっかりと構築し、人口減少に

立ち向かう運動になることを願っている次第で

ございます。 

 石破茂首相は、新総理石破茂と題した著書の

中で、今こそ農業や漁業、林業などの日本のポ

テンシャルを生かした産業に注目すべきだと述

べられ、また東京一極集中を解消させることに

もう一度力を入れる必要があると述べられてい

ます。石破茂首相の地方への思い入れの強い地

方創生2.0は、人口減少が先行している高知県に

大きな後押しになることが期待できると思いま

す。現状、今後10年間の取り組む基本構想を今

年の夏をめどに取りまとめる方針と伝えられて

おり、今国会の議論の深まりを期待するところ

であります。 

 上田議員の質問と重複する部分もございます

が、改めてお聞きをいたします。石破茂首相が

掲げる地方創生2.0の基本構想を取りまとめてい

るこの期間に、全国知事会などを通して地方の

実情を訴えることで、この基本構想に高知県を

はじめとする地方の活力を生み出す取組をしっ

かりと位置づけていただくことが重要と考えま

すが、知事の御所見をお伺いいたします。 

○知事（濵田省司君） 石破総理は、この地方創

生2.0によりまして、若者、女性にも選ばれる地

方をつくるという方向を掲げられました。魅力

ある仕事づくりや地方の産業の高付加価値化な

どに取り組むと表明されております。 

 先ほど申し上げましたように、現在国におい

て今後10年間集中的に取り組むための基本構想

の策定が進められております。今後10年間の国

の方針が定まりますこの機を逃さずに、国に対

して地方の実情を踏まえた課題解決、あるいは

活力創造につながる政策提言を行いたいという

ことで、今準備をしております。 

 その際、単にいわゆる一極集中是正という問

題にとどまらず、我が国全体の社会経済構造を

改めていかなければいけないという、総合的な

視点での提言を行いたいと考えております。 

 具体的には、働き方においては男性中心の長

時間労働から多様な働き方への転換、そして経

済の運営の方向としてはコストカット型経済か

ら高付加価値型の経済への転換、そして国土政

策といたしまして大都市機能の地方分散、この

３つを一体として、今大都市であくせくと暮ら

しておられる方々が、地方のよりゆとりのある、

ワーク・ライフ・バランスの取れた生活を享受

できる、そうした国土形成、そしてそうした方

向に沿った付加価値創出型の経済への転換、こ

ういったものを一体として考えていくべきでは

ないかといった提言をできればというふうに思っ

ております。 

 全国知事会とも連携をしながら、活力ある高

知の実現に向けまして積極的に提言を行ってま

いりたいと考えております。 

○１番（竹内健造君） 知事、どうもありがとう

ございました。 

 地方創生は単なる地方の活性化策ではなく、

日本の活力を取り戻す経済対策であるというふ

うに述べられています。また、多様性の時代の

国民の多様な幸せを実現するための社会政策で

あるというふうに位置づけの中で、新しい地方

創生2.0の必要性を会では訴えられており、私も

同感するところでございまして、知事に大いに

期待するところでございます。 

 地方創生と同じく、10年前の2014年に日本創
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成会議が公表したレポートでは、全国の896自治

体が消滅可能性都市としてリストアップされ、

名指しをされた自治体のみならず日本社会に大

きな衝撃が走りました。それから10年が経過し、

人口戦略会議が結成され、新たな分析手法を加

え、全国の消滅可能性自治体を、10年前の896自

治体から152減の744自治体をリストアップし公

表しております。消滅可能性自治体は、全国で

は全体の４割に上り、高知県では７割に当たる

25市町村であります。大変に厳しい数字でござ

います。 

 一方では、人口減少の課題は日本社会全体の

問題であるのに対し、自治体ごとに取り組むべ

き課題のように消滅可能性自治体として衝撃的

にリストアップされることに困惑されている自

治体職員の方々もおられるだろうと思われます

が、私も違和感を抱きながらも、人口減少への

関心が高まったとの認識であり、公表はおおむ

ね意味のあるものであったと評価するところで

ございます。 

 高知県における消滅可能性自治体のリスト

アップをどのように受け止めておられるのか、

人口減少・中山間担当理事に御所見をお伺いい

たします。 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） いわ

ゆる消滅可能性自治体は、日本創成会議及び人

口戦略会議が国立社会保障・人口問題研究所の

地域別将来推計人口を基にしまして、将来の20

から39歳の女性人口が現状の半数以下となる自

治体を消滅可能性があるとして公表いたしまし

た。 

 消滅という強い言葉で発信されたことで、消

滅可能性自治体とされた市町村からは、住民に

対する影響を懸念する強い反発の声、地方の努

力が足りないかのような論調に対する不満の声

もございました。 

 一方、この報告は、若年女性人口の減少率に

着目し、日本全国の自治体を比較し、自治体そ

れぞれが置かれた状況を明確に示すことで、人

口減少に対する危機感を自分事として強く意識

することにつながったのではないかと考えてお

ります。 

 また、国や地方を含めた国民的議論を喚起し、

一連の地方創生の取組の契機になったという点

でも意義があったものと受け止めております。 

○１番（竹内健造君） ありがとうございました。 

 50年近く長きにわたり日本の人口問題を審議

する役割を担ってこられた人口問題審議会は、

行政改革という名の下に2000年に廃止をされま

した。この審議会は人口問題に対する政策課題

を総合的に議論する場として、この時代にこそ

司令塔としての役割を担っていただく重要な審

議会ではないかと考えますので、非常に残念な

思いを抱いておりますが、この人口問題審議会

は、1997年に少子化に関する基本的な考え方に

ついて報告書を作成され、内容は、少子化の原

因は主としては未婚化、晩婚化にあり、それは

女性の社会進出という時代に仕事と家庭が両立

し難いために起こっているとし、両立を妨げて

いるのは固定的な雇用環境と男女の役割関係で

あるとし、企業社会と家庭・地域両面でのシス

テム変更の必要性を訴えておられました。 

 働き方改革など社会規範をめぐる課題や、個

人の価値観にも関わるテーマであり、企業をは

じめとする民間や地域の取組、さらには国民的

な議論が重要な意味を持つものと考えます。 

 また、人口戦略会議は中間報告として、2024

年１月に人口ビジョン2100を公表しており、そ

の中で、少子化の流れを変えることは困難かつ

長期にわたる課題であり、世代を超えての取組

の必要性を訴え、政府のみならず、立法府、企

業をはじめとする民間、地域、そして国民への

メッセージと、国民全体で意識を共有し官民挙

げて取り組むための国家ビジョンをつくってい
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くことが最も重要だと提言をされており、難し

い課題でございますが、同感をするところでご

ざいます。 

 いずれの提言も国民的な議論が重要と提言さ

れており、高知県における人口減少問題への取

組においても、様々な側面において全県民の協

力と理解を構築することが重要であると考えま

す。そのためには、人口減少の問題やその影響

について、県民が十分に理解するために、正確

な情報を提供するための広報活動を充実させて

いく必要性を感じております。 

 また、世代間によって生じる危機意識の差を

埋めることも重要ではないかと考えます。また、

関心を高めるプログラムや県民フォーラム、各

種イベントの企画も必要と考えます。また、長

期にわたる取組が必要であることから、県民の

関心を持続させる施策の必要性も感じます。 

 濵田知事は、人口減少問題の克服は高知県の

将来を左右する最重要課題として、高知県元気

な未来創造戦略を策定し、市町村や事業所、そ

して県民の皆様と気持ちを一つにして、オール

高知で取り組むと力強く発信をされました。 

 西内議員の質問と重複する部分もございます

が、改めてお聞きします。高知県での取組を実

効あるものにするためにも、県、市町村、事業

所、地域、県民への的確な情報の発信により、

県民全体で意識を共有しつつ、オール高知で議

論を深めることが重要と考えます。人口減少・

中山間担当理事に御所見をお伺いいたします。 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） 人口

減少問題の克服に向けましては、このまま人口

減少が続くと地域社会の担い手の減少、経済規

模の縮小など様々な社会的、経済的な課題が生

じること、また将来的には自治体の存続すら困

難になると懸念されていることなどを県民の皆

様に正確にお伝えし、共通の御理解をベースと

しながら議論を深めていくことが必要でござい

ます。 

 また、国という単位で報じられる人口減少対

策は、ほぼ少子化対策に収れんされますが、特

に地方、本県や県内市町村にとりましては、若

者の転出も大きな課題であり、この点でもしっ

かり現状をお伝えし、県民の皆様と意識を共有

する必要があると考えております。 

 このため、少子化という側面からは少子化対

策推進県民会議などを通じまして、なぜ少子化

対策が必要かといった部分について議論を深め

る必要があると考えておりますし、その際には

例えば足元での出生数、各市町村の非常に厳し

い状況などもお伝えし、将来でなく、今既に危

機的状況であることをお示しすることも有効で

はないかと考えております。 

 一方、若者の進学や就職に伴う転出につきま

しては、中山間地域再興ビジョンのアクション

プランの目標等に地元高校への進学率等も掲げ

ておりますが、これにつきましてもやはり例え

ば50年、100年先でなく、社人研の令和17年、少

し先、10年後の若者人口の推計なども示しなが

ら、市町村、県、民間含めまして様々な場で御

議論いただく必要があると考えております。 

 来年度は人口戦略フォーラムに加えまして、

商工団体におきましても少子化、未婚化などの

セミナーが開催されることとなっております。

様々な経営者が集まるこうした場におきまして

も、足元の状況、それが続いた場合の将来の姿

をお示しできればと考えております。 

○１番（竹内健造君） ありがとうございました。

行政主導といいますか――商工会といいますか、

民間団体からもそういったフォーラムの動きが

あるということでございますので、大変うれし

い動きではないかなというふうに思っておりま

す。 

 人口減少対策総合交付金についてお伺いしま

す。人口減少対策総合交付金については、本年
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１月の審査会をもって全ての市町村の事業計画

が承認をされました。来年度から本格的に人口

減少対策がスタートできるというふうに感じて

います。そういう意味では、来年度は勝負の年

であります。この交付金は各市町村が主体とな

り、各地域の実情に応じて施策を推進するもの

でありますが、各市町村の実情に応じた県のサ

ポートが重要と考えます。また、創意工夫を加

えながら県と一緒に各事業の強化を行っていく

必要性も感じます。 

 来年度、交付金事業のフォローアップをどの

ように進めていくのか、人口減少・中山間担当

理事にお伺いをいたします。 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） 県と

しましても、４年間の事業計画期間の終了時に

各市町村が掲げた目標が達成できるよう、取組

をフォローアップする体制を強化してまいりま

す。 

 具体的には、産業振興推進地域本部とも連携

しながら、目標として掲げた各市町村の34歳以

下の人口、あるいは出生数の足元の状況、個々

の事業の進捗、ＫＰＩの達成状況などを確認し、

市町村との意見交換を通じたサポートを日常的

に行ってまいります。また、先進的な施策や好

事例などについて市町村間で情報を共有するた

め、年度早々には地域本部のブロックごとに情

報交換会を開催したいと考えております。さら

に、人口減少対策に知見を有する有識者を交え

たフォローアップの場を設置いたしまして、事

業の成果の確認や実効性をさらに高めていくた

めの助言をいただくことを考えております。 

 こうした取組を通じまして、県と市町村がと

もにＰＤＣＡをしっかり回し、それぞれの事業

のバージョンアップや改善を図り、着実な成果

につなげていきたいと考えております。 

○１番（竹内健造君） ありがとうございました。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 同じく人口減少対策総合交付金についてでご

ざいますが、４年間で総額40億円の交付金の創

設をしています。このうち県の施策と相乗効果

が期待できる事業などを対象とした連携加算型

については、４年間で総額24億円の予算規模と

なりますが、現時点での事業計画においては約

18億円にとどまっております。さらなる交付に

向けての取組を行う必要があると考えています。 

 今後も各市町村から提案を受け付けるとして

おりますが、交付金のさらなる活用に向けた今

後の対応について人口減少・中山間担当理事に

御所見をお伺いいたします。 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） 交付

金のうち連携加算型につきましては、令和９年

度までの４年間の上限額が、市町村の人口規模

に応じまして5,000万円と１億円に設定しておる

ところでございますが、現在のところ既にほぼ

上限まで活用する計画を策定いただいているの

は９市町村となっております。 

 その他の市町村も取組の効果や成果を見なが

ら、さらなる事業の追加、拡充に向けまして引

き続き検討を進めると聞いているところでござ

いまして、こうした市町村に対しましては今年

度同様、産業振興推進地域本部とも連携しなが

ら、先ほど申し上げましたフォローアップの仕

組みを活用し、交付金のさらなる活用に向けた

伴走型の支援を行ってまいりたいと考えており

ます。 

○１番（竹内健造君） どうもありがとうござい

ました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 高知県庁における男性職員の育児休業取得率

は、2018年度は１割未満でございましたが、2020

年度には濵田知事のリーダーシップにより育児

をしやすい県庁内の雰囲気づくりを構築され、

県庁知事部局の男性職員の育児休業取得率を、

全国トップレベルの６割の取得率を達成され、

１年後の2021年度にはさらなる県庁幹部職員の
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働きかけが実り、７割の取得率に引上げがなさ

れております。大変すばらしい成果でございま

す。 

 また、高知県全体の労働環境等実態調査では、

男性の育児休業取得率は2021年度は15.8％であ

りましたが、2023年度は28.7％と大幅に向上し

ており、全国平均値の17.13％を大きく上回る取

得率でございます。このことは、県庁での取組

が県全体への好循環につながり、県全体の男性

育児休業取得率の向上につながったものとの認

識であり、大いに評価するところでございます。 

 このことに関して、民間企業である住宅メー

カーの積水ハウス株式会社が公表した、男性育

休白書を紹介させていただきます。この白書は、

男性の家事・育児力を指標として、配偶者の評

価、育児休業取得日数、男性の家事・育児に費

やす時間、家事・育児参加から得られる幸福感

の４つの指数を設定し、ポイント加算により都

道府県ランキングを作成している白書でござい

ます。民間企業の都道府県ランキングではござ

いますが、高知県は２年連続の全国第１位であ

り、大変に誇らしい評価をいただいております。 

 このことは、あまり大きく報道されていない

のではないかという思いもございましたので御

紹介をさせていただきましたが、男性の家事、

育児について２年連続の全国第１位という子育

てしやすい地域であるとの大きな評価をいただ

いたことでありますので、改めまして、このこ

とに関する知事の思いをお聞かせいただければ

というふうに思います。よろしくお願いします。 

○知事（濵田省司君） 御紹介いただきました積

水ハウス株式会社の、男性の家事・育児ランキ

ングでございますが、これはインターネットで

行われましたアンケート形式の意識調査の集計

でございます。全国で9,400人ほどのサンプルで

行われたということでございまして、令和４年

から２年連続で、今御紹介いただきましたよう

に高知県が全国１位の評価をいただいたと。県

としても大変光栄なことであり、うれしく思い

ます。 

 直近の令和６年のランキングにおきましては、

全国順位が５位ということで順位こそ下がりま

したけれども、依然相対的には高い評価をいた

だいていると考えます。子育てしやすい高知を

全国にＰＲする材料の一つとしたいというふう

に思います。 

 さらに、本県では令和６年度から新たに男性

の育児休業の取得促進を原動力といたしまして、

男女が分担して育児、家事などを行います共働

き・共育ての生活スタイルの普及を県民運動と

して進めております。これは、女性の負担軽減

を通じて、出産・育児の希望をかなえるという

ことから、人口の自然増につながりますととも

に、男は仕事、女は家庭といった古い固定観念

の払拭を図っていくことで、若い女性に選ばれ

る高知を実現していく、これを社会増につなげ

ていけると、この両方の意味で大変意義がある

取組だというふうに思っております。 

 この意識改革という面では、一種の空中戦で

ありますＳＮＳなどを使った動画の配信拡散、

こういった取組も引き続きやってまいりますけ

れども、いわゆる地上戦もしっかりやらないと

いけないと思っております。つきましては、こ

の共働き・共育ての共同宣言に参加をいただき

ました県内30近い団体の御協力もいただきまし

て、県内で具体的に男性育休の取得率がどれだ

け上がっていくかということを、加盟されてい

る企業、団体など、個々に点検をいただいて、

これを会合の場などでチェックをし合って、Ｐ

ＤＣＡを回していく、こういう地道な取組がぜ

ひ必要だと思っております。 

 そうしたことが一種の空中戦と相まって行わ

れてこそ、県民の皆さんお一人お一人の周りで、

高知も変わってきたねという実感を持っていた
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だけるのではないかというふうに思いますので、

この点の取組は県庁挙げまして、オール高知の

取組となりますようにしっかりと努力してまい

りたいと思っております。 

○１番（竹内健造君） 知事、誠にありがとうご

ざいました。 

 県庁内ではイクボス宣言でございますかね、

そういったものを取り入れられて、それでも県

内でまだまだ市町村レベルでは男性育休の取得

率が非常に低いという実態もございますので、

そういった施策も来年度から行うということで

ございますので、大いに期待をしておるところ

でございます。 

 有識者会議の人口戦略会議は、人口ビジョン

2100の中で、2100年を視野に、日本の総人口が

急激に減少し続ける状態から脱して、2100年ま

でに総人口8,000万人の水準で安定化させること

によって、国民が確固たる将来展望が持てるよ

うにする、現在より小さい規模であっても、成

長力のある社会を構築すると提言をされており

ます。 

 高知県においても、人口減少の中で公共サー

ビスの提供の形が縮んでいくという視点に立っ

て、持続可能な社会や公共サービスに脱皮して

いくという取組が必要だとし、持続可能な社会

の実現に向けた賢い縮小、４Ｓプロジェクトを

推進するとし、具体的には消防の広域化、周産

期医療体制の確保、国民健康保険の保険料水準

の統一、県立高校の振興などを掲げ、３月末に

改定する戦略に盛り込むこととしております。 

 県民の暮らしを守るための改革を実現し、持

続可能な自治体運営を行っていくことは、人口

減少社会の中で求められるリーダー像と考えて

います。仮に改革にリスクを伴うものであれば、

そのリスクを最小に縮減し、改革を行うことが

リーダーのすべきことであり、地方発の提案を

国に提案していくことが最大の役割ではないか

とも考えます。国に先駆けて地方が先行実施し、

実現可能な形で国に提案することこそが地方分

権時代の姿ではないかとも考えています。今回

の賢い縮小、４Ｓプロジェクトは大きな意義が

あるものと思っています。 

 先ほど申し上げましたように、現状、消防広

域化、周産期医療、国保水準の統一、県立高校

再編など、重点プロジェクトが掲げられており

ますが、さらなる人口減少に対応した持続可能

な社会の実現に向けて、ほかの公共サービスに

ついても、その在り方検討をする必要があると

私は考えておりますが、知事の御所見をお伺い

いたします。 

○知事（濵田省司君） 御紹介いただきましたよ

うに、元気な未来創造戦略に新たに位置づけま

す、いわゆる賢く縮む「４Ｓプロジェクト」で

ございますが、御紹介もいただきましたように、

例えば消防の広域化、地域におけます公共交通

の確保など５つの重点プロジェクトを現在考え

ております。これはいずれも５年、10年のスパ

ンで進めていく取組で、言わば緒に就いたばか

りのものが多うございます。 

 また、先般の本会議でも御議論がありました

ように、例えば消防の広域化など取りましても、

これは個々の消防組織の存廃に関わるような大

きな話ということでありますので、まずはこの

重点プロジェクトとして掲げました５つの取組

を着実に推進していく、このことが第一だと思っ

ております。 

 一方で、今後人口減少や担い手不足がさらに

進みますと、ほかの分野での公共サービスにお

きましても、その在り方を改めて検討すること

が必要になってこようかと思います。その点は、

この未来創造戦略の中でもこの重点には当たら

ないけれども４Ｓプロジェクトとして位置づけ

るもののリストは示しております。 

 現時点で直ちにということではありませんが、
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例えば水道の広域化などについても、現時点で

は高知県は非常に東西長い、広い県でありまし

て、水源も異なっているということで、例えば

他県で行われているような事業体の統合といっ

たようなことを行った場合の効果というのが未

知数の部分もあるということでございますので、

まずはそういったことではなく、システムの共

同化ですとか発注を共同で行う、さらには不足

しております技術者の確保のために、例えば高

知市の水道局のＯＢの方々が郡部の町村の水道

事業体の技術支援ができるような体制をつくっ

ていく。 

 こんなところからスタートしておりますけれ

ども、例えばこの水道の耐震化などを進めてい

くについて、現在の体制のままでいいのかどう

かというようなところは、私自身問題意識を持っ

ておりますが、消防などとちょっと違いまして、

現場サイドでそうした問題意識が醸成されてい

るというところまで、まだ行っていないという

ことだと思いますので、まずは現場サイドでの

意見交換、情報交換などを、この水道の分野に

ついてはしていただこうというようなことが当

面の取組だと思います。 

 これは一例でございますけれども、そうした

形でその他の公共サービスについても必要な局

面はあろうかと思います。そうなった場合には、

この４つのＳの視点、集合、スケールメリット

を狙う、そして伸ばすべきところは伸ばす、伸

長をする、そして縮小する部分についても重複

や無駄の排除や、より簡素な方向に進んで代替

をするというような方法を考えていく、そして

何よりも、新しいやり方を創造していくと、こ

の４つのＳの視点に立ちまして、この今進めよ

うといたしております５つの重点プロジェクト

を進める中で得られたノウハウを、ほかの分野

にも活用していくという観点で検討していきた

いと考えております。 

○１番（竹内健造君） ありがとうございました。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 高知県の人口を見ますと、他県と比べて特異

な点が見られるというふうに私は思っています。

人口の約半分が高知市に集中しており、残りの

約半分が33市町村に分散をしている点ではない

かなというふうに思っています。 

 また、高知県の人口減少が高知県全域で一様

に同じペースで減少するのではなく、高知市と

他の33市町村では大きく異なっているというこ

とも言えると思います。また、高齢化率も大き

く異なっているということが言えると思います。 

 2019年と2023年の人口比較では、高知市も減

少しておりますが、減少率は３％余りでありま

した。この期間の県全体の減少人数は約３万1,000

人でございますが、高知市の減少人数は１万1,000

人でございました。残りの２万人が高知市以外

の33市町村の減少人数でございました。高知県

の人口減少はどこで起こっているのという問い

には、中山間地域で先行して起こっていると答

えなければならないというふうに思っています。 

 この中山間地域は、高知県の基幹産業である

農林水産業を支える地域であり、また自然豊か

で高知県観光の重要な地域でもありますが、先

行して人口減少による内需の縮小が進んでいま

す。知事は中山間地域での人口減少対策を先行

的に重点的に取り組む方針を示され、中山間地

域再興ビジョンを策定し、目標を掲げて取り組

まれています。 

 高知県中山間地域再興ビジョンを令和６年度

から４年間の計画期間として策定され、１年目

を終えようとしておりますが、今年度の取組の

成果について人口減少・中山間担当理事にお伺

いをいたします。 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） 中山

間地域再興ビジョンでは10年後の目指す将来像

を掲げた上で、その実現に向けた４年間のアク
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ションプランを定め、まずはこのアクションプ

ランの目標達成に向けた取組を進めているとこ

ろでございます。アクションプランに掲げたＫ

ＰＩのうち、到達度の判断が困難なものを除き

まして、現時点、移住促進など全体の約半数、

32の目標達成が見込まれております。 

 一方、ビジョン１年目、スタートの年という

視点で見ると、何より県が初めて中山間の振興

に係る計画を策定し、将来像、目標を示したこ

とで市町村が県と一体となって取り組む機運が

醸成できたこと、また人口減少対策総合交付金

を通じまして、県と市町村がベクトルを合わせ

て取り組む土台ができたこと、こうしたことも

成果ではないかと考えております。 

○１番（竹内健造君） ありがとうございました。 

 最後の質問でございますけれども、時間が少

のうございましたので、手前の説明を省かせて

いただいて、ウエルビーイングという考え方、

人口が先行して減少している中山間対策に非常

に重要な視点ではないかというふうに考えてお

りますので、その点について人口減少・中山間

担当理事に御所見をお伺いいたします。 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） 中山

間地域再興ビジョンでは、目指す将来像として、

誰もが将来に希望を持って暮らし続けることが

できる、活力ある中山間地域を掲げていますが、

これはまさにウエルビーイングの考え方に通じ

るものだと考えております。 

 この実現に向けましては、中山間地域再興ビ

ジョンにおきましては、活力を生むの取組の中

で取り組んでおります集落活動センターの取組、

あるいは地域の伝統的な祭りや民俗芸能が引き

継がれるための取組など、引き続きウエルビー

イングの視点を生かしながら取り組んでまいり

ます。 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、竹内健造議

員の質問は終わりました。（拍手） 

 ここで午後３時55分まで休憩といたします。 

   午後３時50分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後３時55分再開 

○議長（加藤漠君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 岡田芳秀議員の持ち時間は35分です。 

 34番岡田芳秀議員。 

○34番（岡田芳秀君） 日本共産党の岡田芳秀で

ございます。本日最後の質問者となります。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 今回の質問は、地域コミュニティーをいかに

持続可能なものにしていくかを主なテーマとし

ております。大きくは３点、地消地産、小水力

発電、そして農業政策について順次お聞きをし

てまいります。 

 まず、産業振興計画の地消地産について知事

に伺います。私は昨年の６月定例会でスマート・

テロワールについて質問をいたしました。つま

り、循環型農村経済圏の構築です。その延長線

上の質問となります。改めて申し上げますと、

テロワールとは、それぞれの地域や気候や地形、

土壌を含めた風土、自然環境そのもののことで

あり、洗練されたの意味のスマートをつけた造

語です。 

 地域の自然環境の上に、農業技術や加工技術

を含めた生産技術を、消費者のニーズをつかん

だ上で、それに応えられるように磨き上げて、

地域の量販店や小売店などとも連携して全員参

加型で取り組んで、地域循環型の経済圏をつくっ

ていこうと、そしてそのことによって地域の活

性化を図ろうというものです。 

 知事は私の質問に、地産外商、海外に売り込
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むことで外貨を獲得すると、この考えを柱に据

えて本県経済の活性化を図り、成果を上げつつ

あるとしつつも、一方で県外から調達をしてき

た財やサービスを県内産に置き換えていくと、

いわゆる地消地産を進めることにより、県内生

産をボリュームとして押し上げることができま

すと県の経済成長にとってはさらにプラスにな

ると、そういう意味で、この取組は私どもとし

ても進めていきたいというふうに答えられまし

た。具体的には、エネルギーを太陽光など再生

可能エネルギーに置き換えること、県外産の酒

米、これを県産の酒米に替えていくこと、そし

て県内産の飼料稲を増やすこと、こうした事例

を示されました。 

 高知で作れるものは高知のものに置き換えて

いくということは大いに評価をしたいと思いま

す。それは、雇用の拡大にもつながっていくと

思います。ぜひこうした方向で地消地産を拡大

していっていただきたいと思います。 

 そこで、改めてといいますか、少し角度を変

えて、地消地産による経済効果、特に波及効果

について知事の所見をお聞かせください。 

○知事（濵田省司君） 今回新しい産振計画に掲

げます地消地産の取組は、地消の拡大そのもの

ではございませんで、それによる地産の強化こ

そが目的であります。したがいまして、県産品

の県内需要の喚起だけではなく、そのための県

内におきます供給力の強化、これを一体的に行

うべきものと考えております。 

 この経済波及効果でございますが、いわゆる

直接効果といたしまして、事業者の利益が拡大

をし、雇用者の報酬の増加につながるという効

果が期待できると思います。また、間接効果と

いたしまして、これを背景として事業者の利益

が増えますので、地産強化のための設備投資が

増加が見込めるであろうと、また雇用者の報酬

が増加をするということによります間接効果と

して、県民の皆さんの消費の拡大が期待される

んではないかというような波及効果が見込める

と考えております。 

 さらに、別の切り口から、マクロのいわゆる

県民経済計算の効果として見ますと、県内で消

費されます財やサービスを可能な限り県外産か

ら県内産に置き換えるということによりまして、

いわゆる移輸入を縮小させ、県際収支の改善を

図ることができるということでございますので、

これはＧＤＰなどで言う輸出による黒字化とい

うことと同じでありまして、県民経済の中で、

この県際収支の改善分だけ県内総生産が押し上

げられるという、統計的にはそうした効果が生

じるというふうに考えております。 

 こうした効果の最大化を図ることによりまし

て、最終的には１人当たり県民所得の増加を図

るというのが産振計画の目標でございます。こ

れを通じまして豊かな県民生活の実現につなげ

てまいりたいと考えております。 

○34番（岡田芳秀君） ありがとうございます。 

 前回の答弁で私が気になったのは、経済成長

にプラスということを非常に強調されたわけで

すけれども、地域の持続可能性、そうした地域

にしていくと、持続可能な地域にしていくとい

うところの結びつきがいま一つ不明瞭に感じた

ものですから、ここでまたお聞きをするんです

けれども。 

 そして、スマート・テロワールそのものは、

地産外商を否定するものでは、もちろんありま

せん。地域の経済の足場を固めるものです。こ

こには、地域のコミュニティーを守るという考

えも当然入っております。 

 人口減少と高齢化が進む中で、地域は様々な

困難を今抱えております。多くの人が、経済成

長と併せて持続可能な地域にするにはどうした

らいいのかということを本当に考えているわけ

です。私は地域にある資源を洗い出して共有し、
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活用方法を考えて取組を交流するなど、地域の

将来をどう描いていくのかという話合いが非常

に大事だというふうに思っております。全員参

加型で考えていく機会を設けて、プラットフォー

ムと言ってもいいかもしれませんけれども、そ

うしたものを設けて、具体的に進められるもの

があれば協議会で具体化していく方法もありま

すし、また小さなまとまりで話し合って事業に

結びつけていくということも考えていいと思い

ます。 

 要するに、地域が持続できて活性化されてい

ける、そうした内発的な取組を市町村と一緒に

県が支援していくということが、今本当に大事

だというふうに思っているわけです。 

 これまでにも県もいろいろと取り組まれたこ

ととは思うんですけれども、知事の言う地消地

産にそういう持続可能な地域にしていくという

観点がきちんと位置づけられているのかどうか、

知事にお聞きをいたします。 

○知事（濵田省司君） 地消地産の取組によりま

して、地域の基幹産業におきます生産力の強化

を図ることにより、地域の所得向上、あるいは

新たな雇用の創出につながります。ひいては、

そのことが地域コミュニティーを守ることにな

るというふうに考えます。 

 お話ございました持続可能性との関係で申し

ますと、やはり地域が持続可能であるためには、

地域に所得が生まれ、雇用が創出されることが

必要不可欠だと考えますので、そうした意味で、

この経済成長が強調され過ぎというお話ござい

ましたが、やはり経済が成長しないとこの地域

が持続可能にはならないということが私の思い

でございまして、そうした意味で持続可能性と

いうのは当然最終的な目指す姿として入ってい

るということでございます。 

 そうした中で、来年度は産振計画の中では、

地産の強化が可能なエネルギーあるいは土佐黒

牛など７つの取組を推進していくということと

しておりますし、議員から問題提起がございま

した、特に農村型の内発的なプロジェクトとい

うことで申しますと、産振計画の中でも地域ア

クションプランにおきまして、例えば日高村の

トマト、佐川町の地乳、土佐清水市のメジカ、

こうした地元の資源を生かした地域産業の推進

に取り組むこととしているところでございます。 

 こうした産業振興の取組は、持続可能な地域

づくりに直結するというものと考えておりまし

て、今後も力を尽くしていきたいと考えており

ます。 

○34番（岡田芳秀君） それでは、次に進みます

けれども、本県から県外に出ていく経済で一番

大きいのがエネルギーの分野です。次が飲食料

品の分野となっています。これらを県内で、で

きれば地域が主体で生産ができたら、地域経済

の自立と循環にもつながっていくというふうに

思います。ただ、再生可能エネルギーにつきま

しては、いろいろ議論があったように、住民の

生活を脅かし、貴重な自然環境を破壊するよう

なものに対しては、やはり規制が必要だという

ふうに考えます。この有効な規制がないために、

地域住民は事あるごとにいろいろ迷惑を被って

いるというのが現状だと思います。 

 そのことに留意して、県はエネルギーの地消

地産について量的に強化するとしておりますけ

れども、太陽光発電についてどう具体的に取り

組んでいくのか、林業振興・環境部長にお聞き

をいたします。 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） 太陽光発

電につきましては、近年地域と共生をしながら

効率的に事業が実施できる適地が不足している

状況にあります。また、再生可能エネルギーの

導入拡大に伴いまして、四国内の電力需要量を

発電量が上回る状況が発生をし、その際に太陽

光発電等の発電量を抑制する、いわゆる出力制
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御が増加をしています。 

 こうした点を踏まえますれば、当面建築物の

屋根などの有効活用を図りますとともに、発電

した電力を自ら消費する自家消費型での導入を

進めていくことが重要です。このため県では、

現在国の財源なども有効に活用し、住宅や事業

所への太陽光発電設備と蓄電池の整備に対しま

して支援を行っています。今後もこうした取組

を通じまして、太陽光発電のさらなる導入促進

につなげたいと考えています。 

○34番（岡田芳秀君） それでは、木質バイオマ

ス発電についてどう取り組まれていくのか、林

業振興・環境部長にお聞きをいたします。 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） 現在、県

内では４か所の木質バイオマス発電所が稼働し

てございますが、今後複数の新規稼働が予定さ

れており、燃料用チップ材の安定供給が課題と

なっています。これらの原料となる枝葉や根株

等の低質材につきましては、搬出効率が悪いこ

とから林内に放置されることが多く、再造林の

支障にもなっている現状がございます。 

 そのため、皆伐後の再造林を要件とした低質

材の搬出経費や、生産現場で低質材を粉砕でき

る移動式チッパーの導入への支援などにつきま

して、予算案を今議会に上程させていただいて

おるところでございます。こうした取組により

まして、燃料供給能力の強化を図り、木質バイ

オマス発電のさらなる推進を図ってまいりたい

と考えてございます。 

○34番（岡田芳秀君） ありがとうございます。

ぜひ高知の資源を生かして、地域住民ができれ

ば参加をし、地域住民に支持されるエネルギー

施策、進めていただくようにお願いいたします。 

 次に、産業振興計画の新規事業である県産和

牛肉の地消地産の推進について具体的にどう取

り組んでいくのか、農業振興部長にお聞きをい

たします。 

○農業振興部長（松村晃充君） 本県で生産され

る黒牛は、ほぼ全てが県内で消費されているも

のの、シェアは２割程度にとどまっており、消

費、生産ともに伸ばせる余地が十分にあると考

えています。このため、今年度土佐和牛ブラン

ド推進協議会において、肉質４等級以上の本県

産の黒牛を土佐黒牛と定義し、ＰＲ資材を作成

するなど、認知度の向上に向けて取組をスター

トさせたところです。 

 来年度は、土佐黒牛ブランドの定着を図るこ

とで地消を拡大させ、生産の増加につなげてい

けるよう、県内需要を高めるための取組を大幅

に強化いたします。具体的には、飲食店での土

佐黒牛のメニュー開発、量販店での試食販売、

ＰＲに協力いただく土佐黒牛取扱い指定店を通

じたＳＮＳ等での情報発信など行ってまいりま

す。 

 こうした取組により土佐黒牛の需要を高め、

枝肉や子牛価格を上昇させることで、農家の生

産意欲の高まりにつなげ、さらに畜舎整備の支

援などを行い生産拡大を後押しすることで、県

産和牛肉の地消地産を進めてまいります。 

○34番（岡田芳秀君） ぜひ加工の分野でも取り

組んでいただければと思います。雇用にもつな

がりますし、地域の魅力向上にもつながってい

くと思います。 

 次に進みます。地域循環ということでは自然

再生エネルギーも重要です。そこで、小水力発

電と、発電出力が100キロワット以下のマイクロ

水力発電についてお聞きをいたします。 

 私たち日本共産党は、会派で１月に鳥取県を

視察いたしました。日野町の根雨発電所に行き

ました。背後の山から引いた長さ約1,800メート

ル、高低差66メートルの水路を流れる水を利用

して水車を回して、最大発電出力130キロワット

の発電をしていました。費用がかかる建物や水

車は千葉県の事業所が建設をしたということで
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すが、日常の保守管理をしております。 

 一方、導水路の修繕、地権者との同意取付け

は、地元に密着したＪＡが担うということで事

業が行われておりました。年間発電量は一般家

庭280戸分に当たる85万キロワットアワー、全て

電力会社に売電をし、この売電益は事業者が得

た上で水利権を持つＪＡが発電協力金として受

け取っていました。これは地域密着のＪＡと事

業者が協働で取り組んだ事例でした。 

 また、大山町の羽田井地区マイクロ水力発電

所、ここは山岳地帯の水資源を活用して最大発

電出力19.9キロワットのマイクロ水力発電を

行っています。一般家庭では40戸余りの発電量

です。集落の稲作に使う農業用の水路を活用し

た発電です。電力会社の系統電力に接続をして

電気を売却して建設費用の返済に充てるほか、

集落に委託管理費用を支払っています。これは

事業者と集落との協働事業です。シンプルな構

造のために低コスト、３か月の短期間で建設で

きるなど利点があります。 

 県内にはこうした小水力発電、マイクロ水力

発電の資源がたくさんあると思うんですけれど

も、こうした小水力発電を進める上でネックに

なっているような課題は何か、林業振興・環境

部長にお聞きをいたします。 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） 小水力発

電を進めていく上での課題としましては大きく

２点が考えられます。 

 １点目は採算性の確保です。小水力発電につ

きましては、発電機器の設置以外に水路建設な

どの土木工事が必要となります。そうした建設

コスト、維持管理費を踏まえた採算性の確保が

課題となっています。 

 ２点目ですが、事業推進体制の確保でござい

ます。地元調整や一定の財政負担が必要となる

中、事業を主体的に引っ張っていける人材や事

業主体の確保が必要と考えてございます。 

○34番（岡田芳秀君） そしたら、では私、市町

村への情報提供も非常に大事だと思います。今

後県として小水力発電にどう取り組まれるのか、

林業振興・環境部長にお聞きいたします。 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） 小水力発

電は本県の自然資源を生かすことができる有望

な再生可能エネルギーの一つでございます。一

方、導入に向けましては、先ほど申し上げまし

た採算性などの課題をクリアする必要がありま

す。このため県では、電気技術者を多く抱える

公営企業局におきまして、市町村などが行う適

地調査と事業採算性の検討、事業推進体制の構

築などに係る費用を支援しているところでござ

います。 

 その結果、国の脱炭素先行地域に採択されま

した北川村では、小水力発電を核として村全体

で脱炭素化を目指す取組が進められるなど、好

事例も生まれているところでございます。今後

も、県内外の先行事例や国、県の支援制度など

につきまして市町村に情報提供をするとともに、

関係部局と連携をしまして市町村等の事業検討

に対する支援を行いますことで、小水力発電の

導入拡大を図ってまいります。 

○34番（岡田芳秀君） よろしくお願いいたしま

す。 

 次に、農業政策についてお伺いをいたします。 

 昨年夏以降の主食、米をめぐる異常事態は、

食と農のシステムの見直しを迫ってきていると

いうふうに思います。今回の事態の最大の責任

は、米の生産や安定供給への責任を投げ捨てて

きた歴代政府の農政にあるとも言えます。 

 今回、政府は備蓄米の放出を決断したわけで

すけれども、生産者米価、消費者米価が安定す

るかどうかは見通せません。問題は僅かの需給

変動で米流通が混乱をし、米価が乱高下すると、

そのたびに消費者や生産現場が振り回されると、

こういった事態を解消することです。 
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 そのためには、ゆとりのある米生産と備蓄の

確保が必要だと思います。米の価格や流通の全

面的な市場任せをやめ、豊作などによる供給増、

需要減で価格の下落が予測される場合には国が

備蓄米の買い増しをし、不作や消費増など品薄

になり米不足、流通の混乱が懸念される場合に

は備蓄米を放出すると、このように米の需給と

価格の安定に国が責任を持つことが重要だと考

えます。 

 農水省は備蓄米の放出を決めましたが、今回

の備蓄米の取扱いについて知事の所見を伺いま

す。 

○知事（濵田省司君） 昨年夏に全国的な米の品

薄感を背景といたしまして価格が急騰いたしま

した。秋以降も集荷業者等によります買い付け

競争の過熱によりまして流通に滞りが生じて、

直近の店頭価格は前年の２倍近くまで上昇をい

たしております。 

 政府の備蓄米につきましては、これまで基本

的な考え方といたしまして、10年に１度の不作

といった供給が不足する場合、あるいは災害発

生時といった緊急事態に備えた運用を行ってき

たというふうに理解をいたしております。 

 昨今、米の価格高騰が消費者の生活に大きな

影響を及ぼしているということから、政府はこ

うした形で従来想定してきた不作、災害という

場合に加えて、今回は円滑な流通に支障が生じ

た場合にも、備蓄米を放出できるという判断を

されたというふうに受け止めております。そう

した意味で、今回の備蓄米の取扱方につきまし

ては、あくまで価格高騰時におきます緊急的で

特例的な対応が行われたものというふうに認識

をいたしております。 

○34番（岡田芳秀君） 今年は本県を含めて29道

県が米の増産に取り組むということが報じられ

ています。ただ、ゆとりある生産量の確保といっ

ても、生産者米価が下がるようでは農家は暮ら

していけません。農家が安心して生産に励める

条件を整備することが必要です。 

 私たち日本共産党は、米生産費の平均と当該

年度の米販売価格、農家の手取り、この差額を

補塡する制度の創設が必要だと考えています。

地域ごとの生産性の格差を考慮して、加算金を

上乗せする仕組みを組み込んだものです。 

 農家が安心して生産に励めるようにするため

には、米農家に生産費を保障する制度が必要と

考えますが、知事の考えをお聞きいたします。 

○知事（濵田省司君） 国におきましては、主食

であります米の需給と価格の安定を図りますた

めに、生産者が自らの経営判断の下、需要に応

じた生産が行えるよう支援を行うという政策を

取っておられるというふうに考えます。米の生

産費を国が直接保障するということは、需要を

考慮しない生産につながりまして、かえって需

給と価格の安定を損なう可能性もあると考えま

す。 

 我が国の米生産が持続可能なものとなるため

には、消費者の理解の下、生産コストが価格に

適切に反映されると、こうした手だてを取って

いくことが重要であると考えます。 

 この点、ちょうど本日でございますが、国に

おきまして農産物の合理的な価格の形成に向け

ました法律改正案が閣議決定をされまして、今

国会で議論がされる予定だというふうにお聞き

をしております。この農産物に関しましてコス

トの動向が示され、関係者が適切に価格交渉を

行う、これが行われない場合には農林水産省が

指導、勧告を行い、従わない場合には社名を公

表する、こういった枠組みの法律案が提案をさ

れるというふうにお聞きをしております。 

 こうした制度を通じまして、消費者、生産者

双方が納得をする価格が実現できる、こういっ

た仕組みが構築されますように、国においてしっ

かりと取り組んでいただきたいと考えておりま
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す。 

○34番（岡田芳秀君） 分かりました。 

 次に、地域計画についてお聞きをいたします。

期限である３月末に向けて地域計画の作成が今

進んでおりますが、これまでの農政の中で農家

の戸数も大きく減ってきております。地域計画

では、新たな担い手の確保できないとか、経営

の見通しが立たないとか、検討中というような

農地が多く残るのではないかと私は危惧をする

ところです。 

 計画づくりには苦労が多いと思いますけれど

も、農業振興の上で地域計画の有効性について

農業振興部長にお聞きいたします。 

○農業振興部長（松村晃充君） 地域計画では、

農地１筆ごとに将来の耕作者を定める目標地図

を作成することとなっております。計画策定の

過程で、多くの地区において将来の担い手を位

置づけられない農地が存在することも明らかに

なってきております。その主な要因としては農

地が不整形あるいは狭いといったことから作業

効率が悪い、あるいは優良農地であるにもかか

わらず高齢化が進む中で次の担い手が見つから

ないといったことが挙げられております。 

 こうした農地の担い手の確保に向けては、何

より農地の生産効率を高めることが重要であり、

今後の基盤整備の必要性や耕作する農地を近場

にまとめるといった集約化、こういったことの

必要性について地域内で改めて共有されており、

地域計画の策定の効果と考えております。 

○34番（岡田芳秀君） 地域の話合いは継続して

いく必要があると思います。この話合いの継続

に対して今後どう支援していくのか、農業振興

部長にお聞きします。 

○農業振興部長（松村晃充君） 地域計画の策定

に向けて、県では市町村が開催する地域の座談

会にＪＡなどの関係機関と共に参画し、話合い

をサポートするなど、本年度末までに全ての地

区で計画策定が完了するよう支援を行ってまい

りました。 

 地域計画は、つくれば終わりではなく、基盤

整備や農地の集約化、担い手の確保などのブラッ

シュアップを行いながら、着実な実行につなげ

ていくことが重要です。そのため計画策定後も

地域での話合いを継続していく必要があります。 

 県としましては、市町村やＪＡなどと共に引

き続き座談会の開催を呼びかけ、農地の集約な

ど担い手の確保に向けた条件整備が進められる

よう、話合いをリードするなど計画の実現に向

けた取組を支援してまいります。 

○34番（岡田芳秀君） よろしくお願いいたしま

す。 

 私は、地域コミュニティーを守り、農業を振

興していく上には、生産費が賄える農産物の価

格保障とともに、農業・農村の持つ価値を評価

した直接支払いとしての所得補償が重要だと思

います。農業の持つ多面的機能、すなわち国土

の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な

景観の形成、文化の伝承などについても正しく

評価して、条件不利地での営農を保障すること

が大事だと考えております。 

 農業の持つ多面的機能への支援の必要性につ

いて農業振興部長にお聞きします。 

○農業振興部長（松村晃充君） 農業・農村は食

を支えているだけでなく、洪水や土砂崩れを防

ぐ、地下水を涵養する、多様な生物を保全する

といった人々の暮らしに大きな恵みをもたらす

役割を担っております。こうした価値ある多面

的機能を維持し、後世に引き継いでいくことが

大変重要です。そのため、地域で取り組まれる

保全活動に対して、日本型直接支払制度により

国、県、市町村が一体となって支援をしている

ところです。 

 具体的には、高齢化、人口減少等により継続

が困難となりつつある生産条件が不利な中山間
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地域等における農業生産活動や、地域が共同し

て行う農地、水路等の保全管理などへの支援を

行っています。今後も各地域でこうした活動が

継続されるよう、市町村と連携して取り組んで

まいります。 

○34番（岡田芳秀君） よろしくお願いいたしま

す。 

 あと、農家からお聞きした具体的なことをお

聞きします。経営上も地球温暖化対策としても、

施設園芸の省エネ化も大事だと思います。化石

燃料を燃やさない方法も、電気代が上がって節

約効果が薄くなってきたと言われています。 

 園芸農家からは、ボイラーについて、燃費の

効率のよいたき口に改良できないかということ

もお聞きをしましたけれども、県としてメーカー

とも協議して施設園芸のボイラーの改良に取り

組む考えはないか、農業振興部長にお聞きしま

す。 

○農業振興部長（松村晃充君） 省エネ化に向け

ましてボイラーの改良というお話でございます

が、本県の園芸用ハウスで使用されている燃油

ボイラーの主な製造メーカーにお聞きしたとこ

ろ、熱効率を上げるために既存のボイラーを改

良することは、安全性が懸念されるとともに、

故障のおそれが高まるといったお話をいただき

ました。このことから、県としましても改良は

難しいものと考えております。 

 その一方で、園芸用ハウスの省エネ対策とい

たしましては、これまでも保温効果の高い資材

による保温力の向上や、ハウス内の空気を対流

させる温度むらの抑制、さらにはＳＡＷＡＣＨＩ

のデータ活用など効率的な加温対策を推進して

きました。また、熱効率の高いＬＰガスボイラー

やヒートポンプの開発も進んでおり、メーカー

と連携した実証や効果が確認された加温機の普

及にも取り組みます。これらの取組により施設

園芸の省エネ対策を進めてまいります。 

○34番（岡田芳秀君） 分かりました。 

 あと、諸物価高騰で暮らしも本当大変なんで

すけれども、高騰した電気代や燃油など経費の

負担増に対して、農家から支援を求める声が引

き続き寄せられております。県として何らかの

支援ができないのか、農業振興部長にお聞きを

いたします。 

○農業振興部長（松村晃充君） ウクライナ情勢

などの影響により、エネルギー価格が高騰する

前の令和３年度と令和６年11月の価格を比較い

たしまして、上昇幅の大きかった重油や木質ペ

レットについて、昨年12月から本年２月までを

対象期間として農家の負担を軽減する予算を今

議会に提案させていただいております。引き続

き、エネルギー価格の動向や農家の経営状況を

踏まえながら、必要な対策を検討していきたい

と考えております。 

○34番（岡田芳秀君） 分かりました。経費節約

につながるような研究、よろしくお願いいたし

ます。 

 さて、地域では耕作放棄地が多く目につくよ

うになっております。農業委員会の皆さんも大

変苦労されているとは思うんですけれども、県

としてこの耕作放棄地の解消に向けてどう取り

組むのか、農業振興部長にお聞きをいたします。 

○農業振興部長（松村晃充君） 今回の地域計画

策定に向けた取組を通じまして、計画区域内の

優良農地であっても耕作されていない農地が多

くの地域で存在していることが見えてまいりま

した。 

 このため、来年度は地域計画の実行を支援す

るため、計画区域内の耕作放棄地を活用し、新

たな担い手が耕作を開始する場合に、農地内の

雑木の伐採や、その木の根っこまで抜く抜根、

またその他の障害物などの撤去に要する費用を

支援する新たな補助制度を創設することとして

おります。今後はこの制度の周知を図り、利用
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可能な農地が再生され、耕作放棄地の解消につ

ながるよう取り組んでまいります。 

○34番（岡田芳秀君） ありがとうございます。

私もいろいろ調べてみましたけれども、例えば

ＮＰＯ法人をつくって、丸ごと農地を管理して

いくというようなやり方をしているところもあ

るようです。草を生やさないよう、少なくとも

管理ですかね、そういうところまではぜひやっ

ていけたらというふうに思いますけれども、市

町村や農業委員会の皆さんとも協議しながら、

やっぱり地域の耕作放棄地が出ないように、ぜ

ひ取組を強めていただきたいと思います。 

 そして、最近は鳥獣被害を受けたという声も

多く寄せられております。特にイノシシとかヒ

ヨドリによる被害が広がっているようです。農

家の皆さんが生産意欲を失うことのないように、

こうした対策、鳥獣対策が必要だと思いますが、

人口減少・中山間担当理事にお聞きをいたしま

す。 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） 御指

摘のように、近年イノシシや鹿など加害鳥獣の

生息域が拡大しております。これまで被害がな

かった地域でも被害が発生しておりますし、ヒ

ヨドリなどの鳥類による新たな農業被害も聞か

れるようになっております。 

 こうした地域は、古くから鳥獣対策を進めて

いる地域と異なりまして、県の防除への取組の

周知、これが十分なされていないと考えられま

す。まず、それぞれの地域のＪＡに配置しまし

た鳥獣被害対策専門員を通じまして、防護柵の

設置や捕獲の支援等、県の被害対策支援事業の

周知を図りまして、対策への関心を高めて集落

ぐるみでの防除の取組につなげたいと考えてお

ります。 

○34番（岡田芳秀君） ヒヨドリ被害が広がって

いることをたくさん聞いています。ぜひ実態調

査をしていただいて、必要な対策を講じていた

だきますように重ねてお願いをいたします。 

 今、農業には本当に大きな課題があります。

インフラの問題でも長年使ってきた用排水路が

老朽化してきたという問題だとか、また組織の

面でも土地改良区、どの組織も高齢化も進んで

おりまして、事務局をどう支えていくのかとい

うことも課題にもなってきているところです。 

 また、最後の質問になりますけれども、人口

減少と高齢化が進んでいる状況の中で、農家が

仕事をしやすいようにするためにも、また農業

の担い手づくりを進める上でも、私は特に小規

模の基盤整備は非常に大事だなということを考

えております。実際そうした希望もありますし、

基盤整備が進んだところで担い手が入っている

ということもあります。 

 県は独自の小規模の基盤整備事業も取り組ん

でおられるんですけれども、今後も取組を継続

し、拡大していく考えがあるのかどうか、農業

振興部長にお聞きをいたします。 

○農業振興部長（松村晃充君） 農地が引き継が

れ、そこに担い手を確保していくためには、地

域のニーズに応じた迅速かつきめ細かな基盤整

備の推進が重要であると考えています。このた

め県では、小規模な基盤整備に対応するため、

本年度から県営農地耕作条件改善事業の面積要

件を、施設栽培の場合は１ヘクタール以上であっ

たものを0.3ヘクタール以上に、露地栽培の場合

は２ヘクタール以上であったものを0.5ヘクター

ル以上に大幅に緩和しました。 

 本事業では、本年度香南市山北など３地区で

工事に着手しており、令和７年度には新たに10

地区での着手を予定しております。引き続き、

地域の声をしっかりと聞きながら、本年度から

令和９年度までの４年間で40地区の新規着手を

目標に、小規模な基盤整備に積極的に取り組ん

でまいります。 

○34番（岡田芳秀君） どうぞよろしくお願いし
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ます。私も非常に大事な取組だというふうに思っ

ております。 

 知事は今議会に、賢く縮むということを提起

されましたけれども、私は行政の思い切った効

率化ではなくて、地域づくりをサポートする機

能をもっと強化していただきたいということを

求めておきたいと思います。それが今、県政に

も要請されているんじゃないかというふうに考

えているところでございます。 

 農業は地域の経済、そして社会や環境に貢献

をしております。特に中山間では社会や環境を

支えると、守っていくということで大きな役割

を果たしています。多面的機能についての評価

ということも十分しながら、やっぱりしっかり

と支援をしていくということが、中山間の持続

可能な地域をつくっていくということにつながっ

ていくと思います。 

 そして、農業は何よりも食べる人の健康を支

えています。その農業が大事にされるというこ

とを訴えて、一切の質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手） 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、岡田芳秀議

員の質問は終わりました。 

 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。明８日から10日までの３

日間は議案精査等のため本会議を休会し、３月

11日から再開いたしたいと存じますが御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、さよう決しました。 

 ３月11日の議事日程は、一問一答による議案

に対する質疑並びに一般質問であります。開議

時刻は午前10時、本日はこれにて散会いたしま

す。 

   午後４時30分散会 
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第１ 
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 第 19 号 令和７年度高知県高等学校等奨学金

特別会計予算 

 第 20 号 令和７年度高知県流域下水道事業会

計予算 

 第 21 号 令和７年度高知県電気事業会計予算 

 第 22 号 令和７年度高知県工業用水道事業会

計予算 

 第 23 号 令和７年度高知県病院事業会計予算 

 第 24 号 令和６年度高知県一般会計補正予算 

 第 25 号 令和６年度高知県収入証紙等管理特

別会計補正予算 

 第 26 号 令和６年度高知県旅費集中管理特別

会計補正予算 

 第 27 号 令和６年度高知県用品等調達特別会

計補正予算 

 第 28 号 令和６年度高知県会計事務集中管理

特別会計補正予算 

 第 29 号 令和６年度高知県県債管理特別会計

補正予算 

 第 30 号 令和６年度高知県土地取得事業特別

会計補正予算 
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 第 31 号 令和６年度高知県国民健康保険事業

特別会計補正予算 

 第 32 号 令和６年度高知県災害救助基金特別

会計補正予算 

 第 33 号 令和６年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計補正予算 

 第 34 号 令和６年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計補正予算 

 第 35 号 令和６年度高知県県営林事業特別会

計補正予算 

 第 36 号 令和６年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計補正予算 

 第 37 号 令和６年度高知県港湾整備事業特別

会計補正予算 

 第 38 号 令和６年度高知県高等学校等奨学金

特別会計補正予算 

 第 39 号 令和６年度高知県流域下水道事業会

計補正予算 

 第 40 号 令和６年度高知県病院事業会計補正

予算 

 第 41 号 高知県一時保護施設の設備及び運営

に関する基準を定める条例議案 

 第 42 号 こうちグローバル人材育成基金条例

議案 

 第 43 号 高知県職員等こころざし特例基金条

例の一部を改正する条例議案 

 第 44 号 職員の旅費に関する条例の一部を改

正する条例議案 

 第 45 号 職員の育児休業等に関する条例及び

高知県獣医師修学資金貸与条例の一

部を改正する条例議案 

 第 46 号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例等の一部を改正する条例議

案 

 第 47 号 職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例議案 

 第 48 号 高知県住民基本台帳法施行条例及び

高知県行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用並

びに特定個人情報の利用及び提供並

びに個人番号カードの利用に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 49 号 高知県軽費老人ホーム等の設備及び

運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例議案 

 第 50 号 高知県立県民文化ホールの設置及び

管理に関する条例の一部を改正する

条例議案 

 第 51 号 高知県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例議案 

 第 52 号 高知県立県民体育館の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例

議案 

 第 53 号 高知県浄化槽保守点検業者の登録に

関する条例の一部を改正する条例議

案 

 第 54 号 高知県宅地建物取引業法関係手数料

徴収条例の一部を改正する条例議案 

 第 55 号 高知県建築士法施行条例の一部を改

正する条例議案 

 第 56 号 高知県建築基準法施行条例の一部を

改正する条例議案 

 第 57 号 高知県手数料徴収条例の一部を改正

する条例議案 

 第 58 号 職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例の一部を改正する条例

議案 

 第 59 号 高知県認定こども園条例の一部を改

正する条例議案 

 第 60 号 高知県立香北青少年の家の指定管理

者の指定に関する議案 

 第 61 号 権利の放棄に関する議案 

 第 62 号 県有財産（教学機器）の取得に関す
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る議案 

 第 63 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 64 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 65 号 包括外部監査契約の締結に関する議

案 

 第 66 号 日高特別支援学校寄宿舎改築建築主

体工事請負契約の締結に関する議案 

 第 67 号 国道441号防災・安全交付金（口屋内

トンネル（Ⅱ））工事請負契約の一部

を変更する契約の締結に関する議案 

 第 68 号 和食ダム本体建設工事請負契約の一

部を変更する契約の締結に関する議

案 

 第 69 号 県道の路線の認定に関する議案 

 報第１号 高知県が当事者である訴えの提起の

専決処分報告 

第２ 一般質問（一問一答形式による） 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時開議 

○議長（加藤漠君） これより本日の会議を開き

ます。 

 

――――  ―――― 

 

東日本大震災犠牲者に対する黙禱 

○議長（加藤漠君） 議事に先立ちまして申し上

げます。 

 本日３月11日は、東日本大震災から14年目に

当たります。 

 これより、東日本大震災で犠牲となられまし

た方々の御冥福をお祈りするため、１分間の黙

禱をささげたいと存じます。 

 御起立願います。 

   （全員起立） 

○議長（加藤漠君） 黙禱。 

   （全員黙禱） 

○議長（加藤漠君） 黙禱を終わります。 

 御着席願います。 

 

――――  ―――― 

 

諸 般 の 報 告 

○議長（加藤漠君） 御報告いたします。 

 門田人事委員長から、所用のため本日の会議

を欠席し、成瀬人事委員を職務代理者として出

席させたい旨の届出がありました。 

 次に、去る４日の岡本議員の議事進行発言に

つきましては、本日の議会運営委員会において

善処いたしましたので御了承願います。 

 次に、知事から開会日に提出されました補正

予算に係る高知県議会定例会議案説明書につい

て訂正の申出があり、その正誤表をお手元にお

配りいたしてありますので御了承願います。 

 

――――  ―――― 

 

質疑並びに一般質問 

○議長（加藤漠君） これより日程に入ります。 

 日程第１、第１号「令和７年度高知県一般会

計予算」から第69号「県道の路線の認定に関す

る議案」まで及び報第１号「高知県が当事者で

ある訴えの提起の専決処分報告｣､以上70件の議

案を一括議題とし、これより議案に対する質疑

並びに日程第２、一般質問を併せて行います。 

 質疑並びに一般質問は一問一答形式によるこ

ととします。 

 岡田竜平議員の持ち時間は35分です。 

 28番岡田竜平議員。 

○28番（岡田竜平君） おはようございます。県

民の会の岡田竜平でございます。通告に従いま
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して質問をさせていただきます。 

 30年前の阪神・淡路大震災では、生存者の捜

索をする災害救助犬の存在をテレビの映像で多

くの日本人が知ったと承知をしております。新

潟中越地震では、崩れた土砂に埋もれた車中か

ら93時間ぶりに救出された少年とともに、その

少年を発見した災害救助犬が大きく報道されま

した。その際、県民の会、坂本議員から災害救

助犬育成についての質問があったのが20年前の

ことでございます。 

 そして本日３月11日は、東日本大震災からちょ

うど14年の日に当たります。このときは、私も

瓦礫の片づけにボランティアとして活動させて

いただきました。砂浜に散乱したコンテナ、家

屋２階窓に刺さった自動車の様子が今も鮮明に

思い出されます。 

 そして、昨年元日に発生した能登半島地震で

は、当時首相を務めていた岸田文雄氏が増強を

指示したことから、改めて注目を浴びたのが災

害救助犬でございます。激甚災害が起こるたび

に、この教訓を後世に生かしてほしいとの被災

地からの思いを受け取ります。 

 地震による倒壊家屋や津波が引いた後の瓦礫

現場だけでなく、この後質問いたします土砂災

害の現場での捜索活動にも、災害救助犬への期

待が寄せられております。しかしながら、高知

県において、災害救助犬が活躍できる状況整備

が進んでおりません。そこで、県内にお住まい

の災害救助犬指導手でありますハンドラーの方

にお聞きした内容を基に質問をいたします。 

 第６期南海トラフ地震対策行動計画素案に記

されております想定死者数、今後この数をいか

に少なくするか、地震発生直後の生存者の捜索

活動も鍵を握っているわけでございます。災害

救助犬は、最先端の捜索資機材と比べ、72時間

以内という一刻を争う生存者捜索をする手段と

して、現場到着から展開の早さといったメリッ

トもございます。そして、道路啓開をするにい

たしましても、まずそこにいるかもしれない生

存者の捜索にも有効となっております。 

 そこで、生存者の捜索活動の手段の一つとし

て災害救助犬の存在をどのように認識している

のか、南海トラフ地震対策推進本部長でもあり

ます知事にお聞きいたします。 

○知事（濵田省司君） お話にございました災害

救助犬は、優れた嗅覚を生かしまして、瓦礫や

土砂に埋もれました要救助者などを探し出し、

ほえることで位置を知らせることができます。

また、救助隊員が進入できないような狭い場所

でございますとか急峻な地形でありましても、

要救助者などの捜索が可能となります。 

 このような救助犬としての特性を生かしまし

て、災害時の人命救助に大変役立っているとい

うふうに考えております。実際、東日本大震災

や能登半島地震の際には、要救助者などの所在

が特定できない場所でこれを探し当てるという

場面で救助犬が活躍したというふうに承知して

おります。 

 本県におきましては、災害救助犬の出動につ

きまして、複数の関係団体と協定を締結してお

ります。来るべき南海トラフ地震におきまして

も、災害救助犬が要救助者などの捜索に大いに

活躍をしてもらえるものと考えております。 

○28番（岡田竜平君） 現在、本県で活動してい

る災害救助犬の数は１頭しかおりません。ここ

からは、本県で災害救助犬の数を増やす、そし

てさらには活躍する、そのための質問とさせて

いただきます。 

 まずは、災害救助犬の指導手でありますハン

ドラーを、大規模災害時にのみ活動する消防団

機能別団員として市町村が受け入れることは、

災害救助犬の育成に向けた有効な手段であると

考えますが、危機管理部長の御所見をお聞きい

たします。 
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○危機管理部長（三浦謙一君） 災害救助犬のハ

ンドラーを機能別団員として市町村が受け入れ

ることにつきましては、大規模災害時における

捜索救助活動などで活躍をしてもらえる可能性

がございます。また、機能別団員として活動さ

れますハンドラーの姿を見て、一緒に活動して

いた別の団員がハンドラーになりたいと思って

もらえたり、飼い犬を災害救助犬に育成したい

と考えてくれる可能性もございます。加えまし

て、ハンドラーを団員として受け入れることに

ついては、消防団からしましても、団員確保に

つながるということになります。 

 このようにメリットはあると思っております

けれども、一方で、災害救助犬のハンドラーを

機能別団員になってもらうためには、まず市町

村と消防団の理解が不可欠ということになりま

す。このため、まずは市町村の担当者会などを

通じて、機能別団員制度の周知に併せて災害救

助犬の紹介をしてまいりたいと考えております。 

○28番（岡田竜平君） 現在の頭数があまりにも

少な過ぎますので、まずは市町村が取り組みや

すくなりますよう、ぜひ県には後方支援のほう

をよろしくお願いいたします。 

 そして、何より、地震が発生しておおむね３

日以内の生存者捜索活動において、広域緊急援

助隊と県内外の災害救助犬との連携による活動

は大変有効な手段でございます。 

 県広域での災害初動体制の円滑な運用に向

け、災害救助犬の参加する実動訓練の取組状況

を警察本部長にお聞きいたします。 

○警察本部長（髙清水善弘君） 県警察におきま

しては、災害救助犬を配備はしておりませんけ

れども、令和４年９月に県内の２つのボランティ

ア団体と、災害救助犬の出動に関する協定を締

結しております。令和６年には、これらのボラ

ンティア団体と合同で、家屋の倒壊や土砂崩れ

の現場を想定した訓練を計５回実施いたしまし

て、延べ19頭の災害救助犬が参加しているとこ

ろでございます。 

 県警察といたしましては、今後も、生存者の

捜索等に有効な災害救助犬を交えた訓練を継続

し、災害対処能力の向上に努めてまいる所存で

ございます。 

○28番（岡田竜平君） ありがとうございます。

今年度の県総合防災訓練・地域防災フェスティ

バルにも参加があったとお聞きをしております。 

 先ほど、知事からも県警本部長からも、県が

複数の全国的な団体と協定を結んでいることか

らも分かりますように、県外の災害救助犬が県

内の被災地で活動することもございます。一方、

逆に本県災害救助犬が他県で活躍できることは、

南海トラフ地震が発生した際に全国からの応援

を期待するよすがにもなります。そう思います

と、本県災害救助犬が県外で活躍するための支

援も欠くことはできません。 

 そこで、本県の災害救助犬が県外の被災地で

ボランティアとして迅速かつ円滑に応援に行く

ための支援について子ども・福祉政策部長にお

聞きをいたします。 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） ボラン

ティアは、対価を求めない自発的な社会貢献活

動であり、被災地を支援する活動として、その

力は大きいと認識をしております。 

 このため、国では、ＮＰＯや災害ボランティ

ア団体等の被災者支援団体への交通費補助事業

を令和７年１月から開始したところでございま

す。また、被災自治体がこうした団体と円滑に

連携できるよう、ボランティア団体等を事前登

録する制度の創設を国が検討しているところで

ございます。こうした制度を活用いただくと、

他県へ応援に行く際の負担軽減が図られるとと

もに、被災地での円滑な支援につながると考え

ております。 

○28番（岡田竜平君） 警察、消防と共に被災地
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の最前線で活動するにもかかわらず、国内にお

いての災害救助犬は、ほぼ全てがボランティア

ということで、まだまだ本来の活動には課題が

あるわけでございます。多くの方は、あくまで

ボランティアとして自分と犬が行くことで助か

る命があるとの使命感で動いているとお聞きを

しております。 

 そんな中ではございますが、何とかして災害

救助犬の数を増やす取組といたしまして、ペッ

トとして飼っている愛犬が訓練を受けることで

災害救助犬になるということもございます。 

 まずは、その存在を知っていただくことの啓

発にも力を入れる必要があろうと考えますが、

御所見を危機管理部長にお聞きいたします。 

○危機管理部長（三浦謙一君） 災害救助犬にお

かれましては、東日本大震災それから能登半島

地震などで人命救助で活躍をしておりまして、

その活躍を知っていただくことにつきましては、

犬を飼育されている方に関心を持っていただけ

ると、そういうきっかけになるというふうに考

えております。 

 このため、従前からも県としては、災害時の

災害救助犬の出動に関する協定に基づきまして

総合防災訓練に参加をしていただき、参加者や

観覧者に倒壊家屋での捜索活動を見ていただく

といったことで啓発の機会を創出してきており

ます。こうしたことに加えて、訓練の様子を県

のホームページでも今後掲載してまいりたいと

考えております。こうした啓発活動を通じて、

災害救助犬の存在を知っていただけるように進

めてまいります。 

○28番（岡田竜平君） ここで改めて知事にお聞

きをしたいのですが、定例会冒頭に、第６期南

海トラフ地震対策行動計画がどういうものであ

るかとの御発言がございました。ただ、素案を

拝見いたしましても、災害救助犬の文字は見当

たりません。 

 各部局の御答弁を先ほどお聞きもいたしまし

たが、行動計画へ災害救助犬を明記することの

検討ができないものか、改めて知事にお聞きを

いたします。 

○知事（濵田省司君） ただいまお話がございま

したように、災害救助犬、大いに活躍が期待で

きるということだと思いますけれども、現実に

県内での頭数があまり多くないということ、ボ

ランティアベースであるということもありまし

て、現状、この南海トラフ地震対策行動計画の

中に具体的に計画として明記をするという段階

には至っていないということだと思います。 

 ただ、今後、議員から御指摘がございました

ように、様々な啓発を図っていくという中で、

また具体的な御提案として消防団の機能別団員

への加入もあるのではないかというお話もござ

いました。そういった様々な取組の進展を踏ま

える中で、県としての対策として位置づける必

要があるという判断をした際には、この行動計

画に取り上げていくということも含めて検討し

たいと思っております。 

○28番（岡田竜平君） 次に、冒頭で申しました

ように、こちらも災害救助犬の活躍に期待が寄

せられております土砂災害に関してでございま

す。 

 令和２年７月豪雨での熊本被災地を視察しま

したところ、八代市坂本町市ノ俣の集落では、

皆伐地に開設された集材路を起点とした土砂災

害があり、４年以上たちます今年の２月末時点

でいまだに16世帯が避難を余儀なくされており

ます。私がこの項で申し上げたいのは、森林法

と土砂災害防止法との隙間にあり既存の法律で

対応できていない危険性についてでございます。 

 高性能林業機械が通る皆伐地の集材路は、雨

水が集中して流れることで、そこを起点として

崩壊するおそれがございます。このことに関し

て、令和６年６月定例会に、私からの質問に対
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し、林業振興・環境部長から答弁で、森林を皆

伐した場合は森林施業と土砂災害の因果関係は

一定あるものと考えているとございました。国

からもこれまで、同様の発言があってございま

す。 

 そこで、第６期南海トラフ地震対策行動計画

素案に、土砂災害のおそれのある箇所の周知と

ありますが、そこに、皆伐地とそこに開設され

た集材路の視点が含まれているのか、林業振興・

環境部長の御所見をお聞きいたします。 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） 南海トラ

フ地震対策行動計画における土砂災害のおそれ

のある箇所の周知を図るもののうち、森林を対

象とするものとしましては、山地災害危険地区

が該当しています。この山地災害危険地区につ

きましては、林野庁が定める調査要領に基づき、

傾斜や地質等に応じて指定しているものでござ

いまして、皆伐地とそこに開設された集材路の

視点は含まれていない状況でございます。 

 なお、これらの山地災害危険地区につきまし

ては、地域住民の皆様方にしっかりと認識をし

ていただくことが必要と考えており、県のホー

ムページや市町村の広報紙などを活用しまして

周知を図っているところでございます。 

○28番（岡田竜平君） 山地災害危険地区という

ことでございますが、皆伐地における集材路の

視点というのを十分に反映したものになります

ように、林野庁とも十分に調整していただきた

いと思っております。 

 次の質問でございますが、こちらも同様で、

高知県地域防災計画の中で土砂災害について記

されておりますが、皆伐地とそこに開設された

集材路の視点が含まれているのか、林業振興・

環境部長に御所見をお聞きいたします。 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） 地域防災

計画には、重大な土砂災害が急迫している場合

に国または県が緊急調査を実施する旨を明記し

ており、皆伐等が行われた箇所についても対象

になり得るものと考えてございます。皆伐に伴

う粗雑な集材路の周辺で災害が確認されていま

すことから、国は、主伐時における伐採・搬出

指針を策定しておりまして、県では、森林管理

の基本指針となる地域森林計画にその内容を盛

り込んでおるところでございます。 

 また、こうした国の指針を受けまして、県と

して、皆伐時に配慮すべき事項などを整理しま

した、皆伐と更新に関する指針の見直し作業を

年度内を目途に進めているところでございます。

事業体によります適切な集材路の作設が確保さ

れますように、県の指針の見直しを契機に、パ

ンフレットの配布や説明会の開催などによりま

して積極的な普及に努めてまいります。 

○28番（岡田竜平君） 指針の見直し、そういう

のも当然大事でございます。 

 これも過去の答弁になるんですが、令和６年

６月定例会で土木部長からの答弁では、森林法

を所管する部局をはじめとする関係機関が適切

な対応を取ることができるよう、土砂災害特別

警戒区域に関する情報共有を図るとございまし

た。したがいまして、高知県地域防災計画だけ

ではございませんが、林業振興・環境部におか

れましては、土砂災害について土木部とも十分

に連携を図っていただきますようよろしくお願

いをいたします。 

 次でございますが、高知県では、皆伐面積が、

数字のあるこの11年でおよそ7,000ヘクタール、

そこに開設されております路網総延長はこの11

年分で少なく見ても1,000キロを優に超えている

ことになります。ここ数年で、皆伐地にある集

材路の崩落現場が車道からも散見できます。御

自宅の近隣裏手が崩れた方からは危険性を訴え

る声も耳にしております。伐採と無関係の住民

が被害を受けるおそれがないよう、実効性のあ

る取組が必要と考えております。 
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 県では森林作業道の開設を支援しておりまし

て、森林作業道作設指針、皆伐と更新に関する

指針、これらの指針は土砂災害の可能性を軽減

する内容になっているのですが、その実効性が

確保されておりません。 

 そこで、これらの指針を施業者が遵守するこ

とについて林業振興・環境部長の御所見をお聞

きいたします。 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） 補助金の

対象となります作業道を開設する際には、森林

作業道作設指針を遵守することを補助の要件と

してございまして、この指針に満たない場合に

は支援の対象とならないとなってございます。

また、現在県において見直しを進めている皆伐

と更新に関する指針でございますが、国の主伐

時における伐採・搬出指針、これは集材路や土

場の計画や施工に関する配慮事項などを示した

ものでございますが、こちらの内容を反映した

ものとする予定でございます。 

 現状におきましても、国の指針につきまして

は、地域森林計画に加え、森林管理の具体的な

方法を定めました市町村森林整備計画に位置づ

けられているところでございます。このため県

の指針を見直した際には、適切な集材路の作設

につきまして、市町村と連携をして事業者への

周知に努めてまいります。 

○28番（岡田竜平君） 今後におきましても、集

材路からの土砂災害という部分につきましては、

粘り強く知事をはじめ関係部局に訴えてまいり

たいと思います。 

 続きまして、高知龍馬マラソンについてでご

ざいます。 

 年が明けた頃から沿道を走るランナーの姿が

増えるのは、高知では例年の光景となっており

ます。2022年策定の第３期スポーツ基本計画に

はスポーツツーリズムのさらなる推進が施策の

一つとしてうたわれておりますように、国の施

策ともリンクさせ、スポーツツーリズムによる

持続的な価値向上の好循環へ、高知龍馬マラソ

ンにおいてはその運営基盤を強固にするステー

ジであると考えております。 

 そこで、高知龍馬マラソンの持続的で健全な

運営に向け、スポーツツーリズムに期待される

要素といたしまして、スポーツの振興、地域の

連帯性の向上、そして消費への誘導や地域のイ

メージの向上などを意識する必要がございます。

ほかにも、多様化するスポーツツーリストのニー

ズなど、それらに対応できるだけの十分な予算

が実行委員会へ支出する当初予算に確保されて

いるのか、観光振興スポーツ部長にお聞きをい

たします。 

○観光振興スポーツ部長（小西繁雄君） 高知龍

馬マラソンは、本県のスポーツの振興や交流人

口の拡大、経済の活性化につなげていかねばな

らないと考えております。 

 昨年の大会の経済波及効果は約４億円と試算

をしております。また、今年の大会では県外か

ら約4,700名の参加者があり、交流人口の拡大に

もつながっているものと考えております。 

 来年度の予算につきましては、フルマラソン

では１万人の参加を目指し、例えばランニング

セミナーの充実でありますとか更衣室の設置場

所の変更など、参加者のニーズに対応していく

ことも一定想定をした中で、県のほうでは今年

度とほぼ同額の4,986万円、そして高知市のほう

も今年と同額の1,000万円を、高知龍馬マラソン

実行委員会への補助金として予算要求をしてお

るところでございます。また、参加費や企業の

協賛金についても今年の大会と同程度を見込ん

でおりまして、ランナーの募集や協賛金集めを

しっかりと行い、ランナーサービスの向上に努

めていきたいと考えております。 

○28番（岡田竜平君） 高知龍馬マラソンの実施

は、当然、開催するのが目的ではなくて手段で
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ございます。多くの方が関わり訪れることによっ

てどういった効果を狙うのか、効果をどのよう

な手法で把握するのかをさらに明確にしながら

の実施を期待するわけでございますが、先ほど

も最初にお伝えしましたように、スポーツの振

興、そして地域の連帯性の向上、当然消費への

誘導、４億円という数字も出ましたけれども、

それ以外にも地域のイメージの向上、こういっ

た点も十分に捉えながら、よろしくお願いをい

たします。 

 そんな龍馬マラソン、今年の開催日には、同

じ日に他県の幾つかのマラソンとかぶったにも

かかわらず、多くの参加をいただいております。

高知龍馬マラソンにおいては、これからも地方

ならではの競争優位性を十分に発揮していただ

きたいと思います。 

 既に、食文化としては、エイドステーション

のカツオのタタキなどの地域特産品、コースは

高知市中心部の都市部、電車通りから始まり、

田園風景、その次は太平洋の大海原、そこでは

浦戸大橋の苛酷な環境ですら魅力を増幅させて

いると感じております。屋外においてのマラソ

ン環境は無限でございますので、高知龍馬マラ

ソンは有形無形の文化資源を組み合わせること

でさらなる相乗効果を狙うことができます。 

 そこで、コース設定への御提案なのですが、

スタートでは高知城追手門をくぐりまして、同

日開催中の日曜市と並行して東に進み、電車通

りに突き当たり右折、はりまや橋を右手に見た

後左折いたしまして、これまでの南国市方面へ

の電車通りに戻るというのはいかがでしょうか。 

 スポーツ庁、文化庁、観光庁が提案するスポー

ツ文化ツーリズムを意識したコース設定でござ

いますが、その可能性について観光振興スポー

ツ部長にお聞きをいたします。 

○観光振興スポーツ部長（小西繁雄君） 高知龍

馬マラソンは、県民の皆様に交通規制への協力

などをお願いする中で、現在のコースが定着を

してきているところでございます。現在のコー

スは、日本陸上競技連盟の公認を受けておりま

して、上位入賞や自己ベストを目指すランナー

も多くいらっしゃいます。 

 現在のコースにおきましても、マラソン運営

の専門家などからは、特に混雑するスタート地

点から一定の距離までは最低でも現状の幅員６

メートル以上は必要ではないかといった御助言

もいただいておるところでございます。そうし

たことから、安全性の確保の面から、御提案の

あったコースの設定は現状では難しいのではな

いかというふうに考えておるところでございま

す。 

 また、お話にありましたスポーツ文化ツーリ

ズムは重要な視点だというふうにも考えており

まして、大会の前後には、仁淀ブルーなどの自

然体験でありますとか、明るい県民性でもてな

すおきゃく文化など、本県の魅力により多く触

れてもらい、国内外のランナーに評価いただけ

るよう、関係者の皆様と取り組んでいきたいと

いうふうに考えております。 

○28番（岡田竜平君） お調べいただきましてど

うもありがとうございました。この御意見は、

大会へ私も参加させていただいたんですけれど

も、その後、県外のいろんな大会に出られてい

る方々とお話しする機会がありましたので、そ

こでいただいたのをまとめて私のほうで御提案

させていただいたんですけれども、残念でござ

います。 

 そんな11回目を迎えた高知龍馬マラソンは、

スポーツの一般的な概念であります、する、見

る、支えるが県民レベルで成熟しつつあり、よ

さこい祭りのように高知に根づいてきているこ

とを、私はその日、ランナーとして実感ができ

ました。これまでの取組にとどまらず、さらに

魅力的な体験の提案も必要になってこようと思
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われます。今後は、一見関係ないようなスポー

ツの枠外の地域課題とともに、社会課題解決へ

の関わりが、より多くの人、物、事を巻き込み、

今後の幅広い支持と共感にもつながっていくこ

とが期待され、スポーツツーリズムの社会的価

値の創出が可能なのではないでしょうか。 

 そこで、今後さらに全国に誇れる高知ならで

はのスポーツツーリズムイベントとなるよう、

高知龍馬マラソンのさらなる発展に向けた決意

について高知龍馬マラソン実行委員長でありま

す知事にお聞きをいたします。 

○知事（濵田省司君） 先月行われましたこの大

会におきましては、３年ぶりに１万人を超える

ランナーに参加をいただきました。土佐路の早

春の一大スポーツイベントとして定着をし、ま

た成長してきたところだというふうに考えてお

ります。 

 途切れることのない沿道からの温かい声援、

またユズジュース、カツオのタタキなど、高知

ならではのおもてなしが本当によかったと、多

くのランナーから高い評価をいただきました。

これもひとえに県民の皆さんそして関係者の皆

さんの御協力のおかげでありまして、改めて感

謝を申し上げたいと存じます。 

 今後、ランナーの皆さんが安心して楽しめる

大会を継続するということと併せまして、今議

員から御指摘がありました社会的な価値の創出

という観点からは、例えば県民の皆さんを含め

た健康づくりへの貢献でありますとか、環境保

全の活動も組み込んだＳＤＧｓの推進、そういっ

た形の新たな活動も考え得ると思います。そう

いった社会的な価値の創出にも意を用いた大会

へと発展をさせてまいりたいと考えております。 

○28番（岡田竜平君） ありがとうございます。 

 硬直化しやすい行政主導の地域スポーツ振興

策と言われる中、高知龍馬マラソンは常にブラッ

シュアップをしているともお聞きをしておりま

す。トライ・アンド・エラーもあるでしょうが、

さらによい大会づくりを期待しております。 

 それこそ11回目の今大会でございましたけれ

ども、非常に評判がよかったです。いろんな方

にお話を聞きますけれども、携わった方、いい

お話ばかり。小さな、ちょっとこれはというよ

うなことは全然かき消されるぐらい評判がよかっ

たのではないかと思っております。 

 私も走っておりまして、それこそ春野の甲殿

から最後の７キロ、８キロぐらいですか、春野

運動公園までを北の方面に走るとき、あそこに

なると激励が変わるんですよね、叱咤激励、本

当に。頑張れ、もっと気合入れえや、みたいな

ことを言われるので、あそこの区間だけちょっ

と雰囲気が違うんですけれども、それがまた、

龍馬マラソン何かいいなというような形で。私

はそこをちょうど歩いていたんですけれども、

大分怒られながら走ったという思い出になって

おります。 

 そして、先ほどお伝えしたコース設定につい

てなんですけれども、目の肥えた県外のランナー

の方々が言うのには、せっかくそこにお城があ

るやんかと、何でそれをもっと活用しないとい

うようなことを言われたので、御提案させてい

ただいたんですけれども。安全性のことを考え

るとということで、非常に厳しい部分もあるか

もしれませんけれども、例えば、当日朝スター

トに並ぶ前に、今、城西公園のほうで荷物を預

けるという作業をしていますけれども、それを

例えば追手門の内っ側、追手門広場という名前

だったと思うんですけれども、そちら、板垣退

助像の前のところの広場で受渡しをして、その

後スタートに並びに行くとか。細かいいろいろ

制約がひょっとそこにもあるかもしれないんで

すけれども、あそこに行くとやっぱりすごく石

垣も間近で見れて、天守閣も見えたり、ウオー

ミングアップする方もお城の近くを周遊すると
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いうようなことも可能になりますし、目の前に

日曜市があるのも見えて、その後の何かしら高

知のイメージアップにも貢献できるのではない

か。 

 １万人という大変多くの数で、今年が4,700人

ぐらいいらっしゃっていたということですし、

多くの方がそういう高知県の象徴的な文化的資

源に触れれるチャンスというのはぜひ有効に生

かしていただきたいと思いますので、いろんな

アイデアもありますけれども、僕なんかは、ぜ

ひ知事が天守閣の上から御挨拶されてもいいん

じゃないかななんて思ったりもするわけでござ

います。 

 今後におきましてもたくさんのアイデアを御

検討いただくことを要請いたしまして、私から

の一切の質問を終わりたいと思います。（拍手） 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、岡田竜平議

員の質問は終わりました。 

 ここで10時40分まで休憩といたします。 

   午前10時35分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時40分再開 

○議長（加藤漠君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 畠中拓馬議員の持ち時間は25分です。 

 20番畠中拓馬議員。 

○20番（畠中拓馬君） 本日、質問する機会をい

ただきました。よろしくお願いいたします。そ

れでは、早速質問に入らさせていただきます。 

 今年の１月、私は南米のパラグアイとブラジ

ルに行きました。1890年代から南米へ移住が始

まり、高知県からは約6,000名の方が移住したそ

うです。私は、その１世、２世、３世、４世に

会うために行きました。 

 行きは北極圏上空を通ってロンドン経由、24

時間。帰りはニューヨーク経由で帰ってきまし

た。地球を一周したことになります。もちろん

エコノミー席で行きました。行き慣れている方

でも、この航路は修行と呼ぶそうです。それだ

けの労力をかけて足を運んだ意味はありました

し、たくさんの驚きがありました。 

 認識を新たにしたのは、地球の反対側に高知

県人が存在するということです。もちろん住民

票はありませんが、２世も３世も高知県に対し

て強い思い入れを持っています。高知県人と表

現しても間違いではないくらい、高知に心を寄

せています。 

 今、現地に根差した人たちは、成功者が多く、

農業をはじめ様々な事業をしています。彼らは、

高知とつながりたいと思っています。文化的に

も経済的にもつながりたいと思っています。 

 例えば、パラグアイには中国人や韓国人も多

く進出しています。しかし、日本人に対する信

頼は彼らとは全く違うそうです。日本人への信

頼感は圧倒的なのだと話を聞きました。だから

こそ、高知県出身の日系人は、高知とつながり

たい、経済的につながりたいと思っています。 

 私がとても魅力に感じたことの一つに、物価

の安さがありました。牛肉一つ取っても、私の

大好きな牛タンが向こうでは100グラム40円で

す。日本では600円から800円ほどしますので、

15分の１以下です。マンゴーも１キロ200円弱で

すが、持ち帰ろうとしても、日本は様々な理由

から輸入に厳しい規制をかけていますので、持

ち帰ることができません。とても残念でした。 

 そして、何より農業で印象に残ったのが大豆

畑でした。イグアスからアマンバイへ向かう車

中200キロ、左右に広がる大豆畑で収穫が行われ

ている様子に、これが大陸なんだと、広大さに

感動しました。高知から移住した方の農場にも
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行きましたが、広さ1,700ヘクタールありました。

1,700平米ではなく、1,700ヘクタールです。向

こうの境界が見えないような広大な畑で、巨大

な農業機械を使って大豆を作っています。日本

とは規模の概念が違います。 

 もちろん大豆を日本まで運ぶのは大変ですが、

遠いからこそビジネスチャンスは大きいという

側面もあります。実際、ブラジルやパラグアイ

の大豆は、飼料用として日本にたくさん入って

います。 

 高知県は東南アジアやヨーロッパとの交易に

力を入れていますが、私は南米も視野に入れる

べきだと思います。日本から遠くて、ブラジル

のサントス港まで２万キロ以上もあります。コ

ンテナ船で40日から50日ほどかかります。しか

し、それを知恵と工夫で克服するのが交易の鍵

です。 

 機械類なら２か月かかっても大丈夫です。冷

凍コンテナで冷凍食品を運ぶこともできます。

特に、主食が肉である南米ならば、馬路村のユ

ズこしょうが、スパイス王国の南米でヒット商

品になることは間違いないと思います。 

 また、日常生活の中では、パラグアイの人々

は洗車機を欲しがっていました。赤土の大地な

ので、車がすぐに汚れるのです。洗車を業者に

任せたくても、日本人が経営していなければ、

洗車に出しても車がきれいになるか信用できな

いとおっしゃられていました。ビジネスチャン

スをかいま見た瞬間でした。 

 なぜ日本人がこれほどの評価を受けているか

御存じでしょうか。日本人移住者たちは、原生

林であった土地を切り開き、生産性の高い耕地

へと変え、高い農業技術をもって、南米、特に

パラグアイの農業経済発展を支えたそうです。

また、農業のみならずあらゆる分野においても

日系人は勤勉で正直であるというのが現地の方

の評価です。 

 話を戻しますが、先ほど述べたように、こち

らのニーズと向こうのニーズを結び合わせれば、

新たな可能性が見えてくるのではないでしょう

か。 

 知事にお伺いします。高知県と南米との関係

をどのように受け止められているのでしょうか。 

○知事（濵田省司君） 南米の国々には、ブラジ

ル移住の父と称されます本県出身の水野龍さん

をはじめといたしまして、県内各地から、御紹

介ありましたように約6,000人の方々が移住をさ

れ、様々な困難の中、それぞれの地の発展に貢

献をされたというふうに考えています。 

 こうした歴史的な背景を踏まえまして、これ

まで各地の高知県人会を通じました継続的な交

流を展開してまいりました。これによりまして、

南米の移住地と本県との絆の継承に努めてまい

りました。 

 このように、南米の国々は本県とは大変縁の

深い地域でありまして、地球の反対側にありま

すもう一つの高知県とも言うべき、遠く離れて

おりますが、家族のような関係であるというふ

うに考えております。 

○20番（畠中拓馬君） では、今後どのようなつ

ながりをイメージしておいででしょうか、知事

にお聞きします。 

○知事（濵田省司君） 県におきましては、これ

まで、各地の高知県人会創立の節目の年に記念

の訪問団を派遣する、そして本県出身の移住者

の方々ですとか２世、３世などの若い世代とも

お会いをしまして、交流の継承に努めてまいり

ました。 

 また、南米の県人会から海外技術研修員とい

たしまして、農業あるいは保健・医療の分野な

どをはじめとして、これまで都合190名を超える

方々を本県に受け入れておりまして、このこと

は本県そして南米との相互交流の発展にも寄与

してきているというふうに考えております。 
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 近年では、さらに民間のレベルで、野球やよ

さこいといいましたスポーツ、文化の交流も進

められております。こうした活動の広がりにも

新しい交流の可能性を感じているところであり

ます。 

 今後もこうした取組を積み重ねてまいります

ことで、南米の移住地と本県の大切な絆が、世

代が替わりましても子々孫々まで継承されるよ

うに努めていきたいと考えております。 

○20番（畠中拓馬君） 今回、南米に到着してす

ぐに、パラグアイのアマンバイ県へ移動し、ア

マンバイ高知県人会の山脇会長をはじめとする

移民１世の皆さんとお会いしました。 

 移住した当時の状況や苦労話をお聞きしまし

たが、山脇さんは当初、フラムという町に移住

したそうです。後にアマンバイへ移ったそうで

すが、そこではアメリカのコーヒー業者が従業

員を募集しており、一獲千金を夢見た若者が、

外貨を稼ぎ日本へ戻ることを夢見て、契約雇用

移住者として入耕したそうです。しかし、現実

は厳しく、その会社は３年で倒産。夢に敗れて

帰国された方、帰国する資金もないためアルゼ

ンチンやブラジルへ転住した方など、そしてそ

こからはい上がり、現在まで頑張ってこられた

方などがいるそうです。 

 様々な話をお聞きする中で、時代がたち、歴

史を語れる方がいなくなってきています。兵庫

県には、神戸市立海外移住と文化の交流セン

ターという施設があり、当時の歴史について触

れることができます。 

 そこで、文化生活部長にお聞きします。例え

ば周年事業に合わせるなどして、南米移住の歩

みを広く県民に紹介し、その意義を確認できる

場を確保できないか、お聞きします。 

○文化生活部長（池上香君） 将来にわたって本

県と移住地との絆を継承していくためには、県

民の皆様に南米移住の歴史について理解を深め

ていただくことが大変重要であると考えていま

す。 

 このため、周年事業など節目となる機会に、

例えばＪＩＣＡなどの関係機関に御協力いただ

き、移民の歴史や果たした役割を紹介するといっ

た企画展の開催を検討してまいります。その際

には、県内の文化施設での巡回展の実施や、今

年度作成した南米移民の歴史を紹介する動画の

活用などによりまして、南米移住の歩みやその

意義をできるだけ多くの皆様に分かりやすくお

伝えできるよう工夫していきたいと考えていま

す。 

○20番（畠中拓馬君） ぜひよろしくお願いいた

します。 

 パラグアイにアジアから入植した人を国別に

見ると、最も多いのは日本であり、最もたくさ

んの入植者を出した都道府県は高知県です。パ

ラグアイにとって、高知県は特別な位置を占め

ています。移住センターに寄贈されているパラ

グアイ日本人移住50年史には、大正町の移住団

が1957年に神戸港から出港している写真や、1976

年の大豆祭りでは鳴子踊りを披露している写真

などが残されています。 

 また、高知県人が最初に入植したのはピラポ

という町ですが、今年はピラポ入植から65周年

になります。また、来年はパラグアイ高知県人

会創立50周年、パラグアイ移民90周年を迎えま

す。現地の方々は、知事に来ていただくことを

望んでいると聞いています。 

 県が訪問団を派遣する際には、ぜひ知事には

訪問団団長として現地に行っていただきたいと

考えますが、御意向をお伺いします。 

○知事（濵田省司君） 南米各地の県人会の皆さ

んは、遠い地にありながら、世代が替わる中で

も、ルーツであります高知県に熱い思いを持ち

続けていただいているというふうに考えます。

こうした思いにしっかりとお応えすることが、
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絆を継承するために大切なことだと考えます。 

 お話がありました県人会創立50周年の訪問団、

これは恐らく来年の秋頃の訪問ということにな

ろうかと思います。ちょうど国民文化祭の直前

という時期でありまして、現時点で確約という

までにはまいりませんけれども、可能な限り、

その際には私自身がパラグアイを訪問させてい

ただき、県人会の皆さんに直接お目にかかりま

して絆を深めたい、そうした思いを持っている

ところであります。 

○20番（畠中拓馬君） 今回の質問の前に、私、

ＳＮＳで、今回登壇することについて、議会の

中継ができるというのをＳＮＳへ貼りまして、

今、遠く南米の皆さんも議会の視聴、見てくれ

ていると思います。皆さんが、知事が行ってく

れることを期待していると思いますんで、また

そういったことを皆さん見てくれているという

ことを踏まえた上で、次の質問へ移りたいと思

います。よろしくお願いします。 

 次に、パラグアイの首都アスンシオンにはパ

ラグアイ高知県人会館があります。ホールのほ

か、10人程度が居住できる寮まで附属していま

す。そのほかの日本の県人会館としては、現在、

北海道のハマナスセンターが立派なビルを構え

られ、ほかには群馬県などがあるだけだそうで

す。 

 高知県も珍しく会館を運営していますが、こ

の会館は老朽化し、修理費用の調達に高知県人

会の人たちは頭を抱えています。この問題はブ

ラジルのサンパウロも同じで、ここも老朽化が

進んでいます。 

 令和５年９月議会において、自民党の下村議

員から、こうした拠点の整備に必要な資金援助

に関しての質問がありました。知事からは、今

後の県人会活動の在り方や会館整備後の活動計

画などに議論いただく必要があるとの答弁があ

り、その後、県人会は、活用方法などについて

計画書を作成しております。間もなく出来上が

るとの返事をいただいております。 

 サンパウロの高知県人会館には、中内力さん

から濵田省司さんまで歴代高知県知事の写真が

掲げられています。言わば高知県庁の海外別館

のような趣です。 

 サンパウロの高知県人会館ができたのは40年

前ですが、県はそのときに2,000万円を拠出した

と伺っています。当時とは財政事情が変わった

ことは理解しておりますが、何とか手だてはな

いものか。南米県人会との絆を強める上でも、

私はぜひ支援が必要だと思います。 

 サンパウロの県人会の会館の老朽化に対し、

金銭的な支援はできないものでしょうか、知事

にお考えをお聞きします。 

○知事（濵田省司君） お話がございましたブラ

ジル・サンパウロにあります高知県人会館は、

会員の皆さんの親善、交流促進の場のみならず、

本県と県人会の皆さんの交流拠点としても大き

な役割を果たしてまいりました。県人会の皆さ

んが大切にされてきた建物が老朽化によって利

用に支障が生じているという状況をお聞きいた

しまして、私自身心を痛めております。 

 現在、県人会におきまして、御紹介もありま

したように、建物の改修も含めた今後の活用計

画を検討されていると伺っております。まずは、

先方の資金計画や当方へ向けました支援の要請

の御意向など、先方の御議論の状況をしっかり

とお伺いしたいというふうに考えます。その上

で、資金援助が必要な場合には、県として県民

の皆さんあるいは関係機関の皆さんと共に、支

援ができる仕組みをどういう形でつくれるか、

これを県人会の皆さんと一緒に考え、検討して

まいる所存であります。 

○20番（畠中拓馬君） パラグアイの高知県人会

館では、2026年に移住50周年の記念式典が開催

されるのではないかと思われますが、現在、会
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館のホールでは雨漏り等もあり、老朽化が進ん

でおります。 

 パラグアイの県人会館に対しても金銭的支援

ができないものか、お考えを知事にお聞きしま

す。 

○知事（濵田省司君） お話のございましたパラ

グアイの高知県人会館は、平成３年に整備をさ

れたと伺っておりますが、34年間が経過してお

ります。まずは県人会の皆さんから、施設の現

状、活用状況のほか、今後の活用計画について

お伺いすることが必要だと考えます。 

 ちょうど本年は、お話もございましたピラポ

に高知県人が入植して65周年を記念いたします

訪問団をパラグアイに派遣する予定であります。

その際に現地の状況を確認いたしまして、県人

会としてのお考えなどをまずはお聞かせいただ

きたいというふうに思っております。 

○20番（畠中拓馬君） ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。 

 パラグアイの人口は700万人と、小国ですが、

高知県と比べると10倍以上の人口がいます。平

均月収は約６万円だそうですが、日系人の方々

は勤勉で、３世、４世の中には日本語を勉強し

ている方も少なくありません。片や、ブラジル

は人口２億人です。ビジネスの相手としてはス

ケール感が違います。私は、県のターゲットを

南米に向けてほしいとも思います。パートナー

として真剣に考えてほしいと思います。 

 今議会開会日の知事提案において、４Ｓプロ

ジェクトの推進が発表されました。当面県人口

の減少が続くこと自体は避けられない、あらゆ

る分野の担い手が減少していく中でうまく適応

し、効率的で持続的な社会と県民生活の質の向

上を図っていくということです。 

 現在、技能実習生や特定技能として、東南ア

ジアを中心に多くの国々から若者を受け入れて

いるわけですが、言葉や文化の違いで苦労され

ているという話もよく聞きます。そこで、南米

へも目を向けてみるというのはどうでしょうか。 

 南米の日系人であれば、まずは言葉の壁のハー

ドルが下がります。そして、日本人本来の勤勉

で真面目な若者が高知県の危機を救ってくれる

可能性があるのではないかと考えますが、商工

労働部長にお聞きします。 

○商工労働部長（岡田忠明君） 県内では、ベト

ナムやインドネシアなどからおよそ3,700人の外

国人材が技能実習や特定技能で就労しています

が、現在のところアジア以外の出身者はいない

状況です。 

 議員御提案のパラグアイをはじめとする南米

の日系人は、今後、外国人材を受け入れる上で

新たな選択肢になる可能性があると考えます。

一方、受入れを進めるためには、県内の監理団

体や事業者に南米の日系人を受け入れたいとい

うニーズがあることが前提となります。 

 そのため、まずは関係機関と連携し、これら

のニーズに関する情報の収集から始めていきま

す。 

○20番（畠中拓馬君） 群馬県とか静岡のほうで

はもう南米の方がたくさん来ておられますので、

何とか高知県も、本当に人口もどんどん少なく

なってきておりますし、何せ言葉の壁がハード

ルが下がるというのは、非常に生活する上でも、

高知県へ来てもすごく向こうの方もいいと思い

ますんで、ぜひちょっと前向きに、ちょっとど

ころじゃないですね、前向きに考えていただき

たいと思いますんで、よろしくお願いいたしま

す。 

 次の質問に進みます。1,700ヘクタールの農地

を使うパラグアイとは対照的に、高知県は集約

的な農業が発達しています。ハウス内を加温し

て野菜や花卉を栽培するのですが、気になって

いるのが加温に使う営農用燃料タンクです。 

 2023年６月の議会の代表質問でも触れたとお
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り、県内には約8,000基の営農用燃料タンクがあ

ると思われます。重油が入っていますので、危

険物ということは周知のとおりですが、災害で

重油が流れ出たら大変です。 

 対策として、県は民間事業者に震災対応タン

クを開発してもらったのですが、震災対応タン

クへの切替えが不可解なほどに進んでいません。

もともと年間300基を切り替える目標でしたが、

現在の目標は200基となっています。令和６年度

の実績は72基にとどまっています。 

 地域によってはほぼ100％切替えが完了したと

ころもあるのに、県内全体で見ると遅々として

進まない、この原因がどこにあるのか、農業振

興部長にお聞きしたいと思います。 

○農業振興部長（松村晃充君） 重油の流出によ

る火災などの二次被害のリスク軽減に向けた農

業用燃料タンクの震災対策として、ＪＡなどに

よる震災対応タンクへの切替えと生産者による

防油堤の整備を一体的に支援してきました。 

 これまで震災対応タンクへの切替えが思うよ

うに進んでいない原因としましては、生産資材

などの価格が高騰する中、生産者の負担を伴う

防油堤の整備は所得向上のための前向きな投資

ではないこと、生産量の減少につながるハウス

の一部撤去が必要な場合があることが挙げられ

ます。また、タンクはＪＡなどの重油を供給す

る事業者が所有しているため、切替えに対する

生産者の当事者意識が低いこと、自分だけでな

く切り替えていない生産者はほかにも大勢いる

という意識があることなどが、切替えが進まな

い原因として捉えております。 

 一方で、切替えがほぼ完了した四万十町興津

地区や、進捗率の高い黒潮町大方地区などでは、

地域全体で防災に取り組む意識が強く、地域で

まとまって切替えが進んだものと考えておりま

す。 

 このため、来年度は、生産者の集まる様々な

場を活用して、専門家による研修や、進捗率の

高い地域の取組事例を紹介するなどの啓発を行

い、地域全体での防災意識を高めていきたいと

考えております。特に、津波浸水区域内に設置

されているタンクの数が多く、切替えが思うよ

うに進んでいない高知市、土佐市、南国市及び

香南市の４市で重点的に啓発を行い、震災対応

タンクへの切替えを進めていきたいと考えてお

ります。 

○20番（畠中拓馬君） この農業用の燃料タンク

なんですけれども、今日はくしくも、14年前の

今日３月11日、東日本大震災が発災しました。

それを受けて、当時の尾﨑知事があの光景をテ

レビで見る中で、何とか対応していかなければ

いけないということで、事業者にお願いをして

造るようになったわけですけれども、これは海

岸線だけではなくて中山間地域にも言えること

でして、中山間地域で農業用タンクが倒れて河

川へ重油が流出する、その辺りだけじゃなくて

下へ下へその重油が流れて、やはりそこだけじゃ

ない迷惑というか、大変なことが起こるわけで。 

 これは本来であれば農業だけでなく水産業、

漁業、また危機管理のほうも南海トラフ対策と

して横断的に考えていくべきではないかと思い

ますが、今後もしっかりと進めていただきたい

と思いますので、そこは要望にしておきますの

で、今後ともしっかりとよろしくお願いしたい

と思います。 

 少し時間が余りましたが、以上で私の一切の

質問とさせていただきます。 

 以上です。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、畠中拓馬議

員の質問は終わりました。 

 ここで11時10分まで休憩といたします。 

   午前11時４分休憩 

 

――――  ―――― 
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   午前11時10分再開 

○議長（加藤漠君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 戸田宗崇議員の持ち時間は40分です。 

 ２番戸田宗崇議員。 

○２番（戸田宗崇君） 自由民主党の戸田宗崇で

ございます。議長のお許しをいただきましたの

で、発言させていただきます。 

 未曽有の大津波が襲った東日本大震災から本

日で14年が経過しました。亡くなられた方々の

御冥福を心からお祈りいたしますとともに、被

災されました全ての皆様にお見舞いを申し上げ

ます。 

 それでは、質問に入らさせていただきます。 

 今議会に、令和７年度当初予算案に、全国に

先駆けた４Ｓ重点プロジェクトとして、消防広

域化の在り方検討と題した予算案2,900万円が

計上されております。前例踏襲ではない新たな

取組として、県の消防防災航空センター及び消

防学校も合わせて統合する全国初の取組に挑戦

するものと伺っております。 

 消防の広域化につきましては、今議会でも複

数の議員から質問がありました。昨年の９月定

例会におきましては、坂本議員、田中議員お二

人の議員からは、基本構想策定に当たっては様々

な立場の声を丁寧にお聞きしてもらいたいとの

声に対して、濵田知事は、基本構想策定過程で

も市町村、消防本部の意見をお聞きし、消防団

員あるいは消防職員を含む消防関係者の御意

見、さらに広く県民の皆様からの御意見を募っ

た上でこの基本構想を検討してお示しするとい

う段取りを考えているとの答弁でありました。 

 様々な立場の声を丁寧にと求められた策定過

程をどのように進められてこられたのか、危機

管理部長にお伺いいたします。 

○危機管理部長（三浦謙一君） 消防の広域化に

つきましては、県内全ての市町村それから消防

本部の理解、コンセンサスを得るためにも、丁

寧に議論を進めることが不可欠だと考えている

ところでございます。 

 このため、県としましては、議論のたたき台

となります基本構想骨子案の公表に先立ちまし

て、まずは10月に全ての消防長に対して内容の

説明をした上で御意見をお聞きしました。また、

11月初旬から約１か月程度かけて各市町村長を

訪問し御意見をお聞きいたしますとともに、11

月末には市町村担当課長に対して改めて骨子案

の説明を実施いたしました。さらに、11月29日

の骨子案の公表に合わせては、パブリックコメ

ントを１月６日まで実施し、その中では消防職

員や消防団員などから26通、138件に上る様々な

御意見をいただいてきております。 

 このように、様々な関係者から丁寧にお声を

お聞きしたところでございます。これらの御意

見に対しましては、県としての考え方を整理い

たしますとともに、基本構想の骨子案を修正す

べきところは反映をさせた上で基本構想を策定

し、これに基づくＱ＆Ａも併せてお示しをした

いと考えております。 

○２番（戸田宗崇君） 答弁ありがとうございま

す。 

 今回、県が消防広域化を検討するに至った要

因の一つとして、高知市以外の14本部が人口10

万人未満の小規模消防本部であり、必要とされ

る職員数の算定基準となる消防力の整備指針で

の職員充足率は令和４年度全国平均79.5％を大

きく下回る63％という状況で、出動体制の確保、

専門職員の確保を図りたいというものでありま

した。具体的には、現在15の消防本部を一本化

し、総務業務や通信指令業務などの間接部門を

スリム化し、生じた余力を現場業務の直接部門
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に振り向けるものです。 

 県１消防広域化によってどれほど充足率が向

上するとお考えなのか、危機管理部長にお伺い

いたします。 

○危機管理部長（三浦謙一君） 消防広域化後に

おける消防職員の充足率につきましては、現時

点では算定ができておりませんが、この算定に

必要な職員数につきましては、基本構想の骨子

案でお示しをしております現行水準を下回らな

い職員の想定数をベースに、来年度シミュレー

ションを行っていくことにしております。 

 また、算定に当たりましてもう一つ必要とな

ります消防力の整備指針による職員の目標数に

つきましては、現状の15消防本部それぞれの目

標数を足し合わせているところでございますけ

れども、広域連合発足時におきましては、県民

人口65万人を一つの消防本部として全県を管轄

することになりますので、そのスケールメリッ

トを生かした算定に見直す必要がございます。 

 具体的な目標数については、消防広域化基本

計画あり方検討会で議論をスタートいたしまし

て、広域連合発足時までには定めることとして

おりますので、充足率についてはその時点にお

示しできるものと考えております。 

○２番（戸田宗崇君） 続きまして、消防職員の

確保、消防団員の確保、いわゆる消防力の確保

という点が広域化によってどのように改善され

るのか。広域化を行うということは、市部、郡

部を問わず、広い県内のどこに住んでいても同

様の消防サービスが提供され、県民の安全・安

心な生活を担保し、その恩恵を県民が享受する、

このことが広域化の真の目的であると考えます。 

 しかしながら、現役消防職員の中には、職員

の待遇、勤務地への赴任など、勤務体制に不安

を抱える職員がおられます。令和７年度に開催

予定の消防広域化基本計画あり方検討会及び

ワーキンググループの中でも議論されていくも

のと思いますが、現役の消防職員、さらには今

後消防職員を目指す若者たちの不安を払拭し、

消防広域化の前進へつなげられるお考えなのか、

危機管理部長にお伺いいたします。 

○危機管理部長（三浦謙一君） 現役の消防職員

などからは、既に実施したパブリックコメント

で、職員の処遇などに関する不安の御意見が多

く寄せられていることは認識をしております。 

 こうした御意見につきましては、まずは県と

しての考え方を整理した上でＱ＆Ａを作成して、

県のホームページなどを通じてお示ししていく

ことで、不安の払拭と消防広域化への理解が得

られるようにしたいと考えております。 

 例えば人事異動につきましては、旧消防本部

管内での異動が中心になるといった職員の処遇

の考え方をあり方検討会で議論していくことに

ついて、Ｑ＆Ａに記載していきたいと考えてお

ります。 

 加えて、常備消防組織全体の規模の拡大によ

るスケールメリットを生かしまして、また勤務

体制も含め、新たに消防職員を目指す若者が働

きやすい魅力ある職場と感じてもらえるように、

あり方検討会で議論を進めていきたいと考えて

おります。 

○２番（戸田宗崇君） 御答弁ありがとうござい

ました。 

 次に、森林の保全と大径材の活用について質

問いたします。 

 日本の国土の７割近くが森林として維持され、

先進国の中でも有数の森林国である我が国にお

いて、本県の森林率84％の意味は、森林の生育

に適した気候や、開発困難な急峻な地形といっ

た自然条件であっても先人たちが森林を保護し

再生させることの重要性を理解し、そのための

努力を続けられた結果であります。 

 少し歴史をひもといてみますと、戦後の復興

のために森林は大量に伐採され、山は大きく荒
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廃し、治山事業による崩壊地等の復旧、伐採跡

地への造林が進められました。また、薪炭需要

が急減し、山村地域の農閑期の収入源としてま

きや炭を供給した広葉樹林は次々に人工林に転

換され、結果として、昭和32年当時およそ570万

ヘクタールであった日本の人工林面積は、昭和

60年代には1,000万ヘクタールを超え、今、戦後

に植林された人工林が伐採に適した時期を迎え

るとともに、末口径が30センチを超える大径材

の増加といった課題も浮上しております。こう

いった戦後における日本の森林、本県の森林の

歴史があるわけでございます。 

 課題であるこの大径材でございますが、末口

が30センチを超えると住宅建築用材の適寸では

なくなるため、需要が極端に少なく、売れない、

市場価格が低い、林家の収益減といった問題が

生まれています。このことは、昨年９月議会に

おきまして上治議員も御質問され、大径材の利

用促進を求めてきたわけでございます。 

 昨年６月に、製材事業者や学識経験者、試験

研究機関などで構成された大径材利用戦略策定

会議を設置し、これまで調査検討を重ねてこら

れたと伺っております。また、その分析結果を

基に、今年度末を目指して大径材利用戦略を策

定されるとのことでありましたが、分析され見

えてきた課題について林業振興・環境部長にお

伺いをいたします。 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） 大径材利

用戦略の策定に向け、川上から川下まで様々な

調査分析に取り組んできたところでございます。 

 まず、森林の資源量や原木の流通実態につい

て調査をしました結果、特に杉の大径材資源量

の増加が顕著であり、製材向け流通量が現状の

約３万立方メートルから10年後には３倍に増加

することが見込まれるところでございます。 

 一方、製材工場の実態調査では、県内製材工

場が、今後増加をする大径材原木を加工する能

力が十分ではない状況にあること、またマーケッ

ト調査では、品質を確保した大径材の製品があ

まり出回っておらず、建築主や建設会社など川

下の需要が低調であることなど、こうした課題

が明らかになったところでございます。 

○２番（戸田宗崇君） 御答弁ありがとうござい

ます。 

 令和７年度当初予算に、大径材の需要拡大に

向けた素材生産業者への調査と、県内製材事業

者に大径材加工技術の普及を進めるための研修

会等を実施するとのことですが、末口30センチ

を超える大径材を製材できる機械は、他県では

既に大手企業との連携によって導入が進んでい

ると伺っております。 

 大径材を効率的に加工できる機械は本県では

ほとんど導入されていないようにも伺っており

ますが、本県製材事業者への製材機械導入支援

について林業振興・環境部長にお伺いいたしま

す。 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） 県内の中

規模、大規模の製材工場の状況を見ますと、今

後増加が見込まれる大径材に対応できる工場は

１社にとどまってございます。このため、効率

的に加工できる専用の製材ラインの整備などを

支援する事業メニューを新設することとし、関

係する予算を今議会に提案させていただいてい

ます。 

 今後とも、こうした大径材の資源量に対応で

きますよう、戦略に沿って、施設を整備する事

業者を支援してまいりたいと考えております。 

○２番（戸田宗崇君） 続いて、森林技術センター

で大径材の製品開発が進められているとお聞き

をしていますが、魅力ある製品ができた先に、

取り扱っていただける企業、市場がなければな

りません。 

 先日、鹿児島、宮崎に調査に行ってまいりま

したが、大径材については九州地方をはじめ他
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県が先行して市場を開拓しており、大手企業と

連携して取り組まれております。その中へ本県

が割って入ろうとするのは並大抵のことではな

いと考えます。 

 新たな市場を開拓するには、大手企業との連

携や輸出先など、いわゆる出口戦略も重要では

ないかと考えますが、その点についての所見を

林業振興・環境部長にお伺いいたします。 

○林業振興・環境部長（西村光寿君） 現在、森

林技術センターで開発を進めています内装用パ

ネルの需要先としましては、活用事例が増加を

している都市部の公共空間やオフィスなどが有

望と考えています。このため、県木材協会に設

置をしておりますＴＯＳＡＺＡＩセンターがこ

れまで構築をした、室内空間のデザインを行う

建築士などプロユーザーとのネットワークを活

用しまして、外商を促進していきたいと考えて

います。 

 また、ツーバイフォー建築用の板材につきま

しては、北米など海外でも需要が見込まれてい

るところでございます。このため、商社なども

含めまして大手企業との連携による輸出も視野

に入れた販路開拓に取り組んでまいります。 

○２番（戸田宗崇君） 答弁ありがとうございま

す。 

 県内における大径材活用推進の実現のために

は、大径材利用戦略の下、川上から川下まで連

携した取組が必要と考えますが、知事の所見を

お伺いいたします。 

○知事（濵田省司君） お話しいただきましたよ

うに、大径材の利用促進は、産業振興計画の林

業分野に掲げます、山で若者が働くイノベーショ

ン創発型の国産材産地という姿の実現につなげ

るための重要な取組であるというふうに考えて

おります。このため、いわゆる川上、川中、川

下におけます現状を分析いたしまして、その課

題への対応について総合的に取りまとめて、大

径材利用戦略を今年度中に策定する段取りで進

めております。 

 まず、いわゆる川上、林業の伐採の現場、な

いし川中、製材所等々ですが、ここにおきまし

ては、増加する大径材に対応いたしました生産・

加工体制の強化を図りますとともに、市場のニー

ズに合った商品を増やしていく、そうした取組

を推進いたします。 

 また、川下、最終的な消費地ということにな

りますが、こちらでは、本県がＣＬＴ建築を推

進いたします全国的な取組などで、経済団体や

大手企業との関係も築いてまいりました。こう

した関係を生かしながら、川上、川中から供給

されました製品の販売を強化してまいりたいと

考えます。 

 こうした川上から川下まで連携をいたしまし

た、御指摘いただきましたような取組によりま

して、大径材の活用を強力に推進してまいりま

す。 

○２番（戸田宗崇君） 答弁ありがとうございま

した。 

 大径材の活用を含め森林の活用は、県産木材

の利用促進の側面だけでなく森林の保全にもつ

ながるわけでございます。御存じのように、木

を伐採、搬出し、新たに造林し、育てる、この

ことを繰り返して森林資源を持続的に活用し、

循環的に利用していくことが大変重要です。水

源の涵養や土砂災害の防止などの公益的機能も

維持できるわけです。 

 本県は、全国に先駆けて森林環境税を導入し、

森林保全の取組を進めてきたわけでございます

ので、大径材活用推進の財源にも用途を広げて

積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 次に、県立高校の在り方について質問いたし

ます。 

 県内県立高校では、郡部、市部を問わず定員

割れが続いており、魅力ある学校づくりに向け
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た取組が各校で進められております。また、県

では、今議会、県立高校魅力化に向けた取組へ

の予算案が上程されており、まさに令和７年度

は次代の県立高校の在り方についての議論が進

み、深められるわけです。 

 現在、多くの生徒が、県立、私立を問わず高

知市に集中している状況であります。将来を見

据えて学力の高い大学を目指すとなれば、おの

ずと私立高校や一部の県立高校へと進学するの

は致し方ないことなのかもしれません。 

 しかし、学力だけでなく、考える力や創造力、

探究心を育む特色ある学校へと再編するなど、

特徴と魅力ある県立高校づくりが必要と考えま

すが、教育長の所見をお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 本県では、急速に進む

少子化により、今後さらに生徒数の減少が見込

まれております。こうした中で、県立高等学校

が生徒数を確保するためには、教育内容の魅力

化、特色化を図ることが必要不可欠であります。 

 その際、実社会の中の課題を深く掘り下げ、

探究する学びを充実させ、学力だけでなく、創

造力、探究心といった、これからの予測困難な

社会を生きていく上で必要な力を育んでいくこ

とは、学校の魅力化にもつながるものでありま

す。こうした観点からも、例えば地元市町村と

連携し、地域の自然や文化等の特色ある資源を

活用した探究的な学びを行う取組などをより一

層充実させていきたいと考えております。 

 今後、県立高等学校振興再編計画に沿って、

学校の魅力化をさらに磨き上げ、その情報を県

内外に発信し、入学生徒の確保を図ってまいり

ます。 

○２番（戸田宗崇君） 答弁ありがとうございま

した。 

 今国会におきましては、令和７年度からの高

校授業料の無償化で実質合意をされました。私

は、私立高校に志願者が流れ、公立高校の定員

割れがますます増えるのではないかと懸念をし

ております。現に、財政規模の大きい大阪府や

東京都では、国に先行して令和６年度から私立

の実質無償化を導入しているが、公立の志願者

数が減少するなど、早くも影響が出ていると報

道もありました。 

 高校の授業料無償化は、本県にとって、県立

高校の定員割れに拍車をかけ、部活動などへの

影響も懸念されます。本県の県立高校再編化の

議論にも影響するものと考えますので、今後も

注視してまいりたいと思います。 

 次に、視点を少し変えまして質問させていた

だきます。先日の桑鶴議員の質問と重なるとこ

ろもあろうかと思いますが、お許しをいただき

たいと思います。 

 県立高校の学生食堂、いわゆる学食が年々閉

鎖されている状況は既に御存じかと思います。

県内の県立高校ではかつて27校に学食が提供さ

れておりました。しかし、令和６年12月現在、

14校に減少しております。直近２年間で申しま

すと、令和４年度に春野高校が、令和５年度に

は山田高校、高知丸の内高校、伊野商業高校の

３校が、生徒数の減少や物価高騰を理由に学食

の営業を停止しました。 

 昨年11月26日付の高知新聞紙面には、県教委

のコメントとして、生徒や学校のためには学食

があった方がいいとは考えているが、これ以上

の支援は厳しい、現場や他県を調査したが、学

校によって状況が異なり、画一的に改善する妙

案はないとのコメントが掲載されました。 

 これ以上の支援は厳しいという県の事情も十

分分かっておりますが、県民、特に本県の次代

を担う生徒たちへの支援であります。そのこと

も踏まえ、県教育委員会として、11月以降どの

ような議論を深められ、今日に至っているのか、

教育長にお伺いをいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） これまで県教育委員会
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では、食堂事業者に対して施設使用料の免除な

どの支援を行ってきました。また、学校におい

ては、保護者への試食会の開催や、教職員の利

用を促進するなど、可能な限り学校の食堂の利

用者増加につなげる工夫を行ってまいりました。

しかしながら、生徒数の減少や物価高騰の影響

により食堂事業者が撤退し、食堂は年々閉鎖さ

れている状況にあります。 

 県教育委員会としましても、生徒の健康や経

済的な負担の面から、できるだけ食堂は維持し

ていきたいと考えており、食堂事業者やＰＴＡ

の方々から意見を聞くほか、他県で行われてい

る好事例の情報を集めているところでございま

す。 

 今後、全国の先行事例などをさらに研究し、

食堂に対する支援の在り方を検討していきたい

と考えております。 

○２番（戸田宗崇君） 同じく新聞報道では、現

場や他県を調査したが学校によって状況が異な

り、画一的に改善する妙案はないとのコメント

も掲載されておりました。 

 そこで提案でございますが、近年県内で開か

れている各種イベントにおいて、多種多様な料

理を提供する様々なキッチンカーが出店されて

おります。学食の代替えとして、週に２回、３

回と、毎日ではなくてもよいので、キッチンカー

を日替わりで学校敷地に来ていただく。生徒た

ちも喜ぶのではないでしょうか。このような取

組は、既に福岡県、京都府、群馬県の公立高校

などで導入が進められているようです。 

 キッチンカー事業者にとっては、イベントの

ない平日の稼働が生まれ、所得が向上し、新た

な雇用へとつながる。私は良案ではないかと考

えるところでありますが、教育長の見解をお伺

いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 現在、食堂がない県立

高校では、弁当の宅配や校内販売、またスーパー

やコンビニからの移動販売などが行われており

ます。他方、一部の私立学校や他県の学校では

キッチンカーが出店している事例があり、こう

した事例の情報収集を行ってきたところでござ

います。 

 それによりますとキッチンカーは、温かい食

事を提供でき、若者に人気のあるメニューが好

評を博しているとのことでございます。また、

食堂がない学校の生徒にとっては、昼食の選択

肢が広がるといったメリットがあると考えられ

ます。 

 その反面、昼休みの間に提供できる数量に限

界があることや、多様なメニューはメニュー設

定が難しいといった課題もございます。また、

他県では、生徒のために価格を抑えており、半

分ボランティアとして実施しているという業者

の方のお声や、導入しようとしたが出店できる

事業者がおらず実現しなかったというケースも

あると聞いております。 

 こうした課題はございますが、食堂がない学

校において、キッチンカーは生徒にとって魅力

的な昼食の選択肢となり得るものと思われると

ころで、県教育委員会として、今後さらに全国

の事例を研究し、事業者等の意見も聞きながら

可能性を探っていきたいと考えております。 

○２番（戸田宗崇君） 答弁ありがとうございま

す。ぜひとも、子供たちの食事の問題でござい

ますので、前向きに検討していただきますよう

よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、南海トラフ地震対策についてお

伺いいたします。 

 今年１月15日、政府の地震調査委員会は、マ

グニチュード８から９程度が想定される南海ト

ラフ巨大地震の30年以内の発生確率を、これま

での70から80％から、80％程度に引き上げたと

発表いたしました。ますます南海トラフ地震の

発生が危惧されるものであります。 
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 県では今回の発表を受けてどのような検討を

行っておりますでしょうか、危機管理部長にお

伺いいたします。 

○危機管理部長（三浦謙一君） 政府の地震調査

委員会におきましては、南海トラフ地震は100年

に一回程度発生するということで、１年たてば

発生確率は１％程度上昇すると説明しておりま

す。 

 また、昨年１月に発表した発生確率74％から

81％を、本年１月には75から82％に見直しも行っ

ています。この75％と82％のいずれも、四捨五

入すると80％になるということもあって、国で

は80％程度に見直したものでございますが、そ

もそも南海トラフ地震がいつ発生するか、確率

だけで見通すということは難しいと考えており

ます。要は、いつ発生してもおかしくないとい

うことでございます。 

 このため、県としては、突発的に発生する地

震に備えて、東日本大震災それから熊本地震な

ど過去の大規模な地震災害から得られた多くの

教訓を基に、これまでも地震対策に取り組んで

きたところでございます。年々切迫度が高まる

南海トラフ地震への対策につきましては、来年

度からの第６期南海トラフ地震対策行動計画に

おいても、能登半島地震、それから臨時情報の

教訓も踏まえ、その備えに向け、強化、加速化

していくこととしておりますが、30年以内の発

生確率が80％になるといったことも踏まえまし

て、より緊張感を持って取り組んでまいります。 

○２番（戸田宗崇君） 発生が懸念されている南

海トラフ大地震につきましては、これまでの国

の被害想定として、2012年には、最も被害が大

きい想定として、死者が32万3,000人、全壊・焼

失建物は238万棟余りに上る人的・物的被害、2013

年には、避難者が最大で950万人、経済的な損失

は最大で220兆円に上るという経済被害想定を公

表しております。県の被害想定では、2013年に、

死者数およそ４万2,000人、全壊する建物は15万

3,000棟と発表しております。 

 県では、この発表後、これまで建物の耐震化

や沿岸部の津波対策のハード対策、ソフト事業

など様々な防災・減災の取組を行ってきており

ますが、その効果についてはどのように捉えて

おられるのか、危機管理部長にお伺いいたしま

す。 

○危機管理部長（三浦謙一君） 県としましては、

平成25年に被害想定を発表した後に、南海トラ

フ地震対策行動計画を策定いたしまして、現在

の第５期まで約10年にわたって、ハードとソフ

トを織り交ぜた多重的な対策を講じてきており

ます。特に、命を守るハード対策としましては、

住宅の耐震化や津波避難タワーの整備を進めて

きております。また、ソフト対策としては、津

波からの早期避難意識を高めるための啓発など

に取り組んできております。 

 これらの取組によって、平成25年に想定した

死者数４万2,000人を7,800人にまで減少させる

効果があったと捉えております。しかしながら、

対策は道半ばと言えますので、第６期行動計画

でも必要な対策は強化、加速してまいります。 

○２番（戸田宗崇君） 答弁ありがとうございま

した。 

 南海トラフ地震発生確率は80％程度に引き上

げた現在、ソフト・ハードを問わず、加速度を

上げて強化しなければなりません。その姿勢は、

予算内容からも知事の提案理由説明からも伝

わってまいりました。 

 そこで、改めて県民の皆様に対しまして啓発

も含め、令和７年度における防災対策のポイン

トにつきまして危機管理部長にお伺いをいたし

ます。 

○危機管理部長（三浦謙一君） 第６期行動計画

に掲げました４つの観点における令和７年度の

主なポイントにつきましては、まず自助の強化
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については、自らで命を守っていただくために

も、ＳＮＳやテレビＣＭなどを活用した津波か

らの早期避難意識率の向上、それから臨時情報

発表時の対応など、啓発を一層強化してまいり

ます。 

 続きまして、避難環境の整備の強化につきま

しては、特に災害関連死を防ぐためにも、市町

村が行う災害用トイレや炊き出し資機材、簡易

ベッドなどの導入を支援してまいります。 

 復旧・復興作業に向けた事前の備えの強化に

おきましては、能登半島地震を踏まえて、事前

復興まちづくり計画の策定を土砂災害特別警戒

区域の広がる中山間地域まで拡大をしまして、

まずは市町村が計画を策定する際に参考とする

指針を作成してまいります。 

 ４つ目の、災害に強いインフラ整備の加速に

おきましては、地震による被害の軽減と復旧・

復興活動の円滑な実施のため、緊急輸送道路の

整備や上下水道施設の耐震化などをさらに進め

てまいります、といったことが主なことになり

ます。 

○２番（戸田宗崇君） 安全・安心な高知の実現

を目指して、第６期南海トラフ地震対策行動計

画に基づき、目指すべき３つの高知県像として、

命を守る、命をつなぐ、生活を立ち上げる、こ

ういった対策の強化に令和７年度は取り組んで

いきたいと先日御説明をいただいたところです。 

 現在策定中の第６期南海トラフ地震対策行動

計画では、事前の備えとして、災害に強いイン

フラ整備の加速化を図る、特に緊急輸送道路の

整備や上下水道施設の耐震化を進め、強靱な県

土づくりを目指すとの内容でありますが、上下

水道の耐震化率を土木部長にお伺いいたします。 

○土木部長（横地和彦君） まず、上下水道のう

ち基幹管路につきましては、令和５年度末時点

で総延長2,565キロメートルのうち794キロメー

トルが耐震適合性のある管となっており、耐震

化率は30.9％となっております。また、浄水施

設の耐震化率は59.4％、配水池の耐震化率は75.9

％となっております。 

 一方、下水道施設につきましては、令和５年

度末時点で下水道管路の幹線など323キロメート

ルのうち152キロメートルで耐震性を確保してお

り、耐震化率は47.1％となっております。また、

県内に20ある下水処理施設のうち11処理場で耐

震が完了しておりまして、耐震化率は55％となっ

ております。 

○２番（戸田宗崇君） 答弁ありがとうございま

す。 

 次に、市町村が行う上下水道耐震化を加速化

させるには県としてどのような支援をお考えな

のか、土木部長にお伺いいたします。 

○土木部長（横地和彦君） 今般の能登半島地震

を受けまして、浄水場や下水処理場などのいわ

ゆる上下水道システムの急所施設や避難所等の

重要施設に接続する上下水道管路等の耐震化が

課題となりました。そのため、国からこうした

施設の耐震化を計画的かつ集中的に取り組むよ

う要請があり、県内各市町村で耐震化計画を策

定したところでございます。今後、この計画に

基づき、市町村が耐震化を進めることとなりま

す。 

 市町村の取組を県として支援するため、まず

技術面におきましては、高知市、高知県建設技

術公社及び日本下水道事業団の協力を得まし

て、技術者の不足する市町村への支援体制を構

築してきたところであります。 

 次に、財政面におきましては、上水道の耐震

化事業の補助率かさ上げや補助要件の緩和、耐

震化予算の確保などについて国に対し政策提言

を行ってきたところでございます。その結果、

耐震化への補助率のかさ上げなどの一定の成果

はあったところでございます。 

 引き続き、補助対象となる要件の緩和ととも
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に、今後は下水道も含めた耐震化予算の確保に

つきましても政策提言を行っていく所存でござ

います。 

○２番（戸田宗崇君） 丁寧な御答弁ありがとう

ございました。 

 南海トラフ地震等の大災害発生後のまちづく

りについて、発災前に事前に備えておくべきこ

とを計画する事前復興まちづくり計画の策定に

着手する自治体が増えております。先月には、

黒潮町が県内で初めて策定いたしました。 

 現在、16の市町で策定作業中とのことでござ

いますが、他県に比べて策定が進んでいる県内

の状況は、やはり県の支援が効果を発揮してい

るものと思われます。 

 令和７年度からは中山間地域の市町村にも支

援対象を拡大するとお伺いしております。中山

間地域には多くの土砂災害警戒区域があり、災

害発生後の平地確保など、課題は沿岸部と異な

るところであります。 

 中山間地域の特有の課題をどのように捉えて

おられるのか、危機管理部長にお伺いをいたし

ます。 

○危機管理部長（三浦謙一君） 中山間地域にお

きましては、地形が急峻で地質が脆弱な箇所が

あります。多くの土砂災害特別警戒区域を抱え

ております。この警戒区域内におきましては、

地震の大きな揺れによって土砂災害が発生して

住宅が被害を受けることが想定されますし、法

令上の建築制限によって、同じ土地での住宅の

再建というのは容易ではないという状況にあり

ます。 

 加えまして、中山間地域におきましては高齢

化や過疎化が進んでおります。将来にわたって

持続可能な地域をどう描くのか、発災後の地域

をどうするのかといったこと、その将来像をあ

らかじめ住民と共有しておかないと、発災後に

人口流出が起こるといったことがありますので、

さらに過疎化が進むことも想定をされます。 

 このような中山間地域特有の課題への対応と

しては、市町村における中山間地域での事前復

興まちづくり計画の策定を進めていくというこ

とにしております。 

○２番（戸田宗崇君） 答弁ありがとうございま

した。 

 事前復興計画につきましては、作成しておく

ことで復旧・復興の時間が短縮できるものです。

東日本大震災で復旧・復興に時間がかかった要

因は、復興後の町の姿の合意形成に時間がかかっ

たためとも言われております。 

 現在、県内の事前復興計画を作成している自

治体からは、国の補助金を活用しているが国の

予算枠が少ないことから、作成期間を複数年に

延ばしているという話もお伺いしております。 

 県として、早急な事前復興計画の作成への財

政支援についてどのように考えているのでしょ

うか、危機管理部長にお伺いいたします。 

○危機管理部長（三浦謙一君） 市町村が計画を

早急に策定するためには、専門知識それからノ

ウハウが必要であるということでございます。

外部委託に係る財政支援というのは必要だと考

えております。このため、財政支援としまして

は、国の交付金を活用した上で、さらに手厚く

県独自の補助金を上乗せして、市町村の計画策

定を後押ししてきているところでございます。 

 来年度からは、これまでの沿岸地域に加えま

して中山間地域にも拡大するということがござ

いますので、これまで以上に財源が必要となっ

てきます。このため、国の交付金が計画的に配

分されますよう、予算要望の際にあらかじめ調

整を行っておくなど財源確保に努めてまいりま

すし、加えて県独自の補助金によっても引き続

き財政支援していきたいというふうに考えてお

ります。 

○２番（戸田宗崇君） 丁寧な御答弁、皆さんあ
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りがとうございました。 

 先日、総務省から、南海トラフ地震における

応急対策職員派遣制度アクションプランが策定、

発表されました。これは、事前に支援する自治

体を決めておくことでふだんから連携が進み、

災害対策の効果も高まると期待されており、４

月から運用が始まるとのことであります。 

 特に大きな被害が想定される本県には、基本

となる即時応援道県として島根県が、基本とな

る組合せ以外の即時応援道県として秋田県の２

県が本県の支援に当たるとの計画であります。

重点受援県である本県は、平時から即時応援道

県と情報共有を図ることが求められています。

具体的な内容は今後明らかになってくると思い

ますが、平時からの情報共有・連携は、県行政

間のみならず、市町村や民間レベルでの連携・

交流も必要かと思われます。 

 いずれにいたしましても、来る将来発生する

確率が非常に高まっている南海トラフ巨大地震

への備えは必要不可欠なものです。県民の備え

への準備、県内の自治体が行う役割、県の役割

と、それぞれ対応するものでありますが、これ

まで以上の県からの支援が必要となると思いま

すので、今後も積極的な防災・減災への取組を

期待しております。 

 最後に、本年度をもって退職を迎えられる井

上副知事、長岡教育長、職員の皆様、長年にわ

たる御尽力誠にありがとうございました。日々

の職務において専門知識を生かし、地域、県民

のために尽力されてこられた姿勢に心から感謝

申し上げます。退職後の新しい生活がさらなる

充実と喜びに満ちたものになることを願ってお

ります。 

 これからも活躍されることを心よりお祈り申

し上げまして、私の一切の質問とさせていただ

きます。どうもありがとうございました。（拍手） 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、戸田宗崇議

員の質問は終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

   午前11時48分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後１時再開 

○副議長（金岡佳時君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 塚地佐智議員の持ち時間は35分です。 

 37番塚地佐智議員。 

○37番（塚地佐智君） 日本共産党の塚地佐智で

ございます。時間もございませんので、早速質

問に入らせていただきます。 

 最初に、不登校対策についてお伺いをいたし

ます。 

 昨年の12月県議会でも中根議員が不登校問題

について質問をし、教育長からも前向きな御答

弁もいただき、この課題に対する真剣な取組が

広がっていると思います。しかし一方で、教職

員と子供たちの忙しさは相変わらず、とりわけ

ここ数年の不登校になる特徴は、学年が低学年

化していることです。現在の学校が子供たちに

とっても魅力ある学校になっているのか、根本

問題が突きつけられています。 

 県教育委員会としても、課題意識の下、2023

年６月に高知県不登校児童生徒の多様な教育機

会確保に関する協議会を設置され、先進地視察、

不登校児童生徒や保護者のアンケートも実施を

し、議論を重ね、昨年12月に、子供たちが誰一

人取り残されない学びの保障に向けた提言が作

成をされ、提出をされました。個別の不登校児

童対策という狭い枠にとどまることなく、子供

たちが誰一人取り残されない学びの保障という

現在の学校の在り方や社会のありよう、さらに
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は子供の意見を聞く姿勢が貫かれ、大変示唆に

富んだ提言だと思います。 

 私は、この提言が、まず第１の柱に安心・安

全な学級・学校づくりを打ち出し、すべての子

どもの居場所としての機能を果たすよう努める

必要がある、そのために教職員は日頃から子ど

もとの温かい人間関係を構築し、悩みや問題を

気軽に相談できるような学校風土の醸成に努め

ることが重要であると書かれていて、不登校と

なる原因は子供や家庭の責任ではなく、一人一

人の子供に適切な対応が取れていない学校のあ

りようなのだとしていることに、大いに共感す

るものです。 

 教育長は学校現場での経験もおありですが、

この重要であると指摘された点をどのように受

け止められたか、お伺いをいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 不登校は、様々な要因

が複雑に絡み合って生じるものであり、誰にで

も起こり得るものでございます。そのため、そ

の子供の周りにいる全ての関係者が子供を真ん

中に置いて、それぞれの立場で協力し合って支

援を行っていくことが必要と考えております。 

 その上で、不登校は、学校に行かないあるい

は学校に行けない等、学校に関わる形を取って

生じるものであり、学校は子供たちにとって安

心・安全で魅力的な場所であるのか、学校自身

の在り方を問い直していく必要があると考えま

す。そのような意味で、本協議会からいただき

ました安心・安全な学級・学校づくりを含めた

今回の提言については、県教育委員会としてしっ

かりと受け止め、対応策を取っていかなければ

ならないと考えております。 

○37番（塚地佐智君） 大変多岐にわたって、提

言の中では具体的な問題点の改善点が指摘され

ていますので、ぜひ全面的な実践というところ

に力も入れていただきたいと思います。 

 今、受け止めをお伺いいたしましたが、この

ことを学校現場で具体化するために、教育行政

として今後何に重点を置いて進めるべきとお考

えか、お聞かせください。 

○教育長（長岡幹泰君） 子供たちが安心・安全

に過ごし、楽しく学び成長できる学校づくりを

進めるためには、まず第１に、教員が子供の心

の状況に気づき、そして子供たちをしっかりと

受け止めることができるよう、子供と向き合う

時間を確保することが重要と考えます。そして

そのため、学校の働き方改革を確実に進めてい

くとともに、スクールカウンセラー、スクール

ソーシャルワーカーなどの専門人材や、あるい

は地域の方々と学校の連携体制を整えていかな

ければならないと考えるところでございます。 

 そして２つには、学校における教育活動の中

心となる授業を魅力あるものにしていくことが

重要であり、そのために、子供たちが分かった、

面白いと思う授業づくりが進められるよう、教

員の学ぶ機会を充実させることが必要と考えて

おります。 

 そして３つには、仮に子供たちが不登校になっ

たとしても、その子供たちが学びたいと思った

ときに学びにつながることができるよう、学び

を保障していく体制をつくることが必要でござ

います。 

 県教育委員会としましては、こうした点に重

点を置きまして、子供たちが誰一人取り残され

ることがないように、多様な教育機会の確保を

含めた不登校対策の取組を進めてまいります。 

○37番（塚地佐智君） ありがとうございました。

問題点は本当に共有をされていると思います。

残りはやっぱりきちんとした人材を整える、予

算をはじめとした人材確保というところが大変

これから重要になってこようと思いますので、

ぜひ御奮闘いただきたいと思います。 

 私たち県議団、党県委員会も、この間、不登

校で悩んでおられる保護者や教職員、スクール
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カウンセラーの方などとの懇談をして、聞き取

りで直接声も聞いてまいりました。今すぐ学校

が変わらなくても、日々成長していく子供たち

の学びの保障をどうしていくのか、関係者の方々

の努力や要望もたくさん聞かせていただいてま

いりました。その中から幾つか質問をさせてい

ただきます。 

 まず、子供から学校に行きたくないと言われ

たときの最初の対応です。多くの保護者は、学

校に行かせるのは親の務めという意識があり、

自らを責める日々が続き、学校に相談すること

をためらってしまう。一方、学校側も、学校に

復帰してほしいとの思いが強く、外部の情報を

積極的に提供することに消極的となり、保護者

からは、情報が届かないとの声が寄せられてい

ます。 

 保護者の不安にも寄り添い、子供の支援につ

なげる上でも、スクールカウンセラー、スクー

ルソーシャルワーカーの役割は極めて重要で、

高知県では全国に先駆けて配置を進めてきまし

た。確かに配置校数は多いのですが、実際は数

校を掛け持っている上に会計年度任用職員です

から週１回学校に来るだけなので、ゆっくり相

談ができないとの指摘や、教職員や家庭、子供

と継続して関わることができないとの悩みも出

されています。言語化できない子供に寄り添っ

た対応ができるスキルを蓄積、継承していくシ

ステムも重要です。 

 スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカーを正職員として配置すべきだと思いま

すが、このことについて現在どのような検討が

されているのか、教育長にお伺いをいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 本県におきましても、

全国と同様に不登校児童生徒数が増加している

状況で、不登校対策をより充実させていくこと

が必要でございます。その対応策の一つとして、

スクールカウンセラー及びスクールソーシャル

ワーカーの業務の質的な充実を図っていきたい

と考えているところでございます。 

 しかしながら、こうした人材を正規職員とし

て雇用するとなりますと、定数上の取扱いや人

件費の裏づけなど、整理していかなければなら

ない課題も非常に多い状況でございます。 

 そのため、子供あるいは学校への支援をより

的確に、かつ丁寧に行うことができるように、

まずは専門性の高いスクールカウンセラーやス

クールソーシャルワーカーを各地域拠点に常勤

で配置すること、そういったことを、国に提言

を行っているところでございまして、今後もそ

の必要性について強く訴えていきたいと考えて

おります。 

○37番（塚地佐智君） ありがとうございます。

この時期、会計年度任用職員の方々は、来年度

どうなるのかという不安の中に置かれています。

専門性のある方々が着実にそこでスキルを身に

つけて成長していただくという上でも、私は、

今、常勤化というお話もありましたけれども、

やっぱり正職員として雇っていくという方向を

ぜひこれからも追求していただきたいというこ

とは要望しておきたいと思います。 

 不安を取り除きつつ、一人一人に見合った居

場所や学びの保障をどうするかという課題があ

ります。聞き取りでは、学校での居場所として

の保健室はもちろんですけれども、学校図書館

という回答も多く、大事な場所なのだと改めて

認識されていますが、それぞれの市町村によっ

て司書や支援員の配置に大きな差があり、居場

所としても配置の促進が求められています。 

 そうした中、令和３年度からモデルケースと

して実施してきた学校内に設置されているサ

ポートルームが大きな成果を上げています。あ

る中学校では、専属の教員が配置をされ、学校

に来づらくなった子供たちをパステルカラーの

机やカーテンで威圧感なく温かく受け入れ、そ



 令和７年３月11日 

－338－ 

 

こを拠点に、自分のクラスに行けるときは授業

に参加するという取組で、その学校では不登校

になる生徒がいなくなったとの報告もあります。 

 来年度以降、校内サポートルームについてど

のようなことを取り組んでいくのか、教育長に

お伺いをいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 校内サポートルームに

つきましては、県教育委員会として、令和３年

度に３校の指定校から研究をスタートし、教員

加配や財政支援を行いながら設置拡充を図って

まいりました。現在、市町村が独自に設置して

いるものを含めまして45の小中学校にこの校内

サポートルームが設置されております。そして、

この校内サポートルームを設置する中学校から

は、新規不登校生徒数の出現率が一定抑えられ

ているといった報告も上がってきております。 

 こうしたことから、校内サポートルームの設

置主体である各市町村教育委員会に対して、改

めて、サポートルームの果たす役割やその効果

についての理解を図るとともに、設置のための

財政支援等を充実していきたいと考えておりま

す。 

○37番（塚地佐智君） ぜひ充実の方向でよろし

くお願いをしたいと思います。 

 学校内での居場所だけでなくて、校外での学

びの場の有効性も明らかになっています。その

一つが、市町村教育委員会が設置をしている教

育支援センターです。子供たちの自主性を重ん

じ、様々な活動に意欲的に取り組めるよう工夫

をされ、自信を取り戻していく実践がさらに広

がっていくよう期待をしています。 

 中でも、給食が届けられることで、子供が受

け入れられているという安心感ができること、

保護者の負担軽減にもなると、県内の幾つかの

教育支援センターでは、定期的に通所している

児童生徒の給食を学校給食センターから配送、

学校と同じように教職員にも届けられるセン

ターもあります。市町村において、子供たちに

寄り添った取組が進んでいます。 

 この間、声を届けてきた方の中には中山間地

域の方々もおられ、フリースクールはもちろん

教育支援センターに通所することも距離的に困

難で、せめて学校区ごとの学外の居場所が欲し

いとの要望も出されています。あったかふれあ

いセンターのサテライト会場などを活用するな

ど、中山間における居場所づくりについて、市

町村教育委員会との協力もぜひ要請をしておき

たいと思います。 

 校外の学びの場としてフリースクールという

選択肢も大切で、来年度予算には運営費補助が

提案をされています。大事な支援だと思います。

しかし、平均３から４万円という高額な授業料

や、教育支援センターを含めた通学費や活動費

の負担ができない世帯もあります。この点に関

して、令和５年度の文部科学省の委託事業とし

て栃木県の教育委員会が実施をいたしました不

登校児童生徒に対する経済的支援推進事業の調

査結果が大事です。 

 この調査の目的は、義務教育の段階における

普通教育に相当する機会の確保等に関する法律

と基本方針を踏まえ、経済的な理由で教育支援

センターなどに通うことが困難な児童生徒につ

いて、社会的自立に向けた学習等の活動に取り

組むことができるよう支援を行うというもので、

現行の就学援助における援助額を踏まえ、県教

育委員会が児童生徒の保護者に直接支払った結

果、子供の通所により対象児童生徒の人間関係

の形成に寄与し、保護者の就労にもつながり、

心理的余裕が生まれるという効果があったと報

告をされています。こうした直接支援が大変重

要だったという結果です。 

 本県においてもフリースクールへの運営費補

助が始まる予定ですけれども、併せてそこに通

所する困窮世帯への直接支援ができないか、こ
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の点を教育長にお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 県教育委員会では、不

登校の子供の学校外の学びの場の充実を図るた

め、令和７年度から、一定の要件を満たすフリー

スクールに対して教材費や活動費など運営費補

助を行うことを考えております。これにより、

フリースクールにおける教育内容の充実が図ら

れ、また利用料等の負担軽減につながる可能性

もあることから、この事業は通所する子供やそ

の保護者の方にも効果を及ぼすものと考えると

ころでございます。 

 お話のありましたフリースクールに通所する

困窮世帯への直接支援につきましては、まずは

義務教育段階に係る学校を所管する市町村や、

また関係部局とも十分に話し合うことが必要で

あるというふうに考えております。 

○37番（塚地佐智君） ありがとうございます。

利用料負担についての軽減を市町村のほうとも

協議もしていただくということですので、ぜひ

積極的に実現の方向で協議を進めていただきた

いとお願いをしておきたいと思います。その上

で、県ができる助成をまた検討していただけた

らと思いますので、よろしくお願いします。 

 最後に、不登校となったとき、行き渋りが始

まった頃、子供の不安や保護者の戸惑いに向き

合い、各種相談機関などとつながるための時間

が大変重要です。とりわけ、不登校が低学年に

広がっていることを見ると、保護者が家庭で対

応することも必要となります。 

 不登校になるということが個人や家族の責任

だけではなく社会全体の問題としての認識も広

がっています。安心して子供に向き合う育児・

介護休業や休暇制度の中に不登校児童生徒ケア

も位置づける制度改正が求められています。 

 ２月６日に、私ども日本共産党県委員会、県

議団、保護者の方で、文部科学省に不登校対策

についての要請に行ってまいりました。その際、

不登校児ケアに対応する休暇・休業制度につい

て、文部科学省の担当者からも、民間調査でも

不登校の子供の保護者のうち４人に１人が離職

か休職せざるを得なかったと聞いていると話さ

れ、問題意識を共有していることを実感いたし

ました。 

 厚生労働省でもこの間、育児・介護休業法の

改正で看護休暇を見直しました。さらに、厚生

労働省の雇用環境・均等局は、今年１月に「介

護休業制度等における「常時介護を必要とする

状態に関する判断基準」の見直しに関する研究

会報告書」をまとめ、医療的ケア児の対応や不

登校の家族への制度運用についても明記をされ

ております。 

 知事部局において、この不登校児童生徒を抱

える職員への職場での配慮について総務部長に

お伺いをいたします。 

○総務部長（清水敦君） 御指摘のような困難に

直面した職員について、組織としてサポートし

ていくことは大変重要と考えております。休暇

制度といたしましては、不登校の原因が疾病等

にあって、医師が２週間以上の自宅療養が必要

と診断した場合で、日常生活の介護が必要と認

められれば、介護休暇の取得が可能となってお

ります。そこまでに至らない場合は、休業、休

暇というよりも、テレワーク、在宅勤務のほう

が職員のニーズにマッチするのではないかと考

えておりますので、そういった多様な働き方が

できる環境を整えてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、実際にテレワークを実施する際には、

所属による業務の調整が必要になってくること

も考えられますので、所属長が職員の状況をしっ

かりと聞き取って、組織としてしっかりとサポー

トしていくように努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○37番（塚地佐智君） ありがとうございました。 
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 再度確認ですけれども、不登校児童のケアに

ついて介護休業の対象になるという確認でよろ

しいんでしょうか。 

○総務部長（清水敦君） 介護休暇ですけれども、

医師の診断があって、その上で日常生活の介護

が必要と認める場合には取得が可能という仕組

みになっております。 

○37番（塚地佐智君） 先ほどちょっと御説明を

しました厚生労働省の雇用環境・均等局が研究

発表していますね。医療的ケア児や介護、不登

校の子供たちにもこれの新しい指針をぜひ対象

に検討してほしいということを提言されていま

す。 

 その提言の中では、この判断基準は最低基準

で、事業主における独自の取組として、労働者

にとって、より豊かな内容の制度とすることは

望ましいということも書かれていて、やっぱり

不登校で悩んでおられる職員の皆さんにしっか

り、こういう休暇も休業も取れますよというこ

とも周知もしていただきたいというふうに思う

んですけれど、その点はいかがでしょうか。 

○総務部長（清水敦君） もちろん、現行制度で

どういう使い方ができるのかということはしっ

かりと職員の皆さんに周知をしていきたいと思

います。そのほかの今後の制度改正については、

国ですとかほかの地方公共団体の動きもしっか

りと見ながら対応してまいりたいと思います。 

○37番（塚地佐智君） ぜひ、取れるんだ、取り

やすくするっていうことで、周知のほうもお願

いをしておきたいと思います。 

 それでは次の、中山間での高齢者支援につい

て質問をさせていただきます。 

 ちょっと質問が長く、前が長くなるんですけ

れど、中山間地域再興ビジョンの、くらしを支

える柱に関して、山間地での実践から見えてき

た課題について、県としての支援ができないか

という思いでお伺いをいたします。 

 私がお話を伺ったのは、高齢者助け合いサー

ビス事業として移動支援や生活支援を実施して

いるＮＰＯ団体の責任者の方です。この地域に

移住してきて13年目、あったかふれあいセンター

とは別事業として、町からの委託費300万円と利

用者からの利用料で、約30名の高齢者を対象に、

時給800円の登録ボランティア15名と一緒に地域

を支えています。 

 バスの通る道まで下りてこられない独居の高

齢者が多く、事務所から30分ほどの診療所への

通院同行や買物、訪問時には布団干しなどの生

活支援、病院では診察室に同行し医師の説明を

聞いて県外の子供さんにメールを送るといった、

まさに家族のような関係で生活を応援していま

す。この方が運営していることで、移住してき

た若い人たちがボランティアで活躍していると

いう、全国的にも貴重なＮＰＯ団体で、移住者

と地域をつなぐ大事な取組ともなっています。 

 ただ、大きな課題も提起をされました。この

地域の訪問介護事業所は、片道40分以上のとこ

ろで、ヘルパー不足も深刻で、身体介護を伴わ

ない生活介助の依頼を受けることが多くなって

きた。しかし、要介護者の支援は生活支援とし

ても専門性があり、有償ボランティアが肩代わ

りすることでケア労働の買いたたきに利用され

ていると感じる。生活支援に参加するボランティ

アも人手不足で、高齢者が我慢しなくてはなら

なくなっている。山間地を支えてきた高齢者が

大事にされないところでは安心して子育てもで

きないよねと若い移住者と話している、とも述

べられました。 

 せめて自分たちの活動が支えになればと頑

張っているけれども、300万円の委託費でやりく

りするためには、電話は自分のスマホを使用し、

使用車は別のボランティア団体が休止するので

譲り受けることができたけれども、維持経費が

見通せない。事務所から利用者さんの自宅まで
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の走行は30分以上かかることもあるが、制度上、

利用者の自宅からしか利用料が発生しないため、

ボランティアの方の自己負担になっている。そ

の上に、ガソリンの高騰が運営に大きく響いて

いて、運営が厳しく、やめたいとも思うが、利

用者さんのことを知ってしまったら切り捨てる

ようなことはできない、との深刻な悩みもお聞

きをいたしました。 

 高齢者が元気で住み続けるためになくてはな

らないこうした支援が、ボランティアによるや

りがい搾取のような形でやっと維持されている

という状況だと思います。 

 中山間地域での持続可能な生活支援の仕組み

づくりにどのように取り組んでいかれるのか、

子ども・福祉政策部長にお伺いをいたします。 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） 本県で

は、認知症の高齢者や単身高齢者など支援を必

要とする高齢者の増加も見込まれる一方で、深

刻な訪問介護の担い手不足などによりまして生

活援助サービスが行き届きにくい部分を、有償

ボランティアなどが支えているといった実例も

ございます。 

 こうした課題に向けまして、昨年８月に改正

をされました国のガイドラインでは、専門性が

必要な介護度の高い高齢者への生活援助は介護

事業所が担い、介護度が低い高齢者への生活援

助は地域の住民組織など多様な主体により支援

を行う方向性が示されております。 

 本県で高齢者の生活を支えていくためには、

特定の担い手に負担がかかり過ぎることのない

よう、ボランティア組織を含めまして、あった

かふれあいセンターや集落活動センター、地域

の企業や団体など、先ほどの多様な主体の参画

を実現していくことが必要であると考えており

ます。このため県では、地域における人材の発

掘や活動の仕組みづくりを支援するために、市

町村にアドバイザーを派遣いたしまして、生活

援助のニーズと提供サービスのマッチングの仕

組みや地域資源の生かし方などを助言する取組

を新たに始めることといたしております。 

 議員のお話にありました有償ボランティアの

活動が継続できるといったことは、若い移住者

の定着や集落の活性化、人材不足が深刻化する

中山間地域の担い手の拡大にもつながると考え

ております。今後も、地域の多様な主体の参入

を促進しながら、柔軟で持続可能な生活支援の

仕組みづくりに市町村とも協力して取り組んで

まいります。 

○37番（塚地佐智君） ありがとうございます。

ボランティア頼みということにならないってこ

とがやっぱり大事だと思うんですね。その点は

ぜひ大いに伸ばしていただきたい部分だという

ことで、今後ともの御活躍を期待したいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 それでは最後に、特定利用港湾についてお伺

いをいたします。 

 高知港、須崎港、宿毛湾港を特定利用港湾と

することを防衛省などと確認書を交わして、ほ

ぼ１年になろうとしています。昨年12月20日に、

総合的な防衛体制の強化に資する取組について

という内閣官房国家安全保障局の報告書が更新

をされています。地図上に、特定利用空港・港

湾となった８空港及び20港湾が明記をされまし

た。この高知の３港も当然含まれています。 

 特定利用港湾がいかにも法的根拠のある行政

処分としての指定のように見えますけれども、

法的根拠はあるのか、土木部長にお伺いをいた

します。 

○土木部長（横地和彦君） 特定利用港湾は、国

家安全保障戦略に基づき、関係閣僚会議で共有

された認識の下、進められているものでありま

す。 

 特定利用港湾を指定するというのは、自衛隊

や海上保安庁の船舶の円滑な港湾の利用につい
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て関係者間で確認する取組であるというもので

ございまして、これは港湾管理者に対して新た

な義務を課したり、あるいは権利を制限しよう

というようなものではないというものでありま

す。このことから、特別の法的根拠を必要とす

るものではないというふうに認識をしておりま

す。 

○37番（塚地佐智君） 特別なものを課すもので

はないという、行政的な、法的根拠のあるもの

ではないということを確認させていただきまし

た。 

 次の質問は、今言いました報告書の中に、イ

ンフラ整備の考え方として、特定利用港湾・空

港と自衛隊の駐屯地とのアクセスの向上に向け

道路ネットワークの整備を図るということが追

記をされました。 

 この新たに付け加えられた道路ネットワーク

の整備について国からの説明はあったのか、土

木部長にお聞きいたします。 

○土木部長（横地和彦君） 特定利用空港・港湾

と自衛隊駐屯地等とのアクセスの向上に向けて

道路ネットワークの整備を図るという方針が、

昨年12月20日に開催された関係閣僚会議で了承

され、政府から発表されたということは承知を

しております。 

 なお、このことについての国から本県に対す

る説明というのは今のところ受けてはおりませ

ん。 

○37番（塚地佐智君） 国は年度内ということを

公表しておりますので、またぎりぎりに何かを

言ってこられるのかとちょっと不安に思ってお

りますけれども、私がここで一番不安視をしま

すのは、これまでの港と自衛隊の駐屯地とを結

んでネットワーク化すると、その道路の運用を

決めていくということになっているんですね。

まさに面的整備に広がってきているということ

だと思うんです。この点は今後ぜひ注視をして

いかなくてはならない課題で、国からの何かの

お話があれば直ちに御報告もいただきたいとい

うことをお願いしておきます。 

 ２月６日に第２回の意見交換会というのが、

この確認に基づいて開かれております。意見交

換会の参加者、メンバーをお伺いしようと思っ

ていましたが、ここでお伺いするとちょっと時

間がたってしまいますので、大変申し訳ござい

ませんがメンバーは割愛させていただきたいと

思います。各自衛隊の幹部の皆さんもこの意見

交換会の中には参加をされているということだ

と思います。 

 この２月６日の意見交換会で、今後の港の利

用計画の概略として、高知港の利用を予定して

いると、詳細は後日だという内容が公表をされ

ております。今後の詳細については意見交換会

の場で示されるのか、土木部長にお伺いをいた

します。 

○土木部長（横地和彦君） 意見交換会は、港湾

の円滑な利用のために、自衛隊等による広報や

訓練に係る大まかな利用計画についての情報共

有というものを関係者間であらかじめ行うもの

ということでございます。自衛隊等の港湾利用

の詳細な情報につきましては、民間船舶と同様

に、港湾管理者である県が使用許可申請を受理

する際に事務的に提出していただくということ

を想定しております。 

○37番（塚地佐智君） ということは、これから

直接自衛隊の方から県の土木部の港湾のほうに

使用許可願が出てくる段階で明らかになるとい

うことでしょうか。 

○土木部長（横地和彦君） はい、そのように受

け止めております。 

○37番（塚地佐智君） そうなったときの対応に

ついて引き続きお伺いしたいと思うんですけれ

ども、この使用許可権限というのは今お話があっ

たとおり県が持っています。県が持っていると
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いうことは、知事が利用許可をその都度出すと

いうふうに答弁をされています。 

 知事の許可権限というのは県民から負託され

ているものですので、訓練等の情報は当然、許

可を出す以前に県民に公表されるべきものだと

いうふうに思います。 

 この使用計画の内容を事前に公開するという

ことが重要で、国や関係機関との間でこの点が

合意をされているのか、知事にお伺いをいたし

ます。 

○知事（濵田省司君） お話のように、特定利用

港湾を自衛隊が使用する計画がある場合には、

県といたしましては、この情報を可能な限り県

民の皆さんにお知らせすることが望ましいと考

えております。 

 これに関しまして、使用計画の内容を、許可

を行う前、申請の段階で公表することを国との

間で合意しているのかというお尋ねがございま

したが、それは合意はございません。申請から

許可までの間のやり取りの中で日程などの変更

が生じ得ますため、本県では、こうした不確定

な段階ではなく、最終的に許可が行われ、その

条件が確定した段階で公表する扱いとしており

ます。 

 具体的には、自衛隊の港湾利用につきまして

は、その使用日や使用する港・岸壁、船舶の種

類、使用の目的、こういった情報を、使用許可

後、速やかに県のホームページに掲載するとい

う運用を本年度から開始いたしているところで

あります。 

○37番（塚地佐智君） やっぱりそこが私は問題

だと思うんですね。それは通常のものなら構い

ませんよ。でも、Ｑ＆Ａの中に書かれたとおり、

武器や弾薬の輸送や部隊の展開もあると、それ

に特定利用港湾を使うということが書かれてあ

りましたね。そういうことが書かれてあるから、

県民は心配をしている。それが決定以降県民に

知らされたのでは何の意味もないです。 

 こういう計画がありますよということをまず

はやっぱり県民に公表するという立場でこの問

題に私は対応していただきたいということを思っ

ておりますけれども、その点は再度知事にお伺

いしてよろしいでしょうか。 

○知事（濵田省司君） これは港湾法の考え方に

よりますと、差別的取扱いが禁止をされており

ます。ですから、知事のこの許可は自由裁量で

はなくて、言わば羈束行為だと思っておりまし

て、例えば船のスペックが異なるとか予約がほ

かの船があるというような事情がない限りは許

可せざるを得ないというものだと思っておりま

すので、そういう意味では、許可をした後に公

表させていただくということで私は問題はない

と思っております。 

○副議長（金岡佳時君） 以上をもって、塚地佐

智議員の質問は終わりました。 

 ここで午後１時40分まで休憩といたします。 

   午後１時35分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後１時40分再開 

○副議長（金岡佳時君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 槇尾絢子議員の持ち時間は50分です。 

 ６番槇尾絢子議員。 

○６番（槇尾絢子君） 自由民主党会派の槇尾絢

子と申します。議長のお許しをいただきました

ので、質問に入らせていただきます。 

 初めに、旧姓の通称使用の拡充についてお伺

いいたします。 

 令和４年の６月議会にて弘田県議から質問さ

れておりますが、議論が高まっている今、改め
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て、通称を使用していた経験も述べながら質問

させていただければと思います。少しだけ長く

なりますが、経緯等について説明させていただ

きます。 

 今国会にて、婚姻時夫婦どちらかの姓を称す

る同姓制度を改正し、選択的夫婦別姓制度を導

入するか否かが議論されることとなり、世論に

おいても様々な視点から関心度が高くなってお

ります。 

 議論は、平成３年の法制審議会民法部会にて、

婚姻及び離婚に関する制度全般並びに嫡出でな

い子の相続分に関する制度を見直すために審議

が始まり、平成８年に、選択的夫婦別姓制度を

導入する民法の一部を改正する法律案要綱が答

申されましたが、国民各層に様々な意見がある

ことなどから、国会に提出するには至りません

でした。また、国連の女性差別撤廃委員会では、

夫婦同姓を義務づける日本の民法について、姓

の選択に対し性差があると、20年以上前から過

去４回にわたり、是正を求める勧告が出されて

おります。 

 夫婦別姓が推進される理由として、大きく３

つ、婚姻の際女性の94.5％が夫の姓を選んでい

ること、今まで使ってきた姓を変更することに

よる自己同一性の喪失、そして女性の社会進出

に伴い仕事に支障を来す場面が増えてきたこと

が挙げられております。しかし、この一つ一つ

の理由ですが、一見、夫婦別姓を法制度化すれ

ば解決するように見えますが、実際は異なると

考えられるため、説明させていただければと思

います。 

 まず、１つ目の理由ですが、婚姻の際、妻が

夫の姓を名のることを暗に強制されているとい

うものですが、微増ではありますが妻の姓を名

のる夫も昨今では増加傾向にあります。また、

男女共同参画の理念の下、固定的な性別役割分

担意識の解消を国、本県においても取り組んで

おりますので、夫の姓に変更しなければならな

いといった社会的慣習は今後徐々に薄れてくる

のではないかと言えます。 

 ２つ目の理由ですが、反対に夫婦別姓となり

ますと、ファミリーネームが失われることで、

姓が個人を表すものへと変化してしまい、自己

の同一性、一貫性を形づくる家族意識の希薄化、

曖昧化を促してしまうおそれがあります。また、

家族を一つの集団単位としてみなす戸籍制度も

変質することが懸念されます。旧姓の名字に多

くの方が愛着を持っていることは私自身もよく

分かりますが、その愛着は、名字を象徴に家族

で継承されてきたつながりを感じられるからで

あると考えます。 

 一方、３つ目の、仕事上での不便ですが、や

はりこの件に関しては実際に不都合を感じる女

性も多く、国は、議論が始まった後、社会生活

上の不都合を解消すべく、今日まで旧姓の通称

使用の拡充を推進してまいりました。通称使用

がどこまで併記が可能となっているか、本県の

現状について質問させていただきます。 

 まず、パスポートの旧姓の通称併記の現状に

ついて文化生活部長にお伺いいたします。 

○文化生活部長（池上香君） パスポートにつき

ましては、旅券法施行規則の改正によりまして、

令和３年４月１日から、希望する方が必要書類

を提出することで旧姓を併記できることとなっ

ています。 

 本県での旧姓を併記したパスポートの交付実

績は、令和３年４月から昨年３月末までの３年

間で11件でございます。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 次に、運転免許証の旧姓の通称併記の現状に

ついて警察本部長にお伺いいたします。 

○警察本部長（髙清水善弘君） 運転免許証への

旧姓併記は、令和元年12月１日から運用されて

おります。旧姓を併記する方法は２通りござい
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まして、所有している免許証の裏面に旧姓使用

を記載するものと、新しい免許証の交付を受け

る際に氏名の右側に旧姓氏名を括弧書きで記載

するものがございます。 

 旧姓併記の手続は、運転免許証と、旧姓が確

認できる住民票等を持参し、免許センターまた

は各警察署等で行うことができます。 

 令和７年３月６日時点で、高知県内には208名

の旧姓を併記した免許証の保有者がいらっしゃ

います。 

 以上です。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 次に、選挙に際し、旧姓を通称として使用で

きる場面が増えてきていると思いますが、選挙

管理委員長に現状をお伺いいたします。 

○選挙管理委員長（田中庄司君） 選挙に際しま

しては、立候補時に届け出る氏名のほか、新聞

広告や政見放送などに用いる氏名について、届

出を行うことで旧姓を通称として使用すること

が可能となっております。直近３年間では、国

政の選挙区選挙で２件、県議会議員選挙で１件

の実績がございます。 

 また、令和２年９月の総務省通知により、当

選証書や選挙後に告示される当選者氏名につき

ましても、申出があれば旧姓の併記をする取扱

いとなっており、これまでに１件の実績がござ

います。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 県庁職員の旧姓の通称使用の現状について総

務部長にお伺いいたします。 

○総務部長（清水敦君） 知事部局では、職員が

職場において旧姓を使用できる制度を平成14年

11月に導入しておりまして、令和７年１月１日

現在で163名の職員がこの制度を利用しておりま

す。割合で申し上げると、令和５年度に結婚な

どの事由によって改姓の届出があった職員のう

ち、旧姓使用の申出があった職員は約８割、78.6

％でございます。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 通称使用に対し、県民への周知が少しずつ進

み、利用されているということが分かりました。

また、窓口において、手続に対する不満等も特

に上がってきてはいないということもお聞きし

ております。 

 また、昨今では手続自体の不便さも解消され

てきており、マイナ免許証の導入により事前に

利用同意手続を済ませていれば、名字の変更は

自治体への届出のみで、運転免許センターや警

察署での手続が不要といった取組が令和７年３

月24日から始まるとお聞きしております。様々

な手続のオンライン化が促進されていく中、不

便さはより一層解消されていくことと思います。 

 一方、女性側に改姓の負担が偏っている現状

を踏まえ、本県で通称使用の不便さに対し今ま

で県民から相談窓口に問合せ等はあったか、子

ども・福祉政策部長にお伺いいたします。 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） ＤＶ被

害、離婚問題や家庭問題などの相談窓口であり

ます女性相談支援センターや、人権全般に関す

る相談窓口の高知県人権啓発センター、男女を

問わず相談を受け付けておりますこうち男女共

同参画センターソーレに確認をいたしましたと

ころ、現在そうした相談実績はございませんで

した。また、人権・男女共同参画課においても

同様に、相談実績はございません。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 また、民間企業におきましても、９割近い企

業が企業内での従業員の通称使用を推進してい

るという調べもあり、私自身、数年前、経営し

ている会社の従業員が結婚し姓が変わった際、

仕事上の姓を旧姓にしたいということで、労務

的な手続も行いましたが、特に不都合は発生し

ませんでした。 

 一方、今回の議論の中で大きく焦点が当たっ
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ておりますのが子供への影響です。内閣府調査

では、子供にとってふさわしくない影響がある

のではないかと答えた方は69％となり、別姓派

の中でも子供の姓を選ぶ具体的な制度設計で足

並みがそろっているとは言い難く、日本経済団

体連合会や経済同友会が、別姓夫婦の子の姓を

婚姻時に決めることを支持しているのに対し、

日本弁護士連合会は、出生時に子の姓を決める

べきとの立場を取っております。 

 夫婦別姓がもたらす子供への影響についての

所見を子ども・福祉政策部長にお伺いいたしま

す。 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） 議員の

お話にありましたように、現在、選択的夫婦別

姓制度における議論の中では様々な意見が出て

おります。そうした中には、家族の中で姓が異

なることについて、家族の一体感が薄れるや、

子供に好ましくない影響があると思うなど、特

に子供への影響を心配する意見も出ております。

また、婚姻時または子の出生時といったいつの

時点で子供の姓を定めるかといった議論もあり、

例えば出生時ごとに定めた場合、兄弟姉妹で姓

が異なるといった可能性もございます。 

 いずれにいたしましても、子供の姓の決め方

をめぐりましては、制度導入の際には争点の一

つになると考えております。 

○６番（槇尾絢子君） 御答弁ありがとうござい

ました。 

 私自身も、この質問を書いている際に、６歳

になる息子と夫が目の前におりましたので、ふ

と、今までみんなで一緒の名字だったけれど、

あしたからお母さんの名字かお父さんの名字か

どっちか選ばないといけなくなったらどっちに

すると質問してみました。今までの姓を選ぶだ

ろうという予想に反し、息子は本当に悲しそう

な目で夫を見ながら、お母さんと一緒にすると

答えましたので、大変驚きました。 

 それを聞き、我々大人は選択に対しメリット・

デメリットを考え、責任を持つことができます

が、子供にはまだそのような複雑な選択はでき

ませんし、片方を選ばなかったことに対し負の

感情を抱くことも知りました。軽はずみな質問

をしてしまったことを後悔し、子供に対し大変

申し訳なく思いました。 

 このように、通称使用が生活の中である程度

拡充、認知、普及され、子供への影響もあるの

ではないかと言われているにもかかわらず、夫

婦別姓が推進される背景には、通称が法的根拠

を持たないことが一因であると考えられます。 

 私自身の経験ですが、結婚し、夫の姓に変更

した際、承継していた中小企業の法人名が旧姓

を冠しておりましたので、関係者全てに結婚し

たことを伝えることが難しく、また新規の取引

先等には法人名と代表名が違うことで違和感を

持ってほしくないという思いで、通称を使用し

ました。また、経営者は各種団体等に所属する

機会も多く、それら全てを変更することの煩雑

さも理由の一つでした。 

 商業・法人登記、不動産登記、特許を取得す

る際の特許庁への手続等、ビジネス上考え得る

手続の多くは、ここ数年で通称併記が可能となっ

ておりますが、私自身は、登記内容や銀行関係

の情報は第三者に開示する場面は限定的である

と考えたため、通称でなく実際の姓に変更いた

しました。その際、特に複雑な手続はありませ

んでしたし、通称と戸籍上の姓が相違すること

で経営上不都合な点は発生しませんでしたが、

金融機関の口座開設など、通称使用を認めない

ケースもまだ残っております。 

 改めて、旧姓の通称使用の法制度化について

の御所見を知事にお伺いいたします。 

○知事（濵田省司君） 近年、女性の社会進出や

価値観の多様化が進んでおります。そうした中

で、御指摘もありましたように、現在、結婚さ
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れた場合、女性のほうが改姓しているというカッ

プルが95％という数字もございます。こうした

女性は、結婚した後も、結婚前の御本人あるい

は周囲が長年なれ親しんだ姓を使用したいとい

う要望がおありだというふうに思います。こう

した要望にしっかり応えるためには、現行制度

の不便さや不利益を解消することが不可欠だと

いうふうに考えております。 

 今、議員からの御紹介もございました、例え

ばパスポートの対応におきましては、旧姓併記

という制度が動いておりますけれども、経団連

のほうでは、これは国際的にはなかなか通用し

にくいと、さらに制度改正が必要だという御意

見でございます。 

 そして、御紹介をいただきました、かつて国

の法制審議会が提示をされましたいわゆる選択

的夫婦別姓の制度は、こうした要望への端的な

解決策であるとは考えます。そういう意味で、

野党だけではなく与党の一部あるいは経団連か

らも、この別姓制度の早期実現を求める声があ

ると承知をしております。 

 しかしながら、議員からもお話ございました

ように、この点に関しましては、我が国の伝統

的な家族観や絆の崩壊を招き、好ましくないの

ではないかといった、ある意味イデオロギー的

といいますか哲学的な面からの反対意見も大変

根強いものがあるというふうに考えております。

こうした立場の方々からは、国政の場などで、

旧姓の通称使用の拡大によってこの問題の解決

を図ってはどうかという提案もたくさん行われ

ているという状況だと思います。 

 私自身の考えでございますが、これはかねて

から申し上げているとおりでございますけれど

も、こうした不利益を解決いたします現実的な

手法といたしましては、法律の改正で、併記で

はなく本名に置き換えるような形での旧姓の通

称使用を認める、言わば通称使用を究極的に拡

大していくという手法で打開案が見いだせるの

ではないかというふうに考えているところでご

ざいます。 

 こうした視点で、現在この具体的な案が示さ

れているものを比較検討してみますと、自民党

の稲田元防衛大臣がこういった制度を提唱され

ています。建前としての夫婦同姓制度は維持を

する、しかし旧姓の併記ではなく置き換え型で、

言わば通称として旧姓を使用できる、そして法

律でそれを保証するといったような案でござい

まして、言わばこれは届出によって公的に旧姓

のみを使用できることを認めるという案でござ

いまして、こうした案をベースに具体的な制度

設計を議論するというのが、今、賛成派、反対

派、両派が折り合いどころを探すことができる

最も現実的な対応ではないかという思いを持っ

ております。 

 選択的夫婦別姓の採用で一挙に問題の解決を

図るという、これも一つの考え方だと思います

けれども、社会の進歩は一歩一歩でないとなか

なか進まないとすれば、一遍に前へ進むという

ことに固執をせずに、一歩前進で、先々にはま

た新たな見直しも考えていくといったような考

え方もあり得るのではないかと思います。いず

れにいたしましても、このテーマは国政の場で

議論いただくべき問題でございますので、ただ

いま申し上げました旧姓使用を望む女性の希望

に添えるような方向で与野党が真摯に議論をい

ただいて、早く成案を見つけていただくことを

私としては期待したいと思っております。 

○６番（槇尾絢子君） 御答弁本当にありがとう

ございました。 

 私自身も、四半世紀議論を続けてきたから決

着を急ぐではなく、通称使用が拡充されてきた

結果も受けていただき、また議論の場に立つこ

とができない子供への影響も鑑みて、国におい

て議論が進んでいってほしいと思います。 
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 また、私自身、選挙への立候補時に、これを

機会にと思い、通称使用をやめ、戸籍での姓に、

メールアドレス以外は全て切り替えました。そ

のときに感じましたのが、婚姻時は26歳だった

のですが、やはりまだまだ未熟で、経営に対す

る自信もなく、少しの不安要素も残したくない、

煩雑な作業を増やしたくないという焦りもあっ

たなというところです。戸籍の姓を名のり、特

に仕事上不都合もありませんでしたし、改めて

夫の家族とのつながりも感じることができまし

た。 

 私自身、今後とも、誰がどの姓を選んでも、

通称を使用しても、不都合なく活躍できる高知

県、日本となるよう願い、取り組んでいければ

と思います。 

 次に、歯科衛生士について質問させていただ

きます。 

 歯科衛生士は国家資格であり、高い専門性を

有しているにもかかわらず、勤務先を変更した

経験が７割以上と高く、名簿登録者数は令和２

年度には約30万人に上りながら、実際の就業者

数は約14万人の半数以下にとどまっており、資

格を持ちながら歯科衛生士として働いていない

方が多く、現場においては７割の都道府県が不

足していると答えております。 

 令和６年に行われた厚生労働省の歯科衛生士

の業務のあり方等に関する検討会では、現状と

今後の検討の進め方の中において、少子高齢化

における歯科保健医療を取り巻く状況を分析し

ながら、令和７年に需要に関する検討がなされ、

その上で業務の在り方、人材確保対策が取られ

ると示されております。 

 本県においては、令和６年度も高知県歯科衛

生士養成奨学貸付金制度が継続され、県、歯科

医師会、歯科衛生士会一丸となって確保対策を

推進されていることと思いますが、高知県歯科

衛生士養成奨学金制度を利用した歯科衛生士確

保の現状について健康政策部長にお伺いいたし

ます。 

○健康政策部長（中嶋真琴君） 歯科衛生士養成

奨学貸付金は、歯科衛生士の確保と地域偏在を

解消するための制度で、特に不足感のある県中

央部以外の歯科診療所への就業を促すものでご

ざいます。 

 平成30年度の制度創設後、実質的に初めての

卒業生となります令和２年度の卒業生から直近

の令和５年度の卒業生までの４年間で、16名の

方が中央部以外の歯科診療所に就業し、現在も

活躍をされております。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 歯科衛生士の男女比率は99％以上が女性であ

り、働く場として診療所だけでも県内に346か所、

偏在もありますが各地域に広く分布しており、

歯科診療所１か所当たりの衛生士数の平均は本

県において約2.2人、先ほどの比率を鑑みますと、

歯科医療の現場は女性が活躍する場の一つと

なっていると考えられます。また、25から29歳

の従事者数が最も高く、より魅力的な仕事内容、

職場環境になっていくことは、本県への若者の

定着、増加にもつながると考えられます。 

 一方で、結婚・妊娠・出産などライフイベン

ト等で一時職場から離れた際そのまま退職、そ

の後復帰したくともスキル不足を感じ、なかな

か復帰できないといった現状があります。また、

診療所であれば、平均雇用数が2.2人となれば、

育休・産休中のみの代替要員の確保も大変難し

いのではないでしょうか。 

 復職支援や人材確保対策は喫緊の課題である

と感じますが、本県においてはどのような取組

がなされているのでしょうか、健康政策部長に

お伺いいたします。 

○健康政策部長（中嶋真琴君） 県内にも、歯科

衛生士の資格を持ちながら就業されていない方

が一定数いることから、県では県歯科医師会や
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歯科衛生士会などと連携し、復職支援を含む人

材確保に取り組んでおります。 

 現在、復職支援については、県歯科医師会の

ホームページで歯科診療所の求人情報の一覧を

提供しているほか、復職前には実技の研修を行っ

ております。また、人材確保については、歯科

衛生士の認知度を向上させるため、県内３会場

で職業体験のイベントなどを開催しております。

あわせまして、来年度には、県歯科衛生士会と

歯科衛生士の就業などに関する意向調査を行い

まして、今後の取組に生かしていく予定でござ

います。 

 現在、国におきましても、歯科衛生士の人材

確保を課題として捉え、今年度は処遇改善に向

けた診療報酬の改定を行いましたし、令和８年

度には歯科衛生士の確保対策を取りまとめるよ

う議論を進めております。こうした国の動向も

見ながら、引き続き効果的な人材の確保に取り

組んでまいります。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。 

 近年では、口腔管理が誤嚥性肺炎の発症予防

につながるなど、口腔と全身との関係について

広く指摘がなされており、このような観点から、

歯科医師だけでなく歯科衛生士が口腔管理に、

より一層関わっていくことが期待されておりま

す。 

 今後、後期高齢者の増加とともに、在宅での

生活を希望される方も増加することが見込まれ

ますので、在宅歯科診療の充実によって歯科衛

生士の活躍の場も増えていくと考えますが、本

県の在宅歯科診療の充実に向けた取組について

健康政策部長にお伺いいたします。 

○健康政策部長（中嶋真琴君） 歯科診療所への

通院が困難な高齢者など、在宅療養者にとって

も口腔ケアは欠かせないことから、県では、高

知市、安芸市、四万十市の３か所に在宅歯科連

携室を設置し、在宅歯科診療の普及を進めてお

ります。 

 在宅歯科連携室は、歯科衛生士が診療の相談

を受けた後、患者宅を訪問して口腔のチェック

を行い、治療の必要があれば近隣の歯科診療所

が訪問する仕組みとなっております。今年度の

活動実績は、12月末時点で482件の相談があり、

歯科衛生士の訪問が235件、歯科医師による訪問

治療が182件となっております。 

 利用者は増加しておりますが、歯科診療の必

要がありながらも利用ができていない患者もい

ることから、来年度からは、日常的に患者に接

している訪問看護師などが歯科診療の必要性を

判断して在宅歯科連携室につなぐ取組も始める

こととしております。 

 引き続き、在宅療養者に必要な歯科診療が行

き届くよう、関係団体と連携して取組を強化し

てまいります。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、災害時における妊産婦、乳児への支援

についてお伺いいたします。 

 先日、高知県医師会災害医療対策研修会に参

加させていただき、能登半島地震が発生した際、

石川県医師会災害対策本部にてＪＭＡＴの指揮

を執られた秋冨先生のお話をお伺いいたしまし

た。東日本大震災や能登半島地震、大きな災害

での救援活動を経験された立場からの現実的な

知見、アドバイスは、来る南海トラフ地震を考

えるに当たり大変意義のあるものでした。 

 対策の一部で、避難所内での事前取決めやリ

ハビリ等が必要な方へのスペースの確保、妊産

婦、乳児、障害のある方、高齢者のための備蓄

など、避難所運営の重要性が挙げられておりま

した。一方で、高齢者や障害がある方、妊産婦、

乳児など特別な配慮が求められる方々は、一般

の避難所において生活することが困難な場合が
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あります。 

 このような方々を対象として福祉避難所を各

自治体で指定しておりますが、各自治体の福祉

避難所の指定状況について過不足はないか、子

ども・福祉政策部長にお伺いいたします。 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） 議員の

お話にありましたとおり、一般の避難所で避難

生活を送ることが困難な要配慮者の避難先を確

保するため、市町村が福祉避難所を指定してお

ります。令和６年９月の時点で、社会福祉施設

や特別支援学校など248施設、１万584人分が指

定をされております。 

 一方で、福祉避難所への想定避難者は１万5,403

人が見込まれておりまして、県全体で4,819人分

が不足をしております。市町村ごとに見てみま

すと、充足しているのは21市町村、不足してい

るのは13市町村でありまして、特に高知市が5,758

人不足といった状況にございます。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 昨年２月議会でも、福祉避難所の重要性は先

輩議員の方々が質問されていらっしゃいました

ので、今回は妊産婦、乳幼児に視点を当てて質

問させていただきます。 

 現在、避難所での妊産婦、乳児の対応につい

て、避難所で生活している妊産婦、乳幼児への

支援のポイントとして段階ごとの支援がまとめ

られ、避難所生活において母子にストレスがか

からないよう計画されております。 

 一方で、災害時、身体的・精神的ダメージに

より妊娠経過が不安定になりやすく、流産や早

産の危険性が高まる可能性もあり、また乳幼児

は環境の変化を受けやすく、体調を崩す可能性

も出てくるため、母子専用の避難所の必要性は

少しずつですが議論が高まってきているところ

です。 

 本県に妊産婦や乳幼児の受入れに特化した福

祉避難所は指定されているか、子ども・福祉政

策部長にお伺いいたします。 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） 県では、

市町村向けに、高知県福祉避難所設置・運営に

関するガイドラインを作成し、市町村はこのガ

イドラインに基づきまして、特別養護老人ホー

ムや障害者支援施設、保育所などを福祉避難所

として指定しております。 

 この中で、妊産婦や乳幼児の受入れに特化し

た福祉避難所は、令和６年９月現在、５市町で

16施設が指定されておりまして、その多くは保

育所でございます。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございます。 

 16か所、現在指定されているとのことで、今

後、各自治体で妊産婦や乳幼児の受入れに特化

した福祉避難所の指定数を増やしていくことへ

の御所見を子ども・福祉政策部長にお伺いいた

します。 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） 災害時

に妊産婦や乳幼児に配慮した施設は、心身の健

康状態の悪化防止のために必要となってまいり

ます。しかし、先ほど申し上げましたように、

妊産婦や乳幼児の受入れに特化した福祉避難所

は16施設にとどまっております。このため、妊

産婦や乳幼児が安心して避難生活が送れるよう、

これらの方に特化した福祉避難所を増やすこと

や一般の避難所での配慮などを市町村に働きか

けてまいります。 

 また、現在の福祉避難所の想定避難者数は、

高齢者や障害者といった属性ごとの細かな分析

ができていないため、有識者による検討会を立

ち上げまして、想定避難者数や施設の受入れ可

能人数を精査し、よりよい避難の在り方を検討

することといたしております。この検討会の中

におきまして、妊産婦や乳幼児の避難の在り方

についても検討してまいります。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 
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 先日、自民党の女性局で、香川県にあるメロ

ディ・インターナショナル株式会社さんが開発

されました周産期遠隔医療機器を視察させてい

ただきました。香川県は、中山間だけでなく島

嶼地域も多く、そういった地理的要因も重なり、

10年前までは赤ちゃんの死亡率がワースト１位

であり、世界中のお母さんに安心・安全な出産

をという思いで遠隔医療サービスを提供する

ネットワーク型分娩監視装置ｉＣＴＧと周産期

遠隔医療プラットフォームMelody iの開発に取

り組まれたことをお伺いいたしました。 

 現在、岩手県、千葉県、京都府、石川県で導

入されております。また、石川県では能登半島

地震発生の約３か月前に輪島市等の病院８か所

に導入がなされており、地震の際は産科病棟も

被災しましたが、翌日から分娩を再開すること

の一因に寄与したという事例もお伺いいたしま

した。 

 南海トラフ地震の発生率も高まっている中、

中央部に産科施設が集中し、中山間、海岸部を

多く抱えている本県において、遠隔医療の重要

性は高いと考えますが、今後の周産期遠隔医療

の展開について健康政策部長にお伺いいたしま

す。 

○健康政策部長（中嶋真琴君） 本県では、分娩

施設の減少と地域偏在が課題となっていますこ

とから、周産期遠隔医療の導入は積極的に検討

すべきと考えます。このことは、昨年12月に公

表しました周産期医療の将来像にも位置づけて

おりまして、来年度には、県の周産期医療協議

会にＩＣＴ機器活用の検討部会を立ち上げて、

遠隔医療の導入について議論を開始します。 

 周産期の遠隔医療機器については、一定の評

価がある一方で、産科医師からは、導入に当たっ

ては慎重な議論が必要との意見もございます。

このため、来年度、検討部会で議論を行い、機

器の安定性や安全性を確認しながら、再来年度

以降に導入する予定としております。導入がで

きれば、お話にありましたように、分娩施設が

遠方の妊婦さんにとって安心で安全な出産につ

ながることはもとより、災害時にも有効と考え

ております。 

○６番（槇尾絢子君） 御答弁ありがとうござい

ました。 

 次に、デジタル化の促進についてお伺いいた

します。 

 2020年に勃発いたしました新型コロナウイル

スの感染拡大は、本県の経済活動を急激に落ち

込ませ、多くの中小零細企業の利益が大幅に悪

化する要因となりました。この間、資金繰り等

の支援により借入を増やすことで、企業は倒産

を回避いたしました。アフターコロナ下の企業

が利益を回復させ、借入金の返済をスムーズに

行っていくためには、不採算事業の整理とデジ

タル技術の活用による様々なコスト削減が必要

であると感じております。 

 今までの取組を踏まえ、デジタル化がもたら

した成果について商工労働部長にお伺いいたし

ます。 

○商工労働部長（岡田忠明君） 県では令和３年

度から、産業振興センターに、デジタルに関す

る専門人材を配置し、企業のデジタル化計画の

策定や実行に向けた伴走支援に取り組んできま

した。 

 これまでに計画を策定した125社のうち、計画

期間が完了した47社の効果を検証した結果、約

３分の２の企業で売上げや利益が増加していま

す。また、１社当たりの平均で年間2,000時間を

超える業務が削減されたことで、残業時間の縮

減や省力化にもつながっています。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 デジタル化に取り組んだことで県内企業にど

のような変化があったのか、事例について商工

労働部長にお伺いいたします。 
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○商工労働部長（岡田忠明君） 多くの企業で、

システムや機械装置を導入することで伝票の転

記作業や製造工程の検査業務などを自動化し、

ミスの削減や品質の向上につなげています。ま

た、これまで経営者の経験や勘を頼りに事業活

動を行っていた企業が、社内や顧客のデータを

見える化することで、データに基づく経営判断

や事業活動を行うようになるなどの変化も生じ

ています。さらに、特定の担当者に依存してい

た属人的業務を標準化したことで、従業員の休

暇取得が促進されるなど、働き方改革につながっ

た事例も生まれています。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 先日、会派の何名かで、香川県にあるかがわ

ＤＸ Labを視察させていただきました。かがわ

ＤＸ Labは、香川県内を一つの生活圏として、

デジタルによる地域課題解決を通じたまちづく

りに取り組む官民共創のコミュニティーのこと

を指します。視察をさせていただき、企業を含

め老若男女広く県民が気軽にデジタルに触れ合

え学べる場は大変重要であると感じました。ま

た、デジタルの便利さを個人が身をもって理解

することは、各産業のデジタル化の促進にもつ

ながっていくと考えられます。 

 しかし、中山間地域の中小零細企業では高齢

の経営者の方も多く、パソコンやスマートフォ

ンを仕事の中で使うことに抵抗感を感じる方も

まだまだ多いと感じます。今後、企業を廃業す

るのではなく、次の世代への事業承継につなげ

るためにも、そういった企業の皆様にデジタル

技術の便利さを感じてもらい、仕事の中にデジ

タルツールを取り入れてもらうような取組が必

要であると感じますが、商工労働部長に所見を

お伺いいたします。 

○商工労働部長（岡田忠明君） 令和５年に実施

した県のアンケート調査では、県内企業の約半

数がデジタル化を活用しておらず、その傾向は

特に小規模企業で顕著です。とりわけ、地元に

ＩＴ企業やパソコン教室が少ない中山間地域で

は、デジタル技術導入のきっかけが乏しいため、

県内でも情報格差が生じています。 

 このため、来年度は、中山間地域４か所で、

デジタルをあまり活用されていない企業を対象

にデジタル入門講座を対面式で開催し、デジタ

ル導入のきっかけとしていきます。この講座で

は、実際にデジタルツールに触れていただき、

デジタル化の効果や利便性を実感していただく

ことで、中山間地域の中小零細企業のデジタル

化を促進していきます。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 視察の中で私自身衝撃を受けましたのが、高

齢者の方が写真の加工などデジタル技術を積極

的に学んでいた姿です。このようにデジタル技

術を使いこなされている高齢者がいる一方で、

デジタル技術に不慣れな高齢者も多いと感じま

す。 

 県が今年度実施した県民世論調査では、70歳

以上の約４分の１に当たる方がスマートフォン

を持っていないと回答されております。その原

因の一つとして、県内の町村の多くには携帯

ショップがなく、身近にスマホの操作を相談す

る場所がないためではないかと考えられており

ます。 

 そのため、県民の誰一人としてデジタル化に

取り残されないためにも、デジタルに不慣れな

高齢者の方が身近な場所で気軽にスマホの使い

方を相談できるような取組が大変重要であると

感じますが、総合企画部長の御所見をお伺いい

たします。 

○総合企画部長（松岡孝和君） 議員からお話の

ありましたように、スマートフォンを使い慣れ

ていない高齢者にとって、身近で気軽に相談で

きる環境を整えることは大変重要と考えており

ます。 
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 県では令和４年度から、市町村やあったかふ

れあいセンターなどの職員を、身近な場所で相

談を受けるサポーターとして養成してきており

ます。令和４年度から令和６年度で207名の方を

サポーターとして養成してまいりました。 

 より多くの高齢者が身近で気軽に相談できま

すよう、引き続きサポーターの養成にしっかり

と取り組んでまいります。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。

今後とも本県のデジタル化が進んでいきますよ

うに、どうぞ引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

 次に、依存症について質問させていただきま

す。 

 県では今まで、依存症に対し、アルコールに

よる健康障害、ギャンブルや薬物等の依存症、

それぞれの依存症を各段階に分けて対策してき

たことと思いますが、令和６年度より総合的に

依存症対策を推進し、様々な依存症にも対応で

きるよう、共通する対策やそれぞれの特徴を踏

まえた包括的な計画として高知県アルコール健

康障害・依存症対策推進計画を策定されたこと

と思います。同計画に記載されている３つの段

階についてお伺いいたします。 

 まず、発症予防においては、依存症は病気で

あるとの理解が広がるような普及活動が重要と

思われますが、具体的な取組を子ども・福祉政

策部長にお伺いいたします。 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） 依存症

は、誰もがなり得る可能性があり、適切な治療

と支援により回復することが可能な脳の病気で

あると言われております。県では、こうした依

存症に関する正しい知識の普及啓発に取り組ん

でおります。具体的には、メンタルヘルスに関

する県のサイト、メンタルヘルスサポートナビ

におきまして、依存症の仕組みや、回復のため

に必要な心構え、また県内の相談窓口などにつ

いて総合的に情報発信を行っております。 

 さらに、近年、オンラインで気軽にできるギャ

ンブルが全国的な広がりを見せているため、今

月中をめどに、ギャンブル依存症に関するドラ

マ仕立ての啓発動画を作成予定であります。来

年度からは、この動画をＳＮＳ上で発信いたし

ますとともに、県が実施する依存症の予防講座

など様々な場面において活用し、依存症の正し

い知識の普及啓発をさらに充実させてまいりま

す。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 次に、進行予防においては、治療が必要な依

存症の方が早期に適切な医療につながるよう、

相談体制や医療提供体制の充実が求められてい

ると思われますが、具体的な取組について子ど

も・福祉政策部長にお伺いいたします。 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） 依存症

は、本人に病気であることの自覚が少ないとい

う特徴があり、その結果、医療機関での受診が

遅れ、症状が進行してしまうといった傾向がご

ざいます。 

 このため、県では、進行予防の取組としまし

て、潜在的な依存症の方も含め、早期に相談に

つなげ、支援ができるよう、市町村のケースワー

カーや社会福祉協議会の職員などを対象に、依

存症の基礎知識などを学ぶ研修を開催しており

ます。また、内科医など、依存症の患者を最初

に診察することの多い地域のかかりつけ医を対

象に、依存症など精神疾患の基礎知識を学ぶ研

修を開催しております。 

 来年度は新たに、県内の依存症治療の充実を

図りますため、精神科医を対象とした依存症の

医療的知識や対処方法を学ぶ専門研修を実施す

る予定であります。 

 これらの研修を通じまして、依存症の方を早

期にふさわしい相談窓口や適切な医療につなげ

る体制を充実させてまいります。 
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○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 最後に、回復・再発予防においては、依存症

の方が一人の力で回復や再発を予防することは

難しく、同じ目的を持った仲間や自助グループ

の支援が重要です。そうした支援を行う場であ

る回復施設は全国にあり、山梨県や岩手県など

のギャンブル依存症の回復施設では、当事者が

スタッフとして活動し、社会復帰に向けた生活

訓練や就労支援も行っていると伺っております。 

 そこで、本県において、こうしたギャンブル

依存症の回復施設が整備されることへの所見に

ついて子ども・福祉政策部長にお伺いいたしま

す。 

○子ども・福祉政策部長（西森裕哉君） ギャン

ブル依存症回復施設は、依存症からの回復を目

指す方が健康な心と規則正しい生活習慣を取り

戻していく場所だと承知をしております。施設

では、当事者同士が悩みや経験を語り合うグルー

プミーティングや、ボランティアや清掃活動な

ど地域とも連携しながら、社会復帰に向けた支

援を行っております。 

 依存症の方が病気と向き合い回復していく上

では、御家族だけでなく、地域の支援機関や同

様の経験を持つ仲間などによる支援が重要と

なってまいります。県の精神保健福祉センター

では、自助グループや家族会の活動への支援、

また市町村など身近な支援者を対象とした研修

などを行いまして、依存症の方を地域で支える

体制づくりに向けて取り組んでおります。 

 こうしたことから、仮に本県に同様の施設が

設置された際には、地域全体でギャンブル依存

症の方を支えていくといった視点で連携した取

組ができないか、検討することになると考えて

おります。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 次に、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害防

止に向けた取組について質問させていただきま

す。 

 近年、全国的に、おれおれ詐欺などをはじめ

とした特殊詐欺の被害が拡大して深刻な状況と

なっていますが、特殊詐欺以外にも、ＳＮＳを

使用して対面することなく金銭などをだまし取

るＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害が増加し、

昨年は県内でも約６億5,000万円の被害が発生

したと報道されております。 

 ＳＮＳ型投資詐欺は、投資をすれば利益が得

られると信じさせ、投資アプリに誘導して虚偽

の利益を表示することにより信頼感や安心感を

与え、架空の投資を継続させながら金銭などを

だまし取るもので、ＳＮＳ型ロマンス詐欺は、

恋愛感情を抱かせ、交際の継続や結婚を前提と

しながら、架空の事実等を口実に金銭などをだ

まし取るものです。 

 このＳＮＳ型詐欺の特徴として、特殊詐欺が

高齢者層に被害が集中している一方で、ＳＮＳ

型詐欺の被害者は若年層や壮年層にも拡大して

いると伺っております。この種の犯罪について

は、犯人側がどのように接触してくるか、どの

ように金銭を要求してくるかなど、犯行の手口

を広く知ってもらうことが重要と考えます。 

 ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害防止に向

けた広報啓発の取組について警察本部長にお伺

いいたします。 

○警察本部長（髙清水善弘君） 議員からお話が

ありましたとおり、この種の詐欺被害を防止す

るためには、県民の皆さんに犯罪、犯行の手口

を広く知っていただくことが重要と認識してお

ります。 

 そのため、県警察では、被害発生時における

新聞やテレビ、ラジオによる広報をはじめ、県

警察公式エックスやデジタルサイネージ、広報

用チラシの配布、被害防止イベントの開催、大

学や老人クラブでの防犯講話など、その手口を

広く知っていただくため、あらゆる活動を通じ
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て注意喚起を行っているところでございます。 

 加えて、来年度は、詐欺の手口を紹介する動

画を作成いたしまして、幅広い年代層が閲覧し

ておりますフェイスブックやユーチューブなど

で配信することを計画しております。令和７年

度当初予算案に所要額を計上しているところで

ございます。 

 今後も、より一層タイムリーかつ効果的な注

意喚起、広報を行うなど、詐欺被害から県民を

守る取組に全力を挙げてまいります。 

○６番（槇尾絢子君） 御答弁ありがとうござい

ました。 

 終始熱心な御答弁をいただきまして本当にあ

りがとうございました。 

 また、今議会で勇退されます、本日ここに出

席されております幹部職員をはじめとする県庁

の皆様方、これまでの県勢浮揚に対する皆様方

の御苦労に感謝を申し上げまして、私の一切の

質問とさせていただきます。ありがとうござい

ました。（拍手） 

○副議長（金岡佳時君） 以上をもって、槇尾絢

子議員の質問は終わりました。 

 ここで午後２時45分まで休憩といたします。 

   午後２時24分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後２時45分再開 

○議長（加藤漠君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 下村勝幸議員の持ち時間は50分です。 

 11番下村勝幸議員。 

○11番（下村勝幸君） 議長のお許しをいただき

ましたので、早速質問に入ります。 

 まず、最初の質問であるスペースポート、い

わゆる宇宙港に関しましては、新聞やメディア

でこの話題を目にしたことがある方もいるので

はないかと思います。これまで本会議におきま

して何度か宇宙関連の質問をしてきた者として、

さらには一般社団法人スペースポート高知の設

立に至る経緯を知る者として、皆様に現在の状

況や今後予想される未来図の形をお伝えできな

いかと思い、この質問を取り上げることにいた

しました。 

 しかしながら、今から御質問させていただく

ことは全て仮定の話ばかりです。したがいまし

て、答弁は全て仮定の話ということで結構でご

ざいますので、ぜひ未来の高知、いや日本の未

来の姿に思いをはせながら、そして夢を膨らま

せながらお答えいただければと思っております。 

 冒頭、説明が少し長くなりますが、御容赦願

います。それでは、質問に入らせていただきま

す。 

 これまで本会議におきまして、令和４年２月

議会、令和５年２月議会と２度にわたり宇宙関

連の質問を行ってまいりました。そんな折、昨

年の７月に２人の若者が、私のところに、お話

を聞いていただきたいと言って、やってまいり

ました。私がこれまでに本会議で宇宙関連の質

問をしていることを知り、訪ねてきてくれたよ

うであります。 

 冒頭、彼らは、高知県にロケットの離着陸場

を造りたいと思っているという話を始めました。

取りあえず大型ロケットは種子島に任せ、当面

は小型や中型ロケットの離着陸場を高知に造る

ことができないかというお話でありました。 

 そんな彼らは、土佐中・高の同級生で、大学

を卒業後、それぞれが海外での仕事を経験して

おります。そんなお二人ですが、１人は家業を

継ぐために高知へ帰ってきたときに、人口減少

や少子高齢化の荒波にもまれ、だんだんと元気

がなくなっていく高知を目の当たりにし、自分
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の生まれ育ったこの高知を何とかしなくてはい

けないと思ったそうであります。そこで、現在

ニュージーランドで衛星などの宇宙機通信シス

テムを設計、開発する業務に携わっているもう

一人の友人と、この高知県に宇宙輸送機の離着

陸場を造り、それを核として宇宙産業を興そう

と考えたようであります。 

 当初、私が話を聞いたときは、それがあまり

にも壮大な計画で、私自身、現実的には少し難

しいのではないかと考えておりました。しかし

ながら、その後何度も彼らと意見のやり取りを

する中で、徐々に、若者らしい非常に夢のある

大胆なその発想に大いに共感するようになりま

した。 

 そこで、まずは高知県内の各種団体の皆様に、

御意見を伺ってみようということになり、高知

高専の今井先生を含めた３人で各界の皆様の御

意見を伺うことといたしました。なお、今井先

生につきましては、全国の高専生と一緒に実際

に人工衛星を開発し、その人工衛星の打ち上げ

や高専における継続的な衛星開発プロジェクト

が評価され、昨年、内閣府の宇宙開発利用大賞

の文部科学大臣賞を受賞しております。 

 さて、話を戻しますが、県内の工業界、産業

界、経済界、金融界そして教育界などの様々な

団体の代表の方たちの御意見をいただくため、

昨年の夏から冬にかけて、その可能性について

御意見をお聞きしてまいりました。そこでの皆

さんの反応は一様に、面白いね、わくわくする

ね、夢があるね、成功するまで長生きしような

ど、非常に前向きな御意見をいただくと同時に、

越えないといけない壁も多いと思うけれど頑張っ

てなどの声をいただき、この計画についてのあ

る一定の手応えも感じてきたところであります。 

 そこで、相談させていただいた皆様の御賛同

がおおむねいただけたということで、今年の２

月３日に完全民間主導により、一般社団法人ス

ペースポート高知が設立されました。私はまだ

法人化は早いのではないかと進言いたしました

が、自分たちの思いを正確に伝え、本気度を見

せ、本当にやる気であるという熱意を伝えるた

めにも法人化し、正式な形で今後勉強会を重ね

ていきたいとのことで、そうした決断に至った

ようであります。 

 私も、これまで２度にわたり、このような勉

強会の開催について県議会で訴えてまいりまし

たが、私が当初考えていたものより、はるかに

スケール感が大きくなったと感じております。

しかしながら、ようやく本格的にこの議論が始

まりそうで、私自身非常にわくわくしていると

ころでもあります。 

 そんな中、先月の２月26日に一般社団法人ス

ペースポート高知の設立イベントが開催されま

したが、現場会場やオンライン参加を合わせて、

全国から世界的にも有名な大手製造業の皆さん、

金融機関、宇宙関連企業など160名の人たちがそ

の設立イベントに参加し、私自身、その関心の

高さに驚きました。そして、その会の中で今後

の計画が発表され、さきに述べた法人を中心と

し、こうした取組への賛同者を募るのと同時に、

宇宙関連の勉強会を続けながら、高知県でのロ

ケット離着陸場整備の可能性を探っていくこと

としております。さらには、その知見を集約し

た提言書を今年９月には県に提出することを当

面の目標としているようであります。 

 ちなみに、一般社団法人の名前にもなってお

りますスペースポートにつきましては、令和５

年２月の議会質問において、大分県の大分空港

を活用したロケット発射の事例を紹介いたしま

したが、現在国内では、このスペースポート開

設で先行している地域として、北海道の大樹町、

そして今御紹介した大分県、種子島に代表され

る鹿児島県、和歌山県のスペースポート紀伊な

どがありますが、全国各地で宇宙関連産業への
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取組が非常に活発化してきているのが現状であ

ります。なお、そうした日本にあるスペースポー

トを束ね、日本のハブとして活動しているのが、

一般社団法人Space Port Japanであります。ち

なみに、その代表理事には宇宙飛行士の山崎直

子氏が就任されております。 

 さてここで、スペースポートを国がどのよう

に位置づけているのか、御紹介したいと思いま

す。令和５年６月13日に閣議決定されました宇

宙基本計画に基づき、そのロードマップとして

まとめられたのが宇宙技術戦略であります。こ

れは令和６年３月28日に宇宙政策委員会によっ

てまとめられております。その中に、スペース

ポートにつきまして、次のような記載がござい

ます。 

 宇宙港は、ロケットの打上げ拠点としてだ

けでなく、ロケット・宇宙機の帰還拠点とし

て重要な役割を果たすとともに、周辺におけ

る観光・教育・体験、研究・創薬・材料など

の様々な産業集積によって、新たな価値創造

や地方創生を進める宇宙ビジネスのハブ拠点

として期待される。このような相乗効果を生

み出すためには、海外の宇宙港整備の事例を

研究しつつ、宇宙輸送分野と他産業の間の

オープンイノベーションを積極的に創出する

仕組みが必要であり、宇宙港価値創造技術と

して、周辺産業との連携・協業を促すことに

取り組むことが非常に重要である。宇宙港に

ついては、国内で複数のスタートアップがロ

ケットの開発を進めている。そのためには、

宇宙港におけるロケット打上げ運用や整備・

組立等の本来機能を、安全性と信頼性をもっ

て効率的に果たせる技術を向上させるととも

に、企業の研究や教育拠点などの周辺産業と

の連携を通じて、更に技術的に高度な宇宙旅

行などへ対応させることが求められる。この

ような取組を通じ、宇宙港を核に価値を創造

し、地方創生へとつなげ、宇宙産業における

イノベーションを創出し、我が国の宇宙輸送

サービスのハブ拠点へとつなげていく。 

 と記されております。 

 また、ＪＡＸＡが発行している「宇宙ビジネ

スと自治体事例ハンドブック はじめの一歩」に

よれば、宇宙インフラから人材育成、教育まで

の11分野において様々な活用事例が紹介されて

おります。全てをここで紹介することはできま

せんが、高知県にとっても大きな可能性を秘め

ていると私は考えております。 

 大変長くなりましたが、まずは知事に御質問

させていただきます。今から３年前の令和４年

２月議会におきまして、私の宇宙関連の質問へ

の答弁で、知事からは非常に前向きな御答弁を

いただいたと承知しておりますが、高知県出身

の２人の若者が高知県のことを思い行動を起こ

していることについて、これまでのお話をお聞

きになって率直にどうお感じになったのか、ま

ず知事の御感想をお伺いしたいと思います。 

○知事（濵田省司君） このスペースポートのお

話をお伺いしまして、まず最初に、大変夢のあ

る話だと、またわくわくする話だというふうに

受け止めました。その一方で、御指摘もありま

したように、実現に向けましては適地の確保で

すとか多額の資金調達、こういった乗り越えな

ければならない高い壁が数多くあるだろうとも

思ったところであります。 

 ただ、そういった壁がありながらも、本県出

身のお二人の若者が高知の未来を思い、そして

一歩を踏み出し挑戦するという決断をされたこ

とは誠に頼もしく思いますし、こうした取組が

民間主導でスタートしたということは大変うれ

しく、また私自身大変勇気づけられる思いであ

ります。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございます。 

 知事から、夢があると、わくわくする、けれ
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どそこには高い壁があるというお話もございま

した。私も、彼らが決断し立ち上がったことを

本当にうれしく思うのと同時に、これから期待

しているところであります。 

 そうした中、次に、これもあくまでも仮定の

話でありますが、ロケットの離着陸場が高知に

造られた場合、そのロケットに搭載される人工

衛星の開発や人工衛星データを生かす技術研究

によって、県内にある高知工科大学や高知大学、

また高知高専、さらには工業界や産業界に新た

なイノベーションの波を起こせる可能性を秘め

ていると私は考えております。当然、これまで

の意見交換の中で、県内の教育界や工業界の代

表の皆様からも賛同の意をいただいておるとこ

ろでございます。 

 さらに、こうしたイノベーションを必要とす

る革新的な事業には、新しい発想のできる若い

人材を非常に多く必要とするため、現在高知県

が県を挙げて取り組んでいる人口減少対策にも

大いに寄与することができるのではないかと私

は考えております。 

 ちなみに、毎年県教委主催で、県議会議員と

高校生の間で意見交換会が行われておりますが、

今年度も私もオブザーバー参加させていただい

た高知小津高校で、１人の高校生から次のよう

な意見がございました。今回の質問に大いに関

連があると思いますので、少し紹介させていた

だきたいと思います。彼の質問は次のとおりで

した。 

 高知県の特産品を使って宇宙食を作る研究を

しています。将来的に宇宙旅行などが実現した

場合、質の高い宇宙食の需要が高まると考えた

ため研究を始めました。また、長期的な視点で

は宇宙食として、短期的な視点では災害時の非

常食として利用することを考えています。今後、

高知県に宇宙開発や研究の拠点ができたり誘致

されたりする可能性についての考えをお聞きし

たいです。高知県で難しいのであれば、長期的

な視点では県外や国外へのアピールが必要なの

で、その部分の研究をこれからしていきたいと

思っていますという質問でした。 

 私も、この質問された学生と全く同感で、や

はりこうした理数系を専門分野とする学生にと

りましては非常に興味深く、将来の職業選択の

一つになってきているのではないかと考えたと

ころでもあります。 

 そこで、現在この人口減少対策に必死になっ

て取り組んでいる高知県として、これまでのお

話を聞いて、人口減少対策の理事としてどのよ

うに思われたのか、人口減少・中山間担当理事

にお伺いいたします。 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） 仮に

スペースポートが実現した場合には、様々な関

連産業の創出と相まちまして、若者が県外に転

出することなく自身の夢を実現できる魅力ある

仕事が数多く生まれるのではないかと考えます。

そしてこのことは、御紹介のあった高校生のよ

うな方も含めまして若者の県内定着に大きく貢

献すると思われます。 

 また、ふるさとを放っておけないという志の

下、高知県の未来をつくるという高い目標を掲

げ、実際に行動を起こされたお二人の思いは、

志を同じくする県内の他の若者あるいは地域住

民の方のさらなる挑戦の呼び水になるのではな

いかとも期待しております。 

 目標の実現に向けて越えるべきハードルは多

うございますが、またその都度様々な批判、冷

ややかな声が耳に入ることもあろうかと思いま

すが、諦めず粘り強く取り組んでいただけたら

と考えております。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございます。

大変強いエールをいただいたように思っており

ます。若い人たちがこうやって夢を持って活躍

できる場の、そういった仕事が、もしも起こっ
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てくるのであれば、私も本当に人口減少対策に

大いに資することができると、そのように思い

ます。 

 また、高校の魅力化が問われる昨今、こうし

た取組は、他県から本県へ学生を導く上でも大

きなウエートを占めると思われますが、その視

点でもお伺いしてみたいと思います。 

 さきに紹介した高知高専の今井先生も、もし

離着陸場が整備されるようになれば、そこに搭

載される超小型衛星開発の拠点をつくり、子供

たち向けのスペースキャンプやトレーニング施

設なども整備できないかと夢を膨らませており

ます。 

 私は、さきに述べた高校魅力化の視点や子供

たちへの科学教育分野の取組を促進する視点か

らも非常にインパクトのあるものができるので

はないかと考えておりますが、教育長の御所見

をお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 宇宙飛行士の若田光一

さんも、宇宙のすばらしいところは全ての国の

人たちに夢を与えてくれるところと語っておら

れます。それだけ宇宙やロケットには可能性が

あり、人類にとって魅力的なものであると思い

ます。 

 仮に、ロケットに関する施設が本県内にでき

れば、子供たちにとっては、壮大な宇宙を身近

に感じられることで心が弾み、宇宙や科学技術

への好奇心や想像力が育まれることが期待され

ます。また、そうした気持ちの高まりは、理科

をはじめとする学校の多くの学びにも好影響を

与えるものと考えます。 

 さらに、宇宙産業は多くの学術分野と関連す

ることから、宇宙を軸とした教育活動を実施す

る学校が出てくれば、学校の新たな魅力や特色

を生み出すことにもなるものと思います。そし

て、宇宙や科学技術に関する職業に憧れを抱き、

専門的な研究を志す子供たちが増えることも大

きく期待されるところと考えるものでございま

す。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございます。 

 ぜひ子供たちにそうやって夢を与えられるよ

うな、この事業が本当に進むような方向で行け

ばいいなと思っておるところなんですが、さき

に報道されたような和歌山県のスペースポート

紀伊の取組からも分かりますように、ロケット

の発射自体を観光産業の視点から取り入れよう

としている自治体も多数出現しているように聞

いております。 

 ちなみに、現在の種子島のロケット発射を経

済波及効果の視点で見てみますと、ＪＡＸＡが

2023年にまとめた、地域における宇宙事業に関

する経済分析によりますと、年間117億円という

経済波及効果が報告されております。ロケット

の発射を見学するには少し条件的に不利な点が

あると思われる種子島であり、しかもコロナ禍

におけるデータの中で100億円を超える規模の経

済効果があるという事実は、押さえておくべき

ポイントだと考えます。 

 さらに、昨年10月10日に帯広で開催されまし

た北海道宇宙サミット2024におきまして、三井

物産の関係者が、ロケットの打ち上げが高頻度

になるという前提としながらも、10年で約4,000

億円近い経済効果があると報告がなされており

ます。これをもし高知でロケットが発射できた

場合、発射スタイルにもよると思われますが、

移動や宿泊面の便利さを考えれば、我々の想像

以上の経済効果を生み出すことも夢ではないの

ではないでしょうか。 

 こうした経済波及効果を実際に上げている種

子島の例で御紹介いたしましたように、観光分

野でも大きなインパクトを与える可能性のある

ロケット発射を核とした事業でありますが、こ

こまでの話を聞いての御感想を観光振興スポー

ツ部長にお伺いいたします。 
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○観光振興スポーツ部長（小西繁雄君） 高知で

のスペースポートの事業構想は、観光分野への

インパクトも大きく、壮大なプランだというふ

うに感じております。 

 ＪＡＸＡの報告書によりますと、種子島では、

ロケット発射施設の見学ツアーの実施など、施

設があることにより、年間約3.6万人の観光客が

訪れていると推計をされております。また、ロ

ケット打ち上げの際、コロナ前にはなりますが、

１回当たり1,000人以上の見学者が訪れていたと

いったデータもございます。世界的に注目して

もらえる施設になれば、インバウンド誘客への

効果も大いに期待できるのではないかというふ

うに考えております。 

 このような、世界にも通じる事業に情熱を持っ

て活躍する若者が現れ、地域の活性化や観光の

盛り上げにつなげていこうとしている姿を見る

と、心強く感じているところでございます。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございます。 

 実は私も、種子島のロケット発射、ぜひ行っ

てみたいと思って挑戦したことがあります。た

だ、天気であったり現地の宿泊施設だったり、

なかなか自分の思うとおりにいかなかったとい

う経験がございます。そういった中で、もしも

本当に高知のようなこういった場所で打ち上げ

ることができれば、ある一定の便利さといいま

すか行きやすさということは考えられるんじゃ

ないかなというふうに思うところです。 

 さて、このスペースポート高知のそもそもの

原点にある、この高知県がロケットの離着陸場

に適しているかというお話でありますが、ロケッ

トを発射する際、何よりも、より赤道に近く、

南東方向に障害物のない地形が求められるそう

であります。そう考えてみますと、宇宙規模の

視点で見てみれば、南に両手を大きく広げ、そ

こから大きく広がる太平洋を望んでいるように

見える高知県は、考えてみれば確かに最適な場

所のようにも思えてまいります。 

 さらに、ロケット発射のニーズにつきまして

は、日本でも各地でロケット離着陸場が民間レ

ベルで造られようとしているように、まだ十分

にそのニーズがカバーできていないのが現実だ

そうであります。日本で製造される人工衛星の

多くは海外から宇宙へ運ばれているのが現状で

あります。さらに言うなら今後、東南アジア諸

国でも自国の衛星を持ちたいというニーズの高

まりもあり、海外からの人工衛星ビジネスにつ

きましても期待が持てると感じております。そ

うした世界的なニーズも見越し、国内各地でス

ペースポート開設の動きが加速しているのが現

状であります。 

 スペースポートとしての登録はありませんが、

特に今私が注目しているのが、東日本大震災で

甚大な被害を被った南相馬市であります。ここ

では、大津波によって被災した広大な土地に、

ロケット離着陸場を含む宇宙関連産業の集約を

目指し、官民一体となった取組が進められてお

ります。特に南相馬市では、震災からの復興の

起爆剤に宇宙関連産業を位置づけるなどの熱の

入れようでもあります。 

 また、こうした各地のスペースポートと連携

することにより、さきに述べましたように、希

望の離着陸場を国内に見つけられず海外に離着

陸場を求める企業を国内にとどまらせることも

可能になるのではないかとも考えます。 

 さて、ここまで述べてきたロケット関連事業

でありますが、高知県、いや日本にとって、そ

こで得られる人工衛星データを今後どう生かし

ていくのかがこれからの課題であります。ここ

での活用法は枚挙にいとまがないと私は考えて

おります。自然環境データを我が県の農林水産

業分野で生かせるのは当然のことでありますが、

何よりも広い範囲でそのエリア全体が見渡せ、

そこから得られるデータを詳細に分析すること
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により、将来の予測がより一層立てやすくなる

というメリットがあります。 

 例えば、埼玉県八潮市の道路陥没事故によっ

て下水道の漏水問題がクローズアップされてお

りますが、今議会におきましても土木部長から

御紹介がありましたように、人工衛星データを

用いれば、上水道におけるそのエリア内の漏水

箇所のおおよその特定も可能であります。現在

の実証実験では、100メートルの範囲までポイン

トが絞れているようであります。 

 ちなみに、大分県では、県が市町村を取りま

とめ、水道管の漏水調査を実施し、調査期間の

大幅な短縮と、何より、市町村レベルでは実施

が難しかった漏水箇所の検索方法を県が主導す

ることによって実践し、財源においても市町村

負担を大幅に軽減させることに成功しているそ

うであります。 

 そこで質問いたします。将来において様々な

分野で生かせそうな人工衛星データであります

が、今回立ち上がった法人や協賛企業の皆様と

共に、県として、その可能性について、今年の

秋までの勉強会に参加し研究をしてみるお考え

はないか、産業振興推進部長にお伺いいたしま

す。 

○産業振興推進部長（合田和穂君） お話の人工

衛星データにつきましては、本県においても既

に水産業や林業などの分野において一定活用を

しているところでございますけれども、お話の

あったように、そのほかにも様々な分野への活

用の可能性があるというふうに考えております。 

 勉強会への参加をということでございますけ

れども、私としましては、人工衛星データの活

用の可能性といった点だけではなくて、今回の

構想、スペースポートの実現に向けました取組

の考え方あるいは方向性なども含めまして、そ

の全体像を、まずは私が直接お話をお聞きした

いと考えております。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございます。

大変前向きな御答弁で、ありがとうございます。

今まで私、この中で、勉強会の開催をぜひ県も

一緒にやりましょうということで何度か提案さ

せていただきましたが、なかなかその実現に至

らなかった、私の思いのとおりの勉強会に至ら

なかった経緯でありましたが、今、産業振興推

進部長から、ぜひ全体像も含めて勉強会をやっ

てみたいというお話がございましたので、本当

に前向きに進むようにやっていきたいなという

ふうに思ったところです。 

 それから、令和５年２月議会でも御紹介させ

ていただきましたが、合成開口レーダー、ＳＡ

Ｒといいますけれど、それを利用すれば、防災

面からも非常に優位な対応が可能となります。

実際、佐賀県では、令和４年には浸水した被害

地域の特定、翌年には土砂崩壊箇所の総点検な

どの実証実験を行っており、いざというときに

すぐに衛星データが活用できるように議論を進

めているとのことでありました。 

 また、高専衛星プロジェクトで開発している

ＫＯＳＥＮ－２Ｒという超小型衛星は、海底地

殻変動データ収集の実証衛星だそうであります。

これは名古屋大学の地震火山研究センターの地

震研究者との共同研究で、南海トラフの発生確

率が高まる中、海底の地殻変動の状況も衛星で

確認できるのではないかと研究が進められてい

るとのことであります。将来は、こうした衛星

をコンステレーション、いわゆる複数の人工衛

星を連携させて一体的に運用するシステムのこ

とを申しますが、そういったように防災衛星群

を構築し、南海トラフ地震への減災対策に資す

ることができないかと研究が進んでいるそうで

もあります。 

 以上のように、防災の視点から見た人工衛星

データ活用の可能性について土木部長にお伺い

いたします。 
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○土木部長（横地和彦君） 人工衛星は、昼夜、

天候にかかわらず観測可能でありますことから、

大規模な災害発生時におきまして、広範囲にお

ける被災状況の把握や初動対応に大変有効であ

ると考えております。 

 そのため、本県では、国土地理院との間で協

定を締結しておりまして、災害時等に、人工衛

星データを用いて解析をいたしました合成開口

レーダー画像などの情報提供を受けることに

なっております。実際に、昨年４月宿毛市で震

度６弱の揺れを観測した地震におきまして、人

工衛星データの提供を国から受け、土砂災害の

おそれのある箇所を抽出し、災害調査で活用し

たところでございます。 

 また、能登半島地震では、大規模崩壊箇所の

早期把握につながったと聞いておりますほか、

東京都や奈良県におきましては、危険な盛土等

の監視のために人工衛星データを活用している

事例があると聞いております。 

 加えまして、議員からもお話がありましたと

おり、水道管の漏水調査等に人工衛星データを

活用する取組が始まっており、本県におきまし

ても県が主導いたしまして、市町村と共同で導

入できるよう検討しているところでございます。 

 このように、人工衛星データは、被災状況の

把握、インフラ整備の監視など様々な活用が可

能でございますので、今後の技術の進展により、

さらなる防災力の向上に寄与するものと考えて

おります。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございます。 

 人工衛星データを活用すれば、いろんな方法

で――今から活用の仕方も変わってくると思い

ますけれど、私も今日は皆様に夢とか希望的な

お話をたくさん聞いてきましたので、私が思っ

ている一つの夢を申し上げたいと思います。 

 私は、できれば県民衛星のような形で、先ほ

ど申したようにコンステレーションといいます

けれど、少しずつ衛星がずれて流れてくるとい

うような状態で、日本全土を、例えば今高知県

の衛星が通過中、そしたら次が徳島県の衛星が

通過中ということで、切れ目なく日本全体が観

測できるような、そういった大きなシステムが

構築できないかなというのも思っているところ

でございます。ここら辺は今後の未来の形に任

せたいとも思いますけれど、最後に、この質問

の最後に移りたいと思います。 

 私が県議会でこのテーマを取り上げ始めて３

年がたったわけでありますが、僅か３年で宇宙

技術は文字どおり日進月歩以上の進化を遂げて

おります。以前、大分空港の事例で紹介したよ

うな空港を利用した飛行機による水平的な打ち

上げから、種子島のような垂直なリフトアップ

型によるロケットの発射方法も陸上だけに限ら

ず、先日千葉県で発表されたような洋上発射の

スタイルや、北海道や南相馬市で研究されてい

るような気球を使い成層圏までロケットを釣り

上げてからロケットを空中発射するなど、現在

では様々な方法が研究、実験が繰り返されてお

ります。今後は、国内の様々な研究者といろい

ろな角度での研究が求められます。 

 さて、今回各界の代表者の皆様の御意見を

伺っているときに、高知県では全国に先駆けて

宇宙ビジネスへ乗り出していた事実を知ること

となりました。今から23年前の話でございます

が、平成14年10月に高知県宇宙利用推進研究会

の初会合が開かれております。 

 今でもそのときの取組をきっかけとして、例

えば宇宙酵母を利用した宇宙酒が商品化され、

現在もその酵母が継承され続けております。当

時は任意団体で、てんくろうの会として、県内

の企業経営者の皆様や大学の先生などが中心と

なり、そうした勉強会を通じて商品化に向けて

努力されたそうであります。各種検体は、当時

のロシアのバイコヌールの発射場から打ち上げ
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たと伺いました。本当に当時は今と比べ物にな

らないほど大変だったと思いますが、その当時

から高知県ではこのように民間主導で宇宙産業

と関わっていたことが知れて、私もうれしく思っ

たところであります。 

 さて、先ほども述べましたように、一般社団

法人スペースポート高知の当面の目標は、宇宙

関連事業についての勉強会を重ねながら知見を

重ね、そこで得られた内容を提言書にまとめ、

９月には県へ提出することであるということを

聞いております。 

 そこで、この質問の最後に知事にお伺いいた

します。今、提言書も提出されていないこの段

階で、県としてどうこうするというお答えはで

きないと思います。そこで、今回これまでるる

述べてきた、高知県が宇宙関連産業と関われた

としたらという、全て仮定の質問ではございま

すが、知事としてどのような思いを持たれたの

か、率直な御感想をお聞きしたいと思います。 

○知事（濵田省司君） 率直な感想ということで

ございますので、率直な感想を申し上げたいと

思います。 

 今回、仮定のお話とはいいましても、議員の

一連の御質問をお聞きしまして、また各部長か

らの答弁を聞き、改めてスペースポートに様々

な可能性を感じました。仮にこれが実現されれ

ば、本県の若者に夢を与えるというだけではな

く、経済へのインパクトといった意味におきま

しても、高知の元気な未来に向けた期待が膨ら

むというところだと思います。 

 一方で、その実現に向けてハードルはあると

思います。率直に申し上げまして、多分、私は

この問題は、問題というかプロジェクトは、近

未来にどれだけこのスペースポートの利用が見

込めるかというところが、言い換えれば事業と

しての採算性いかんというところが鍵になると

いうふうに思いますし、そうした中で、県とし

ていつ何ができるかということも考えないとい

けない問題ではないかというふうに思います。 

 そこで、大変失礼な言い方になるかと思いま

すが、私が県庁内でよく申し上げますのは、宝

くじも買わなければ当たらないというのはよく

申し上げるところでございまして、大変失礼な

物言いかもしれませんが、ぜひお二人にも、無

理だ無理だということではなく、そういうこと

ではないと思いますけれども、どうすればでき

るか、どういう条件が整えばできるのかという

ところをぜひお二人でとことん追求して青写真

を描いていただきたいというふうに思います。 

 私としましては、県のほうでは産業振興推進

部が窓口になりまして、民間事業者の動向であっ

たり、スペースポートのことでありますので、

国内の状況はもとより――これは海外も含めて

だと思います。宇宙というのが議員のお話にあ

りましたように日進月歩という世の中で、どう

いう可能性を秘めているかというところにつき

まして、情報収集もし、勉強も始めるように指

示をいたしたいと思っております。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございました。 

 知事から、宝くじも買わなければ当たらない

ということで。我々も、我々といいますか私も

思うのは、こうやって前に動きながら、一つず

つ、そこにどんな課題があるのか、どうすれば

それがクリアできるのかということを考えなが

ら、一つずつやっぱりこうやって丁寧に積み上

げていくことが本当に大切なことだと思います。

知事からも青写真をぜひ示していただきたいと

いう激励のお言葉をいただいたと思っておりま

すので、９月にはそういった意味での提言書が

出せるように私自身も努力してまいりたいと思

います。ありがとうございました。 

 それでは次に、宇宙の視点からぐっと地上に

今度は移しまして、私の地元でのＡＩオンデマ

ンドバスの例を基に質問させていただきたいと
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思います。 

 今議会での知事の提案説明におきまして、中

央地域の公共交通の在り方についての言及がご

ざいました。しかしながら、これは中央地域だ

けの問題ではなく、郡部においても同様の問題

があるのは皆様御承知のとおりでございます。 

 そうした中、この現在抱える問題を解消すべ

く、このたび黒潮町におきましてＡＩオンデマ

ンドバスの運行が始まりました。このシステム

の特徴は、定時運行とオンデマンド運行を組み

合わせることにより、極力無乗車状態での運行

をなくすのが狙いであります。また、スマート

フォンアプリによる予約システムやドライバー

へのナビゲーション支援など、非常によくでき

たシステムになっていると感じております。 

 私自身、実際にそのソフト、のるーとを自分

のスマートフォンにインストールし、体験試乗

してみましたが、非常に簡単にＡＩオンデマン

ドバスの予約をすることができ、目的地までの

往復乗車を体験することができました。その利

用方法はおおよそ次のとおりです。 

 まず、乗車及び降車場所をスマートフォンの

画面から選択します。すると、画面上には、乗

車までの待ち時間とおおよその到着時間が表示

されます。また、画面上の地図には、バスがど

の位置を走りながら自分の乗車場所に向かって

いるのか確認することができます。そして、乗

車すれば、あとは目的地への到着を待つだけで

あります。冒頭述べましたように、私は、非常

に簡単、しかもよくできたシステムであると感

じました。そこでまずお聞きいたします。 

 以上が黒潮町のＡＩオンデマンドバスの運行

の仕組みでありますが、県内でのＡＩオンデマ

ンドバスの導入状況はどうなっているのか、総

合企画部長にお聞きいたします。 

○総合企画部長（松岡孝和君） ＡＩオンデマン

ドバスは、導入することで利用者を目的地まで

最適ルートで送迎することが可能となり、利便

性の向上につながります。また、予約に応じて

運行するため、少ない車両や運転士で効率的な

運営も可能となります。 

 一方で、導入、運営には一定のコストもかか

ることから、一定件数以上のニーズがある、Ａ

Ｉのメリットを生かせる地域での導入が適当で

あると考えております。 

 お尋ねのありましたＡＩオンデマンドバスに

ついては、現在、土佐町、黒潮町の２町で導入

されております。なお、いの町については、令

和６年10月から12月にかけて実証運行を行った

ものの、システムを活用できる運転士の確保が

現状難しいため、現時点では本格導入に至って

いない状況にございます。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございます。

今の部長のお話では、２町のみというお話でご

ざいました。 

 ちなみに、このシステムのどの部分でＡＩが

利用されているのかと申しますと、バスの移動

途中に予約が入ってきた場合、その予約データ

をＡＩが解析し、移動途中にあっても最適な移

動ルートを計算し、運転手に自動で伝える仕組

みとなっており、利用者と運転手に分かりやす

い仕組みが構築されております。勤務に慣れて

いない運転手の方にも自動で運転ルートが表示

されるため、そのルートに沿って運転していけ

ば乗降客をスムーズに乗り降りさせることがで

きる仕組みになっております。これにより、バ

スの乗務員不足に苦労されている地域において

もそうした課題をクリアできるのではないかと

期待が集まっております。 

 さて、このＡＩオンデマンドバスを主に利用

されるのが高齢者の皆様方になると思いますが、

果たして高齢者の皆様がうまくこのスマート

フォンを使いこなしているのかという実態につ

いて担当者に聞いてみたところ、町内にあるあっ
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たかふれあいセンターの関係者の方などに予約

の補助をお手伝いしてもらうケースも多く、今

のところ比較的問題なく実施されているとのこ

とでありました。 

 さて、このＡＩオンデマンドバスを導入する

大きな理由は、人口減少が進む中でも運行サー

ビスの質を落とすことなく、限られた人員でい

かに効率的かつ効果的な運行を５年後や10年後

も維持することができるのかに主眼が置かれて

いると感じました。 

 ところで、このソフト、のるーとには海外で

開発されたシステムが利用されていると伺って

おりますが、２年間で数百万円の費用がかかる

そうであります。私は、こうした運用システム

は、本来は市町村単位で用意するものではなく、

ある一定広域で利用する仕組みをつくり、スケー

ルメリットにより、こうしたシステム利用料の

削減を図っていくことが重要ではないかと考え

ております。これは現在県が進めようとしてい

る４Ｓプロジェクトの理念に合致するのではな

いかと感じたところでもあります。 

 そこで質問ですが、県内での導入実績を検証

し、将来において広域でのＡＩオンデマンドバ

スの運行に向けて、県が近隣市町村との調整を

図るといった対応を取るべきではないかと思い

ますが、総合企画部長に御所見をお伺いいたし

ます。 

○総合企画部長（松岡孝和君） 当面、県の総人

口の減少が続く中で、公共サービスの維持はよ

り困難となってまいります。県では、こうした

状況にうまく適応し、効率的で持続可能な社会

と県民生活の質の向上を図ることを目指し、４

Ｓプロジェクトの取組を推進することとし、公

共交通もこれに位置づけられたところです。 

 お尋ねのありました広域での運行は、システ

ムに加え車両も共同利用することになれば、よ

り効率的な運行を可能としながらも利便性の向

上も図ることとなり、４Ｓプロジェクトの目指

すべき方向性と合致するものと考えます。 

 このため、今後市町村や事業者と共に検討を

進めていく中で、導入実績も検証し、広域での

運行についての関係者の御意向も確認しながら、

県として調整をしてまいります。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございます。

こういったシステム自体は、町単位で動くより

はやはり広域で考えて、それぞれのシステムが

いいところを、使い勝手いいような仕組みをつ

くっていくことが私も大切なことだと思います

ので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 また、今後システムを導入する市町村が増加

する可能性もある中、システム利用に係る市町

村負担を極力減らすような取組についても県と

して考えられないのか、総合企画部長の御所見

をお伺いいたします。 

○総合企画部長（松岡孝和君） 市町村が新たな

移動手段を導入する際に、県ではその費用の一

部をこれまでにも助成しておりまして、ＡＩオ

ンデマンドバスのシステム導入についても支援

を行ってまいります。 

 また、関係者にお話をお聞きしたところ、Ａ

Ｉオンデマンドバスのシステムは多数ありまし

て、価格や契約方法も多岐にわたるとお聞きし

ております。このため今後、導入に際しては、

その中でも運行費用が低額なシステムの情報な

どを市町村に提供していきたいと考えます。加

えて、地域ブロック会などにおいてシステムの

共同利用も提案していくことで、市町村ごとの

負担軽減につなげてまいりたいと考えます。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございます。 

 本当に、私もいろいろ調べてみましたけれど、

いろんなシステムがありました。それぞれのシ

ステムでいいところ悪いところそれぞれあろう

と思いますので、そういったところもぜひ県の

ほうでもそういうメリット・デメリットの部分
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も含めて市町村にデータを提供してあげながら、

その地域に合ういい形のものをぜひ情報として

提供できる仕組みがあればいいなと思ったとこ

ろです。 

 さらに、このシステムをうまく活用すれば、

将来はスクールバスなどとの連携も考えられ、

様々な公共交通機関の連携まで視野に入ってく

るとも思われます。 

 さきにも述べましたように、このようなシス

テムも大切ではありますが、利用者数の減少や

運転手の減少が進む中、大きな視点で郡部の公

共交通の在り方も考えるべきだと思いますが、

総合企画部長の御所見をお伺いいたします。 

○総合企画部長（松岡孝和君） 公共交通の維持

に向けましては、４つの視点で取り組んでいき

たいと考えております。まず１点目は、これま

での公共交通の維持については主に市町村単位

で実施してきましたが、今後はより広域的に、

複数市町村による共同運行や共同利用を検討し

ていく集合の視点、２点目は、ＡＩオンデマン

ドバスの導入といった新たなサービスを導入す

ることで利便性の向上を図る伸長の視点、３点

目は、利用実態に合った路線やダイヤ、車両の

小型化への見直しといった縮小の視点、そして

最後４点目、維持に向けた新たな利用促進策の

検討など創造の視点。こうした視点で、市町村、

事業者と、５年後、10年後を見据えた議論を行っ

ていきたいと考えております。 

 また、その中で出てきた課題解決の糸口が国

の後押しを受けてしっかりと実現できますよう、

また他の自治体での公共交通の維持の後押しと

もなるように、国に政策提言も行ってまいりた

いと考えております。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございました。

今回打ち出された４Ｓプロジェクト自体が、私

は本当に今からの時代に合うやり方だと思いま

すし、いい形で地域が持続できるような公共交

通の在り方を探っていただければと思います。 

 それから、このシステムを利用するためには

スマートフォンの利用が必須であります。これ

までにも黒潮町でも、高齢者の皆様のスマート

フォンの利用に関するサポートが行われており

ます。しかしながら、最近多発する詐欺等を恐

れてスマートフォンを持つことをためらう御高

齢の皆様も少なからずいるとお聞きをいたしま

した。 

 そこで確認したいと思いますが、スマートフォ

ンをきっかけとした詐欺にはどのような事例が

あるのか、警察本部長にお伺いいたします。 

○警察本部長（髙清水善弘君） スマートフォン

をきっかけといたしました詐欺の事例につきま

しては、先ほど槇尾議員からお尋ねがございま

したＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺のほか、クリッ

クをしただけで強制的に会員登録され入会金や

退会金を名目に現金等をだまし取られるワンク

リック詐欺、またメール等でうその宝くじや支

援金の当選を知らせ、その受け取り手数料等を

名目に現金をだまし取られる当選詐欺などが挙

げられます。 

 いずれも犯人側の指示を疑うことなく行動し

た結果、被害に遭っており、また家族や知人等

に相談することなく送金手続をして被害に遭っ

ている傾向がございます。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございます。 

 先ほど槇尾議員からも――こういった特殊詐

欺、またこういう詐欺の関係の中で、広報啓発

に関して頑張っていきたいという、そういった

御答弁もあったところでございます。 

 では、こうした詐欺被害を防ぐための対策に

ついて警察本部長にお伺いいたします。 

○警察本部長（髙清水善弘君） 詐欺被害を防止

するためには、自分も被害に遭うかもしれない

ということを認識していただき、被害を自ら防

ぐという意識を持っていただくことが重要でご
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ざいます。加えて、家族や地域ぐるみで被害を

防止することも大変重要になってまいります。

そのため、先ほど槇尾議員にも答弁させていた

だいたとおり、犯罪・犯行の手口を広く周知し

ているところでございます。 

 また、スマートフォンをきっかけとした詐欺

には、実在する企業等を装った電子メールから

偽のサイトに誘導され、クレジットカード情報

等を盗み出されて不正に利用されるフィッシン

グ詐欺や、＋１から始まる国際電話等からの電

話をきっかけに被害に遭うこともございます。 

 そのため、誘導先のサイトで個人情報やクレ

ジットカード情報の入力を要求されても安易に

入力しないようにするほか、国際電話番号等、

登録していない電話番号からの電話にはすぐに

出ず、留守番電話サービスを利用することによっ

て、被害に遭う可能性を減らすことができます。

さらに、詐欺サイトなどの危険サイトへのアク

セス時や国際電話等の不審な電話がかかってき

た際に警告画面が表示されたり、迷惑メールが

届かなくなるセキュリティー対策の導入も有効

でございます。 

 そこで、県警察におきましては、通信事業者

と地域安全協定を結びまして、共同で作成した

チラシを用いて通信事業者が高齢者を対象にセ

キュリティー対策の説明を行っているほか、通

信事業者に詐欺情報等を提供して、スマホ教室

や安全講話での活用を依頼しているところでご

ざいます。 

 加えて、少しでも怪しいと感じた際には一人

で悩まずに警察に相談していただくよう周知を

図るなど、引き続き県民の皆さんが安心してス

マートフォンを使用できる環境づくりに努めて

まいります。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございました。

本当に今いろんな技術も発展しているところで

ございますので、先ほどの広報啓発のお話もあ

りましたが、こういった詐欺に遭わないような、

そういった啓発を、今後ともよろしくお願いし

たいと思います。 

 これで一応私の用意した質問は全て終わった

わけなんですが、今議会では質問の前半に、ス

ペースポート高知について御質問をさせていた

だきました。質問内容が仮定の話ばかりでした

ので、御答弁に苦労されたのではないかなとい

うふうにも心配していたところでございます。 

 しかしながら、私はこの計画は大きな可能性

を秘めていると思っております。これからの計

画では、既に決まっているテーマに沿って専門

の方からの助言もいただきながら、毎月勉強会

が行われる予定になっております。高知県にお

ける離着陸場の可能性もさることながら、大き

な課題となる資金調達や運営体制の検討もなさ

れると伺っております。私もその勉強会に出席

し、次回はより具体的な質問ができるようにさ

らに準備してまいりたいと思っております。ま

たそのときはよろしくお願いいたします。 

 さて、今年度をもって退職されます井上副知

事、長岡教育長、また幹部職員の皆様、さらに

県庁職員の皆様、長きにわたり本当にお疲れさ

までした。今後は立場が変わりましても、また

今後ともよろしくお願いしたいと申し上げまし

て、私からの一切の質問とさせていただきます。

どうもありがとうございました。（拍手） 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、下村勝幸議

員の質問は終わりました。 

 ここで午後３時40分まで休憩といたします。 

   午後３時35分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後３時40分再開 

○議長（加藤漠君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 
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 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 横山文人議員の持ち時間は40分です。 

 14番横山文人議員。 

○14番（横山文人君） 自由民主党の横山文人で

す。議長のお許しをいただきましたので、早速

質問に入ります。 

 まず初めに、人口減少・中山間対策について

お伺いいたします。 

 知事もおっしゃられるように、ラストチャン

スとも言える人口減少問題に対し、我々県議会

としても特別委員会を設置するなど、改めて強

い危機感を持って臨みたいと考えています。特

に、若者と女性に選ばれる高知県を実現するた

めには、従来の延長線上ではない抜本的かつ斬

新な取組が不可欠であります。そこで、幾つか

の観点から質問をいたします。 

 知事は今年度より、本県のマスタープランと

なる高知県元気な未来創造戦略を策定し、若者

の所得向上や共働き・共育ての推進などを進め

てこられましたが、これまでの手応えについて

知事にお伺いいたします。 

○知事（濵田省司君） 本年度は、この戦略の１

年目ということになりました。社会増減の改善

に向けまして、若者に魅力のある仕事をつくっ

ていくということで、デジタル化によります事

業者の賃上げ環境の整備の取組を行ってまいり

ましたし、自然増減の改善に向けましては、社

会人向けの交流イベントの充実、そして民間の

結婚相談所との連携による出会いの機会の強化、

こういったことを展開してまいりました。さら

に、共働き・共育ての県民運動の展開というこ

とで、県内28団体と共同宣言といったことも行っ

てまいりました。 

 こうした個々の事業レベル、取組としまして

は一定成果は上がってきているというふうに思

いますが、これが若者の転出超過ですとか出生

数の減少、こういった統計で現れてきておりま

す最終的なデータにおきましては成果が十分に

上がっていない、こうした傾向に歯止めがかかっ

ていないということだと考えておりまして、そ

の意味では十分な手応えを感じるまでには至っ

ていないというのが正直なところでございます。 

 ただ一方で、婚姻数につきましては12年ぶり

に増加に転じるということは、今後に向けて明

るい兆しというふうに考えておりますし、共働

き・共育ての共同宣言のように官民協働で立ち

向かうという構えができたというところは一つ

の収穫だというふうに考えております。 

○14番（横山文人君） どうもありがとうござい

ました。 

 先ほどの御答弁の中の課題でおっしゃられま

した全国最少となる出生数など、厳しい現状を

踏まえ、来年度にはどのような施策を講じるお

つもりか、知事にお聞きいたします。 

○知事（濵田省司君） 来年度に向けましては、

若者へのアンケート調査の結果、専門家の御意

見、さらには県議会での御議論、こういったも

のを踏まえまして検討してまいりました。予算

編成の中でも、特に人口減少対策に重点的に配

分できます元気な未来創造枠を創設して取り組

んでまいりました。 

 これらを通じて練り上げました施策といたし

まして、まず自然増減の対策といたしましては、

特に自然な出会いの機会の創出に重点を置きた

いと考えます。具体的には、趣味の交流イベン

トの充実、あるいはスポーツや伝統芸能など公

益的な活動に独身男女の参加を促す新しい仕組

みをつくるといったこと、そして男性育休の取

得促進を原動力といたしまして、共働き・共育

ての輪をさらに拡大して、県民運動として発展

をさせるということを進めたいと考えておりま

す。 

 社会増減対策といたしましては、何といいま
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しても若者の所得向上が一丁目一番地というこ

とだと思いますが、これは結婚・出産を希望す

る方々の背中を押す効果もございますので、そ

ういう意味では自然増の効果ももたらすと考え

ます。事業者のデジタル化によります生産性向

上の取組などの支援によりまして賃上げ環境を

整備していくといった取組を進めたいと思いま

すし、１次産業におきます法人化、企業誘致、

スキルアップへの支援を通じました正規雇用の

促進、こういった対策にも意を払ってまいりた

いと思います。 

 加えまして、市町村向けの人口減少対策総合

交付金につきましては、来年度からいよいよ事

業が本格展開されます。県といたしましても、

有識者によりますフォローアップの仕組みの構

築も含めまして、各市町村の取組の加速を図っ

てまいりたいと思います。 

 人口減少対策は、いずれにいたしましても息

の長い取組が必要でございますので、私自身が

先頭に立ちまして粘り強く取り組んでまいりま

す。 

○14番（横山文人君） 本県の昨年の転出超過数

は3,121人と、前年と比べて1,000人以上増加し

ており、若者の県外流出が依然として深刻な問

題となっております。こうした状況を打破して

いくためには、先ほど知事も御答弁されました

若者の所得向上とともに、幼少の頃から大学卒

業までそれぞれの段階に応じて、地域への理解

と愛着、すなわち郷土愛を深めるとともに、県

内の魅力ある産業や企業をしっかりと知っても

らうことが、県内定着や将来のＵターンの促進

に対して大変重要であると考えます。 

 そこで、本県の若者定着に向けてどのように

郷土愛を育んでいくのか、知事にお伺いいたし

ます。 

○知事（濵田省司君） 元気な未来創造戦略にお

きましては、地域への理解と愛着を育むキャリ

ア教育の取組、これを令和７年度に充実強化す

ることを掲げます。中でも、郷土愛を育むため

の取組といたしまして、特に小学生、中学生、

高校生向けの施策の充実に意を用います。 

 具体的には、まず学校現場におきますキャリ

ア教育を後押しいたしますために、工場見学、

出前授業に協力いただけます事業者の方々の

データベース化に着手をいたします。あわせま

して、小中学校では、地域の産業や伝統文化を

知り理解を深める学習に対する支援制度を新た

に設ける考えです。高等学校では、新たに県内

全ての学校から代表生徒が集まりまして、地域

の担い手、企業の経営者の方々との交流を通じ

て地域課題の解決策を探る、そうした趣旨での

宿泊型研修を新たに行いたいと考えております。 

 こうしたキャリア教育の取組は、県レベルだ

けではございませんで、市町村レベルも含めて

重層的に取り組むことが重要だと考えます。例

えば、仁淀川町の秋葉まつりへの地元の小中学

生の参加、北川村の地域資源を生かした探究的

な学び――北川学と称して展開されております。

こういった形で、各市町村でも地域の特性を生

かした取組を進めていただいております。 

 こうした市町村レベルの取組ともしっかりと

連携をいたしまして、本県の若者の定着に最終

的につながっていきますように、郷土愛を育む

取組を進めてまいりたいと考えます。 

○14番（横山文人君） 次に、若者へ早い段階か

ら県内の産業や企業を知る機会を創出すること

の意義について知事にお伺いいたします。 

○知事（濵田省司君） 先月開催をされました戦

略の推進委員会などにおきまして、委員の方々

から、若者に地域を知ってもらう取組を行うこ

との必要性について御意見をいただきました。 

 また、労働政策研究・研修機構の調査におき

ましても、高校生までに地元企業をよく知って

いた若者ほど地元へのＵターンを希望する割合
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が高いといったような報告が行われております。

この傾向は、大学生などの就職活動についても

同じことが言えるのではないかというふうに考

えます。 

 したがいまして、子供の頃から県内の産業、

企業を知る機会をできるだけ多く創出するとい

うことは、言わば中長期的な効果を狙った取組

ということにはなりますけれども、Ｕターンを

含めました県内就職促進の近道になる、大変意

義のある取組であるというふうに考えます。 

○14番（横山文人君） 先ほど知事より御答弁の

ありました県内就職の促進については、新たに

産業振興計画の連携テーマとして位置づけられ

ることとなりました。私も昨年の９月県議会の

一般質問におきまして、県内大学卒業生による

産業振興などについて質問をしたところ、計画

見直しの際は位置づけをより明確化することを

検討したいと、前向きな御答弁をいただいたと

ころであります。 

 第５期計画からは県内ＧＤＰへ占める割合の

大きい保健医療・福祉分野や土木分野なども加

えたところであり、このたび県内就職の促進を

部局横断の取組としてしっかり位置づけること

は、担い手対策のみならず、若者定着にとり大

変重要なものであると考えます。 

 そこで、県はこれまでも県内就職の促進に取

り組んでこられましたが、このたびのバージョ

ンアップで改めて連携テーマとした狙いについ

て知事にお聞きいたします。 

○知事（濵田省司君） 来年度は、若者の定着、

増加を図るための重点的な施策といたしまして、

先ほど来も申し上げておりますように、郷土愛

を育み県内就職につなげていくという取組を抜

本強化いたします。 

 具体的には、１つには、商工業、１次産業な

どの各産業分野におけます世代に応じた職業体

験やイベントの実施など、キャリア教育を充実

していくこと、そして２つ目には、学生と企業

が交流をする機会を創出していくこと、３点目

には、県内企業の情報を学生や保護者に届けま

す情報発信を強化するということ、４点目には、

転職を考えておられる方々へのプッシュ型のア

プローチにより県外転出を抑制する対策を講じ

ること、こうした取組を展開してまいりたいと

思っております。 

 こうした各産業分野にわたります事業を小・

中・高・大学の各段階で横断的かつ総合的に展

開する必要があるというふうに考えました。こ

のため、キャリア教育を含めました県内就職促

進を産振計画上の連携テーマに位置づけたとこ

ろであります。あわせて、所管部局を、産振計

画を総括いたします産業振興推進部といたしま

して、全庁を挙げて、より強力に進める体制を

整えたところであります。 

○14番（横山文人君） この項の最後に、中山間

地域再興ビジョンに基づく取組についてお聞き

をいたします。中山間地域では、過去10年間で

人口が15％以上減少し、集落の維持や公共サー

ビスの提供がますます困難になっています。そ

うした中山間地域に活力をもたらすためには、

今後集落活動センターの果たす役割がますます

大きくなってくるものと考えます。 

 今月21日には、秋葉まつりの里である仁淀川

町別枝地区で新たに集落活動センターが開設さ

れるとお聞きしています。県はじめ関係各位の

御尽力に敬意と感謝を申し上げます。 

 そこで、中山間地域の再興に向け、集落活動

センターの取組を今後どのように進化させてい

くのか、人口減少・中山間担当理事にお伺いし

ます。 

○人口減少・中山間担当理事（中村剛君） お話

にありました、県内68番目のセンターとなりま

す仁淀川町別枝地区では、県内外からＵターン

した複数のリーダーの下、若者など地域内外の
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多様な人材が参画・連携しながら、秋葉まつり

の次世代への継承、別枝ギフトなど地域資源の

活用に意欲的に取り組まれております。また、

本山町汗見川や土佐町石原などでも、集落活動

センターを核として関係人口、移住者を呼び込

み、人口が減っても若者でにぎわう活力のある

集落づくりに取り組まれております。 

 地域を何とかしようという思いを持った住民

が主体となって、県や市町村と連携しながら、

こうした地域の課題解決に取り組む集落活動セ

ンターの役割は、中山間地域が厳しい状況にあ

る今だからこそますます重要になると考えてお

ります。 

 このため、来年度は、この別枝地区の立ち上

げのノウハウも生かしましたステップアップ事

業を新たに補助メニューに加え、地域活動に意

欲を持つ集落を掘り起こし、さらなるセンター

の開設につなげてまいります。また、各地域の

センターが多様な人材が交流する拠点になりま

すように、地域の住民の方々と都市部の大学生、

社会人、親子連れなどをつなげる新たな仕組み

も構築してまいります。 

 引き続き、集落活動センターの取組を進化さ

せながら、中山間地域再興ビジョンに掲げる、

誰もが将来に希望を持って暮らし続けることが

できる活力ある中山間地域の実現に取り組んで

まいります。 

○14番（横山文人君） ありがとうございました。 

 次に、伝統芸能の継承、発展について質問を

いたします。 

 伝統芸能は、地域の歴史や文化を象徴し、住

民のアイデンティティーの形成や地域コミュニ

ティーの結束において重要な役割を果たしてい

ます。特に中山間地域においては、観光振興や

地域活性化にも寄与するものであります。しか

しながら、人口減少の影響により後継者不足が

深刻化し、大きな課題となっております。 

 そこでまず、伝統芸能の継承、発展は中山間

地域にとってどのような意義を持つのか、知事

の認識をお伺いいたします。 

○知事（濵田省司君） 伝統芸能は、それぞれの

地域の暮らしや風土の中で生まれまして、世代

から世代へと連綿と受け継がれてきたものであ

ります。御指摘もありましたように、地域の方々

のアイデンティティーや絆を育んでいるものと

考えます。特に、少子高齢化の進みます本県の

中山間地域におきまして、伝統芸能を将来にわ

たって継承そして発展させていくことは、中山

間地域の活力を生むためにも重要な意義がある

と考えます。 

 そのため、中山間地域再興ビジョンにおきま

しては、伝統芸能の継承を取組の柱の一つに位

置づけまして、伝統芸能に関わる担い手確保の

支援などの取組も新たに行っております。 

 今後も、地域の伝統的な祭りや民俗芸能が継

承されまして発展をしていきますように、市町

村とも連携をして積極的に取り組んでまいりま

す。 

○14番（横山文人君） そうした中で、後継者の

育成や活動支援などの具体的な取組が必要とな

ると考えますが、どのような施策を講じていく

のか、文化生活部長にお聞きします。 

○文化生活部長（池上香君） 県では地域の保存

会などが行う活動や用具等の購入に対する助成

を行っておりまして、その対象については、県

指定に加えて、昨年度から市町村指定や未指定

の芸能まで拡充し、支援をしております。 

 また、今年度から、伝統芸能の保存会と学生

や県職員をマッチングする、担い手支援事業を

開始し、これまでに10の伝統芸能に計59名の担

い手が参加をいたしました。 

 今後は、担い手を受け入れる保存会を新たに

開拓した上で、企業等の御協力も得ながら、よ

り多くの担い手とのマッチングを行うとともに、
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来年度から高知県立大学のカリキュラムに組み

込んでいただくなど、取組を強化してまいりま

す。 

○14番（横山文人君） こうした中、他県でも具

体的な取組が行われております。例えば山梨県

では、地域の伝統芸能である、はやし、歌舞伎、

人形浄瑠璃などの保存・継承活動が行われてお

り、地域の小中学生と保存会が連携して伝承活

動を進めています。また、長野県南信州地域で

は、民俗芸能の後継者育成と未来への継承を目

的として、南信州民俗芸能継承推進協議会を設

立し、地域全体で取組を推進しています。 

 本県も、県職員が積極的に地域に入り、伝統

芸能の保存、継承に取り組んでおりますが、中

山間地域の人口減少を鑑みますと、さらに対策

を強化していくべきと考えます。 

 そこで、こうした他県の事例も参考に、地域

の学校や保存会との連携を強化し、伝統芸能の

継承、発展を図るための施策について文化生活

部長の御所見をお聞きします。 

○文化生活部長（池上香君） 伝統芸能を次の世

代へ継承し、地域の活性化につなげるためには、

地域の子供たちが伝統芸能に関心を持ち、自ら

参加することが大変重要であると考えています。 

 県内には、地域に伝わる太刀踊りを体育や総

合的な学習の時間の中で学んだり、昔から行わ

れている伝統的な盆踊りを運動会で披露するな

ど、学校と地域の保存会が連携して取り組んで

いる事例がございます。こうした県内の事例や、

議員からお話のありました他県の事例を参考に

しながら、県として地域の学校や保存会とどの

ように連携し、伝統芸能の保存・伝承活動につ

なげていくのか、市町村の教育委員会とも協議

して進めてまいりたいと考えています。 

○14番（横山文人君） よろしくお願いします。 

 また、県と市町村が連携し、一体的な施策を

進めることが、先ほどの御答弁にありましたけ

れども、重要であると考えます。現在、県にお

いては文化生活部が所管し、一方、市町村では

教育委員会が担当をしています。そのため、県

と市町村で別の部局が取り組んでおり、十分な

連携が取れていないケースもあるのではないか

と懸念をしております。 

 そこで、より効果的に進めるために、県と市

町村、県教育委員会との連携強化の仕組みにつ

いて文化生活部長にお聞きします。 

○文化生活部長（池上香君） 先ほどお話ししま

した担い手支援事業につきましては、市町村の

教育委員会と連携しながら円滑な事業の実施に

努めておりますけれども、今後、伝統芸能を継

承、発展させる取組をさらに効果的に進め、県

内各地でさらに広げていくためには、県の取組

と、地域における学校と保存会が連携した取組

などについて、県と市町村が情報共有し、一体

となって実施することが重要であるというふう

に考えております。 

 このため、まずは県と市町村教育委員会、県

教育委員会とが、それぞれの取組状況や支援策

などの情報を共有するとともに、ベクトルを合

わせながら、各地域での伝統芸能の継承、発展

に向けた取組を推進していく方策を検討してま

いりたいというふうに考えております。 

○14番（横山文人君） 文化生活部との連携を受

けて、県教育委員会と市町村教育委員会との連

携強化について教育長の御所見をお伺いいたし

ます。 

○教育長（長岡幹泰君） 現在、総合的な学習の

時間において、地域の伝統芸能などを体験し、

伝統や歴史、文化等について学んでいる学校も

たくさんあります。その中で子供たちは、地域

の人々の思いや願いに触れ、ふるさとに対する

思いや愛着を育んでおります。そして、県教育

委員会としましても、このような学習は大変重

要なものと考えております。 
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 このため、来年度からは、地域の伝統芸能な

どを学ぶ活動の充実を図るため、市町村教育委

員会に対して、各学校が行う伝統文化の学習や

体験活動に係る経費等について財政支援を行っ

ていくことを考えております。さらに、知事部

局とも連携をしまして、こうした学習活動の好

事例を市町村教育委員会に情報提供するととも

に、地域の伝統文化の学習を含むふるさと教育

の充実をより一層働きかけてまいりたいと考え

ております。 

○14番（横山文人君） こうした本県の伝統芸能

を次世代につなげる契機として期待される、来

年秋に本県で開催されますよさこい高知文化祭

2026についてお聞きいたします。本文化祭は、

多様な文化芸術活動の発表、交流の場となり、

本県の豊かな文化資源を全国に発信し、地域の

伝統芸能の振興につなげる絶好の機会であり、

大いに期待するところであります。 

 一方で、さきに述べましたように、伝統芸能

の継承、発展に向けた課題は、担い手不足によ

り地域の祭礼や民俗芸能の休止、縮小が進んで

いることであります。よさこい高知文化祭をこ

のような現状の打開策として、地域の特色ある

伝統芸能を積極的にプログラムに組み込み、若

年層や地域外の人々との交流を促進することが

求められます。 

 そこで、地域担当職員による支援や磨き上げ

補助といった地域の文化活動への県独自の支援

について文化生活部長にお聞きします。 

○文化生活部長（池上香君） 現在、国民文化祭

課に配置しております市町村担当職員を来年度

増員し、市町村を直接訪問して地域の文化活動

の磨き上げへの助言を行ったり補助事業の活用

を促すなど、市町村や地域に寄り添った支援を

行う体制を強化することとしています。また、

今年度創設した市町村への補助制度を来年度拡

充し、地域の伝統芸能を大会プログラムに組み

込んでいただけるよう、財政面の支援も行って

まいります。 

 あわせて、伝統芸能の維持・継承・活用を柱

の一つとする中山間地域再興ビジョンの取組を

地域と共に進めている産業振興推進地域本部と

連携して、大会終了後も見据えて、市町村の一

連の取組をしっかり後押ししていきたいと考え

ております。 

○14番（横山文人君） 知事も、来年度の組織改

正を行い、国民文化祭に向けた取組を強化され

るとのことであります。 

 そこで、よさこい高知文化祭において中山間

地域の伝統芸能をどのように位置づけて取り組

んでいくのか、知事の御所見をお伺いいたしま

す。 

○知事（濵田省司君） 今回の大会の基本構想に

おきましては、中山間地域などに伝わる伝統芸

能の再興・継承、これを基本方針の一つ、柱の

一つとして位置づけているところであります。

実際、私自身、この国民文化祭誘致の打診の話

がありましたときに、中山間の再興ビジョンを

スタートさせるこの時期だからこそ、ぜひこの

中山間地域のアイデンティティーとも言うべき

文化芸能、これをこの機会に再興させたいとい

う思いで誘致を決断したところでございます。 

 この基本方針を実現するためには、まずは多

くの県内外の皆さんに地域の伝統芸能を直接見

ていただく機会を設ける、そして興味や関心を

持っていただくことが重要だと考えます。 

 そこで、県が主催いたします開会式や閉会式

など多くの方々が集まるイベントにおきまして

は、例えば神楽の実演などの地域の伝統芸能を

積極的にプログラムに組み込んでまいりたいと

考えます。また、大会におきましては、市町村

が実施いたします事業を190件程度予定いたして

おりますが、この中でも地域ならではの伝統芸

能が取り入れられることになるというふうに見
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込んでおります。 

 こうした取組によりまして、多くの方々が伝

統芸能に親しみ、その価値を感じていただけま

すように、市町村や保存会などの関係団体そし

て地域住民の皆さんと一体となり大会準備を進

めてまいります。その中で、地域の伝統芸能の

継承、再興に向けた機運を醸成し、今後の地域

での活動につながる芽も育てていきたいと考え

ております。 

○14番（横山文人君） どうもありがとうござい

ます。 

 そこで、このよさこい高知文化祭を契機とし、

県と市町村、関係団体が一体となって伝統芸能

の継承、発展に取り組むための枠組みをどのよ

うに考えておられるのか、知事の御所見をお伺

いいたします。 

○知事（濵田省司君） よさこい高知文化祭2026

の開催の後も、高まった機運が途切れることが

ないように、地域住民の皆さんと一体となって

各地域の伝統芸能の継承、そして発展に取り組

むことが重要だと考えております。 

 この大会に向けましては、地域の関係者で構

成をいたします実行委員会を組織し事業を実施

する市町村がございます。そうした枠組みを生

かして伝統芸能の継承、発展に取り組むことも

一つの方法であろうと思います。また一方では、

実行委員会の組織は行わずに、地元の保存会な

どと連携して実施をする、そうした予定の市町

村もございます。 

 したがいまして、それぞれの地域の実情に沿っ

た枠組みにより、取り組んでいただくというこ

とが重要だと考えます。また、議員からお話の

ございました長野県南信州の事例などを含めま

して、他県の取組も参考になるというふうに考

えております。 

 今後、大会の開催を通じて得られます成果や

課題を市町村の方々とも共有しながら、県とし

てもどういった枠組みで関わっていくことが望

ましいか、こういったことをしっかり検討して

まいります。そして、大会の開催を契機といた

しまして、県内各地で県と市町村、地元の関係

団体などが一体となり伝統芸能の継承、発展に

取り組みますことで中山間地域の活性化につな

げてまいりたいと考えます。 

○14番（横山文人君） どうもありがとうござい

ます。よろしくお願いをいたします。 

 次に、いの町枝川、八代地区に伝わる八代農

村歌舞伎と、その舞台である重要有形民俗文化

財、八代の舞台の修理事業についてお尋ねいた

します。八代農村歌舞伎は、300年以上の歴史を

持ち、地元の青年団が代々受け継ぎ、地域住民

が支えてきた伝統芸能であります。八代の舞台

は、全国的にも珍しい回り舞台を備えた農村歌

舞伎舞台であり、地域の誇りとも言える貴重な

文化財であります。この舞台では、毎年11月５

日に神祭の一環として歌舞伎が行われ、地域と

密接に結びついた文化として継承されてきまし

た。 

 しかし近年は、担い手の減少に加え、舞台の

老朽化が深刻な課題となっています。この舞台

は、昭和51年に国の重要有形民俗文化財に指定

されて以来、大規模な修理が行われず、長年の

風雨による建物の損傷が進行しています。平成

23年には、腐食が進んだ柱の補修が行われまし

たが、その後も劣化が進み、台風や地震に耐え

得る状態にするための大規模な耐震補強を含む

修理事業が地元の切実な声として上げられてお

ります。 

 現在、いの町が主体となり、修理計画が進め

られておりますが、事業費が約9,700万円にまで

上り、そのうち国が50％を補助するものの、残

りをいの町と地元でどのように分担するかは未

定であるとお聞きしております。こうした中で、

地元の負担を可能な限り軽減するため、来年度
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以降にクラウドファンディングでの資金調達も

検討されているとのことであります。 

 しかし、こうした文化財の保存は、地元や町

だけの問題ではなく、県の文化振興や観光資源

の保全の観点からも重要な課題であると考えま

す。 

 そこで、県として、八代の舞台の文化的価値

を踏まえた修理の必要性をどのように認識して

いるのか、文化生活部長にお聞きします。 

○文化生活部長（池上香君） 八代の舞台は、我

が国の典型的な農村舞台の一つとしてその文化

的価値が評価され、議員から御紹介がありまし

たように、昭和51年に国の重要有形民俗文化財

に指定をされています。また、現在もこの舞台

で農村歌舞伎が上演をされています。 

 これまでも部分的に修理や補強を行いながら

地域で大切に保存、活用されてきた八代の舞台

ですが、近年、雨漏りやシロアリの被害などに

より基礎部分の破損が進んでいるほか、耐震性

にも課題があるとお聞きをしています。 

 舞台はもちろんのこと、八代の農村歌舞伎を

次の世代に継承していくためにも、解体修理が

必要な状況であるというふうに認識をしており

ます。 

○14番（横山文人君） そうした中で、国の補助

を活用しても事業費の２分の１までしか支援で

きないということですが、地元やいの町の負担

軽減を図るために県としてどのような支援策を

講じていくのか、文化生活部長にお聞きします。 

○文化生活部長（池上香君） 八代の舞台の解体

修理に向けましては、いの町からの要請を受け、

これまで工法に関する専門的な助言や文化庁と

の協議などを行い、国庫補助事業に採択される

よう支援を行ってまいりました。 

 今後も引き続き、こうした支援を行いますと

ともに、いの町や地域の皆様と協議の上、県が

実施しているクラウドファンディングによる高

知県地域活性化支援事業費補助金の活用につい

て検討をしてまいります。加えて、いの町がク

ラウドファンディングを実施する場合の情報提

供や、民間団体による助成事業の御紹介など、

いの町や事業者である八代八幡宮をはじめ地域

の皆様の負担軽減につながるよう取り組んでま

いります。 

○14番（横山文人君） ぜひともよろしくお願い

いたします。 

 この項の最後に、県として地元の青年団やい

の町とどのように連携し、地域の大切な伝統芸

能である八代農村歌舞伎の継承、発展につなげ

るのか、知事の御所見をお聞きいたします。 

○知事（濵田省司君） お話がございました八代

農村歌舞伎は、地元の青年団が核となりまして

幅広い年代の方々が関わりますことで、これま

で大切に引き継いでこられたものであります。

将来にわたり継承、発展していくことを期待い

たしております。 

 県ではこれまでも、いの町を通じまして、農

村歌舞伎に必要な道具の購入あるいは八代の舞

台の修理などに要する経費について補助を行い、

活動支援をしてまいりました。さらに、担い手

支援事業におきまして地元の青年団との協議を

重ねました結果、来年度、高知県立大学の協力

を得て、農村歌舞伎を通じた学生と地域の方々

との交流機会を創出する考えであります。 

 今後も、いの町や青年団をはじめといたしま

した地域の皆さんと対話を重ねながら、また連

携を密にしながら、八代の舞台の保存、歌舞伎

の継承、発展に向けまして県としても取り組ん

でまいりたいと考えております。 

○14番（横山文人君） ぜひともよろしくお願い

をいたします。 

 県は、国と市町村、また地域や企業、団体な

どと、経済の活性化や中山間対策などで、あら

ゆる面でリーダーシップ、またハブ機能を発揮
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されております。こうしたリーダーシップとハ

ブ機能を、地域にとってかけがえのない伝統文

化、伝統芸能の発展、継承において、そしてよ

さこい高知文化祭を契機に、さらに推し進めて

いただきたいと存じます。よろしくお願いを申

し上げます。 

 最後に、人口減少対策と県内私立大学につい

てお聞きいたします。 

 さきにも述べましたように、本県は若年層の

県外流出が深刻な課題となっております。文部

科学省の調査では、高校卒業生が地元大学に進

学する割合が低い県ほど若者の流出が加速し、

卒業後の県内就職率も低下すると指摘されてい

ます。こうした観点から、昨年の９月定例会で

県内公立大学について質問をいたしましたが、

この項では県内の私立大学への支援の充実と人

口減少対策についてお伺いいたします。 

 私立大学においては６割が定員割れという中

で、本県でも県内私立大学の入学者減少が続い

ており、例えば高知学園大学では定員充足率が

約59％と厳しい状況にあります。 

 こうした中で文科省は、本年度より、少子化

時代を支える新たな私立大学等の経営改革支援

事業を開始しました。この事業は、少子化に対

応した教育改革や、複数大学の連携による機能

強化を支援するもので、全国では45校、４グルー

プが採択されておりますが、本県の私立大学は

含まれておらず、全国的な大学改革の流れから

取り残される懸念があります。 

 そこで、こうした国の事業への積極的な申請

を県として支援すべきと考えますが、県として、

今後この国の制度活用をはじめ、県内私立大学

への支援にどう取り組むのか、文化生活部長の

御所見をお伺いします。 

○文化生活部長（池上香君） 議員からお話のあ

りました文部科学省の支援事業につきましては、

来年度も引き続き実施をされるとお伺いしてお

りまして、こうした国の制度を積極的に活用す

ることは、私立大学の運営の安定化や教育研究

の充実等を通じて、地域に必要な人材の育成・

確保につながるものと考えます。 

 このため、県内私立大学に対して積極的な制

度の活用を働きかけますとともに、各大学の御

意向もお聞きしながら、採択につながるよう、

県としてできるサポートを行いたいと考えてい

ます。あわせて、私立大学において活用が可能

な国の制度について情報収集に努めてまいりま

す。 

○14番（横山文人君） どうぞよろしくお願いし

ます。 

 県も県教育委員会も、県内中学・高校生への

キャリア教育の充実について全力で取り組むと

されておりますが、県内大学における学生確保

の観点からも、県教委と私立を含めた県内大学

が連携し、地元大学の特色を生かした職業体験

などを積極的に展開することも重要と考えます。 

 そこで、学校教育において、県内大学と連携

し、早期から県内大学を知る機会の創出につい

て教育長の御所見をお聞きいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 県内大学の情報を早期

の段階から知っておくことは、高校卒業後の進

路決定のために大変重要なことであると考えま

す。 

 これまでも、県教育委員会では、県内の国公

立大学との連携事業による大学の学び体験や大

学教員による出前授業などを行ってまいりまし

た。また、個々の高等学校におきましても、生

徒の進路希望の状況等も踏まえながら、県内の

私立大学も含めた大学訪問や大学職員を招いて

の説明会なども行っております。 

 今後、県教育委員会としましては、各大学等

の御意見も聞きながら、それぞれの大学の学部・

学科の魅力や特色を早期の段階から中学校や高

等学校に発信する機会の充実を図ってまいりま
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す。 

○14番（横山文人君） よろしくお願いいたしま

す。 

 最後に、こうした施策を推進するには、県と

県教育委員会、そして出口の産業界と、私立も

含めた大学との連携強化が必要不可欠であると

考えますが、定期的な協議の場の設置について

知事にお聞きいたします。 

○知事（濵田省司君） 議員からお話がございま

したとおり、県を挙げて人口減少対策に取り組

んでいく上では、私立も含めました全ての高等

教育機関と、産業界や県、これには教育委員会

も含めてということでございますが、これがこ

れまで以上に連携して取り組むことが重要だと

いうふうに考えます。 

 既に、昨年の９月議会で議員から御提案をい

ただきましたように、まずは県としては、身内

とも言うべき公立大学、県立の大学との意見交

換を充実すべきだということがございまして、

昨年12月には、私自身、県と公立大学との意見

交換の場を持ち、人口減少対策に対する認識を

共有いたしました。さらに、本年１月には、県

内の全国公私立大学、高専の校長さんも含めま

して、これらの学長が参加をいたします高知学

長会議にも私がゲストの形で出席をさせていた

だき、人材確保などに向けました産学官のさら

なる連携を要請いたしました。 

 また、県でのこれまでの取組といたしまして、

産学官によります大学生等の県内就職促進会議

を設置して取り組んでまいっております。この

会議におきましては、県内就職率の向上に向け

た現状分析、さらなる対策の検討を行ってまい

りました。 

 ただ、この会議は、４年制の大学でも私立の

大学がメンバーに入っていないというようなこ

とがありましたし、テーマとして県内就職の促

進に特化をしてきたということがございます。

もう少し幅広い観点からの意見交換、協議もで

きたほうがいいのではないかという思いもござ

いました。 

 来年度は、この会議を発展的に解消いたしま

して、県内の若者に産業界や地域で一層活躍を

していただく、そのための後押しとなるような

協議をしていきたいということで、新たに私立

の４年制大学も含めました産学官の協議の場を

再構築したいというふうに考えております。 

 この場におきましては、大きな３つのテーマ

で定期的な協議を行うこととしたいと考えてお

ります。１つは、産業人材の育成と県内就職の

促進。今まで議論してきました県内就職の促進

にとどまらずに、産業人材の育成のために県と

してどう大学などと関わっていけるかというと

ころも議論に加えていきたいと思います。ただ、

これは医療・福祉の分野とそれ以外の商工分野

などとでは大分状況が違うというふうな印象を

持っておりますので、それぞれ分科会を設ける

ような形で、より踏み込んだ、実情に応じた協

議ができればというふうに考えております。 

 ２点目が、若者に魅力のある仕事の創出でご

ざいまして、特に大学の研究機能を発揮いただ

き、デジタル化などの新しい技術の研究開発を

進めていただくこと、あるいは就職先の企業の

場では、処遇改善などによりまして、より県内

での就職を促進していく、そして若者の所得向

上につなげていく、こういったテーマも扱いた

いと考えております。 

 さらに３点目が、若者と地域の交流の促進で

ございます。前段で質疑をいただきました地域

におきます伝統芸能の継承でありますとか集落

活動センターの活性化、こういったところにも

ぜひ学生の皆さんのみならず若手の社会人の皆

さんも入っていただいて地域貢献を進めていき

たい、そういったところの背中を押すような場

としてこの新たな会議体を活用できないかとい
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うふうに考えております。 

 こうした考え方に立ちまして、新しい産官学

の定期的な協議の場を設置したいと考えており、

こうした趣旨で県内の国公私立大学あるいは産

業界の方々に呼びかけを行ってまいりたいと考

えます。 

○14番（横山文人君） どうもありがとうござい

ました。 

 以上で通告しておりました一切の質問となり

ます。知事はじめ執行部の皆様には丁寧かつ前

向きな御答弁をいただき、感謝を申し上げます。 

 最後に、今期をもって退職される井上副知事

と長岡教育長をはじめ県職員の皆様のこれまで

の真摯な取組に心から敬意を表し、今後ますま

すの御健勝、御多幸を祈念申し上げまして、私

の一切の質問といたします。ありがとうござい

ました。（拍手） 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、横山文人議

員の質問は終わりました。 

 ここで午後４時25分まで休憩といたします。 

   午後４時20分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後４時25分再開 

○議長（加藤漠君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 土居央議員の持ち時間は45分です。 

 13番土居央議員。 

○13番（土居央君） 自由民主党の土居央でござ

います。いよいよ今議会25人目のラストの質問

となります。皆様どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 東日本大震災より今日で14年目ということで、

ひしひしとその接近を感じております南海トラ

フ地震への対策の強化を期して、幾つかまずは

質問をさせていただきます。 

 現在検討されております第６期南海トラフ地

震対策行動計画では、昨年の能登半島地震や南

海トラフ地震臨時情報の教訓を反映させるとと

もに、４つの観点での事前の備えを強化してい

くこととしています。第１に、自助・共助を推

進する取組の強化、第２に、避難環境の整備の

強化、第３に、復旧・復興作業に向けた事前の

備えの強化、第４に、災害に強いインフラ整備

の加速化でございます。 

 今回は、避難環境の整備の強化として、避難

所の熱源対策についてお聞きしたいと思います。

近年、災害時に避難所となる公共施設や学校体

育館で、停電時でも発電でき電気が使用できる

自立・分散型エネルギーであるＬＰガス仕様の

ガスヒートポンプを導入して避難所対策を強化

する事例が増えております。 

 令和５年に発表されました国土強靱化年次計

画2023において、こうした自立・分散型エネル

ギーの有用性と、自家発電設備、ガスヒートポ

ンプ空調機器等の導入がうたわれておりまして、

また先月に閣議決定された第７次エネルギー基

本計画でも、ＬＰガスについて以下のように記

載をされています。 

 引用いたしますと、化石燃料の中で温室効果

ガス排出が少なく、約４割の家庭に供給され、

備蓄体制も整備されており、可搬かつ貯蔵が容

易な分散型エネルギーである。国内需要の８割

を占める輸入先は、米国、カナダ、豪州で９割

超えと、地政学リスクが低く、エネルギー安全

保障にも資する上、ボンベで全国のどこへでも

供給可能であり、災害時には病院等の電源や避

難所等の生活環境向上にも資する最後のとりで

として重要なエネルギー源である。災害時に備

え、自家発電設備等を備えた中核充塡所の新設、

設備強化を進めるとともに、病院、福祉施設や、
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避難所となる小中学校体育館等における備蓄強

化、発電機やガスヒートポンプ等の併設による

生活環境向上を促進するとあります。 

 ちなみに、この中核充塡所につきましては、

既に高知県内に５か所指定されており、毎年、

県広域防災拠点への応急供給訓練を実施するな

ど、供給面での整備は進められているとお聞き

をしております。 

 これらのことから、避難所となる公共施設や

学校体育館においてＬＰガス仕様のガスヒート

ポンプエアコンを導入することは、平時には子

供たちの体育や部活動時の熱中症対策、また防

寒対策としてはもちろん、災害時には避難者の

健康維持に必要な備えとして推進すべきである

と理解するところであります。 

 そこで、県立学校体育館のほとんどが指定避

難所になっておりますが、まずその空調設置率

を教育長にお聞きいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 体育館に空調設備が設

置されている県立学校は、本年度中に９校とな

り、設置率は20％となります。 

○13番（土居央君） 本県では来年度、県立学校

空調設備整備事業といたしまして11億1,000万

円を予算化し、災害時には避難所ともなる県立

学校体育館等において、熱中症対策等のための

空調設備等を前倒しで整備していく方針を示し

ています。 

 昨年、学校体育館の中でも福祉避難所に指定

されております県立盲学校、県立高知ろう学校

体育館への空調設備の熱源について、県は、コ

スト比較のみならず、発災後の混乱の中にあり

ながらも速やかに開設し機能を発揮させること

が極めて重要であるとの前提に立ち、生命確保

期とされる発災後３日間の燃料供給の確実性、

教職員などの実地体験を踏まえた操作性のシン

プルさなどを総合的に判断した結果、ＬＰガス

方式を採用しています。県の判断の合理性を理

解しますとともに、こうしたＬＰガスの特徴は、

福祉避難所に限らず避難所全般にも求められる

重要な要素だと考えます。 

 今後、県立学校の空調設備に採用すべき熱源

についてどのように考えておられるのか、教育

長に御所見をお聞きいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 空調設備の熱源は、大

きく分けて電気とガスがあり、ガスについても

ＬＰガスと都市ガス、あるいは熱源を切り替え

ることができるハイブリッド方式など、様々な

選択肢がございます。それぞれの方式にメリッ

ト・デメリットはありますが、熱源を選定する

に当たっては、南海トラフ地震が発生した際に

県立学校の体育館は避難所となるため、冷暖房

機能を確保できること、また混乱した中であっ

ても容易に機器の操作ができるといったことも

検討の重要なポイントであると考えております。 

 今後も、県立学校に空調を整備する際には、

コストや環境面への配慮、設備の被災リスクや

復旧期間、機器の操作性等を総合的に比較検討

し、その時点で最良の熱源方式を改めて決定し

ていく必要があると考えております。 

○13番（土居央君） ありがとうございます。基

本的には前回の採用の考え方と同じような考え

方だというふうに認識をいたしました。 

 それでは、どのような計画でこれを進めてい

かれるのか、教育長にお聞きをいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） これまで、福祉避難所

となる特別支援学校の体育館を優先して空調整

備を進めてまいりました。そのめどが立った今

後におきましては、高等学校も含めて対応して

いく考えであります。 

 来年度につきましては、７校の設計費や工事

費用の予算を計上しているところでございます。

そして、現在策定中の第６期南海トラフ地震対

策行動計画におきましては、令和９年度末まで

に約半数の21校、令和15年度には全ての県立学
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校に設置を目指すこととしており、防災の観点

等から優先順位をつけて整備を進めていきたい

と考えております。 

○13番（土居央君） 着実な推進をお願いしたい

と思います。 

 第６期南海トラフ地震対策行動計画案では、

自助・共助を推進する取組の強化も挙げられて

います。知事は、広報紙などを活用して、大規

模災害時の燃料不足に備えての早めの満タン給

油等、県民それぞれの燃料確保を呼びかけてお

られます。第６期計画では、国からのプッシュ

型支援が始まるまでに必要とされる燃料を県内

で確保することと同時に、燃料の代替として、

ＬＰガスの軒下在庫の活用や、ガスバルク、発

電機等の導入について検討するなど、ＬＰガス

を活用する方針が示され、被災者の生活維持を

図ることとしています。 

 この軒下在庫につきましては、高知県ＬＰガ

ス協会に確認をさせていただきましたところ、

基本的にはその家庭の使用ペースで１か月ぐら

いの余裕を持たせて充塡していると、そして災

害が起きたとしても数日間は優に活用できると

のことでございます。 

 能登半島地震でも、七尾ＬＰ基地及び奥能登

４市町の充塡所３か所のうち２か所が被災した

ものの、被災直後の需要は各家庭の軒下や充塡

所にある在庫で対応でき、その後も他のＬＰ基

地や充塡所などからの応援配送等により、需給

に大きな影響はなかったと伺っております。 

 一般的に、被災後３日間を過ぎると生存率が

著しく低下すると言われておりますが、高知県

では全世帯の約７割に当たる約22万世帯の御家

庭でＬＰガスが使用されていることを踏まえま

すと、軒下在庫だけで７割の家庭が３日間を優

に超える熱源を確保できることは、広大な面積

と中山間地域が９割を占める本県におきまして

は、費用対効果の面からも緊急対応期での有用

性は高く、さらに発電を可能とする発電機との

併用装備は避難環境の整備の強化に有効だと考

えます。 

 一方で、平時にＬＰガスを設置しているもの

の、発災後の被災状況によっては、必要な資機

材が直ちに配備できないことも想定されます。

ＬＰガスの特性でもある備蓄としての軒下在庫

を充実させて、避難所となる施設や防災拠点に

おいて、発災後のＬＰガス利用を想定していく

ことが重要であると考えます。 

 そこで、避難所となる施設や県の防災拠点に

おいてＬＰガスを備蓄し活用できるように事前

の対策を積極的に進めることについて危機管理

部長にお聞きをいたします。 

○危機管理部長（三浦謙一君） ＬＰガスにつき

ましては、大規模災害時に発電機や炊き出しの

燃料に活用できます。そのため、避難所や県の

防災拠点において有用だと考えているところで

ございます。このため、県の総合防災拠点にお

きましては、６か所で計95本のＬＰガスボンベ

と計25基のＬＰガス発電機を整備してきており

ます。 

 一方、避難所となる公民館などの施設におき

ましては、平時はＬＰガスを使用する機会とい

うのは少のうございますので、多くの施設にお

いて、ガスボンベは最小限で、ＬＰガス発電機

は整備されていない状況にあります。このこと

を踏まえますと、今後は、避難所におけるＬＰ

ガスボンベの備蓄とＬＰガス発電機の整備に加

えまして、ボンベと発電機との接続に必要とな

る設備の整備を促すことも必要だと考えており

ます。 

 このため、市町村向けの担当者会などで備蓄

や整備について周知いたしますとともに、国や

県の補助金等の活用を促していくなど、避難所

となる施設においてＬＰガス関連の設備が整う

よう取り組んでまいります。 
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○13番（土居央君） ありがとうございます。 

 また、軒下在庫を活用する視点とは別に、可

搬型のＬＰガス仕様のポータブル発電機は、こ

れは気体で劣化しにくいというＬＰガスの特性

が生かされて、高知市の防災訓練でも、メンテ

ナンスの難しい他の機種と比較しても安定した

効果を発揮しているとお聞きをしております。

発電により、照明や電子機器等の使用が可能と

なりますが、可搬型ＬＰガス仕様のポータブル

発電機の場合、小型の５キロボンベで約10時間

の使用が可能となるそうです。高額なポータブ

ル発電機を各家庭が所有するのは困難かもしれ

ませんが、例えば各自主防災組織の防災倉庫に

１台装備しておけば、一定の時間その避難所で

必要な電源を創出することが可能になるものと

考えます。 

 ＬＰガス仕様のポータブル発電機を自主防災

組織に整備する必要があると考えますが、危機

管理部長にお聞きをいたします。 

○危機管理部長（三浦謙一君） ＬＰガス仕様の

ポータブル発電機につきましては、県の補助金

などによりまして、これまで県内の自主防災組

織において、現在把握できているだけでも８市

町村の30組織で整備をされております。自主防

災組織全体ではガソリン式の発電機を整備して

いるところが多いようではございますけれども、

ガソリン式、ＬＰガス式、その双方には機能や

維持管理の点で特色があり、地域の実情に応じ

て導入の判断がなされているのだと考えており

ます。 

 こうした中、ＬＰガス式の発電機の特色であ

ります長期保管が可能で始動がスムーズといっ

た点が、自主防災組織にまだ十分に知られてい

ないといった可能性もございます。まだ発電機

を導入していない自主防災組織はもちろん、既

に導入をしておりますけれどもガソリン式の発

電機だけでは不足するようなところもございま

すので、ＬＰガス式の導入を選択肢の一つとし

て紹介してまいりたいと考えております。 

 このため、例年４月頃に行う市町村の担当者

会議などを通じて、ＬＰガス式の発電機の有用

性についてお伝えしていきますとともに、引き

続き補助金による導入支援を行ってまいりたい

というふうには考えております。 

○13番（土居央君） どうもありがとうございま

す。ぜひ避難所環境の充実をまた図っていただ

きたいと思います。 

 それでは、視点を変えまして、被災時の教育

の継続につきましてお聞きをしたいと思います。

能登半島地震では、学校も被災し、児童生徒が

集団避難し、小中学校や高校の教育活動がある

程度正常化するまでに約一月半を要したとされ

ています。 

 こうした大災害時の学校再開に向けては、他

の自治体から教職員の派遣支援を受け教育機能

の維持・復旧を進める取組は不可欠です。その

ような中、過去の大規模災害を経験した県の教

育委員会では、既に専門的な教育支援チームを

設置し、自県も含めた被災自治体の要請を受け、

児童生徒の安否確認や避難所の開設・運営、避

難先での学習指導、心のケアなど、復旧段階に

応じて被災地の教職員と連携して教育活動の再

開支援に当たる体制を整備しています。 

 こうした中、能登半島地震において、複数の

自治体のチームが被災地に入ったものの、現場

の状況が広く共有されず、効率的な支援が困難

であったことを教訓として、文部科学省は昨年

８月、被災地のニーズを集約し各自治体に共有

することによって迅速な支援を実施し、被災地

の学びの継続や早期の学校再開を目指す教職員

派遣の枠組み、Ｄ－ＥＳＴの構築を表明し、現

在具体的な取組が進められています。既に、９

月に能登半島を襲った豪雨では、Ｄ－ＥＳＴの

枠組みとしては初めて文科省が職員を派遣し、
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各自治体の調整役として効率的な支援につなげ

たと伺っています。 

 文科省は、全国の自治体に支援チームの整備

を呼びかけ、教職員の研修に係る経費を支援す

るほか、アドバイザーを派遣してノウハウを共

有する取組を進める方針のようです。全国で支

援チームが整備され、各地の教職員が研修を受

けることは、被災地の支援だけでなく、それぞ

れの地域での平時からの学校防災の充実にもつ

ながるものと期待します。 

 このように、文科省を司令塔として、大規模

災害時において、教育再開に向けた、自治体を

またいだ共助の仕組みづくりが始動しています

が、県教委としてはどのように対応されるのか、

教育長にお聞きいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 能登半島地震の際、本

県は12名の指導主事を交代で現地へ派遣し、児

童生徒への支援等を行ったところでございます。 

 そして、今後につきましては、国が主導する

Ｄ－ＥＳＴの枠組みの一環として学校支援チー

ムの設置を進めたいと考えております。この学

校支援チームは、大規模災害時に被災地へ赴き、

学校再開に向けた活動や児童生徒の学習支援、

心のケア等を行うものでございます。 

 このチームの設立に向け、来年度から各学校

の安全教育担当者や希望する教職員を対象に、

実践的な災害対応力を高めるための研修を複数

回実施していくこととしております。そして、

修了者をチーム員として登録し、その後も定期

的に研修や講習を行い、対応力を高め、また増

員を図ってまいります。 

 こうした取組を着実に進め、県内学校の災害

対応力を強化するとともに、各地で災害が発生

した際には速やかにチームを派遣できるよう体

制を整えてまいりたいと考えております。 

○13番（土居央君） ありがとうございます。 

 それでは、南海トラフ地震が発生した場合、

本県でも他県にこうした支援チームの派遣を要

請することになろうかと思います。学びの再開

に向け、支援を受けるに当たっての受援体制を

どう構築されるのか、教育長にお聞きいたしま

す。 

○教育長（長岡幹泰君） 南海トラフ地震が発生

した場合には、各学校の再開計画などに基づき、

速やかに子供たちの学びを確保していくことが

必要になります。その際、県内の教職員が被災

するなどして必要な人数を確保することが困難

な場合には、県教育委員会において各学校のニー

ズを集約し、国を通じて他の自治体に派遣要請

を行うことになります。 

 このような手順やタイムライン等を事前に定

めておくため、来年度から新たに、教職員派遣

の受入れに関するマニュアルの整備に取り組む

こととしております。 

 実際、他の自治体から応援を受けるに当たっ

ては、迅速に県内学校の支援ニーズを集約し、

的確に調整を行って配置できる体制づくりや、

受け入れた教職員の宿泊場所、移動手段、生活

環境の確保など、多くの課題が想定されます。

こうした課題に対する先行事例を研究してマ

ニュアルを策定し、その後も適宜バージョンアッ

プを図りながら実効性を確保していきたいと考

えております。 

○13番（土居央君） 実効性ある取組になること

を期待しております。 

 それでは、次に参ります。水道行政、水道事

業の広域化についてお聞きをいたします。 

 我が県の水道は94.9％の普及率を達成する一

方で、これまでの拡張を前提とした時代から、

人口減少に伴い、既存の水道基盤を維持、持続

可能なものとすることが求められる時代へ推移

しています。 

 今、我が県も含めた全国の水道事業者の抱え

る課題として、多くの水道事業者が小規模であ
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り経営基盤が脆弱であることに加えて、人口減

少による経営状況の悪化により管路の老朽化や

耐震化の遅れ、さらには適切な資産管理や危機

管理対応に支障が生じているなど、将来的に水

道サービスの継続が困難になる事態が懸念をさ

れています。 

 こうした中、本県では、水道事業の安定的な

経営に向けた対策の一環として、令和３年11月

に、水道事業者であります市町村とも協議しな

がら、高知県水道広域化推進プランを策定して

います。私は、令和４年２月議会で、広域連携

の具体的手法について質問をさせていただいた

経過がございます。 

 令和５年には、広域化の方向性と当面の取組

内容などを加えて水道広域化推進プランの改正

がなされましたが、そこでは県内事業者の経営

体制の状況や人口減少の加速による給水収益の

減少と、老朽化による建設改良費の増加などに

より、令和51年度まで累計で約1,900億円もの収

支不足が見込まれるなど、県内の水道事業の将

来見通しの厳しさを改めて実感した次第です。 

 令和元年の改正水道法により、水道基盤の強

化に関する施策の実施と水道事業者間の広域的

な連携を推進する努力義務を負う県といたしま

しても、安全で高品質の水を安定して私たちの

子や孫の時代にも残していくため、直面する課

題を先送りせず、水道事業者である市町村とも

しっかり連携を図り、将来にわたり持続可能な

体制への構造転換を急がなければならないと考

えます。 

 そこでまず、2024年４月から水道事業の所管

が厚労省から国交省に移管し、本県でも土木部

公園上下水道課へ組織改正がされておりますが、

まずは本県の水道行政に対する土木部長の基本

的な課題認識をお聞きいたします。 

○土木部長（横地和彦君） 本県の水道事業は、

議員からも御指摘ございましたように、人口減

少に伴う水需要の減少や水道施設の老朽化、技

術者の不足、南海トラフ地震への対応など、様々

な課題に直面をしております。 

 こうした本県の課題を踏まえまして、持続可

能な水道の構築を目的として、令和２年３月に

高知県水道ビジョンを策定しております。この

ビジョンでは、水質の確保等の安全、施設の耐

震化等の強靱、経営基盤の強化等の持続の３つ

の観点を基本に、広域連携も視野に入れた上で、

20の実現方策を設定しております。 

 県といたしましては、引き続き持続可能な水

道システムを構築していくため、市町村と連携

して各実現方策に取り組んでまいります。 

○13番（土居央君） ありがとうございます。 

 それでは、土木部に移管したことでどのよう

なメリットが発揮できると考えるのか、土木部

長にお聞きいたします。 

○土木部長（横地和彦君） 能登半島地震を受け

まして、上下水道一体の取組というのがますま

す重視されてきているところでございます。そ

の中にあって、以前から下水道を所管しており

ます土木部が上水道も所管することとなったこ

とにより、耐震化や災害対応などにまさに上下

水道一体的に取り組むことが容易となりました。 

 また、国におきましても水道行政が厚労省か

ら国土交通省に移管されたことにより、水道施

設の災害復旧に当たっても公共土木施設災害の

復旧事業が適用されることとなりました。これ

によりまして、原則２分の１であった国庫負担

率が３分の２以上となり、水道事業者の負担軽

減効果は大きいものと考えております。 

 また、県における災害復旧担当部署は土木部

内の防災砂防課にありますので、連携が容易に

なったこともメリットとして大きいと考えてお

ります。 

○13番（土居央君） ありがとうございます。様々

な課題があろうかと思いますが、メリットを発
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揮していただきまして、水道行政の充実を図っ

ていただきたいと思うところです。 

 また、国では、こうした様々な課題解決のた

めには、デジタル技術を活用し、業務の効率化

や広域連携を加速する上下水道ＤＸの推進が必

要として、その推進に向けた具体的方策が検討

されています。例えば、先月２月20日の国のデ

ジタル行財政改革会議では、持続可能な上下水

道システムに転換できるよう、ＤＸによりメン

テナンスを高度化、効率化していくことが重要

であり、ＤＸ技術が速やかに実装されるよう、

自治体向けの分かりやすいＤＸ技術カタログを

今年度中に取りまとめること、また災害時の復

旧活動の迅速化や広域連携の推進のため、施設

情報を紙媒体でのみ管理している自治体をゼロ

にできるよう、情報整備・管理の標準化を進め

る方策を今年６月をめどに取りまとめることな

ど、今後、地方自治体を後押しする方向性も示

されています。 

 私は、以前の質問で、水道施設を適切に管理

するための水道施設台帳の整備状況をデジタル

化の進捗状況と併せてお聞きいたしましたが、

当時の部長からは、台帳整備は十分な状況では

なかったものの、その後の進捗について前向き

な御答弁をいただいておりました。 

 その後の水道施設台帳の整備状況はどうか、

土木部長にお聞きいたします。 

○土木部長（横地和彦君） 水道施設台帳の整備

につきましては、高知県水道ビジョンにおける

20の実現方策の中でも特に重要な施策の一つに

位置づけ、推進をしてきているところでござい

ます。 

 こうしたところ、令和２年度末には19市町村

で台帳が未整備であったという状況でございま

したが、令和４年度末にはようやく全市町村で

整備をされたところでございます。 

 しかしながら、台帳の電子化といきますと、

完了しているのは約半数の17市町村にとどまっ

ておりまして、11市町村は紙媒体の併用などの

一部電子化、５市町村は紙媒体のみの整備となっ

ているのが現状となっております。 

○13番（土居央君） それでは、今後、上下水道

ＤＸをどのように進めていくのか、土木部長に

お聞きいたします。 

○土木部長（横地和彦君） 上下水道事業におき

ましては、維持管理の効率化はもとより、災害

時における迅速な支援を受けるためにも台帳の

電子化は不可欠なものであり、紙媒体での整備

では不十分であると認識をしております。その

ため、まずは全市町村での台帳の電子化の完了

が必要と考えております。 

 これに加えまして、人工衛星やＡＩを活用し

た上水道の漏水調査、ドローンによります下水

道管路の点検など、上下水道分野におけるＤＸ

の取組を県が主導して進めてまいりたいと考え

ております。 

○13番（土居央君） ありがとうございます。ま

た期待をするところでございます。 

 今まで述べてきましたとおり、上下水道事業

の様々な課題の解決策として必須と言える取組

が、広域化とデジタル化だと思います。また、

広域化の鍵もデジタル化にあろうかと思います。

そこで、水道広域化推進プランの具体的取組の

一つであるシステムの共同化につきまして質問

をいたします。少し長くなりますが、御容赦く

ださい。 

 まず、システムの共同化を目指すに当たって

何がネックとなり、どういう手法で進めるべき

かということに関して、３年前の質問の繰り返

しになりますが、今回は国交省のホームページ

の説明を引用しますと、現在の多くの水道事業

者におけるシステム機器の構成は、業務システ

ムごとに独立しており、異なるシステム間でデー

タを自由に流通させることが困難になっており、
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ベンダーやシステムごとに、管理するデータの

項目、形式等が異なるため、データ連携が困難

となっています。また、現状のシステム調達で

は、他ベンダーが提供するシステムへの乗換え

が困難となり、その更新や増設を行う場合、実

質的に同一ベンダーに依存せざるを得ない傾向、

ベンダーロックインの状況にあります。まずは

これが、システム共同化の最大のネックとなっ

ていると思います。 

 そして、これらの課題解決のため、また以下

引用ですが、データ流通のルールを標準化し、

各機器やシステムがこのルールに従いデータを

管理することで相互にデータ交換ができる仕組

みが水道情報活用システムです、とあります。 

 ３年前の議会で取り上げました水道標準プ

ラットフォーム、これはこの水道情報活用シス

テムの中核をなす部分で、システム間連携、事

業者間連携を実現するために、協調領域である

データ流通基盤の提供を目的としたクラウドと

いうことになります。2018年度、国が水道情報

活用システムの標準仕様を作成し、翌年、経済

産業省の補助事業により、水道標準プラット

フォームとして社会実装されたものです。その

プラットフォーム上に、例えば運転監視システ

ム、施設台帳システム、管路マッピングシステ

ム、料金システム、会計システムなどのアプリ

ケーションやデバイス機器が、入札などを通じ

て個々のベンダーによって競争性を働かせた上

で、水道事業者のニーズに合わせて提供される

というシステムとなっています。 

 つまり、水道情報活用システムで共通ルール

に基づくデータ流通を行うことにより、広域連

携を含む水道事業の一体的な管理が可能となり、

各種情報の利活用による管理の効率化や運用の

高度化が進むとともに、システム更新に係る費

用の低減や、複数の水道事業者が共同でプラッ

トフォームを利用することによるシステム利用

コストの削減が期待できますし、ほかにも、水

道施設情報や運転情報等を一元的に管理し、セ

キュリティーが担保された外部環境からのアク

セス確保などにより、災害時の復旧作業の迅速

化につながることも期待されます。これらはま

た、全て国が進めてきた政策でもあります。 

 前置きが長くなりましたが、高知県水道広域

化推進プランでは、最終的には事務の効率化や

災害時の連携強化に向けた情報一元化を見込

み、県全域のシステム共同化の実現を目指すと

いうことですので、本県としても、水道情報活

用システムの導入なくして広域化はなし得ない

ものと考えます。 

 県がシステム共同化を具体的に進めるため、

水道標準プラットフォームを基盤とする水道情

報活用システムの導入についてどう考えている

のか、総務部長にお聞きをいたします。 

○総務部長（清水敦君） 御紹介いただきました

とおり、水道標準プラットフォームを基盤とす

る水道情報活用システムを導入することのメ

リットといたしましては、災害時の円滑な復旧

支援、システム間連携による業務の効率化、ベ

ンダーロックインの解除による競争性の発現、

複数団体のシステム共同化に伴うスケールメ

リットによる費用の削減が期待できると考えて

おります。 

 令和４年に議員から御質問いただいた後も検

討を重ねまして、水道情報活用システムの導入

を前提に、システム共同化に向けた取組を進め

ることとしたところでございます。 

○13番（土居央君） ありがとうございます。 

 水道情報活用システムを導入するためには、

それを機能させる基盤となる水道標準プラット

フォームの実装が不可欠となりますが、水道法

により、水道事業広域化の旗振り役としてどの

ようにリーダーシップを発揮して県は取り組ん

できたのか、総務部長にお聞きをいたします。 
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○総務部長（清水敦君） 本県では、広域化の取

組として、システム共同化をはじめ、広域的な

人的支援体制の構築、資材等の共同発注、共同

委託などを進めているところでございます。特

にシステム共同化については、令和５年度以降

市町村への説明会や個別訪問の実施により、各

市町村の意見や課題を丁寧に聞き取るなど、積

極的に推進をしてまいりました。 

 また、今年度は、水道標準プラットフォーム

を提供する民間企業や、先行して取組を進めて

いる団体との勉強会を開催し、コスト削減効果

などのメリットを各市町村と共有したところで

す。こうした取組により、水道情報活用システ

ムの仕組みや導入の効果などについて、市町村

の理解が深まってきたと考えております。 

 今後は、各団体の導入に要するコストの試算

や国の交付金の活用に向けた後押しを行うなど、

引き続き、県のリーダーシップにより、システ

ム共同化を着実に進めていく所存でございます。 

○13番（土居央君） 少しずつではありますが着

実に進んでおられるというような認識を持つこ

とができました。 

 私は、県内水道事業者の多くが担当職員が１

人から２名という小規模な組織であることを踏

まえ、こういった小規模事業者が広域化に踏み

出せるためのサポート体制づくりが必要ではな

いかと考えております。 

 高知県水道広域化推進プランにおいては、今

後の広域化に係る推進方針の中で、水道事業の

財務会計システムを例に挙げ、システムの共同

化の検討を推進することが記されておりますが、

これにつきまして先行事例として滋賀県の取組

を御紹介したいと思います。 

 滋賀県ではもともと、水道事業者の会合で、

会計業務の一体化についての検討会から、その

後、システムの共同化への検討へと展開し、会

計システム共同化協議会が発足、課題も多く、

なかなか議論がまとまらなかったところ、水道

情報活用システムの導入により課題解決の道が

広がり、現在県下21事業体のうち11事業体が参

画し、会計システムの共同化に向けた議論が進

められているとお聞きをしております。 

 本県でも、最終的には県全域のシステム共同

化を目指していくためには、県がリーダーシッ

プを取り、時間をかけても着実に進むよう、水

道標準プラットフォームを起点とした協議会形

式での取組が必要ではないかと思いますが、総

務部長にお聞きをいたします。 

○総務部長（清水敦君） 滋賀県では、お話のあっ

た協議会が令和３年度に設立され、議論が進ん

だ結果、広域化の取組が一定進展したものと承

知をしております。 

 本県におきましても、水道情報活用システム

の導入に向け、今後は市町村と、より具体的な

検討に入るところでございます。着実なシステ

ム導入に向け、例えば市町村を既存システムの

更新時期ごとにグループ分けした上で協議の場

を設けるなど、より丁寧に取組を進めてまいり

たいと考えております。 

○13番（土居央君） ありがとうございます。引

き続きまして着実なお取組を期待するところで

す。 

 それでは最後に、ＮＨＫ連続テレビ小説あん

ぱん放送を契機とした外商の取組についてお聞

きをしてまいりたいと思います。 

 ＮＨＫ連続テレビ小説あんぱん放送開始をい

よいよ今月31日に控え、期待は高まるばかりで

す。一昨年の制作発表以来、このチャンスを捉

えて地域や事業を盛り上げていこうと、本県の

みならず、やなせ先生ゆかりの様々な主体が動

いてまいりました。 

 老舗百貨店の三越日本橋本店もその一つでご

ざいます。三越日本橋本店は、やなせ先生が上

京後に勤めた企業であり、有名な三越の包装紙
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デザインのロゴはやなせ先生がデザインされて

おりますので、やなせ先生とのゆかりの深い企

業です。 

 今からの質問は、結論を先に言いますと、高

知県はあんぱんを御縁に三越日本橋本店との

パートナーシップを一層深めるべきだという内

容ですが、まずその質問をする経過から述べさ

せていただきます。 

 昨年の春、三越と直接取引をされております

高知市の土佐伝統牧野野菜の生産者の方に、三

越が、あんぱん放送をきっかけとして、高知の

小豆を使用したあんパンを販売するあんぱんプ

ロジェクトを企画しており、高知で小豆を探し

ているから手伝ってほしいという依頼を受けま

した。詳細を聞くため、４月に県の地産外商公

社と共に三越日本橋本店を訪問しまして、三越

日本橋本店営業統括部第１営業部長兼商品担当

長の村山慎一氏、そしてお二人の担当マネジャー

に面会して、三越の連続テレビ小説あんぱんへ

の期待と熱い思いをお聞きしてきたところです。 

 村山部長から伝えられましたことは、三越と

やなせ先生のゆかりは深く、ドラマを機とした

企画は考えている。ドラマに絡めて高知とコラ

ボして、実際のあんパンを高知の小豆で作れた

ら面白く、企画の目玉になり得る。ただ、そこ

に固執しているわけではなく、それ以上に、こ

れまでの一般的な地域フェアから脱却し、高知

の物産を活用して共に新しい価値を創造してい

くようなプロジェクトをしたいという熱い思い

でありました。小豆に関しては、質・量ともに

北海道など他の産地にかなわないことを前提と

した上で、このタイミングでやる価値のあるの

は高知だけだと、非常に好意的に捉えてくれて

おりました。 

 県に求めることは、高知の生産者について三

越が細かく状況把握ができているわけではなく、

その間をサポートしてくれたらありがたい、ま

た共に価値創造をしようという意欲を持った

パートナーをどんどん紹介してほしいというも

のでありました。 

 私は高知に帰りまして、すぐ、ＪＡと、とさ

のさとに相談し、結果的に高知県内では商業ベー

スの小豆生産はなく、万事休すかと思ったんで

すが、そこからＪＡ、とさのさとがネットワー

クを生かして頑張ってくれて、昨年急遽、なけ

れば作ろうということで、新たに小豆を作付し

ていただくことになりまして、今、とさのさと

協力の下、ドラマ放送に合わせて、使用できる

分量の小豆が確保されているとお聞きをしてお

ります。作付から収穫まで、本当にぎりぎりの

タイミングであったと思います。 

 このような経過を経て、この夏、三越日本橋

本店で、このあんパンを含んだ民間主導の高知

フェアが予定されていると伺っています。県も

これまでも三越伊勢丹グループとの関係を築い

てきたこととは思いますが、その中でも三越日

本橋本店は、日本最古の歴史を有する最高のブ

ランドだと思います。 

 県としても、こうした三越日本橋本店での高

知フェアを後押しし、さらなる外商拡大や観光

振興、ひいてはドラマ終了後も続く三越日本橋

本店との関係性の深化を図るべきだと考えます

が、産業振興推進部長にお聞きをいたします。 

○産業振興推進部長（合田和穂君） やなせさん

とのゆかりが深い上に歴史と格式を誇る三越日

本橋本店での高知県フェアの開催は、県産品の

外商あるいは観光誘客の拡大に向けた絶好のＰ

Ｒ機会と認識しております。 

 このため、昨年４月に議員と共に訪問させて

いただいた後も、地産外商公社が三越の担当者

と継続的に接触をしまして、県産品の提案など

も行ってきております。その中で、三越の担当

者の方には、公社が主催する商談会や本県への

産地視察にも足を運んでいただいており、関係
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継続につながっております。 

 今後とも、フェアの開催に向けてしっかり対

応するとともに、連続テレビ小説あんぱん放送

終了後のさらなる展開も視野に入れまして、さ

らに関係が深まりますよう取り組んでまいる所

存であります。 

○13番（土居央君） ありがとうございます。 

 それでは、最後になりますが、またドラマの

シナリオの進行によって様々な御縁ができる、

いろんな主体と御縁ができるのではないかと思

いますが、こうした様々な主体との関係構築に

つきまして知事はどのように考えておられるの

か、御見解をお聞きしたいと思います。 

○知事（濵田省司君） お話がございましたよう

に、連続テレビ小説あんぱんの放送は、様々な

方々との新たな関係づくりに加えまして、これ

までに構築をした関係をさらに深めるためにも、

またとない絶好のチャンスというふうに捉えて

おります。 

 既に外商の分野では、御紹介いただきました

三越日本橋本店以外にも、複数の百貨店あるい

は大手量販店から高知県フェアのお話をいただ

いております。また、大手食品メーカーと県内

の食品企業とのコラボレーションによります新

商品開発の動きもございます。 

 さらに、観光の分野におきましても、やなせ

さんが長年暮らしておられた新宿区などと連携

したＰＲに向けまして、県でも準備を進めてい

るところであります。 

 今後も、あんぱんの放送を通じまして幅広い

関係づくりに努め、放送後の関係継続にもしっ

かり取り組みますことで、さらなる外商拡大そ

して観光誘客にしっかりとつなげてまいる考え

であります。 

○13番（土居央君） ありがとうございました。 

 様々な主体との関係構築、ぜひとも進めてい

ただきたいんですが、そのドラマを通じて言え

ば、まさに象徴が、三越日本橋本店だろうと思

います。また、そこでやる高知フェアではなか

ろうかと思うんです。支援の形、連携の形とい

うのはいろいろあろうかと思いますが、こうし

た県外の主体がドラマをきっかけに高知を向い

てくれて、そしてフェアをやってくれる、イベ

ントを開催するという場合、たとえ少なくとも、

やはり県として運営面で何かしらの人的、物的

な支援をしていくということは、私は今後の関

係性をより強めていく、深めていく上では必要

ではなかろうかと思うところです。三越日本橋

本店との建設的な関係がこれから深まりますこ

と、築けていきますことを願うところでありま

す。 

 最後になりますけれども、今年度最後の議会

質問、議会でございます。今期で退職される全

ての県職員の皆様には、本当にお疲れさまだと

申し上げたいと思います。ありがとうございま

した。心から感謝を申し上げまして、私の全質

問とさせていただきます。ありがとうございま

す。（拍手） 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、土居央議員

の質問は終わりました。 

 以上で、議案に対する質疑並びに一般質問を

終結いたします。 

 

――――  ―――― 

 

議 案 の 付 託 

○議長（加藤漠君） これより議案の付託をいた

します。 

 ただいま議題となっている第１号から第69号

まで及び報第１号、以上70件の議案を、お手元

にお配りいたしてあります議案付託表のとおり、

それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

    議案付託表 巻末443ページに掲載 
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――――  ―――― 

 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、本日の議事

日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。明12日から23日までの12

日間は委員会審査等のため本会議を休会し、３

月24日に会議を開きたいと存じますが御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、さよう決しました。 

 ３月24日の議事日程は、議案の審議でありま

す。開議時刻は午前10時、本日はこれにて散会

いたします。 

   午後５時９分散会 
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―――――――――――――――― 

 

事務局職員出席者 

  事 務 局 長  中 島 勝 海 君 

  事 務 局 次 長  梅 森   実 君 

  議 事 課 長  飯 田 志 保 君 

  政策調査課長  溝 渕 松 男 君 

  議事課長補佐  松 岡 宏 尚 君 

  主     査  宮 﨑 由 妃 君 

        

――――  ―――― 

 

議 事 日 程（第８号） 

   令和７年３月24日午前10時開議 

第１ 

 第 １ 号 令和７年度高知県一般会計予算 

 第 ２ 号 令和７年度高知県収入証紙等管理特

別会計予算 

 第 ３ 号 令和７年度高知県給与等集中管理特

別会計予算 

 第 ４ 号 令和７年度高知県旅費集中管理特別

会計予算 

 第 ５ 号 令和７年度高知県用品等調達特別会

計予算 

 第 ６ 号 令和７年度高知県会計事務集中管理

特別会計予算 

 第 ７ 号 令和７年度高知県県債管理特別会計

予算 

 第 ８ 号 令和７年度高知県土地取得事業特別

会計予算 

 第 ９ 号 令和７年度高知県国民健康保険事業

特別会計予算 

 第 10 号 令和７年度高知県災害救助基金特別

会計予算 

 第 11 号 令和７年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計予算 

 第 12 号 令和７年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計予算 

 第 13 号 令和７年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計予算 

 第 14 号 令和７年度高知県農業改良資金助成

事業特別会計予算 

 第 15 号 令和７年度高知県県営林事業特別会

計予算 

 第 16 号 令和７年度高知県林業・木材産業改

善資金助成事業特別会計予算 

 第 17 号 令和７年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計予算 

 第 18 号 令和７年度高知県港湾整備事業特別

会計予算 

 第 19 号 令和７年度高知県高等学校等奨学金

特別会計予算 

 第 20 号 令和７年度高知県流域下水道事業会

計予算 

 第 21 号 令和７年度高知県電気事業会計予算 

 第 22 号 令和７年度高知県工業用水道事業会

計予算 

 第 23 号 令和７年度高知県病院事業会計予算 

 第 24 号 令和６年度高知県一般会計補正予算 

 第 25 号 令和６年度高知県収入証紙等管理特

別会計補正予算 

 第 26 号 令和６年度高知県旅費集中管理特別

会計補正予算 

 第 27 号 令和６年度高知県用品等調達特別会

計補正予算 

 第 28 号 令和６年度高知県会計事務集中管理

特別会計補正予算 

 第 29 号 令和６年度高知県県債管理特別会計

補正予算 

 第 30 号 令和６年度高知県土地取得事業特別

会計補正予算 

 第 31 号 令和６年度高知県国民健康保険事業

特別会計補正予算 
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 第 32 号 令和６年度高知県災害救助基金特別

会計補正予算 

 第 33 号 令和６年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計補正予算 

 第 34 号 令和６年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計補正予算 

 第 35 号 令和６年度高知県県営林事業特別会

計補正予算 

 第 36 号 令和６年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計補正予算 

 第 37 号 令和６年度高知県港湾整備事業特別

会計補正予算 

 第 38 号 令和６年度高知県高等学校等奨学金

特別会計補正予算 

 第 39 号 令和６年度高知県流域下水道事業会

計補正予算 

 第 40 号 令和６年度高知県病院事業会計補正

予算 

 第 41 号 高知県一時保護施設の設備及び運営

に関する基準を定める条例議案 

 第 42 号 こうちグローバル人材育成基金条例

議案 

 第 43 号 高知県職員等こころざし特例基金条

例の一部を改正する条例議案 

 第 44 号 職員の旅費に関する条例の一部を改

正する条例議案 

 第 45 号 職員の育児休業等に関する条例及び

高知県獣医師修学資金貸与条例の一

部を改正する条例議案 

 第 46 号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例等の一部を改正する条例議

案 

 第 47 号 職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例議案 

 第 48 号 高知県住民基本台帳法施行条例及び

高知県行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用並

びに特定個人情報の利用及び提供並

びに個人番号カードの利用に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 49 号 高知県軽費老人ホーム等の設備及び

運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例議案 

 第 50 号 高知県立県民文化ホールの設置及び

管理に関する条例の一部を改正する

条例議案 

 第 51 号 高知県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例議案 

 第 52 号 高知県立県民体育館の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例

議案 

 第 53 号 高知県浄化槽保守点検業者の登録に

関する条例の一部を改正する条例議

案 

 第 54 号 高知県宅地建物取引業法関係手数料

徴収条例の一部を改正する条例議案 

 第 55 号 高知県建築士法施行条例の一部を改

正する条例議案 

 第 56 号 高知県建築基準法施行条例の一部を

改正する条例議案 

 第 57 号 高知県手数料徴収条例の一部を改正

する条例議案 

 第 58 号 職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例の一部を改正する条例

議案 

 第 59 号 高知県認定こども園条例の一部を改

正する条例議案 

 第 60 号 高知県立香北青少年の家の指定管理

者の指定に関する議案 

 第 61 号 権利の放棄に関する議案 

 第 62 号 県有財産（教学機器）の取得に関す

る議案 

 第 63 号 県が行う土地改良事業に対する市町
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村の負担の一部変更に関する議案 

 第 64 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 65 号 包括外部監査契約の締結に関する議

案 

 第 66 号 日高特別支援学校寄宿舎改築建築主

体工事請負契約の締結に関する議案 

 第 67 号 国道441号防災・安全交付金（口屋内

トンネル（Ⅱ））工事請負契約の一部

を変更する契約の締結に関する議案 

 第 68 号 和食ダム本体建設工事請負契約の一

部を変更する契約の締結に関する議

案 

 第 69 号 県道の路線の認定に関する議案 

 報第１号 高知県が当事者である訴えの提起の

専決処分報告 

追加 

 第 70 号 高知県副知事の選任についての同意

議案 

 第 71 号 高知県教育委員会の教育長の任命に

ついての同意議案 

 第 72 号 高知海区漁業調整委員会の委員の任

命についての同意議案 

 第 73 号 高知県収用委員会の委員の任命につ

いての同意議案 

 第 74 号 高知県収用委員会の予備委員の任命

についての同意議案 

 第 75 号 高知県監査委員の選任についての同

意議案 

追加 

 議発第１号 公立医療機関等の厳しい経営状況

に対する支援策を求める意見書議

案 

 議発第２号 性犯罪の再犯防止の取組への支援

の強化を求める意見書議案 

 議発第３号 米の価格高騰対策と安定供給の仕

組みづくりを一体で進めることを

求める意見書議案 

追加 

 議発第４号 持続可能な学校の実現を目指す意

見書議案 

追加 

 議発第５号 適格請求書等保存方式（インボイ

ス制度）の廃止等を求める意見書

議案 

追加 

 議発第６号 選択的夫婦別姓の早期導入を求め

る意見書議案 

 議発第７号 選択的夫婦別姓制度の法制化に向

けた議論の促進を求める意見書議

案 

第２ 常任委員の選任 

第３ 議会運営委員の選任 

追加 

 継続審査の件 

 議長辞職の件 

 議長の選挙 

 副議長辞職の件 

 副議長の選挙 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時開議 

○議長（加藤漠君） これより本日の会議を開き

ます。 

 

――――  ―――― 

 

諸 般 の 報 告 

○議長（加藤漠君） 御報告いたします。 

 各常任委員会から審査結果の報告があり、一

覧表としてお手元にお配りいたしてありますの

で御了承願います。 
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    委員会審査結果一覧表 巻末474ページ 

    に掲載 

 

――――  ―――― 

 

委 員 長 報 告 

○議長（加藤漠君） これより日程に入ります。 

 日程第１、第１号から第69号まで及び報第１

号、以上70件の議案を一括議題といたします。 

 これより常任委員長の報告を求めます。 

 西森雅和危機管理文化厚生委員長。 

   （危機管理文化厚生委員長西森雅和君登壇） 

○危機管理文化厚生委員長（西森雅和君） 危機

管理文化厚生委員会が付託を受けた案件につい

て、その審査の経過並びに結果を御報告いたし

ます。 

 当委員会は、執行部関係者の出席を求め、慎

重に審査いたしました結果、第９号議案から第

11号議案、第21号議案から第24号議案、第31号

議案、第32号議案、第40号議案、第41号議案、

第49号議案から第51号議案、報第１号議案、以

上15件については全会一致をもって、第１号議

案については賛成多数をもって、いずれも可決

または承認すべきものと決しました。 

 以下、審査の過程において論議された主な事

項について、その概要を申し上げます。 

 初めに、危機管理部についてであります。 

 第１号「令和７年度高知県一般会計予算」の

うち、消防広域化調査委託料について、執行部

から、高知県消防広域化基本計画の検討に必要

となる消防力の現状の調査分析及び広域化後の

運用効果などのシミュレーションを行うもので、

調査結果は、高知県消防広域化基本計画あり方

検討会などでの議論に活用し、基本計画に反映

するものであるとの説明がありました。 

 委員から、高知県消防広域化基本構想の公表

時期はいつになるのか。また、どのような形で

公表をするのかとの質疑がありました。執行部

からは、基本構想は３月下旬にホームページな

どで公表することを予定している。パブリック

コメントに対する県の考え方も含め、変更点な

ども分かるように、一定配慮しながら取りまと

め作業を進めていきたいとの答弁がありました。 

 別の委員から、給与制度や階級制度など職員

の処遇については、新たな組織を設立する前に

議論を開始するのかとの質疑がありました。執

行部からは、職員の処遇に対する不安の声が多

くあることを踏まえ、来年度のあり方検討会で

早期に議論をしていくとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、スケールメリットだけで

考えるのではなく、現場の声も聞きながら慎重

に対応していただきたいとの意見がありました。 

 次に、第24号「令和６年度高知県一般会計補

正予算」のうち、感震ブレーカー設置等委託料

について、執行部から、配付戸数が当初の想定

見込みを下回ったことにより減額するものであ

るとの説明がありました。 

 委員から、当初予算に対して執行率はどれぐ

らいかとの質疑がありました。執行部からは、

昨年１月の能登半島地震を踏まえて約600世帯

を対象に予算を計上していたが、実際の申請は

44世帯で、執行率は8.4％であるとの答弁があり

ました。 

 別の委員から、約600世帯を対象としたことに

ついて、何を根拠に設定したのかとの質疑があ

りました。執行部からは、令和元年度から４年

度までの新築着工件数から、高知県内の全世帯

数と、木造家屋が密集している重点推進地区の

世帯数の割合を用いて推定したものであるとの

答弁がありました。 

 さらに、委員から、予算計上時の試算に問題

があったのではないか。地震発生時の火災を防

ぐため、感震ブレーカーの設置は非常に重要で

あるため、今後は予算計上も含め、設置促進に
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向けては丁寧に進めていただきたいとの要請が

ありました。 

 次に、健康政策部についてであります。 

 第１号「令和７年度高知県一般会計予算」の

うち、東部地域多機能支援施設整備事業につい

て、執行部から、東部地域においては、在宅サー

ビス資源や看護師などの担い手の確保に、より

一層力を入れていく必要がある。このため、訪

問看護や訪問歯科診療の充実、在宅医療に関わ

る医療人材の確保などを通じ、東部地域におい

ても在宅サービス提供が促進されるよう、拠点

となる施設を整備するものであるとの説明があ

りました。 

 委員から、看護師養成施設の最大の課題は学

生の確保であると考えるが、どのような募集を

するのかとの質疑がありました。執行部からは、

東部地域の各市町村に奨学金などの支援策を創

設していただくことや、地元の高校生や医療機

関の看護助手など、将来看護師を目指す方がい

れば、積極的に看護師養成施設への入学を働き

かけるなど、地域と一丸となって取り組んでい

くとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、令和９年度に開校予定で

あるが、市町村との足並みはそろっているのか

との質疑がありました。執行部からは、県と東

部地域の全市町村で立ち上げた協議会で議論を

重ね、各市町村からの財政支援などについて理

解をいただいているとの答弁がありました。 

 次に、在宅医療提供体制推進事業費について、

執行部から、訪問看護師の人材育成や、訪問診

療、訪問歯科の提供体制強化への支援、またオ

ンライン診療など、中山間地域の医療提供体制

の確保に取り組むものである。令和７年度は訪

問看護事業所の運営状況や課題などを把握、分

析するため、新たに訪問看護ステーションの実

態調査を行うこととしているとの説明がありま

した。 

 委員から、機能強化型訪問看護管理療養費加

算の取得について、令和７年１月時点で７か所

にとどまっているのはどのような理由か。また、

取得箇所数を増加させるための対策はあるのか

との質疑がありました。執行部からは、加算を

取得するための条件として、ステーションごと

に常勤看護師を一定数確保する必要がある。現

時点でその条件を満たすステーションは少ない

が、他の方法により規模拡大を図ることで加算

を取得できる可能性もあるため、まずは実態調

査で現状を把握していくとの答弁がありました。 

 別の委員から、地域において訪問看護ステー

ションが増えていない実態があるが、自治体単

位で空白となっている地域はあるのかとの質疑

がありました。執行部からは、訪問看護ステー

ションの実態調査において、旧の53市町村単位

で各ステーションのカバーエリアの調査を行い、

来年度上半期までに集約する予定である。調査

の結果、空白地域があれば、遠距離訪問への助

成の活用や、複数のステーションが協力して人

員調整をすることで、24時間対応できる体制づ

くりなどを検討していきたいとの答弁がありま

した。 

 次に、子ども・福祉政策部についてでありま

す。 

 第１号「令和７年度高知県一般会計予算」の

うち、あったかふれあいセンター事業費につい

て、執行部から、センターの職員が高いモチベー

ションを持ち、より活発に活動ができるよう、

職員同士の交流の機会を設けるほか、集落活動

センターなど、地域で活躍している様々な社会

資源と連携が図られるよう、意見交換会の開催

などを支援していくこととしている。あわせて、

センターの職員の人材確保や定着に向けて、人

件費に対する補助上限額を引き上げることとし

ているとの説明がありました。 

 委員から、人件費の補助上限額を引き上げる
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ことにより、今後センターがさらに増えていく

見通しはあるのかとの質疑がありました。執行

部からは、人材確保に苦慮している点や人口減

少が進んでいることから、箇所数が大きく増え

ることはないのではないかとの答弁がありまし

た。 

 さらに、委員から、センターは高知型地域共

生社会の拠点として様々な役割を担っているが、

県内の隅々までは行き渡っていないことが課題

である。今後、どのようにセンターのような公

的な支援を広げていくのかとの質疑がありまし

た。執行部からは、あったかふれあいセンター

だけでは地域の生活を支えることは難しいため、

集落活動センターや地域で活動している団体と

の連携による新たな仕組みづくりを考えていき

たいとの答弁がありました。 

 次に、出会い支援事業費について、執行部か

ら、民間のアプリ運営法人との連携や、婚活サ

ポーターの活動促進に向けたインセンティブの

拡充など、出会いの機会の創出を進めていくと

の説明がありました。 

 委員から、民間アプリ運営法人との連携はど

のようなものかとの質疑がありました。執行部

からは、県のシステムと直接的に連携させるも

のではなく、民間アプリ運営法人が持つ、マッ

チングアプリの安全な利用方法など、様々な情

報や教材を提供していただくことで若者への情

報発信を強化するものであるとの答弁がありま

した。 

 別の委員から、婚活サポーターへのインセン

ティブについて、具体的にどのような形を考え

ているのかとの質疑がありました。執行部から

は、成婚実績のあったサポーターの方には記念

品をお渡ししているが、若い方の成婚実績があっ

た場合はさらに一定額の奨励金の支給を考えて

いるとの答弁がありました。 

 委員から、婚活サポーターの方がボランティ

アで活動していく上で、経費の問題など、現場

でも様々な意見があるが、どのような形で支援

していくのかとの質疑がありました。執行部か

らは、交通費的なものはこれまで課題となって

いたが、今年度一定合意がなされ整理したとこ

ろである。今後、マニュアルを改正し、相談者

にも周知していくことで、サポーターの方が活

動しやすい体制づくりに努めていくとの答弁が

ありました。 

 次に、報告事項についてであります。 

 文化生活部から、高知県立美術館所蔵作品の

真贋及び今後の対応について、専門家に依頼し

た科学的分析等調査の結果や、作品裏側に貼付

されている来歴偽造ラベル、ベルリン州警察か

らの提供情報などから、美術館所蔵の「少女と

白鳥」については贋作であると判断し、本作品

の作者はヴォルフガング・ベルトラッキ氏の可

能性が高いとの結論に至った。今後は、過去の

裁判例等を参考にしながら、購入先である画廊

に対して返金の請求を念頭に置いた交渉を行う

とともに、美術館においてこれまでの経緯を含

め当該作品を公開することを考えている。再発

防止に向けては、今後作品を購入する際、資料

収集審査会の開催前に来歴や関連情報につい

て、より念入りに検証を行い、審査会において

丁寧な説明を行うことなどにより、贋作の可能

性を少しでも排除することに努めていくとの説

明がありました。 

 委員から、購入先との交渉について、過去の

事例などから、どの程度まで請求できるのかと

の質問がありました。執行部からは、錯誤を理

由に買主の代金返還請求が認められた例はある。

今回の事例は平成８年に購入しており、民法上

の時効とされる10年は経過しているが、県とし

て請求しないことにはならないと考えていると

の答弁がありました。 

 別の委員から、購入先との交渉で返金請求が



 令和７年３月24日 

－398－ 

 

認められた場合、作品は返還することになるの

かとの質問がありました。執行部からは、今後

の交渉において、相手方がどのような対応を取

るか分からないが、その都度、県として最善の

方策を弁護士と相談しながら考えていきたいと

の答弁がありました。 

 別の委員から、贋作と判断されたことで、美

術館に対する信頼性、評価への影響についてど

のように捉えているか。また、県民への説明は

どのように行うのかとの質問がありました。執

行部からは、審査会において適正に審議された

上で購入を決定しており、当時の手続に問題は

なかったと考えている。県民に対しては、購入

経緯や今回の贋作疑いが発覚した後の対応も含

めて、作品とともに公開したいと考えており、

今後美術館と調整を行っていくとの答弁があり

ました。 

 複数の委員から、美術館に対する不信が広が

らないよう、丁寧な説明を行うとともに、返金

請求や再発防止の取組をしっかり行うようにと

の意見がありました。 

 以上をもって、危機管理文化厚生委員長報告

を終わります。 

○議長（加藤漠君） 久保博道商工農林水産委員

長。 

   （商工農林水産委員長久保博道君登壇） 

○商工農林水産委員長（久保博道君） 商工農林

水産委員会が付託を受けた案件について、その

審査の経過並びに結果を御報告いたします。 

 当委員会は、執行部関係者の出席を求め、慎

重に審査いたしました結果、第８号議案、第12

号議案から第17号議案、第24号議案、第33号議

案から第36号議案、第45号議案、第51号議案、

第61号議案、第63号議案、第64号議案、以上17

件については全会一致をもって、また第１号議

案については賛成多数をもって、いずれも可決

すべきものと決しました。 

 以下、審査の過程において論議された主な事

項について、その概要を申し上げます。 

 初めに、商工労働部についてであります。 

 第１号「令和７年度高知県一般会計予算」の

うち、高度外国人材雇用促進事業委託料につい

て、執行部から、県内の外国人労働者は、令和

６年10月末時点で人数、事業所数ともに過去最

高であり、県内事業者にとって欠かすことので

きない人材になっている。一方、専門職として

従事する高度外国人材の割合は、本県は3.7％と

全国最下位であることから、県内事業者の掘り

起こしとマッチングを支援していくとの説明が

ありました。 

 委員から、高度外国人材の雇用に向けて、ど

のように取り組んでいくのかとの質疑がありま

した。執行部からは、高度外国人材に特化した

セミナーや留学生等を対象にした合同企業説明

会を教育機関と連携して開催することで雇用を

促進していきたいとの答弁がありました。 

 別の委員から、地方と都会で賃金格差がある

中で本県に住み続けていただくためには、本県

のよいところを母国に向けて情報提供するなど

の仕組みが重要になってくるのではないかとの

質疑がありました。執行部からは、国際交流及

び外国人材の定着に向けた多文化共生施策を推

進するため、文化生活部に新たに国際交流課を

設置して庁内体制を強化し、全庁を挙げて外国

人材の受入れ、定着の促進に取り組んでいくと

の答弁がありました。 

 次に、中山間地域商業等機能維持支援事業費

補助金について、執行部から、中山間地域で新

たな出店や創業を行いたいというニーズに幅広

く対応するため補助要件を拡充し、これまでの

空き店舗に加え、空き家についても補助対象と

し、補助上限額も引き上げる。これらの取組に

より、中山間地域の住民生活に必要な店舗の維

持や創業につなげていくとの説明がありました。 
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 委員から、昔からある中山間地域の店舗の多

くは、持家であることで経費が節減できていた

面もあると思われる。新たな出店については、

賃料を支払いながら経営を持続させるという難

しさがあるため、この点に対する取組も必要で

はないかとの質疑がありました。執行部からは、

補助金の申請の段階で商工会等に経営計画を見

ていただき、開業後も伴走支援をしていただく

仕組みにしているので、商工会等と連携して取

り組んでいきたいとの答弁がありました。 

 次に、農業振興部についてであります。 

 第１号「令和７年度高知県一般会計予算」の

うち、ＩｏＰクラウド運用保守等委託料につい

て、執行部から、作物の生理・生態情報などを

基に生育や収穫量、収穫時期などを予測する営

農支援ＡＩエンジンの開発を進めており、来年

度はニラとナスに関し、ＩｏＰクラウド、ＳＡ

ＷＡＣＨＩ上で利用できるように実証を行って

いくとの説明がありました。 

 委員から、農薬の使用頻度の減少につながる

ようなＩｏＰの活用はできるのかとの質疑があ

りました。執行部からは、天敵利用による農薬

に頼らない総合的病害虫管理の普及率は全国

一、またＳＡＷＡＣＨＩは湿度などのハウス内

環境が病気の出やすい状態かどうかの診断結果

を提供することで、環境制御による病気の出に

くい管理に貢献しているとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、露地栽培でもＳＡＷＡＣＨＩ

は活用できるのかとの質疑がありました。執行

部からは、ハウスと違い環境制御は難しいが、

圃場の水分測定により乾燥を防ぐことはできる

との答弁がありました。 

 別の委員から、営農支援ＡＩエンジン等の特

許を取得して売っていくことはできるのかとの

質疑がありました。執行部からは、ＩｏＰプロ

ジェクトでは一部の研究で既に特許を取得した

ものもあり、また本県が培った技術を外商する

取組についても複数の県との交流が始まってい

るとの答弁がありました。 

 次に、水産振興部についてであります。 

 第１号「令和７年度高知県一般会計予算」の

うち、沿岸漁業担い手活動促進事業費について、

執行部から、新規漁業就業者の確保に向けて、

これまでの取組を踏まえ、デジタルマーケティ

ングを活用したＰＲの強化や、省力化、デジタ

ル化への支援などを行っていくとの説明があり

ました。 

 委員から、近年の新規漁業就業者数は50人前

後で推移しているが、漁業就業者数から見た本

県漁業の将来像はどのようになっているのかと

の質疑がありました。執行部からは、2,500人程

度の漁業就業者がいれば漁業生産量の維持が可

能であると見込まれるため、新規漁業就業者は

年間60人以上、そのうち女性は４人以上を目標

に掲げているとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、新規漁業就業者の定着率

はどのようになっているのかとの質疑がありま

した。執行部からは、独立自営型漁業の定着率

は８割から９割であるが、雇用型漁業の定着率

は６割から７割と低くなっている。聞き取り調

査では、職場環境や将来的な展望が見えにくい

といった要因が挙げられており、これらの解消

に向けた取組の強化を計画しているとの答弁が

ありました。 

 さらに、委員から、離職された方の転職先を

分析するなど、定着率を上げるように努めてい

ただきたいとの要望がありました。 

 次に、報告事項についてであります。 

 初めに、商工労働部についてであります。 

 高知県中小企業・小規模企業振興指針の改定

について、執行部から、中小企業等を取り巻く

社会経済情勢の変化を踏まえて指針の見直しを

行い、施策の基本的方向の一つとして、新たに

円滑な価格転嫁に向けた環境の整備を追加した
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いとの説明がありました。 

 委員から、重要な方向性ではあるが、実現に

向けて具体的にはどのように取り組んでいくの

かとの質問がありました。執行部からは、高知

県よろず支援拠点の価格転嫁サポート窓口では、

原価計算の方法などの習得支援を通じて価格交

渉、価格転嫁を後押ししているので、中小企業

等の事業者に積極的に紹介していく。また、親

事業者と下請事業者の望ましい取引慣行の遵守

などを宣言するパートナーシップ構築宣言の登

録を促していくことで機運を醸成していきたい

との答弁がありました。 

 別の委員から、来年度実施予定の中小企業版

県政世論調査では、価格転嫁に関してどのよう

な調査を行うのかとの質問がありました。執行

部からは、3,000事業者を対象に調査を行い、労

務費や原材料費の何割を転嫁できているのか、

現状を把握し、あわせて価格転嫁できていない

場合の課題を確認したいと考えているとの答弁

がありました。 

 さらに、別の委員から、価格転嫁は本県だけ

でなく全国的な課題であり、他県などとも連携

して取り組んでいただきたいとの要請がありま

した。 

 次に、農業振興部についてであります。 

 仮称四万十市新食肉センター建替工事の進捗

状況について、執行部から、現在四万十市及び

一般社団法人四万十食肉公社において、事業者

に見積依頼を行うなど、実勢価格を調査中であ

る。本県としては四万十市と綿密に情報共有を

図っており、引き続き四万十市と連携し、早期

整備の実現に向けて取り組んでいくとの説明が

ありました。 

 商工農林水産委員会としても、施設の必要性

は十分承知しており、早期整備の実現に向けて

一層の支援を行っていくことで合意しました。 

 次に、林業振興・環境部についてであります。 

 第６回希少植物等保全対策検討委員会の概要

について、執行部から、検討委員会としては、

今回の天狗高原の来訪者を対象としたアンケー

ト結果によれば、バリアフリー道や探勝路は満

足度も高いため、すぐにアスファルトの道を撤

去する等の議論はしなくてもよいと考えるが、

経過を見ていく必要がある。また、今後は、草

原について、希少植物を含めて失われた生物多

様性の回復、植生の管理等が必要となるため、

検討委員会は継続設置とし、議論を行っていき

たいといった検討委員会委員長まとめがあった。

執行部としては、引き続きモニタリングの状況

等について報告を行い、協議していく予定であ

るとの説明がありました。 

 委員から、検討委員会での取りまとめは尊重

するが、貴重な自然を後世に残していくなどの

観点から議論することも大事ではないかとの質

問がありました。執行部からは、引き続き経過

観察を行い、四国カルストの自然環境を維持管

理していくために議論を続けていく。２年間の

一区切りがついたので、今後の検討委員会につ

いては、津野町とも意見交換しながら考えてい

きたいとの答弁がありました。 

 複数の委員から、検討委員会では希少植物の

回復には山焼きが大切とも議論されているので、

気象条件が整って実施されることを期待してい

るとの意見がありました。 

 次に、新たな管理型産業廃棄物最終処分場の

整備状況等について、執行部から、現在令和９

年９月頃の開業に向けて建設を進めているとこ

ろであり、引き続きエコサイクル高知と連携し

て、工事の進捗管理や事業費の執行管理を適切

に行い、安全を第一に取り組んでいくとの説明

がありました。 

 委員から、順調に工事が進むように期待して

いる。新しい施設について佐川町に感謝すると

ともに、現行施設がある日高村への感謝を県も
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忘れないようにしていただきたいとの要請があ

りました。 

 以上をもって、商工農林水産委員長報告を終

わります。 

○議長（加藤漠君） 土森正一産業振興土木委員

長。 

   （産業振興土木委員長土森正一君登壇） 

○産業振興土木委員長（土森正一君） 産業振興

土木委員会が付託を受けた案件について、その

審査の経過並びに結果を御報告いたします。 

 当委員会は、執行部関係者の出席を求め、慎

重に審査いたしました結果、第８号議案、第18

号議案、第20号議案、第24号議案、第30号議案、

第37号議案、第39号議案、第52号議案から第54

号議案、第67号議案から第69号議案、以上13件

については全会一致をもって、第１号議案、第

55号議案から第57号議案、以上４件については

賛成多数をもって、いずれも可決すべきものと

決しました。 

 以下、審査の過程において論議された主な事

項について、その概要を申し上げます。 

 初めに、産業振興推進部についてであります。 

 第１号「令和７年度高知県一般会計予算」の

うち、アニメ制作人材育成事業費補助金につい

て、執行部から、高知アニメクリエイター聖地

プロジェクト実行委員会が実施するアニメ人材

育成の取組や、専門学校によるアニメ人材教育

プログラムの構築に係る経費を補助するもので

ある。また、アニメクリエーターの育成を通じ

て、アニメ関連企業を本県に呼び込むことによ

り、県内にアニメ産業を集積し、若者や女性の

雇用創出や地域産業活性化につなげることを目

的としたアニメプロジェクトを進めており、県

内におけるアニメ制作企業の従事者数を、令和

４年度の28人から令和９年度には120人まで増や

したいと考えているとの説明がありました。 

 委員から、アニメプロジェクトの取組の中で

専門学校との連携はどうかとの質疑がありまし

た。執行部からは、学校法人龍馬学園によるア

ニメ学科の創設に向けた実証に必要となるアニ

メ制作のためのタブレット等の設備や、講師に

係る経費について、アニメ制作人材育成事業費

補助金により支援を行った。来年度は引き続き

アニメ人材教育プログラムの構築に向けて支援

することとしているとの答弁がありました。 

 別の委員から、高校生の県内就職については、

県全体で取組を強化している中で、アニメ関連

は若者や女性から人気が高く非常に重要な取組

だと思う。県内におけるアニメ制作企業従事者

数の目標を達成するためにも、来年度以降もしっ

かり取組をしていただきたいとの意見がありま

した。 

 次に、酒米安定供給支援事業費補助金につい

て、執行部から、食用米の価格の高騰に伴い、

生産自体の減少が懸念されている県産酒米の安

定供給を目的とするものである。これにより、

国内外で評価や人気が高まっている土佐酒ブラ

ンドを守り、本県の主要な品目としてさらなる

輸出の拡大に取り組んでいくとの説明がありま

した。 

 委員から、食用米の価格によっては、令和８

年度以降も補助制度は継続されるのかとの質疑

がありました。執行部からは、補助金の財源は

全て国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金を活用しているため、令和７年度限りであ

るとの答弁がありました。 

 別の委員から、農家は将来的な見通しがない

と作付する意欲も湧かないと思う。将来的に土

佐酒の輸出拡大を考えたときに、一定量の酒米

を確保していく観点から作付面積を拡大してい

くため、短期的ではなく、ある一定の長期的な

仕組みを構築しないと、財源を理由に補助制度

が廃止されると農家は厳しいのではないかとの

意見がありました。 
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 次に、観光振興スポーツ部についてでありま

す。 

 第１号「令和７年度高知県一般会計予算」の

うち、足摺海洋館管理運営費について、委員か

ら、県立足摺海洋館SATOUMIは、入り込み客数は

目標は達成できているものの年々落ち込んでお

り、またグラスボート運営会社は休業し、海底

館も老朽化が進み修繕は難しく、撤去もできる

ような状態ではないと聞いている。イベントを

開いても、人出は少ない状況であるが、土佐清

水市と地域的な連携はしっかり取れているのか。

当初に掲げた、竜串地域全体が大きな自然の水

族館という原点に立ち返り、取り組むことが必

要だと思うがどうかとの質疑がありました。執

行部から、SATOUMIは、竜串地域全体が大きな自

然の水族館という基本方針の下、設置している

ものである。当初、地域が一体となって誘客を

すべく、地元の事業者も含めた協議も行ってき

たが、まだ形になっていないのが現状である。

今後、もう一度原点に立ち返り、地域全体の誘

客について県も積極的に関わる形で協議を深め

ていきたいと考えているとの答弁がありました。 

 次に、滞在型観光推進計画策定支援等委託料

について、執行部から、どっぷり高知旅キャン

ペーンを通じた受入れ整備の一つで、いわゆる

分散型ホテルの整備に対するアドバイスや、宿

泊施設を起点とした滞在型観光の創出といった

活動への側面支援を行おうとするものであると

の説明がありました。 

 委員から、分散型ホテルは中山間観光振興の

大きな武器になると考えており、非常に高く評

価しているが、運用に関しては懸念がある。経

営支援だけではなく、利用してもらえるための

仕掛けを事業者とも協議して取り組む必要があ

ると考えるがどうかとの質疑がありました。執

行部から、事業計画づくりの過程で、ターゲッ

トとする客層に合わせた販売方法や、宿泊先で

の体験サービスやコンテンツの開発に関するア

ドバイスを実施しているとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、民泊は、どっぷり高知旅

に即している。インバウンド客は長期滞在する

ことが多く、そこから地域がグローバルな社会

になると、さらなるインバウンド誘客にもつな

がるので、ぜひともしっかりとこの民泊の政策

を進めてもらいたいとの意見がありました。 

 関連して、県内の宿泊施設について、別の委

員から、高知市内は複数の新規ホテルが開業予

定である一方、郡部では個人経営のホテルは廃

業、市町村の指定管理も受け手がなく、うまく

いっていない状況であると聞く。県内に立派な

スポーツ施設がたくさんありながらも、宿泊場

所がなく合宿に来ないとなると、せっかくの施

設が生かされない。県の施設を生かすためには、

市町村と機運を盛り上げていく必要があると思

うがどうかとの質疑がありました。執行部から、

例えば室戸市の場合、国立室戸青少年自然の家

ではスポーツ合宿の受入れに積極的に取り組み

始めている。受入れについて市と協議をする中

で、市も問題意識を持っており、新たな施設を

誘致する、もしくは青少年自然の家と連携し、

青少年自然の家の施設整備について検討してい

ると聞いている。県も一緒になって、市町村に

主体を持ってもらうような形で、スポーツ合宿

の誘致につなげていきたいと考えているとの答

弁がありました。 

 さらに、委員から、スポーツ合宿において、

高知も他県に負けていない気候でありながら、

宿泊などに弱点があることを踏まえつつ、広域

観光としてもそれぞれの自治体と一体となった

取組になるようお願いをするとの意見がありま

した。 

 次に、若者の関心が高い新たなスポーツ推進

事業について、執行部から、子供や若者に関心

が高い新たなスポーツや、健常者と障害者が一
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緒に楽しめるスポーツの機会の拡充により、若

い世代が楽しめるスポーツの選択肢を増やし、

スポーツのさらなる振興や若者の県外への流出

抑制を図ることを目的としたものである。子供

や若者の関心が高いアーバンスポーツやｅス

ポーツの体験イベントといった、新たなスポー

ツに親しむ機会の提供、プロダンスチームによ

る若者を対象としたダンス指導や、ダンスイベ

ントの開催を通じた若者の交流機会の拡充など

の取組を行うとの説明がありました。 

 委員から、アーバンスポーツなどのイベント

は定期的に開催されるのかとの質疑がありまし

た。執行部からは、イベントの開催は年１回を

考えているが、ダンスの指導に関しては年に複

数回実施するとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、若者の関心が高い新しい

スポーツを推進していくことが事業の目的であ

れば、年１回だけ開催するイベントで裾野が広

がる、あるいはその起爆剤になるとは考えにく

い。若者が集まったらいろいろな形で出会いが

広がる可能性もあり、スポーツだけではない様々

なことへの波及が期待できるため、開催回数を

増やすことについて検討してはどうかとの質疑

がありました。執行部からは、来年度はまずは

アーバンスポーツなどを知っていただく機会に

したい。イベント実施後は、しっかりと地域に

情報提供もした上で、地域で取り組める活動に

できればと思っており、地域への広がりも見据

えて取り組んでいきたいとの答弁がありました。 

 次に、高知ユナイテッドスポーツクラブへの

支援について、執行部から、本県への経済の活

性化やスポーツの振興など様々な面で県勢浮揚

への貢献が期待される、高知ユナイテッドスポー

ツクラブのＪリーグクラブライセンスの更新に

向けた財政支援や、クラブと連携した観光プロ

モーションなどを行おうとするものであるとの

説明がありました。 

 委員から、来場者から駐車場が不足している

と聞く。高知駅からのシャトルバスの利用につ

いて、啓発も含めた誘導を行っていただきたい。

また、他県での試合において、高知ユナイテッ

ドスポーツクラブのサポーターが利用する施設

に歓迎の意が表されており、非常におもてなし

を受けたと聞いている。来年度以降のアウエー

ツーリズムを考えたときに、第一印象はとても

大事で、県としてもチームを通じてしっかりと

おもてなしをすることが今後につながると思う

のでお願いするとの意見がありました。 

 次に、土木部についてであります。 

 第１号「令和７年度高知県一般会計予算」の

うち、住宅耐震化促進事業費補助金について、

執行部から、昭和56年５月31日以前に建築され

た住宅の耐震改修等への補助などを行う市町村

に対し、その費用の一部を補助するものである。

住宅の耐震化は、様々な地震対策の入り口に位

置づけられる最重要施策であることから、国の

補助制度も活用しながら、需要の掘り起こしや

供給能力の強化に取り組んでいるとの説明があ

りました。 

 委員から、県内の市町村全体で耐震化はどの

くらい進んでいるのか、また市町村ごとの進捗

状況はどうかとの質疑がありました。執行部か

らは、市町村ごとに耐震化率の算定方法が異な

るため、耐震化率を比較することは現状困難で

あるが、市町村との連携を一層深め、取組を推

進したい。なお、県では総務省が５年ごとに抽

出調査により実施する住宅・土地統計調査を基

に耐震化率を推計しており、耐震化の目標を達

成するためには、令和12年度までに今後9,000棟

の耐震改修が必要であるとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、県内の市町村の状況を把

握しながら、耐震化が進んでいない原因を基に

新たな支援策を講じるなどの取組を行い、まず

は昭和56年以前の住宅の耐震化を完了させ、そ
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の次の段階へ進む気構えで、各市町村と連携し

て取り組んでいただきたいとの意見がありまし

た。 

 次に、報告事項についてであります。 

 土木部についてであります。 

 令和７年度入札・契約制度の改正について、

執行部から、より競争性、公正性等を確保し、

事業を円滑に実施することや、働き方改革によ

り建設業の魅力化を図り、担い手確保につなげ

るなど見直しを行うものであるとの説明があり

ました。 

 委員から、クールワークタイム制度を導入す

ることにより、短縮される作業時間を確保する

ため、工期延長が可能となる。その場合、設計

単価の算出においてはどう反映されるのかとの

質問がありました。執行部からは、工期を延長

したことによって生じる経費の負担は考えてい

ない。この制度は、建設業協会から働き方改革

の視点で強く要望があり、導入に至ったもので

あるとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、働き方改革を全般に推進

するために加点化しているが、労働者確保が難

しい実態も出てくる可能性があるのではないか

と考えるがどうかとの質問がありました。執行

部から、担い手確保につなげるために、月単位

の週休２日制やクールワークタイム制度など、

建設業の魅力と働きやすさをほかの産業と同等

とするよう様々な取組を実施しているとの答弁

がありました。 

 さらに、別の委員から、総合評価方式の運用

において、地域貢献度加算や災害復旧工事等の

対応状況加算について、他県は本県より配点が

多いと聞いている。あらゆる災害対応は、その

地域があってこそ実施できていることもあるこ

とから、次回の改正に向けて、この加算につい

ては、他県とも比較して検討をしていただきた

いとの意見がありました。 

 以上をもって、産業振興土木委員長報告を終

わります。 

○議長（加藤漠君） 三石文隆総務委員長。 

   （総務委員長三石文隆君登壇） 

○総務委員長（三石文隆君） 総務委員会が付託

を受けた案件について、その審査の経過並びに

結果を御報告いたします。 

 当委員会は、執行部関係者の出席を求め、慎

重に審査いたしました結果、第２号議案から第

７号議案、第19号議案、第24号議案から第29号

議案、第38号議案、第42号議案から第48号議案、

第58号議案から第60号議案、第62号議案、第65

号議案、第66号議案、以上27件については全会

一致をもって、第１号議案については賛成多数

をもって、いずれも可決すべきものと決しまし

た。 

 以下、審査の過程において論議された主な事

項について、その概要を申し上げます。 

 初めに、総合企画部についてであります。 

 第１号「令和７年度高知県一般会計予算」の

うち、人口減少対策等調査研究委託料について、

執行部から、県政の最重要課題である人口減少

問題などの県政課題解決に向けて、年度途中で

あっても緊急性や重要性を踏まえ、タイムリー

に調査研究を行い、企画立案ができるよう計上

するものであるとの説明がありました。 

 委員から、調査研究はどのような内容を検討

しているかとの質疑がありました。執行部から

は、現時点で決まった内容があるのではなく、

他部局においても緊急的に調査したい事案等が

発生した際に活用することを想定しているとの

答弁がありました。 

 別の委員から、本委託料は本当に大事な事業

であると感じている。各部局が機動的に人口減

少に対する認識を調査したい際などに活用がで

きるよう、事業の周知徹底が必要だと思うがど

うかとの質疑がありました。執行部からは、年
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度途中であっても弾力的に対応するための予算

であり、庁議などの場を通じて他部局へしっか

りと周知を図っていくとの答弁がありました。 

 次に、市町村デジタル化支援人材派遣事業委

託料について、執行部から、デジタル化の取組

があまり進んでいない小規模な市町村に対して、

実務レベルの支援を行う人材を派遣し、デジタ

ル化を後押しするものであるとの説明がありま

した。 

 委員から、対象となる市町村はどのくらいあ

るかとの質疑がありました。執行部からは、人

口5,000人以下の18市町村を想定しているとの答

弁がありました。 

 別の委員から、契約した事業者が各市町村を

訪問しながらサポートしていくことを想定して

いるとのことだが、市町村によって必要なサポー

トの頻度も変わってくると思うが、対応できる

のかとの質疑がありました。執行部からは、市

町村ごとに事情が違うため、要望に応じて柔軟

に対応できるような委託内容とする予定である

との答弁がありました。 

 別の委員から、例えば市町村ごとの個別の支

援計画など、目に見えるものをつくっていくの

かとの質疑がありました。執行部からは、委託

業者にはまず各市町村を訪問して個別課題等の

ヒアリングを実施し整理することから始めてい

ただく予定である。それを踏まえ、年間の支援

計画を作成し、伴走支援を行っていくことを想

定しているとの答弁がありました。 

 次に、教育委員会についてであります。 

 第１号「令和７年度高知県一般会計予算」の

うち、働き方改革推進事業委託料について、執

行部から、学校が抱える課題を踏まえ、具体的

に学校現場での業務改善に取り組むため、学校

における働き方改革に関する専門的知見を有す

るコンサルティング業者が直接学校に入って伴

走支援を行うものであるとの説明がありました。 

 委員から、モデル校を指定して取り組むので

あれば、業務の無駄を省きながら、教員がもっ

と子供たちと向き合う時間を持てるようなもの

にしていただきたいがどうかとの質疑がありま

した。執行部からは、これまでも業務の改善に

は取り組んできたが、実際に現場でどう進めて

いくかは難しいところもあった。様々な知見を

持つ業者が伴走支援することで、具体的な改善

につながるようにしていきたいとの答弁があり

ました。 

 別の委員から、学校における働き方改革は、

教員の確保の点でも大事なところである。モデ

ル校はどのように選定するのかとの質疑があり

ました。執行部からは、小学校、中学校、高等

学校で合わせて５校を想定している。今回が初

めての事業でもあることから、熱意のある学校

などを、市町村教育委員会とも協議しながら選

定していきたいとの答弁がありました。 

 次に、対話型ＡＩを活用した学習支援実証研

究事業について、執行部から、ＡＩを活用した

学習支援アプリを導入することで、授業や授業

外学習の充実や、英語力向上を図ることができ

ているかの成果、効果を検証するものであると

の説明がありました。 

 委員から、実証研究の目標はどのようなもの

かとの質疑がありました。執行部からは、自ら

が計画を立てて学習を進めることができる子供

たちを育てたい。英語については、実用英語技

能検定３級相当が中学３年生で50％となるよう

にしたいとの答弁がありました。 

 委員から、対話型ＡＩは全教科が活用できる

ものを想定しているとのことだが、英語以外の

教科ではどういった使い方になるのかとの質疑

がありました。執行部からは、全教科において

探究型の学習が進められるように、答えは教え

ずにどのように考えていけばよいかのヒントを

与えてもらえるようなアプリを想定していると
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の答弁がありました。 

 委員から、ＡＩを活用すれば、簡単に何でも

ある一定のベースをつくってもらえるというこ

とを子供たちが体験してしまうと、努力をせず

にＡＩに任せてしまう懸念がある。やっていい

こと、よくないことをしっかりと理解してもらっ

た上でのＡＩ教育の推奨をお願いしたいとの要

請がありました。執行部からは、ＡＩにはどう

いったメリット・デメリットがあるのかをしっ

かりと教職員に研修した上で活用していきたい

との答弁がありました。 

 次に、高等学校振興推進事業費について、執

行部から、今年度策定する県立高等学校振興再

編計画に基づき、主に中山間地域等の高等学校

の魅力化、特色化を進めるものである。地域と

の連携を進める高校魅力化コーディネーターを

配置して高等学校の魅力化などに取り組むほか、

学校と市町村とが地域コンソーシアムを構築し、

生徒数確保の努力目標の達成に向け、アクショ

ンプランを策定、実行する取組を推進していく

との説明がありました。 

 委員から、アクションプランの策定には、高

校魅力化コーディネーターが市町村と連携して

進めることが重要だと思うが、どのように取り

組んでいくのかとの質疑がありました。執行部

からは、魅力ある学校づくりのため、県との綿

密な打合せや研修を行い、コーディネーターの

育成も図っていく。学校、市町村と共に地域コ

ンソーシアムの基盤をしっかりと整えた上で、

県からの伴走支援もしながらアクションプラン

の策定、実行を推進していきたいとの答弁があ

りました。 

 別の委員から、学校の目指すところとコーディ

ネーターの得意分野とのマッチングが重要だと

思うが、どのように方向性を合わせていくのか

との質疑がありました。執行部からは、募集要

項等で、取組の内容などのミッションを示すよ

うにしている。さらに、配置後には学校とのす

り合わせをしっかりと行っていくとの答弁があ

りました。 

 次に、報告事項についてであります。 

 総合企画部についてであります。 

 元気な未来創造戦略の強化の方向性につい

て、執行部から、若者所得の向上の推進、移住・

定住対策のさらなる強化、多様な出会いの機会

の大幅な拡充、共働き・共育てのさらなる推進

に取り組んでいく。また、新たな視点として、

総人口が減少する中にあっても持続可能な社会

の実現を目指す４Ｓプロジェクトを推進してい

くとの説明がありました。 

 委員から、若者所得向上の推進は大変重要で

ある。非正規の雇用労働者を正規化していくた

めに、産業分野ごとにどう取り組んでいくのか

との質問がありました。執行部からは、産業分

野によっては、正規率が低いところや、正規率

が高くても給与が低いところなど様々である。

分野ごとの状況を調査分析して、所管する各部

局において対策を検討していきたいとの答弁が

ありました。 

 別の委員から、若者所得の向上を目指すに当

たって、目標の金額を示さないと、所得の向上

につながらないのではないかとの質問がありま

した。執行部からは、産業振興計画での全体の

県民所得目標はあるが、若者の所得についての

目標は現時点では設定していない。産業分野ご

とに細かく調査することが必要であり、それぞ

れの分野ごとにどのようにしていくか協議を進

めていくとの答弁がありました。 

 委員から、希望の持てるような数字を示して、

前向きに取り組めるようにしていってもらいた

いとの意見がありました。 

 別の委員から、４Ｓプロジェクトについて、

単純な選択と集中につながれば、地域に格差が

生まれるなども懸念される。地域が持続可能と
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なる取組にならないといけないが、どのように

取り組むのかとの質問がありました。執行部か

らは、縮小となる部分があるとしても、何を残

すか、伸ばしていくかをしっかりと議論した上

で取り組むことが重要である。市町村や地域の

住民等と丁寧に話をしながら進めていきたいと

の答弁がありました。 

 以上をもって、総務委員長報告を終わります。 

 

――――  ―――― 

 

討  論 

○議長（加藤漠君） お諮りいたします。 

 この際、委員長に対する質疑を省略し、直ち

に討論に入ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、さよう決しました。 

 これより討論に入ります。 

 第１号議案及び第55号議案から第57号議案ま

でに関し、討論の通告がありますので、順次発

言を許します。 

 35番岡本和也議員。 

   （35番岡本和也君登壇） 

○35番（岡本和也君） 私は、日本共産党を代表

して、ただいま議題となっています第１号議案

｢令和７年度高知県一般会計予算」及び条例議案

第55号、第56号、第57号について、反対の立場

から討論を行います。 

 予算案は、今後も続く人口減の下で公共サー

ビスを見直して持続可能な社会の実現を目指す

スマートシュリンク、賢く縮むという考え方を

人口減少対策の戦略に据えています。具体的に

は、消防広域化、国保の保険料水準平準化、周

産期医療の集約化、県立高校の再編です。これ

が本当に県民の願い、要求から出てきたもので

しょうか。消防の広域化では、知事は、県一本

化でやってくれというのがおおむね消防長さん

の意見だと強弁しました。しかし、委員会質疑

では、要望の出ている消防長については、2023

年総務省に設置された消防広域化の推進に向け

た検討会に、当時の高知市消防局長が入られて、

いろんな刺激や話を受けて戻ってこられ、県と

しても広域化について考えていく必要があるの

ではないかとの高知市消防局長の声がもともと

あってとの説明でした。 

 県下では、これまでも条件の合うところでは、

広域化、共同化に取り組んでいます。高知市と

土佐市は2023年11月に14億円余りをかけ消防指

令業務を共同化したばかりです。その状況の下

で、知事は県一本化が最も有効と断言し、全国

初の県１体制の実現を掲げ、消防広域化推進室

を新設し、消防広域化基本計画あり方検討会に

は広域化に旗を振る総務省消防庁からオブザー

バーが入るのを見ると、国の施策に率先して追

従していくという危惧を強く持つものです。政

府が広域化しなければ財政的にやっていけない

と進めた平成の大合併で、周辺部の切捨てが加

速した失敗をしっかりと教訓にするべきです。 

 国保の保険料水準平準化について、国保の構

造的問題の解決に対して、全国知事会は１兆円

の公費負担を要望しました。しかし、予算措置

は3,400億円にすぎないことが根本にあります。

周産期医療の問題も、病院の６ないし７割が赤

字で、地域から病院がなくなるという全国的課

題であり、政府の医療費抑制、医師数抑制が生

み出した結果です。 

 今、県政に最も求められることは、人口減や

地方の衰退を招いてきた国の政治に正面から問

題提起を行い、衰退の原因と対峙していく姿勢

です。全国一律の最低賃金は無理とか、高額療

養費の上限見直しにも制度の持続性が大事とか、

農業への市場原理を当然視したり、異常な大軍

拡にも理解を示す姿勢では、県民の暮らしを守
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ることはできません。こうした視点を抜きに賢

く縮むと言っても、明るい未来は展望できませ

ん。そこのことが予算案全体を貫く問題として、

予算案反対の第１の理由です。 

 第２は、子育て支援についてです。特に、子

供の医療費無償化に対する県の消極的な姿勢は

見直す必要があります。子供の医療費無償化は

2009年から改善が見られず、全国最低水準となっ

ています。県としてしっかり子供の医療費無償

化の底上げをするよう求めます。 

 第３は、人口減少問題を若い女性に押しつけ

る、ジェンダー平等に反するような施策となっ

ていることです。施策の説明に、独身者に対し

婚活の未活動という捉え方に唖然とします。そ

うした息苦しさが、県外、都会への脱出を後押

ししていることに気づくべきです。 

 第４は、デジタル化の無批判な推進です。デ

ジタル化が社会発展に重要であることは理解で

きます。しかし、メリットばかりが強調され、

デメリットは全く触れられていません。政府の

デジタル改革は、行政保有のデータを企業に開

放し、もうけの種として企業の利益につなげる

ための改革です。マイナンバーカードを核とし

たマイナポータルを使っての様々なサービス利

用は自己責任とされており、機微な個人情報が

収集される危険があります。匿名加工していて

も、専門業者が分析すれば簡単に個人が特定で

きることが海外で起こっています。個人情報を

守る規制がＥＵなどに比べて極めてお粗末な状

況で、推進一辺倒の姿勢は行政の仕事と言える

でしょうか。 

 また、ガバメントクラウド利用料やシステム

改修費など、想定を超える自治体の負担増が問

題になっています。本予算案の中にも、県庁内

イントラネット整備という県単事業に14億円も

支出されています。 

 第５は、教育行政です。教員未配置という異

常な事態が続く一方、教壇に立たない教員が教

育委員会に配置され、率でも実数でも全国一と

いう事態となっています。学力テスト偏重の結

果、標準授業時間を大きく超える事態が常態化

し、ストレスフルな学校生活は過去最多の不登

校、教員のメンタルなどの病休を生み出してい

るのではないでしょうか。 

 千葉県は、標準授業時間を超える授業時数を

ゼロにしています。県内でも土佐町などで踏み

切っています。授業準備に十分時間が取れない

状況では、教育効果は高まらないとの判断から

です。子供たちにも余裕が生まれています。し

かし、県教委は大幅な超過はなくなったと言う

だけです。過度な競争教育の是正、子供に寄り

添い、向き合うことのできるゆとりある職場環

境をつくるため、少人数学級の拡充、正規教員

の確保、教職員の働き方改革、何でも相談でき、

互いに学び成長できる民主的な職場環境づくり

に転換することが必要です。 

 教育現場へのＡＩ導入はじめ、デジタル教育

推進予算が提案されています。しかし、ユネス

コはＩＣＴ教育そのものに警鐘を鳴らす報告書

を出しており、個人情報のオプトアウトに関す

る視点や、デジタルシティズンシップ教育の重

要性など、無批判に取り組むのでなく、立ち止

まって判断するよう要望します。 

 最後に、経済・産業政策です。エネルギーな

ど地域外に出ていくお金を地域で生み出すとい

う、これまで我が党が提案した地消は大変重要

であり、より本格的な推進を要望します。ＧＤ

Ｐ25％を占める社会保障は経済の大黒柱であり、

医療・介護・福祉分野は県内最大の経済と雇用

分野で本格的な支援が必要です。また、農業は

県の産業振興計画の土台であり、国全体では８

兆円に及ぶ農業の多面的機能にふさわしい支援

が必要です。 

 条例議案第55号、第56号、第57号については、
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環境に配慮した建築の推進の点で評価します。

しかし、建築確認の民間開放は公の検査力の低

下を招き、耐震強度偽装事件につながった誤り

を繰り返すものです。また、手数料の大幅増は、

最終的には県民の負担となるもので容認できま

せん。 

 以上の理由から、これら議案に対する反対討

論とさせていただきます。議員各位の賛同を心

よりお願い申し上げます。（拍手） 

○議長（加藤漠君） 18番明神健夫議員。 

   （18番明神健夫君登壇） 

○18番（明神健夫君） 自由民主党の明神健夫で

す。私は、自由民主党会派を代表して、第１号

議案「令和７年度高知県一般会計予算｣､第55号

議案「高知県建築士法施行条例の一部を改正す

る条例議案｣､第56号議案「高知県建築基準法施

行条例の一部を改正する条例議案」及び第57号

議案「高知県手数料徴収条例の一部を改正する

条例議案」に賛成する立場から討論を行います。 

 我が国では人口減少と少子高齢化が年々進行

しており、今後もこうした傾向がさらに加速す

ることが見込まれています。加えて、東京圏へ

の転入超過が拡大し、東京一極集中に歯止めが

かかっていません。こうした中、本県において

は昨年の県内の出生数は速報値で3,123人と、過

去最低であった一昨年からさらに減少したこと

に加え、県外への転出超過は3,121人と16年ぶり

に3,000人を超え、他県と比較しても厳しい状況

となっています。特に、中山間地域ではより厳

しい状況にあり、産業分野や医療・福祉分野を

はじめ、あらゆる分野で担い手不足が深刻化し

ています。 

 この困難な課題に立ち向かうべく、濵田知事

は、元気な未来創造戦略に基づく人口減少対策

を一層強化することを示されました。具体的に

は、本県の社会増減と自然増減の改善に向けて、

若者の所得向上、移住・定住対策の充実、多様

な出会いの機会の拡充、共働き・共育ての推進

という４つの方向性でそれぞれの施策を強化す

ることとしています。喫緊の課題である人口減

少克服に向けて早期に成果を生み出せるよう、

本年度創設した人口減少対策総合交付金も最大

限活用しながら、これらの取組をしっかりと前

に進めていただきたいと考えます。 

 加えて、濵田知事は、当面は総人口の減少が

避けられない状況にあることを踏まえ、人口減

少に適応した効率的で持続可能な社会を目指す

べく、賢く縮む「４Ｓプロジェクト」を推進す

ることとし、消防の広域化や国保料水準の統一

など５つについては重点的に取り組むことを示

されました。 

 今議会の私の代表質問において、知事は、人

口減少下でも複数の事業体が集合をし、規模の

利益を追求するとともに、真に必要なサービス

は伸長させていく、一方で無駄や重複する部分

は縮小し、その際には、前例の踏襲でない新し

いやり方の創造を目指すという考え方で対応し

たいと答弁をされました。例えば、消防広域化

の取組については、消防組織を一元化すること

で総務部門などの共通業務は効率化する一方、

消火、救急、救助に関わる現場の消防力はむし

ろ強化することとしています。 

 このように、４Ｓプロジェクトは全体の規模

は縮小したとしても、地域で真に必要とされる

サービスはむしろ充実させていくという視点で

進めるものであり、本県の厳しい現状を踏まえ

つつ、５年、10年先を見通した先見の明を持っ

た取組であると大いに評価するところでありま

す。 

 知事は、今議会の提案説明で、引き続き共感

と前進を県政運営の基本姿勢とし、県民の皆さ

んとの対話を通じて県政に対する共感を得なが

ら、様々な課題の解決に取り組むことを表明さ

れました。また、私の代表質問においては、目
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指すべき３つの高知県像の実現に向けて県民の

皆さんと共に取り組み、元気で豊かな、そして

あったかい高知を次世代に引き継げるよう全力

を尽くすと力強く決意を述べられました。 

 こうした県政の基本姿勢を具体化するため、

知事は令和７年度当初予算を編成し、今議会に

提出されました。この当初予算では、県政の最

重要課題である人口減少対策はもとより、切迫

度が高まる南海トラフ地震対策なども含め、各

分野で施策の強化が図られております。その結

果、一般会計当初予算額は前年度を86億円上回

る規模となっています。また、実質的な投資的

経費については前年度と同規模の予算額を確保

し、四国８の字ネットワークの整備や、浦戸湾

三重防護といった防災対策の加速を図るなど、

県民の安全・安心の確保と地域経済の活性化に

も十分配慮したものとなっております。 

 あわせて、県勢浮揚に向けた施策の着実な実

行に必要なマンパワーや財源の確保を図るため、

積極的にスクラップ・アンド・ビルドに取り組

むなど、持続可能な財政運営にもしっかりと気

を配っております。このように、令和７年度当

初予算案は、濵田知事のリーダーシップの下、

バランスの取れた予算編成が行われたものと高

く評価しております。 

 各分野の予算についても触れさせていただき

ます。 

 経済の活性化については、大阪・関西万博の

開催や連続テレビ小説あんぱんの放送という絶

好の機会を生かすべく、インバウンドも含めた

観光誘客と県産品の外商拡大に取り組むほか、

エネルギーや食品の分野において、地消の拡大

を通じて地産の強化を図る地消地産の取組にも

着手することとしています。加えて、長期化す

る物価高騰への対応として、国の経済対策を活

用して足元の影響緩和を図るとともに、中長期

も見据え、デジタル化の推進などを通じて各産

業分野の構造転換を図るための予算も計上され

ています。 

 また、南海トラフ地震対策については、能登

半島地震や南海トラフ地震臨時情報の教訓を

しっかりと取り込みつつ、避難環境の整備や事

前復興まちづくり計画の策定、さらには上下水

道の耐震化といった取組をさらに加速すること

としています。 

 このほか、医療・介護分野では、周産期医療

における無痛分娩の導入に向けた体制整備や、

中山間地域での訪問介護サービスの支援拡充な

どに取り組むほか、教育分野では、１人１台端

末を用いた学力向上や校内サポートルームの設

置拡充などの不登校対策、さらには教員の確保

や働き方改革に取り組むための予算も盛り込ま

れています。 

 このように、県政全般にわたり足元の課題だ

けでなく中長期的な課題に対応するために必要

十分な予算が編成されており、大いに評価すべ

き予算案だと考えております。 

 次に、第55号議案から第57号議案の条例議案

については、今般の人件費や物価の上昇のほか、

国の制度改正などに伴い、建築士事務所の登録

手数料や建築確認の申請手数料などの見直しが

行われるものであり、その内容、金額ともに適

切なものと考えております。 

 これまで述べたとおり、今議会に執行部が提

案しております第１号議案及び第55号議案から

第57号議案については、いずれも賛成すべきも

のと考えます。何とぞ同僚議員各位の御賛同を

いただけますようお願い申し上げ、私の賛成討

論とします。 

 

――――  ―――― 

 

採  決 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、討論を終結



令和７年３月24日  

－411－ 

 

いたします。 

 これより採決に入ります。 

 まず、第１号議案を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。委員長報告の

とおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 起立多数であります。よっ

て、本議案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、第２号議案から第54号議案まで及び第

58号議案から第69号議案まで、以上65件を一括

採決いたします。 

 委員長報告は、いずれも可決であります。委

員長報告のとおり決することに賛成の議員の起

立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 全員起立であります。よっ

て、以上65件の議案は、いずれも委員長報告の

とおり可決されました。 

 次に、第55号議案を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。委員長報告の

とおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 起立多数であります。よっ

て、本議案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、第56号議案を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。委員長報告の

とおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 起立多数であります。よっ

て、本議案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、第57号議案を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。委員長報告の

とおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 起立多数であります。よっ

て、本議案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、報第１号議案を採決いたします。 

 委員長報告は承認であります。委員長報告の

とおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 全員起立であります。よっ

て、本議案は委員長報告のとおり承認されまし

た。 

 

――――  ―――― 

 

議案の追加上程、提出者の説明、採決（第70号－

第75号） 

○議長（加藤漠君） 御報告いたします。 

 知事から議案が追加提出されましたので、お

手元にお配りいたしてあります。その提出書を

書記に朗読させます。 

   （書記朗読） 

    提出書 巻末448ページに掲載 

○議長（加藤漠君） お諮りいたします。 

 ただいま御報告いたしました第70号「高知県

副知事の選任についての同意議案」から第75号

｢高知県監査委員の選任についての同意議案」ま

で、以上６件をこの際日程に追加し、議題とす

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、日程に追加し、議題とすることに決し

ました。 

 これらの議案を一括議題といたします。 
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 ただいま議題となりました議案に対する提出

者の説明を求めます。 

 濵田知事。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） ただいま追加提案いたし

ました議案について御説明を申し上げます。 

 これらの議案は、いずれも人事に関する議案

であります。まず、第70号議案は、副知事の選

任に関するものであります。井上浩之氏は、令

和３年４月に選任されて以来、優れた行政手腕

を発揮され県行政の推進に多大な貢献をされま

したが、今月31日の任期満了をもって退職され

ることとなりました。このため、後任の副知事

として西森裕哉氏を起用したいと考え、選任の

同意をお願いするものでございます。西森氏は、

政策調整担当理事や子ども・福祉政策部長など

を歴任し県行政に精通しており、人格、識見、

力量ともに優れております。副知事として、今

後の県勢発展を図る上で大きな力を発揮してい

ただける適任者だと考えております。 

 次に、第71号議案は、高知県教育委員会の教

育長の任命に関するものであります。長岡幹泰

氏は、令和４年４月に任命されて以来、児童生

徒の学力向上や不登校対策などにおいて多大な

貢献をされましたが、今月31日をもって任期満

了となります。このため、新たに今城純子氏を

教育長に任命することについての同意をお願い

するものであります。今城氏は、長年教育現場

で培われた経験に加え、小中学校課長や教育次

長など教育行政の経験を有しており、今後の教

育振興を図っていくための適任者であると考え

ております。 

 第72号議案は、高知海区漁業調整委員会の全

ての委員の任期が今月31日をもって満了いたし

ますため、石田実氏、浦尻和伸氏、小笠原利幸

氏、澳本健也氏、川竹佳子氏、木下清氏、柴田

孝夫氏、問可柾善氏、中澤芳江氏、前田嘉広氏

を再任いたしますとともに、新たに池島美菜氏、

澳本康之氏、川田一成氏、竹内眞澄氏、濵町明

恵氏を任命することについての同意をお願いす

るものであります。 

 第73号議案は、高知県収用委員会委員の長瀧

正隆氏の任期が５月14日をもって満了いたしま

すため、新たに政岡慶子氏を任命することにつ

いての同意をお願いするものであります。 

 第74号議案は、高知県収用委員会予備委員の

野村卓司氏の任期が５月14日をもって満了いた

しますため、同氏を再任することについての同

意をお願いするものであります。 

 第75号議案は、高知県監査委員の選任に関す

るものであります。県議会議員のうちから選任

されております横山文人氏と上田貢太郎氏が今

月31日をもって退職されるため、その後任に土

森正一氏と上治堂司氏を選任することについて

の同意をお願いするものであります。 

 何とぞ御審議の上、適切な議決を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（加藤漠君） お諮りいたします。 

 ただいま議題となっている議案については、

質疑、委員会への付託、討論を省略し、直ちに

採決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、さよう決しました。 

 これより採決に入ります。 

 まず、第70号「高知県副知事の選任について

の同意議案」を採決いたします。 

 本議案に同意することに賛成の議員の起立を

求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 全員起立であります。よっ

て、本議案に同意することに決しました。 

 次に、第71号「高知県教育委員会の教育長の

任命についての同意議案」を採決いたします。 
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 本議案に同意することに賛成の議員の起立を

求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 全員起立であります。よっ

て、本議案に同意することに決しました。 

 次に、第72号「高知海区漁業調整委員会の委

員の任命についての同意議案」を採決いたしま

す。 

 本議案に同意することに賛成の議員の起立を

求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 全員起立であります。よっ

て、本議案に同意することに決しました。 

 次に、第73号「高知県収用委員会の委員の任

命についての同意議案」を採決いたします。 

 本議案に同意することに賛成の議員の起立を

求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 全員起立であります。よっ

て、本議案に同意することに決しました。 

 次に、第74号「高知県収用委員会の予備委員

の任命についての同意議案」を採決いたします。 

 本議案に同意することに賛成の議員の起立を

求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 全員起立であります。よっ

て、本議案に同意することに決しました。 

 次に、第75号「高知県監査委員の選任につい

ての同意議案」を採決いたします。 

   （５番土森正一君退場） 

○議長（加藤漠君） まず、土森正一議員を高知

県監査委員に選任することに賛成の議員の起立

を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 起立多数であります。よっ

て、土森正一議員を監査委員に選任することに

ついては同意することに決しました。 

   （５番土森正一君入場、３番上治堂司君退 

    場） 

○議長（加藤漠君） 次に、上治堂司議員を高知

県監査委員に選任することに賛成の議員の起立

を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 起立多数であります。よっ

て、上治堂司議員を監査委員に選任することに

ついては同意することに決しました。 

   （３番上治堂司君入場） 

○議長（加藤漠君） 暫時休憩いたします。 

   午前11時30分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午前11時40分再開 

○議長（加藤漠君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

――――  ―――― 

 

議案の上程、採決（議発第１号－議発第３号 意

見書議案） 

○議長（加藤漠君） 御報告いたします。 

 議員から議案が提出されましたので、お手元

にお配りいたしてあります。その提出書を書記

に朗読させます。 

   （書記朗読） 

    議発第１号から議発第３号 巻末449～ 

    455ページに掲載 

○議長（加藤漠君） お諮りいたします。 

 ただいま御報告いたしました議発第１号「公

立医療機関等の厳しい経営状況に対する支援策

を求める意見書議案」から議発第３号「米の価

格高騰対策と安定供給の仕組みづくりを一体で

進めることを求める意見書議案」まで、以上３

件をこの際日程に追加し、議題とすることに御
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異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、日程に追加し、議題とすることに決し

ました。 

 これらの議案を一括議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となりまし

た議案については、提出者の説明、質疑、委員

会への付託、討論を省略し、直ちに採決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、さよう決しました。 

 これより採決に入ります。 

 議発第１号「公立医療機関等の厳しい経営状

況に対する支援策を求める意見書議案」から議

発第３号「米の価格高騰対策と安定供給の仕組

みづくりを一体で進めることを求める意見書議

案」まで、以上３件を一括採決いたします。 

 以上３件の議案を、いずれも原案のとおり可

決することに賛成の議員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 全員起立であります。よっ

て、以上３件の議案は、いずれも原案のとおり

可決されました。 

 

――――  ―――― 

 

議案の上程、討論、採決（議発第４号 意見書議

案） 

○議長（加藤漠君） 御報告いたします。 

 議員から議案が提出されましたので、お手元

にお配りいたしてあります。その提出書を書記

に朗読させます。 

   （書記朗読） 

    議発第４号 巻末458ページに掲載 

○議長（加藤漠君） お諮りいたします。 

 ただいま御報告いたしました議発第４号「持

続可能な学校の実現を目指す意見書議案」を、

この際日程に追加し、議題とすることに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、日程に追加し、議題とすることに決し

ました。 

 本議案を議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となりまし

た議案については、提出者の説明、質疑、委員

会への付託を省略し、直ちに討論に入ることに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、さよう決しました。 

 これより討論に入ります。 

 通告がありますので、発言を許します。 

 29番田所裕介議員。 

   （29番田所裕介君登壇） 

○29番（田所裕介君） お許しをいただきました

ので、ただいま議題となりました議発第４号「持

続可能な学校の実現を目指す意見書議案」に賛

成の立場で討論をいたします。 

 これからの日本を担う子供を教育する学校は、

社会において大きな役割を担っています。その

一方で、今の学校現場は持続的に子供たちに一

定水準以上の教育を提供するという観点におい

て危機的状況にあると考えております。学校現

場を持続的で、教職員、子供たちにとって魅力

のあるものにしていくためには、教員の働き方

改革が必要です。国レベルでの政策の推進が不

可欠であり、地方議会からも発信していくこと

が必要ではないかと考えます。 

 直面している危機的状況として、教員不足が

深刻化をしております。2022年に文部科学省が

公表した結果では、公立小中学校、高校、特別
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支援学校合わせて2,063人、小中学校の20校に１

校の割合で教員不足が生じていることが明らか

となりました。 

 また、教員の健康問題も深刻化しております。

同じく文部科学省の調査結果によると、2023年

度、公立学校の病気休職者数は過去最多を記録

し、特に精神疾患による休職が１か月以上を含

めて過去最高の１万3,045人、全体の６割以上を

占め、20歳代の若年次教職員で上昇傾向であり

ます。 

 これらの問題の背景には、長時間勤務が常態

化している苛酷な教員の労働環境があります。

2022年教員勤務実態調査では、小学校教員の64.5

％、中学校教員の77.1％が上限月45時間を上回

り、過労死ライン、いわゆる月80時間以上を超

える勤務は、小学校で14.2％、中学校は36.6％

と報告をされたところであります。 

 このような中、骨太方針2024では、中央教育

審議会、審議のまとめを踏まえ、2026年度まで

を集中改革期間とし、働き方改革のさらなる加

速化、処遇改善、指導・運営体制の充実、育成

支援を一体的に進める、2025年度通常国会に教

職調整額の水準や各種手当の見直しなど給特法

改正案を提出するとしました。 

 現在、通常国会において、公立の義務教育諸

学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

等の一部を改正する法律案も審議の対象とされ

ているところです。教師の処遇改善として教職

調整額の10％への段階的引上げ、学級担任への

義務教育等教員特別手当の加算、定数改善では、

小学校における教科担任制や、中学校への生徒

指導加配等の拡大が盛り込まれています。さら

に、働き方改革の一層の推進のための措置規定

も盛り込まれております。 

 教員の働き方改革は一定前進していると言え

ますが、教員の働き方をさらに改革し、持続的

な学校や教育を目指すためには、文科相と財務

相が閣僚折衝時に合意した教師を取り巻く環境

整備に関する合意事項、特に将来的に教師の平

均時間外在校等時間を月20時間程度に縮減する

ことを目指して、まずは今後５年間で平均の時

間外在校等時間を約３割縮減し、月30時間程度

に縮減することを目標とするという点について、

今後国の強いリーダーシップの下で具体的な内

容と工程をもって施策を策定した上での取組が

必要だと考えております。 

 具体的には、教職員の負担軽減を図るため、

国として具体的業務削減策を示す必要があると

考えます。中教審が示した、いわゆる業務の３

分類に関してであります。業務の３分類とは、

１つに、基本的には学校以外が担うべき業務、

２つ目に、学校の業務だが必ずしも教師が担う

必要のない業務、３つ目に、教師の業務だが負

担軽減が可能な業務を指します。学校現場の工

夫、努力で求められる業務改善は限界にあり、

改善が見られておらず、国の責任において推進

すべき項目を明確にし、改革を進めていく必要

があります。部活動の地域移行についても、地

域移行が格差なく円滑に推進されるような取組

が必要です。 

 また、教職員の健康確保のための措置制度を

整備することが必要です。文科省は、教育委員

会、学校が一体となったメンタルヘルス対策、

ストレスチェック、相談窓口体制など予防的取

組の推進などを求めています。国が主導し、教

員の健康確保のための措置制度を整えることが

必要であります。 

 そして、教職員定数の改善の実施が必要です。

自治体での取組が確実に進むよう、人の配置、

確保も含め、推進に必要な財源確保等が必要で

あります。学校現場が置かれている状況や必要

な措置というものは、状況により変化していく

ということから、今後３年後をめどとした勤務

実態調査を行った上で、その結果に基づき、必



 令和７年３月24日 

－416－ 

 

要な措置を講じていただきたいと考えます。 

 最後に、学習指導要領で示された各教科の内

容を指導するのに要する時数の基礎となる標準

授業数が多過ぎる、いわゆるカリキュラムオー

バーロードの問題であります。標準授業時数が

多く、子供たちの負担は大きくなり、教員の多

忙も解消されない状況となっています。この状

況は子供にとっても好ましくなく、学習指導要

領の内容の精選や、それに伴う標準授業時数の

削減等の検討促進を求めております。持続可能

な学校の実現と子供たちの豊かな学びの保障の

ため、国レベルでの政策の推進及び地方議会か

らの積極的な発信により、引き続きの政策実行

を求めます。 

 以上の点から、議発第４号「持続可能な学校

の実現を目指す意見書議案」について、同僚議

員各位には御理解をいただき、御賛同いただき

ますようお願いを申し上げ、私の賛成討論とさ

せていただきます。（拍手） 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、討論を終結

いたします。 

 これより採決に入ります。 

 議発第４号「持続可能な学校の実現を目指す

意見書議案」を採決いたします。 

 本議案を原案のとおり可決することに賛成の

議員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 起立少数であります。よっ

て、本議案は否決されました。 

 

――――  ―――― 

 

議案の上程、討論、採決（議発第５号 意見書議

案） 

○議長（加藤漠君） 御報告いたします。 

 議員から議案が提出されましたので、お手元

にお配りいたしてあります。その提出書を書記

に朗読させます。 

   （書記朗読） 

    議発第５号 巻末461ページに掲載 

○議長（加藤漠君） お諮りいたします。 

 ただいま御報告いたしました議発第５号「適

格請求書等保存方式（インボイス制度）の廃止

等を求める意見書議案」を、この際日程に追加

し、議題とすることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、日程に追加し、議題とすることに決し

ました。 

 本議案を議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となりまし

た議案については、提出者の説明、質疑、委員

会への付託を省略し、直ちに討論に入ることに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、さよう決しました。 

 これより討論に入ります。 

 通告がありますので、発言を許します。 

 33番細木良議員。 

   （33番細木良君登壇） 

○33番（細木良君） 議発第５号「適格請求書等

保存方式（インボイス制度）の廃止等を求める

意見書議案」について、賛成の立場で討論いた

します。 

 昨年12月20日、埼玉県議会において、自民党

埼玉県議団が提出した意見書は、今回の議発第

５号意見書議案と同様の名称、ほぼ同様の内容

での意見書ですが、自民党、民主フォーラム、

改革の会、共産党などの賛成多数で可決をされ

ました。埼玉県議会で可決された意見書は、制

度導入から１年が経過したが、小規模事業者な

どからは減収や税負担増によって経営状況が悪

化したとの切実な声が上がっている、インボイ
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ス制度の事務が過大な負担になっているとの訴

えも噴出していると指摘し、物価高騰、資材高

騰など経営環境が悪化する下、インボイス制度

でかかる負担を小規模事業所等に求めることが

できる状況ではないと強調し、今やインボイス

制度そのものを廃止することが最良の策と言わ

ざるを得ないとしています。 

 自民党埼玉県議団の白土政務調査会長は、県

内の中小業者からインボイス制度で過大な事務

負担が課せられ、新たな税負担も重いとの切実

な声が寄せられている、経過措置がなくなれば

事業継続が困難になるとの声も聞く、中小企業

の負担は政府が思っている以上に大きい、政府

への批判ではなく地方の声を届けるべきだとい

う判断だ、こうした動きが広がれば、インボイ

ス制度を廃止させることができるのではないか

と期待を示しています。県民の暮らしや営業の

実態にしっかり向き合った発言ではないでしょ

うか。税に詳しい専門家は、埼玉県議会の意見

書可決は、インボイス制度に対する地方からの

初めての本格的な異議申立てとなったと評価し

ています。 

 昨年分の確定申告が先日終了しました。初め

て１年間通してインボイス制度の負担を実感し

た県内の納税者からは、インボイスの事務負担、

税負担があまりにも大きく、登録を取り消した

い、来年10月までの激変緩和が終わると、さら

に負担が増え心配などの声が寄せられています。 

 県内の業者においても、物価高と人件費高騰

により販売価格をやむなく上げたことにより、

利益は増えていないにもかかわらず、売上高が

上がったことにより納税額が増えています。今

後こうした消費税の滞納の増加や廃業に追い込

まれかねない状況であり、地域経済への影響が

考えられます。 

 高知県中小企業・小規模企業振興条例の第３

条、基本理念では、中小企業・小規模企業の経

営の改善及び向上を図るための創意工夫及び自

主的な取組を支援すること、中小企業・小規模

企業が地域の経済及び雇用を支える担い手とし

て重要な役割を果たしているという認識の下に

行うこと、第９条、県民の役割として、県民は

基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の

振興が地域の経済の活性化、雇用の機会の創出

及び県民生活の向上に寄与することについての

理解を深めるとともに、中小企業・小規模企業

の健全な発展に協力するよう努めるものとする

と記されています。 

 本県産業の重要な担い手である中小企業を支

援するためにも、本意見書は可決すべきものと

考えます。同僚議員の賛同を心からお願いし、

賛成討論といたします。よろしくお願いします。

（拍手） 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、討論を終結

いたします。 

 これより採決に入ります。 

 議発第５号「適格請求書等保存方式（インボ

イス制度）の廃止等を求める意見書議案」を採

決いたします。 

 本議案を原案のとおり可決することに賛成の

議員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 起立少数であります。よっ

て、本議案は否決されました。 

 

――――  ―――― 

 

議案の上程、討論、採決（議発第６号－議発第７

号 意見書議案） 

○議長（加藤漠君） 御報告いたします。 

 議員から議案が提出されましたので、お手元

にお配りいたしてあります。その提出書を書記

に朗読させます。 

   （書記朗読） 
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    議発第６号、議発第７号 巻末464～ 

    467ページに掲載 

○議長（加藤漠君） お諮りいたします。 

 ただいま御報告いたしました議発第６号「選

択的夫婦別姓の早期導入を求める意見書議案」

及び議発第７号「選択的夫婦別姓制度の法制化

に向けた議論の促進を求める意見書議案｣､以上

２件をこの際日程に追加し、議題とすることに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、日程に追加し、議題とすることに決し

ました。 

 これらの議案を一括議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となりまし

た議案については、提出者の説明、質疑、委員

会への付託を省略し、直ちに討論に入ることに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、さよう決しました。 

 これより討論に入ります。 

 通告がありますので、順次発言を許します。 

 15番西内隆純議員。 

   （15番西内隆純君登壇） 

○15番（西内隆純君） 自由民主党を代表し、議

発第６号「選択的夫婦別姓の早期導入を求める

意見書議案」及び議発第７号「選択的夫婦別姓

制度の法制化に向けた議論の促進を求める意見

書議案」に反対の立場から討論を行います。 

 別姓の推進、賛成の立場の方から、選択的夫

婦別姓で困る人は一人もいない、選択肢を増や

すだけの制度がなぜ認められないのか疑問など

の主張をお聞きしますが、ここには２つの重要

な問題の見落としがあります。 

 まず１つ目は、別姓制度の導入により、ファ

ミリーネーム、家族の名称が廃止となることで

す。姓は個人の呼称であると同時に家族の呼称

でもあります。平成27年の最高裁判所は、日本

人の姓は社会の自然かつ基礎的な集団単位であ

る家族の一員であることを対外的に示し、子が

両親と同じ姓である仕組みにも意義があると指

摘しました。もし別姓を導入すれば、姓は純然

たる個人の呼称に変質します。例えば、ある夫

婦が同じ姓を名乗ることを選択したとしても、

たまたま同じ姓を名乗っているにすぎなくなり

ます。また、家族を一つの集団単位とみなすこ

とで行政、司法の基礎ともなっている戸籍制度

が変質する懸念も指摘されています。 

 推進派の他の意見として、別姓を認めること

で家名の減少を食い止めることができるとあり

ますが、むしろ同制度により家名が本来の機能

を失ってしまうわけですから、本末転倒な主張

と言えます。 

 何より夫婦別姓となった場合、令和６年７月、

ＪＮＮの世論調査で示された、戸籍ではファミ

リーネームを維持したいと希望する68％の多数

の方を置き去りにしてしまいます。決して選択

的という言葉にだまされてはいけません。 

 ２つ目は、家族の一体感や親子の絆に悪影響

を与えるおそれがあります。同姓を名乗ること

により、夫婦であるあかしを対外的に示すとと

もに、夫婦の絆をより強めることができます。

また、子供たちは両親と同じ姓を名乗ることに

より、同じ家族の一員としての自覚をおのずと

より確かなものとしていくことができます。も

し夫婦別姓となれば、子供にとっては親子別姓

にほかならず、親子関係の中に分離意識を持ち

込むことになります。令和３年、内閣府調査に

よると、国民の69％は夫婦別姓制度が子供にとっ

て好ましくない影響があると回答しています。 

 次に、選択的夫婦別姓制度の推進派が導入の

根拠として掲げる主な理由６項目について反論

を行います。 
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 １つ目は、結婚改姓による不便や不利益の解

消です。資格や銀行口座開設などの各種手続で

不便とした声や、研究者の業績索引の際に改姓

によって不利益を被るとする声も寄せられてい

ます。先日の経団連の提言も同様の内容でした

が、これらは古い情報に基づくものであります。

今日では、公的証明書であるマイナンバーカー

ド、住民票、印鑑証明、パスポート、免許証な

どの旧姓併記が可能となっております。また、

各種の国家資格の付与についても同様の措置が

講じられています。研究者は、2012年より個別

にＩＤが割り振られ、姓や性別の変更に対応が

できるように制度が整えられています。 

 一方で、公共団体や地銀などの事業者、民間

資格などにおいて旧姓活用が普及拡大していな

いなどの問題もあることから、我々は旧氏の通

称使用に関する法律を整備して、国、公共団体、

事業者に旧姓活用のための必要な措置を講じて

いただくことが必要と考え、令和４年には通称

使用の拡充を求める意見書を提出いたしました。 

 ２つ目は、アイデンティティーの喪失感の解

消という理由です。この問題は、一般化するこ

とのできない個人の事情に属する事柄と考えら

れます。例えば、家族にどうしようもない事情

が生じ、夫婦いずれかが仕事を断念せざるを得

ないといった問題同様、本質的には夫婦で話し

合って解決すべき問題と言えます。そもそも、

姓どころか、時には自身のこだわりを捨て、譲

り合い、協力していくことが円満な夫婦、家庭

を築いていく上で大切なことなのではないでしょ

うか。 

 ３つ目は、夫婦同姓が女性差別とする意見で

す。民法の第750条は選択的同姓の規定であり、

夫の姓に強制的に統一することを求めてはいま

せん。とはいえ、96％の妻が改姓している事実

について、平成27年の裁判について最高裁は、

夫の氏を称することが妻の意思に基づくとして

も、その意思決定の過程に現実の不平等と力関

係が作用している、その点を配慮しないまま、

夫婦同氏に例外を設けないことは、個人の尊厳

と両性の本質的平等に立脚した制度とは言えな

いとコメントしています。 

 仮にこうした指摘が事実だとしても、まずは

その現実の不平等と力関係を取り除くことを目

指すべきです。その努力より前に、ファミリー

ネームや、親と子供の絆の毀損を招くであろう

夫婦別姓にしなさいというのは、いささか論理

の飛躍と言えるでしょう。 

 ４つ目として、家名の継承をするためとする

意見がありますが、冒頭で反論いたしました。 

 ５つ目は、世界の流れとする理由です。米、

英は慣習法で一般的に妻が夫の姓を称します。

ドイツは同姓が原則で、例外的に別姓を容認し

ています。トルコは夫の姓が原則で、申請すれ

ば旧姓を夫の姓の前に付すことが可能です。韓

国は儒教的伝統から妻を血族外とみなすことか

ら、完全別姓で同姓を選択することはできませ

ん。フランスは宗教上の理由により男女の結合

姓です。姓の選択は伝統や宗教が大前提であり、

単純な選択制を取る国は少ないとされています。 

 ６つ目は、少子化対策として必要とするもの

で、選択的夫婦別姓制度を認めて、結婚に対す

るハードルを下げよとの意見があります。実際

には、選択的夫婦別姓制度は結婚のハードルを

上げる可能性が高いと考えます。いよいよ結婚

を迎えた男女が、パートナーから名字は別々よ

ね、今は別姓の時代だからと切り出されたなら、

結婚をためらう場合も出てくることでしょう。 

 また、外孫と内孫の区別をなくしてしまうた

め、少子化の今日、子供の姓の決定をめぐり、

両親、親族を巻き込んだ争いとなるおそれがあ

ります。夫方祖父母が名を取り、妻方祖父母が

子育て支援の実を取ることで、両家の利害が調

整される面がありましたが、こうした慣習法の
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果たす役割は、少子化の中でますます重要となっ

ています。夫方と妻方の親族関係を調整する慣

習法の破壊は、祖父母という重要なサポート源

を失うこととなり、子育て環境を悪化させて、

次子を産み育てようとする意欲の低下を招くお

それがあります。 

 以上が別姓の推進、賛成の立場の方の根拠に

対する反論です。 

 さらに留意すべきは、選択的とは言いながら、

選択的夫婦別姓制度の法案が成立すれば、移行

期間の措置として、全ての家族に同姓か別姓か

の選択が問われる点です。官民問わず様々な自

治体、事業者、家族、個人がその意思の確認と

変更のために膨大なコストあるいは犠牲を支払

わねばならないことでしょう。果たして選択的

夫婦別姓制度のもたらすメリットとデメリット

を比較した場合、導入のメリットよりもデメリッ

トがあまりにも大きいように思います。 

 したがって、日本の家族と子らの未来を守り

抜かなければならない、その決意の下に、議発

第６号「選択的夫婦別姓の早期導入を求める意

見書議案」及び議発第７号「選択的夫婦別姓制

度の法制化に向けた議論の促進を求める意見書

議案」に反対の立場を表明いたします。 

 何とぞ同僚議員各位の御賛同を心からお願い

申し上げまして、私の討論といたします。 

○議長（加藤漠君） 32番はた愛議員。 

   （32番はた愛君登壇） 

○32番（はた愛君） 議発第６号「選択的夫婦別

姓の早期導入を求める意見書議案」に賛成の立

場から討論をいたします。 

 国連女性差別撤廃委員会から４回目の是正勧

告を受けているように、夫婦同姓を強制してい

るのは日本だけであり、日本の民法が、女性活

躍、女性の地位向上を阻害する要因となってい

ることは、今や社会的認知が広がっています。 

 一方で、通称使用が拡大されていることをもっ

て、選択的夫婦別姓制度の導入を拒み、否定を

する意見がありますが、現時点でも通称使用が

認められていないものは多く存在し、精神的苦

痛を感じている人が少なくないのが実態です。

例えば、旧姓名義の銀行口座に給与や年金を振

り込むことはできませんし、クレジットカード

や携帯電話の新規取得も旧姓は使用できず、不

動産登記も旧姓ではできません。 

 ほかにも、教育現場では、児童生徒の前では

旧姓を名乗り、通知表でも旧姓を使用していて

も、転校の際に必要な指導要録や進学、就職に

関する文書には旧姓が使えませんし、さらに校

長が旧姓であった場合は、卒業証書に旧姓は使

えず、日頃なれ親しんだ校長先生の名前と全く

別の名前が記載された卒業証書を手渡すことに

なるのです。また、知事が旧姓であったとして、

許認可等の法令に基づく行政処分の文書は旧姓

では出すことができません。 

 このように制度のはざまで戸籍名と通称を使

い分けて我慢を続けるか、事実婚で別姓を通す

かの選択を迫られる人がいるのも事実です。こ

うした問題を拾い出し、一つ一つ解消すること

よりも、夫婦別姓を名乗りたい人が選択できる

選択的夫婦別姓の制度化が合理的な解決方法で

はないでしょうか。 

 指摘のように、通称使用の拡大では根本的解

決に至らないことは既に社会多数の認識であり、

かつ経団連や財界からも繰り返し指摘がされて

きた点でもあります。先日、石破首相は参議院

予算委員会で、選択的夫婦別姓制度の導入をめ

ぐり、旧姓を併記できる現行制度では不十分だ

との認識を示しました。 

 今回のこの意見書は、全ての人が別姓を名乗

ることを求めているのではなく、夫婦が同じ姓、

家族が同じ姓を名乗ることも是とする人も、旧

姓による通称使用で十分であると考えている人

も、それでいいのです。旧姓使用の場を拡大す
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ることと、民法改正による選択的夫婦別姓制度

は全く別物であることは、司法の場でも明らか

になってきました。 

 夫婦が同姓にならなければ婚姻できないとす

ることは、憲法第13条の自己決定権として保障

される婚姻の自由を不当に制限しているとし、

1988年２月16日の最高裁判決で、氏名は人が個

人として尊重される基礎であり、その個人の人

格の象徴であって、人格権の一内容を構成する

とされ、氏名の変更を強制されない自由もまた

人格権の重要な一内容として、憲法第13条によっ

て保障されると判断しました。つまり、現行の

民法第750条は、婚姻に際し、氏名の変更を強制

されない自由を不当に制限するもので、憲法第

13条に反するということです。 

 選択的夫婦別姓制度に関しては、2015年、2021

年と裁判が行われ、最高裁はいずれの判決でも、

姓に関する制度は国会で論ぜられ、判断される

べき事柄だとしています。最近では2024年６月

14日、日本弁護士連合会は、誰もが改姓するか

どうかを自らが決定して婚姻できるよう、選択

的夫婦別姓制度の導入を求める決議を発表し、

その中で、国の責任について次のように述べて

います。国は、この問題が婚姻の自由や氏名の

変更を強制されない自由に関わる人権問題であ

ることを真摯に受け止め、人権侵害を速やかに

是正すべきである、それは同時に、婚姻を望む

人の選択肢を増やすことであり、多様性が尊重

される社会、男女共同参画社会の実現につなが

り、私たちの社会に活力をもたらすものである

と、法改正の意義を示しています。 

 また、子供がかわいそうという意見が一部に

ありますが、家族には様々な姿、生き方があり

ます。幸せの形も多様です。例えば、夫婦同姓

が夫婦円満の条件だとしたら、現実に離婚がこ

れほど多くはないはずですし、お母さんと子供

の名前が違うから、あるいはお父さんと子供の

名前が違うからといって家族の絆が薄まるかの

ような意見も臆測であり、根拠のない習俗的価

値観です。実際、夫婦別姓の家庭では、家族の

名前が違うことに何の違和感もないという事例

も多くあります。どのような家族の関係を築く

かは、それぞれ個人の人権問題であり、選択的

夫婦別姓を望む人の選択を阻む理由にはなりま

せん。 

 家父長制の歴史の中でつくられてきた習俗的

価値観から、結婚における氏名の多くが夫の氏

を名乗ることが当たり前とされてきましたが、

今や選択できないことは、個人の人権侵害だと

認識されており、国会における民法改正こそが

求められています。既に1979年、国連の女性差

別撤廃条約の総会で採択された文書には、女子

に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及

び慣行を修正し、または廃止するための立法を

含む全ての適当な措置を取ることとあります。 

 日本では1991年、法務省の法制審議会で選択

的夫婦別姓制度の審議が始まり、1996年に導入

が答申されてから30年以上たっており、日本社

会の世論の醸成も踏まえれば、この課題を引き

延ばすのではなく、早期に実現することが国の

責任ではないでしょうか。 

 よって、本意見書議案への賛同を心から呼び

かけまして、議発第６号に賛成の討論といたし

ます。（拍手） 

○議長（加藤漠君） 26番西森雅和議員。 

   （26番西森雅和君登壇） 

○26番（西森雅和君） 私は、ただいま議題とな

りました議発第７号「選択的夫婦別姓制度の法

制化に向けた議論の促進を求める意見書議案」

に対し、賛成の立場で討論を行います。 

 選択的夫婦別姓について、これからの未来の

ために日本の在り方としてこの問題を解決して

もらいたい。経団連のある女性役員の言葉であ

ります。選択的夫婦別姓とは、婚姻に際して姓
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を一緒にしてもよいし、別々にしてもよいとい

うことであります。まさに選択的、選べるとい

うことであります。 

 公明党は、社会の価値観が多様化し、様々な

ライフステージがあり、女性の社会進出が進ん

でいる中にあって、この選択的夫婦別姓制度に

ついては、以前より賛成という立場であります。 

 ここで、姓、氏の制度の経緯について確認を

しておきたいと思います。この制度は昭和22年

の民法改正から始まります。民法第750条では、

｢夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又

は妻の氏を称する｡｣とし、我が国では夫婦同姓

制度が取られてきました。このため、婚姻に当

たっては、夫または妻のいずれか一方が必ず姓

を改めなければなりません。ある意味、強制的

に一緒にしなければならないということになっ

ています。そして、民法に基づき、夫婦がどち

らかの姓を選ぶ場合、夫の姓を選び、妻が姓を

改める例が95％近くに上っております。 

 平成８年、法務省に設置されている法制審議

会は、夫婦が望む場合には、それぞれ旧姓を称

することを認める選択的夫婦別姓制度の導入を

内容とする、民法の一部を改正する法律案要綱

を法務大臣に答申しましたが、当時は国民の間

にも様々な意見があったことから改正案の国会

提出には至らず、以降議論は長年にわたり平行

線のまま推移しております。 

 その後、最高裁では平成27年12月の最高裁判

決に引き続き、令和３年６月の最高裁決定にお

いても夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦

の姓に関する制度の在り方については国会で論

ぜられ、判断されるべきであるとされたところ

であります。 

 こうした中、昨年６月、経団連から、夫婦別

姓を認めない今の制度は、企業にとってもビジ

ネス上のリスクになり得るなどとして、政府に

選択的夫婦別姓制度の導入を早期に行うよう提

言がなされました。そして、昨年10月には国連

の女性差別撤廃委員会が、夫婦同姓の強制を廃

止するよう４度目の勧告を行っています。これ

らは、この課題が日本経済の上でも、また国際

社会の上でも影響を及ぼし得るものであること

を示しているということだと思います。 

 法制審議会の答申より30年近くを経た今、再

び選択的夫婦別姓制度の導入をめぐっては、多

数のメディアにおいて報道をなされるなど国民

から高い関心が寄せられており、今後の国にお

ける議論が注目されているところであります。 

 他方、夫婦の別姓については、根強い家制度

保持の意見や、家族の一体感が弱まることへの

不安が背景にあり、制度導入に反対する意見が

あることも事実です。また、通称併記で様々な

状況に対応できるのではないかといった声もあ

ります。 

 ここで、通称併記について１つだけ述べてお

きたいと思います。パスポートの通称併記につ

いてであります。日本のパスポートは、通称併

記で名前を書くことはできます。しかしながら、

パスポートの中にあるＩＣチップの中には通称

を入れることはできません。世界に目を向けた

とき、夫婦別姓を認めていない国は日本だけで

あります。パスポートの中に戸籍の姓と通称と

が併記されること自体、海外からは理解されて

いません。国際社会では、そもそも別姓を選択

できないということも理解されていませんし、

それを取り繕うために、名前を２つ書いていま

すということも理解されていないということで

あります。 

 日本は、大昔から氏を大事にして、家族で一

緒の名前でという人もおりますが、しかしなが

らその歴史は意外と短いのであります。夫婦が

同じ氏を名乗ることが定着したのは明治時代か

らだと言われています。江戸時代は、そもそも

武士などしか名字を持っていませんでしたが、
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女性が武家にこし入れ、嫁入りするときは、実

家の姓そのままでありました。夫婦は別姓であ

りました。 

 今回の選択的夫婦別姓の問題を、夫婦が何が

何でも別の姓を名乗らなければならないといっ

たことに歪曲化して捉えている方もいるように

思います。冒頭言いましたように、選択的夫婦

別姓は、婚姻に際して姓を一緒にしてもよいし、

別々にしてもよいということであり、婚姻をし

て夫婦が別の姓を名乗らなければならないとい

うことではありません。同じ姓、氏にしたい人

は同じにすればよいし、別々にしたい人は別々

にできるようにする、まさに選択的、選べると

いうことであります。 

 本当の家族とは、たとえ家族一人一人の名前

が別々であったとしても、同じであったとして

も、家族の愛情や絆が弱まるような、そんなも

ろいものではありません。私ども公明党は、家

族の一体感や戸籍制度などを守ることとの両立

を図りつつ、選択的夫婦別姓制度の早期法制化

に向けて、より積極的な議論を行うよう国に求

めるものであります。 

 先日の一問一答、一般質問でも自民党議員か

ら、国において議論が進んでいってもらいたい

との発言もありました。議発第７号「選択的夫

婦別姓制度の法制化に向けた議論の促進を求め

る意見書議案」に同僚議員各位の御賛同をいた

だきますことをお願い申し上げまして、賛成討

論といたします。（拍手） 

○議長（加藤漠君） 以上をもって、討論を終結

いたします。 

 これより採決に入ります。 

 まず、議発第６号「選択的夫婦別姓の早期導

入を求める意見書議案」を採決いたします。 

 本議案を原案のとおり可決することに賛成の

議員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 起立少数であります。よっ

て、本議案は否決されました。 

 次に、議発第７号「選択的夫婦別姓制度の法

制化に向けた議論の促進を求める意見書議案」

を採決いたします。 

 本議案を原案のとおり可決することに賛成の

議員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 起立少数であります。よっ

て、本議案は否決されました。 

 

――――  ―――― 

 

常任委員の選任 

○議長（加藤漠君） 日程第２、常任委員の選任

を行います。 

 現在の常任委員会の委員は、委員会条例第３

条の規定により本月31日をもって任期が満了す

ることとなっておりますので、これより次期常

任委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。次期の常任委員会委員の

選任については、委員会条例第５条の規定によ

り、お手元にお配りいたしてあります指名案の

とおり、それぞれ選任することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、次期常任委員は、指名案のとおりそれ

ぞれ選任することに決しました。 

    常任委員指名案 巻末470ページに掲載 

 

――――  ―――― 

 

議会運営委員の選任 

○議長（加藤漠君） 日程第３、議会運営委員の

選任を行います。 

 現在の議会運営委員会の委員は、委員会条例
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第３条の２の規定により本月31日をもって任期

が満了することとなっておりますので、これよ

り次期議会運営委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。次期の議会運営委員会委

員の選任については、委員会条例第５条の規定

により、お手元にお配りいたしてあります指名

案のとおり選任することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、次期議会運営委員は、指名案のとおり

選任することに決しました。 

    議会運営委員指名案 巻末471ページに 

    掲載 

 

――――  ―――― 

 

継続審査の件 

○議長（加藤漠君） 御報告いたします。 

 各常任委員長及び議会運営委員長から、お手

元にお配りいたしてあります申出書写しのとお

り、閉会中の継続審査の申出がありました。 

    継続審査調査の申出書 巻末472ページ 

    に掲載 

 お諮りいたします。ただいま御報告いたしま

した閉会中の継続審査の件を、この際日程に追

加し、議題とすることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、日程に追加し、議題とすることに決し

ました。 

 閉会中の継続審査の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。各常任委員長及び議会運

営委員長から申出のとおり、これらの事件を閉

会中の継続審査に付することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、各常任委員長及び議会運営委員長から

申出のとおり、閉会中の継続審査に付すること

に決しました。 

   （議長加藤漠君退場、副議長金岡佳時君議 

    長席に着席） 

 

――――  ―――― 

 

議長辞職の件 

○副議長（金岡佳時君） 御報告いたします。 

 加藤漠議長から議長辞職願が提出されました。

その辞職願を書記に朗読させます。 

   （書記朗読） 

     辞 職 願 

  今般一身上の都合により、議長を辞職したい

 ので許可願います 

   令和７年３月24日 

       高知県議会議長 加藤  漠 

  高知県議会副議長 金岡 佳時様 

○副議長（金岡佳時君） お諮りいたします。 

 ただいま御報告いたしました議長辞職の件を、

この際日程に追加し、議題とすることに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○副議長（金岡佳時君） 御異議ないものと認め

ます。よって、日程に追加し、議題とすること

に決しました。 

 議長辞職の件を議題といたします。 

 これより、加藤漠議長の議長辞職の件を採決

いたします。 

 加藤漠議長の議長辞職を許可することに賛成

の議員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○副議長（金岡佳時君） 全員起立であります。

よって、加藤漠議長の議長辞職を許可すること

に決しました。 

   （16番加藤漠君入場） 
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○副議長（金岡佳時君） 加藤漠議員の御挨拶が

あります。 

   （16番加藤漠君登壇） 

○16番（加藤漠君） 高知県議会議長の職を辞す

るに当たり、一言退任の御挨拶を申し上げます。 

 昨年３月、議員各位の御推挙をいただき、第

103代高知県議会議長の職に就任させていただき

ました。 

 在任中は、公正かつ円滑な議会の運営を心が

けてまいりました。また、県民の皆様の信頼と

期待に応えるため、県行政全般にわたるチェッ

ク機能の強化と併せて、県勢浮揚に向けた積極

的な政策の提言などに全力で取り組んできたと

ころでございます。 

 この間、経験豊富な金岡副議長には、あらゆ

る面でお力添えをいただきますとともに、同僚

議員各位、さらには濵田知事をはじめ執行部の

皆様、報道関係の皆様、そして何よりも県民の

皆様の温かい御支援と御協力をいただきました。

おかげをもちまして、本日まで大過なく議長の

職責を全うすることができましたことに、衷心

より感謝を申し上げます。 

 さて、この間を振り返りますと、就任直後の

４月17日、豊後水道を震源とする地震により県

内初の震度６弱を記録したほか、８月には初の

南海トラフ地震臨時情報が発表されるなど、大

規模災害への備えの必要性を改めて強く感じさ

せられた一年でありました。 

 こうした中、四国８の字ネットワークの県内

全線の事業化が決定され、災害時に命の道とな

る高規格道路の整備は大きく歩みを進めました。

また、津波防波堤などのインフラ整備も進み、

災害に強い県土づくりに向けた取組は着実に前

進しております。 

 一方で、県政の最重要課題であります人口減

少問題の克服につきましては、依然として若年

人口や出生数の減少傾向が続いております。現

状は厳しい状況下にありますが、高知県が将来

にわたって愛すべきふるさとであり続けられる

よう、議会と執行部が一丸となって取り組めば、

必ず将来を変えていくことができると信じると

ころでございます。 

 今後は、この一年の貴重な経験を生かし、一

議員として決意を新たに県勢浮揚に向けて誠心

誠意取り組んでまいります。結びに、皆様方の

一層の御指導、御鞭撻を心よりお願い申し上げ

まして、退任の御挨拶とさせていただきます。 

 １年間誠にありがとうございました。（拍手） 

 

――――  ―――― 

 

議 長 の 選 挙 

○副議長（金岡佳時君） お諮りいたします。 

 議長の選挙を、この際日程に追加し、選挙を

行うことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○副議長（金岡佳時君） 御異議ないものと認め

ます。よって、日程に追加し、選挙を行うこと

に決しました。 

 これより議長の選挙を行います。 

 本選挙は、投票により行います。 

 議場を閉鎖いたします。 

   （議場閉鎖） 

○副議長（金岡佳時君） 議場における議員の現

在数は、36人であります。 

 お諮りいたします。会議規則第31条第２項の

規定により、立会人に４番桑鶴太朗議員及び33

番細木良議員を指名いたしたいと存じますが、

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○副議長（金岡佳時君） 御異議ないものと認め

ます。よって、立会人に４番桑鶴太朗議員及び

33番細木良議員を指名いたします。御両人は、

御了承願います。 
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 書記に投票用紙を配付させます。 

   （投票用紙配付） 

○副議長（金岡佳時君） 投票用紙の配付漏れは

ありませんか。――配付漏れなしと認めます。 

 なお、念のため申し上げます。投票は、単記

無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名

を記載の上、投票願います。 

 投票箱を点検させます。 

   （投票箱点検） 

○副議長（金岡佳時君） 投票箱に異状なしと認

めます。 

 これより投票を開始いたします。点呼に応じ

て順次投票願います。 

   （氏名点呼） 

   （各員投票） 

○副議長（金岡佳時君） 投票漏れはありません

か。――投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

○副議長（金岡佳時君） これより開票を行いま

す。 

 ４番桑鶴太朗議員、33番細木良議員の立会い

を願います。 

   （開票点検） 

○副議長（金岡佳時君） 選挙の結果を御報告い

たします。 

   投 票 総 数      36票 

     有 効 投 票    36票 

   有 効 投 票 中 

     三 石 文 隆 議員 26票 

     坂 本 茂 雄 議員 10票 

 以上のとおりであります。この選挙の法定得

票数は、９票であります。よって、三石文隆議

員が高知県議会議長に当選されました。 

 ただいま議長に当選されました三石文隆議員

が議場におられますので、本席から、会議規則

第32条第２項の規定による告知をいたします。 

 三石文隆議長の御挨拶があります。 

   （19番三石文隆君登壇） 

○19番（三石文隆君） お許しをいただきました

ので、一言御挨拶を申し上げます。 

 ただいま議員の皆様の御推挙によりまして、

第104代高知県議会議長に選任いただきました。 

 私が議長の職責を担わせていただきますのは、

平成27年の第94代、令和２年の第99代に続き３

度目となります。議長を３度にわたり務めます

議員は、戦後３人目と伺っております。誠に身

に余る光栄であり、衷心より感謝申し上げます

とともに、改めてその職責の重さに身の引き締

まる思いでございます。 

 さて、濵田知事は、令和７年度予算を活力創

造予算と位置づけ、県政の最重要課題でありま

す人口減少問題の克服に向け、若者の所得向上

など一連の施策を抜本強化するとともに、南海

トラフ地震対策をはじめ、デジタル化、グリー

ン化、グローバル化といった新たな時代の潮流

を先取りし、絶えず施策の進化を図ることで、

元気で豊かな、あったかい高知を実現し、次世

代に引き継げるよう全力を尽くすと決意を表明

されました。 

 県民の皆様から負託を受けました県議会とい

たしましては、県民の皆様の声をしっかりと聞

き、地域の実情と課題の把握に努め、県政に反

映させてまいります。また、行政への監視機能

と政策提言力を発揮し、執行部をはじめ関係の

皆様と連携を図りながら、さらなる県勢浮揚に

向け一丸となって取り組み、県民の皆様の期待

と信頼に応えてまいりたいと考えております。 

 議員の皆様の御指導、御鞭撻も賜りながら、

公正かつ円滑な議会運営と県勢発展のため、誠

心誠意努めてまいる所存であります。何とぞよ

ろしくお願いを申し上げます。 

 結びに、濵田知事をはじめ執行部の皆様、報
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道関係の皆様、県民の皆様にも一層の御支援、

御協力を賜りますよう心からお願い申し上げま

して、就任に当たっての御挨拶とさせていただ

きます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（金岡佳時君） それでは、新しい議長

と交代いたします。 

   （副議長金岡佳時君退場、議長三石文隆君 

    議長席に着席） 

 

――――  ―――― 

 

副議長辞職の件 

○議長（三石文隆君） 御報告いたします。 

 金岡佳時副議長から副議長辞職願が提出され

ました。その辞職願を書記に朗読させます。 

   （書記朗読） 

     辞 職 願 

  今般一身上の都合により、副議長を辞職した

 いので許可願います 

   令和７年３月24日 

       高知県議会副議長 金岡 佳時 

  高知県議会議長 三石 文隆様 

○議長（三石文隆君） お諮りいたします。 

 ただいま御報告いたしました副議長辞職の件

を、この際日程に追加し、議題とすることに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（三石文隆君） 御異議ないものと認めま

す。よって、日程に追加し、議題とすることに

決しました。 

 副議長辞職の件を議題といたします。 

 これより、金岡佳時副議長の副議長辞職の件

を採決いたします。 

 金岡佳時副議長の副議長辞職を許可すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（三石文隆君） 全員起立であります。よっ

て、金岡佳時副議長の副議長辞職を許可するこ

とに決しました。 

   （10番金岡佳時君入場） 

○議長（三石文隆君） 金岡佳時議員の御挨拶が

あります。 

   （10番金岡佳時君登壇） 

○10番（金岡佳時君） 副議長の職を辞するに当

たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 昨年３月に、皆様方の温かい御推挙をいただ

きまして、副議長の職に就任させていただきま

した。在任中は経験豊かな加藤議長の下で、県

勢発展のため誠心誠意職務に邁進してまいりま

した。重責を担う議長を、微力ながらもお支え

し、本日まで職責を全うできましたのも、先輩・

同僚議員、濵田知事をはじめ執行部の皆様、報

道関係の皆様、そして県民の皆様の御支援、御

協力のたまものであります。厚く御礼を申し上

げます。 

 この一年の貴重な経験を糧に、人口減少対策

はもとより、県勢浮揚に向け、産業の振興、保

健・医療・福祉施策の充実、南海トラフ地震対

策など多岐にわたる県政課題の解決に引き続き

全力を尽くしてまいる所存でございます。 

 皆様方には今後とも一層の御指導、御鞭撻を

賜りますよう心からお願いを申し上げまして、

簡単ではございますが、退任に当たっての御礼

の御挨拶とさせていただきます。 

 誠にありがとうございました。（拍手） 

 

――――  ―――― 

 

副議長の選挙 

○議長（三石文隆君） お諮りいたします。 

 副議長の選挙を、この際日程に追加し、選挙

を行うことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 
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○議長（三石文隆君） 御異議ないものと認めま

す。よって、日程に追加し、選挙を行うことに

決しました。 

 これより副議長の選挙を行います。 

 本選挙は、投票により行います。 

 議場を閉鎖いたします。 

   （議場閉鎖） 

○議長（三石文隆君） 議場における議員の現在

数は、36人であります。 

 お諮りいたします。会議規則第31条第２項の

規定により、立会人に４番桑鶴太朗議員及び33

番細木良議員を指名いたしたいと存じますが、

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（三石文隆君） 御異議ないものと認めま

す。よって、立会人に４番桑鶴太朗議員及び33

番細木良議員を指名いたします。御両人は、御

了承願います。 

 書記に投票用紙を配付させます。 

   （投票用紙配付） 

○議長（三石文隆君） 投票用紙の配付漏れはあ

りませんか。――配付漏れなしと認めます。 

 なお、念のため申し上げます。投票は、単記

無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名

を記載の上、投票願います。 

 投票箱を点検させます。 

   （投票箱点検） 

○議長（三石文隆君） 投票箱に異状なしと認め

ます。 

 これより投票を開始いたします。点呼に応じ

て順次投票願います。 

   （氏名点呼） 

   （各員投票） 

○議長（三石文隆君） 投票漏れはありませんか。

――投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

○議長（三石文隆君） これより開票を行います。 

 ４番桑鶴太朗議員、33番細木良議員の立会い

を願います。 

   （開票点検） 

○議長（三石文隆君） 選挙の結果を御報告いた

します。 

   投 票 総 数      36票 

     有 効 投 票    36票 

   有 効 投 票 中 

     上 田 貢太郎 議員 26票 

     塚 地 佐 智 議員 10票 

 以上のとおりであります。この選挙の法定得

票数は、９票であります。よって、上田貢太郎

議員が高知県議会副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選されました上田貢太郎

議員が議場におられますので、本席から、会議

規則第32条第２項の規定による告知をいたしま

す。 

 上田貢太郎副議長の御挨拶があります。 

   （８番上田貢太郎君登壇） 

○８番（上田貢太郎君） お許しをいただきまし

たので、一言御挨拶を申し上げます。 

 ただいま先輩・同僚議員の皆様より格別の御

推挙をいただき、副議長の職に就かせていただ

くことになりました。身に余る光栄に存じます

とともに、その責任の重大さに身の引き締まる

思いでございます。 

 本県の喫緊の課題であります人口減少問題を

はじめ産業振興、南海トラフ地震への備えなど

山積する課題の解決に向け、議会として、その

役割と機能を発揮できるように一意専心努力し

てまいります。 

 私はもとより微力ではございますが、経験、

人格、見識ともに優れた三石議長の下、議長の

補佐役として、これまで培ってまいりました経

験を生かし、公正かつ円滑な議会運営に努め、
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県勢のさらなる発展に全力を尽くしてまいる決

意でございます。どうか議員の皆様におかれま

しては、なお一層の御指導、御鞭撻を賜ります

よう心からお願いを申し上げます。 

 結びに、濵田知事をはじめ執行部の皆様、報

道機関の皆様にも御支援、御協力を賜りますよ

うお願いを申し上げ、就任の御挨拶とさせてい

ただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

 

――――  ―――― 

 

前正副議長に対する謝辞 

○議長（三石文隆君） この際、依光美代子議員

から、ただいま辞職されました加藤前議長並び

に金岡前副議長に対し、議員一同に代わって謝

辞を述べられます。 

 21番依光美代子議員。 

   （21番依光美代子君登壇） 

○21番（依光美代子君） 年長議員として御指名

をいただきましたので、たくさんの諸先輩方が

いらっしゃる中、僣越と存じますが、お許しを

いただきましたので、議員一同を代表いたしま

して、辞任されました加藤前議長、金岡前副議

長に対して、一言お礼を申し上げます。 

 お二人は、昨年の２月定例会におきまして、

第103代議長、第108代副議長の要職に選任され

ました。 

 在任中は、県政の最重要課題であります人口

減少対策をはじめ、産業振興や南海トラフ地震

対策、教育の充実など幅広い県政課題について、

執行部や市町村、関係団体などの皆様と連携し、

県勢浮揚に向けて取り組んでこられました。 

 また、全国都道府県議会議長会や四国４県の

正副議長会などにおいて、本県をはじめ地方が

直面する喫緊の課題の解決に向けて、国に対す

る積極的な政策提言にも取り組まれました。 

 さらに、公正かつ円滑な議会運営を行うこと

はもちろんのことです、県議会の代表として様々

な現場に足を運び、広く県民の皆様の声に耳を

傾けてこられました。そして、議会の取組につ

いても積極的に発言されるなど、名実ともに県

民の皆様の期待に応える議会となるように御活

躍いただいたところでございます。 

 これらの御功績は、ひとえにお二人の優れた

人格と卓越した見識、そして県勢の浮揚並びに

地方自治の発展に向けた熱意とたゆまぬ努力に

よるものであります。私ども議員一同心から敬

意を表し、感謝を申し上げる次第でございます。 

 お二人におかれましては、御自愛の上、さら

なる県勢浮揚に向け、今後とも御尽力、御活躍

を賜りますよう心からお願い申し上げまして、

感謝の言葉とさせていただきます。 

 誠にありがとうございました。 

 

――――  ―――― 

 

○議長（三石文隆君） 以上をもちまして、今期

定例会提出の案件全部を議了いたしました。 

 

――――  ―――― 

 

副知事の退任挨拶 

○議長（三石文隆君） この際、３月31日をもっ

て退職されます井上副知事から御挨拶をしたい

旨の申出があっておりますので、これを許しま

す。 

 井上副知事。 

   （副知事井上浩之君登壇） 

○副知事（井上浩之君） お許しをいただきまし

たので、御挨拶を申し上げます。 

 このたび３月31日をもちまして、任期満了に

より副知事の職を退任いたします。在任中は、

議員の皆様をはじめ多くの皆様から心温まる御
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指導を賜りまして、心から感謝を申し上げます。 

 令和３年４月に副知事を拝命して以来、濵田

知事の補佐役として、懸案でありました国際線

ターミナル、動物愛護センター、そして東部の

看護師養成施設の整備といったプロジェクトの

推進や地産外商、観光振興などに、微力ながら

私なりに取り組んでまいりました。自分として

は充実した４年間だったというふうに思ってお

ります。この上は、濵田知事の強力なリーダー

シップの下、さらなる県勢発展をお祈り申し上

げる次第です。 

 最後に、皆様方のますますの御健勝、御活躍

を御祈念申し上げますとともに、一緒に仕事を

してきた多くの県庁の仲間に心から感謝を申し

上げまして、御挨拶とさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。（拍手） 

 

――――  ―――― 

 

副知事選任同意に伴う挨拶 

○議長（三石文隆君） 次に、副知事に選任同意

されました西森裕哉君から御挨拶をしたい旨の

申出があっておりますので、これを許します。 

 西森裕哉君。 

   （西森裕哉君登壇） 

○（西森裕哉君） お許しをいただきましたので、

一言御挨拶を申し上げます。 

 このたびは、私の副知事就任につきまして御

同意を賜り、誠にありがとうございました。何

分微力ではございますが、選任をいただきまし

た知事の思いをしっかり胸に刻み、また議会か

ら賜りました御同意の意義を重く受け止めまし

て、知事の補佐役として、知事の目指す元気で

豊かな、そしてあったかい高知県の実現に向け

て誠心誠意努めてまいります。 

 議員の皆様には、これまで以上に御指導、御

鞭撻を賜りますよう心からお願いを申し上げま

して、誠に簡単ではございますが、御挨拶とさ

せていただきます。 

 どうかよろしくお願いをいたします。 

 ありがとうございました。（拍手） 

 

――――  ―――― 

 

教育長の退任挨拶 

○議長（三石文隆君） 次に、３月31日をもって

退職されます長岡教育長から御挨拶をしたい旨

の申出があっておりますので、これを許します。 

 長岡教育長。 

   （教育長長岡幹泰君登壇） 

○教育長（長岡幹泰君） 議長のお許しをいただ

きましたので、御挨拶を申し上げたいと思いま

す。 

 このたび任期の満了をもちまして、教育長を

退任させていただくことになりました。 

 令和４年４月に就任して以来、議員の皆様方

には本県教育の振興に向けまして常に御指導、

御鞭撻を賜ってまいりました。また、濵田知事、

井上副知事には、適宜的確な御助言をいただい

たところでございます。皆様方からの御指導、

御支援のおかげで任期を全うすることができま

した。この場をお借りしまして心より御礼を申

し上げます。本当にありがとうございました。 

 ３年前、就任の御挨拶を申し上げた際、高知

県の教育の振興に向け、そして本県の子供たち

の健やかな成長のために懸命の努力と誠心誠意

を持って大任に尽くすと決意を述べさせていた

だきました。その実現に向け、高校生や教職員、

保護者の皆様、あるいは地域の方々など様々な

方々と対話も重ね、御協力をいただきながら教

育行政の遂行に取り組んでまいりました。 

 近年、かつて全国一高いこともあった不登校

児童生徒の出現率は全国平均を下回り、体力・

運動能力についても全国平均を上回る状況が続
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くといった一定の成果の兆しが見えつつありま

す。また、新しい県立高等学校振興再編計画を

今年度末に策定し、県立高等学校の特色化や魅

力化を関係者一丸となって本格的に図っていく

道筋をつけることもできました。こうしたこと

は、市町村教育委員会や学校、ＰＴＡ、そして

社会教育関係の方々の御理解と御協力、そして

何といっても児童生徒の皆さんの頑張りがあっ

たからと心から感謝を申し上げるところでござ

います。 

 他方で、教育に係る課題もまだまだございま

す。中でも教職員による不祥事が相次いでいる

ことは誠に遺憾であり、学校や県、市町村教育

委員会など全ての者が志を一つに、一丸となっ

てこの防止に向けて取り組む体制をつくり切る

に至らなかった、そういったことを大変申し訳

なく思っております。 

 後を引き継いでいただく今城新教育長、そし

て教育関係者の皆さんには高い意識と崇高な使

命感を持って、数々の教育課題にしっかりと向

き合って対応し、また本県教育のよさや魅力を

さらに高めていただくことを期待するところで

あります。 

 最後となりますが､｢きらっと いきいき あっ

たかい「高知家」の教育」という理念の実現に

向け、引き続き皆様方の御支援、御協力を賜り

ますことをお願いし、そして皆様方の御健勝と

御活躍を心から御祈念申し上げまして、お礼の

御挨拶とさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。（拍手） 

 

――――  ―――― 

 

閉 会 の 挨 拶 

○議長（三石文隆君） 閉会に当たりまして、一

言御挨拶を申し上げます。 

 今定例会には、コロナ禍を除けば濵田県政で

最大規模となる令和７年度一般会計当初予算を

はじめ、当面する県政上の重要案件が提出をさ

れました。 

 議員各位におかれましては、これらの議案に

対し終始熱心な御審議をいただき、おかげをも

ちまして全議案を滞りなく議了し、予定どおり

の日程をもって無事閉会の運びとなりました。

議員各位の格別の御協力に対しまして心から感

謝を申し上げます。 

 また、知事をはじめ執行部の方々並びに報道

関係の皆様におかれましても、この間何かと御

協力を賜りました。厚く御礼を申し上げます。 

 さて、本県最大の課題であります人口減少問

題に対し、知事は人口減少対策総合交付金によ

る市町村の取組の支援など攻めの対策に加えて、

当面の人口減少に適応しながら、持続可能な社

会を実現するために賢く縮小する４Ｓプロジェ

クトを打ち出し、全国の公共サービス改革をリー

ドする取組を目指すと表明されました。折しも、

来週からは本県出身の漫画家やなせたかしさん

と妻の小松暢さんをモデルにしたＮＨＫ連続テ

レビ小説あんぱんの放映が開始されます。知事

をはじめ執行部には難題に恐れることなく、県

民のために立ち向かい、誰もが生きる喜びを感

じられるような高知県を目指して取り組んでい

ただくようお願いをいたします。 

 今月末をもって井上副知事、長岡教育長がそ

れぞれ退任されることとなりました。長きにわ

たり高知県の発展、また教育の振興に御尽力を

賜りましたことに、改めて感謝を申し上げます

とともに、今後の御健勝をお祈りいたします。 

 日一日と暖かくなってまいりまして、桜の便

りも聞かれるようになりました。来月早々から

は新たな体制での議会活動も始まります。どう

か皆様方におかれましては、一層御自愛の上、

県勢発展のためにますます御活躍を賜りますよ

うお願いを申し上げまして、閉会の御挨拶とさ
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せていただきます。 

 これより、県知事の御挨拶があります。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 令和７年２月県議会定例

会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上

げます。 

 今議会には、令和７年度一般会計当初予算や

職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

議案などを提出させていただきました。議員各

位には熱心な御審議を賜り、誠にありがとうご

ざいました。また、ただいまは、それぞれの議

案につきまして御決定を賜り、厚く御礼を申し

上げます。 

 今議会では、人口減少対策をはじめ、賢く縮

む「４Ｓプロジェクト」の推進、南海トラフ地

震対策などの災害時への備え、さらには教育政

策などにつきまして、多くの御意見や御提言を

いただきました。御審議の過程でいただきまし

た貴重な御意見や御提言を十分肝に銘じ、全力

で県政の運営に努めてまいります。 

 来る令和７年度は、活力にあふれる高知、そ

して安心して暮らせる高知の実現に向けてさら

に前進する年にしたいと考えます。県政の最重

要課題である人口減少問題に対しましては、若

者の所得向上や、共働き・共育ての推進といっ

た一連の施策を抜本強化するなど、不断の見直

しを行いながら粘り強く取り組みます。 

 一方で、当面県の総人口の減少が続くこと自

体は避けられません。そのため、人口減少に適

応した効率的で持続可能な社会の実現を目指し

て、賢く縮む「４Ｓプロジェクト」に取り組み

ます。その上では、取組の趣旨や目指す姿を丁

寧に御説明いたしますとともに、市町村や事業

者を含め、県民の皆さんとしっかりと対話を行

いながら、プロジェクトを推進してまいります。 

 また、南海トラフ地震対策につきましては、

能登半島地震や南海トラフ地震臨時情報から得

られた教訓をしっかりと踏まえまして、被害を

最小限に抑え、県民の皆さんの命と暮らしを守

るべく万全を期すように取り組みます。引き続

き、様々な県政の課題解決に向けまして、私自

身がかじ取り役として先頭に立ち、一歩一歩着

実に前進するよう挑戦を続けてまいります。 

 議員各位には、今後とも御指導、御鞭撻を賜

りますようどうかよろしくお願いを申し上げま

す。 

 また、先ほどは、新しい副知事の選任に御同

意をいただき、誠にありがとうございました。

井上副知事におかれましては、その優れた御見

識、御人徳により、長年県行政を支えてくださ

いましたことに、改めて心から感謝を申し上げ

ます。新年度からは新しい執行体制で、さらな

る県勢浮揚に取り組んでまいります。議員各位

には重ねてよろしくお願いを申し上げます。 

 また、ただいまは、加藤議長、金岡副議長が

退任をされ、新しく三石議長、上田副議長が御

就任になりました。加藤議長、金岡副議長にお

かれましては、県政にとりまして大変重要な時

期に、優れた識見と卓越した手腕によりまして

円滑な議会運営に御尽力をいただき、県民生活

の安定と県勢の浮揚に多大な御貢献をいただき

ました。心から敬意を表しますとともに、在任

中に執行部に賜りました御指導、御鞭撻に対し

まして深く感謝を申し上げます。 

 新たに就任をされました三石議長、上田副議

長には心からお喜びを申し上げます。今後とも

格別の御指導、御鞭撻を賜りますよう心からお

願いを申し上げます。 

 終わりに、議員各位におかれましては、御自

愛の上、県勢の発展のために一層のお力添えを

賜りますよう重ねてお願いを申し上げまして、

簡単ではございますが、私からの閉会の御挨拶

とさせていただきます。 

 誠にありがとうございました。 



令和７年３月24日  

－433－ 

 

 

――――  ―――― 

 

○議長（三石文隆君） これをもちまして、令和

７年２月高知県議会定例会を閉会いたします。 

   午後１時42分閉会 
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